
 

 

 

 

 

 

ロータリー 

 

 

章典 

 

2024 年 10 月 

 

 

 

（2024 年 7 月までの理事会決定を含む） 



ロータリー章典 

2024年 10月  i 

序文 
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目的 

本巻には、全般的かつ恒久的な国際ロータリーの方針として法典化されたものが収めら

れている。これらの方針を確立するため、1910 年以来、RI 理事会、RI 国際大会、RI 規

定審議会における決定が集められた。章典の目的は、現在も有効な一般的かつ恒久的な

方針すべてを、一冊の包括的な書物にまとめることである。  

 

 

本書の配列 

表題に示されている通り、章典の各章はそれぞれ別個の主題を扱い、各条はそれぞれ別

個の題目を扱うようになっている。各章には連続した番号が振られ、論理的な順序で収

められている。各章の冒頭にはその章に収められている条のリストが掲載され、各条の

冒頭にはその条に収められている節のリストが掲載されている。章典の改訂後に新しい

条が必要となった場合、その条は適切な場所に挿入されることになる。  

 

 

番号方式 

連続番号ではなく段階的に番号が振られるのは、将来新しい方針が定められた場合に、

条内に追加の節を挿入できるようにするためである。必要に応じて新しい節の追加が必

要となった場合、既にある番号を一切変更することなく、挿入することができる。例え

ば、5.010 と 5.020 の間に挿入すべき新しい節は、5.015、あるいは 5.010 と 5.020 の間

であればどのような番号でもよい。各節の番号にはその条の番号も含まれている。条の

番号と節の番号の間には小数点が付されている。例えば、第 7.050 節は、第 7 条の第 50

節となる。 

 

 

改正と新しい方針 

理事会は、通常の業務の一環として新しい方針を採択し、現行の方針の改正を行う。改

正に関しては、章典の節が改正された場合、理事会の決定事項にその節番号が記載され
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る。一方、新しい方針に関しては、章典に新しい方針が追加されたことが理事会の決定

事項に記載される。 
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第 1 章 一般規定 

 

条項 
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第 1 条  章典 

 

1.010.  目的 

1.020.  呼称 

1.030.  解釈原則 

1.040.  定義 

1.050.  組織規定文書との関係 

1.060.  可分性 

1.070.  方針の取り消し 

1.080.  方針の施行 

1.090.  改正 

1.100.  年次補足資料 

1.110.   改訂版 

1.120.  認定 

 

 

1.010. 目的 

ロータリー章典の目的は、国際ロータリーの一般的かつ永続的な方針のす

べてが含まれた包括的な文書を確立することにある。本ロータリー章典の

発効日の後に RI 理事会または RI 規定審議会によって採択された一般的か

つ永続的なすべての方針は、章典がこれらの方針を一つにまとめた文書と

して維持されるべく、章典に追加されることになる（1998 年 6 月理事会

会合、決定 348 号）。 
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1.020. 呼称 

本ロータリー章典に含まれている方針がロータリー章典を成し、これらの

方針がロータリー章典として指定され、ロータリー章典と呼ぶことができ

る。またこれらの方針を、ただ単に「Code of Policies（章典）」あるい

は「Code」と呼ぶこともできる。本条項に準拠して時折作成され、認定

される改訂版は、改訂年度とともに「改訂版」という文字が題名に加えら

れるものとする。例えば、2002 年の章典の改訂版は「2002 年改訂版ロー

タリー章典」と呼ばれることになる。このような改訂版は、単に「2002 

Revised Code」（2002 年改訂版章典）、または「2002 Code」（2002 年

章典）と呼ぶこともできる（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

 

1.030. 解釈原則 

本章典に記載されている一般的な規定、用語、語句、表現はすべて、方針

の施行を可能にするような方法で解釈されるものとする。語および語句は

そのまま通常の意味に解釈されるものとするが、法律や組織規定における

特定の、あるいは適切な意味を持つ専門的な用語や語句に関しては、それ

ぞれの専門的な意味に基づいて解釈するものとする。本章典において、「

Shall（～ものとする）」、「is」、「are」と言う単語は義務であること

を意味し、「may（～できる）」、「should（～べき）」と言う単語は義

務よりも寛容であることを意味するものである（1998 年 6 月理事会会合

、決定 348 号）。 

 

 

1.040. 定義 

本章典の解釈においては、以下の定義が遵守されるものとする。ただし文

脈から明らかにその定義が当てはまらない場合は例外とする。 

• 成人：ロータリークラブ会員に関しては、18 歳以上の者 
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• 理事会：国際ロータリー理事会 

• クラブ：ロータリークラブ 

• 章典：この文書の本条項およびその他の条項に含まれているロータリ

ー章典 

• 組織規定文書：国際ロータリーの定款および細則、ならびに標準ロー

タリークラブ定款 

• 審議会：RI 規定審議会および決議審議会 

• 財団：国際ロータリーのロータリー財団 

• RI の中央役員：会長、会長エレクト、副会長、財務長、その他の理事

、事務総長 

• 事務総長：正規に選ばれた、あるいは代理の国際ロータリー事務総長 

• ガバナー：ロータリー地区ガバナー 

• 立法案：規定審議会に提出される制定案と見解表明案 

• 会員：名誉会員以外のロータリークラブ会員 

• パートナー：同性または異性のカップルのうち、法的に結婚している

か、シビル・ユニオンの地位にあるか、相互に認めた関係にある者 

• 会長イニシアチブ：会長の提案による、ロータリークラブおよびロー

ターアクトクラブの会員と参加者のために追加された行事、プログラ

ム要素、プロジェクト、メッセージキャンペーン 

• ローターアクトクラブ：若い成人のクラブ  

• ローターアクター：ローターアクトクラブの会員 

• RI：国際ロータリー 

• ロータリー組織：国際ロータリー、ロータリー財団、ロータリークラ

ブやロータリークラブのグループ、ロータリー地区やロータリー地区

のグループ、ロータリー親睦活動グループ、ロータリー行動グループ

、および国際ロータリーの管理上の区域単位。個々の RI プログラムは

、ロータリー組織とはみなされない。 

• ロータリーの標章：RI が所有権を有する知的財産。第 34.005.節を参

照のこと。 
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• ロータリー・シニアリーダー：現・次期・元 RI 会長、現・次期・元 RI

理事、現・次期・元財団管理委員 

• 事務局：国際ロータリーの世界本部および国際事務局 

• 職員：国際ロータリーの職員 

• ロータリー財団：国際ロータリーのロータリー財団 

• 管理委員会：国際ロータリーのロータリー財団の管理委員会 

（2024 年 1 月理事会会合、決定 73 号）。 

 

出典：1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号 

2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 73 号により改正 

 

 

1.050. 組織規定文書との関係 

本章典は組織規定文書を補足するものであり、組織規定文書に即して解釈

されるべきである。組織規定文書の規定と本章典の規定とが一致しない場

合、組織規定文書が優先され、章典の規定の一致しない部分は修正される

ことになる（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

 

1.060. 可分性 

本章典の章、条、節は、分離することができる。本章典の章、条、節のい

ずれかが、裁判所またはその他の法廷機関により無効と宣告された場合、

その無効性は本章典の残りの章、条、節に影響を及ぼすものではない。本

章典のいかなる部分が裁判所またはその他の法廷機関により無効と宣告さ

れた場合も、その裁判所あるいは機関の司法管轄内でのみ無効とされるも

のとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 
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1.070. 方針の取り消し 

以前の方針を取り消す決定措置そのものが撤回あるいは無効とされた場合

、その撤回あるいは無効は、かかる方針が明示的に復活された場合を除き

、以前の方針を復活させる意味に解釈してはならない（1998 年 6 月理事

会会合、決定 348 号）。 

 

 

1.080. 方針の施行 

特定の条項に但し書きがない限り、事務総長は本章典に規定された方針を

施行する義務と権限の両方を有するものとする。この目的で、事務総長は

方針を施行するための方針、手続、指針、規定、予定表、その他の文書を

作成し、承認することができる。事務総長はまた、氏名あるいは役職名に

より、1 名もしくは複数の職員に種々の方針を施行する権限を委任するこ

とができる（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

 

1.090. 改正 

本章典の改正は、規定審議会の決定に関する組織規定に準拠した上で、規

定審議会の決定により行うことができる。章典の改正は、理事会による決

定に関する組織規定に準拠した上で、理事会により行うことも可能である

。規定審議会による改正は、決定がなされた後の 7 月 1 日にその効力が生

じるものとし、組織規定文書の制限条項に制約される。その他すべての改

正は、理事会によって採択されると同時に効力を発する。ただし、かかる

決定においてこれより遅い期日が指定されている場合はその限りではない

。方針の変更や追加を通知するのに十分な期間を置くために適切であると

判断した場合、理事会は章典への改正の発効日を遅らせる。 

 

本章典を改正する際、理事会は、改正される章、条、節を明示するか、あ

るいは章典に新しい方針を挿入する場所を指定するよう努めるものとする

。このような照会がなされなくとも、新しい方針あるいは異なる方針を採

択する理事会の決定の有効性に影響を及ぼさないものとする。事務総長は
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、理事会により採択された改正に手続き上の修正を加え、かかる修正を章

典にも加える義務と権限を持つ。このような修正を行った場合は、次の会

合にて理事会に報告するものとする（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号

）。 

 

出典：1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号 

2000 年 2 月理事会会合、決定 275 号、2000 年 8 月理事会会合、決定 42 号、2016 年 9

月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

 

1.100. 年次補足資料 

本章典は、各理事会の会合後、事務総長により更新されるものとする。各

ロータリー年度の終了後、蓄積された本章典への補足事項をまとめた年次

資料が、事務総長によって作成されるものとする。このような蓄積補足資

料は、章典の改正内容をはじめ、章典の採択または最新の改訂版が発行さ

れて以来、一般的かつ永続的な方針に加えられたその他すべての変更もし

くは追加を含むものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

 

1.110. 改訂版 

本章典の改訂版は、事務総長により時折作成されるものとする。ただし、

少なくとも 4 年に 1 度とする。改訂版は、章典（または最新の改訂版）、

最新の年次蓄積補足資料とその後の章典の一切の改正事項、そして一般的

かつ永続的な方針に加えられたその他すべての変更もしくは追加を、一つ

の統合された文書としてまとめるものとする。本章典の改訂版には、「

2001 年改訂版ロータリー章典」というように、題名の一部として出版さ

れた年が付記される。正規に作成され認定された改訂版は、それ以前に出

版された章典の全版に取って代わる。章典の改訂版が作成され認定された

なら、その改訂版は理事会の定例会合に提出され、理事会がそれを受け取

ったことが議事録に記録されるものとする。 
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章典の新しい改訂版は理事会に提出された時点から発効し、章典の前版か

ら新しい改訂版に移行する際に意図せずして削除あるいは変更された方針

については、前版に記載されている通り 6 カ月間有効であるという但し書

きが付される。理事会に新改訂版が提出されてから 6 カ月の期間中、事務

総長は前版の方針を正確に反映させるために新改訂版を修正することがで

き、かかる修正については次回の定例会合にて理事会に報告されるものと

する。6 カ月の期限が過ぎた後、新改訂版は理事会により完全に採択され

たに等しく、完全に有効となる。このような改訂版に記載された方針の文

面は、理事会の決定による場合を除き、その後は変更することができない

（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

 

1.120. 認定 

事務総長は、本条項に準拠して発行されるよう、年次蓄積補足資料および

章典の改訂版を作成する義務、およびそれを認定する権限を持つ（1998

年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 
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第 2 章 クラブ 

 

条項 

 

第 2 条 クラブの会員組織と管理運営 

第 3 条 クラブの名称、所在地域、所在地域の調整 

第 4 条 会員に関する一般的指針と職業分類 

第 5 条 会員増加および新会員 

第 6 条 元ロータリアンおよび現ロータリアンの家族 

第 7 条 クラブ例会および出席 

第 8 条 クラブのプログラム 

第 9 条 クラブの財務と広報 

第 10 条 クラブ役員 

第 11 条 クラブとロータリアンおよびその他の人々との関係 

第 12 条 ローターアクトクラブ 

 

 

第 2 条 クラブの会員組織と管理運営 

 

2.010.  RI へのクラブの加盟 

2.020.  クラブ・リーダーシップ・プラン 

2.030.  RI 外部のクラブの連合組織  

2.040.  1922 年 6 月 6 日より前に加盟したクラブ 

2.050.  推奨クラブ細則 

2.060.  クラブの法人化 

2.070.  クラブ活動の法人化 

2.080.  国法の遵守 

2.090.  クラブおよび政治活動 

2.100.  武器が関わるクラブおよび地区の行事 

2.110.  武器が関わる行事の法的および保険上の影響 

2.120.  青少年の保護 
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2.130.  試験的プロジェクト 

 

 

2.010. RI へのクラブの加盟 

国際ロータリーはロータリークラブとローターアクトクラブの連合体であ

り、各クラブはこの連合体と直接的な関係かつ共通の責任を有しており、

RI の加盟者としてのクラブの管理運営および機能に対しては、国単位の

クラブの集合体またはその他のクラブの集合体が介入することはない。RI

のすべての加盟クラブは、クラブの組織構造と機能を定める組織規定文書

の条項を遵守するよう求められている（2019 年 10 月理事会会合、決定

57 号）。 

 

出典：1976 年 5～6 月理事会会合、決定 265 号 

2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号にて改正。 

 

2.010.1. 機能の喪失 

RI 細則に従い、RI 理事会は、当組織のすべての加盟クラブが確実に機能

しているよう配慮する責任があり、機能しているクラブを次のように定義

する。 

 

1. 国際ロータリーに人頭分担金を納めていること。 

2. RI 組織規定文書に準じて、定期的に会合を開いていること。 

3. その会員が「Rotary」誌または認可された地域雑誌を購読しているこ

と。 

4. 地元や他国の地域社会のニーズに取り組む奉仕プロジェクトを実施し

ていること。 

5. ガバナー、ガバナー補佐、または国際ロータリー役員の訪問を受け入

れていること。 
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6. 本章典 72.060.節の規定する通り、適切な責任保険に加入していること

。 

7. 国際ロータリーの定款、細則、およびロータリー章典に矛盾しない方

法で活動していること。 

8. ロータリー章典に規定されている通り、ハラスメントを自ら認め、あ

るいは有罪を宣告され、あるいはそれに関与したと認められた会員を

退会させるという RI 理事会の要請に従っていること。 

9. 外部からの援助に頼ることなく、RI 会費および地区会費を負担してい

ること。 

10. 事務総長に正確な会員名簿を適時に提出していること。少なくとも、

会員の変更については 7 月 1 日および 1 月 1 日必着で事務総長に報告

しなければならない。 

11. クラブ内の論争を友好的な方法で解決すること。 

12. 地区と協力関係を維持していること。 

13. RI 定款文書で提示されるすべての救済措置が尽きる前に、国際ロータ

リー、ロータリー財団、または地区、ならびにその理事、管理委員、

役員、および職員に対する訴訟を提起または継続することなく、また

そのような訴訟を提起または継続する個人を会員に留めることなく、

RI と協力していること。 

14. RI 細則で定められた選挙審査方法に従い、これを完了すること。 

各ガバナーは、上記の基準に基づき、機能していない地区内のクラブを特

定するものとする。ロータリーのシニアリーダーもまた、観察によってク

ラブが機能していないことに気づいた場合には、それを報告するよう奨励

されている。事務総長はまた、機能していないクラブを特定し、地区ガバ

ナーに報告を求めることができる。クラブが機能していないかどうかを判

断するために、ガバナーの報告書とその他の証拠が考慮されるものとする

（2023 年 1 月理事会会合、決定 80 号）。 

 

出典：2000 年 2 月理事会会合、決定 339 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号。 
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2000 年 5 月理事会会合、決定 425 号、2000 年 8 月理事会会合、決定 79 号、2000 年 11

月理事会会合、決定 178 号、2009 年 11 月理事会会合、決定 93 号、2013 年 6 月理事会

会合、決定 196 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号、2014 年 1 月理事会会合、決

定 96 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 113 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 121 号

、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 68 号、2019 年

10 月理事会会合、決定 48 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号、2023 年 1 月理事

会会合、決定 80 号により改正 

 

2.010.2. すべてのロータリークラブにおいて最低基準を満たすための計画 

1. クラブが機能するための機会の創設 

 

弱体とみなされたクラブが、理事会が定めた最低基準を満たすことができ

るよう、ガバナーは、これらのクラブの適切な強化策を整える。 

 

2. 機能していないクラブへの対応 

 

クラブが地区ガバナーによって提供された強化の機会を取り入れないこと

を選んだ場合、ガバナーは、以下の選択肢の中から適切な措置を取るため

にこれらのクラブに協力する。 

 

a. 脱会－慎重な検討の後、ガバナーと相談した上で、クラブ脱会に関

する理事会方針に従い、クラブ会員がクラブの加盟身分を終結する

ことに合意する。ガバナーは、会員であり続けることに関心を持つ

ロータリアンの氏名を近隣のクラブに提供する。  

b. 合併－ガバナーと相談した上で、クラブとそのすべての会員が近隣

のクラブと合併する。会員数が 20 名未満の近隣クラブは合併するよ

う奨励されている。 

c. 終結－機能しているクラブの最低基準をクラブが満たすことができ

ないことを、ガバナーが事務総長に通知するか、事務総長が判断す

る。ガバナーまたは事務総長によってクラブが機能していないと特
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定されたことを、事務総長がクラブに通知し、妥当な期間内に回答

を求める。クラブからの回答がない場合、またはクラブの回答が最

低基準を満たせていないことを示す場合、クラブは機能していない

ことを理由に終結される 

（2023 年 1 月理事会会合、決定 80 号）。 

 

出典：2000 年 2 月理事会会合、決定 324 号、2000 年 11 月理事会会合、決定 158 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号。2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号、2023 年 1

月理事会会合、決定 80 号により改正 

 

2.010.3. ロータリークラブの脱会 

RI 細則第 3.010.節「クラブの RI 脱会」に準拠し、当組織からの脱会を希

望するクラブは次の一般指針に従うことができる。 

 

事前に通知を行って、全会員を集めた会合を開き、クラブが国際ロータリ

ーから脱会すべきかどうかについて投票を行う。 

 

出席している会員の過半数がクラブの RI 脱会に賛成票を投じた場合、ク

ラブの会長と幹事は、地区ガバナーと事務総長宛てに、クラブの投票結果

とクラブの運営最終日を記した通知を書面で送るべきである。 

 

非営利組織の終結に関して適用される地元の全法律および資金管理要件に

従うよう注意を払うべきである。 

 

クラブが法人となっている場合、および（または）クラブの活動が法人化

されている場合、特に資産の処理について、適用される法律と法人設立定

款に従うべきである。 

 

地区は、引き続きロータリーの会員であり続けることの希望を表明した会

員に対して、ほかのロータリークラブを探す支援をすべきである（2013

年 10 月理事会会合、決定 31 号）。 
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出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 283 号。 

2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号、2023 年 10 月理事会会合、決定 24 号により改正 

 

引照 

9.020.  RI に対し滞納金のあるクラブ 

32.030.4. 事務総長によるクラブの停止、終結、脱会、および加盟復帰 

32.030.9. 雑誌講読の義務 

 

 

2.020. クラブ・リーダーシップ・プラン 

クラブ・リーダーシップ・プランの目的は、効果的なクラブの管理の枠組

みを提供することにより、ロータリークラブの強化を図ることである。地

区リーダーシップ・プランに提示されているように、クラブのリーダーは

、地区リーダーと相談しながらクラブ・リーダーシップ・プランを導入す

べきである。クラブ・リーダーシップ・プランは、毎年見直しが行われる

べきである。以下は、効果的なクラブの要素である。 

• 会員基盤を維持、および（または）拡大する。 

• 地元と他国の地域社会のニーズに取り組む充実したプロジェクトを実

施する。 

• 寄付およびプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する。 

• クラブの枠を超えてロータリーで奉仕できるリーダーを育成する。 

クラブ･リーダーシップ・プランを実施するために、現、次期、元クラブ

リーダーは以下を行うべきである。 

1. 効果的なクラブの要素に取り組む長期的な計画を立案する。 

2. 年次目標を設定し、ロータリークラブ・セントラルに入力する。 

3. 会員を計画過程に参加させ、ロータリーの活動に関する情報を伝える

ためのクラブ協議会を実施する。 
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4. クラブ会長、理事会、委員会委員長、クラブ会員、地区ガバナー、ガ

バナー補佐、および地区委員会の間に明確なコミュニケーションが確

実に図られるようにする。 

5. 将来のリーダー育成を図るための引継ぎ計画の概念を含め、リーダー

シップの継続性を確保する。 

6. クラブ委員会構成とクラブリーダーの役割と責務を反映させるべく、

細則に修正を加える。 

7. クラブ会員間の親睦をさらに深めるような機会を提供する。 

8. 会員全員がクラブのプロジェクトや業務に活発に関与するようにする

。 

9. 以下を確実にするための包括的な研修計画を立案し、実施する。 

• クラブリーダーが、適宜、地区ラーニング行事に出席する。 

• 新会員のために一貫したオリエンテーションを定期的に実施する。 

• 現会員のために継続的教育の機会を提供する。 

• 全会員が指導力育成プログラムを受けることができるようにする。 

クラブの各種委員会  

クラブの各種委員会は、クラブの年次目標と長期目標を実行する責務を担

う。会長エレクト、会長、直前会長が協力し、リーダーシップの一貫性と

計画の継続性を図るべきである。継続性を図るため、可能であれば、委員

会委員は 3 年を任期として任命されるべきである。会長エレクトは、任期

が始まる前に、委員会の空席を補填するために委員および委員長を任命し

、計画会議を設ける責務がある。委員長は、同じ委員会の委員としての経

験を有していることが推奨される。 

 

標準ロータリークラブ定款第 11 条に従って常任委員会を任命し、クラブ

の細則にこれを反映するべきである。 

 

ラーニング行事の要件 
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クラブ委員会委員長は、就任する前に地区研修・協議会に出席すべきであ

る。 

 

地区リーダーシップチームとの関係  

クラブ委員会は、ガバナー補佐および関連する地区委員会と協力すべきで

ある。 

 

報告要件 

クラブ委員会は、適切であれば、活動についてクラブ理事会に定期的に報

告し、クラブ協議会において報告を行うべきである（2020 年 4 月理事会

会合、決定 119 号）。 

 

出典：2004 年 11 月理事会会合、決定 128 号。 

2006 年 11 月理事会会合、決定 104 号。2010 年 6 月理事会会合、決定 223 号、2015 年

1 月理事会会合、決定 118 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2024 年 4 月理事会

会合、決定 119 号により改正 

 

 

2.030. RI 外部のクラブの連合組織 

クラブは、その会員を他の組織に結びつけたり、RI の枠外で正式なクラ

ブの連合体を設立したりする権限はない（2013 年 10 月理事会会合、決定

31 号）。 

 

出典：1971 年 4 月理事会会合、決定 233 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号により改正 

 

 

2.040. 1922 年 6 月 6 日より前に加盟したクラブ 

RI 細則によって例外が認められていない限り、1922 年 6 月 6 日より前に

加盟したすべてのクラブは、現在の標準ロータリークラブ定款を採択する

ものとする。事務総長は、1922 年 6 月 6 日より前に加盟したクラブ向け

に、標準ロータリークラブ定款と異なる規定を補遺規定として有する。ク

ラブが、現在の標準ロータリークラブ定款に近づけるために（標準クラブ
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定款と）異なる規定を改正しようと望む場合、そのクラブは、標準ロータ

リークラブ定款の規定に従って改正することができる（2013 年 10 月理事

会会合、決定 31 号）。 

 

出典：1990 年 3 月理事会会合、決定 139 号、1992 年 11 月理事会会合、決定 83 号。 

2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号により改正 

 

 

2.050. 推奨クラブ細則 

標準ロータリークラブ定款は、すべてのクラブが RI の定款と細則の規定

に矛盾しない細則を採択することを義務付けている。理事会は、本章典の

補遺資料に記載されている推奨クラブ細則を採択した。規定審議会の決定

の結果として推奨クラブ細則に加えられる改正は、理事会を代行する執行

委員会により承認されることができる。推奨クラブ細則は、理事会により

適宜見直されるものとする（2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号）。 

 

出典：2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2005 年 3 月理事会会合、決定 197 号。 

2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号により改正 

 

 

2.060. クラブの法人化 

クラブは、その法人設立定款の中に、今後の改正も含め、現行の RI 組織

規定文書に忠実に従うという文言を加えるなら、法人化することができる

。 

 

クラブは、クラブ自体またはその活動の法人化を通じて、クラブのプロジ

ェクトと活動から発生しうる事故や損害に対する賠償責任から保護される

手はずを整えるべきかどうかについて、法律顧問または責任保険の顧問か

ら助言を受けるべきである。 

 

本項の目的のために、以下の語句は、次の通りの意味を持つものとする。 
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• 「法人」という語は、社団法人、法人組織、有限責任会社、あるいは

地元の法務当局により認められているその他の類似した組織体を意味

するものとする。 

• 「法人化」という語は、法人を設立する手続を意味するものとする。 

• 「法人規約文書」とは、法人設立定款または組織設立定款、細則およ

び類似した文書を含め、統括管理および運営のための手続きの設定に

あたる法人により正式に採択された文書を意味するものとする 

（2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号）。 

 

出典：1940 年 7 月理事会会合、決定 36 号、1983 年 11 月理事会会合、決定 93 号、2008

年 11 月理事会会合、決定 104 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号。 

1958 年 1 月理事会会合、決定 114 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

2.060.1. 提案される法人化の形式 

法人設立定款の一般規定は以下の通りである。 

 

本法人の名称は、_________________________法人ロータリークラブと称

するものとする。  

 

本法人は、非営利団体法人とする。その目的は、慈善、博愛、かつ、ロー

タリーの目標を奨励、推進、拡大することと、国際ロータリーの加盟クラ

ブとしての関係を維持することとする。 

 

組織された本法人が許可されるものとなる、この法人設立の準拠法である

___________州／都道府県／国の法令の規定の定める範囲内で、本法人は

、国際ロータリーの定款および細則に矛盾しない方法で運営するものとす

る。 

 

この法人は、法人設立定款に列挙されている趣旨に沿い、かつ、本法人設

立の準拠法である州／都道府県／国の法令に反しない細則を採択できるも

のとする（2004 年 6 月理事会会合、決定 236 号）。 
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出典： 1940 年 7 月理事会会合、決定 36 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2004 年 6 月理事会会合、決定 236 号により改正 

 

2.060.2. クラブ法人細則の調和 

この新たに設立された法人を、国際ロータリーと調和したものにするため

に、この法人は、RI が加盟クラブのために定めている標準ロータリーク

ラブ定款と推奨ロータリークラブ細則のすべての関連規定をその法人細則

として採択するものとする。法人設立定款は、法人が設立された地域の法

律で義務づけられている追加の声明や表明を含まなければならない。これ

らの規定は、法人となったクラブがあらゆる点において RI の加盟クラブ

である、という明白な趣旨に反しない限り、いかようにも修正することが

できる。既存クラブがこのような条件に従って法人化されたとしても、RI

との関係には何の変わりもなく、以前のクラブと変わりないと認識される

ものとする（2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号）。 

 

出典： 1940 年 7 月理事会会合、決定 36 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

2.060.3. クラブの法人化に関する事務総長の権限 

事務総長は、理事会に代わって提出されたすべての法人設立書類を審査し

、RI の方針を遵守しているかどうかを検討するものとする。さらに方針

声明が必要とされる特別な状況の場合、事務総長は、その申請を執行委員

会に付議するものとする（2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号）。 

 

出典：1940 年 7 月理事会会合、決定 36 号 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 
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2.070. クラブ活動の法人化 

クラブに法的責任が生じる可能性がある特殊な活動に従事することをクラ

ブが提案する場合、そのような活動はクラブ自体とは別個に法人化すべき

である（2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号）。 

 

出典：1940 年 7 月理事会会合、決定 36 号 

1958 年 1 月理事会会合、決定 114 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

 

2.080. 国法の遵守 

すべてのロータリークラブは、クラブが存在し、活動している国の法律に

従うものと期待されている。クラブは、当該国の法律に従うべく、特定の

法的要件を満たすために必要な措置を取ることができる。ただし、以下を

条件とする。 

 

1. 当該国におけるクラブの組織と機能に関連する措置や手配が、クラブ

の実際の管理運営と機能とのかかわりにおいて組織規定文書と矛盾し

ないこと。 

2. 当該クラブが、RI 組織規定文書が時折改正されるにつれ、また、クラ

ブがあらゆる点で RI の加盟ロータリークラブであり続け、加盟クラブ

として機能する限り、組織規定文書に従い、また従い続けること。 

3. いかなる国のクラブであれ、このような措置を意図する場合は、まず

、理事会の検討に付すこと 

（2006 年 6 月理事会会合、決定 220 号）。 

 

出典：1976 年 5～6 月理事会会合、決定 265 号 

2006 年 6 月理事会会合、決定 220 号により改正 
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2.090. クラブおよび政治活動 

RI とその加盟クラブは、党派的政治声明を発表することを控えなければ

ならず、ロータリアンも同様に、政府もしくは行政当局にいかなる団体的

圧力をもかけてはならない（2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号）。 

 

出典：1983 年 2～3 月理事会会合、決定 288 号 

 

引照 

34.040.1. 政治的な目的のためのロータリーの名称または徽章の使用 

 

 

2.100. 武器が関わるクラブおよび地区の行事 

ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織は、銃、武

器、その他の兵器の販売、譲渡、または所有権の移転に関わる活動（福引

を含む）に参加することができる。ただし、品目の所有権を決して取得せ

ず、銃の所有権の移転は免許を持つ第三者によって処理され、適用される

全法律を遵守することを条件とする。このような活動に関連してロータリ

ーの標章を使用する場合は、常にロータリー標章の使用に関する方針を含

む RI の方針を遵守するものとする（2017 年 6 月理事会会合、決定 172 号

）。 

 

出典：2017 年 1 月理事会会合、決定 96 号 

2017 年 6 月理事会会合、決定 172 号により改正 

 

引照 

44.020. ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組

織のための他団体との交流の指針 

 

 

2.110. 武器が関わる行事の法的および保険上の影響 

射撃競技活動を含む銃または武器が関わる行事または活動を開催するロー

タリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織は、そのような
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活動から生じうる法的責任を検討し、法律および保険の専門家と相談して

十分な保護がなされていることを確認するものとする（2017 年 6 月理事

会会合、決定 172 号）。 

 

出典：2017 年 1 月理事会会合、決定 96 号。 

2017 年 6 月理事会会合、決定 172 号により改正 

 

引照 

8.030.2 ロータリアンの行動規範 

 

 

2.120. 青少年の保護 

 

2.120.1. 青少年と接する際の行動規範に関する声明 

国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべての青少年のために

安全な環境をつくり、これを維持するよう努める。ロータリアン、そのパ

ートナー、その他のボランティアは、接する児童および青少年の安全を考

え、肉体的、性的、あるいは心理的な虐待から身の安全を守るため、最善

を尽くさなければならない（2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号）。 

 

出典：2002 年 11 月理事会会合、決定 98 号。 

2006 年 11 月理事会会合、決定 72 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号により改正 

 

2.120.2 虐待およびハラスメントの防止と報告手続き 

「青少年と接する際の行動規範に関する声明」を守るため、すべてのクラ

ブと地区は、事務総長が設定した虐待およびハラスメントの防止と報告の

要件を確実に遵守しなければならない。 

 

1. RI は、虐待およびハラスメントに対して、いかなる違反も法規適用す

る方針（ゼロ容認方針）を有する。 
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2. 事務総長による決定の通り、すべての地区ガバナーエレクトは、ガバ

ナーとしての任期開始前に青少年保護に関するコースを完了しなけれ

ばならない。  

3. いかなる青少年プログラムに参加する地区も、地元の慣習に従って青

少年保護の方針を立案し、実施してもよい。ロータリー青少年交換プ

ログラムに参加する地区は、ロータリー章典第 41.050.節「ロータリー

青少年交換」に記されている青少年保護の方針を立案し、実施しなけ

ればならない。 

4. 青少年プログラムに参加している地区は、青少年保護役員を任命すべ

きである。青少年保護役員は、クラブおよび地区に虐待およびハラス

メント防止に関する助言をし、青少年の安全に影響を及ぼすリスクや

危機を管理できるよう地区を支援し、カウンセリング、ソーシャルワ

ーク、法律、警察、子どもの発達のいずれかの分野で専門的な経験を

有すべきであり、ロータリアンでもロータリアンでなくてもよい。  

5. 虐待やハラスメント（嫌がらせ）のすべての申し立ては、この事態の

報告を受けてから 72 時間以内に RI に報告するものとする。72 時間以

内の RI への事態報告を怠った場合、地区の青少年交換への参加資格が

停止される場合がある。個人、クラブ、地区が、義務づけられた通り

に報告を故意に怠ったという十分な証拠がある場合、事務総長は、関

係者が引き続きロータリー青少年プログラムに参加する資格があるか

どうか、および／または同プログラムにどの程度参加する資格がある

か、またはその人の会員身分終結をクラブに義務づける（ただしこれ

に限らない）などの追加の制裁措置が必要かどうかを判断することが

できる。 

6. 虐待のいかなる申し立ても、いかなる違反も法規適用する RI の方針（

ゼロ容認方針）に則り、即刻、適切な法執行機関（警察等）に報告さ

れなければならない。法執行機関による事情聴取はすべて、ロータリ

ーと提携関係のない司法当局によって実施されなければならない。 
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7. 捜査のため警察への報告に加え、虐待あるいはハラスメントの申し立

てについて、クラブと地区は、今後同様の状況を予防する方法の決定

も含め、第三者による徹底した調査を行われなければならない。 

8. 性的虐待あるいはハラスメントの申し立ての被疑者となったロータリ

ーに関与するいかなる人も、問題が解決するまでは、青少年との接触

を一切断たなければならない。 

9. 青少年または青少年プログラムの参加者に対して性的虐待あるいはハ

ラスメントを自ら認め、あるいは有罪であると宣告され、あるいはそ

のような行為を行ったことが知られているいかなる個人についても、

クラブは、その会員身分を終結しなければならない。性的虐待、セク

シャルハラスメント、またはその他の道徳的に卑劣な行為を行ったこ

とを認め、有罪判決を受け、またはそのような行為を行ったことが知

られているロータリアンまたはロータリアン以外のボランティアは、

ロータリーの枠組みで青少年と一緒に活動することが禁止されなけれ

ばならない。クラブは、性的虐待またはハラスメントを行ったと知ら

れている人物に対し、会員身分を認めることはできない（クラブが、

事実を知りながらそのような人物の会員身分を終結しなかったという

情報が得られた場合、RI 理事会は方針の遵守を怠ったことを理由に、

クラブを終結する）。 

10. 性的虐待あるいはハラスメントの申し立ての調査で結論が導き出され

なかった場合、青少年の参加者の安全および被告発者の保護のため、

当人が将来関わる青少年を守るべく、さらなる保護措置が講じられな

ければならない。性的虐待あるいはハラスメントの申し立てが引き続

き寄せられた場合、その人物は、ロータリーの枠組みでの青少年活動

への関与を、永久的に禁じられるものとする。刑事上の罪あるいは民

事上の罪にかかわらず、当該成人の存在は当組織の評判を損なうもの

となり、青少年にとって有害となる可能性がある。罪を問われ、後に

嫌疑が晴れた当人は、青少年プログラムへの参加への復帰を申請する

ことができる。復帰は権利ではなく、いかなる人物も元の活動に復帰

できるという保証はない。 
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11. 地区は、青少年との接触を禁止されているすべての人物を追跡し、毎

年そのような禁止措置が地区全体で一貫して実施されていることを確

認しなければならない。  

12. 青少年活動への関与を禁止された人物は、地区インターアクト委員長

、インターアクトクラブのアドバイザー（顧問）、地区 RYLA 委員長

、地区青少年交換委員長、地区青少年保護役員、またはその他の青少

年と接触する可能性のある地区またはクラブの役職を務めることはで

きない 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 57 号。 

2006 年 11 月理事会会合、決定 72 号。2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号、2020 年 1

月理事会会合、決定 85 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

2.120.3. 青少年の旅行および宿泊 

ロータリークラブと地区は青少年を育成する活動を実施するよう奨励され

ていることを踏まえ、クラブと地区のプログラムあるいは活動で、未成年

者が地元地域の外に旅行するもの、または宿泊を伴うものについては、青

少年保護方針と書面による手続きを作成、維持し、これを遵守しなければ

ならない。受入地区によって、または受入地区に代わって運営される旅行

およびツアーを除き、青少年交換の旅行は、ロータリー章典第 41.050.節 

「青少年交換」に概説されている方針に準拠する。 

 

ガバナーは、地区内のすべてのプログラムおよび活動で、未成年者が地元

地域の外に旅行するもの、または宿泊を伴うものの監督と管理に対し責任

を持つ。 

 

クラブと地区は以下を行う。 

 

1. 地元地域の外に旅行する、または宿泊を含む旅行をする青少年参加者

全員の両親または保護者から事前に書面で許可を得るものとする。 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 25 

2. 両親または保護者に、プログラムの詳細、行事の場所、旅行日程、宿

泊先、プログラム運営者の連絡先を出発前に提供するものとする。 

3. 自宅から 150 マイル（241 キロ）以上離れた場所、あるいは母国外に

旅行する場合は、旅行する未成年者の両親または保護者が旅行保険を

提供するよう義務づけるべきである。その補償内容には、医療（母国

を離れる旅行の場合）、緊急医療移送、遺体の本国送還、法的責任を

含め、補償額は、活動または行事を主催するクラブまたは地区にとっ

て満足のいくものでなければならない。また、補償期間は、未成年者

が自宅を出発し、自宅に帰るまでとする 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号）。 

 

出典：2009 年 1 月理事会会合、決定 155 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 210 号。 

2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号。2016 年 9 月理事会会合、決定 57 号、2019 年 10

月理事会会合、決定 58 号により改正 

 

2.120.4. クラブと地区の要件 

クラブと地区の方針および手続きには以下を含めるべきである。 

1. ボランティアの申請と審査の手続き 

2. ボランティアの任務内容と責務の概要 

3. 未成年者数に対する成人数の割合に関する監督基準 

4. 以下を含む危機管理計画： 

a. 医療とそのほかの緊急事態への対応と成人の支援の提供 

b. 両親および法的保護者との連絡の手続き 

5. RI の方針に準じて、申し立てあるいは事態を報告し、これに十分に対

応するための書面による指針 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号）。 

 

出典：2009 年 1 月理事会会合、決定 155 号 
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引照 

41.050. ロータリー青少年交換 

 

 

2.130. 試験的プロジェクト 

 

2.130.1. 試験的電子投票 

事務総長は、2024-25 年度まで開催される選挙の試験的プロジェクトとし

て、フィリピンおよび第 3220 地区（スリランカおよびモルジブ）におけ

る地区およびゾーンの選挙において、郵便投票が必要とされる場合に電子

投票システムを使用するよう手配するものとする。この試験の対象となる

地区は、すべての地区選挙を指名委員会または電子投票によって実施すべ

きである（2022 年 6 月理事会会合、決定 154 号）。 

 

出典：2016 年 4 月理事会会合、決定 183 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 33 号。 

2019 年 7 月理事会会合、決定 13 号、2020 年 6 月理事会会合、決定 189 号、2022 年 4

月理事会会合、決定 125 号、2022 年 6 月理事会会合、決定 154 号により改正 

 

2.130.2. ロシアの試験地区 

RI 理事会は、シベリアおよび極東ロシアの無地区クラブおよび第 2220 地

区（ロシア連邦）のクラブを含む試験地区プログラムを立ち上げた（

2018 年 10 月理事会会合、決定 34 号）。 

 

出典：2018 年 4 月理事会会合、決定 161 号 

   

2.130.3. 地区選挙の試験的プロジェクト 

RI 理事会は、バングラデシュ、ブータン、インド、モルジブ、ネパール

、パキスタン、フィリピン、スリランカの全地区に対して、2020 年 7 月

1 日から 6 年間、以下の条件において地区選挙の試験的プロジェクトを立

ち上げた。 
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• 選挙が実施される年度内、または選挙が実施される年度の前年度の 1

月から 6 月の間に設立または加盟復帰したクラブは、選挙手続のいか

なる側面にも参加する資格を持たない。 

• クラブ投票が必要な場合、各クラブの票数は、クラブ投票実施の前年

度の 7 月の請求書、またはクラブ投票実施年度の 7 月の請求書に記載

された会員数のうち、いずれか少ない方を基準とする 

（2023 年 5 月理事会会合、決定 138 号）。 

 

出典：2020 年 6 月理事会会合、決定 189 号 

2020 年 9 月理事会会合、決定 47 号、2021 年 6 月理事会会合、決定 193 号、2022 年 6

月理事会会合、決定 153 号、2023 年 5 月理事会会合、決定 138 号により改正 

 

2.130.4. 地区大会での投票に関する試験的プロジェクト 

バングラデシュ、ブータン、インド、ネパール、パキスタンの全地区。

2027-28 年度までのすべての地区選挙について、地区大会または地区立法

案検討会におけるすべての投票。投票が行われる地区大会または地区立法

案検討会は、地区境界内で開催されるものとする（2024 年 5 月理事会会

合、決定 163 号）。 

 

出典：2022 年 4 月理事会会合、決定 125 号 

2023 年 10 月理事会会合、決定 24 号、2024 年 121 月理事会会合、決定 163 号により改

正 

 

2.130.5. 若いリーダーのための試験的プロジェクト 

RI 理事会は、若手リーダーの参加促進および育成のため、ならびに理事

会が若手会員の考え方と感性を学ぶために、2021 年 7 月 1 日より 3 年間

の試験的プロジェクトを立ち上げた。  

 

三つまでの特定の委員会において、毎年 1 名のアドバイザーを、投票権の

ないメンバーとして任命するよう、会長エレクトに要請する。 
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それらのアドバイザーを選定する際、会長エレクトは、できる限り多様か

つ伝統的に参加機会が少なかった人を選び、特に若手パストガバナーとロ

ーターアクターを考慮するよう奨励される。 

 

それらのアドバイザーが、委員会によるすべての連絡に含まれ、すべての

会合に招待されるべきである（2021 年 6 月理事会会合、決定 177 号）。 

 

出典：2021 年 4 月理事会会合、決定 142 号 

 

第 3 条 クラブの名称、所在地域、所在地域の調整 

 

3.010.  クラブの名称 

3.020.  クラブの所在地域（地理的な境界） 

 

 

3.010. クラブの名称 

ロータリークラブまたはローターアクトクラブの名称は、地域社会または

会員の関心領域を示し、ほかのすべてのロータリークラブまたはローター

アクトクラブと区別できるものでなければならない。ロータリークラブお

よびローターアクトクラブの名称には、民族、ジェンダー・アイデンティ

ティ、政治的見解、人種、宗教、性別、性的指向への言及、または商標所

有者の書面による許可のない商標を含めないものとする。ただし、大学を

基盤とするローターアクトクラブは、クラブが基盤とする高等教育機関の

名称をクラブ名に使用することができる（ただし、その高等教育機関の許

可がある場合に限る）。クラブの名称が適切かどうかは事務総長が決定す

るものとする（2022 年 10 月理事会会合、決定 52 号）。  

 

出典：1987 年 5～6 月理事会会合、決定 371 号 

2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2019 年 4 月理事会会合、決定 165 号、2021 年 1

月理事会会合、決定 111 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 52 号により改正  
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3.010.1. クラブ名における第三者の名称の使用 

責任およびその他の理由から、ロータリークラブおよびローターアクトク

ラブは、一法人企業がクラブに対して過度の影響力を持つような状況下で

は、営利企業とクラブが密接に関連しないようにするものとする。当該団

体が所有するグラフィック／ロゴをロータリークラブまたはローターアク

トクラブの名称、グラフィック、またはロゴに使用しないものとする。法

人および団体の名称は、商標所有者の書面による許可および事務総長の承

認を得たもののみロータリークラブまたはローターアクトクラブの名称に

使用されるものとする。ただし、大学を基盤とするローターアクトクラブ

は、クラブが基盤とする高等教育機関の名称をクラブ名に使用することが

できる（ただし、その高等教育機関の許可がある場合に限る）。（2022

年 10 月理事会会合、決定 52 号）。  

 

出典：2019 年 4 月理事会会合、決定 165 号 

2021 年 1 月理事会会合、決定 111 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 52 号により改正 

 

3.010.2. クラブの名称における「ロータリー」の名称およびその他のロータリー標

章の使用 

クラブは、「ロータリークラブ」および「ローターアクトクラブ」以外、

クラブ名に「ロータリー」の名称またはその他のロータリー標章（ロータ

リーまたはロータリー財団のプログラムの名称または標章、その他のロー

タリー組織の名称または標章を含む）を使用してはならない（2022 年 10

月理事会会合、決定 52 号）。  

 

出典：2022 年 10 月理事会会合、決定 52 号 

 

 

3.020. クラブの所在地域（地理的な境界） 

各ロータリークラブは、一定の場所（地域）に結成されるものとする。ク

ラブは、クラブ定款でその所在地域を定めるものとする（2022 年 10 月理

事会会合、決定 30 号）。 
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出典：1939 年 1 月理事会会合、決定 105 号 

2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2003 年 2 月理事会会合、決定 194 号、2004 年

11 月理事会会合、決定 59 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2022 年 10 月理事

会会合、決定 30 号により改正 

 

3.020.1. 巡航船上におけるクラブの結成 

巡航船は、クラブの所在地域とはならないものとする。一法人企業がクラ

ブに対して過度の影響力を持つような状況下では、営利企業とクラブが密

接に関連しないことがロータリーにとって得策である（2013 年 10 月理事

会会合、決定 31 号）。 

 

出典：1995 年 11 月理事会会合、決定 93 号 

2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2013 年

10 月理事会会合、決定 31 号により改正 

 

3.020.2. クラブの所在地域の変更 

所在地域に関して定款の規定を改正するというクラブの決定の通知には、

その改正の理由の説明文が添付されるものとする（2013 年 10 月理事会会

合、決定 31 号）。 

 

出典：1965 年 5～6 月理事会会合、決定 260 号。2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号

により改正 
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第 4 条  会員に関する一般的指針と職業分類 

 

4.010.  多様な会員 

4.020.  クラブ会員身分の個人的な性質 

4.030.  職業分類および会員に関する一般原則 

4.040.  ロータリークラブにおけるロータリー学友の会員身分 

4.050.  会員証 

4.060.  二重会員身分 

 

 

4.010. 多様な会員 

クラブの会員組織は、地元の地域社会を真に反映すべきである（2019 年

10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：1969 年 1 月理事会会合、決定 86 号、1987 年 11 月理事会会合、決定 89 号 

2011 年 10 月理事会会合、決定 45 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2007 年 6

月理事会会合、決定 226 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正 

 

4.010.1. 多様性に関する声明 

ロータリーは、個々のクラブの中にある多様性の価値を認識している。ロ

ータリーは、既存の会員規則の下、入会資格を持つ地域社会の人びとにつ

いて調査し、専門職や事業の職業分類、性別、年齢、宗教、民族といった

点において地域社会を反映することに努めるようクラブに奨励している（

2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号）。 

 

出典：2006 年 6 月理事会会合、決定 223 号 

2008 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号により改正 
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4.020. クラブ会員身分の個人的な性質 

クラブにおける会員身分は、個人的な会員であって、個人を雇用する経営

組織や法人企業のそれではない（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）

。 

 

出典：規定審議会、80-102。 

 

 

4.030. 職業分類および会員に関する一般原則 

クラブは、職業分類の慣行を慎重に考慮し、現在の事業、専門職務、職業

、および社会奉仕の環境に合わせるために必要な場合は、職業分類の解釈

を拡大すべきである（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：1995 年 11 月理事会会合、決定 84 号 

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号、2019 年

10 月理事会会合、決定 29 号により改正 

 

4.030.1. 引退した人の会員身分 

引退した人がロータリークラブの正会員として入会する場合、職業分類と

して、以前の職業を使用するものとする（2019 年 10 月理事会会合、決定

29 号）。 

 

出典：2003 年 10 月理事会会合、決定 62 号 

2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正 

 

 

4.040. ロータリークラブにおけるロータリー学友の会員身分 

ロータリークラブは、ロータリー学友のために特別な会員の種類または特

別な職業分類を設けるべきではないが、クラブの会員となるようロータリ

ー学友を積極的に勧誘すべきである。また、クラブは、それぞれの地域の

ロータリー学友との連絡を維持し、会員となる資格をまだ備えていない、
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あるいは、入会の誘いを辞退した学友の才能を生かすべきである（2014

年 10 月理事会会合、決定 38 号）。 

 

出典：1959 年 5～7 月理事会会合、決定 253 号。 

2005 年 11 月理事会会合、決定 36 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2014 年

10 月理事会会合、決定 38 号により改正 

 

 

4.050. 会員証 

ロータリークラブは、正会員に対して会員証を発行すべきである。クラブ

を訪問するロータリアンで、そのクラブに個人的に知られていないロータ

リアンは誰でも、自己紹介の手段としてロータリーの会員証を提示すべき

である（2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号）。 

 

出典：規定審議会、80-102。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号により改正 

 

4.050.1. ロータリアンのための紹介状 

国際ロータリーは、国際ロータリーの業務目的で旅行する会員以外の人の

ために、信任状、身分証明書、紹介状を発行しない。国際ロータリーは、

個々のロータリアンおよびクラブ役員に対して紹介状保持者を紹介したり

、その身分を証明したりするために、奨学生あるいは旅行するロータリア

ンの子女に紹介状を発行しない（2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号）

。 

 

出典：1938 年 6 月理事会会合、決定 262 号 

2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号により改正 

 

 

4.060. 二重会員身分 

同時に二つ以上のロータリークラブの会員である個々のロータリアンにつ

いて、国際ロータリーは、その人の RI 人頭分担金が支払われ、会員数に

含まれ、クラブと地区の役割が割り当てられ、ロータリー財団への寄付が
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認められ、地区の投票権が認められている一つのロータリークラブでの正

会員としての身分のみを認める（2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号）

。 

 

出典：2017 年 1 月理事会会合、決定 124 号 

2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号により改正 
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第 5 条 会員増加および新会員 

 

5.010.  会員基盤の成長および増強 

5.020.  新会員 

5.030.  「ロータリーの成長」会員増強運営計画 

 

 

5.010. 会員基盤の成長および増強 

 

5.010.1. 会員基盤の成長における個々のロータリアンの役割 

すべてのロータリアンは、ロータリーの会員としての利点を推進するとい

う個人としての責任を等しく共有する（2013 年 10 月理事会会合、決定

31 号）。 

 

出典：1976 年 1 月理事会会合、決定 93 号。  

2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号により改正 

 

5.010.2. 正確なクラブ会員の月次報告 

クラブ会員の報告が不正確であるとガバナーまたは理事が疑いを持つ場合

、事務総長は以下の措置を講じるものとする。 

 

クラブの会員報告の正確性を判断する。 

クラブが会員の報告を正確に行っていなかった場合、理事会はこれを

クラブ役員としての信託に対する深刻な違反であるとみなし、RI 細則

第 3.030.節に従って、然るべき理由による加盟の終結も含め、クラブ

を罰することを検討する 

（2015 年 5 月理事会会合、決定 194 号）。 

 

出典：2005 年 3 月理事会会合、決定 235 号。  

2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 105 号、2015 年

1 月理事会会合、決定 117 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 194 号により改正 
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5.010.3. 若年層の会員 

クラブは、会員資格を備えた元ローターアクターやその他の若年層の会員

候補者を探し出すべきである。 

 

クラブは、善良なる人格、高潔さ、リーダーシップを示し、事業、専門職

務、職業、および／または地域社会において良い評判を得ており、地域社

会と世界に奉仕する意欲のある若い人びとが入会への関心を高める方法を

見出すべきである。 

 

クラブは、年齢 35 歳未満の会員の会費と入会金を免除することができる

。さらに、クラブはこの年齢層の新会員のために地区会費を負担すること

ができ、また地区は、地区協議会あるいは地区大会での決定により、この

年齢層の新会員の地区人頭賦課金を減額することができる（2019 年 10 月

理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：1970 年 1 月理事会会合、決定 150 号、1990 年 6 月理事会会合、決定 255 号、

2002 年 2 月理事会会合、決定 177 号、2022 年 6 月理事会会合、決定 254 号により改正  

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号。2016 年 9

月理事会会合、決定 28 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正 
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5.020. 新会員 

 

5.020.1. 新会員の参加 

クラブは、すべての新会員に対し、クラブ協議会や地区大会を含め、クラ

ブと地区の行事に出席するよう奨励すべきである。クラブはまた、可能な

限り、新会員をクラブの委員会に配属すべきである（2004 年 11 月理事会

会合、決定 59 号）。 

 

出典：1967 年 1 月理事会会合、決定 180 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号 

 

5.020.2. ロータリー財団への義務的寄付の禁止 

ロータリー財団は、自発的寄付を原則として発展してきた。財団への寄付

を会員の資格条件としてはならず、これを資格条件として言及するいかな

る文も、会員入会申込用紙に記載してはならない。クラブが財団への寄付

を会員資格とするような細則を制定することは禁じられている。会員証に

このような寄付について言及することは、一切認められない（2004 年 11

月理事会会合、決定 59 号）。 

 

出典：1964 年 11 月理事会会合、決定 192 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 298 号。  

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

 

5.030. 「ロータリーの成長」会員増強運営計画 

ロータリーの成長は RI の戦略計画の重要な要素である。「ロータリーの

成長」会員増強運営計画は、会員増強における長期的な持続可能性と成長

を達成するために、ロータリーの戦略的優先事項に沿って運営を行い、リ

ソースを活用することを目的としている。本計画は、新会員にとって時代

に即した魅力的な組織であり続け、現会員の参加と維持を促すような体験

を提供するために、ロータリークラブおよびローターアクトクラブが行っ

てきた既存の取り組みを支援する。また、会員基盤を広げるために、より

多くの参加者を迎え入れる画期的なモデルをもって現在の構造を拡大し、

一体となって行動できる意義ある方法を提供するよう務める。 
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優先事項：より大きなインパクトをもたらす 

会員増強の取り組み： 

• ポリオ根絶が今後も国際ロータリーの最優先事項である一方、ロータ

リー内部においては、会員増強が最重要事項であるという一貫したメ

ッセージを確認する。 

• RI およびロータリー財団のシニアリーダーおよび職員のビジョン、統

一の焦点、参加を、継続的かつ連携して実現する。 

• 会員増強の取り組みの評価および会員報告と測定を強化する。 

優先事項：参加者の基盤を広げる 

会員増強の取り組み： 

• 既存の会員資格に基づき、ロータリー全体の年齢、性別、民族、職業

の多様性を高める。 

• ロータリークラブとローターアクトクラブの間の連携と協力関係を強

化する。 

• 対象市場にアピールする新たなクラブの種類や代替の参加モデル、追

加プロダクトを開発する。 

• すべてのレベルにおけるロータリーの行事を、現会員と入会候補者や

協賛者を含む参加者をより良くつなぐ機会として強化する。 

• ロータリーに対する理解を増進し、ロータリーのリソースの活用を促

進する。 

優先事項：参加者の積極的なかかわりを促す 

会員増強の取り組み： 

• 効果的なクラブおよび会員のための会員表彰の機会を改善する。 

• 参加者に、個人としても職業人としても積極的参加を促す機会を提供

するようクラブを奨励する。 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 39 

• 現会員および入会候補者や参加者の積極的参加を促す、ロータリー財

団を含む国内および国際奉仕の機会を提供するようクラブを奨励する

。 

• 会員の参加促進の評価基準を設定し、クラブが最大限の成果をあげら

れるよう動機付けする。 

• リーダーシップおよびスキル構築に重点を置いたリソース、カリキュ

ラム、パートナーシップを増やす。 

優先事項：適応力を高める 

会員増強の取り組み： 

• 会員の価値強化と維持改善ができるよう、既存会員、入会候補者、お

よび退会会員の調査の支援を継続する。 

• 事務的および技術的プロセスの見直しを継続し、その結果として改善

策を実施する。  

• RI 会員増強委員会の構成および推奨事項において多様性の推進を継続

する（2019 年 10 月理事会会合、決定 67 号）。 

 

出典：2019 年 10 月理事会会合、決定 67 号 
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第 6 条 元ロータリアンおよび現ロータリアンの家族 

 

6.010.  元ロータリアン 

6.020.  ロータリアンのパートナーおよびその他の家族の関与 

 

 

6.010. 元ロータリアン 

 

6.010.1. 元ロータリアン 

RI 組織規定文書の下に明確に規定されていない限り、RI とのつながりを

示唆するような組織の名称の使用は、禁じられている（2013 年 10 月理事

会会合、決定 31 号）。 

 

出典：1925 年 6 月理事会会合、決定 4（k）項。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

6.010.2. クラブの争議における RI 理事会の管轄 

元ロータリアンと以前所属していたロータリークラブとの間の争議は、RI

細則の規定の下に事務総長に提出された問題を除き、RI 理事会の管轄内

ではない（2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号）。 

 

出典：1948 年 7 月理事会会合、決定 45 号。  

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号により改正 

 

引照 

34.040.9. 元ロータリアンによる「ロータリー」の名称およびロータリ

ー徽章の使用 
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6.020. ロータリアンのパートナーおよびその他の家族の関与 

クラブと地区は、ロータリアンのパートナーとその他の家族メンバーが容

易に参加できるように奉仕プロジェクトを計画、実施するよう奨励されて

いる。 

 

クラブと地区は、ロータリアンのパートナーとその他の家族メンバーが出

席、参加できるように教育、奉仕、親睦活動の各プログラムと行事を運営

するよう奨励されている（2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号）。 

 

出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 71 号。規定審議会 89-139 号も参照 
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第 7 条 クラブ例会および出席 

 

7.010.  クラブ例会の場所 

7.020.  クラブ例会のプログラム 

7.030.  クラブ例会の講演者 

7.040.  クラブ協議会 

7.050.    訪問者およびゲスト 

7.060.  他の奉仕クラブとの合同例会 

 

 

7.010. クラブ例会の場所 

クラブは、その所在地域内において例会を開くべきである。各クラブは、

自己の権限で例会場を決定できる。ただし、クラブの各会員は、いずれも

他のロータリークラブの例会に出席する権利があるため、クラブは、世界

中のクラブのどの会員でも出席できるような場所で例会を開くものと期待

されている（2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号）。 

 

出典：1947 年 1 月理事会会合、決定 166 号、1999 年 2 月理事会会合、決定 245 号、

2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号 

 

 

7.020. クラブ例会のプログラム 

 

7.020.1. クラブのプログラム：ロータリー教育 

クラブは、会員に対し、ロータリー情報、ロータリー教育、リーダーシッ

プスキルを提供するためだけの例会を定期的に開くべきである（2024 年

4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1936 年 1 月理事会執行委員会会合、決定 E58 号、  

2003 年 2 月理事会会合、決定 285 号、2009 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2015 年 1

月理事会会合、決定 119 号により改正 
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7.020.1. クラブのプログラム：公共問題 

クラブは、会員が関心を持つ公共問題を適切に討議することができるが、

このような問題が論議を呼ぶものである場合には、対峙する双方の意見が

十分に代表されることが条件である。意見の分かれている公共問題に対し

ては、いかなる団体行動も取らないものとする（2004 年 11 月理事会会合

、決定 59 号）。 

 

出典：1957 年 1 月理事会会合、決定 169 号。2019 年 1 月理事会会合、決定 285 号も参

照のこと 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

7.020.3. クラブのプログラム：文化、経済、および地理的な状況 

クラブは、言葉の障壁や文化的、社会的背景の相違から生じる可能性のあ

る困難を克服するのに役立つ手段として、自国以外の国の文化、経済、地

理的な状況に関するプログラムを設けるべきである（2004 年 11 月理事会

会合、決定 59 号）。 

 

出典：1964 年 1 月理事会会合、決定 149 号 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

7.020.4. クラブのプログラム：ロータリー財団 

クラブは、各ロータリー年度に少なくとも 2 回、そのうち 1 回はロータリ

ー財団月間に指定されている 11 月に、ロータリー財団の目的、プログラ

ム、および寄付増進活動に関するプログラムを取り上げた例会を設けるべ

きである（2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 350。  

2001 年 11 月理事会会合、決定 43 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

 

7.030. クラブ例会の講演者 

7.030.1.講演者の費用 
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RI 役員、元 RI 役員、あるいはその他のロータリアンを招待するクラブは

、その費用を支払うものと期待されている（1998 年 6 月理事会会合、決

定 348 号）。 

 

出典：1970 年 5～6 月理事会会合、決定 196 号 

1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号により改正 

 

 

7.040. クラブ協議会 

クラブ協議会は、クラブのプログラムと活動もしくは会員教育について協

議するために開かれる、クラブ役員、理事、委員会委員長を含むクラブ会

員全員の会合である。すべてのクラブ会員は、協議会に出席することが強

く奨励されている。クラブ会長、もしくは指定された他の役員が、クラブ

協議会の議長を務める（2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号）。 

 

出典：1983 年 2～3 月理事会会合、決定 248 号。 

2003 年 2 月理事会会合、決定 279 号により改正 

 

 

7.050. 訪問者およびゲスト 

 

7.050.1. クラブ例会でのゲスト 

クラブは、ロータリアンではない地元の人びとにクラブの役割とその目的

を理解してもらうため、クラブ例会にゲストを招くよう会員に奨励すべき

である（2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号）。 

 

出典：1973 年 1 月理事会会合、決定 125 号。1916 年 1 月理事会会合、決定 16 号も参照

のこと 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正  
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7.070.2. クラブのゲストとしての学生 

クラブは、クラブ例会のゲストとして学生を招待するよう奨励されている

。クラブは、大学やその他の学校の学生に積極的に働きかけ、ロータリー

の理念や基本原理を理解してもらうようにすることが奨励されている（

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号）。 

 

出典：1927 年 1 月理事会会合、決定 4（i）項。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

7.050.3. ゲストとしてのロータリー学友 

クラブは、ロータリーの学友、特にクラブの所在地に最近転居してきた学

友をゲストとして例会に招くよう奨励されている。学友は、来訪ロータリ

アンが払うのと同じ金額の出席費用を払うものと期待される（2014 年 10

月理事会会合、決定 38 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 231 号。  

2014 年 10 月理事会会合、決定 38 号により改正 

 

 

7.060. 他の奉仕クラブとの合同例会 

クラブ理事会により承認された特定の場合を除き、ロータリークラブは、

他の奉仕クラブと合同で例会を開いてはならない（2004 年 11 月理事会会

合、決定 59 号）。 

 

出典：1924 年 6 月理事会会合、決定 IX(c)項。1923 年 2 月理事会会合、決定 9(c)(2)も

参照のこと 

1943 年 5 月理事会会合、決定 221 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正

。  
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第 8 条 クラブのプログラム 

 

8.010.  活動に関するクラブの自主性 

8.020.  特別行事 

8.030.  職業奉仕の基本原則 

8.040.  社会奉仕の基本原則 

8.050.  クラブレベルのラーニング 

 

 

8.010. 活動に関するクラブの自主性 

クラブは、地元地域のニーズに応じて独自のプログラムを開発すべきであ

る。クラブのために特定の奉仕プロジェクトやプログラムを提唱したり、

指示したりすることは、RI のプログラムの範囲内ではない。 

 

ロータリーの基本原則は、加盟クラブの実質的な自治である。 

 

クラブに対する組織規定および手続きによる制限は必要最小限に留め、ロ

ータリーの根本的かつ独自の特徴を保持する。その規定の範囲内において

、特にクラブレベルでは、RI の方針の解釈および実施に最大限の柔軟性

が適用される（2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：1927 年 5～6 月理事会会合、決定 14 (b) (3) 項、1958 年 5～6 月理事会会合、決

定 202 号、1963 年 1 月理事会会合、決定 90 号。  

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

 

8.020. 特別行事 

奉仕を認識し重視するため、理事会は以下の特別月間・週間・日を設定し

た。 

特別月間・週間・日 月間／週間／日 

（月間の指定なし） 7 月 
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（2022 年 10 月理事会会合、決定 29 号） 

 

出典：1956 年 1 月理事会会合、決定 168 号  

重点分野：母子の健康月間 

会員増強・新クラブ結成推進月間  8 月 

重点分野：基本的教育と識字率向上月間  9 月 

重点分野：地域社会の経済発展月間  10 月 

ロータリー学友参加推進週間 10 月 7 日を含む一

週間 

（月曜日から日曜日

まで） 

世界インターアクト週間 11 月 5 日を含む一

週間 

（月曜日から日曜日

まで） 

ロータリー財団月間  11 月 

重点分野：疾病予防と治療月間  12 月 

職業奉仕月間  1 月 

重点分野：平和構築と紛争予防月間  2 月 

ロータリー創立記念日：世界理解と平和の日 2 月 23 日 

重点分野：水と衛生月間 3 月 

世界ローターアクト週間 3 月 13 日を含む一

週間 

（月曜日から日曜日

まで） 

重点分野：環境月間  4 月 

青少年奉仕月間  5 月 

ロータリー親睦活動月間  6 月 
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1956 年 5 月理事会会合、決定 238 号、1958 年 1 月理事会会合、決定 13 号、1958 年 1

月理事会会合、決定 141 号、1964 年 11 月理事会会合、決定 192 号、1977 年 2 月理事

会会合、決定 268 号、1982 年 2 月理事会会合、決定 248 号、1987 年 2 月理事会会合、

決定 299 号、1987 年 11 月理事会会合、決定 144 号、1990 年 11 月理事会会合、決定

116 号、1996 年 2 月理事会会合、決定 219 号、2000 年 11 月理事会会合、決定 138 号、

2003 年 7 月理事会会合、20 号、2005 年 7 月理事会会合、決定 17 号、2004 年 11 月理

事会会合、決定 59 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 35 号、2014 年 10 月理事会会合

、決定 81 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87

号、2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改

正 

 

 

8.030. 職業奉仕の基本原則 

 

8.030.1. 職業奉仕に関する声明 

職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理想の実践をロータリ

ーが培い、支援する方法である。 

 

「ロータリーの目的」第 2 項は職業奉仕の基礎として、具体的には、以下

を奨励し、育む。 

• 職業上の高い倫理基準 

• 役立つ仕事はすべて価値あるものとの認識 

• 社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとす

ること 

上記の職業奉仕の理想に本来込められているのは次のものである。 

• 雇主、従業員、同僚への誠実、忠実さ、また、この人たちや同業者、

一般の人びと、職業上の知己すべての公正な扱い。 

• 自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てること。 

職業奉仕は、ロータリークラブとクラブ会員両方の責務である。クラブの

役割は、頻繁に職業奉仕を実践することによって、クラブ自身の行動に職

業奉仕を応用することによって、模範となる実例を示すことによって、ま
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た、クラブ会員が自己の職業上の手腕を発揮できるようなプロジェクトを

開発することによって、目標を実践、奨励することである。クラブ会員の

役割は、ロータリーの原則に沿って自らの行いと事業、職業、および専門

職務を律すること、また、クラブが開発したプロジェクトに応えることで

ある（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：1987 年 10～11 月理事会会合、決定 164 号 

2014 年 1 月理事会会合、決定 88 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正 

2001 年 6 月理事会会合、決定 352 号により確認 
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8.030.2 ロータリアンの行動規範 

全会員（ロータリアンおよびローターアクター）には以下のことが求めら

れる： 

1. 個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動

する。 

2. 他者に公平に接し、敬意をもって接すること。これには、他者を尊重

する言葉を使う、サポートを示す、温かく迎え入れるインクルーシブ

な環境を助長する、多様性を重んじるという「ロータリーの多様性・

公平さ・インクルージョン（DEI）の行動規範」を遵守することが含

まれる。 

3. ロータリーを通じて自分の職業スキルを生かし、地域社会や世界のほ

かの地域の人びとの生活の質を高める。 

4. ロータリーやほかのロータリー会員の評判を落とすような言動は避け

る。 

5. ロータリー関連行事のすべての行動規範に従う。 

さらに、地区ガバナーを含む地区リーダーと地域リーダーは次のことに従

う。 

6. ロータリーの活動に従事する際、および生活においても、適用される

すべての法律と規制を遵守する。 

7. 国際ロータリー定款と国際ロータリー細則の規定、ならびにロータリ

ー章典にある RI 理事会の定めた規定を遵守する。 

8. ロータリーの目的に従ってすべての会員と参加者の利益のために奉仕

し、地区会員の利益を優先し、自らの行動が不適切な印象すら与えな

いようにする。 

9. 地区において、安全、礼儀、品格を奨励する環境を育む。これには、

ハラスメントのいかなる申し立てにも迅速に対処することが含まれる

。 
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10. 自分の役職を個人的な威信や利益、または家族や友人の利益のために

利用することを避ける。 

11. すべての当事者に対する公正さに基づいて行動する。 

12. 財務情報の透明性を奨励し、財務管理に関して地元と国の適用法を遵

守し、ロータリーの経費支払いの方針に従う。 

13. 極秘情報を（決して個人目的のためではなく）意図された目的のため

だけに使用し、そのような情報の開示、連絡、使用を禁止かつ制限し

、不慮の開示に対して細心の注意を払う。 

すべての会員とガバナーへの期待に応えることに加え、理事は以下を行う

。 

14. （自らが選出された地域だけでなく）すべての会員と RI 全体の最善の

利益のために行動し、RI に対する忠誠の義務を遵守し、不適切な影響

から独立して行動し、当組織の利益を第一に優先する。  

15. 理事会の「利害の対立に関する方針」に従う。この方針は、理事会の

決定に関して不適切な印象すら与えないようするために作成されたも

のであり、従って、理事会が検討する案件に対する影響や立場と引き

換えに、申し出、贈答品、または恩恵を受けることを控える。  

16. 入念かつ適切な注意を払って自らの責務を果たす。この責務には、理

にかなった質問をすること、決定を下す前に可能な限り多くの情報を

集めること、一般に同様の状況において同等の立場にある人と同程度

の慎重さをもつことが含まれる。  

17. 自らの決定（この決定はしばしば多様なグループや個人に大きなイン

パクトを与える）がもたらし得るインパクトについて、四つのテスト

に一致した方法で慎重に検討し、そのインパクトを受けるすべての人

を公平に扱うようにし、そうすることで理事会が公平かつ当組織の最

善の利益のために行動しているという会員の信頼を維持する。  
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18. この規範が遵守され、その目標が達成されるようにするため、この規

範の違反の疑いや可能性があれば、事務総長または RI 会長に報告し、

他の理事も報告するよう奨励する。 

19. オリエンテーションでこの行動規範の内容を確認し、少なくとも年に

一度、この規範を読み、理解し、責務の遂行にあたってこれを遵守す

ることを確認する。  

事務総長または RI 会長は、理事がこの規範に違反した可能性があること

を知った場合、理事会の執行委員会に可能な限りあらゆる詳細を提供する

。その後、委員会は、すべての関連情報を入手し、委員会が適切とみなす

あらゆる措置を取るものとする。これには、申し立てられた違反者への忠

告や、理事会全体による是正措置の勧告などが含まれる。理事に対して懲

戒措置をとることができるのは、理事会のみである（2023 年 4 月理事会

会合、決定 114 号）。 

 

出典：規定審議会、89-148 号。 

2011 年 5 月理事会会合、決定 204 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 87 号、2013 年 10

月理事会会合、決定 31 号、2014 年 1 月理事会会合、決定 88 号、2014 年 10 月理事会会

合、決定 60 号、2019 年 1 月理事会会合、決定 119 号、2023 年 4 月理事会会合、決定

114 号により改正 

 

8.030.3. 職業奉仕に関する重要なメッセージ 

ロータリアン、クラブ、および地区は、職業奉仕の支援において以下の方

策を実施すべきである。 

• 新会員の勧誘と入会において、職業と職業分類の重視を強化する。 

• クラブの活動において職業を重視する方法を特定する。 

• クラブと地区レベルのロータリーにおいて、高潔の精神でビジネス･ネ

ットワークを広げる活動をさらに強調する。 

• 新世代の入会促進とメンタリングの方法として、高潔の精神でビジネ

ス･ネットワークを広げる活動にさらに着目する。 

• 「四つのテスト」と「ロータリアンの行動規範」の関係、およびこれ

らがロータリーの価値観においていかに重要かを強調する 
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（2012 年 1 月理事会会合、決定 158 号）。 

 

出典：2011 年 5 月理事会会合、決定 204 号。 

2011 年 9 月理事会会合、決定 87 号により改正 

 

 

8.040. 社会奉仕の基本原則 

 

8.040.1. 社会奉仕に関する 1923 年の声明 

社会奉仕とは、ロータリアンひとりひとりの個人生活、事業生活、社会生

活に奉仕の理想を適用することを奨励、育成することである。 

 

この奉仕の理想の適用を実践する中で、多くのロータリークラブはさまざ

まな社会奉仕活動を開発し、会員に奉仕の機会を与えてきた。以下に掲げ

る諸原則は、ロータリアンおよびロータリークラブの指針として、また、

社会奉仕活動に対するロータリーの方針を明確に表すものとして適切であ

り、また管理に役立つものであることを認め、これを採用するものである

。 

1. ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利己的な

欲求と義務およびこれに伴う他人のために奉仕したいという感情との

あいだに常に存在する矛盾を和らげようとするものである。この哲学

は奉仕―「超我の奉仕」の哲学であり、これは、「最もよく奉仕する

者、最も多く報いられる」という実践的な倫理原則に基づくものであ

る。 

2. 本来ロータリークラブは、事業および専門職務に携わる人の代表およ

び地域のリーダーとして、ロータリーの奉仕の哲学を受け入れ、次の

四つのことを実行することを目指している人々の集まりである。 

まず第 1 に、奉仕の理論が職業および人生における成功と幸福の真の

基礎であることを団体で学ぶこと。第 2 に、自分たちのあいだにおい

ても、また地域社会に対しても、その実際例を団体で示すこと。第 3

に、各人が個人としてこの理論をそれぞれの職業および日常生活にお
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いて実践に移すこと。そして第 4 に、個人として、また団体としても

大いにこの教えを説き、その実例を示すことによって、ロータリアン

だけでなく、ロータリアン以外のすべての人々、理論的にも実践的に

も、これを受け入れるように励ますことである。 

3. RI は次の目的のために存在する団体である。  

a. ロータリーの奉仕の理念の擁護、育成および全世界への普及。 

b. ロータリークラブの設立、奨励、援助および運営の管理。 

c. 一種の情報交換所として、各クラブの問題を研究し、また、強制で

なく有益な助言を与えることによって各クラブの運営方法の標準化

を図り、社会奉仕活動についても、既に広く多くのクラブによって

その価値が実証されており、RI 定款に掲げられているロータリー

の目的の趣旨にかない、これを乱すような恐れのない社会奉仕活動

によってのみ、その標準化を図ること。 

4. 奉仕するものは行動しなければならない。従って、ロータリーとは単

なる心構えのことをいうのではなく、また、ロータリーの哲学も単に

主観的なものであってはならず、それを客観的な行動に表さなければ

ならない。そして、ロータリアン個人もロータリークラブも、奉仕の

理論を実践に移さなければならない。そこで、ロータリークラブの団

体的行動は次のような条件の下に行うように勧められている。いずれ

のロータリークラブも、毎年度、何か一つの主だった社会奉仕活動を

、それもなるべく毎年度異なっていて、できればその会計年度内に完

了できるようなものを、後援することが望ましい。この奉仕活動は、

地域社会が本当に必要としているものに基づいたものであり、かつ、

クラブ会員の一致した協力を必要とするものでなければならない。こ

れは、クラブ会員の地域社会における個々の奉仕を奨励するためにク

ラブが継続的に実施しているプログラムとは別に行われるべきものと

する。 

5. 各ロータリークラブは、クラブとして関心があり、またその地域社会

に適した社会奉仕活動を自主的に選ぶことについて絶対的な権利をも
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っている。しかし、いかなるクラブも、ロータリーの目的を無視した

り、ロータリークラブ結成の本来の目的を危うくするような社会奉仕

活動を行ってはならない。そして RI は、一般的な奉仕活動を研究し、

標準化し、推進し、これに関する有益な示唆を与えることはあっても

、どんなクラブのどんな社会奉仕活動にせよ、それを禁じたりするこ

とは絶対にしてはならない。 

6. 個々のロータリークラブの社会奉仕活動の選択を律する規定は別に設

けられていないが、これに関する指針として以下の準則が推奨されて

いる。 

a. ロータリーの会員の数には限りがあるので、ロータリークラブは、

市民全体の積極的な支持なくしては成功しえないような広範囲の社

会奉仕活動は、他に地域社会全体のために発言し、行動する適切な

市民団体などの存在しない土地の場合に限り、これを行うべきであ

り、商工会議所のある土地では、ロータリークラブはその仕事の邪

魔をしたり、横取りをしたりすることのないようにしなければなら

ない。しかし、ロータリアンとしては、奉仕を誓い、その理念の教

えを受けた個人として、その土地の商工会議所の会員となって活動

すべきであり、また、その土地の市民として、他の善良な市民と一

緒に、広くすべての社会奉仕活動に関与し、その能力の許す限り、

金銭や仕事の上でその分を果たすべきである。 

b. 一般的に言って、ロータリークラブは、どんな立派な事業であって

も、クラブがその遂行に対する責任の全部または一部を負う用意と

意思のない限り、その後援すべきではない。 

c. ロータリークラブが奉仕活動を選ぶ場合に宣伝をその主たる目標と

すべきではないが、ロータリーの影響力を拡大する一つの方法とし

て、クラブが立派に遂行した有益な事業については正しい広報が行

われるべきである。 

d. ロータリークラブは、仕事の重複を避けるようにするべきであり、

総じて、他に機関があり、それによって既に立派に行われている事

業に乗り出すべきではない。 
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e. ロータリークラブの奉仕活動は、なるべく現存の機関に協力する形

で行うことが望ましいが、現存機関の設備や能力が目的の遂行に不

十分である場合には、必要に応じ、新たに機関を設けることにして

も差し支えない。ロータリークラブとしては、新たに重複した機関

をつくるよりも、現存の機関を活用することのほうが望ましい。 

f. ロータリークラブはそのすべての活動において、宣伝者として優れ

た働きをし、多大の成功を収めている。ロータリークラブは地域社

会に存在する問題を見つけ出すことはしても、それがその地域社会

全体の責任にかかわるものである場合には、単独でそれに手を下す

ようなことはしないで、他の人々にその解決の必要を悟らせる努力

をし、地域社会全体にその責任を自覚させて、この仕事がロータリ

ーだけの責任にならないで、本来その責任のある地域社会全体の仕

事になるようにしている。また、ロータリーは、事業を始めたり、

指導したりするが、一方、当然それに関心をもっていると考えられ

るほかのすべての団体の協力を得るように努力すべきであり、そし

て、当然ロータリークラブに帰すべき功績であっても、それに対す

る自分のほうの力を最小限度に評価して、そのすべてを協力者の手

柄にするようにしなければならない。 

g. クラブがひと固まりとなって行動するだけで足りるような事業より

も、広くすべてのロータリアンの個々の力を動員するもののほうが

ロータリーの精神によりかなっていると言える。それは、ロータリ

ークラブでの社会奉仕活動は、ロータリークラブの会員に奉仕の訓

練を施すために考えられたいわば研究室の実験としてのみこれを見

るべきであるからである 

（2012 年 1 月理事会会合、決定 158 号）。 

 

出典：RI 国際大会議事進行 23-34、26-6、36-15、51-9、66-49。 

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 158 号により改正 
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8.040.2. 社会奉仕に関する 1992 年の声明 

ロータリーの社会奉仕とは、ロータリアンひとりひとりの個人生活、事業

生活、社会生活に奉仕の理想を適用することを奨励、育成することである

。この奉仕の理想の適用を実践する中で、各ロータリークラブはさまざま

な社会奉仕活動を開発し、会員に奉仕の多大なる機会を与えてきた。ロー

タリアンの指針として、また、社会奉仕活動に対するロータリーの方針を

明確に表すために、その原則は次のようにまとめられる。 

 

社会奉仕は、ロータリアンひとりひとりが「超我の奉仕」を実践する機会

である。地域に住む人々の生活の質を高め、公共のために奉仕することは

、すべてのロータリアン個人にとっても、またロータリークラブにとって

も献身に値することであり、社会的責務でもある。 

 

この精神に立脚して、各クラブに対し次のように勧奨する。 

1. 地域社会における奉仕の機会を定期的に調査し、各クラブ会員に地域

のニーズを検討させること。 

2. 社会奉仕プロジェクトを実施するに当たっては、会員の得意とする職

業上の能力や職業以外の力を生かすこと。 

3. どのようにささやかであっても、あらゆる社会奉仕活動が重要である

と認識したうえで、地域のニーズを汲み、地域内のクラブの立場や可

能性に見合ったプロジェクトを始めること。 

4. 各種社会奉仕活動を秩序立てるために、ロータリークラブがスポンサ

ーとなっているインターアクトクラブ、ローターアクトクラブ、ロー

タリー地域社会共同隊、その他のグループと緊密に協力すること。 

5. 国際レベルのロータリープログラムと活動を通じて社会奉仕プロジェ

クトを強化する機会を探し出すこと。 

6. 社会奉仕プロジェクトの実行に当たっては、望ましく、また、実現可

能な限り、必要とされる資金や人材の提供までも含めて、地域社会に

も参加を求めること。 
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7. 社会奉仕の目標を達成するために、RI の方針に沿って他団体と協力す

ること。 

8. 社会奉仕プロジェクトが一般社会の人々に十分認められるようにする

こと。 

9. 社会奉仕活動において他団体の協同参加を促進する触媒としての役割

を果たすこと。 

10. 適切であれば、地元地域社会、奉仕団体、その他諸団体に、継続中の

プロジェクトを委譲すること。そうすれば、ロータリークラブは新プ

ロジェクトに携わることが可能となる。 

RI は、ロータリークラブの連合体として、社会奉仕のニーズや活動を伝

え、広め、かつロータリーの目的を推進し、参加を望むロータリアンやロ

ータリークラブ、地区の力を結集すれば役立つと思われるプログラムやプ

ロジェクトを適宜、提案する責務を負っている（2003 年 5 月理事会会合

、決定 325 号）。 

 

出典：規定審議会 92-286 号 

 

8.040.3. クラブと地区の社会奉仕活動への参加 

効果的な社会奉仕をする基礎として、すべてのクラブ会長は、必要に応じ

て、人類の発展、地域発展、環境保護、協同奉仕の各社会奉仕小委員会の

委員を務めるロータリアンを任命するよう奨励されている。人的開発、地

域開発、環境保護、および奉仕のパートナー。この小委員会は、次のこと

を行うよう要請されている。 

1. 地元のそれぞれの地域の特定の相対的状況を総合的に調査、分析し、

地域社会のニーズを確認する。 

2. 地域社会のニーズを見出すために個人的、また職業上の立場を生かし

てクラブの所在地域内を探り、社会奉仕委員会の調査、分析を補足、

強化するよう個々のクラブ会員に勧める。 
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3. ほかの地域団体との会合を、所定の方針に従って行うことができる場

合、そのような会合を開き、話し合いと意見交換を行う。 

4. 地域社会のニーズに積極的に関心を示し、これに精通していることを

会員候補者選考の一要素に含める  

（2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号）。 

 

出典：1964 年 1 月理事会会合、決定 148 号。  

1990 年 6 月理事会会合、決定 259 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

8.040.4. 「われらの天体、地球の保全（Preserve Planet Earth）」 

「われらの天体、地球の保全（Preserve Planet Earth）」では、ロータリ

ークラブにロータリアンの認識を高めること、ならびに環境保全奉仕プロ

ジェクトの数を増やすことを奨励している。こうした活動は奉仕の第 3 部

門である社会奉仕の一部である（2011 年 1 月理事会会合、決定 146 号）

。 

 

出典：2011 年 1 月理事会会合、決定 146 号 

 

引照 

17.030.2. 地区委員会 

 

 

8.050. クラブレベルの研修 

 

8.050.1. クラブ・ラーニングファシリテーター 

クラブ会長エレクトは、次年度中に、クラブのラーニングプランを監督す

るクラブ・ラーニングファシリテーターを任命できる。クラブ・ラーニン

グファシリテーターの任期は 1 年であり、連続で就任できる任期は三期ま

でとする。クラブ・ラーニングファシリテーターは、すべての学習ニーズ

が満たされるようクラブ理事会および各種委員会と協力し、また、支援と

アイデアを得るために、地区ラーニング委員会、クラブを担当するガバナ
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ー補佐、地区ガバナーと協力すべきである（2023 年 4 月理事会会合、決

定 106 号）。 

 

出典：2006 年 11 月理事会会合、決定 104 号。 

2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号により改正 

 

8.050.2. クラブのラーニングプラン 

クラブは以下を確実にするための包括的ラーニングプランを有するべきで

ある。 

1. クラブリーダーが、適宜、地区ラーニング行事に出席する。 

2. 新会員のために一貫したオリエンテーションを定期的に実施する。 

3. 現会員のために継続的教育の機会を提供する。 

4. 全会員が指導力育成プログラムを受けることができるようにする 

（2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号）。 

 

出典：2006 年 11 月理事会会合、決定 104 号。 

2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号により改正 

 

8.050.3. クラブ指導者育成セミナー 

目的： 

クラブ会員の指導力を育成することで、職業における日々の仕事を充実さ

せ、将来のクラブリーダーを育成すること。 

 

参加者： 

関心のあるロータリアン 

 

推奨される議題： 

• コミュニケーションスキル 

• リーダーシップのスタイル 

• ボランティアの指導と意欲喚起 
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• メンタリング 

• 時間管理 

• 目標設定と説明責任  

• 戦略計画の立案  

• 倫理（四つのテスト） 

• 統一見解の構築 

• チームワーク 

組織者： 

クラブ・ラーニングファシリテーター、クラブ会長、ガバナー補佐、地区

ラーニング委員会（2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号）。 

 

出典：2006 年 11 月理事会会合、決定 107 号 

2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号により改正 
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第 9 条 クラブの財務と広報 

 

9.010.  クラブの財務 

9.020.  RI に対し滞納金のあるロータリークラブおよびローターアクトクラブ 

9.030.  停止処分中のクラブの身分 

9.040.  ファンドレイジング（募金）活動へのクラブの参加 

9.050.  クラブの広報 

 

 

9.010. クラブの財務 

各会計年度の初めにクラブの理事会はその年度の収支予算を作成するか、

または作成せしめなければならない。その予算は、理事会によって承認さ

れた後、費目ごとに支出の限度となるものとする。ただし、理事会の決定

措置によって別段の指示がなされた場合はこの限りでない。 

 

すべての勘定書は、2 名の理事もしくは他の役員の承認を受けた後ではじ

めて、会計あるいは他の権限ある役員によって支払われるものとする。ク

ラブのすべての財務処理については、毎年有資格者による財務監査が行わ

れるものとする（2008 年 1 月理事会会合、決定 142 号）。 

 

出典：2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号。  

2008 年 1 月理事会会合、決定 142 号により改正 

 

9.010.1. 次期クラブ会長の国際大会への出席 

クラブは、それぞれの予算の範囲内で、クラブ次期会長をクラブの代表と

して国際大会へ送ることを検討すべきである（1998 年 6 月理事会会合、

決定 348 号）。 

 

出典：1934 年 7 月理事会会合、決定 25 号 
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9.010.2. 社会奉仕活動のクラブによる推進 

ロータリークラブは、毎年、地域社会内のクラブの活動に関して一般の人

びとの認識を高めるために、予算の適切な一部を配分するよう奨励されて

いる。ロータリークラブはまた、クラブの名称と徽章を使い、クラブの社

会奉仕活動に関して一般の人びとに永続的に認識してもらうことを通じて

、ロータリーの公共イメージを向上するよう奨励されている。ロータリー

クラブは、他団体とその運動に対する財政的貢献および奉仕による貢献に

ついて、一般の人びとから末永く適切に評価されるよう努めることが奨励

されている（2002 年 6 月理事会会合、決定 245 号）。 

 

出典：2001 年 11 月理事会会合、決定 124 号。  

2002 年 2 月理事会会合、決定 194 号により改正 

 

9.010.3. 提唱ロータリークラブによるローターアクトクラブリーダーの支援 

一つ以上のローターアクトクラブのスポンサーとなっているロータリーク

ラブは、ローターアクトクラブの役員、理事、委員長があらゆる関連した

、出席する必要がある地区レベルのラーニング行事に参加するために毎年

予算の適切な配分を割り当てることが奨励されている（2024 年 4 月理事

会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2018 年 1 月理事会会合、決定 103 号 

2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

引照 

5.020.2. ロータリー財団への義務的寄付の禁止 

18.020.6. 新クラブの結成：費用 

18.020.8. 新クラブの加盟金 

 

 

9.020. RI に対し滞納金のあるロータリークラブおよびローターアクトクラブ 

以下の各項に記載された手続きが、ロータリークラブおよびローターアク

トクラブによる RI への納入義務金の支払いに適用される。 
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9.020.1. クラブの未納金の徴収手続 

ロータリークラブとローターアクトクラブから未納となっている納入義務

金の徴収手続は、次の通りとする。 

1. 米貨 250 ドル以上の未納金のあるロータリークラブまたは米貨 75 ド

ル以上の未納金のあるローターアクトクラブには、支払期日を 60 日（

2 カ月）超過すると、督促通知が送付され、支払期日を 90 日（3 カ月

）超過すると、再度督促通知が送付される。 

2. 米貨 250 ドル以上の未納金のあるロータリークラブおよび米貨 75 ド

ル以上のローターアクトクラブは、支払期日を 120 日（4 カ月）超過

すると、加盟が終結され、終結通知が期日から 120 日以降に送付され

る。 

3. 米貨 250 ドル未満の未納金のあるロータリークラブおよび 75 ドル未

満の未納金のあるローターアクトクラブには、支払いに関して連絡が

あるが、加盟終結には言及されない。 

4. クラブの財政義務に関する抹消記録は維持しておき、理事会がいつで

も閲覧できるようにしておく 

（2022 年 4 月理事会会合、決定 139 号）。 

 

出典：1997 年 7 月理事会会合、決定 83 号、補遺資料 I。  

2000 年 5 月理事会会合、決定 453 号、2002 年 6 月理事会会合、決定 285 号、2003 年

10 月理事会会合、決定 141 号、2004 年 6 月理事会会合、決定 236 号、2005 年 3 月理事

会会合、決定 178 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 248 号、2014 年 1 月理事会会合、

決定 79 号、2022 年 4 月理事会会合、決定 139 号により改正 

 

9.020.3. クラブへの通知および終結手続きに対する例外 

事務総長は、特別あるいは稀な状況に基づき、事務総長の判断において当

然と思われる場合には、これらの指針を適用するにあたり例外を設ける権

限がある（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1986 年 5～6 月理事会会合、決定 268 号 
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9.020.3. ガバナーおよび理事に対する加盟終結の通知 

地区ガバナーは、地区内で未納により加盟が終結されたロータリークラブ

およびローターアクトクラブの一覧を受け取り、RI 理事は、ゾーン内で

未納により加盟が終結されたロータリークラブおよびローターアクトクラ

ブの一覧を受け取る（2022 年 4 月理事会会合、決定 139 号）。 

 

出典：1983 年 6 月理事会会合、決定 333 号。  

2003 年 10 月理事会会合、決定 141 号。2013 年 6 月理事会会合、決定 248 号、2022 年

4 月理事会会合、決定 139 号により改正 

 

9.020.4. 納入義務金の未納により加盟が終結されたクラブの加盟復帰 

加盟が終結されたロータリークラブまたはローターアクトクラブは、終結

から 5 カ月（150 日）以内にのみ、加盟復帰を求めることができる。この

期間内に加盟復帰を目指すロータリークラブまたはローターアクトクラブ

は、終結時における未納金全額およびロータリークラブは会員一人あたり

米貨 30 ドル、ローターアクトクラブは会員一人あたり米貨 3 ドルの加盟

復帰料を支払わなければならない。さらに、ロータリークラブおよびロー

ターアクトクラブは現在の会員名簿を提出しなければならない。5 カ月間

の加盟復帰期間内に、支払いが一部しか行われていない場合、この金額は

終結されたロータリークラブまたはローターアクトクラブの滞納金に対し

て適用される。加盟復帰の要件、すなわち、未納金全額と加盟復帰料の支

払および会員の報告を、終結から 5 カ月（150 日）以内に満たさなかった

終結ロータリークラブまたはローターアクトクラブは、当初の加盟認証状

を失い、加盟復帰する資格を喪失するものとする。加盟復帰したロータリ

ークラブまたはローターアクトクラブは、その名称、クラブ史、加盟認証

状を維持するものとし、瑕疵なき加盟クラブとして組織から全面的な支援

業務を受ける資格があるとみなされる（2022 年4 月理事会会合、決定139

号）。 

 

出典：1998 年 10 月理事会会合、決定 166 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2003 年 10 月理事会会合、決定 141 号、2004 年

2 月理事会会合、決定 220 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 328 号、2013 年 6 月理事
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会会合、決定 248 号、2014 年 1 月理事会会合、決定 96 号、2015 年 1 月理事会会合、決

定 117 号、2022 年 4 月理事会会合、決定 139 号により改正 

 

 

9.030. 停止処分中のクラブの身分 

RI 細則第 3.020.6.項に従って、理事会がクラブを復帰させる時点まで、ク

ラブの加盟停止によって以下の措置が課される。 

1. クラブは、ガバナー指名委員会に推挙書を提出する権限を持たない。 

2. クラブは、地区大会、地区協議会、および承認されたいかなる郵便投

票においても投票する権限を持たない。 

3. クラブは、規定審議会に提出された立法案または決議審議会に提出さ

れた決議案を支持する権限を持たない。 

4. クラブは、地区ガバナー候補者の指名に対する対抗候補者を支持する

権限を持たない。 

5. プログラムの新たな申請書の受理や既に提出された申請書の処理、お

よび進行中のロータリー財団プログラム補助金（奨学金）の派遣クラ

ブまたは受入クラブとしての認定など、ロータリー財団の業務を含め

、事務局からの支援業務が直ちに停止される。 

6. クラブは、ガバナー月信、地区郵送リストへの掲載、公式訪問といっ

た、ガバナーからの支援を受けない。 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：1983 年 6 月理事会会合、決定 333 号。  

2006 年 6 月理事会会合、決定 258 号、2014 年 1 月理事会会合、決定 79 号、2016 年 9

月理事会会合、決定 28 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正 

 

 

9.040. ファンドレイジング（募金）活動へのクラブの参加 
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9.040.1. クラブのファンドレイジング（募金）の法的要件 

地元の法律によりクラブ定款にファンドレイジング（募金）に関する規定

を設けることが義務づけられている場合、このような権限を求めるクラブ

は、RI 細則第 2.030.3.項の規定に沿って行動し、地元の要件を満たすよう

クラブ定款 を改正 するために 理事会 の承認を求 めるも のとする 。  

 

クラブのこのような要請が法律により義務づけられたものである場合、こ

れらの要請は有利に検討されるものとする。このような場合、事務総長は

、理事会を代行する権限がある（2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号）

。 

 

出典：1958 年 1 月理事会会合、決定 112 号 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号により改正 

 

引照 

35.070.1. テレホンカードへのロータリー標章の使用 

35.070.2. 提携クレジットカードへのロータリー標章の使用 

 

 

9.050. クラブの広報 

クラブは、建設的な公共メディア機関および報道機関との関係を維持する

ものと期待されている。クラブは、一般の人びとを招いての会合を開くよ

う奨励されるべきである。 

 

広報は、いくつかの異なった聴衆に向けて行われるべきである。これらは

すなわち、報道機関（メディア）、地方の政府や自治体役員、事業界、市

民リーダーや市民団体、および資格のある会員候補者ならびにロータリー

奉仕プロジェクトの影響を直接に受ける人びとである（2013 年 10 月理事

会会合、決定 31 号）。 

 

出典：1933 年 1 月執行委員会決定事項、決定 152M、1983 年 11 月理事会会合、決定

124 号 
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2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

9.050.1. ロータリーの推進におけるロータリアンの責任 

個々のロータリアンは、ロータリー発展と奉仕活動を改善、拡張するため

に、ロータリーとは何か、ロータリーが何をしているのかについて、自ら

他の人びとに知らせ、地域社会におけるロータリークラブの存在感を一層

際立たせる力となるよう要請されている（2013 年 10 月理事会会合、決定

31 号）。 

 

出典：1995 年 11 月理事会会合、決定 82 号 

2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号により改正 

 

9.050.2. クラブプロジェクトおよび活動の広報 

クラブは、ロータリーの意図と業績を明らかに示すような、成功を収めた

奉仕プロジェクトや活動を広報するよう努めるものと期待されている。 

 

過去の経験から、以下のようなロータリーの話題が広報において最も効果

的であることが示されている。 

1. 卓越したボランティア 

2. 先進国と開発途上国の人びとの交流 

3. 地元で実施されているロータリーもしくはロータリー財団プロジェク

ト 

4. 青少年交換学生、国際親善奨学生、あるいは GSE 参加者など、ロータ

リーの交換プログラムの参加者 

5. ロータリーの奉仕から恩恵を受けている人びとに関する人道的な話題 

6. ポリオプラス活動、特にポリオ常在地域における活動 

（2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号）。 

 

出典：1983 年 11 月理事会会合、決定 124 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号 
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9.050.3. 報道機関とのクラブの関係 

クラブは、地元の報道機関に話題を提供することによって、一般の人びと

に広報すべきである。これは、対象とする報道機関を特定し、報道機関の

リストを作成し、適切な報道機関にニュース記事案（プレスリリース）を

提供することで実行することができる。 

 

その他に、クラブの活動には、報道機関の関係者にメディアの役割につい

てクラブで話をしてもらう活動も含めるべきである（2013 年 10 月理事会

会合、決定 31 号）。 

 

出典：1978 年 2 月理事会会合、決定 271 号  

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

9.050.4. クラブ役員のための広報のラーニング 

クラブは、報道機関からの問い合わせやインタビューに対応する際に使う

効果的なテクニックについて役員を研修できる人材を会員の中から探すよ

う奨励されている。クラブはまた、すべてのクラブ指導者のラーニング行

事にロータリー広報に関する内容を含めるものと期待されている（2024

年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1991 年 11 月理事会会合、決定 137 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

9.050.5. 『Rotary』誌を通じての RI のための広報 

クラブは、ロータリアン以外の人に雑誌を渡すようロータリアンに奨励し

、ロータリアンでない地元新聞社の編集者のために雑誌を講読し、公立学

校の図書館に雑誌を置き、記事の提案やクラブ活動のニュースを編集者に

提供するべきである（2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号）。 

 

出典：1936 年 1 月理事会会合、決定 197 号 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号により改正 
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9.050.6. 不利な広報 

すべてのクラブは、ロータリーの声価を損ねたり、その効果を制約しかね

ない地域社会内もしくはクラブ内の状態を防止、矯正するため積極的措置

を講じるべきである。ロータリーの目的もしくは活動への誤解から否定的

な世論が生じた場合、クラブは、正確な一般向け情報ならびに対地域社会

関係の改善に努めるべきである（2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号）

。 

 

出典：1982 年 11 月理事会会合、決定 146 号 

2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号により改正 

 

9.050.7. 不利な広報：ガバナーの関与 

他のクラブまたは RI に影響を及ぼすような事態が存在したり、あるいは

、問題が発生した場合、クラブはできるだけ早い機会にガバナーに報告し

、協力してその問題に対処すべきである。地域社会との関係において問題

の発生を未然に防ぎ、解決するためにクラブに助言および援助を与え、事

務総長に助言するのはガバナーの責務である。事務総長は、RI 会長と RI

理事会に絶えず報告し、その審議を必要とする問題であれば、これを RI

会長と RI 理事会に回付して、ガバナーとクラブを援助するものとする（

2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号）。 

 

出典：1982 年 11 月理事会会合、決定 146 号  

2013 年 10 月理事会会合、決定 31 号により改正 

 

9.050.8. 地域社会での講演者 

クラブは、ロータリーについて効果的に話すことのできる講演者を、地元

のグループに紹介するよう奨励されている（1998 年 6 月理事会会合、決

定 348 号）。 

 

出典：1973 年 1 月理事会会合、決定 209 号、1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号 
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第 10 条   クラブ役員 

 

10.010. クラブ役員 

10.020. クラブ会長の資格条件 

10.030. クラブ会長の任務 

10.040. クラブ会長エレクトの任務 

10.050. クラブ幹事の任務 

10.060. クラブ役員についての意見の相反 

 

 

10.010.   クラブ役員 

 

10.010.1. クラブ役員の交替 

交替で役職に就任するという原則を守ることが、クラブにとって得策であ

る。これには、理事会メンバー、委員会委員長、および会長、幹事、会計

の職務も含まれる。クラブ役員が 2 年連続して同一役職に就くことは奨励

されるべきではなく、また期待もされていない。しかし、引き続き 2 年目

に同一役員を選んだり、元役員を再選することが有益であるとクラブがみ

なす場合もある（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1936 年 1 月執行委員会決定事項、決定 E34 号、1938 年 1 月理事会会合、決定 169

号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号  

1943 年 1 月理事会会合、決定 123 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正。 

1963 年 1 月理事会会合、決定 113 号により確認。1922 年 4 月理事会会合、決定 9（s）

も参照のこと 

 

10.010.2. クラブ役員の年次認証 

各クラブは、会長およびその他の役員の就任のために、各ロータリー年度

のはじめに会合を開くよう奨励されている。このような会合は、クラブ役

員と会員が RI の目的に対する決意を新たにし、再確認する機会であると

認識すべきである。このような会合は、地域社会にロータリーの目的と目
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標を知らせる広報の機会にもなる（2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号

）。 

 

出典：1982 年 11 月理事会会合、決定 100 号 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

 

10.020. クラブ会長の資格条件 

標準ロータリークラブ定款に記載されている資格に加え、クラブ会長は、

以下の資格を持つべきである。 

1. 指導力を備えていること 

2. クラブの活動を指導し、実施する十分な時間を割くことができること 

3. 理事あるいは一つないし複数の主要な委員会の委員長か委員、もしく

はクラブ幹事を務めたことがあること 

4. クラブの定款と細則に関して実際的な知識を有すること 

5. 1 回以上、地区大会と国際大会に出席したことがあること  

（2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号）。 

 

出典：1947 年 1 月理事会会合、決定 164 号、1971 年 4 月理事会会合、決定 231 号。 

1963 年 1 月理事会会合、決定 112 号も参照のこと 

 

 

10.030. クラブ会長の任務 

クラブ会長には以下の任務がある。 

1. クラブ例会の司会を務める。 

2. 各例会を入念に立案し、開会と閉会の時間を厳守するよう配慮する。 

3. クラブ理事会の定例会合（少なくとも月に 1 回）の議長を務める。 

4. 任務にふさわしい人をクラブ委員会委員長および委員に任命する。 
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5. 各委員会にそれぞれ明確な目標があり、それぞれが一貫性をもって機

能するようにする。 

6. 地区大会に出席する。 

7. クラブおよび地区のロータリーのさまざまな事柄に関してガバナーお

よびガバナー補佐と協力する。 

8. 毎年の財務確認を含め、クラブ予算の編成および会計事務の完全な履

行を監督する。 

9. クラブが包括的なラーニングプログラムを実施するよう確認し、必要

であれば、学習内容を実施するクラブ・ラーニングファシリテーター

を任命してもよい。 

10. ガバナー月信、その他事務局とガバナーからの通信、刊行物などから

得られる重要な情報が確実にクラブ会員に伝達されるよう確認する。 

11. 毎年 6 月に、クラブの財務状態および当該年度のクラブの目標達成状

況について、総括的な報告をクラブに提出する。 

12. 任期が終わる前に、会長エレクトと協力して、すべての重要記録、文

書、財務事項を含め、任務の引継ぎが円滑に行われるようにする。 

13. 新たな管理体制を成功させ、管理運営の継続性を保つため、クラブの

新旧理事の合同会合を開催する 

（2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号）。 

 

出典：1947 年 1 月理事会会合、決定 164 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号。 

2006 年 11 月理事会会合、決定 104 号、2001 年 4 月理事会会合、決定 142 号、2013 年

10 月理事会会合、決定 31 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号により改正 

1951 年 1 月理事会会合、決定 53 号および 1923 年 2 月理事会会合、決定 VIII（z）も参

照のこと 

 

 

10.040. クラブ会長エレクトの任務 
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10.040.1. クラブ委員会の任命 

クラブ会長エレクトは、3 月 31 日までにクラブ委員会委員長をすべて任

命するものとする（2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号）。 

 

出典：1977 年 10～11 月理事会会合、決定 123 号 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

10.040.2. クラブによる年次基金の目標設定 

クラブ会長エレクトは、自らが会長となる年度に取り組む年次基金目標に

ついて監督する（2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号）。 

 

出典：2003 年 5 月理事会会合、決定 321 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

 

10.050. クラブ幹事の任務 

クラブ幹事は、クラブ定款および細則に含まれるその他の任務に加え、国

際ロータリーに期日までに会員を報告する責務を負う。クラブ幹事は、次

ロータリー年度のクラブ役員を 2 月 1 日までに国際ロータリーに報告しな

ければならない（2014 年 1 月理事会会合、決定 96 号）。 

 

出典：2014 年 1 月理事会会合、決定 96 号 

 

 

10.060. クラブ役員についての意見の相反 

クラブ役員として正規に選出されたのはどの会員であるかについてクラブ

内で意見の相違が生じた場合、事務総長は地区ガバナーにこれについて調

査するよう要請するものとする。ガバナーは、クラブ役員として適切に認

められるのはどの会員であるかを事務総長に通知するものとする。事務総

長は、RI の管理運営の都合上、意見の相違が解決されるまで、クラブ役

員と認められるのはどの会員であるかについてのガバナーの調査結果報告

に頼るものとする（2007 年 11 月理事会会合、決定 98 号）。 
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出典：2007 年 11 月理事会会合、決定 98 号 
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第 11 条 クラブとロータリアンおよびその他の人々との関係 

 

11.010. 資料配布 

 

 

11.010. 資料配布 

 

11.010.1. ロータリークラブ - 協力、財的支援、あるいは営利目的の事業への参加要

請に対する承認 

一つまたは複数の他クラブまたは他クラブの会員の協力を（E メール、電

話、郵便、ファクス等を使用して）積極的に要請するロータリークラブは

、まず、その目的と計画を関係する地域のガバナーに提出し、承認を得な

ければならない。非積極的な方法（ウェブサイトやソーシャルメディア、

またはコミュニケーションを共有または受信することを個人またはグルー

プが自発的に承諾することに依存したその他の新興技術を使用する方法）

によって協力を依頼するクラブは、本方針の対象とならない。 

 

いかなるクラブも、まず RI 理事会の承認を確保しない限り、他クラブ、

あるいは自クラブの会員以外のロータリアンに財的支援あるいは営利目的

の事業への参加を積極的に求めてはならないものとする。 

 

ロータリアンは、各自の事業の利益に影響する事柄について、ロータリー

クラブまたは他のロータリアンへ資料を配布してはならないものとする。 

 

このような種類の活動を行うロータリークラブは、ロータリークラブの名

称がそれとわかる適切な表示や字句を含め、ロータリーの標章の使用に関

する RI の方針に従わなければならない。 

 

事務総長は、許可されていない積極的な懇請活動に関与しているクラブを

有する地区のガバナーに対し、そのような活動を中止する措置を講ずるよ

う要請するものとする。引き続き本方針が守られない場合には、クラブの
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終結を上限とし、クラブの終結も含め、十分な理由による懲戒処分の可能

性について RI 理事会へ報告されるものとする（2012 年 5 月理事会会合、

決定 297 号）。 

 

出典：1937 年 1 月理事会会合、決定 108 号  

1956 年 5 月理事会会合、決定 207 号、規定審議会 80-102、2004 年 11 月理事会会合、

決定 59 号、2005 年 3 月理事会会合、決定 201 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 270

号、2012 年 5 月理事会会合、決定 297 号により改正 

 

11.010.2. 多地区合同活動およびプロジェクト – 電話勧誘を含む協力、財的支援、あ

るいは営利目的の事業への参加要請に対する承認 

いかなる事項、また電話勧誘を含むいかなる手段であろうと、他クラブま

たは他クラブのロータリアンの協力を得ようとする多地区合同組織は、ま

ず、その目的と計画を関係する地域のガバナーに提出し、承認を得るもの

とする。 

 

このような種類の活動を行う多地区合同組織は、多地区合同組織の名称が

それとわかる適切な表示や字句を含め、ロータリーの標章の使用に関する

RI の方針に従わなければならない。 

 

いかなる多地区合同組織も、まず RI 理事会の承認を得ることなくして、

他のロータリークラブあるいは他クラブのロータリアンに財的支援または

営利目的の事業への参加を求めてはならないものとする。 

 

この配布の方針を遵守していない多地区合同組織は、多地区合同組織の地

位を失うこともある（2007 年 6 月理事会会合、決定 270 号）。 

 

出典：2003 年 10 月理事会会合、 決定 41 号、  

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2005 年 3 月理事会会合、決定 201 号、2007 年 6

月理事会会合、決定 270 号により改正 
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11.010.3. 世界ネットワーク活動グループ ‐ 電話勧誘を含む協力、財的支援、ある

いは営利目的の事業への参加要請に対する承認 

いかなる事項、また電話勧誘を含むいかなる手段であろうと、他地区、他

クラブ、または他クラブのロータリアンの協力を得ようとする世界ネット

ワーク活動グループは、まず、その目的と計画を関係する地域のガバナー

に提出し、承認を得るものとする。 

 

このような種類の活動を行う世界ネットワーク活動グループは、世界ネッ

トワーク活動グループの名称がそれとわかる適切な表示や字句を含め、ロ

ータリーの標章の使用に関する RI の方針に従わなければならない。 

 

いかなる世界ネットワーク活動グループも、まず RI 理事会の承認を得る

ことなくして、他の地区、クラブ、あるいは自クラブの会員以外のロータ

リアンに財的支援、あるいは商業目的の合弁事業への参加を求めてはなら

ないものとする。 

 

上記に記述されている制限内であっても、ロータリアンが自分の事業の利

益に影響する事柄についてロータリークラブあるいは他の世界ネットワー

ク活動グループのメンバーに資料を配布することは許されていない（

2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号）。 

 

出典：2005 年 3 月理事会会合、決定 205 号。 

2005 年 11 月理事会会合、決定 38 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 270 号、2007 年

11 月理事会会合、決定 32 号により改正 

 

11.010.4. クラブ、地区、その他のロータリー組織による一般の人びとへの電話勧誘 

一般の人びとに対する懇請を行う目的で、商業的な電話勧誘、インターネ

ット・ウェブホスティング、または E メールの会社を代行として使うこと

を望むロータリークラブと地区、およびその他のロータリー組織（国際ロ

ータリーとロータリー財団を除く）は、以下を行うものとする。 

1. まず、関係地域のガバナーにその目的と計画を提出し、承認を得る。 
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2. 資料配布に関する現行のロータリーの方針を遵守する。 

3. ロータリークラブ、地区、またはロータリー組織が行っているもので

あることがわかるよう、適切な表示や語句を含める。 

事務総長は、上記方針に従っていないすべての地区のガバナーに対し、そ

のような活動を中止する措置を講ずるよう要請するものとする。引き続き

本方針が守られない場合には、終結も含め、十分な理由による懲戒処分の

可能性について RI 理事会へ報告されるものとする（2007 年 6 月理事会会

合、決定 270 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 270 号 

 

11.010.5. 配布方針の限定的例外 

特定の国際奉仕プロジェクトまたは活動に関する地区やクラブからの協力

や援助の要請は、このような要請が一つの地区やクラブ、または限られた

数の地区やクラブに対するものである場合には、配布に関する一般的規則

で定められた制限の対象とはならない（2011 年 9 月理事会会合、決定 34

号）。 

 

出典：1967 年 1 月理事会会合、決定 154 号、1988 年 10 月理事会会合、決定 116 号、

2011 年 9 月理事会会合、決定 34 号 

 

11.010.6. 営利目的または配布のための会員データの使用 

ロータリークラブのいかなる会員も、データベースあるいはロータリー関

連プロジェクトや活動に関連して作成された名簿を、営利目的のために使

用してはならない。RI および地区とクラブの名簿をはじめ、他のデータ

ベースあるいはロータリー関連のプロジェクトや活動に関連して作成され

た名簿は、配布目的のために、ロータリアンまたはクラブや地区に提供し

てはならない。これは、電子形式および印刷形式の名簿に対しても適用さ

れる（2020 年 1 月理事会会合、決定 99 号）。 

 

出典：1930 年 6 月理事会会合、決定 I 項、1937 年 1 月理事会会合、決定 108 号。 
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2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2005 年 3 月理事会会合、決定 201 号、2020 年 1

月理事会会合、決定 99 号により改正 

 

11.010.7. クラブと地区の名簿 

名簿を発行しているクラブまたは地区は、その名簿の中にロータリアン以

外の人に配布するものではないこと、また営利目的の郵送名簿として使用

してはならない旨の注意書きを明記しなければならない（2004 年 11 月理

事会会合、決定 59 号）。 

 

出典：1936 年 6 月理事会会合、決定 275 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

11.010.8. ローターアクトクラブの資料配布 

方針として、理事会は、国際ロータリー以外のいかなる個人または団体も

、営利を目的としてローターアクトクラブに対して回状を送達する権利を

認めない。ただし、ローターアクトクラブ、地区、多地区合同の会合の計

画の責任者であるローターアクターが、直接関与する地区内のみで行う場

合は例外とする（2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号）。 

 

出典：2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号 
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第 12 条   ローターアクトクラブ 

 

12.010. ローターアクトクラブの会員 

12.020. スポンサーシップ 

12.030. ローターアクトクラブの基盤 

12.040. 標準ローターアクトクラブ定款および推奨ローターアクトクラブ細則 

12.050. ローターアクトクラブの停止および終結 

12.060. ローターアクトクラブの標章 

12.070. ローターアクトクラブの財務 

12.080. ローターアクトの地区会合および活動 

12.090. ローターアクト多地区合同情報組織。 

12.100. ローターアクトの多地区会合および活動 

12.110 ローターアクト指導者のラーニングセミナー 

12.120. 「ローターアクトの成長」会員増強運営計画 

 

 

12.010. ローターアクトクラブの会員 

ローターアクトクラブは、社会奉仕と国際奉仕を通じて行動し、指導力を

学び、職業人としての能力開発に参加する若い成人の団体である（2019

年 10 月理事会会合、決定 57 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 150 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号にて改正。 

 

12.010.1. 複数のローターアクトクラブの会員資格 

1. いかなる会員も、複数のローターアクトクラブに同時に所属すること

、または同一のクラブにおいて名誉会員の資格を保持することはあっ

てはならないものとする。  

2. 正規のローターアクターは、複数のローターアクトクラブの名誉会員

として選出されることができる。 
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3. いかなるローターアクトクラブも、正規クラブ会員数を上回る人数の

名誉会員を選出してはならないものとする。 

（2020 年 11 月理事会会合、決定 69 号）。 

 

出典：2020 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

12.010.2. ローターアクトクラブの名誉会員 

1. ローターアクトクラブは、クラブ理事会が定めた期間における名誉会

員を選ぶことができる。  

2. ローターアクトクラブの名誉会員は、ローターアクトへの功績により

顕著な功績を残した別のクラブの正規ローターアクト会員または地域

社会の住民とする。名誉会員は、 

a. 会費の納入を免除されるものとする。 

b. 投票権を持たないものとする。 

c. クラブのいかなる役職にも就かないものとする。 

d. クラブのあらゆる会合に出席でき、クラブのその他のあらゆる特権

を享受できるが、正規のローターアクト会員ではない地域住民は他

のクラブにおいてはいかなる権利または特権も認められないものと

する 

（2020 年 11 月理事会会合、決定 69 号）。 

 

出典：2020 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

12.010.3. ローターアクトの年齢制限に関する方針 

ローターアクトクラブは、クラブがその会員からの同意を得て、その同意

を細則に記録した場合には、年齢の上限を設定できる（2022 年 10 月理事

会会合、決定 53 号）。 

 

出典：2020 年 1 月理事会会合、決定 102 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 53 号 
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12.020. スポンサーシップ 

1. ローターアクトクラブは、地区ローターアクト代表の通知、ガバナー

の承認、国際ロータリーによる認証と承認を経て設立される。国際ロ

ータリーの継続的認定なくしては存続できない。 

2. ローターアクトクラブは、ロータリークラブまたはローターアクトク

ラブによって、結成され、スポンサーおよび助言を受けることができ

る。ただし、 

a. ローターアクトクラブは、所在する地区の境界内のロータリークラ

ブまたはローターアクトクラブのみによってスポンサーされるもの

とする。 

b. ローターアクトクラブは、最多で三つのロータリークラブまたはロ

ーターアクトクラブが共同で結成かつスポンサーできる。さらに、

ガバナーが慎重に考慮した結果、地区とスポンサークラブならびに

ローターアクトクラブにとって最善である場合、ローターアクトク

ラブは、ガバナーの承認により、四つ以上のロータリークラブまた

はローターアクトクラブが共同でスポンサーできる。各スポンサー

クラブからの代表者を含む合同ローターアクトクラブ委員会を設置

するべきである 

（2024 年 1 月理事会会合、決定 81 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 150 号。  

1971 年 1 月理事会会合、決定 164 号、1976 年 1 月理事会会合、決定 171 号、1998 年

10 月理事会会合、決定 92 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 214 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 57 号、2020 年 1 月理事会会合、決定 101 号、2024 年 1 月理事会会合、決

定 81 号により改正 
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12.030. ローターアクトクラブの基盤 

 

12.030.1. ローターアクトクラブの基盤 

ローターアクトクラブは地域社会または大学を基盤とできる（2019 年 10

月理事会会合、決定 57 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 150 号 

2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号にて改正。 

 

12.030.2. 大学を基盤とするクラブ 

ローターアクトクラブが大学を基盤とする場合、スポンサークラブは、そ

の大学当局との全面的な協力の下に助言を行うものとする。ローターアク

トクラブは、大学当局が学内の学生団体と課外活動に対して定めたのと同

じ規定と方針に従わなければならない（2022 年 10 月理事会会合、決定

53 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 150 号、1971 年 1 月理事会会合、決定 164 号。  

2010 年 6 月理事会会合、決定 214 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 53 号により改正 

 

12.030.3. 衛星クラブ 

地域社会または大学に拠点を置くクラブは、柔軟な会合時間や代替地を確

立する目的で、または将来新しいクラブを設立する可能性のある現会員グ

ループを奨励する目的で、クラブ会員を会員とする衛星クラブを設立する

ことができる（2020 年 11 月理事会会合、決定 69 号）。 

 

出典：2020 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

 

12.040. 標準ローターアクトクラブ定款および推奨ローターアクトクラブ細則 
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12.040.1. 標準ローターアクトクラブ定款 

「標準ローターアクトクラブ定款」は、国際ロータリーによって定められ

るものであり、かつ国際ロータリー理事会のみがこれを改正できる。クラ

ブ結成ならびに認定の必要条件として、各ローターアクトクラブは、「標

準ローターアクトクラブ定款」を採択し、その後に採択されるあらゆる改

正を自動的に採用するものとする（2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号

）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 150 号。 

2010 年 6 月理事会会合、決定 214 号により改正 

 

12.040.2. 推奨ローターアクトクラブ細則 

各ローターアクトクラブは、標準ローターアクトクラブ定款および国際ロ

ータリーが定めた方針に矛盾しない細則を採択するものとする（2019 年

10 月理事会会合、決定 57 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 150 号 

 

 

12.050. ローターアクトクラブの停止および終結 

 

12.050.1. ローターアクトクラブの停止 

1. 事務総長は、クラブと会員の情報を RI に毎年 6 月 30 日までに報告す

ることを怠ったクラブを停止することができる。 

2. 事務総長は、事務総長が必要とみなした期限までに上記の毎年の報告

が完了された場合、停止中のクラブを復帰させることができる 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号）。 

 

出典：2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号 
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12.050.2. 停止中のローターアクトクラブの身分 

クラブを復帰させる時点まで、クラブの停止によって以下の措置が課され

る。 

• クラブは RI の行事または活動への参加が許可されない 

• クラブは RI またはロータリー財団から表彰または認証を受けることが

許可されない 

• クラブは RI からの通信物を受け取らない 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号）。 

 

出典：2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号 

 

12.050.3. ローターアクトクラブの終結 

ローターアクトクラブは次のいずれかの場合に終結される可能性がある。 

1. 国際ロータリーにより、以下の理由により終結させられる場合。 

a. その定款に従って運営されていない。 

b. 理事、管理委員、役員、および従業員を含め、国際ロータリー、ロ

ータリー財団、または地区に対する訴訟を開始または継続する個人

を会員として入会、保持、または維持している。  

c. その他の理由。 

2. ローターアクトクラブ自身の決定により解散する場合 

（2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号、53 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 150 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 136 号 

2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号および 53 号により改正 
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12.060. ローターアクトクラブの標章 

ロータリー章典第 34.060.4.項に従い、ローターアクトクラブ会員は、ロ

ーターアクトクラブ会員である期間中、適性かつ品位ある方法で、ロータ

ーアクトの名称およびロゴを使用、表示する権利を有するものとする。ロ

ーターアクトクラブを退会した場合、または、ローターアクトクラブが解

散した場合には、直ちにこの権利を失うものとする（2019 年 10 月理事会

会合、決定 57 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 150 号。 

2010 年 6 月理事会会合、決定 214 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号により改正 

 

 

12.070. ローターアクトクラブの財務 

1. 個々のローターアクターは、クラブの運営費を賄うために、所属ロー

ターアクトクラブに年会費を支払うものとする。 

2. ローターアクトクラブ会員の会費または分担金はごくわずかとし、ク

ラブの管理費を賄うことのみを目的とするものとする。 

3. ローターアクトクラブが実施する活動とプロジェクトの資金は、会費

または分担金とは別にクラブが調達し、別個の口座にて管理するもの

とする。 

4. クラブのすべての会計収支について、毎年 1 回、有資格者による完全

な監査を行うものとする。 

5. ローターアクトクラブのプログラム遂行に必要な資金を調達するのは

、ローターアクトクラブの責務である。 

6. ローターアクトクラブは、ロータリークラブまたは他のローターアク

トクラブに資金的援助を広く求めてはならない。相互に合意した場合

は、スポンサークラブは資金的支援を提供できる。 

7. 国際ロータリーは、ローターアクトクラブの会合に要する費用を一切

負担しない。 
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8. ローターアクトクラブは、奉仕プロジェクトを支援するために徴収さ

れた資金を含め、すべての資金を責任と透明性のある方法で管理する

ため、国の法律と銀行規定に反しないかたちで財務ガイドラインを設

けるべきである。そのガイドラインは、ローターアクトクラブが解散

または終結した場合の資金の支払計画を含む 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 150 号、1988 年 5 月理事会会合、決定 402 号  

2004 年 2 月理事会会合、決定 182 号。2004 年 6 月理事会会合、決定 236 号、2012 年 1

月理事会会合、決定 187 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号により改正 

 

 

12.080. ローターアクトの地区会合および活動 

 

12.080.1. 地区ローターアクト委員会 

地区ガバナーは、ロータリー章典第 17.030.2.項の規定に従い、地区ロー

ターアクト委員会を任命することが奨励される（2019 年 10 月理事会会合

、決定 57 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 150 号。  

2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号にて改正。 

 

12.080.2. 地区ローターアクト代表 

1. 二つまたはそれ以上のローターアクトクラブを有する地区は、その会

員の中から地区ローターアクト代表 1 名を選挙しなければならない。

選挙の方法は、選挙に先立ち、ローターアクト会員によって決定され

、地区ローターアクト委員会によって審議され、地区ガバナーによっ

て承認されるものとする。地区ローターアクト代表は、就任までに、

ローターアクトクラブ会長または地区ローターアクト委員会委員とし

て 1 任期を満了していなければならない。 
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2. 地区内に一つしかローターアクトクラブがない場合、地区ローターア

クト代表は、就任が可能な最も新しい元ローターアクトクラブ会長が

務めるものとする。 

3. 地区ローターアクト代表は、ロータリーガバナーの指導と助言を受け

、地区ローターアクト委員会および他の適切なロータリー地区委員会

と協力すべきである。 

4. 地区ローターアクト代表は、他の地区リーダーと協力して、以下を行

うべきである。 

a. 地区ローターアクトニュースレターを作成、配信する。 

b. 指導者のラーニングセミナーを支援し、実施する。 

c. 地区全域でローターアクトの推進と拡大活動を実施する。 

d. 奉仕活動を計画、実施する（地区内のローターアクトクラブの 4 分

の 3 の承認を得た場合）。 

e. ローターアクトクラブがプロジェクトを実施する際、助言と援助を

提供する。 

f. 地区におけるロータリーとローターアクトの合同活動を調整する。 

g. 地区レベルにおけるローターアクトの広報活動を手配する。 

h. 地区内のローターアクトクラブ役員のラーニングセッションを計画

し、実施する。 

i. 新しいローターアクトクラブの設立を援助する。 

5. 選挙に関するすべての論争は、地区の方針に基づいて、地区ローター

アクト委員長と相談の上、地区ガバナーにより地区内で解決するもの

とする。RI は介入しない 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1969 年 1 月理事会会合、決定 155 号。 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 91 

1973 年 1 月理事会会合、決定 172 号、1988 年 5 月理事会会合、決定 392 号、1992 年 3

月理事会会合、決定 236 号、2009 年 6 月理事会会合、決定 217 号、2010 年 6 月理事会

会合、決定 214 号、2012 年 10 月理事会会合、決定 92 号、2015 年 1 月理事会会合、決

定 136 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 81 号

、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

12.080.3. 地区ローターアクト会合および活動 

1. ローターアクトクラブは、地区ガバナーの承認を得て、地区内のすべ

てのローターアクターおよびロータリアンが一堂に会し、一層の協力

に向けた意欲を高めたり、重要な項目について議論したり、指導者育

成のラーニング行事を実施したりするための地区大会またはその他の

会合を開催することができる。  

2. クラブレベルを超えたローターアクトクラブ会員による会合はすべて

、立法の権限を持たず、またそのような権限があるかのように会合を

運営、実施してはならない。  

3. 地区レベルのローターアクトの会合で、地区内ローターアクトクラブ

の 4 分の 3 が投票することにより、地区の奉仕プロジェクトを実施す

ることができる。  

4. このようなプロジェクトはガバナーの承認を得なければならない。ま

た、地区プロジェクトの管理運営に関する具体的な計画および説明も

、ガバナーと地区内の 4 分の 3 のローターアクトクラブの承認を得な

ければならない 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 150 号。 

1976 年 1 月理事会会合、決定 174 号。1981 年 2 月理事会会合、決定 307 号、1992 月 3

理事会会合、決定 229 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 214 号、2019 年 10 月理事会

会合、決定 57 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 
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12.080.4. 地区ローターアクトの財務 

1. 地区は、地区ローターアクト委員会の管理運営活動に資金を提供する

ための規定を定めるべきである。 

2. すべての地区ローターアクト活動に要する資金は、その地区のロータ

ーアクトクラブが調達するものとする。  

3. 地区ローターアクト会合の経費は最小限にとどめ、参加者が負担でき

る範囲内に抑えるものとする。国際ロータリーは、地区ローターアク

ト会合の経費を負担しないものとする。 

4. 地区奉仕プロジェクトのための募金用に地区ローターアクト奉仕基金

を設置することができる。このような基金への寄付は任意によるもの

としなければならず、個人に強制することはできない。 

5. 奉仕基金はガバナーの承認を得なければならない。また、基金の使途

に関する具体的な計画および説明も、ガバナーと地区内の 4 分の 3 の

ローターアクトクラブの承認を得なければならない。  

6. ガバナーは、地区基金の調達と管理を担当する地区基金委員会を任命

しなければならない。この委員会は、地区ローターアクト委員会委員

である少なくとも 1 名のローターアクターおよび 1 名のロータリアン

によって構成される。  

7. 地区奉仕基金は、その基金が地区ローターアクト組織の財産であって

、特定のローターアクター個人もしくはローターアクトクラブの専有

財産でない旨を明記した銀行預金口座に保管されなければならない 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 150 号。 

1973 年 1 月理事会会合、決定 172 号、1981 年 2 月理事会会合、決定 307 号、2010 年 6

月理事会会合、決定 214 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 187 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 57 号により改正 
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12.090. ローターアクト多地区合同情報組織 

 

12.090.1. ローターアクト多地区合同情報組織の結成 

地区は、関係地区のローターアクトクラブ間で、多地区合同組織を設立す

ることができる。ただし、 

• 関係地区のガバナーから反対がないこと。このような組織を設立し維

持するにあたっては、RI 理事会の代わりを務める事務総長の承認を得

ること。 

• この組織は RI の方針に従うこと、さもなければ、RI 理事会の代わりを

務める事務総長によりその身分が終結される場合がある。 

• 各参加地区は、地区ローターアクト代表によって代表されること。あ

るいは、地区は、多地区合同組織内の活動を遂行するために、必要に

応じて、代理を 1 名任命することができる。 

• 組織の活動を実施するための資金（例えば、地域内クラブの名簿やニ

ュースレターの作成と郵送費、ローターアクトプログラム資料の配布

、一般通信費など）は、強制することはできない。 

• この組織は、組織の活動に関する決定を除きいかなる意思決定や立法

の権限も持たない。 

• この組織は、地区ガバナーによって審査される投票機構を確立するも

のとする 

（2021 年 4 月理事会会合、決定 156 号）。 

 

出典：1992 年 3 月理事会会合、決定 229 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 74 号、

2015 年 1 月理事会会合、決定 136 号 

2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号、2021 年 4 月理事会会合、決定 156 号により改正 

 

12.090.2. ローターアクト多地区合同情報組織の目的 

ローターアクト多地区合同情報組織は以下を目的とする。 
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• 特にロータリーの戦略目標と重点分野に沿って、共同体意識と共通の

目的意識を地域で構築すること。 

• クラブや地区を超えて会員の参加を促進するリーダーシップの機会を

提供すること。  

• クラブ、地区、ゾーン、地域レベルでローターアクトとロータリー間

の関係を強化すること 

（2021 年 4 月理事会会合、決定 156 号）。 

 

出典：2021 年 4 月理事会会合、決定 156 号 

 

12.090.3. ローターアクト多地区合同情報組織の目標 

ローターアクト多地区合同情報組織の目標には以下が含まれる（ただし、

これらに限らない）。 

• 参加地区への情報発信 

• 参加地区、参加地区内のローターアクトクラブ、他のローターアクト

多地区合同情報組織の間のコミュニケーションの促進 

• 参加地区内の役員または個人に対するリーダーシップまたは専門能力

開発の機会の提供 

• ローターアクト多地区合同奉仕プロジェクトの方針に従った多地区合

同奉仕プロジェクトの支援と促進 

• 参加地区のネットワーキング、親睦、専門能力開発を促進するための

行事の計画と開催 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2021 年 4 月理事会会合、決定 156 号 

2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 
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12.100. ローターアクトの多地区会合および活動 

 

12.100.1 多地区合同ローターアクト会合 

1. 二つ以上の地区、特に 2 カ国以上にまたがる地区のローターアクトク

ラブ会員の合同会合は、主催地区のガバナーおよび地区ローターアク

ト委員会の指導の下、主催地区のローターアクト代表と協力して開催

される。このような会合は、関係する地区のガバナーの事前承認を得

なければならない。多地区合同ローターアクト会合を開催するための

ガバナーへの招請状には、以下を添付しなければならない。 

a. 提案されている会合の開催日時、場所、目的、施設、プログラム、

参加者について記述した文書。 

b. 会合予算の見積書。会合の開催に伴う契約上および金銭上の義務に

ついては主催者が一切の責任を負う旨の保証を付すること。 

c. 提案されている会合の計画および実施がローターアクターおよびロ

ータリアンの直接の監督下に行われることを保証した文書。 

2. 主催クラブまたは地区は、多地区合同ローターアクト会合のために、

開催地において適切な補償額と限度額を備えた賠償責任保険に加入し

なければならない。要請があれば、この保険契約を証明する書類を RI

または参加地区のガバナーに提出しなければならない 

3. 地区ローターアクト代表は、ゾーンの RI 理事に通知するものとする 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 214 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号にて改正。 

 

12.100.2. 多地区合同ローターアクト奉仕プロジェクト 

二つまたはそれ以上の地区のクラブが参加するローターアクト奉仕プロジ

ェクトを実施しても差し支えない。ただし、そのプロジェクトは、以下を

満たしていなければならない。 
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1. クラブ本来の活動の範囲や有効性を妨げたり、損なったりすることな

く、地区内クラブやローターアクターの能力の範囲で十分に実施でき

るような範囲と性質のものであること。 

2. 関係地区の各地区ローターアクト代表がまずこのような合同活動に賛

成した上で、それぞれの地区のクラブの 3 分の 2 の承認があって初め

て実施すること。 

3. 関係ガバナーの承認を得て実施すること。 

4. 関係地区の地区ローターアクト代表の直接監督下にあること。このよ

うなプロジェクトのために募金もしくは徴収した全資金の保管は、プ

ロジェクトや関連資金の管理を補佐するために任命される関係地区の

ローターアクターから成る委員会を通じて、関係地区の地区ローター

アクト代表が責任をもって行うこと。 

5. ローターアクトクラブやローターアクターの参加は任意とし、任意と

いうことを明確に打ち出すこと。クラブまたは個々のローターアクタ

ーの参加費用は最小限にとどめ、人頭分担金または賦課金などの形で

強制してはならないし、また、そのようにほのめかしてもならない 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号）。 

 

出典：1992 年 3 月理事会会合、決定 229 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号にて改正。 

 

12.100.3. インターロータ 

1. 「インターロータ」は国際ロータリーの公式会合ではないが、RI は、

そのプログラムの内容承認および RI リーダー代表の派遣を通じて、イ

ンターロータを支援する。 

2. インターロータの開催を提案する場合、そのような提案に先立ち、ロ

ーターアクターはまず開催地区のガバナー、ガバナーエレクト、およ

びガバナーノミニーから承認を得るものとする。インターロータの開

催地として選ばれるためには、開催地区のローターアクト代表は、理
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事会に代わって事務総長の了承を得るため、開催の 1 年前までに事務

総長に提案を提出するものとする。提案書には以下の内容を含むもの

とする。 

a. 開催地区のガバナーおよび当該地域の RI 理事の書面による承認。 

b. 開催日、場所、施設、プログラム、入札プロセス、参加者を含む情

報。 

c. 会合予算の見積書。会合の開催に伴う契約上および金銭上の義務に

ついては主催者が一切の責任を負う旨の保証を付すること。 

d. 提案されている会合の計画および実施が、ローターアクターまたは

ロータリアンの直接の監督下に行われることを保証した文書。 

3. 主催地区は、インターロータのために、開催地において適切な補償額

と限度額を備えた賠償責任保険に加入しなければならない。要請があ

れば、この保険契約を証明する書類を RI または参加地区のガバナーに

提出しなければならない 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 238 号。  

2010 年 6 月理事会会合、決定 214 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 136 号により改正

。2000 年 2 月理事会会合、決定 306 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号により確

認 

 

 

12.110 ローターアクト指導者のラーニングセミナー 

 

12.110.1. スポンサーロータリークラブによるラーニングと支援 

ローターアクトクラブが効果的に活動できるかどうかは、スポンサーロー

タリークラブの指導、支援、積極的参加にかかっている。ロータリアンは

、ローターアクター、ローターアクトクラブ役員、理事、委員長のラーニ

ング行事に関与するべきである。 
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スポンサーロータリークラブは、 

• スポンサーしているローターアクトクラブのローターアクターのため

に、ロータリアンをメンター（助言者、指導者）として任命すべきで

ある。 

• ローターアクト大会前会議など、地区、多地区合同および国際的なラ

ーニングの機会について、ローターアクターへの周知を図るべきであ

る 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2012 年 10 月理事会会合、 決定 92 号。  

2015 年 1 月理事会会合、決定 132 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2023 年 4

月理事会会合、決定 106 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

12.110.2. ロータリー地区によるラーニングと支援 

1. ローターアクトクラブが効果的に活動できるかどうかは、ロータリー

地区からの支援にもかかっている。地区ローターアクト代表は、地区

ローターアクト委員長、地区ラーニングファシリテーター、地区ガバ

ナーエレクト、地区ガバナーと協力して、ローターアクトのラーニン

グ行事やその他の地区行事の計画段階において、ローターアクトの研

修ニーズを強調するものとする。  

2. 地区ローターアクト代表は、奉仕を奨励し、国際理解を深め、専門的

能力を高め、友情とつながりを築くために、ローターアクト地区大会

を計画すべきである。可能な場合、ローターアクト地区大会はロータ

リー地区大会に付随して開催し、少なくとも 1 回の合同セッションを

開催すべきである。 

3. 地区ローターアクト委員長と地区ローターアクト代表は、次期ロータ

ーアクトクラブ役員、理事、委員長の全員を対象とした 1～2 日間の指

導者育成ラーニング行事の開催を支援するものとする 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 
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出典：2012 年 10 月理事会会合、 決定 92 号。  

2015 年 1 月理事会会合、決定 132 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2023 年 4

月理事会会合、決定 106 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

12.110.3. ローターアクト大会前会議 

1. ローターアクト大会前会議は、ローターアクターが一堂に会すること

で、強いクラブと地区を形づくり、国際的な友情を築き、国際レベル

でローターアクトとロータリーとの関係を強化するために、意欲を喚

起し、情報を伝えるためのものである。さまざまなセッションを通じ

て、ローターアクト大会前会議は以下を行う： 

a. 各地区でローターアクトを推進するため、ならびにロータリーとの

関係を強めるため、ローターアクト代表に対してラーニング、激励

、モチベーションを提供する。 

b. 元クラブ会長、地区ローターアクト代表、多地区合同のリーダー、

ならびにローターアクトの新会員を含め、ロータリアンとローター

アクターとの間の意見交換や情報交換を促進する。 

2. ロータリー地区は、地区、多地区合同、または国際的な指導者育成の

ラーニングセミナーに地区ローターアクト代表が出席するための費用

を負担するものとする。地区ガバナーは、地区ローターアクト代表エ

レクトがローターアクト大会前会議に出席するための費用の全額また

は一部を負担するよう奨励されている 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2012 年 10 月理事会会合、 決定 92 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 105 号、2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改

正 
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12.120. 「ローターアクトの成長」会員増強運営計画 

ロータリーの会員基盤と参加者基盤の成長は RI の戦略計画の重要な要素

である。「ローターアクトの成長」運営計画は、会員増強における長期的

な持続可能性と成長を達成するために、ロータリーの戦略的優先事項に沿

って運営を行い、リソースを活用することを目的としている。本計画は、

新会員にとって時代に即した魅力的な組織であり続け、現会員の参加と維

持を促すような体験を提供するために、ローターアクトクラブが行ってき

た既存の取り組みを支援する。また、ローターアクトの会員基盤を広げる

ために、より多くの参加者を迎え入れる画期的なモデルをもって現在の構

造を拡大し、一体となって行動できる意義ある方法を提供しようとするも

のである。 

 

優先事項：より大きなインパクトをもたらす 

会員増強の取り組み： 

• ローターアクトが独自の、独立した、価値ある会員種類であるという

一貫したメッセージを確認する。  

• 大多数のロータリアンがローターアクトの価値を認知し、ローターア

クトクラブ会員との協力の結果、自らのロータリーにおける経験がよ

り良いものになると考えるよう認識の転換を促進する。 

• ロータリー財団からローターアクト会員／クラブへの地区補助金とグ

ローバル補助金による資金提供を拡大し、プロジェクトの成功と持続

可能性を評価する。 

• この対象者層に訴求するよう立てられた寄付促進と認証の方策に基づ

き、ローターアクト会員によるロータリー財団へのさらなる寄付を奨

励する。 

優先事項：参加者の基盤を広げる 

会員増強の取り組み： 

• 今後 5～7 年間で、ローターアクトの会員数を増やし、ローターアクト

からロータリークラブへの移行を監視し測定する仕組みを整備する。  
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• 若者や多様な参加者にとって魅力的な新しいクラブのモデルやその他

のロータリー参加の機会を開発する。  

• すべてのレベルにおいてロータリーの行事を現会員とローターアクト

入会候補者や参加者をつなぐ絶好の機会として強化する。 

優先事項：参加者の積極的なかかわりを促す 

会員増強の取り組み： 

• ローターアクト会員に、個人としても職業人としても積極的参加を促

す機会を提供するようクラブを奨励する。 

• 効果的なローターアクトクラブおよび会員のための会員増強および奉

仕の表彰の機会を改善する。 

• ローターアクトの価値と会員になることのメリットについての定義を

改善し、若い成人に合わせた、際だって魅力的で柔軟性があり革新的

なクラブ体験を創造する。 

• ボランティア主導の対面ラーニング（PETS、地区大会など）を含め

、ラーニングの教材と機会をよりよく統合する。 

優先事項：適応力を高める 

会員増強の取り組み： 

• 価値や社会経済的地位に関するローターアクターの期待に合致し、市

場調査に基づいて国際的に競争力のあるプロダクトやサービスをロー

ターアクターに保証するために十分な収入を生み出すローターアクト

の費用体系を確立する。 

• ロータリアンとロータリークラブに提供される支援とサービスに匹敵

するように、ローターアクターとローターアクトクラブへのサービス

提供と支援に関連する事務局の責任を分散する。 

• ロータリークラブとローターアクトクラブが会員にとってそれぞれ固

有の体験となるよう明確に区別しつつ、会員種類としてローターアク

トを完全に組み込むためにロータリー章典を更新する。 
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• 委員会およびその他のリーダー任命においてローターアクト会員の見

解を引き続き推進する 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2022 年 4 月理事会会合、決定 138 号 

2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

  



国際ロータリー章典 

2024年 10月 103 

第 3 章 地区 

 

条項 

第 17 条 ロータリー地区 

第 18 条 新クラブ結成推進およびロータリーの拡大 

第 19 条 地区役員 

第 20 条 地区会合 

第 21 条 多地区合同活動 

 

 

第 17 条   ロータリー地区 

 

17.010. ロータリー地区全般 

17.020. 地区の法人化 

17.030. 地区リーダーシップ・プラン 

17.040. 地区レベルの選挙 

17.050. 地区の記録 

 

 

17.010. ロータリー地区全般 

 

17.010.1. 地区の役割 

地区とは、理事会によって設けられた地理的な境界内にあるクラブの集ま

りである。地区の目的は、ロータリークラブを強化し支援することである

。地区が特定の奉仕プロジェクトやプログラムを完遂することは必須とさ

れてはいない（2018 年 4 月理事会会合、決定 160 号）。 

 

出典：1973 年 1 月理事会会合、決定 123 号。 

2005 年 3 月理事会会合、決定 199 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 322 号、2015 年 1

月理事会会合、決定 118 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 74 号、2018 年 4 月理事会会

合、決定 160 号により改正 
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17.010.2. 行動権限 

地区は自らのために行動する権限のみが与えられる。地区は、国際ロータ

リーまたはロータリー財団に代わって行動、交渉、または契約をする権限

を持たない（2018 年 4 月理事会会合、決定 160 号）。 

 

出典：2016 年 9 月理事会会合、決定 74 号 

2018 年 4 月理事会会合、決定 160 号により改正 

 

17.010.3. 地区の規模 

大きな会員基盤を持つ地区は、クラブ数や所属ロータリアン数の少ない地

区よりも効果的であるため、RI 理事会は、すべての地区に少なくとも 75

クラブ、2,700 名の所属ロータリアンを擁する努力をするよう奨励してい

る。 

 

大規模な地区は以下を有する。 

• ガバナー、ガバナー補佐、およびその他の地区リーダーを選出するた

めの、より多くの資格あるロータリアン 

• 大規模かつ持続可能な奉仕プロジェクトを実施するためのより大きな

リソース 

• ロータリーの可視性を高めるより大きな可能性 

• より大規模でダイナミックな地区大会と会合 

• クラブと地区のリーダーのためのより効果的なラーニング行事 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 173 号  

1999 年 2 月理事会会合、決定 246 号、1999 年 8 月理事会会合、決定 80 号、2015 年 1

月理事会会合、決定 118 号、2018 年 4 月理事会会合、決定 160 号、2024 年 4 月理事会

会合、決定 119 号により改正 
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17.010.4. ゾーン内における地区の創設 

毎年第一回の会合で、RI 理事会は、その年度のゾーンおよび必要なゾー

ンセクションの調整を定める（2018 年 4 月理事会会合、決定 160 号）。 

 

出典：1995 年 7 月理事会会合、決定 17 号。  

2018 年 4 月理事会会合、決定 160 号により改正 

 

17.010.5. 地区編成 

地区編成により、理事会は地区の分割もしくは地区内のクラブの再編成、

または地区の合併により、地区の境界を引き直す。 

1. RI 細則第 15.010.1.項に記載の通り、理事会は、クラブ数が 20 未満ま

たはロータリアンの数が 1,100 名未満の地区の境界を変更、またはそ

れらの地区のクラブを近隣地区と統合、あるいはクラブ数が 100 また

はロータリアンの数が 5,400 名を上回る地区を分割することができる

。 

2. RI 細則第 15.010.節により、すべての地区は、クラブ数が 20 未満か、

ロータリアンの数が 1,100 名未満で境界が引き直された地区からクラ

ブを受け入れなくてはならない。 

3. 地区ガバナーは、地区編成の変更の提案には事務総長から入手できる

地区再編成書式を用いる。  

4. 地区が合併または分割される場合、影響を受ける地区のすでに選出さ

れたガバナー予定者（ガバナーエレクト、ガバナーノミニー、ガバナ

ーノミニー・デジグネート）はすべて、新たに合併された、または分

割された地区で就任する機会を与えられる。ただし、本来選出された

任期中に就任しないこともある。  

5. ロータリアンの数が 1,100 名以上か、クラブ数が 20 未満の地区では、

既存地区のガバナーは地区編成案をクラブと共有しなくてはならない

。クラブは編成案の受領から 30 日以内に、編成案について話し合い、

投票を行う。ロータリアンの数が 1,100 名以上か、クラブ数が 20 未満

の地区内においてクラブの過半数が編成案を却下した場合、編成案は



国際ロータリー章典 

2024年 10月 106 

先に進められない。各地区編成案には、地区内クラブの過半数が編成

案を却下しなかったという証明、ならびに現職および選出されたガバ

ナー予定者の署名が含まれる。 

6. 地区編成委員会は編成案を評価検討し、推奨案を理事会に提出する。  

7. 地区再編成書式の必須事項は以下の通りである。 

a. 編成案 

b. 新しい地区の境界表示 

c. 新しい地区番号案。合併または分割された地区には、ロータリーの

報告書および歴史的アーカイブの正確性を期するために、新しい番

号をつけなくてはならない。合併された地区はいずれの地区の元の

番号も使ってはならない。理事会が最終的に新しい地区番号を割り

当てる。 

d. 希望する変更発効日 

e. ガバナー補佐の人数およびそれぞれに割り当てられるクラブの数を

含む、影響を受ける地区の現在および今後のリーダーシップ計画 

8. 事務総長は各編成案につき以下のデータを地区編成委員会に提供する

。 

a. 過去 5 年間の 7 月 1 日付請求書に基づく、影響を受ける地区の会

員数の推移 

b. 創立日、最新のクラブ請求書における会員数が記載された、影響

を受ける地区のリスト。リストは会員数 20 名未満のクラブ、およ

び過去 3 年間で創立されたクラブの数と割合を強調する 

（2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：2018 年 4 月理事会会合、決定 150 号。 

2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号により改正 
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17.010.6. 地区編成の基準 

地区編成にあたっては、次のような手続を踏むものとする。 

1. 地区編成の決定は、7 月 1 日または 1 月 1 日のうち、理事会の時点で

最新のいずれかの日付における公式会員数に基づく。 

2. 地区編成案は、地理的境界、地区発展の可能性、文化、経済、言語、

その他関係する要素を考慮に入れることができる。 

3. 新しい地区の要件は以下の通り。 

a. 少なくとも 60 以上のクラブ、または所属ロータリアン 2,100 名を

擁する。  

b. 過去 5 年間の会員数の推移に基づき、今後 10 年間に少なくとも 75

のクラブおよび所属ロータリアン 2,700 名に成長する可能性を示し

ている。 

c. クラブのうち少なくとも 90 パーセントが編成案の日付の少なくと

も 3 年前に創立されている。 

d. クラブのうち少なくとも 80 パーセントが所属ロータリアン 20 名を

上回る。 

4. 会員数 1,200 人以下の地区については以下の通り。 

• 地区編成委員会は地区に年間会員増強計画を要求し、地区合併に関

する情報を共有する。  

• 理事ならびに地区のガバナーエレクト、ガバナーノミニー、および

ガバナーノミニー・デジグネートは、地区の規模に関するあらゆる

通信の写しを受領し、会員増強に共同で取り組むことが求められる

。 

5. 地区の境界が同じままである場合に、地区の境界表示の変更が州名や

県名などの変更のみである場合、事務総長は理事会に代わって変更を

承認する権限を有する。 
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6. ある地区から別の地区への 10 クラブ以内の編入、またはロータリーク

ラブがない地域であれば、事務総長は理事会に代わって地区の境界修

正を承認する権限を有する。関係する地区の現職ガバナーが変更に合

意していなくてはならない。 

承認された境界修正は決定後の 7 月 1 日から発効する（2019 年 10 月理事

会会合、決定 29 号）。 

 

出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 80 号。 

2003 年 2 月理事会会合、決定 271 号、2004 年 2 月理事会会合、決定 204 号、2004 年

11 月理事会会合、決定 58 号、2007 年 2 月理事会会合、決定 189 号、2007 年 6 月理事

会会合、決定 226 号、2008 年 1 月理事会会合、決定 196 号、2011 年 9 月理事会会合、

決定 117 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 211 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 196

号、2013 年 6 月理事会会合、決定 236 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2016

年 9 月理事会会合、決定 28 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 130 号、2018 年 4 月理事

会会合、決定 160 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 63 号、2019 年 10 月理事会会合

、決定 29 号により改正 

 

17.010.7. 追加支援地区 

理事会は事務総長に、独自の地理、言語、文化、経済、社会、政治、その

他の要素を理由に追加支援を提供するため、理事会が指定した特定の地区

に追加支援身分を割り当てる権限を与えることができる。 

 

追加支援身分により、理事会は、RI 細則第 15.010.節に規定されているク

ラブまたは会員の最低数を満たさない地区を維持することができる。追加

支援は、理事会が期間を延長しない限り、最大 3 年間継続する。 

 

RI 理事会は以下を提供する。 

• 事務総長が理事および地区リーダーとの相談後に決定した追加のラー

ニング行事、会員増強、ロータリー財団への参加の促進、その他の支

援のため、すべての追加支援地区に対して年間で最大総額 20 米万ドル

。 
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• 事務総長が指定した会員目標数をはじめとする基準を達成するために

必要な手段、助言、その他のリソース。 

• 任期の 24 カ月前に地区ガバナー選出手続を実施する義務の免除。 

追加支援地区は、年に一度、地区編成委員会によって見直される。地区の

追加支援身分の 2 年目に、地区編成委員会は、追加支援身分の延長または

解除について理事会に推奨する。この決定には、クラブを別の地区へ編入

する可能性と、ガバナーエレクトが次回の国際協議会に出席するか否かが

含まれる（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2011 年 5 月理事会会合、決定 235 号。  

2012 年 1 月理事会会合、決定 210 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2019 年 4

月理事会会合、決定 161 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 
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17.020. 地区の法人化 

 

17.020.1. 法人化の手続 

地区は、地区大会での投票あるいは郵便投票において、地区内クラブの少

なくとも 3 分の 2 の賛成を得た場合に、法人化について理事会の承認を求

めることができる。いずれの手続においても、各クラブには 1 票の投票資

格が与えられるものとする。理事会が承認した場合に、地区は法人化でき

る。 

法人化された地区は、あらゆる面において、すべての権限、権利、特権を

所有するものとし、国際ロータリーの定款、細則、方針の下に、地区のす

べての義務と要件を果たすものとする。 

 

地元の法律の許す範囲において、法人化された地区の法人規約文書は、国

際ロータリーの定款、細則、方針と矛盾しないものとする。国際ロータリ

ーの定款、細則、方針に対する改正があり、地区の法人規約文書が国際ロ

ータリーの定款、細則、方針と矛盾する状況が生じた場合、地区は直ちに

、法人規約文書が再度適合したものとなるよう、改正するものとする。法

人地区は、国際ロータリーの定款、細則、方針に準拠して活動するものと

し、国際ロータリーの定款、細則、方針と矛盾する活動をしてはならない

ものとする。 

 

地区は、地元の法律の定めにより、法人地区が必要な活動を行うことを妨

げられたり、あるいは国際ロータリーの定款、細則、方針の下で禁止され

ている活動を行うよう義務づけたりする場合は、即座に事務総長にその旨

を通知するものとする。 

 

地区は、法人化するために地元の法務当局へ提出が義務づけられている法

人規約文書を、理事会を代行する事務総長宛てに提出しなければならない

。法人化手続きが完了した後には、これらの法人規約文書に対するその後

の改正については、理事会の検討のために提出する必要はない。ただし、
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いかなる改正も、国際ロータリーの定款、細則、方針に一致したものでな

ければならない。 

 

地区ガバナーは、法人化手続きを監督する責任を負うものとする。 

 

法人地区は、地区リーダーシップ・プランを促進できるよう構成されるべ

きである。 

 

各法人地区の法人規約文書は、地区の法人化が次の要項に従っていること

を確約する規定を含むものとする。 

1. 法人地区の名称は、「（社団法人、など）国際ロータリー第（地区番

号）地区」とする。 

2. 本法人は、非営利組織とするものとし、一切の配当金も支払うことな

く、またその資金あるいは財産またはその他の資産のいかなる部分も

、会員、理事、あるいは役員に配分されるものではないものとする。 

3. 法人地区の法人規約文書の規定が、国際ロータリーの定款、細則、方

針と矛盾する場合、国際ロータリーの定款、細則、方針の規定が常時

、優先されるものとする。 

4. 法人地区内の全ロータリークラブは、この法人組織体の会員となるも

のとする。 

5. 法人化の時点で地区に存在したロータリークラブが地区の最初の会員

となるものとする。国際ロータリー細則に準拠し、地区において 1 ク

ラブあるいはそれ以上のクラブが加盟あるいは終結した場合、即時か

つ自動的に、地区法人の会員組織に相応する変更が加えられるものと

する。 

6. 地区内のクラブのみが、法人地区の会員となることができる。 

7. 地区法人は、国際ロータリー理事会の指示があった場合、あるいは地

区大会または郵便投票においてクラブの 3 分の 2 の賛成票を得た場合

、即時かつ自動的に運営を停止し、解散手続を開始するものとする。
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地区ガバナーは、法人を解散するにあたって、地区による決定の通知

を理事会に提出し、また解散手続が終了した後、直ちに最終報告を提

出するものとする。 

8. 地区法人の理事会と役員は、地区のクラブに所属するロータリアンに

限定されるものとする。 

9. 法人地区の理事は、現地区ガバナー、地区ガバナーエレクト、直前ガ

バナーを含むものとし、地区の判断によりその他のロータリアンを含

めることもできる。理事の数と任期は、地元の法律により義務づけら

れ、また当該地区法人の法人規約文書に規定されている通りとする。 

10. 現任の地区ガバナーは、地区法人の最高役員となり、また理事会の委

員長を務めるものとする。地区は、地元の法律により義務づけられ、

その法人規約文書に規定されている通り、その他の役員を選ぶことが

できる。 

11. ガバナーは、毎年、地区法人組織の状況をクラブに報告するものとす

る 

（2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号）。 

 

出典：2005 年 3 月理事会会合、決定 199 号。 

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正 

 

17.020.2. 2 つ以上の司法管轄区域にあるクラブから成る地区 

二つ以上の司法管轄区域にあるクラブから成る地区は、どの司法管轄区域

においても法人化することができ、また適切であれば、ほかの司法管轄区

域において登記するためにさらなる手続を踏むものとする。 

 

二つ以上の司法管轄区域にあるクラブから成る地区は、あるクラブ、また

はあるロータリアンがほかのクラブやロータリアンより有利となる司法管

轄区域において法人化してはならず、また国際ロータリーの定款、細則、

方針の下で許容されているすべての権利と特典を行使するクラブあるいは
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ロータリアンの能力に制限を課すものではない（2005 年 3 月理事会会合

、決定 199 号）。 

 

出典：2005 年 3 月理事会会合、決定 199 号 

 

17.020.3. 法人地区の税優遇の地位 

法人地区は、地元の管轄区域における特別な免税と優遇地位を求めること

ができる。ただし、米国で法人化した地区は、国際ロータリーの 501（c

）（4）グループ免税規定書式を使用しなければならない（2005 年 3 月理

事会会合、決定 199 号）。 

 

出典：2005 年 3 月理事会会合、決定 199 号 

 

17.020.4. 解散の通知 

ガバナーは、地区法人の解散あるいはその地位に関してその他の変更があ

った場合は、即座にその通知を理事会に提出するものとする（2005 年 3

月理事会会合、決定 199 号）。 

 

出典：2005 年 3 月理事会会合、決定 199 号 

 

17.020.5. 正当な理由により異なる法人を許可する事務総長の権限 

事務総長は、正当な理由により、本方針の要件と異なる法人を許可するこ

とができる（2016 年 7 月理事会会合、決定 14 号）。 

 

出典：2005 年 3 月理事会会合、決定 199 号。 

2016 年 7 月理事会会合、決定 14 号により改正 

 

引照 

21.010. 多地区合同活動、プロジェクト、および組織の指針 

32.050.1. 地区の法人化（に関する事務総長の権限） 
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17.030. 地区リーダーシップ・プラン 

すべての地区は、ロータリー章典第 17.030.1.項から第 17.030.3.項までの

条項に準拠し、地区リーダーシップ・プラン（DLP）を開発し、採択す

るよう義務づけられている。 

 

義務づけられている地区リーダーシップ・プランの構成要素は次のような

ものである。 

1. 「ガバナー補佐」、「地区ラーニングファシリテーター」、「地区委

員会」「クラブ・リーダーシップ・プラン」といった共通の用語 

2. ガバナー補佐、地区ラーニングファシリテーター、地区委員会委員、

クラブリーダーの明確な責務と任務 

3. 地区内のリーダーシップの継続性を確保する地区委員会 

4. ガバナーが委任することのできない任務や責務の明確な記述 

5. クラブが（地区リーダーシップ・プランに）対応するクラブ・リーダ

ーシップ・プランを施行するのを助ける明確な計画 

 

地区リーダーシップ・プランは、ガバナーがガバナー補佐を任命すること

を定め、ガバナー補佐がクラブ運営に関連した管理業務を遂行することで

、ガバナーが以下の責務に専念する時間が持てるようにするものである。  

1. 会員の入会と参加促進の重要性を強調する。 

2. 具体的な行事への参加を通じて、クラブと地区の活動やプロジェクト

に参加するようロータリアンを奨励する。 

3. ロータリー財団プログラムへの参加を奨励し、財団の認証プログラム

を通じて財団への資金的支援を奨励する。  

4. 表彰や賞を通じて、個々のロータリアンの功績を称える。 

5. 地区の将来を計画する。 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 115 

6. クラブ・リーダーシップ・プランを通じて、地区のクラブの長期的な

発展に取り組む。 

7. RI 細則 16.030.節に掲げられている任務を遂行する。 

地区リーダーシップ・プランは、以下の各点に対応しなければならない。 

1. 地理、言語、文化、各地域における充実したクラブと弱体クラブ数の

バランス、およびガバナー補佐が実際に適切に援助できると考えられ

るクラブ数といった要因を考慮した上で、地区のニーズに基づいて任

命されるガバナー補佐の数（4～8 クラブを各ガバナー補佐に割り当て

るよう推奨されているが、いかなる場合にも、一人のガバナー補佐が

1 クラブだけを担当することがあってはならない）。 

2. ガバナー補佐にどのように研修を行うか。 

3. 地区にはどのような委員会が必要か。 

4. ガバナー、ガバナー補佐、地区委員会の相互の連絡方法。 

5. ガバナー補佐を活用することにより、地区はどのようにリーダーシッ

プの継続性を確保するか。 

6. 適宜、あるいは必要に応じて、地区はどのように委員会の継続性を確

保するか。 

7. ガバナー補佐の任命と解任に用いる方法。 

8. 地区内クラブのための（地区リーダーシップ・プランに）対応するク

ラブ・リーダーシップ・プラン。 

現職の地区ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニーは、以下の項

目について一致した見解に達するべきである。 

1. 地区の戦略計画 

2. 任期が 1 年を超える地区役職の任命 

3. 期間が 1 年を超える地区奉仕プロジェクト 

（2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号）。 
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出典：2000 年 2 月理事会会合、決定 338 号。 

2001 年 2 月理事会会合、決定 261 号、2002 年 2 月理事会会合、197 号、2002 年 11 月

理事会会合、決定 138 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 128 号、2007 年 6 月理事会

会合、決定 306 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2018 年 10 月理事会会合、

決定 57 号、2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号

により改正 

2002 年 11 月理事会会合、決定 137 号により確認。 

1999 年 2 月理事会会合、決定 216 号も参照のこと 

 

17.030.1. ガバナー補佐 

ガバナーエレクトにより任命されるガバナー補佐は、担当するクラブのグ

ループが発展するよう意欲を引き出し、支援する。ガバナー補佐の任務に

は、以下のことを含めることができる。 

1. 各担当クラブを定期的に訪問し、クラブの活動状況、リソース、機会

について話し合う。 

2. 目標の設定と達成、課題の解決、対立の解消、地区／RI の運営的要件

の遵守などにおいて、クラブを支援する。   

3. クラブ委員会と地区委員会の間の橋渡し役となる。 

4. クラブの現状評価を行い、成功に向けた方策についてクラブリーダー

を指導する。 

5. 地区活動と地区委員会へのクラブの参加を奨励する。 

6. ガバナーにクラブの進捗状況を知らせる。 

7. ロータリーの取り組みについて常に最新情報を把握する。 

8. クラブの現状について後任者と情報を共有する。 

ガバナー補佐の人選における最低基準には以下が含まれる。 

1. 少なくとも 3 年間、地区内のクラブの正会員として会員の義務を果た

していること。 
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2. 丸 1 年間、クラブ会長を務めた経験があること。または、少なくとも

6 カ月間、創立会長を務めた経験があること。 

ガバナー補佐の人選におけるそのほかの基準として以下を含むべきである

。 

1. クラブ、地区、ロータリーに関する知識を有すること（方針やロータ

リーのオンラインツールに関する知識を含む）。 

2. リーダーシップのスキルと資質（聞く力、コミュニケーション、モチ

ベーション、親しみやすさ、高潔さ、率先力など）を示していること

。 

3. 地区行事に定期的に参加していること。 

ガバナー補佐は毎年任命され、任期は 1 年とし、合計 3 年間まで再任が可

能である。 

 

パストガバナーがガバナー補佐を務めないことが推奨されている。 

 

地区は、ガバナー補佐に提供される資金の支援について決定する責任があ

る（2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号）。 

 

出典：1996 年 2 月理事会会合、決定 201 号。 

1996 年 11 月理事会会合、決定 83 号、1997 年 7 月理事会会合、決定 56 号、2001 年 2

月理事会会合、決定 261 号、2004 年 6 月理事会会合、決定 268 号、2004 年 11 月理事

会会合、決定 128 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 104 号、2009 年 1 月理事会会合

、決定 132 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2015 年 1 月理事会会合、決定

148 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 57 号により改正 

2002 年 11 月理事会会合、決定 137 号により確認 

 

17.030.2. 地区委員会 

地区委員会は、ガバナー補佐の助言を得て、ガバナーが策定した地区目標

を実行する責任を負う。ガバナーエレクト、ガバナー、直前ガバナーが協

力し、リーダーシップの継続性と引継ぎ計画を確実に行うべきである。ガ
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バナーエレクトは、任期が始まる前に、委員会の空席を補填するために委

員を任命し、委員長を任命し、計画会議を開く責任がある。  

 

以下の地区委員会を任命するものとする。 

• 財務 

• 会員増強 

• 公共イメージ 

• ロータリー財団 

• ラーニング 

以下の地区委員会を任意で任命することができる。 

• 学友 

• 社会奉仕 

• 国際大会推進 

• 地区大会 

• 多様性、公平さ、インクルージョン 

• インターアクト 

• 国際奉仕 

• 新世代交換 

• ローターアクト 

• ロータリー友情交換 

• ロータリー青少年指導者養成プログラム 

• 青少年交換 

ガバナーと地区リーダーチームが必要と認めた特別の任務を遂行する場合

には、追加の地区委員会が任命される。 

 

委員会委員長： 

現職の地区ガバナーは地区委員会委員長を務めることはできない。地区委

員会委員長は、パストガバナー、ガバナーノミニー、元ガバナー補佐、ま

たは有能な元地区委員会委員であるよう推奨されている。すべての委員会
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委員長は、7 月 1 日に就任する前年の 12 月 31 日までに選出され、RI に報

告されるべきである。 

 

委員会委員の資格： 

地区委員会委員に任命されるために推奨されている最低資格は、名誉会員

以外の会員身分で地区内ロータリークラブまたはローターアクトクラブに

所属している瑕疵なき会員であることである。地区ガバナーは、すべての

地区委員会にローターアクターを任命することが強く推奨される。 

 

ラーニング・開発の要件： 

地区委員長は、委員長に就任する前に、地区チームラーニングセミナーに

出席するものとする。委員は、本章典の第 20.060.節から第 20.090.節の条

項に概略されているように、地区のラーニング行事に参加すべきである。 

 

ロータリー地域リーダーとの関係： 

地区委員会は、地域リーダー（ロータリーコーディネーター、ロータリー

公共イメージコーディネーター、ロータリー財団地域コーディネーター、

恒久基金／大口寄付アドバイザー）ならびに RI 会長が任命したロータリ

アンと協力するよう奨励されている。 

 

報告要件： 

地区委員会は、ガバナーに対して定期的に委員会の活動状況を報告するも

のとする。地区委員会は、RI の出版物や RI のウェブサイトに掲載される

可能性があるため、成功した活動を RI に報告するものとする 

 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2001 年 2 月理事会会合、決定 261 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 128 号、2014 年 1 月理事会会合、決定 88 号、2014 年 5

月理事会会合、決定 113 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 77 号、2015 年 1 月理事会

会合、決定 118 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 181 号、2018 年 10 月理事会会合、

決定 57 号、2019 年 4 月理事会会合、決定 163 号、2019 年 4 月理事会会合、決定 57 号

、2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号、2021 年 6 月理事会会合、決定 84 号、2023 年
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4 月理事会会合、決定 106 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号、2024 年 4 月理事会

会合、決定 119 号により改正 

 

17.030.2.1. 財務委員会 

1. 目的：地区財務委員会は、人頭賦課金の額および地区の管理運営に必

要な費用を検討、調査することによって、地区資金の資産を守り、地

区の財務状況に関する予算と年次報告を準備するものとする。 

2. 構成：地区会計が本委員会の職権上の委員を務めるものとする。 

3. 委員のその他の資格クラブの会計を務めた経験を有する者や、会計お

よび財務の経験を有するロータリアンおよびローターアクターを優先

すべきである。 

4. 任務および責務 

a. 地区ガバナーと協力して地区経費の予算を作成し、次期クラブ会長

が集まる会合で承認を受ける少なくとも 4 週間前までに、これをク

ラブに提出する。 

b. RI 細則第 15.060.2.項に従って承認を得られるよう、賦課金の額を

検討し、提案する。 

c. 収支の正確な記録が維持されていることを確認する。 

d. RI 細則 15.060.4.項に従って、直前ガバナーが提示するために年次

財務報告書を作成する。 

e. 委員会の委員 1 名（できれば会計）は、地区ガバナーとともに、地

区資金の銀行口座の署名人となるものとする。銀行口座は地区の名

義で設けるものとする 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：2001 年 2 月理事会会合、決定 261 号。 

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2017 年 6

月理事会会合、決定 149 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 
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17.030.2.2. 会員増強委員会 

1. 目的：ガバナーの指示の下、本委員会は、会員基盤の増強と成長、お

よび地区内における新しいロータリークラブとローターアクトクラブ

の結成と支援につながる戦略を特定、推進、実施する。 

2. 委員のその他の資格 

a. 委員長は、会員の入会と参加促進の活動に関する知識が豊かで、熱

心、また経験が豊富でなければならない。 

b. ロータリーまたはローターアクトに新会員を勧誘して入会させ、会

員増強プログラムの実施において成果を上げ、所属するクラブが会

員の多様化を実現しているロータリアンおよびローターアクターを

優先すべきである。 

c. 会員増強関連のクラブ委員長を務めた経験を有する者を考慮すべき

である。 

d. 新クラブの結成と育成に積極的に関与し成功を収めた個人を優先す

べきである。 

3. 任務および責務 

a. クラブ会員増強委員長が入会促進と現会員の参加促進という責務を

実行できるよう援助する 

b. My ROTARY の入会候補者情報ページから入会候補者を管理する。 

c. ロータリークラブがない地域とある地域の両方で、新クラブや異な

る種類のクラブの結成と支援を援助する 

d. 委員会の進捗、課題、機会について定期的にロータリーコーディネ

ーターと地区ガバナーに伝える。  

4. 委員長の任命と準備：地区会員増強委員会が効果的に機能するには、

リーダーシップに継続性を持たせる必要がある。そのため、委員会の

委員長は 3 年を任期として任命し、任期については見直しの対象とし
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、ガバナー、ガバナーエレクト、およびガバナーノミニーによる書面

での同意を条件とするものとする。 

会員増強委員会の委員長の 3 年の任期において、各年度の地区ガバナ

ー（選出されている場合）が委員長の選出に参加する。この選出は、

翌年度の 7 月 1 日に就任する前の 12 月 31 日までに実施し、国際ロー

タリーに報告すべきである。 

 

十分な理由による解任には、3 年任期のうち残りの各年度の地区ガバ

ナー（選出されている場合）全員の事前の承認がなければならない委

員長は、適切であれば、ロータリーコーディネーターが実施するラー

ニング会合に出席するものとする 

 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2001 年 2 月理事会会合、決定 261 号。  

2002 年 11 月理事会会合、決定 55 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 316 号、2007 年

11 月理事会会合、決定 93 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2015 年 5 月理事

会会合、決定 181 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 181 号、2019 年 10 月理事会会合

、決定 29 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2020 年 1 月理事会会合、決定 85

号、2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号、2020 年 6 月理事会会合、決定 190 号、2024

年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

17.030.2.3. 公共イメージ委員会 

1. 目的：地区公共イメージ委員会は、ロータリーを推進し、ロータリー

のプログラムへの理解、評価、支援を促進すべきである。同委員会は

、効果的で有利な広報活動や好ましいイメージがロータリーにとって

望ましく不可欠な目標であることをロータリアンおよびローターアク

ターに広く認識してもらうよう推進する。 

2. 委員のその他の資格クラブ公共イメージ委員会委員長としての経験を

有する者、および報道、公共イメージ、またはマーケティングのスキ

ルを有するロータリアンおよびローターアクターを優先すべきである

。 
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3. 任務および責務 

a. 公共イメージを優先させるよう地区内クラブに奨励する。 

b. 報道機関、地域社会のリーダー、ロータリー・プログラムの受益者

に対してロータリーを推進する。 

c. ロータリーのビジュアルアイデンティティとブランドボイスを推進

する。 

d. 地区ガバナーや他の重要な委員会委員長と連絡を取り、地区のプロ

ジェクトや活動の情報を常に把握しておく。 

e. ロータリー公共イメージコーディネーターと連携し、協力する。 

f. RI の公共イメージ資料をクラブに渡す。 

g. クラブ公共イメージの重要性について個々のクラブに話す機会を得

るよう努める。 

4. その他の研修要件：委員長だけでなく、できるだけ多くの委員がロー

タリー公共イメージコーディネーターの実施する研修に適宜出席すべ

きである 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2001 年 2 月理事会会合、決定 261 号。 

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号。2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号、2024 年 4

月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

17.030.2.4. ロータリー財団委員会 

地区ロータリー財団委員会に関する方針は、ロータリー財団章典第 25 条

に概説されている通り、ロータリー財団管理委員会が決定する（2019 年

10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：2001 年 2 月理事会会合、決定 261 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正 
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17.030.2.5. ラーニング委員会 

1. 目的：本委員会は、ガバナー、ガバナーエレクトがクラブと地区のリ

ーダーに研修を行い、地区のラーニングプラン全般を監督するうえで

、支援する責務がある。 

2. 委員のその他の資格ラーニングおよび能力開発、教育、またはファシ

リテーションの経験を有するロータリアンおよびローターアクターを

優先すべきである。 

3. 任務および責務 

a. ロータリーの必須ラーニングを含む地区内のラーニングの各会合に

おいて、招集者（通常はガバナーまたはガバナーエレクト）に協力

する。 

b. 会合の招集者の指示の下、委員会は以下に挙げる事項の一つもしく

はそれ以上に責任を持つ。 

i. プログラムの内容（理事会推奨のカリキュラムに準拠） 

ii. セッションの実施 

iii. 講演者やその他のボランティア探し 

iv. 国際ロータリーラーニングファシリテーターの準備 

v. プログラムの評価 

vi. 諸手配 

vii. 対象者への周知 

c. 地区が多地区合同 PETS の一員として参加する場合、多地区合同

PETS の指針と手続きに従って作業する 

（2023 年 10 月理事会会合、決定 24 号）。 

 

出典：2004 年 6 月理事会会合、決定 269 号。 
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2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 51 号、2019 年 10

月理事会会合、決定 44 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号、2023 年 4 月理事会会

合、決定 106 号により改正 
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17.030.2.6. 学友委員会 

1. 目的：この委員会は、ロータリーの募金活動、会員増強、および奉仕

活動を支援するためにロータリーに参加する意義ある機会をクラブや

地区が学友に提供できる方法を特定する。 

2. その他の資格学友である者、または学友と協力する職業上の経験を有

する者を優先すべきである。 

3. 任務および責務 

a. ほかの地区委員会、特に会員増強、財団、およびプログラム（イン

ターアクト、ローターアクト、RYLA、ロータリー青少年交換など

）の委員会と協力して、学友とそのスキル（講演者、プロジェクト

のスキル、会員候補者、ロータリー財団への寄付者およびロータリ

ープログラムへの貢献者など）を特定し、こうした個人をクラブお

よび地区の活動とつなぐ。 

b. プログラム間の相互推進活動を指揮し、奉仕の機会を推進する。 

c. 学友とロータリーとの関係を維持するため、学友と協力する方法に

関する認識を高める。 

d. 学友にデータを RI に報告するよう奨励し、プログラムの参加者が

正確に RI に報告されるよう地区委員長と協力することを奨励する

。 

e. プライバシーおよび青少年保護に関する方針ならびに地元の法律を

遵守する。 

f. 適切であれば、学友関係の行事や学友会を支援、調整する 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：2014 年 10 月理事会会合、決定 77 号。  

2017 年 6 月理事会会合、決定 181 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2020 年 4

月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

17.030.2.7. 社会奉仕委員会 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 128 

1. 目的：社会奉仕、職業奉仕、青少年奉仕に関連する各種プログラム、

活動、リソースを推進し、ロータリークラブ、ローターアクトクラブ

、インターアクトクラブの取り組みを支援する。 

2. その他の資格さまざまな規模の、地元での持続可能な奉仕活動の計画

および実施の経験を有するロータリアンおよびローターアクターを優

先すべきである。  

3. 任務および責務 

a. クラブが取り組むことのできる地区内の新しい傾向、課題、また

は問題を特定するのを援助する。 

b. 成果を上げた社会奉仕プロジェクトについて話し、クラブ・プロ

ジェクトの強化に役立つロータリーのプログラムや強調事項に関

する情報を提供するために地区内クラブを訪問する。 

c. クラブ社会奉仕委員長が責務を遂行するのを奨励、援助する。 

d. 適切であれば、クラブがロータリー地域社会共同隊（RCC）を結

成するのを奨励し、プロジェクト開発案を交換するために地区レ

ベルの RCC 会議を奨励する。 

e. ほかの地区委員会との委員会間交流をはかる。 

f. アイディアを交換し、プロジェクトを推進するために、地区大会

や地区研修・協議会、その他の会合と付随して、地区レベルでの

クラブ社会奉仕委員長の会合を組織する。 

g. 情報を分かち合い、クラブの目標設定を援助することを通じて、

クラブ社会奉仕プロジェクトとロータリー以外の地元の奉仕団体

との間で協力できる分野を探す。 

h. ガバナー月信で広報するために、クラブ社会奉仕委員長に、成功

を収めた社会奉仕プロジェクトについて定期的に報告するよう要

請する。さらに、出版物に掲載される可能性もあるので、RI にも

報告するよう要請する。 
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i. 地区会合やゾーン会合において優れた社会奉仕プロジェクトを展

示する。 

j. 地区全体での社会奉仕活動を実施する。  

k. ロータリー親睦活動グループおよびロータリー行動グループを含

め、奉仕と参加促進のためのリソースを紹介する。 

l. 職業奉仕と若者のエンパワメントおよび参加促進を含め、ロータ

リーの原則を推進するクラブや個人に対する地区の認証／表彰を

促す 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：1990 年 6 月理事会会合、決定 260 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 181 号。 

2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

17.030.2.8. 国際大会推進委員会 

1. 目的：この委員会は、地区全域のロータリアンに年次国際大会への出

席を推進するものとする。 

2. 委員のその他の資格 RI 国際大会に少なくとも 1 度出席した経験および

／またはマーケティングのスキルを有するロータリアンおよびロータ

ーアクターを優先すべきである。 

3. 任務および責務 

a. 国際大会への出席を奨励するため、クラブと地区の会合に出席する

。 

b. 国際大会の資料や情報に関する地元の支援源としての役割を果たす

。 

c. RI ウェブサイトへのリンクを設けた地区のウェブサイトを立ち上

げるか、既存のウェブサイトを拡張する。 

d. 必要な場合には、国際大会関連の重要な資料を地元の言語に翻訳す

る。 
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e. 登録する可能性のある人々を特定し、E メールや書簡、その他の通

信手段を用いて登録を推進する（2020 年 4 月理事会会合、 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：2001 年 2 月理事会会合、決定 261 号。 

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

17.030.2.9.  地区大会委員会 

1. 目的：地区大会委員会は、ガバナーの指示の下、地区大会において最

善のプログラムを組み、出席者数が最多となるよう計画、推進し、必

要な手配を行うものとする。 

2. 委員のその他の資格会合の手配や接客・サービス業の経験を有する者

、および報道、公共イメージ、またはマーケティングのスキルを有す

るロータリアンおよびローターアクターを優先すべきである。 

3. 任務および責務ガバナーの指示の下、 

a. 地区大会の会場を選び、すべての関連する手配の調整にあたる。 

b. 出席者が最多となるよう、地区大会の財務の調整にあたる。 

c. 以下に特に力を入れ、地区大会への出席を推進する。 

i. 新しいロータリアンおよびローターアクター 

ii. 地区内の新クラブの全会員 

iii. 地区内の全クラブおよびロータリーファミリーからの代表出席

者 

d. 報道機関、地域社会のリーダー、ロータリー・プログラムの受益者

など、外部の人びとに地区大会を推進する。 

e. 参加者にとって関連性が高く、意欲を高め、情報豊かなプログラム

を提供する 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 
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出典：2001 年 2 月理事会会合、決定 261 号。  

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 51 号、2020 年 4

月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

  



国際ロータリー章典 

2024年 10月 132 

17.030.2.10. 多様性・公平さ・インクルージョン委員会 

1. 目的：多様性・公平さ・インクルージョン委員会は、会員基盤と参加

者基盤を広げ、多様化するために、会員、クラブ、地区を支援するべ

きである。また、会員、参加者、地域社会の人びとのために多様性、

公平さ、インクルージョン（DEI）が実践され、方針が守られるよう

に推進すべきである。 

2. 委員のその他の資格この委員会の委員は、地区の多様性を反映したも

のとし、ロータリークラブとローターアクトクラブの双方の会員およ

び参加者を含めるべきである。委員は、以下の一つ以上の資質を有す

ることが望ましい。 

a. 多様性、公平さ、インクルージョンに関する活動におけるリーダー

シップの経験 

b. 多様性、公平さ、インクルージョンに関する専門的経験または教育 

c. 実生活における多様性、公平さ、インクルージョンに関する経験 

3. 任務および責務 

a. 地区ラーニング委員会と協力して、多様性、公平さ、インクルージ

ョンに関する教育を提供する。 

b. 多様性、公平さ、インクルージョンの視点を用いて地区の方針と指

針を評価し、当該方針と指針の多様性、公平さ、インクルージョン

を高めるための変更を推奨する。 

c. 誰でも受け入れる地区文化の創出について地区リーダーに助言する

。 

4. その他の研修要件：委員長と委員は、ロータリーが提供する多様性、

公平さ、およびインクルージョンに関するコースを修了すべきである

。 

5. 委員長の任命地区多様性・公平さ・インクルージョン委員会が効果的

に機能するには、リーダーシップに継続性を持たせる必要がある。そ
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のため、委員会の委員長は 3 年を任期として任命し、任期については

見直しの対象とし、ガバナー、ガバナーエレクト、およびガバナーノ

ミニーによる書面での同意を条件とするものとする。 

多様性・公平さ・インクルージョン委員会の委員長の 3 年の任期にお

いて、各年度の地区ガバナー（選出されている場合）が委員長の選出

に参加する。この選出は、翌年度の 7 月 1 日に就任する前の 12 月 31

日までに実施し、国際ロータリーに報告すべきである。 

十分な理由による解任には、3 年任期のうち残りの各年度の地区ガバ

ナー（選出されている場合）全員の事前の承認がなければならない 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2021 年 6 月理事会会合、決定 184 号  

2021 年 11 月理事会会合、決定 34 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号、2024 年 4

月理事会会合、決定 119 号により改正 
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17.030.2.11.  インターアクト委員会 

1. 目的：ロータリアン、ローターアクター、およびインターアクターで

構成される地区インターアクト委員会は、インターアクトクラブの活

動を推進し支援する。 

2. 委員のその他の資格クラブレベルでインターアクト、インターアクト

アドバイザー、インターアクト学友、およびインターアクト会員に関

する経験を有する、リーダーとしての素質を備えた個人を優先すべき

である。インターアクターの参加は、保護者からの事前の承認を得る

ことを条件とする。可能かつ実用的である場合は、1 名ないし数名の

委員を再任することにより、委員の継続性を保つよう規定すべきであ

る。  

3. 任務および責務 

a. インターアクトに関する地区全体の活動を調整する。 

b. ガバナー補佐や各クラブと定期的に連絡を取りながら、プログラム

への参加を奨励する。 

c. プログラム参加者を行事に招いてプログラムの体験談を紹介しても

らい、インターアクトを推進する。 

d. インターアクトクラブの新規結成を支援する。 

e. インターアクトクラブのカウンセラー（顧問）に、青少年の保護を

含む支援を行う。  

f. 地区内のインターアクトクラブのその他の管理運営機能を監督する

。 

g. すべての青少年プログラムへの参加と協力を促し、地区全体で青少

年保護を強化するために、他の青少年奉仕地区委員会（RYLA と青

少年交換）と連絡を取り合う。 

4. 委員長の任命ガバナーにより任命された地区インターアクト委員長（

ロータリアンまたはローターアクター）と、地区内のインターアクト
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クラブにより選出された地区インターアクト代表（インターアクター

）（第 41.010 節に規定）が、この委員会の共同委員長を務めるべきで

ある。地区は、委員会のすべての委員およびガバナーエレクトとガバ

ナーノミニーと相談の上、経験豊富な委員の知識を活かし、委員会内

でリーダーを育成するためリーダーの引継ぎ計画を用いることが強く

推奨される。引き継ぎ計画には、次期委員長が重要な手続きや方針を

学ぶために前任委員長との重複期間も設けるべきである 

（2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号）。 

 

出典：1967 年 5 月理事会会合、決定 253 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号、

2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号 

 

17.030.2.12.  国際奉仕委員会 

1. 目的：国際奉仕委員会は、リソースを特定し、国際奉仕プロジェクト

およびグローバル補助金に関して助言できる専門家を特定することに

より、クラブの国際奉仕プロジェクトを支援し、地区の人道的活動の

質を向上させる。  

2. 委員のその他の資格：元地区ガバナー、元ロータリー財団地域コーデ

ィネーター、元ロータリー財団地域コーディネーター補佐、および国

際奉仕プロジェクトの経験を有する会員を優先すべきである。 

3. 任務および責務： 

a. プロジェクトの立案と実施に関するリソースと戦略への関心をさら

に高め、特定分野に関する地域の主な専門家を見つけ、あらゆる種

類の国際奉仕について直接の連絡網を確立し、説明責任を推進する

ことに努め、特に、グローバル補助金の申請数の改善と、国の異な

るロータリークラブおよび地区の協力体制の構築を重視する。 

b. プロジェクトおよび補助金の改善に向けてリソースの特定と促進を

するため、地区ロータリー財団委員会、補助金小委員会、社会奉仕

委員会、職業奉仕委員会、学友委員会を含む（ただしこれに限らな

い）地区全体の他のリーダーと協議し、協力する。 
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c. ローターアクト地区代表、ロータリー行動グループ、ロータリー財

団専門家グループ（Cadre）、グローバル補助金申請の支援に関心

を持つその他の専門家とも連携する。 

4. 委員長の任命：地区国際奉仕委員会が効果的に機能するには、委員長

のリーダーシップに継続性を持たせ、後任者への十分な引継ぎを行う

必要がある。地区ガバナーエレクトは、直前ガバナーおよび地区ガバ

ナーノミニーと相談の上、パストガバナー、元ロータリー財団地域コ

ーディネーター、または元ロータリー財団地域コーディネーター補佐

を、再任制限のない 3 年の任期を務めるこの委員会の委員長に任命す

るよう奨励されている 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：1985 年 11 月理事会会合、決定 84 号。 

1988 年 10 月理事会会合、決定 116 号、1990 年 6 月理事会会合、決定 264 号、2011 年

9 月理事会会合、決定 34 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2016 年 4 月理事会

会合、決定 170 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 34 号、2019 年 10 月理事会会合、

決定 57 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

17.030.2.13.  新世代交換委員会 

1. 目的：新世代交換委員会を、職業人としての能力開発と奉仕の機会と

して推進する。  

2. 委員のその他の資格ロータリーに関する全般的な知識と、新世代交換

プログラムに対する若者の指導力育成、専門能力開発、職業的な交流

に対する強い熱意を有する個人、およびプログラム学友を優先すべき

である。英語でのコミュニケーション力およびロータリー青少年交換

での経験は優れた特性と見なされるべきである。 

3. 任務および責務 

a. 新世代交換に関する地区全体の活動を調整する。 

b. ガバナー補佐や各クラブと定期的に連絡を取りながら、プログラム

への参加を奨励する。 
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c. 会員、プログラム参加者、および学友に参加を奨励して新世代交換

を推進する。 

d. ほかの参加地区との関係を築き、交換の機会を奨励する。  

e. 新世代交換活動から個人的な金銭的利益を受けることのないよう細

心の注意を払いながら、予算を作成し、ガバナーおよび地区財務委

員会に提出して承認を受ける。 

4. 委員長の任命青少年交換プログラムの運営には専門知識と経験を要す

るため、地区は、委員会のすべての委員およびガバナーエレクトとガ

バナーノミニーと相談の上、経験豊富な委員の知識を活かし、委員会

内でリーダーを育成するためリーダーの引継ぎ計画を用いることが強

く推奨される。引き継ぎ計画には、次期委員長が重要な手続きや方針

を学ぶために前任委員長との重複期間も設けるべきである 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号 

 

17.030.2.14.  ローターアクト委員会 

1. 目的：同人数のロータリアンとローターアクターによって構成される

、地区ローターアクト委員会は、地区内のローターアクトクラブを支

援する。 

2. 委員のその他の資格クラブレベルでローターアクト、ローターアクト

学友、およびローターアクト会員に関する経験を有する、リーダーと

しての素質を備えた個人を優先すべきである。可能かつ実用的である

場合は、1 名ないし数名の委員を再任することにより、委員の継続性

を保つよう規定すべきである。 

3. 任務および責務 

a. ローターアクトに関する地区全体の活動を調整する。 
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b. ガバナー補佐や各クラブと定期的に連絡を取りながら、関与を奨励

する。 

c. プログラム参加者を行事に招いてプログラムの体験談を紹介しても

らい、奉仕活動での協力し、指導力および専門能力開発の合同ラー

ニング行事に出席することにより、ローターアクトを推進する。 

d. ローターアクトクラブの新規結成を支援する。 

e. ローターアクトクラブ役員および顧問にラーニングの機会と支援を

提供する。  

f. ローターアクト活動から個人的な金銭的利益を受けることのないよ

う細心の注意を払いながら、予算を作成し、ガバナーおよび地区財

務委員会に提出して承認を受ける。 

g. 地区内のローターアクトクラブのその他の管理運営を監督 

4. 委員長の任命ガバナーにより任命された地区ローターアクト委員長（

ロータリアン）と、地区内のローターアクトクラブにより選出された

地区ローターアクト代表（ローターアクター）が、この委員会の共同

委員長を務めるべきである。地区は、委員会のすべての委員およびガ

バナーエレクトとガバナーノミニーと相談の上、経験豊富な委員の知

識を活かし、委員会内でリーダーを育成するためリーダーの引継ぎ計

画を用いることが強く推奨される。引き継ぎ計画には、次期委員長が

重要な手続きや方針を学ぶために前任委員長との重複期間も設けるべ

きである 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2009 年 6 月理事会会合、決定 217 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号、2024 年 4

月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

17.030.2.15.  ロータリー友情交換委員会 
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1. 目的：ロータリー友情交換を、国際理解、異文化体験、専門能力開発

、国際奉仕の機会として推進し、参加者にロータリーを紹介する。  

2. 委員のその他の資格ロータリーに関する全般的な知識、およびロータ

リー友情交換プログラム、異文化理解、専門能力開発、職業交換、国

際奉仕、異文化体験に対する強い熱意を有する個人を優先すべきであ

る。英語でのコミュニケーション力および成人の国際交流での経験は

優れた特性と見なされるべきである。 

3. 任務および責務 

a. ロータリー友情交換に関する地区全体の活動を調整する。 

b. プログラムへの参加を推進する。 

c. ほかの参加地区との関係を築き、交換の機会を奨励する。  

d. 文化、職業、奉仕のいずれかのテーマに関する双方向の国際交換活

動を調整する。  

e. ロータリー友情交換活動から個人的な金銭的利益を受けることのな

いよう細心の注意を払いながら、予算を作成し、ガバナーおよび地

区財務委員会に提出して承認を受ける。 

f. 各交換活動の完了後、交換活動の概要を記した報告書を事務総長に

提出する  

4. 委員長の任命地区ガバナーは、成人向け国際交流プログラムに参加し

た経験を持つ個人をロータリー友情交換委員会の委員長に任命すべき

である。国際交流において参加者およびホスト役の両方の経験を有す

る人が理想的な候補となる 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号 

 

17.030.2.16.  ロータリー青少年指導者養成プログラム委員会 
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1. 目的：地区ロータリー青少年指導者養成プログラム委員会は、地区内

のロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）の活動を監督、

推進、支援する。 

2. 委員のその他の資格ロータリーに関する全般的な知識、ロータリー青

少年指導者養成プログラムにおける経験、青少年の指導力育成に関す

る強い熱意を有する個人、RYLA 学友、および現在の青少年プログラ

ム参加者を優先すべきである。未成年の参加は、保護者からの事前の

承認を得ることを条件とする。 

3. 任務および責務 

a. ロータリー青少年指導者養成プログラムに関する地区全体の活動を

調整する。 

b. ガバナー補佐や各クラブと定期的に連絡を取りながら、プログラム

への参加を奨励する。 

c. 会員の参加・関与を奨励してロータリー青少年指導者養成プログラ

ムを推進する。 

d. RYLA 学友に、RYLA 行事での講演、クラブ例会への出席、ロータ

リー奉仕活動への参加を奨励する。 

e. 地元地域社会での協力関係を築き、地域社会のリーダーを講演者、

進行役、あるいは研修講師として起用する。  

f. ロータリーの青少年保護方針を遵守するために、地区全体で RYLA

を支援する。  

4. 委員長の任命ガバナーは RYLA 委員長の任期の限度を 3 年と定めるよ

う強く奨励されている。青少年プログラムの運営には専門知識と経験

を要するため、地区は、委員会のすべての委員およびガバナーエレク

トとガバナーノミニーと相談の上、経験豊富な委員の知識を活かし、

委員会内でリーダーを育成するためリーダーの引継ぎ計画を用いるこ

とが強く推奨される。引き継ぎ計画には、次期委員長が重要な手続き

や方針を学ぶために前任委員長との重複期間も設けるべきである 
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（2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号）。 

 

出典：2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号  

2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号により改正 

 

17.030.2.17.  地区青少年交換委員会 

1. 目的：国際理解を深める機会として青少年交換を推進する。 

2. 委員のその他の資格ロータリーに関する全般的な知識および青少年交

換プログラムに対する強い熱意を有する個人を優先すべきである。英

語でのコミュニケーション能力および地区レベルを超えた青少年交換

大会への出席も、優れた特性と見なされるべきである。ガバナーは、

プログラムの継続性を確保するために、青少年交換委員会の人員交替

を一度に 33 パーセントを超えて行わないよう奨励されている。 

3. 任務および責務 

a. 青少年交換に関する地区全体の活動を調整する。 

b. ガバナー補佐や各クラブと定期的に連絡を取りながら、プログラム

への参加を奨励する。 

c. 会員の参加・関与を奨励して青少年交換を推進する。 

d. 青少年交換活動から個人的な金銭的利益を受けることのないよう細

心の注意を払いながら、予算を作成し、ガバナーおよび地区財務委

員会に提出して承認を受ける。 

4. 委員長の任命ガバナーは青少年交換委員長の任期の限度を 3 年と定め

るよう強く奨励されている。青少年プログラムの運営には専門知識と

経験を要するため、地区は、委員会のすべての委員およびガバナーエ

レクトとガバナーノミニーと相談の上、経験豊富な委員の知識を活か

し、委員会内でリーダーを育成するためリーダーの引継ぎ計画を用い

ることが強く推奨される。確立された青少年交換プログラムについて

は、地区青少年交換委員会の主な役職において少なくとも 3 年間の経

験を有することも強く奨励されている。引き継ぎ計画には、次期委員



国際ロータリー章典 

2024年 10月 142 

長が重要な手続きや方針を学ぶために前任委員長との重複期間も設け

るべきである 

地区青少年交換委員会が効果的に機能するには、リーダーシップに継

続性を持たせる必要がある。そのため、2024 年 7 月 1 日より、委員会

の委員長は 3 年以内 1 期のみを任期として任命し、任期については見

直しの対象とし、ガバナー、ガバナーエレクト、およびガバナーノミ

ニーによる書面での同意を条件とするものとする。地区青少年交換委

員会の委員長の最長 3 年の任期において、各年度の地区ガバナー（選

出されている場合）が委員長の選出に参加する。この選出は、翌年度

の 7 月 1 日に就任する前の 12 月 31 日までに実施し、国際ロータリー

に報告すべきである。十分な理由による解任には、3 年任期のうち残

りの各年度の地区ガバナー（選出されている場合）全員の事前の承認

がなければならない事務総長は、地区ガバナーエレクトにこの方針に

関する情報を毎年提供し、効果的な引継ぎ計画を確立し維持する方法

について地区青少年交換委員会に指針を提示するものとする  

（2021 年 11 月理事会会合、決定 38 号）。 

 

出典：1979 年 5 月理事会会合、決定 355 号、1984 年 2 月理事会会合、決定 312 号、

1985 年 2～3 月理事会会合、決定 267 号、2009 年 6 月理事会会合、決定 217 号。 

2016 年 1 月理事会会合、決定 121 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 12 号、2021 年 11

月理事会会合、決定 38 号により改正 

17.030.3. その他の委員会 

17.030.3.1. 地区規則・手続委員会 

地区は、RI の組織規定に関係する指名ならびに選挙、その他の事柄に関

してガバナーに助言し、援助するための地区の「規則・手続」委員会を設

置するよう奨励されている。この委員会は 3 名の委員から成り、各々任期

をずらして 3 年任期とし、再任が可能なものとする。委員会の任命は、就

任年度の終了時にガバナーが行なう。委員は、RI の組織規定文書および

選挙手続に精通しているべきである。 

 

RI の選挙方針および手続に関して、地区内で規則・手続委員会の援助に

よっても解決できない質問のあるガバナーは、クラブ・地区支援担当職員
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、または地元地域の RI 理事に援助を求めるべきである（2015 年 1 月理事

会会合、決定 118 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 323 号。 

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正 
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17.040. 地区レベルの選挙 

 

17.040.1. 地区レベルの選挙の指針 

ガバナーは、ロータリー章典第 26.060.4.項に記載された現行の選挙の指

針ならびに以下の選挙の指針を、推薦を正式に要請する際に全クラブに送

付するものとする。 

1. ロータリアンおよび選挙候補者は、以下に従うものとする。 

2. RI の選挙の指針の精神と字句の両方を理解し遵守する。 

3. 選挙運動のように思える現在の任務、あるいは新しい任務について、

知識豊かなロータリアンに相談する。 

4. 注目を引いたり、個人的に認められたり、優遇を受けるために、個人

的な推進活動を行わない。 

5. 対抗候補者の不適切な行為に対して同じように反応しない。 

6. 必要な義務を果たす場合を除き、該当する選挙に関わっているクラブ

と連絡を取ったり、訪問したりしない。 

（2017 年 1 月理事会会合、決定 86 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 325 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2017 年 1

月理事会会合、決定 86 号により改正 

 

17.040.2. ガバナー指名委員会の委員の任期制限 

RI 細則第 12.030.1.項に従って地区がガバナー指名委員会の委員選出手続

を採択した場合、地区指名委員会の職務内容には、指名委員会を少なくと

も 3 名の委員で構成すべきであり、委員は 1 年の任期を 3 期を超えて務め

るべきではないことを明記すべきである（2017 年 1 月理事会会合、決定

86 号）。 

 

出典：2016 年 9 月理事会会合、決定 73 号 
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2017 年 1 月理事会会合、決定 86 号により改正 

 

17.040.3. 任意の回り持ちのシステム 

地区は、地区の地域の間で役職を回り持ちとする任意のシステムを採用で

きる。ただし、この任意の回り持ちのシステムに関わらず、候補者は立候

補することができ、この候補者を候補者リストから除外することはできな

い（2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 241 号。 

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正 

 

17.040.4. 票数 

投票の少なくとも 15 日前までに、地区ガバナーは RI 細則に従って各クラ

ブに投票資格のある票数を通知する。このリストには、票数が創立会員の

会員数に基づく新設クラブ、票数が加盟復帰時点の会員数に基づく、最新

の請求書の作成後に加盟復帰したクラブも含まれるものとする（2018 年

1 月理事会会合、決定 73 号） 

 

出典：2010 年 7 月理事会会合、決定 21 号。 

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2018 年 1 月理事会会合、決定 73 号により改正 

 

引照 

19.030. ガバナーノミニーの選出 

 

 

17.050. 地区の記録 

退任するガバナーは、すべての情報（関連する記録、書類、財務情報を含

む）を、ロータリー年度終了時から 30 日以内に後任者へ引き渡すものと

する（2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号）。 

 

出典：1947 年 1 月理事会会合、決定 E25 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正 
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第 18 条   新クラブの結成およびロータリーの拡大 

 

18.010. 新クラブ結成推進 

18.020 新クラブ 

18.030. 無地区ロータリークラブ 

18.040. ロータリーのない国および地域への拡大 

 

 

18.010. 新クラブ結成推進 

 

18.010.1. 地区ガバナー：新クラブ活動 

ガバナーは、地区内の新クラブに関するすべての活動を組織する責務を負

い、また、そのような活動の調整を図る新クラブアドバイザーを自ら務め

るか、任命する責務がある（2015 年 10 月理事会会合、決定 75 号）。 

 

出典：2006 年 11 月理事会会合、決定 97 号  

2012 年 5 月理事会会合、決定 244 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 75 号により改正 

 

18.010.2. 新クラブのアドバイザー：新クラブ活動 

新クラブのアドバイザーは、地区内の新クラブの設立においてガバナーを

代理するロータリアンである。地区の新クラブのアドバイザーが効果的に

機能するには、リーダーシップに継続性を持たせる必要がある。そのため

、新クラブのアドバイザーは 3 年任期として任命し、任期については見直

しの対象とする（2015 年 10 月理事会会合、決定 75 号）。 

 

出典：1938 年 1 月理事会会合、決定 200 号。 

2006 年 11 月理事会会合、決定 97 号、2012 年 5 月理事会会合、決定 244 号、2015 年 5

月理事会会合、決定 181 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 75 号により改正 

 

 

18.020 新クラブ 
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18.020.1. 新クラブ結成の要件 

ロータリーが加盟を認める前に、新ロータリークラブ加盟申請書を提出し

て承認されなければならない（2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号）。 

 

出典：2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正 

 

18.020.2. 新クラブの名称 

それぞれの新クラブは、RI から承認を受けることを前提に、その名称に

地域を表す文言を用い、これを定款の中に含めるものとする（2015 年 1

月理事会会合、決定 118 号）。 

 

出典：1939 年 1 月理事会会合、決定 105 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号 

 

18.020.3. 創立会員名簿 

クラブの加盟申請書の一部として RI 理事会に提出された会員名簿が、ク

ラブの完全な創立会員名簿とみなされるものとする。申請に関する RI 理

事会の決定が行われるまでは、この名簿に載っている以外に新たに会員を

入会させることはできない（2002 年 11 月理事会会合、決定 55 号）。 

 

出典：1918 年理事会会合、決定 5 号 

2002 年 11 月理事会会合、決定 55 号により改正 

 

18.020.4. スポンサークラブの最低会員数 

ロータリークラブとローターアクトクラブの両方が新しいロータリークラ

ブのスポンサーとなることができる（2023 年 1 月理事会会合、決定 73 号

）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 168 号 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 62 号、2021 年

11 月理事会会合、決定 58 号、2023 年 1 月理事会会合、決定 73 号により改正 
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18.020.5. 新クラブの結成：費用 

会員が外部からの援助に頼ることなく、すべての必要な RI 人頭分担金と

地区の賦課金を支払うことができ、ロータリーに人頭分担金を送金する能

力と手段を備えていると理事会によってみなされた場合に限り、新クラブ

は加盟が認められるものとする（2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号）

。 

 

出典：1995 年 2 月理事会会合、決定 180 号。 

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正 

 

18.020.6. 新クラブの加盟金 

RI が新クラブに対して加盟手続と支援業務を行うための費用を賄うため

、新クラブは、創立会員一人に付き米貨 15 ドルの加盟金を支払うものと

する（2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号）。 

 

出典：1989 年 1～2 月理事会会合、決定 205 号  

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正 

1990 年 11 月理事会会合、決定 114 号により確認 

 

18.020.7. 加盟認証状伝達式 

ガバナーあるいはガバナーの代理人が、クラブの正式な加盟認証状伝達式

に出席するべきである。場合によっては、ガバナーの代わりに加盟認証状

を伝達するよう、新クラブのアドバイザーまたはスポンサークラブの他の

会員に要請することができる（2015 年 10 月理事会会合、決定 75 号）。 

 

出典：1916 年 1 月理事会会合、決定 26 号、1936 年 1 月理事会会合、決定 E25 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2015 年

10 月理事会会合、決定 75 号により改正 

 

18.020.8. 偽造会員名簿 

加盟を申請する新クラブが偽造した会員名簿を提出した場合、事務総長は

次の措置を取るものとする。 
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1. 新クラブの加盟を保留する。 

2. 新クラブ会員名簿のすべての氏名が照合確認されるまではクラブの加

盟が認められず、将来、同地区内の新クラブから提出される申請書類

はすべて、そのロータリー年度を通じ、精密な調査の対象となること

を地区ガバナーに通知する。 

3. 偽造された会員名簿を提出したことによって、ガバナーとしての任期

終了後 3 年間は RI のいかなる任務に就くこともできないことを地区ガ

バナーに通知する 

（2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号）。 

 

出典：2005 年 3 月理事会会合、決定 235 号 

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正 

 

 

18.030. 無地区ロータリークラブ 

すべてのクラブは、地区に属するものとする。例外的な状況において、RI

理事会は、将来、適切な時期にクラブを地区に編入することを意図した上

で、地区に属さないロータリークラブを加盟させること、または一時的に

一つまたは複数のロータリークラブを地区から外すことができる。このよ

うなクラブは、RI により直接管理されるものとする。 

 

会長は、毎年、理事会により無地区と指定された特定のロータリークラブ

のグループを指導するため、特別代表を任命するよう求められている（

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号）。 

 

出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 94 号。  

2006 年 11 月理事会会合、決定 97 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正 

 

 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 151 

18.040. ロータリーのない国および地域への拡大 

ロータリーのない国および地域は、現在ロータリークラブのない場所とし

て定義される。ロータリアン、クラブ、地区は、理事会の事前の承認なし

に、いかなる拡大活動も行うことがないものとする。 

 

ロータリーのない国および地域へロータリーを拡大することに関心のある

ロータリアンは、その地域の拡大代表に援助を提供するために事務総長に

連絡を取るべきである。 

 

理事会は、拡大代表の推奨があり、さらに以下の基準が満たされている場

合には、ロータリーのない国および地域においてロータリークラブ設立の

要請を検討する。 

1. ロータリークラブ結成に必要な許可を政府から得ていること 

2. ロータリークラブが、政治に関係のない国際的な団体として自由に活

動できるようになること 

3. その所在地に、ロータリークラブを維持するのに十分な数の事業、専

門職務、および職業に携わる地域社会のリーダーがいること 

4. ロータリークラブは、標準ロータリークラブ定款の定める通り、定期

的に会合を開くことができるようになること 

5. ロータリークラブは、外部からの援助を必要とせず、RI 細則の規定す

る財政的義務を果たすことができるようになること 

6. ロータリークラブは、会員数を維持、増強し、充実した奉仕プロジェ

クトを実施し、ロータリー財団を支援し、他国から訪問するロータリ

アンを歓迎し、クラブレベルを超えてロータリーで奉仕できるリーダ

ーを育成できるようになること 

7. 既存の地区が、ロータリーのない国または地域を地区に含めることに

同意していること 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 
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出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 331 号、1997 年 11 月理事会会合、決定 179 号、

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号。 

2001 年 11 月理事会会合、決定 103 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 97 号、2007 年

6 月理事会会合、決定 226 号、2012 年 5 月理事会会合、決定 244 号、2015 年 1 月理事

会会合、決定 118 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正 

 

18.040.1. 拡大代表 

RI 会長は毎年、拡大代表を適宜任命するものとする。拡大代表は、ロー

タリーのない国および地域へのロータリーの発展に関する事項について、

新しいクラブの設立といった事項を含め、RI 理事会に助言するものとす

る。拡大代表は、ロータリーのない国および地域の政府高官とのすべての

ロータリーの交渉を調整するものとする（2015 年 1 月理事会会合、決定

118 号）。 

 

出典：2006 年 11 月理事会会合、決定 97 号 

2012 年 5 月理事会会合、決定 244 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正 

 

18.040.2. 僻地への拡大 

僻地への拡大は、その地域の住民からクラブ設立の要請を受けた場合、お

よび地理的に近接している地区が新クラブの結成を援助することが確認さ

れた場合に限り、着手されるものとする（2006 年 11 月理事会会合、決定

97 号）。 

 

出典：2006 年 11 月理事会会合、決定 97 号 

 

18.040.3. クラブと地区の財務 

新しい国への拡大に関与するという勧誘を受諾した地区またはクラブへ、

財政支援を提供しないものとする。新しい国のクラブは、できるだけ早く

財政的に自立できるように事務局の指示および指導を受けるものとする（

1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1991 年 5 月理事会会合、決定 357 号、1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号によ

り改正 
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引照 

32.030.1. 加盟金の免除および軽減 
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第 19 条   地区役員 

 

19.010. ガバナーの具体的な任務と責務 

19.020. ガバナーノミニーの責務 

19.030. ガバナーノミニーの選出 

19.040. ラーニングと準備 

19.050. ガバナーおよびガバナーエレクトの空席：ラーニングセミナー 

19.060. パストガバナー 

19.070. 地区ガバナーと地域リーダーの関係 

 

 

19.010. ガバナーの具体的な任務と責務 

 

17.010.1. 行動権限 

ガバナーは RI の定款と細則ならびにロータリー章典に規定されている通

りにのみ行動する権限を有する。ガバナーは、RI とロータリー財団の両

方またはいずれか一方に代わって、交渉または契約をする権限を持つと示

してはならない（2016 年 9 月理事会会合、決定 74 号）。 

 

出典：2016 年 9 月理事会会合、決定 74 号 

 

19.010.2. クラブレベルのラーニング行事に対するガバナーの責務 

ガバナーは、ロータリークラブが以下を含む包括的なラーニング計画を備

えていることを確認すべきである。 

1. クラブリーダーが、適宜、地区ラーニング行事に出席する。 

2. 新会員のために一貫したオリエンテーションを定期的に実施する。 

3. 現会員のために継続的教育の機会を提供する。 

4. 全会員が指導力育成プログラムを受けることができるようにする。 

（2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号）。 
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出典：2006 年 11 月理事会会合、決定 104 号。  

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

19.010.3. 「Rotary」誌および地域雑誌に対するガバナーの責務 

ガバナーはクラブに対し、雑誌の購読料を支払うよう、さらに、公共イメ

ージと会員増強の情報資料として雑誌を活用するよう伝えるものとする（

2019 年 1 月理事会会合、決定 80 号）。 

 

出典：2006 年 2 月理事会会合、決定 199 号。  

2010 年 11 月理事会会合、決定 100 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 117 号、2014 年

10 月理事会会合、決定 81 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2018 年 10 月理事

会会合、決定 68 号により改正 

 

19.010.4. クラブ会員の報告に関するガバナーの責務 

ガバナーは、クラブが会員情報の更新を期日までに国際ロータリーに送る

よう、地区内のクラブ幹事と協力する（2014 年 1 月理事会会合、決定 96

号）。 

 

出典：2014 年 1 月理事会会合、決定 96 号 

 

19.010.5. 戦略計画立案におけるガバナーの責任 

ガバナーは、ガバナーエレクトおよびガバナーノミニーと相談の上、地区

戦略計画の立案、実施、または見直しをする（2016 年 9 月理事会会合、

決定 49 号）。 

 

出典：2016 年 9 月理事会会合、決定 49 号 

 

 

19.020. ガバナーノミニーの責務 

RI の次期役員として、ガバナーノミニーは以下を行うべきである。 

1. ガバナーの役割への準備を始める。 
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2. 効果的なクラブを支援するため、地区の元・現・次期リーダーと協力

し、継続性を図る。 

3. 直前ガバナー、ガバナー、ガバナーエレクトから提供される情報資料

を基に、国際ロータリーのリソースを使用して、ロータリーの公共イ

メージ、会員基盤、ロータリー財団、地区の行事、および RI プログラ

ムを含む、地区の強みと弱みの分析を始める。 

4. 地区組織（地区リーダーシップ・プラン）とクラブ管理運営の枠組み

（クラブ・リーダーシップ・プラン）を見直す。 

5. 可能な限りすべての地区会合に出席する。 

6. 地区ガバナーまたは地区ガバナーエレクトの提案を受け、地区委員会

やその他の活動に参加する。 

7. 地区ガバナーノミニーのラーニングセミナーに出席する。 

8. リーダーシップスキルのラーニングセミナーに出席する。 

9. 自らのガバナー就任年度の地区大会の開催地をノミニー年度中に選定

する。 

10. 地区チームのメンバーを務めてもらうため、どのロータリアンに接触

するかを検討する。 

ガバナーノミニーの任務 

ガバナーとガバナーエレクトは、ガバナーノミニーに以下の機会を提供す

るものとする。 

1. 地区委員会または地区組織に関連した具体的責務または任務を要請す

る。 

2. 地区会合のすべてまたはいずれかにオブザーバーとして出席する。 

3. 運営委員会のオブザーバーとなる。 

4. 地区の戦略計画立案の全過程と地区内の長期的な任命に参加する。  

5. 地区の青少年交換委員会の職権上の委員を務める 
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（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 306 号。 

2009 年 11 月理事会会合、決定 85 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2016 年 1

月理事会会合、決定 121 号、2020 年 9 月理事会会合、決定 23 号、2024 年 4 月理事会会

合、決定 119 号により改正 
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19.030. ガバナーノミニーの選出 

 

19.030.1. ガバナーノミニーの選出 

地区内クラブによるガバナーノミニーの選出は、ロータリーの基本原則に

適った品位と責任ある方法で行われなければならない。地区は、ガバナー

として最適な人物を探し、指名すべきである。 

 

地区指名委員会は、クラブおよび指名委員会の両方から推挙された全ガバ

ナー候補者の面接を行うよう奨励されている。各ガバナーノミニー候補者

の面接は、少なくとも次のニーズを満たすべきである。 

1. RI 細則第 16.010.節および第 16.020.節に従い、各候補者が指名の正式

な要件を満たしていることを確認する。 

2. 任務遂行のために要される知識、経験、時間、財源など、ガバナーの

具体的な任務を明確にする。 

3. 各候補者の資格と適性を総合的に考慮に入れる。 

4. 各候補者がビジョンと目標を発表する機会を与える 

（2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号）。 

 

出典：1965 年 5～6 月理事会会合、決定 256 号、1970 年 1 月理事会会合、決定 E-24 号

、2001 年 11 月理事会会合、決定 56 号  

2007 年 11 月理事会会合、決定 107 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改

正 2003 年 5 月理事会会合、決定 410 号により確認 

 

19.030.2. 郵便投票によるガバナーノミニーの選出 

ガバナー選挙の郵便投票用紙に添付される略歴には、以下の内容を含める

ものとする。 

1. 候補者の氏名、ロータリークラブの名称と所在地、ロータリアンとな

ってからの年数、職業分類または元の職業分類、現在または元の会社

の名称、現在または元の会社における役職、過去 5 年間に出席した地

区またはゾーンの会合、ロータリーにおける（選挙または任命による
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）現在の役職や任務、ロータリーにおける（選挙または任命による）

元の役職や任務。 

2. 候補者が従事してきた特別のロータリー奉仕および／または特定のロ

ータリー活動。例えば、候補者がロータリーを推進するために行って

きたこと。 

3. 事業、職業、専門職務での活動において与えられた最も意義ある表彰

または業績。 

4. 市民活動および公共活動において与えられた最も意義ある表彰または

業績 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：1987 年 2～3 月理事会会合、決定 250 号 

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正 

 

19.030.3. 新地区におけるガバナーノミニーの選出 

既存地区内のクラブが新地区に再編された場合、新地区は、適切であれば

、新地区の実効日に先立ち、再編以前に当該クラブが使っていたのと同じ

手続でガバナーノミニーを選出するものとする。この手続が実際的でない

場合、RI 理事会を代行する RI 会長が郵便投票の実施を承認し、1 名のガ

バナーを指定してその任に当たらせるものとする。新地区が実効となった

後、地区内クラブは最初の地区大会においてその後のガバナーノミニーの

選出手続きを採択するものとする（2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号

）。 

 

出典：1981 年 2 月理事会会合、決定 282 号。  

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正 

 

引照 

17.040. 地区レベルの選挙 
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19.040. ラーニングと準備 

 

19.040.1. リーダーシップのラーニングサイクル 

リーダー育成研修の望ましい順序は、次の通りである（適当な場合は会合

を併せて開催する可能性も考慮に入れる）。 

1. ロータリー研究会に付随したガバナーノミニー・ラーニングセミナー

（GNLS） 

2. ロータリー研究会に付随したガバナーエレクト・ラーニングセミナー

（GELS） 

3. 国際協議会 

4. 地区チーム・ラーニングセミナー 

5. 会長エレクト研修セミナー 

6. 地区研修・協議会 

（2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：1997 年 7 月理事会会合、決定 55 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号  

2014 年 10 月理事会会合、決定 75 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2017 年 9

月理事会会合、決定 51 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2020 年 1 月理事会会

合、決定 85 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

19.040.2. ロータリー研究会でのガバナーノミニーのラーニング 

ロータリー研究会の招集者は、ゾーン内のガバナーノミニーに特有のニー

ズに応え、地区内のリーダーシップの継続性を保つため、包括的なガバナ

ーノミニー・ラーニングセミナーを提供することが求められている。その

ような行事は、ガバナーエレクトのためのラーニング行事と重複しないも

のとする。 

 

国際ロータリーは GNLS に出席するガバナーノミニーの費用を助成する。 
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各招集者は、ガバナーノミニーのラーニングの監督者として 1 名（国際ロ

ータリーラーニングファシリテーターの経験者が望ましい）を任命するも

のとし、この費用は RI が負担する。 

 

ロータリー研究会の招集者は、ガバナーエレクト・ラーニングセミナーと

ガバナーノミニー・ラーニングセミナーのタイミングを、ガバナーエレク

トおよびガバナーノミニーが十分な時間をもって国際協議会のための計画

と準備を行うことができるよう、早目の日程で行うよう求められる。ゾー

ンが特定の年に研究会を招集しない場合でも、そのゾーンを担当する理事

は、下記のようにガバナーノミニーのラーニングを手配しなければならな

い。 

 

ガバナーノミニーのラーニングは以下の内容を扱うべきである。  

• ガバナーノミニーの責務 

• 地区の評価 

• 年間予定表の作成 

• 財務管理 

• ラーニング行事と地区大会の招集 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2003 年 2 月理事会会合、決定 281 号。  

2007 年 11 月理事会会合、決定 112 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2016 年

9 月理事会会合、決定 50 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2020 年 1 月理事会

会合、決定 85 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号、2023 年 5 月理事会会合、決定

143 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号によ

り改正 

 

19.040.3. ガバナーノミニーとガバナーエレクトの会合 

ガバナーノミニーとガバナーエレクトは、以下について学ぶため合同会合

を行うべきである。  

• 引継ぎ計画 
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• 地区リーダーシップ・プラン 

• 戦略計画の立案 

• コミュニケーション 

（2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号）。 

 

出典：2017 年 6 月理事会会合、決定 182 号 

 

19.040.4. ガバナーエレクトの国際協議会への出席の免除 

会長エレクトは、理事会に代わり、やむを得ない事情を考慮した上で出席

を免除することができる。この場合、ガバナーエレクトは事務総長が提供

する代わりのラーニングの機会に出席することが条件とされる（2024 年

4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2006 年 6 月理事会会合、決定 269 号 

2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

19.040.5. ゾーンレベルのガバナーエレクト・ラーニングセミナー（GELS） 

RI 理事会は、ロータリー研究会に付随して開催することのできる、理事

会とロータリー財団管理委員会が承認した議題を盛り込んだ「ガバナーエ

レクト・ラーニングセミナー」（GELS）と称されるゾーンレベルでの 2

日間のガバナーエレクトのラーニングプログラムを採択した。 

 

招集者は、すべてのガバナーエレクトが国際協議会に出席する前に統一さ

れたラーニングを確実に受けられるよう、RI の GELS カリキュラムに沿

うことを会長エレクトに証明する。ゾーンが特定の年に研究会を招集しな

い場合でも、そのゾーンを担当する理事は、下記のようにガバナーエレク

トのラーニングを手配しなければならない。 

 

研修では、以下の議題が扱われる。 

1. 役割と責務  

2. 会員増強 
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3. 効果的なリーダーの育成 

4. 公共イメージ（ブランディングおよびロータリー標章に関わる方針を

含む） 

5. ロータリー財団 

6. ロータリーからのサポート 

7. 国際協議会の予備知識 

招集者は、各項目を適切に取り上げるために十分な時間を配分した予定を

組む。  

 

さらに、各 GELS では、ロータリー財団地域コーディネーター、ロータリ

ーコーディネーター、およびロータリー公共イメージコーディネーターが

それぞれの役割と地区に提供できる支援について説明するためのプレゼン

テーション（説明発表）を行えるようにするべきである。  

 

RI 職員 1 名が「ロータリーからの支援」というセッションを行うべきで

ある 

 

ガバナーエレクトのラーニングには地区組織は含まれない（2024 年 4 月

理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1999 年 6 月理事会会合、決定 311 号、1999 年 11 月理事会会合、213 号、2004

年 6 月理事会会合、決定 270 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号 

2004 年 11 月理事会会合、決定 52 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 126 号、2013 年 1

月理事会会合、決定 154 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2017 年 6 月理事会

会合、決定 182 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 182 号により改正 1999 年 6 月管理委

員会会合、決定 204 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 86 号、2020 年 4 月理事会会合、

決定 127 号、2023 年 5 月理事会会合、決定 143 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 76

号も参照のこと 
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19.040.6. GELS におけるガバナーエレクトの出席義務 

ガバナーエレクトには、ガバナーエレクト・ラーニングセミナー（GELS

）への出席が義務づけられるものとする。ガバナーエレクトは自分が選出

され、就任することになるゾーンの GELS への出席が義務づけられる。招

集者は、やむを得ない事情を考慮した上で GELS への出席を免除すること

ができる。この場合、ガバナーエレクトは事務総長が提供する代わりのラ

ーニングの機会に出席することが条件とされる（2024 年 1 月理事会会合

、決定 76 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 213 号、2001 年 2 月理事会会合、決定 260 号  

2001 年 6 月理事会会合、決定 310 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 445 号、2004 年

11 月理事会会合、決定 59 号、2006 年 6 月理事会会合、決定 269 号、2013 年 1 月理事

会会合、決定 154 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

19.040.7. GELS チーム 

ガバナーエレクト・ラーニングセミナーでセッションを実施するロータリ

アンは、GELS チームと称される。 

GELS チームは、次の項目を満たさなければならない。 

1. 最近（望ましくは 3 年から 5 年以内）国際ロータリーラーニングファ

シリテーターを務めた者であること。 

2. GELS チームメンバーの調整を図ること。 

3. GELS の前に GELS チームメンバー向けのラーニングの調整を図るこ

と。 

4. 必要な場合、GELS の資料をガバナーエレクトに配布すること。 

5. ガバナーエレクトの出席を確認し、RI に報告すること。 

GELS チームは、少なくともゾーン内から選ばれた以下の 5 名の中核メン

バーから構成されるべきである。 

1. GELS チームリーダー 

2. GELS ファシリテーター 
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3. ロータリー財団地域コーディネーター 

4. ロータリーコーディネーター 

5. ロータリー公共イメージコーディネーター 

GELS チームリーダーおよび一般ファシリテーターは、招集者の推薦を基

に、育成するガバナーが就任する年度の会長により任命されなければなら

ない。ゾーンに最近国際ロータリーラーニングファシリテーターを務めた

者がいない場合は、例外も認められる。 

1. 必要に応じて、招集者が追加チームメンバーを任命できる。追加され

たファシリテーターの費用は支払われない。 

2. 選出されたロータリー財団地域コーディネーター、ロータリーコーデ

ィネーター、およびロータリー公共イメージコーディネーターは、

GELS チームリーダーから指定された通りに、情報を提供するための

プレゼンテーション（説明発表）を行うものとする。 

3. チームの全メンバーは、ファシリテーション（進行）についてかなり

の経験を有しているべきである。  

4. GNLS と GELS のすべてのファシリテーターは、GNLS や GELS での

ライブでの行事を行う前に、（フィードバック付きの練習セッション

を含む）研修者のための研修セッションに参加するものとする。 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 214 号。  

2002 年 7 月理事会会合、決定 27 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 52 号、2006 年 11

月理事会会合、決定 104 号、2008 年 6 月理事会会合、決定 268 号、2010 年 6 月理事会

会合、決定 251 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 126 号、2013 年 1 月理事会会合、決

定 154 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2021 年 11 月理事会会合、決定 56 号

、2022 年 2 月理事会会合、決定 76 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号、2024 年

1 月理事会会合、決定 76 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 
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19.040.8. GELS チームメンバーの経費の支払い 

GELS チームメンバーおよび資金を受けるファシリテーターは、GELS の

参加費用の支払いを受ける。この経費とは、ホテル 3 泊分、3 日分の食事

、GELS 登録料、開催地までの往復の交通費、および米貨 50 ドルまでの

GELS ワークシートのコピー費の実費である。コーディネーターはそれぞ

れの配分予算から支払われる。経費の支払いは以下のように提供される。 

 

ロータリー財団地域コーディネーターの費用はロータリー財団からの配分

予算を通じて提供される。 

 

ロータリーコーディネーターおよびロータリー公共イメージコーディネー

ターの費用は国際ロータリーからの配分予算を通じて提供される。 

 

追加された一般チームメンバーの費用は支払われない。 

RI は、ガバナーエレクトの人数および必要言語が正当な理由となると認

められる場合に追加メンバーの費用を支払うことを検討する（2024 年 4

月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 214 号。 

2002 年 7 月理事会会合、決定 27 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 52 号、2008 年 6

月理事会会合、決定 268 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 251 号、2011 年 9 月理事会

会合、決定 126 号、2013 年 1 月理事会会合、決定 154 号、2015 年 1 月理事会会合、決

定 118 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号

により改正 

 

19.040.9. GELS の評価 

事務総長は、全ガバナーエレクトに、GELS 出席の少なくとも 60 日前ま

でに、ラーニング行事の期待事項などを効果的に知らせるものとする。ガ

バナーエレクトは会合の直後に評価書を記入するものとする。GELS チー

ムは、セッションの成功の度合い、RI からの支援、諸手配、ならびに今

後の改善点に関して評価書を記入するよう求められるものとする（2024

年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 
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出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 87 号、1998 年 6 月理事会会合、決定 352 号。 

1999 年 11 月理事会会合、決定 214 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 52 号、2005 年

6 月理事会会合、決定 311 号、2013 年 1 月理事会会合、決定 154 号、2024 年 1 月理事

会会合、決定 76 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

19.040.10. ガバナーエレクトの任務 

ガバナーは、ガバナーエレクトに以下を提供するものとする。 

1. 地区委員会または地区組織に関連した具体的責務。 

2. ガバナーエレクトを参加者として指定していない会合を含め、すべて

の地区会合にオブザーバーとして出席するための招請。 

3. 地区大会のプログラムに参加する任務 

（2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号）。 

 

出典：1967 年 5 月理事会会合、決定 225 号。  

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号により改正 

 

19.040.11. ガバナーエレクトの地区大会への出席 

ガバナーエレクトは、就任年度に先立つ年度に他地区の地区大会を訪れ、

自地区の大会を改善し充実させるために役立つと思われる手続や特徴を観

察し評価するよう奨励されている。また、ガバナーは、自地区の地区大会

へ他地区のガバナーエレクトを招待するよう奨励されている（2015 年 1

月理事会会合、決定 118 号）。 

 

出典：1984 年 2 月理事会会合、決定 241 号。 

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正 

 

19.040.12. ラーニング行事における同時通訳 

同時通訳の費用は、招集者からの要請に応じて、ガバナーエレクト・ラー

ニングセミナーおよびガバナーノミニー・ラーニングセミナーにおいて資

金が提供されるものとする。事務総長はこの目的のために毎年予算を組む

ものとする（2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 
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出典：2020 年 1 月理事会会合、決定 112 号。  

2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号。2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

19.040.13. クラブと地区の柔軟なアプローチ 

理事会は、混合型（オンラインと対面形式の組み合わせ）のラーニングを

使用して、柔軟なアプローチを採用するようクラブと地区に推奨する。 

 

ロータリーのラーニング行事を実施する者は、すべての参加者が一貫した

メッセージを受け取り、同じレベルの基礎知識を持って開始できるように

、ロータリーのラーニングセンターで関連するオンラインコースを修了す

ることを奨励すべきである。 

 

クラブ会長、地区ガバナー、地区会員増強委員長など、主要なリーダー職

は、その役職に関連するオンラインコースを修了すべきである（2024 年

4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2020 年 10 月理事会会合、決定 52 号 

2020 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

 

19.050. ガバナーおよびガバナーエレクトの空席：ラーニングセミナー 

次の方針は、ガバナーまたはガバナーエレクトの空席の補充について規定

するものである。 

• 国際協議会前に 2 期目の就任に選ばれたパストガバナーは、RI の費用

で国際協議会に出席するよう招請されるものとする。 

• b）  国際協議会後にガバナー職の空席を補充するために選出されたパ

ストガバナーは、事務総長の決定に従い、RI の費用でメークアップセ

ッションを受けるものとする 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 
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出典：1988 年 5 月理事会会合、決定 377 号。  

2004 年 2 月理事会会合、決定 189 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2015 年 1

月理事会会合、決定 118 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

 

19.060. パストガバナー 

 

19.060.1. パストガバナーの支援の活用 

ガバナーは、拡大活動、次期ガバナーの育成、国際大会の推進、弱体クラ

ブへの直接的な援助において、元ガバナーの支援を活用するよう強く奨励

されている（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1977 年 2 月理事会会合、決定 262 号 

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

19.060.2. パストガバナーから成る諮問委員会 

各地区は、パストガバナーから成る諮問委員会を設置すべきである。この

諮問委員会は、地区内ロータリークラブの会員であるパストガバナー全員

によって構成される。国際協議会で討議され、発表された事項をガバナー

エレクトが現ガバナーとパストガバナーに報告するため、ガバナーは、少

なくとも年に 1 回、国際協議会後 1 カ月以内に、諮問委員会を招集するよ

う求められている。 

 

パストガバナーの助言や行動により、ガバナーの権限や責務が少しでも損

なわれたり、妨げられたりするようなことがあってはならない（2015 年

1 月理事会会合、決定 118 号）。 

 

出典：2002 年 2 月理事会会合、決定 195 号。規定審議会 92-278。 

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正。 

1942 年 1 月理事会会合、決定 155 号も参照のこと 
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19.070. 地区ガバナーと地域リーダーの関係 

地区ガバナーとその地区チームは、地区における成功のために、地域リー

ダー（ロータリー財団地域コーディネーター、ロータリーコーディネータ

ー、ロータリー公共イメージコーディネーター、恒久基金／大口寄付アド

バイザー、およびポリオ根絶コーディネーター）から直接支援を受け、こ

れらを支援提供者として活用できる。地区リーダーは地域リーダーと共同

でロータリーの戦略計画を支援し、実行し、すべての地区コミュニケーシ

ョンと目標を合致させ、地区の行事で質の高い個別化されたチームラーニ

ングの機会を実施する。地区ガバナーと地区委員長は、戦略を交換し、目

標を共有し、地区のさらなる成功のために一緒に計画を立てることで、地

域チームと強固な協力関係を築くことが奨励されている。 

 

ガバナーと地区チームは、以下を実行するために、自地区で自らの経験と

知識を活用し、地域リーダーとつながりを築き、交流する。 

クラブのサポートと強化  

• 新クラブを結成する。 

• 現会員に継続してクラブ活動に参加するよう働きかける。 

• 会員の多様性、クラブの革新性、柔軟性を促進する。 

• 会員増強の戦略を策定する。 

• 現会員にとっての会員であることの価値を高める。 

人道的奉仕の重点化と増加 

• ポリオ根絶についての話し合いを有意義な方法で継続して行う。 

• 効果的な財団の補助金やプログラムへの参加を強化する。 

• 年次基金への寄付を増進する。 

• 大口寄付について話し合う。 

• 冠名基金を設置し、遺贈を行うことについてロータリアンの意欲を高

める。 

 

公共イメージと認知度の向上 
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• 承認されたロータリーのブランド、位置づけ、ビジュアルアイデンテ

ィティを共有する。 

• 地元の地域社会でクラブの認知度と好ましい公共イメージを強化する

。  

• クラブ、入会見込者、地元の地域社会の間で効果的なコミュニケーシ

ョンを育む 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号。 

2022 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

引照 

17.030.1. ガバナー補佐 
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第 20 条   地区会合 

 

20.005. 地区会合の場所 

20.010. 地区大会の概要 

20.020. 地区大会プログラム 

20.030. 地区大会における会長代理 

20.040. 合同地区大会 

20.050. 地区会合の席次 

20.060. 地区研修・協議会 

20.070. 会長エレクト研修セミナー（PETS） 

20.080. 地区チーム・ラーニングセミナー 

20.090. 地区クラブ活性化ワークショップ 

 

 

20.005. 地区会合の場所 

地区会合は、参加者への費用を抑えるために、可能な限り地区境界内で開

催されるべきである（2018 年 4 月理事会会合、決定 135 号）。 

 

出典：2018 年 1 月理事会会合、決定 80 号 

2018 年 4 月理事会会合、決定 135 号により改正 

 

 

20.010. 地区大会の概要 

地区大会の目的は、地区内の会員や地域社会のリーダーが集い、ロータリ

ーへの参加意欲を高め、互いの協力関係を強化し、ロータリーが世界でも

たらしているインパクトを紹介することである（2020 年 4 月理事会会合

、決定 142 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 249 号。 

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 142 号により改正 
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20.020. 地区大会プログラム 

20.020.1. 地区大会の要件 

地区大会では次のことを行わなければならない。 

1. RI 会長代理に、二つの主要講演を行う機会を用意する。そのうち 1 回

は、最多数の出席者がいるセッションでの 20～25 分間の講演とし、

またこの他に、会長代理には大会の終わりにホスト地区に感謝の意を

表する挨拶を述べる機会が与えられるべきである。 

2. 地区研修・協議会あるいは地区が開催する会長エレクト研修セミナー

で既に人頭賦課金が承認されていない場合は、地区大会でこれを承認

する。 

3. 適切であれば、RI 理事の指名委員会委員を選出する。 

4. 地区が指名委員会の手続きを行わないと選択した場合、規定審議会の

2 年前のロータリー年度に、地区の審議会代表議員を選出する 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 203 号、2003 年 2 月理事会会合、決定 275 号。

1992 年 3 月理事会会合、決定 215 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 295 号、1999 年 6

月理事会会合、決定 298 号も参照のこと。 

2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2001 年 11 月理事会会合、決定 55 号、2004 年

11 月理事会会合、決定 58 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2015 年 1 月理事

会会合、決定 118 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2019 年 10 月理事会会合、

決定 29 号により改正 

 

20.020.2. ガバナーの役割と責務 

地区大会を成功させるために、ガバナーは以下を行う。 

1. 地区大会の立案、組織、実施の責任者となる。 

2. 理事会の推奨する指針に沿って、総合的かつ均衡のとれたプログラム

を立案する。 
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3. 地区大会のプログラムと活動に地区内全クラブを参加させることによ

り、全クラブが最大限に代表されるようにする。 

4. 地区大会中ならびにその前後に、綿密に計画された公共イメージ活動

（報道機関を含む）を実施することによって、地元地域の関与を促す

。 

5. 地元地域を代表する人びとにプログラムに参加してもらう。  

6. すべての新クラブの会員全員が地区大会に出席するよう、特に力を注

ぐ。 

会長代理が選任された場合、地区ガバナーは以下も行う。 

1. 地区の背景、強み、課題について話し合うため、大会前に会長代理に

連絡する 

2. 会長代理およびそのパートナーには、RI 会長にふさわしい歓待と礼儀

をもって接し、大会プログラム全体を通して会長代理およびそのパー

トナーの参加を全面的に支援する。  

3. 会長代理およびそのパートナーが地区滞在中に地元のプロジェクト、

クラブの活動、募金活動が行われる場合には、それらに参加してもら

うようにする。 

4. 会長代理のエイドを任命する。 

5. 指示に従い、会長代理とパートナーの有効性と参加の姿勢に関する率

直で極秘扱いの感想を大会の終了後速やかに提供する（2021 年 6 月理

事会会合、 

（2021 年 6 月理事会会合、決定 178 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 203 号 

2003 年 2 月理事会会合、決定 275 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 295 号、1999 年 6

月理事会会合、決定 298 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 44 号により改正。 

1992 年 3 月理事会会合、決定 215 号、2021 年 6 月理事会会合、決定 178 号も参照のこ

と。 
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20.030. 地区大会における会長代理 

20.030.1. 会長代理の資格と選出 

会長代理は大会において、意気を高揚させ、意欲を起こさせ、ためになる

講演を行うことにより、RI 会長の代理を務める。代理の選出において、

会長は任命にあたって候補者の人前での話し方、必要な外国語能力、地区

がさらなる支援を必要とする特定分野における専門知識、任命の費用効果

を考慮するべきである。会長はこのような任命をできる限り早期に行い、

大会まで余裕を持って代理に情報資料を提供するべきである。会長代理は

1 ロータリー年度につき 2 回以上の大会に任命されないものとする。ただ

し、その任命が正当な事業目的を果たし、会長によって例外として承認さ

れ、執行委員会の次回の会合で報告される場合を除く（2023 年 1 月理事

会会合、決定 68 号）。 

 

出典：1991 年 7 月理事会会合、決定 47 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 295 号、1999

年 8 月理事会会合、決定 84 号。  

2002 年 11 月理事会会合、決定 175 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 249 号、2015 年

1 月理事会会合、決定 118 号、2019 年 4 月理事会会合、決定 140 号、2021 年 6 月理事

会会合、決定 178 号、2023 年 1 月理事会会合、決定 68 号 

 

20.030.2. 地区大会における会長代理の役割 

RI 会長とパートナーの代理を務めるにあたり、会長代理は以下を行うも

のとする。 

1. 地区の基本情報、強み、課題について知るため、大会前に開催地区と

連絡を取る。 

2. 大会前にすべての必要なラーニングを完了する。これには、ラーニン

グセンターで指定された会長代理のためのすべてのラーニングモジュ

ールが含まれるが、これらに限らない。 

3. 地区に到着する前に、提供された地区の基本情報とデータに目を通す

。 
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4. 大会前、大会中、大会後において、できるだけ多くのロータリアンな

らびにパートナーと交流する。 

5. 正式な講演をはじめ、大会に全面的に参加することを通じて、大会参

加者を啓発し、意欲を喚起する。 

6. 会員の入会、維持、参加促進の重要性を強調する。 

7. ロータリー財団のプログラムと発展を推進する。 

8. 予定されている地区大会のすべての会合に出席する。 

9. 地区が企画した通りに、地区大会と時期が重なる地元のプロジェクト

、クラブ活動、ファンドレイジングに参加する。  

10. 地区の論争に関与しないようにする。 

（2024 年 5 月理事会会合、決定 171 号）。 

 

出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 149 号。 

1999 年 6 月理事会会合、決定 298 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 206 号、1999 年

11 月理事会会合、決定 207 号、2003 年 2 月理事会会合、決定 275 号、2009 年 6 月理事

会会合、決定 276 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2019 年 10 月理事会会合

、決定 44 号、2021 年 6 月理事会会合、決定 178 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119

号、2024 年 5 月理事会会合、決定 171 号により改正 

 

20.030.3. 会長代理のパートナーの役割 

会長代理のパートナーは会長代理と共に地区大会に出席できるが、出席は

必須ではない。RI 会長とパートナーの代理を務めるにあたり、会長代理

のパートナーは以下を行うものとする。 

1. ロータリーの理念とプログラムを推進する。 

2. 大会前に、必要なラーニングを完了する。 

3. 大会前、大会中、大会後において、できるだけ多くのロータリアンな

らびにパートナーと交流する。 
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4. 地区が計画したパートナーの会合、社交行事、本会議を含む大会活動

中に、大会参加者にインスピレーショを与え、意欲を高める。 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 207 号。 

2003 年 2 月理事会会合、決定 44 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 178 号、2021 年 6

月理事会会合、決定 119 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

20.030.4. 会長代理の感想 

会長代理は、会長室の指示に従い、大会終了後すぐに大会に関する率直な

感想を提供するものとする（2021 年 6 月理事会会合、決定 178 号）。 

 

出典：1983 年 2～3 月理事会会合、決定 240 号、1991 年 7 月理事会会合、決定 47 号、

2021 年 6 月理事会会合、決定 178 号 

 

20.030.5. 会長代理の経費 

地区大会に出席する会長代理夫妻の、空港への移動、ビザ費用、やむを得

ず必要となったホテル宿泊代、手荷物料金など、任務に直接関連し、任務

がなければ発生しない旅費は国際ロータリーによって支払われる。地区大

会出席中の会長代理とパートナーのホテル代およびその他の大会経費は、

地区大会が負担するものとする。 

 

RI は、過去 3 年間の平均大会出席者数が 200 名未満、または予定されて

いる大会プログラムが 1 日限りの地区大会への会長代理の経費を支払わな

い（2019 年 10 月理事会会合、決定 44 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 106 号、1983 年 2～3 月理事会会合、決定 240 号

。 

2003 年 2 月理事会会合、決定 275 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2019 年 4

月理事会会合、決定 140 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 35 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 44 号により改正 
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20.040. 合同地区大会 

理事会は、可能な場合、2 地区もしくはそれ以上の地区が合同で地区大会

を開催することを認める（2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号）。 

 

出典：1943 年 7 月理事会会合、決定 41 号、1956 年 1 月理事会会合、決定 110 号、1956

年 7 月理事会会合、決定 37 号、1964 年 1 月理事会会合、決定 97 号、1999 年 11 月理事

会会合、決定 203 号。 

2010 年 11 月理事会会合、決定 93 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正 

 

 

20.050. 地区会合の席次 

別段の明示的な定めのある場合を除いて、ガバナーはすべての公式な地区

会合を計画し、推進し、議長を務めるものとする（2011 年 5 月理事会会

合、決定 182 号）。 

 

出典：1980 年 2 月理事会会合、決定 275 号 

2011 年 5 月理事会会合、決定 182 号により改正 

 

 

20.060. 地区研修・協議会 

20.060.1. 地区研修・協議会の目的 

地区研修・協議会の目的は以下の通りである。 

• 就任に向けて次期クラブリーダーが役割に備え、クラブのリーダーシ

ップチームを築けるようにする。 

• 地区ガバナーエレクト、次期ガバナー補佐、地区委員会に、クラブ・

リーダーシップチームの意欲を喚起し、協力関係を築く機会を提供す

る 

（2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号）。 

 

出典：2005 年 11 月理事会会合、決定 104 号 

2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号により改正 
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20.060.2. 地区研修・協議会の参加者 

地区研修・協議会の参加者は、クラブ会長エレクトおよび次ロータリー年

度に指導的役割を務めるよう会長エレクトから指定されたロータリークラ

ブ会員とする（2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。 

2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号により改正 

 

20.060.3. 地区研修・協議会の構成要素 

地区研修・協議会においては、ラーニング行事に参加する各職務別グルー

プのために次のような構成要素が盛り込まれるものとする。 

• RI テーマ 

• 役割と責務 

• 方針と手続 

• チームの選任と研修 

• 年次計画と長期計画の策定 

• リソース 

• 事例研究の演習 

• チーム作り演習：クラブ目標の最終的決定 

• 問題解決の演習  

ラーニング行事に参加する職務別グループには以下が含まれる。 

 

• クラブの管理運営 

• クラブの公共イメージ 

• 会員増強 

• 奉仕プロジェクト 

• ロータリー財団 

• 幹事 
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• 財務長 

• 会長エレクト（注：会長エレクトは、PETS の内容と重複しないよう

、人前での話し方とロータリアンの意欲喚起に焦点を当てる） 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。 

2005 年 11 月理事会会合、決定 196 号、2015 年 6 月理事会会合、決定 118 号、2015 年

1 月理事会会合、決定 119 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

20.060.4. 地区研修・協議会の実施時期 

地区研修・協議会は、丸 1 日間に及ぶセミナーから成り、できれば 3 月か

4 月か 5 月に開催されるべきである（2013 年 6 月理事会会合、決定 196

号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。 

2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2007 年

11 月理事会会合、決定 113 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2013 年 6 月理事

会会合、決定 196 号により改正 

 

20.060.5. 地区研修・協議会の指導者 

ガバナーエレクトは、地区研修・協議会のプログラム全般の責任者である

。地区ラーニングファシリテーターは、協議会の計画と実施の責任者であ

る。職務別分野に関連する地区委員長は、それぞれの関連分科会を指導す

る責任がある。会長エレクトのためのセッションには、適切であれば、パ

ストガバナーおよびガバナー補佐が起用されるべきである（2023 年 4 月

理事会会合、決定 106 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。 

2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号により改正 
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20.060.6. 地区研修・協議会への出席 

次ロータリー年度に重要な指導的役割を務めるべくクラブ会長エレクトか

ら任命されたロータリークラブ会員は、任命を受諾する前に、地区研修・

協議会への出席を約束するよう所属クラブによって義務づけられるべきで

ある。 

 

各クラブは、地区研修・協議会に出席する会長エレクトの経費を支払うと

いう方針を採用するものとするが、このことは指定された他の参加者の出

席の重要性を低めるものではない（2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号

）。 

 

出典：1964 年 1 月理事会会合、決定 99 号、1970 年 1 月理事会会合、決定 E-13 号、

1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2013 年

6 月理事会会合、決定 196 号 

 

20.060.7. 地区研修・協議会の日程 

事情によって、地区大会が 4 月に開催される場合には、地区研修・協議会

と地区大会を連続した会合として開催する可能性が考慮される。ただし、

そのような日程においては、地区大会が後半に行われるものとする。この

ような連続した会合は、各会合に必要と定められている時間数を減らすこ

となく、また各会合の本質的特色に配慮して行わなければならない（

2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号）。 

 

出典：1998 年 10 月理事会会合、決定 126 号。 

1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号により改

正 

 

 

20.070. 会長エレクト研修セミナー（PETS） 

20.070.1. PETS の目的 

会長エレクト研修セミナー（PETS）の目的は以下の通りである。 

• 次期クラブ会長が次年度の会長となるための準備を整える。 
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• 地区ガバナーエレクトおよび次期ガバナー補佐に、次期クラブ会長の

意欲を高め、協力関係を築く機会を提供する 

（2005 年 11 月理事会会合、決定 104 号）。 

 

出典：2005 年 11 月理事会会合、決定 104 号 

 

20.070.2. PETS のプログラム 

前述のプログラムの目的を達成するために、理事会は会長エレクト研修セ

ミナーに次のような構成要素を含むことを奨励する。 

• RI テーマ 

• クラブ会長の役割と責務 

• 目標の設定 

• クラブ指導者の選任と準備 

• クラブの管理運営 

• 会員増強 

• 奉仕プロジェクト 

• ロータリー財団 

• 公共イメージ 

• リソース 

• 年次計画と長期計画 

（2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。 

2005 年 11 月理事会会合、決定 104 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改

正 

 

20.070.3. 参加者 

地区内全クラブの会長エレクトは、標準ロータリークラブ定款第 11 条第

5 節で義務づけられている通り、PETS へ出席するものとする。他の出席
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者には、ガバナーエレクト、ガバナー補佐、地区ラーニングファシリテー

ターなどが含まれるべきである。 

 

ガバナー補佐は、自分が担当するクラブの会長エレクト、ガバナーエレク

ト、ならびに自分たちの間にチームとしての関係を築くにあたってガバナ

ー エ レ ク ト を 援 助 す る も の と す る 。 

 

地区ラーニングファシリテーターは、ガバナーエレクトと協力して、

PETS セミナーの指導者チームのためにラーニング資料を作成し、セッシ

ョンを実施するものとする（2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号）。 

 

出典：1997 年 7 月理事会会合、決定 59 号。 

1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2023 年

4 月理事会会合、決定 106 号 

 

20.070.4. PETS の指導者 

ガバナーエレクトは PETS の責任者である。地区ラーニングファシリテー

ターは、ガバナーエレクトの指導と監督の下、セミナーを計画し、実施す

る責任を担う。PETS の指導者チームは、資格を備えたパストガバナーと

地区委員会委員長から成る。 

 

ガバナーエレクトは、適切なセッションにおいて財団に関する議題を準備

し、発表するために、地区ロータリー財団委員会委員を起用するよう奨励

されている（2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号、2001 年 11 月理事会会合、決定 43 号、

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号 

 

20.070.5. PETS の実施時期 

PETS は少なくとも 1 日半のセミナーとし、2 月か 3 月中に開催すべきで

ある。  
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地区は、必要に応じて会長エレクト研修セミナー（PETS）およびクラブ

役員のラーニング行事に付随して、ローターアクトクラブ会長エレクトの

ラーニング行事を実施するよう奨励されている（2024 年 4 月理事会会合

、決定 119 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 113 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 182 号、2010 年

6 月理事会会合、決定 103 号、2018 年 1 月理事会会合、決定 119 号、2024 年 4 月理事

会会合、決定 119 号により改正 

 

20.070.6. 多地区合同 PETS の指針 

多地区合同 PETS 組織は、ロータリー章典第 21 条「多地区合同活動」の

対象とならない。代わりに、これらは多地区合同 PETS の指針が適用され

る。多地区合同 PETS 組織は、参加する全地区によって承認された多地区

合同 PETS の指針に従い、運営指針を作成、維持するものとする。 

1. プログラム 

多地区合同 PETS を実施するガバナーエレクトは、プログラムの少なくと

も 3 時間を、ガバナーエレクトと次期クラブ会長とガバナー補佐の会合に

充てなければならない（該当する場合）。  

2. 管理運営 

ガバナーエレクトは、最終プログラムを立案、承認し、国際ロータリーラ

ーニングファシリテーターと本会議の講演者の人選を行う責任がある。地

区ラーニングファシリテーター、もしくはガバナーエレクトより選任また

は承認された者が、セミナーの計画と運営の責任者となる。 

 

多地区合同 PETS に関わるガバナーエレクトは、多地区合同 PETS のため

に集めた資金を適切に管理する方針と手続が存在することを確認する責務

がある。ガバナーエレクトはまた、多地区合同 PETS の監査済み財務報告

書が作成されることを確認する責務も担うものとする。 
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多地区合同 PETS への参加を打ち切ろうとする参加地区は、地区内クラブ

の 3 分の 2 の承認を得なければならない。ガバナーエレクトは、参加を打

ち切る 60 日前までに、その決定を事務総長と他地区の関係ガバナーエレ

クトに通知するものとする。 

3. 多地区合同形式への移行 

ガバナーエレクトは、地区内クラブの 3 分の 2 の承認を得た後でのみ、多

地区合同 PETS の実施に着手するものとする。すべての参加地区が上記の

クラブ承認レベルを達成した場合、理事会は 2 地区もしくはそれ以上の地

区が合同で PETS を開催することを認める。 

4. 多地区合同 PETS 設立に対する 1 年間の免除 

過去 5 年間に多地区合同 PETS に参加していない地区は、提案されている

多地区合同 PETS の計画を担当する次期ガバナーが全員一致で賛成するこ

とを条件に、関与するクラブの 3 分の 2 による承認を先に得なくても、1

年間は多地区合同 PETS の開始または既存の多地区合同 PETS への参加が

できる 

（2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：1997 年 7 月理事会会合、決定 59 号。2002 年 11 月理事会会合、決定 142 号によ

り確認。 

2003 年 2 月理事会会合、決定 283 号、2004 年 6 月理事会会合、決定 279 号、2004 年

11 月理事会会合、決定 58 号、2010 年 7 月理事会会合、決定 19 号、2015 年 1 月理事会

会合、決定 118 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号、2024 年 1 月理事会会合、決

定 76 号により改正。 

 

20.070.7. PETS の管理運営 

地区リーダーシップチームの間に結束を育み、コミュニケーションを促進

するために、単一、多地区合同に関わらず、すべての PETS は、ガバナー

の協力を得た上でガバナーエレクトの直接の権限と管理の下に置かれるも

のとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 304 号、1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号 
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20.070.8. 多地区合同 PETS の法人化の形態 

多地区合同 PETS が法人化された場合、この法人の会員は関係地区のガバ

ナーエレクトもしくは任命された者がなるべきである。法人化されたこの

ような活動の理事会は、当該法人の会員によって選出されるべきである。

これらの規定に従っていない法人の機構は、一般にガバナーエレクトによ

る多地区合同 PETS の監督に関する RI の方針を遵守していないとみなさ

れる。ただし、このようなプロジェクトが理事会に承認を申請する際にこ

れと反対の証拠が提示された場合はその限りではない（2004 年 11 月理事

会会合、決定 58 号）。 

 

出典：1986 年 5 月理事会会合、決定 279 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号により改正。 

1988 年 5～6 月、決定 356 号も参照のこと 

 

引照 

17.030.2. 地区委員会 

 

 

20.080. 地区チーム・ラーニングセミナー 

20.080.1. 地区チーム・ラーニングセミナーの目的 

地区チーム・ラーニングセミナーの目的は以下の通りである。 

• 次期ガバナー補佐および次期地区委員と委員長が就任に備える。 

• 地区ガバナーエレクトに、地区リーダーシップチームを築き、クラブ

を支援するようチームの意欲を高める機会を提供する 

（2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：2005 年 11 月理事会会合、決定 104 号 

2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号により改正 
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20.080.2. 地区チーム・ラーニングセミナーの参加者 

地区チーム・ラーニングセミナーの参加者には、次ロータリー年度にガバ

ナー補佐、地区委員会委員長および委員（地区ローターアクト代表を含む

）としてガバナーエレクトにより任命された者を含むものとする（2024

年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。 

2018 年 1 月理事会会合、決定 103 号。2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2024 年 1

月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

20.080.3. 地区チーム・ラーニングセミナーの構成要素 

前述のプログラムの目的を達成するために、地区チーム・ラーニングセミ

ナーには次のような構成要素が含まれる。 

• RI テーマ 

• 地区の管理運営 

• 役割と責務 

• クラブ・リーダーシップ・プランおよび地区リーダーシップ・プラン

の下でクラブと協力する 

• ロータリークラブ・セントラルを理解する 

• リソース 

• 年次計画と長期計画 

• コミュニケーション 

（2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。 

2005 年 11 月理事会会合、決定 104 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2024 年

1 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

20.080.4. 地区チーム・ラーニングセミナーの実施時期 

丸 1 日の地区チーム・ラーニングセミナーを国際協議会の後、PETS の前

に開催すべきである（2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 
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出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。 

2007 年 11 月理事会会合、決定 113 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2024 年

1 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

20.080.5. 地区チーム・ラーニングセミナーの指導者 

ガバナーエレクトは地区チーム・ラーニングセミナーのプログラム全般の

責任者である。地区ラーニングファシリテーターは、セミナーの計画と実

施の責任者である。セミナーの指導者チームは、資格を備えたパストガバ

ナーを含むものとする（2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 218 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号。2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号、2024 年 1

月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

 

20.090. 地区クラブ活性化ワークショップ 

20.090.1. 地区クラブ活性化ワークショップの目的 

地区クラブ活性化ワークショップの目的は、ロータリーの戦略計画と一致

する活動への支援と参加に対するロータリアンの意欲を高めることである

（2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号）。 

 

出典：2005 年 11 月理事会会合、決定 104 号 

2018 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号により改正 

 

20.090.2. 地区クラブ活性化ワークショップの参加者 

地区クラブ活性化ワークショップの参加者は、クラブリーダーと関心を持

つロータリアン全員を含むものとする（2020 年 1 月理事会会合、決定 85

号）。 

 

出典：2002 年 7 月理事会会合、決定 26 号。 

2018 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号により改正 
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20.090.3. 地区クラブ活性化ワークショップの構成要素 

前述のプログラムの目的を達成するため、地区クラブ活性化ワークショッ

プに会員増強、公共イメージ、およびロータリー財団を含むロータリーの

現行の戦略計画に関連のある主題を含める（2020 年 1 月理事会会合、決

定 85 号）。 

 

出典：2002 年 7 月理事会会合、決定 26 号。 

2018 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号により改正 

 

20.090.4. 地区クラブ活性化ワークショップの実施時期 

半日間の地区クラブ活性化ワークショップを年 1 回開催すべきである（

2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号）。 

 

出典：2002 年 7 月理事会会合、決定 26 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 316 号、2007 年

11 月理事会会合、決定 113 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2020 年 1 月理事

会会合、決定 85 号により改正 

 

20.090.5. 地区クラブ活性化ワークショップの指導者 

ガバナーがプログラム全般の責任者である。地区ラーニングファシリテー

ターは、地区会員増強委員長、地区公共イメージ委員長、地区ロータリー

財団委員長と相談のうえ、責任者としてセミナーの計画と実施を行う。地

区は、ロータリー財団地域コーディネーター、ロータリーコーディネータ

ー、ロータリー公共イメージコーディネーター、恒久基金／大口寄付アド

バイザーからの意見を求めるよう奨励される（2023 年 4 月理事会会合、

決定 106 号）。 

 

出典：2002 年 7 月理事会会合、決定 26 号。 

2002 年 11 月理事会会合、決定 55 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2020 年 1

月理事会会合、決定 85 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 106 により改正 
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第 21 条   多地区合同活動 

 

21.010. 多地区合同活動、プロジェクト、および組織の指針 

21.020. 国際共同委員会 

 

 

21.010. 多地区合同活動、プロジェクト、および組織の指針 

二つ以上の地区のクラブが関与する奉仕活動、プロジェクト、および組織

は、以下の各点に従うことを条件に、奨励されている。 

 

多地区合同活動、プロジェクト、および組織は、 

• クラブレベルでロータリーのプログラムを推進するクラブの活動の範

囲や効果を妨げたり、損なったりすることなく、その性質と規模とい

う点から、クラブやロータリアンの能力の範囲内で行われるものでな

ければならない。 

• 関係地区の各ガバナーがまずこのような合同活動に同意した上、それ

ぞれの地区内クラブの 3 分の 2 の承認があって初めて着手するものと

する。多地区合同活動、プロジェクト、または組織への参加を打ち切

ろうとする参加地区は、参加を打ち切ることについて地区内のクラブ

の 3 分の 2 の承認を得なければならない。 

• 関係ガバナーの直接監督下にあるものとする。このような活動、プロ

ジェクト、または組織のために寄付もしくは拠金された全資金の保管

は関係ガバナーが責任を持つものとするが、このような活動、プロジ

ェクト、または組織ならびに資金の運用管理を援助する関係地区のロ

ータリアンから成る委員会を任命することができる。また、多地区合

同活動、プロジェクト、または組織に関わるガバナーは、この活動、

プロジェクト、または組織に関する多地区合同の財務監査の実施また

は財務監査報告の作成が有資格者によって行われ、それが参加クラブ

に配布されるよう確認する責任を有するものとする（「ロータリー組



国際ロータリー章典 

2024年 10月 192 

織の全面的管理」の詳細な定義については、第 34.040.7.項の第 9 項を

参照のこと）。 

• ロータリークラブおよび／またはロータリアンの参加は任意とし、任

意ということを明確に打ち出すものとする。クラブまたは個々のロー

タリアンの参加費用が必要としても最小限にとどめ、人頭賦課金やそ

の他といった形で強制してはならないし、またそのようにほのめかし

てもならない。 

• 資料配布に関する RI の方針およびロータリー標章の使用に関する方針

を含むすべての該当する RI の方針を遵守するものとする。 

• 活動、プロジェクト、または組織が国際ロータリーまたはロータリー

財団の一つではないことを明確にするため、電子形式および印刷形式

の宣伝資料、ならびに特に寄付に関するページには、活動、プロジェ

クト、または組織が地元に関するものであることを明記するものとす

る。 

国際奉仕プロジェクトのため連携している地区同士が協力しているプロジ

ェクトについては、この方針は適用されない。 

 

多地区合同 PETS の組織運営については、上記の多地区合同指針が適用さ

れない。代わりに、多地区合同 PETS の指針に準拠する。 

 

ガバナーエレクトの直接の監督下に置かれる多地区合同 PETS を除き、多

地区合同行事、活動、プロジェクト、および組織に関する最終的な責任は

、関係地区のガバナーにある。 

 

地域における多地区合同の活動、プロジェクト、および組織の承認は、RI

に対し、法的、財政的、あるいはその他の義務または責任を負わせること

を意味するものではない。多地区合同組織は、RI を代行したり、代表し

たり、または RI の代わりに行動する権限を持っていると暗示してはなら

ない。多地区合同組織は RI の代理機関ではない。多地区合同組織は、財
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政的にも管理的にも、また、その他の面においても自立していなければな

らない。 

 

多地区合同の活動、プロジェクト、および組織が法人化された場合、この

法人の会員は関係地区のガバナーもしくは被任命者がなるべきである。法

人化されたこのような活動、プロジェクト、および組織の理事会は、当該

法人の会員によって選出されるべきである。これらの規定に従っていない

法人の機構は、一般にガバナーによる多地区合同活動、プロジェクト、お

よび組織の監督に関する RI の方針を遵守していないとみなされる（2022

年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：1986 年 5 月理事会会合、決定 279 号、1987 年 2～3 月理事会会合、決定 272 号

、1996 年 6 月理事会会合、決定 304 号、1996 年 6 月理事会会合、決定 308 号、1997 年

3 月理事会会合、決定 237 号、2003 年 2 月理事会会合、決定 283 号、2004 年 11 月理事

会会合、決定 58 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 59 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 90 号、2015 年 1

月理事会会合、決定 118 号、2015 年 7 月理事会会合、決定 16 号、2016 年 9 月理事会会

合、決定 74 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 1 月理事会会合、決定 80

号により改正。 

1988 年 5～6 月理事会会合、決定 356 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号も参照

のこと 

 

引照 

11.010.2. 多地区合同活動 — 参加要請に対する承認 

20.070.6. 多地区合同 PETS の指針 

34.040.7. 「ロータリー」の名称の使用に関する指針における例外の要

請 

 

 

21.020. 国際共同委員会 

国際共同委員会は、2 カ国以上の地区間または国家間の交流を推進し、さ

まざまな国の人びとの親睦と異文化理解を深め、異なる国の会員、クラブ
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、および地区間の絆を深め、国境や大陸、海を越えたネットワークを築く

。  

 

国際共同委員会を設置し、これに参加できるのは地区のみであるが、個人

のロータリアン、そのパートナー、ローターアクター、ロータリークラブ

およびローターアクトクラブは同委員会の活動に参加できる（2019 年 10

月理事会会合、決定 45 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 281 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 45 号にて改正。 

 

21.020.1. 国際共同委員会の活動 

国際共同委員会の参加者に推奨される活動は、他国のクラブや地区とのつ

ながりを築いて世界平和に貢献するようクラブと地区に奨励することによ

って、互いの国と家庭を訪問し合い、親睦を深めるとともに、親睦の中か

ら生み出されたプロジェクトを充実させることを含むが、これらに限定さ

れない。 

 

国際共同委員会は以下を行うこともできる。 

• 新クラブをスポンサーするためのベストプラクティスを交換しあうこ

と 

• 参加国のクラブ同士で姉妹クラブまたは双子クラブのネットワークを

築くこと 

• 2 カ国間で友情交換を実施すること 

• 国際奉仕プロジェクトを立ち上げること、または実施すること 

• 職業奉仕プロジェクトを立ち上げること、または実施すること 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 45 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 281 号。 

2011 年 9 月理事会会合、決定 34 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 45 号により改正 
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21.020.2. 国際共同委員会の設立 

国際共同委員会は 2 国間の全国または準全国的な関係とすることができる

。全国国際共同委員会は国内のすべての地区のコンセンサスを得る必要が

ある。準全国国際共同委員会は、2 国間関係に参加するすべての地区のコ

ンセンサスを得る必要がある。設立された国際共同委員会は、評議会にそ

の設立を通知するものとする。 

 

1. A.  全国国際共同員会の設立 

2 国以上の国の間で国際共同委員会を設立するには、国内のすべての

地区ガバナーの了承を得なければならない。所与の国の地区ガバナー

のうち、新しい全国国際共同員会の設立について意思決定権限の委譲

を希望する者は、国内の地区ガバナー全員一致の同意を得た上でこれ

を行うことができる。 

 

各国の関心あるロータリアンは、国際共同委員会を設立するための計

画委員会を組織すべきである。計画委員会の責務は、各地区ガバナー

から国際共同委員会を組織することの了承を得ること、協力関係を指

揮する国際共同委員会委員長を選出すること、ICC 参加者が実施する

候補プロジェクトおよび活動を特定すること、計画会合を組織するこ

とが含まれる。国際共同委員会の名称は、参加する国の国名から取ら

れるものとする。（国際共同委員会の名称またはブランディングの一

部として地理的な識別語句を使用する指針については、ブランドリソ

ースセンターを参照のこと。）1 つの地区が国際共同関係からの離脱

を決定した場合、その関係は準全国国際共同委員会へと発展するもの

とする。 

 

2. 準全国国際共同員会の設立 

二つ以上の地区の間で準全国国際共同委員会を設立するには、すべて

の地区ガバナーの了承を得なければならない。 
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各地区の関心あるロータリアンは、地区レベルの国際共同委員会を設

立するための計画委員会を組織すべきである。計画委員会の責務は、

参加する各地区のガバナーから準全国国際共同委員会を組織すること

の了承を得ること、協力関係を指揮する国際共同委員会委員長を選出

すること、各地区のクラブ会長に参加を呼び掛けること、ICC 参加者

が実施する候補プロジェクトおよび活動を特定すること、計画会合を

組織することが含まれる。準全国国際共同委員会の名称は、参加する

地区の地区名から取られるものとする（国際共同委員会の名称または

ブランディングの一部として地理的な識別語句を使用する指針につい

ては、ブランドリソースセンターを参照のこと。）1 つの地区が国際

共同関係からの離脱を決定した場合、ICC の名称は残りの参加地区の

名前を反映するよう更新されるものとする 

（2022 年 6 月理事会会合、決定 159 号）。 

 

出典：1994 年 6 月理事会会合、決定 248 号。 

2007 年 6 月理事会会合、決定 281 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 45 号、2022 年 6

月理事会会合、決定 159 号により改正 

 

21.020.3. ガバナンス 

国際共同委員会の委員長は、参加地区から選出され、任期は 3 年とする。

国際共同委員会は、それぞれの国の組織運営規定に従わなければならず、

委員長、幹事、財務を含む役員を設けるものとする。委員長は任期の 3 年

間を務めるべきであり、その他のリーダーは 1 年の交代制とすべきである

（2019 年 10 月理事会会合、決定 45 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 281 号。 

2015 年 5 月理事会会合、決定 178 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 45 号により改正 

 

21.020.4. 地区との関係 

国際共同委員会（ICC）は、参加地区の地区ガバナーならびに国際奉仕委

員会（任命されている場合）と協力することが奨励される。 
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ICC 委員長は、新しい ICC の結成について、または既存の ICC の協力関係へ

の毎年参加を促すため、各自の国の地区ガバナー、地区ガバナーエレクト、

および地区国際奉仕委員長と連絡を取ることができる（2020 年 9 月理事会

会合、決定 36 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 281 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 45 号、2020 年 9 月理事会会合、決定 36 号により改正 

 

21.020.5. ICC 評議会 

ICC 評議会は、新しい国際共同委員会の結成を希望する地区および国にと

っての情報・支援提供者である。評議会は国際共同委員会の結成およびそ

の後のプロジェクトや活動に関するベストプラクティスを収集して共有す

る。評議会は国際共同委員会委員長および活動中の国際共同委員会の一覧

を維持し、ウェブサイトを通じて公開する。 

 

評議会は議長、幹事、会計によって構成され、報告されている国際共同委

員会委員長によって選出される。評議会の議長は、任期を 3 年とし、国際

共同委員会と国際ロータリーの間の連絡役（リエゾン）を務め、毎年 7 月

に RI へ年次報告を提出する。年次報告書には、国際共同委員会委員長の

連絡先、国際共同委員会の関係リスト、主なプロジェクトや活動のまとめ

を含めるものとする。8 月 1 日までに年次報告書の提出を怠った場合、議

長は任期終結となり、評議会会員は新しい議長を選出する必要がある。評

議会は、ウェブサイトの経費を賄うため、設立済みの ICC から少額の任意

の費用を集めることができる。評議会は、個々の国際共同委員会について

追加のガバナンスまたはリーダーシップの役職を創出することはできず、

また新しい ICC の結成を承認または却下する権限を持たない（2019 年 10

月理事会会合、決定 45 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 281 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 45 号にて改正。 
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21.020.6. 国際ロータリーとの関係 

国際共同委員会の設立は、RI をはじめ地区またはクラブに対し、法的、

財政的、あるいはその他の義務または責任を負わせることを意味するもの

ではない。国際共同委員会は、RI を代行したり、代表したり、または RI

の代わりに行動する権限を持っていると暗示してはならない。国際共同委

員会は RI の代理機関ではない。国際共同委員会  

 

財政的にも管理的にも、また、その他の面においても自立していなければ

ならない。国際共同委員会は、いかなる国においてもその国の法律に違反

して存在したり、活動したりしてはならない（2019 年 10 月理事会会合、

決定 45 号）。 

 

出典：1938 年 1 月理事会会合、決定 105 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 45 号にて改正。 

 

21.020.7. 財務 

国際共同委員会は、国際ロータリーからの財政的支援を受けずに機能する

ものとする。国際共同委員会の運営費を賄うために、参加地区から少額の

任意の費用を集めることができる。費用は、管理運営のため、または人道

的プロジェクトの支援のために使用することができるが、国際共同委員会

または評議会が組織した活動への参加によって個人に生じた旅費またはそ

の他の経費を相殺するために使用することはできない。国際共同委員会ま

たは評議会が費用を集めることを選択した場合、国際共同委員会のリーダ

ーまたは評議会のリーダーは毎会計年度初めにその年度の収支予算を作成

するものとする。すべての勘定書は、2 名の他の役員の承認を受けた後で

はじめて、会計あるいは他の権限ある役員によって支払われるものとする

。国際共同委員会および評議会のすべての財務処理については、毎年有資

格者による財務監査が行われるものとし、すべての参加地区に情報共有さ

れるものとする（2019 年 10 月理事会会合、決定 45 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 281 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 45 号にて改正。 
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第 4 章 – 管理運営 

 

 

条項 

第 26 条 国際ロータリー 

第 27 条 RI 会長 

第 28 条 国際ロータリー理事会 

第 29 条 地域リーダー 

第 30 条 RI のその他の現役員と元役員 

第 31 条 国際ロータリーの委員会 

第 32 条 国際ロータリー事務総長 

第 33 条 国際ロータリー事務局 

第 34 条 ロータリーの標章 

第 35 条 免許契約 

第 36 条 パートナーシップ（提携関係） 

第 37 条 協賛活動と協力活動のための RI の指針 

第 38 条 区域単位、地域、およびセクション別のグループ分け 

 

 

第 26 条 国際ロータリー 

 

26.010. 国際ロータリーの戦略計画 

26.020. ロータリーと政治 

26.030. ロータリーと宗教 

26.040. ロータリーの賛歌 

26.050. ロータリーの席次 

26.060. 選挙の指針および選挙運動 

26.070. 選挙に対する不服申し立ての手続き 

26.080. プライバシーに関するロータリーの声明 

26.090. 問題に関する声明 

26.100. 調停と仲裁に関する指針 
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26.110. 理事とロータリー財団管理委員との関係 

26.120. 会合、行事、または活動におけるハラスメントのない環境 

26.130. ロータリーの多様性・公平さ・インクルージョンへのコミットメント 

26.140. 行動規範 

 

 

26.010. 国際ロータリーの戦略計画 

 

26.010.1. ミッションステートメント 

国際ロータリーは、職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて

、人びとに奉仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進する（

2009 年 11 月理事会会合、決定 42 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 228 号。 

2009 年 11 月理事会会合、決定 42 号により改正 

 

26.010.2. 中核的価値観 

理事会は、国際ロータリーの戦略計画の一環として、奉仕（Service）、

親睦（Fellowship）、多様性（Diversity）、高潔性（Integrity）、リーダ

ーシップ（Leadership）という中核的価値観を採択した（2010 年 10 月決

定 38 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 228 号。 

2009 年 11 月理事会会合、決定 42 号により改正 

 

26.010.3. 戦略的優先事項と目標 

より大きなインパクトをもたらす（Increase Our Impact）  

• ポリオを根絶し、残された遺産を活用する  

• ロータリーのプログラムおよびロータリーが提供する体験に焦点を当

てる  

• 活動成果を挙げ、それを測る能力を高める 
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参加者の基盤を広げる（Expand Our Reach）  

• 会員基盤と参加者の基盤を広げ、多様化する  

• ロータリーへの新しい経路を創り出す  

• ロータリーの開放性とアピール力を高める  

• 活動成果とブランドに対する認知を築く 

参加者の積極的なかかわりを促す（Enhance Participant Engagement）  

• クラブが会員の積極的参加を促せるよう支援する  

• 価値を提供するため、参加者中心のアプローチを開発する  

• 個人的／職業的なつながりを築くための新たな機会を提供する  

• リーダーシップ育成の機会を提供する 

適応力を高める（Increase Our Ability to Adapt）  

• 研究と革新、および進んでリスクを負うことへの意思を奨励する文化

を築く  

• ガバナンス、構造、プロセスを合理化する  

• 意思決定におけるより多様な考え方を育むために、ガバナンスを見直

す  

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2009 年 11 月理事会会合、決定 42 号。 

2010 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2010 年 11 月理事会会合、決定 46 号、2013 年 6

月理事会会合、決定 196 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 122 号、2016 年 4 月理事会

会合、決定 157 号、2018 年 6 月理事会会合、決定 178 号、2024 年 4 月理事会会合、決

定 119 号により改正 

 

26.010.4. RI 戦略計画と RI 理事会の業績目標との一致 

ロータリーの活動は RI の戦略計画に沿ったものとする。当該目標を促進

するため、理事会は現 RI 会長と協力し、RI 戦略計画および会長の目標と

ビジョンに沿った RI 理事会の業績目標を定めるものとする。事務総長は
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、毎年理事会の定例会合で検討するため、目標の設定と報告の機構を支援

するものとする（2022 年 4 月理事会会合、決定 123 号）。 

 

出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 43 号。 

2012 年 1 月理事会会合、決定 158 号、2014 年 7 月理事会会合、決定 9 号により改正

2022 年 4 月理事会会合、決定 123 号により改正 

 

26.010.5. ビジョン声明 

理事会は以下のビジョン声明を採択した。 

 

私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い

変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指していま

す（2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号）。 

 

出典：2017 年 6 月理事会会合、決定 168 号 

2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号により改正 

 

26.010.6. ロータリーのプログラム 

ロータリーのプログラムは、青少年および若いリーダーならびにロータリ

ー財団の重点分野を支援するプログラムや活動に特化した持続可能な奉仕

を増やすことを目的とする（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：2009 年 11 月理事会会合、決定 42 号。  

2010 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号、2014 年 5

月理事会会合、決定 122 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正 

 

 

26.020. ロータリーと政治 

ロータリーの世界中の会員はさまざまな政治的見解を持つ個人であるため

、ロータリーは、政治的主題に関していかなる団体活動あるいは団体とし

ての意見の表明も行わないものとする（2016 年4 月理事会会合、決定157

号）。 
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出典：1964 年 11 月理事会会合、決定 89 号 

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

 

26.030. ロータリーと宗教 

ロータリーは、あらゆる信仰、宗教、信条を持つ人びとを会員とする非宗

教組織である（2007 年 11 月理事会会合、決定 49 号）。 

 

出典：2007 年 11 月理事会会合、決定 49 号 

 

 

26.040. ロータリーの賛歌 

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベン作曲の「エグモント」序曲の行進曲

を編曲したこの楽曲が、国旗入場式など適切な行事で演奏されるロータリ

ーの公式の賛歌である（2000 年 2 月理事会会合、決定 298 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 222 号。 

2004 年 2 月理事会会合、決定 209 号により改正 

 

 

26.050. ロータリーの席次 

次の席次が、RI と財団の現、元および次期役員、委員会委員、およびそ

れぞれのパートナーが、RI の会合と行事への出席にあたり、紹介を受け

る順序、歓迎レセプションの並び順として、および RI 出版物にその名前

が掲載される場合において、推奨される。 

 

会長（または会長代理） 

元会長（先任順） 

会長エレクト 

会長ノミニー 

副会長 

財務長 
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理事、執行委員会委員長 

その他の理事 

管理委員長 

管理委員長エレクト 

副管理委員長 

その他の管理委員 

事務総長 

元理事（先任順） 

理事エレクト 

元管理委員（先任順） 

次期管理委員 

理事ノミニー 

元事務総長（先任順） 

ロータリーGB&I 地域理事会メンバー  

地区ガバナー 

パストガバナー（先任順） 

ロータリーコーディネーター、ロータリー公共イメージコーディネーター

、ロータリー財団地域コーディネーター、恒久基金／大口寄付アドバイザ

ー 

地区ガバナーエレクト 

地区ガバナーノミニー 

 

ロータリーの公式行事においては、役員に対し、一度だけ、席次に従って

敬称で呼びかけるべきである。紹介時にパートナーも含まれる。二つ以上

の役職または前職を保持している人は、現職または前職の高いほうの役職

の席次に就くものとする。 

 

上記の推奨席次の次には、以下の席次が追加推奨されており、地元の慣習

やしきたりに従ってこれを修正すべきである。 

 

地域およびゾーンレベルの委員会委員 

ガバナー補佐 
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地区幹事／会計 

地区委員会委員 

クラブ会長 

クラブ会長エレクト 

クラブ副会長 

クラブ幹事 

クラブ会計 

クラブ会場監督 

その他のクラブ理事 

クラブ委員会委員長 

元ガバナー補佐 

ロータリアン 

ロータリー学友 

ロータリアンの家族 

 

地区会合においては、外国から来訪したロータリアンは、同じ地位にある

地元のロータリアンより上席に就くことができる。これは、礼儀を示すた

めである。 

 

ロータリアン以外で高位の人物がいる場合は、地元の慣習に従って、上席

を与えることができる。ロータリアンがロータリアン以外の人物よりも上

席となる場合は、クラブと地区が来賓にあらかじめ説明をしておくよう奨

励されている（2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：1995 年 7 月理事会会合、決定 23 号。 

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2005 年 11 月理事会会合、103 号、2006 年 2 月

理事会会合、133 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 251 号、2011 年 1 月理事会会合、

決定 137 号、2011 年 5 月理事会会合、決定 182 号、2014 年 1 月理事会会合、決定 83

号、2014 年 10 月理事会会合、決定 38 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号 
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26.060. 選挙の指針および選挙運動 

 

26.060.1. 理事会が承認した指針の声明 

RI 選挙の指針に関する唯一共通の声明を、全ロータリー世界に適用すべ

きである。すべての被選役職候補者は、選挙の管理責任者から、RI 選挙

方針および手続について書面で通告を受けるべきである（2001 年 11 月理

事会会合、決定 45 号）。 

 

出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 80 号。 

2001 年 6 月理事会会合、決定 325 号、2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号により改正 

 

26.060.2. 指名委員会の公式報告 

委員会で極秘裏に行われる討議の後、RI 理事の指名委員会は、選出され

た候補者が委員会の知る限りにおいて RI 細則の定める選挙運動、投票依

頼、当選を図るための活動に関するいかなる規則にも違反していないこと

を、事務総長に書面で正式に報告するものとする。また、すべての指名委

員会の報告書には、出席した全委員の氏名ならびに署名が記載されるもの

とする。かかる報告書は、委員会が選出したノミニーの氏名とともに、事

務総長に送付されるべきである（2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）

。 

 

出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 80 号。 

2001 年 6 月理事会会合、決定 325 号、2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

26.060.3. 指名の発表と選挙 

RI 指名委員会の委員は、RI 細則 13.010.節に従い、理事会からの承認なし

に、委員会による指名を独断で発表することを控えるものとする。「

Rotary」誌および認可されたロータリー地域雑誌の編集者は、ロータリー

の指名と選挙手続に関するすべての記事と発表は、対抗立候補の機会も含

め、ロータリーの選挙手続きを正確に反映するよう確認するものとする（

2019 年 1 月理事会会合、決定 80 号）。 
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出典：2003 年 5 月理事会会合、決定 362 号。 

2018 年 10 月理事会会合、決定 68 号、2019 年 1 月理事会会合、決定 80 号により改正 

 

26.060.4. 選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動に関する規則 

ロータリーの被選役職における職務のために最高の資格をもった候補者が

選ばれるべきであるということが、ロータリーにおける基本原則である。

従って、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動あるいは別段の活動

により、影響の善し悪しにかかわらず、選挙手続に影響を及ぼすいかなる

行動も、RI 細則により禁止されている。 

 

会長、理事、ガバナー、審議会代表議員、あるいはそれらの役職の指名委

員会委員に立候補することを考えているロータリアンは、選挙運動、投票

依頼、当選を図るための活動に関して、下記の規則に従うものとする。こ

れらの規則は、役職に対し最高の資格をもつ候補者が選ばれるようにする

ことを目的としている。 

 

1. ロータリアンは、常時、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動

に関する RI 細則の禁止規定に従うべきである。すべてのロータリアン

は、細則の字義および精神の両方を守り、さらに、立候補したロータ

リアンの支援を宣伝、懇請することによって他の人に影響を及ぼすよ

うな目的と効果をもつ活動を控えるものとする。このような活動は、

細則の精神およびロータリーの原則に反するものであり、候補者失格

の理由となる。 

2. 選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動とは、来たる選挙で自分

への投票と支持を求める行動、または文献・宣伝資料の配布、あるい

はロータリーの被選役職への立候補を宣伝することを目的としたあか

らさまな行動など（ただし、これに限らない）、直接・間接を問わず

、立候補者を推進、非難、支援、または反対しようとする行動を示す

。  

3. 被選役職への立候補の期間は、ロータリアン個人が指名および選挙の

ための RI 規則に従い、実施される役職に対し真剣に考慮しはじめ、自
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分の氏名を提出する時点から開始される。その時点から、候補者は、

自身の名や業績を宣伝したり、該当する指名や選挙に注目を集めよう

としたり、同じ役職の他の候補者に対して不当に有利となるような行

動を避けるよう、とりわけ慎重な態度で臨むべきである。 

4. 正式に選任された通常のロータリー活動は、選挙運動、投票依頼、当

選を図るための活動に関する指針に違反するとは見なされない。 

5. 連絡が事実に基づく情報の交換に限られることを条件に、対抗候補者

や選挙の不服申し立てへの同意を要請するためにクラブに連絡を取る

ことは禁止されていない 

（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1993 年 3 月理事会会合、決定 135 号、補遺資料 E; 

2001 年 6 月理事会会合、決定 325 号、2007 年 2 月理事会会合、決定 149 号、2016 年 2

月理事会会合、決定 157 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

 

26.070. 選挙に対する不服申し立ての手続き 

RI 細則の該当条項に従って不服が申し立てられ、訴えられた時はいかな

る場合であれ、RI 選挙の見直しのために以下の手続きに従うものとする

。 

 

26.070.1. 不服申し立ての当事者への通知 

事務総長はこのような申し立てを受理してから、当事者にその申し立てを

告げ、補助書類を添付したうえで所定の期日までに書面で回答するよう要

請し、取るべき適切な手続を当事者に通知するものとする（2001 年 6 月

理事会会合、決定 326 号）。 

 

出典：1992 年 3 月理事会会合、決定 183 号。 

1995 年 11 月理事会会合、決定 81 号、1996 年 2 月理事会会合、決定 174 号、2001 年 6

月理事会会合、決定 326 号により改正 

 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 210 

26.070.2. 解決の方法 

会長または会長を代行する事務総長は、次のような状況における選挙の争

いの解決を図るものとする。 

1. 関係する組織規定文書が定める要件について誤解があった場合。 

2. 候補者が、RI 選挙審査委員会手続の完了を待たずに「ロータリー以外

の機関」に訴えたとの報告を事務総長が受理し、証明した場合。この

ような場合、会長は、RI 細則第 13.030.5.項に従って、理事会に代わり

、「理由開示」を求める書簡を優先扱い郵便（プライオリティーメー

ル）で候補者に送り、候補者側から訴訟が起こされていないことを示

す情報を 15 日以内に提供するよう要請する。候補者側から訴訟が起こ

されていないことを示す十分な証拠が候補者より提供されなかった場

合、会長は、理事会に代わり、選挙審査委員会に付託することなく、

この候補者は、当該役職に選挙される資格を失い、将来、理事会によ

り定められた期間、RI におけるいかなる役職の候補者ともなる資格を

失うことを通知する。会長は、本節に関連して行われた決定を執行委

員会にも通知するものとする。 

それ以外のすべての場合、会長は、選挙審査委員長と相談の上、不服の申

し立てを審議するパネルを務める 3 名の当該委員会委員（そのうち 1 名を

招集者に指定するものとする）を選出するものとする。しかし、同委員会

のいずれの委員であれ、特定の不服申し立ての審議を辞退することができ

る。パネルに欠員が生じた場合は、同じ方法で補充するものとする。選挙

審査委員会委員は、自らのゾーンまたは国からの申し立てを審議するパネ

ルを務めてはならない。選挙の不服申し立ては、下に記載された手続に準

拠し、管理される（2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：1992 年 3 月理事会会合、決定 183 号。 

1995 年 11 月理事会会合、決定 81 号、1997 年 6 月理事会会合、決定 301 号、2001 年 6

月理事会会合、決定 326 号、2003 年 7 月理事会会合、決定 19 号、2008 年 6 月理事会会

合、決定 239 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 158 号、2013 年 6 月理事会会合、決定

196 号、2014 年 7 月理事会会合、決定 14 号、2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号によ

り改正 
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26.070.3. 保証金の要件 

クラブが事務総長に不服申し立てを行う際、このクラブは RI に保証金を

支払うものとする。地区レベルの役職、すなわちガバナー、審議会代表議

員、ガバナー指名委員会または理事指名委員会のメンバーに対してこのよ

うな不服が申し立てられる場合、保証金の金額は米貨 2,000 ドルとする。

その他の役職の選挙に関してこのような不服が申し立てられる場合、保証

金の金額は米貨 5,000 ドルとする。事務総長は、保証金が支払われるまで

、このような不服申し立てに対しいかなる措置も取らないものとする。保

証金が支払われるまで、事務総長が受理したいかなる不服申し立ても考慮

されないものとする。RI 細則第 13.030.1.項に定められた期限までに事務

総長が保証金を受理していない場合、不服申し立ては無効とみなすものと

し、それ以降は考慮されない。RI 理事会によって支持された場合にのみ

、事務総長は利子なしで保証金を払い戻すものとする。それ以外の場合、

保証金は RI によって没収され、返金されることはない（2016 年 9 月理事

会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 81 号。 

2007 年 2 月理事会会合、決定 149 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 122 号、2016 年 2

月理事会会合、決定 157 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

26.070.4. 不服申し立ての要約と調査結果 

事務総長は、選挙審査委員会のパネルに対し、提出されたすべての書類と

一緒に、申し立ての要約と調査結果（設定された期日までに受理されてい

る場合は返書も含む）を用意し、配付するものとする。不服申し立てに対

する当事者から提出されたいかなる書類も、要請があれば、すべての当事

者が入手できるよう用意される（2003 年 7 月理事会会合、決定 19 号）。 

 

出典：1992 年 3 月理事会会合、決定 183 号。 

1995 年 11 月理事会会合、決定 81 号、1996 年 2 月理事会会合、決定 174 号、1997 年 6

月理事会会合、決定 301 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 326 号、2003 年 7 月理事会

会合、決定 19 号により改正 
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26.070.5. 追加情報の考慮 

委員会は、告訴人、候補者、その他の関係者から追加の証拠または情報を

入手するよう事務総長に要請することができる。また、委員会は、理事会

に代わり、追加の情報を確認するために必要だと委員会が考える限りにお

いて、理事会が課す一切の極秘義務の放棄をも許諾することができる（

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：1992 年 3 月理事会会合、決定 183 号、2007 年 2 月理事会会合、決定 149 号。 

2001 年 6 月理事会会合、決定 326 号、2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

26.070.6. 会長選挙および理事選挙の審査 

選挙審査委員会のパネルは、通信によって申し立てを審査するものとする

。しかし、会長または理事という中央役員の選挙の場合、会長（または会

長を代行する事務総長）は、委員会の提案を受け、さらに選挙審査委員長

と協議した上で、事務総長の定める時と場所において、パネルが会合を開

くことを許可する権限を有する。委員会は、審査中の選挙に直接関与する

当事者がこのような会合に自費で出頭することを認めることができる（

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：1992 年 3 月理事会会合、決定 183 号。 

2001 年 6 月理事会会合、決定 326 号、2003 年 7 月理事会会合、決定 19 号、2016 年 4

月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

26.070.7. 理事会への委員会の報告 

入手できる情報の審査に基づき、選挙審査委員会のパネルは、調査結果、

結論、勧告案とその理由を RI 理事会に報告するものとする。報告書の写

しは、選挙審査委員長がパネルのメンバーでない場合、選挙審査委員長に

送付されるものとする（2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：1992 年 3 月理事会会合、決定 183 号。 

2000 年 5 月理事会会合、決定 374 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 326 号、2003 年 7

月理事会会合、決定 19 号、2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 
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26.070.8. 選挙審査委員会報告書の理事会による審査 

理事会の方針に従って RI 理事会に付託された選挙の不服申し立ては、そ

れが提出されたロータリー年度の最後の RI 理事会会合が終わるまでに審

議されるものとする。 

 

年度の最後の理事会会合で審議されるのが不可能な申し立てについては、

RI 理事会に代わり、執行委員会が RI 細則 13.030.2.項で認められている決

定措置を行う権限が与えられる。執行委員会は、9 月 15 日までに決定を

下さなければならない（2020 年 6 月理事会会合、決定 173 号）。 

 

出典：2002 年 2 月理事会会合、決定 169 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 119 号。 

2016 年 1 月理事会会合、決定 113 号、2020 年 6 月理事会会合、決定 173 号により改正 

 

26.070.9. 理事会決定の報告 

理事会の決定は、関係者全員と選挙審査委員会の委員全員に速やかに報告

されるものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1992 年 3 月理事会会合、決定 183 号。 

1995 年 11 月理事会会合、決定 81 号、1996 年 2 月理事会会合、決定 174 号により改正 

 

26.070.10. 選挙に関するその他の事柄 

選挙手続きにおいて申し立てられた不正事項が事務総長または会長の知る

ところとなり、即刻解決が必要とされるが、地区ガバナーによる票の証明

や、指名委員会または選挙管理委員会が使用した運営手続きに関する問題

（ただしこれに限るものではない）といった選挙の不服申し立ての対象と

ならない場合、このような問題は、RI 選挙審査委員会の委員長または同

委員長が指定した人物へと付託され、調査と決定が行われるものとする。

本節に基づくこうした決定はすべて、理事会の次の会合に報告されるもの

とする（2007 年 6 月理事会会合、決定 265 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 265 号 
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26.080. プライバシーに関するロータリーの声明 

理事会は、プライバシーに関するロータリーの声明を採択した。事務総長

は、状況に応じて、この声明を改正する権限が与えられている。事務総長

は、プライバシーに関する声明に加えた変更については、理事会に報告す

るよう要請されている。 

 

個人データに関するロータリーのプライバシーの方針 

国際ロータリー（以下「ロータリー」）は、その使命を遂行するにあたり

、ロータリアン、ロータリークラブ、その他に関する個人データを収集す

る。ロータリーは、これらの個人のプライバシー保護に力を注いでいる。

個人データとは、単一データまたはほかの情報と組み合わせてデータから

特定される（または特定される可能性のある）個人に関するあらゆる情報

であると定義される。ロータリーは、以下の原則に従う： 

1. ロータリーは、コアビジネス（主要ビジネス）の目的のためだけに、

個人データを収集・使用する。 

2. ロータリーは、個人データの正確性と関連性をめざして努力する。 

3. ロータリーは、個人データの使用方法について透明性を維持する。 

4. ロータリーは、潜在的な侵害に対して迅速に対応する。 

5. ロータリーは、「予防措置かつ初期設定によるプライバシー（Privacy 

by design and by default）」を採用する。 

6. ロータリーは、個人データのセキュリティを維持する。 

「ロータリーのコアビジネス（主要ビジネス）の目的」とは、ロータリー

の必要不可欠な活動もしくは正当な利益にとって重大かつ密接に関係する

目的のことである。そのような目的には、以下が含まれるが、ただし、こ

れに限られるものではない： 

• ロータリアンおよびその他の個人に対するロータリーの義務の遂行  

• 財務的な処理 
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• ロータリー財団の支援（ファンドレイジング、寄付推進の活動を含む

） 

• 国際大会の運営および特別行事の計画の促進 

• ロータリーの出版物およびその他の資料を通じた組織的な重要メッセ

ージの伝達 

• ロータリーのプログラムと会員基盤の支援  

• 法律の遵守また法律の要件に従うために必要な行為であるという信用

の下における行為 

（2018 年 10 月理事会会合、決定 37 号）。 

 

出典：2007 年 11 月理事会会合、決定 47 号。 

2018 年 10 月理事会会合、決定 37 号にて改正。 

 

 

26.090. 問題に関する声明 

世界中のロータリークラブの連合体として、RI は特定の事柄に関して、

自らの立場について公式の声明を発表しない。これは中立的な立場を保持

するという連合体としての方針である。ロータリーが平和と人道的活動に

おける献身を最大限に示すことができるのは、組織体による表明ではなく

、個々のロータリークラブによる奉仕活動を通じてである（2010 年 6 月

理事会会合、決定 193 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 193 号 

 

 

26.100. 調停と仲裁に関する指針 

理事会は RI 細則第 24.010.節を次のように解釈する。論争の調停あるいは

仲裁の要請は、論争が起きてから 60 日以内に事務総長が受理しなければ

ならない。 

 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 216 

RI 細則第 24 条は、RI の組織規定、「ロータリー章典」、「ロータリー財

団章典」で認められた権限において RI、地区、RI 役員が決定を行うこと

のない論争のみに適用される、と理事会は解釈する（2008 年 6 月理事会

会合、決定 227 号）。 

 

出典：2008 年 1 月理事会会合、決定 155 号 

2008 年 6 月理事会会合、決定 227 号により改正 

 

26.100.1. 調停または仲裁の要請 

RI 細則第 24 条に準じ、調停または仲裁のいかなる要請も、論争の起きた

日から 60 日以内に事務総長が受理しなければならない。RI の組織規定、

「ロータリー章典」、「ロータリー財団章典」で認められた権限において

RI、地区、RI 役員が決定を行うことのない論争のみが、調停または仲裁

の対象となるものとする。一方の当事者から調停の要請を受けた後、事務

総長は当該のもう一方の当事者に調停要請について知らせ、その後に取ら

れるしかるべき手続を両当事者に通知するものとする（2008 年 6 月理事

会会合、決定 242 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 242 号 

 

26.100.2. 解決の方法 

一方の当事者が調停に同意することを拒否した場合、その論争は、RI 細

則第 24.030.節に準ずる仲裁によって解決することができる。全当事者が

調停に同意した場合、RI 細則第 24.020.節に従って、調停人を任命するよ

う事務総長に要請することができる（2008 年 6 月理事会会合、決定 242

号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 242 号 

 

26.100.3. 不服申し立ての要約と調査結果 

各当事者は、論争の要約と分析を準備してこれを調停人および（あるいは

）仲裁人に伝え、提出した全書類のコピーを添えるものとする。論争に対
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して当事者から提出されたいかなる書類も、全当事者が入手できるように

するものとする（2008 年 6 月理事会会合、決定 242 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 242 号 

 

26.100.4. 調停人および／あるいは仲裁人から理事会への報告 

調停人または仲裁人は、入手可能な情報の検討に基づいて、見い出した事

実、決定、その理由を理事会に報告するものとする（2008 年 6 月理事会

会合、決定 242 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 242 号 

 

26.100.5. 仲裁 

調停が成功しなかった場合、または調停が当事者のいずれかによって拒否

された場合、論争は、仲裁によって解決することができる。各当事者はそ

れぞれ 1 名の仲裁人を指定し、両仲裁人は 1 名の裁定人を指定するものと

する。この仲裁人と裁定人はロータリアンでなければならない（2008 年

6 月理事会会合、決定 242 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 242 号 

 

21.010.6 権限の移譲 

理事会は、調停および（あるいは）仲裁の日付の設定について、また RI

細則第 24 条に取り上げられていない調停と仲裁の手続きのいかなる事柄

に関しても、理事会を代表する権限を事務総長に移譲する（2008 年 6 月

理事会会合、決定 242 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 242 号 

 

 

26.110. 理事とロータリー財団管理委員との関係 

 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 218 

26.110.1. 管理委員を務める将来の RI 中央役員 

国際ロータリーの中央役員が同時にロータリー財団の管理委員を務めるの

は適切ではなく、従って、理事会は、RI 会長または RI 理事として選出さ

れた管理委員に対し、RI 役員の任期開始前にロータリー財団管理委員会

委員の職を辞任するよう要請する（2011 年 9 月理事会会合、決定 39 号）

。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 136 号。 

2011 年 1 月理事会会合、決定 39 号により改正 

 

26.110.2. 理事会と管理委員会会合のリエゾン（連絡役） 

RI 会長は、財団管理委員会会合へのリエゾン理事を任命することができ

る。このリエゾン理事は、財団管理委員長により決められた通りに管理委

員会会合に出席する。理事会は、RI 会長により決定された通りに理事会

会合へ出席するよう、管理委員長により任命された場合は、リエゾン管理

委員を理事会会合に招聘するものとする（2016 年 4 月理事会会合、決定

157 号）。 

 

出典：2004 年 6 月理事会会合、決定 295 号、2009 年 6 月理事会会合、決定 236 号。 

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正。200511 月理事会会合、決定 36 号に

より確認。 

 

26.110.3. ロータリー財団管理委員の指名手続き 

RI 細則第 22.020.節に従って、ロータリー財団管理委員の指名および選出

には以下の手続きを使用すべきである。 

 

RI 会長エレクトは、以下を行うものとする。 

1. 現在および過去の RI シニアリーダーからロータリー財団管理委員の地

位に資格のある人物の提案を毎年呼びかける 
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2. 少なくとも 3 名から成るタスクフォースを任命する。タスクフォース

は提案された氏名を審査し、ロータリー財団管理委員の空席の役職ご

とに 3 名以上の候補者を会長エレクトに推薦する。 

3. このタスクフォースには、候補者を推薦する際に会長エレクトがタス

クフォースに特に検討を希望する資格、専門知識、スキル、地理的条

件を提供する 

（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：2016 年 4 月理事会会合、決定 153 号 

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

26.110.4. RI 理事会によるロータリー財団管理委員の選挙 

会長エレクトは、選挙のため、各年度の第 2 回会合までに、ロータリー財

団管理委員として指名する個人の氏名を RI 理事会に提出するものとする

。 

 

理事会による選挙候補者の指名に先立ち、会長エレクトは財団管理委員長

エレクトと協議するものとする。過去に制裁対象となったことがあるロー

タリアン、あるいは RI または財団の方針に反する行為を行ったことを理

事会または管理委員会が確認したロータリアンを、会長エレクトは管理委

員として指名しないものとし、理事会は選出しないものとする。 

 

会長エレクトは、RI 元会長が占める役職を除き、翌年度に空席が生じる

財団管理委員の選挙に 2 倍以上の候補者を推薦するよう求められる。現理

事は、会長エレクトにより指名される資格、または理事会により選出され

る資格を持たないものとする。 

 

RI 元会長を除き、管理委員として 2 年以上任期を務めた者は、引き続き

管理委員として再選される資格を持たないものとする（2020 年 9 月理事

会会合、決定 23 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 309 号。 
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2002 年 7 月理事会会合、決定 8 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2012 年 1 月

理事会会合、決定 158 号、2019 年 4 月理事会会合、決定 140 号、2020 年 1 月理事会会

合、決定 90 号、2020 年 6 月理事会会合、決定 158 号、2020 年 9 月理事会会合、決定

23 号により改正 

 

 

26.120. 会合、行事、または活動におけるハラスメントのない環境 

ロータリーは、ハラスメントのない環境を維持することに力を注いでいる

。ハラスメントとは大まかに定義すると、個人またはグループを、以下の

特性に基づいて、言葉であれ身体的であれ、脅迫、中傷、侮辱、または攻

撃する言動を指す：年齢、民族、人種、肌の色、障がい、宗教、社会経済

的地位、文化、性別、性的指向、または性自認。 

 

すべての会員およびロータリーの会合、行事、または活動に出席または参

加する個人は、ハラスメントのない環境を期待すべきであり、安全、礼儀

、品格、およびすべての人への尊敬を促す環境を維持するよう援助するも

のとする。青少年と接する成人は、ロータリー章典第 2.120 節に概説され

ている方針の対象となる。 

 

ガバナー、ガバナー補佐、委員会委員長を含む地区リーダーは、ハラスメ

ントのない環境を作るためにクラブと協力するよう奨励されている。地区

リーダーはまた、行動規範を定め、クラブ内、会員同士、およびロータリ

ーのほかの参加者に対するハラスメントの対処と予防の方針を確立するた

めにクラブと協力すべきである。 

 

犯罪行為の申し立てはすべて地元の管轄の警察署に伝えるべきである。 

 

ロータリークラブまたはローターアクトクラブの理事会、地区、またはゾ

ーンのリーダーは、ハラスメントの申し立てに迅速に対応するものとし、

申し立てを行った者に対する報復をしてはならない。 
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ロータリークラブまたはローターアクトクラブでは、ロータリーの行事ま

たは活動におけるハラスメントの申し立ては、ロータリークラブまたはロ

ーターアクトクラブの理事会によって審査し、妥当な期間（通常は 1 カ月

）内に回答するものとする。違反の申し立ての対象者がロータリークラブ

またはローターアクトクラブの理事会メンバーである場合、自ら審議から

外れることが期待される。審査および／または調査は、行為の深刻度およ

び広汎性を含む状況に応じて異なるものとする。ハラスメントの申し立て

がロータリークラブまたはローターアクトクラブによって適切に対応され

なかったという懸念は、該当する書類を用いて地区ガバナーに伝えること

ができる。 

 

地区では、ロータリーの行事または活動におけるハラスメントの申し立て

は、ガバナーまたはこの件のためにガバナーから任命された委員会によっ

て審査し、妥当な期間（通常は 1 カ月）内に回答するものとする。地区ガ

バナーが違反の申し立ての対象者である場合は、直前ガバナー（または直

近のパストガバナー）が直接、または本件に関する委員会を任命すること

により、申し立てを審査して回答するものとする。地区ガバナー、ガバナ

ーエレクト、およびガバナーノミニーによるハラスメントの申し立ては、

すべて 2 週間以内に事務総長に通知するものとする。審査および／または

調査は、行為の深刻度および広汎性を含む状況に応じて異なるものとする

。ハラスメントの申し立てが地区によって適切に対応されなかったという

懸念は、該当する書類を用いて、当該地区を含むゾーンの RI 理事に伝え

ることができる。 

 

ゾーンでは、ロータリーの会合、行事または活動におけるハラスメントの

申し立ては、RI 理事またはこの件のために RI 理事から任命された委員会

によって審査し、妥当な期間（通常は 1 カ月）内に回答するものとする。

違反の申し立ての対象者が RI 理事である場合は、RI 会長が任命する別の

現または元 RI 理事が申し立てを審査して回答するものとする。 

 

RI 理事、理事エレクト、および理事ノミニーによるハラスメントの申し

立ては、すべて 2 週間以内に RI 会長に通知するものとする。ハラスメン
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トの申し立てがゾーンによって適切に対応されなかったという懸念は、該

当する書類を用いて RI 会長に伝えることができる。 

 

性的虐待あるいはセクシャルハラスメントのあらゆる申し立ての被疑者と

なったロータリーに関与するいかなる人も、問題が解決するまでは、青少

年との接触を一切断たなければならない。 

 

性的虐待、セクシャルハラスメント、またはその他の道徳的に卑劣な行為

を行ったことを認め、有罪判決を受け、またはそのような行為を行ったこ

とが知られている、あるいは判明している（ロータリアン以外の）ボラン

ティアは、ロータリーの枠組みで青少年と一緒に活動することが禁止され

なければならない。 

 

性的虐待あるいはセクシャルハラスメントあるいは深刻かつ／または広範

囲におよぶハラスメントを自ら認め、あるいは有罪であると宣告され、あ

るいはそのような行為を行ったことが知られている、または判明している

いかなる個人についても、ロータリークラブまたはローターアクトクラブ

は、その会員身分を終結しなければならない。 

 

性的虐待あるいはセクシャルハラスメントあるいは深刻かつ／または広範

囲におよぶハラスメントを自ら認め、あるいは有罪であると宣告され、あ

るいはそのような行為を行ったことが知られている、または判明している

いかなる人物に対しても、ロータリークラブまたはローターアクトクラブ

は、会員身分を認めることはできない。クラブが、事実を知りながらその

ような人物の会員身分を終結しなかったという情報が得られた場合、RI

理事会は機能していないことを理由に、クラブを終結する。  

 

ロータリークラブおよびローターアクトクラブ、地区、およびゾーンのリ

ーダーは、性的虐待、セクシャルハラスメント、深刻かつ／または広範囲

におよぶハラスメントならびにその結果生じた会員身分の終結について事

務総長に迅速に報告しなければならない。ハラスメントの調査結果への適
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切な対応を怠った場合、クラブ終結またはその他の制裁を含むしかるべき

措置のために RI 理事会に報告される。 

 

ロータリー学友会、ロータリー行動グループ、ロータリー親睦活動グルー

プに関して、学友会、ロータリー行動グループおよびロータリー親睦活動

グループのリーダーは、ハラスメントの申し立てに迅速に対応するものと

し、申し立てを行った者に対する報復をしてはならない。学友会、行動グ

ループ、または親睦活動グループの行事または活動におけるハラスメント

の申し立ては、学友会、行動グループ、または親睦活動グループによって

、あるいは学友会、行動グループ、または親睦活動グループの委員長によ

り任命された委員会によって審査し、妥当な期間（通常は 1 カ月）内に回

答するものとする。学友会、行動グループ、または親睦活動グループの委

員長またはその他のリーダーが違反の申し立ての対象者である場合は、直

前委員長（または直近の委員長）が直接、または本件に関する委員会を任

命することにより、申し立てを審査して回答するものとする。違反の申し

立ての対象者が学友会、行動グループまたは親睦活動グループの理事会の

メンバーである場合は、自ら審議から外れることが期待される。審査およ

び／または調査は、行為の深刻度および広汎性を含む状況に応じて異なる

ものとする。ハラスメントの申し立てが学友会、行動グループ、または親

睦活動グループによって適切に対応されなかったという懸念は、該当する

書類を用いて RI 会長に伝えることができる。  

 

ロータリー学友会、ロータリー行動グループ、およびロータリー親睦活動

グループは、ハラスメントの申し立てを申し立ての対象者のクラブ会長お

よび地区ガバナーに報告しなければならない。ロータリー学友会、ロータ

リー行動グループ、およびロータリー親睦活動グループがハラスメントの

調査結果への適切な対応を怠った場合、RI 会長は適切な措置を求めて RI

理事会に通知するものとする。そのような措置には、グループの終結また

はその他の適切な制裁が含まれる可能性がある（2023 年 4 月理事会会合

、決定 114 号）。 

 

出典：2019 年 1 月理事会会合、決定 119 号 
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2019 年 10 月理事会会合、決定 48 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 132 号、2021 年 6

月理事会会合、決定 177 号により改正 

 

26.120.1. 成人のハラスメント方針に関するカリキュラム 

現職と次期クラブ会長、ガバナー、地域リーダー、理事は、RI の成人ハ

ラスメント方針と手続についてカリキュラムを受けるものとする。この研

修は会長エレクト研修セミナー（PETS）や国際協議会など（ただしこれ

らに限定されない）行事において実施する（2024 年 4 月理事会会合、決

定 119 号）。 

 

出典：2019 年 10 月理事会会合、 決定 34 号、 

2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

 

26.130. ロータリーの多様性・公平さ・インクルージョンへのコミットメント 

ロータリーで私たちは、持続可能な良い変化を生むために人びとが手を取

り合って行動する世界というビジョンの実現には、多様性があり、公平で

、インクルーシブ（包摂的）な文化を培うことが不可欠であると理解して

いる。 

 

私たちは多様性を重んじ、すべての背景、年齢、民族、人種、肌の色、障

害、学習スタイル、宗教、信条、社会経済的立場、文化、婚姻状況、使用

言語、性別、性的指向、ジェンダー自認だけでなく、異なるアイデア、考

え、価値観、信念を持つ人びとによる貢献を大切にする。 

 

ロータリーへの入会、参加、リーダーシップの機会といった面で、歴史的

に特定のグループの人びとが障壁に直面していたという点を認識し、すべ

ての人が成功のためのリソース、機会、ネットワーク、支援への必要なア

クセスを得られるよう、地域社会でのパートナーシップも含め、ロータリ

ーのあらゆる側面で公平さを促進していくことに私たちは全力を注ぐ。  
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私たちは、すべての人が目に見える、または目に見えない本質的に独自の

資質を備えていると信じている。また、自分が大切にされているとすべて

の人が感じ、帰属意識を持てるようなインクルーシブな文化を築くことに

尽力する。 

 

高潔性というロータリーの価値観に従い、DEI（多様性、公平さ、インク

ルージョン）にいたる旅路において組織として自分たちがどこにいるのか

を正直かつ透明性をもって見据えるとともに、これからも学び、向上し続

けていくことに全力を尽くす（2021 年 11 月理事会会合、決定 34 号）。 

 

出典：2021 年 6 月理事会会合、決定 184 号 

2021 年 11 月理事会会合、決定 34 号により改正 

 

 

26.140. 行動規範 

ロータリーの中核的価値観：親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシッ

プ  

 

この行動規範は、ロータリーの中核的価値観を反映したものであり、ロー

タリアンおよびローターアクター（世界ほぼすべての国におり、100 以上

の異なる言語を話す会員）であることに伴う責任を説明したものである。

ロータリー会員はこの規範を守り、組織の成長とともにこの規範を発展さ

せていくことに真摯に取り組んでいる。 

 

中核的価値観と同じく、ロータリアンとローターアクターが、互いに、そ

してロータリープログラム参加者、学友、プロジェクトのパートナー、地

域社会の人びとと接する際に、この行動規範を身をもって示すことが求め

られる。この行動規範は特に、すべてのクラブ、地区、ゾーン、国際ロー

タリーの会合、ラーニング行事、行事をはじめ、会員がロータリーを代表

するあらゆる場において、および My ROTARY とソーシャルメディアにお

いて適用される。 

 

期待事項 
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すべてのクラブ会員、およびロータリープログラムの参加者、学友、プロ

ジェクトのパートナー、ロータリー代表者を含む参加者は、この行動規範

を遵守し、他者に配慮し、誰もが尊重され大切にされる協力的かつ前向き

で健全な環境に寄与することが求められる。 

 

他者を尊重する言葉を使う 

• 初対面の人には自己紹介をし、希望する人称代名詞（he/him/his, 

she/her/hers, they/them/theirs）など、自分を指す際にどのような

言葉が使われることを望むかを説明する。人の呼び方は、言いやすい

ニックネームではなく、本人が希望する名前で呼ぶ。 

• 大勢のグループの前で話す際には、ジェンダーの前提を避けるために

、中性的な言葉を使う。 

• 相手への理解を深めるために、アクティブリスニング（積極的傾聴）

を実践する。 

• 言葉の使い方を意識し、地域にあわせて順応させる。ある言葉遣いが

、文化によって容認される場合もあれば、容認されない場合もある。 

• 文化によって翻訳不可能な俗語・隠語や慣用句の使用を避けたり、そ

の意味を丁寧に説明したりすることで、ロータリーの多様な文化と言

語を共有する。 

• わかりやすく話し、すべての人が理解できない可能性のある略語や専

門用語は避ける。 

• 相手の文化的背景、信仰、性的指向、ジェンダー、その他の特性に関

心がある場合には、こうした情報を共有することに抵抗がないかどう

かを尋ねる。そのトピックが会話の内容と関連がない場合、尋ねるの

を控える。 

• 世代間の対話を促す雰囲気を助長し、人を年齢で言い表すのを避ける

。 

サポートを示す 
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• 他者の味方・擁護者となり、必要だと思われる場合には介入する心構

えをもつ。 

• 不適切な行為を見たり聞いたりした場合、その影響を受けた人をサポ

ートする形でその行為に対処する。 

• ロータリー会員としてこの行動規範を守り、これに沿った文化をクラ

ブで築き、問題が起きた場合はこれに対処する。 

温かく迎え入れるインクルーシブな環境を助長する 

• バリアフリー対策ができている会場、同時通訳、字幕、および／また

は筆記、そのほかのリソースを必要に応じて提供することによって、

直接対面式またはオンラインで実施するいかなる会合、行事、活動に

も、すべての会員と参加者が全面的に参加できるようにする。 

• クラブまたはプログラムの慣習を見直し、特定のグループに対して侮

辱的または排他的な活動は中止または変更する。 

• 温かく迎える環境をつくり、対話、プロジェクト、行事にすべての人

を含める。  

• 可能な限り、アイコンタクト、表情、口調、個人空間、ジェスチャー

、（体の）姿勢といった非言語的なコミュニケーションに注意を払い

、それがいかに人と接する能力や共感する能力に影響するかを意識す

る。 

• さまざまな宗教における重要な日を認識し、それらの慣習に従ってい

る人びとが参加できるように配慮した形で行事や活動の予定を組む。 

• 人の食事制限や健康上の制限について知っておく。 

• クラブと地区でリーダー的役割を担う機会をすべての人に開く。また

は、地域社会のパートナー団体と関わりあう。 

多様性を重んじる 

• 障害者に対するクラブでの認識、理解、受容を高める。 

• 一つの文化や宗教と関連する奉仕プロジェクトや行事ばかりを実施す

るのではなく、多様な文化や宗教の行事を祝う。 
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• 多様性と関連する重要な日を認識し、尊重する。 

• 特定の人びとを固定概念にあてはめたり、からかったりすることを避

ける。 

• 異なるジェンダーを認識し、尊重する。 

行動規範にかかわる懸念を報告する 

この行動規範に反する行為があったと感じた場合、E メールで連絡するこ

と（DEI.Inquiries@rotary.org）。 

 

成人ハラスメントの問題を報告する 

ロータリー章典に従い、ロータリーは現在、会合、行事、活動においてロ

ータリアンまたはローターアクターがかかわるハラスメントの問題を報告

するための以下の方針を定めている。 

 

ロータリーは、いかなる形のハラスメントもない環境を維持することに力

を注いでいる。ハラスメントとは大まかに定義すると、個人またはグルー

プを、あらゆる特性*（年齢、民族、人種、肌の色、障害、宗教、社会経

済的地位、文化、性別、性的指向、または性自認）に基づいて、言葉であ

れ身体的であれ、中傷、侮辱、または攻撃する言動を指す。 

 

成人がかかわるハラスメントのいかなる申し立てについても通知を受けた

場合、またはハラスメントを受けたと感じた場合、以下のステップに従う

こと。 

1. 身の安全が脅かされていると感じる場合は、警察に相談する。 

2. クラブ役員（クラブ会長または幹事）、地区リーダー（地区ガバナー

または地区ガバナーエレクト）、あるいはゾーンのリーダー（RI 理事

）に通知する。 

3. 問題について国際ロータリーのクラブ・地区支援室（cds@rotary.org 

）に報告する。 
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4. 青少年がかかわるハラスメントまたは虐待の申し立てはすべて、72 時

間以内に国際ロータリーに報告（youthprotection@rotary.org）しな

ければならない。 

* ここに挙げられた特性は、ロータリー章典第 26.120.節「会合、行事、ま

たは活動におけるハラスメントのない環境」からの引用である。ロータリ

ー章典が改訂された場合、この行動規範も改訂される（2024 年 4 月理事

会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2021 年 6 月理事会会合、決定 184 号 

2021 年 11 月理事会会合、決定 34 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

 

  

http://mailto:youthprotection@rotary.org/
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第 27 条   RI 会長 

 

27.010. RI 会長候補者および会長指名委員会に関する規定 

27.020. RI 会長の職務 

27.030. 公式の活動 

27.040. 理事会を代行する権限 

27.050. その他の活動 

27.060. 年次目標 

27.070. 職員の支援 

27.080. 財務 

27.090. 会長諮問委員会 

 

 

27.010. RI 会長候補者および会長指名委員会に関する規定 

27.010.1. 会長の任務および責務についての宣言文書 

各会長候補者には、RI 細則およびロータリー章典に定められた会長の任

務および責務の概要を提供するものとする。会長候補者が使用する所定の

書式には、候補者が、時折改正される会長の任務と責務について読み、理

解し、遵守する意思があることを示す候補者による署名入りの宣言文書を

含めるものとする（2005 年 11 月理事会会合、決定 38 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 317 号。 

2005 年 11 月理事会会合、決定 38 号により改正 

 

27.010.2. 会長指名委員会の職務遂行のための指針 

RI 理事会は、RI 会長指名委員会の任務遂行のための手続を採択した。 

 

守秘義務 

 

会長指名委員会の委員として立候補する人は、RI 会長候補者に代わって

選挙運動または当選を図るための活動を目的として何者かから接触があっ
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た場合に RI 会長に直ちに通知することを義務づけた、法的拘束力のある

合意書に、立候補時に署名しなければならない。指名委員会の委員は、委

員会会合の前後において、委員会の仕事について他の委員または他のいか

なる人とも話さないものとする。また、委員会会合において審議に参加す

る時以外は、いかなる時も、委員会の審議や討議の内容について話し合っ

たり、漏洩したりしないものとする。この守秘義務は、正式に提出された

選挙の不服申し立てを調査する目的で、唯一理事会のみが、または理事会

を代表する RI 選挙審査委員会のみが、例外を設けることができる。指名

委員の氏名は、委員が選ばれる年度の 6 月 30 日を過ぎるまで公表できな

い。 

 

委員会会合の準備 

1. 事務総長は、委員会と協力し、また委員会の援助にあたる事務局職員

を任命し、その際、委員会の一切の活動を厳密に極秘とすべきである

という指示を与える。 

2. RI 会長候補者は、ロータリーのビジョンと目標を 300 語以内にまとめ

た宣言文を提出するよう求められるものとする。 

3. RI 会長候補者は委員会による面接の機会が与えられると定めた RI 細則

第 10.050.2.項に従って、RI 会長、会長エレクト、会長ノミニーはロー

タリーの主要な課題を特定して毎年 3～5 問の質問を作成し、候補者は

書面にて回答するよう求められる。理事は、会長、会長エレクト、会

長ノミニーの検討に付すための質問案および主要な課題を 3 月 1 日ま

でに提出するよう求められる。 

3～5 問の質問への候補者の回答は、1 問につき 150 語以内に制限する

ものとする。ロータリーが直面している主要な課題のリストは、指名

委員会と共有する。 

4. 事務総長は、指名委員会による検討のため自分の氏名を提出したロー

タリアンに面接の質問を送付するものとする。面接の質問への回答は

7 月 10 日までに返送しなければならない。 
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5. 候補者から提出された宣言文が、提出された言語において適用される

制限語数を超えている場合、その宣言文を RI 会長指名委員会に送付し

ないものとする。 

6. 会長を務める意志と能力のある候補者があり、会長を務めることがで

きるとしてリストに名前を載せることを希望する旨を事務総長に通知

した元理事のリストをアルファベット順に作成し、それぞれが所属す

るロータリークラブの名称をそこに大文字で記載する。RI 細則第

10.040.3.項に従って、事務総長はこのリストを 7 月 15 日までに委員

会委員に転送するものとする。候補者が 6 名を超えた場合、委員会委

員は 5 日以内に上位 6 名の候補者に投票することが義務づけられる。

期日までに投票しなかった委員会委員は、委員会会合に出席しないも

のとする。票を集めた上位 6 名は最終選考に残ったとみなされ、事務

総長より委員会との直接面接に招待される。同数票により 6 位に 2 名

以上の候補者がいる場合、これは 7 名以上が最終候補者として検討さ

れることとなるため、この数を 6 名に減らすため、同数表の候補者間

での 2 回目の投票を即座に行うものとする。この 2 回目の投票は、当

初の投票から 48 時間以内に行われなければならず、単数移譲式投票で

実施されるものとする。この 2 回目の投票でも同数票が割れない場合

、同数票を得た全候補者が委員会による対面での面接への出席が求め

られるものとする。最終選考者の旅費および関連費用は RI が支払うも

のとする。面接に招待されなかった候補者は、それ以上委員会による

検討の対象とならないものとする。候補者が 6 名以下の場合、候補者

全員が最終選考に残ったとみなされ、面接に招待されるものとする。 

7. 委員会が認めた最終選考者について、担当職員が以下の資料を各委員

に対して準備するものとする。これらの資料は会合の 5 日前に委員会

委員に電子的に送付される。これらの資料の印刷版は委員会会合の前

日に各委員に配布される。 

a. 委員会会合の手順に関する事務総長からの非公式の手紙 1 通 

b. 「会長指名委員会の職務遂行のための指針」、1 部 

c. RI 細則第 10 条、1 部 
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d. 本章典 27.020 節に記載された RI 会長の職務内容を記した文書 

e. 会長職立候補者のアルファベット順リスト、1 部 

f. RI 理事会が作成したロータリーの主要な課題のリスト、1 部 

g. 前年度の指名委員会が作成した面接の質問票、1 部 

h. 各候補者につき以下の資料を 1 部ずつ 

i. 候補者が提出した現在の写真 

ii. 1 ページの背景情報を含む、候補者から提出されたフォーム 

iii. RI 理事会が作成した面接質問に対する書面での回答 

iv. ビジョンと目標についての声明 

v. 候補者が歴任した RI 委員会の時系列順リスト 

vi. 事務局に記録されている一般的な経歴情報 

8. 委員長と幹事の選出は、会合に先立って事務総長の指示の下に行われ

る電子投票によるものとする。事務総長は、委員長または幹事を務め

る意思を示した指名委員会各委員の氏名を記載した単一移譲式投票用

紙を準備し、配布するものとする。各委員は、委員長を選ぶために 1

票、幹事を選ぶために 1 票を投じるよう求められるものとする。委員

長と幹事は、連続して 2 期を超えて務めないものとする。 

委員会会合で 

9. 指名委員会委員は、アルファベット順に着席するものとする。 

10. 事務総長は、RI 細則（第 10.050.1.項）に「委員会は、会合を開き、会

長を務める意思があることを表明した元理事のリストの中から、居住

国にかかわらず、最適任のロータリアンを指名するものとする」と規

定されていることを、委員会に通知するものとする。ただし、委員会

は同じ居住国からの候補者を 2 年連続で指名しないものとする。 

11. 事務総長の指示に従って、正規に選ばれた指名委員および委員が必要

とする通訳以外はいかなる者も委員会会合中に出席できない。ただし
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、委員長または他の委員が要請した場合には、事務総長または任命さ

れた職員が会合に入ることができる。この職員は、万一、援助が必要

とされる場合に会合中に委員会を援助し、委員長の直接の監督の下に

協力するものとする。 

12. 委員会が審議を始める前に、委員長は委員に、候補者または候補者を

代理する者から、RI 会長への立候補に関連していかなる方法によるか

を問わず接触があったか、直接・間接を問わず指名委員に影響を及ぼ

す活動を認知しているかを質問し、認知している場合にはその場でこ

れらの活動について委員会に知らせるよう求めるものとする。委員長

はこの時点で委員全員に、委員会の委員に影響を及ぼす試みについて

の開示陳述書に目を通して署名するよう求めるものとする。候補者の

ための選挙活動や運動を適切に報告しなかったことが後に判明した委

員は、元 RI 理事の身分の剥奪、元地区ガバナーの身分の剥奪、今後 RI

委員としての任命の禁止などを含む処罰を RI 理事会から科される可能

性がある。 

13. 各候補者に問われる質問は、次のように作成するものとする。委員長

と幹事の選出後、委員長は委員会委員に二つの質問案を提出するよう

依頼するものとする。委員長と幹事は、必要に応じて他の委員と協力

して、委員が受け取った回答に基づいて質問案を作成し、会合の午前

中に委員会に提示するものとする。事務総長は、委員会が質問を作成

して議論をするため、会合の開始から最初の面接までに少なくとも 90

分間を割くものとする。 

14. 委員会は、前もって委員会が認めた最終選考者に対し、候補者が希望

する言語で、それぞれ 45 分以内の面接を行うものとする。面接の一部

として、各候補者には、理事会により作成され、委員会会合に先立っ

て候補者に配布された主題について事前に準備した声明を述べるため

に最大 5 分が与えられ、締めくくりの言葉を述べる場合には、そのた

めに最大 3 分が与えられる。委員会は、候補者の通訳のニーズを考慮

し、独自の判断でこれらの時間を調整できる。最終候補者は、事務総

長が事前に割り当てた通りに順不同で面接を受けるものとする。指名

委員会の同じ委員が、各面接において同じ質問を尋ねるものとし、補
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足質問は認められないものとする。候補者には、質問される際に質問

が表示され、希望に応じて質問を書き留める機会を提供されるものと

する。事務総長は、候補者の回答時間を測るため、委員会の幹事と候

補者の両者に見えるように計時装置を提供するものとする。事務総長

は候補者に、メモを持参して面接中に参照してもよいことを通知する

。 

15. 面接を終えて会長選出の投票を行う前に、指名委員会は、各候補者の

資格と声明文書について話し合うものとする。委員会が審議手続を開

始した後は、ノミニーが選出されるまで委員は退室すべきではない。 

16. 候補者全員に関する話し合いの後、委員長は、事務総長が準備し、候

補者の指名がアルファベット順に記載された投票用紙を配布し、4 名

の候補者に投票するよう各委員に指示するものとする。 

本段落に基づいて行われる投票は、すべて無記名投票で行われるもの

とする。幹事が投票の結果を発表した後、候補者が 2 名に減り、最終

的に 1 名が選出されるまで同様の手順が取られるものとする。前述に

関わらず、少なくとも 6 名の委員が要請した場合はいかなる時点でも

、既に前回の投票で落選した候補者を再検討することができる。投票

は、2 名の候補者が残り、最後の 2 名の候補者のうち 1 名が少なくと

も 10 票を獲得するまで続けられなければならない。これは、たとえ前

回の投票で 10 票以上を獲得した候補者がいたとしても、適用される。

委員会は、補欠候補者を選出せず、最後の票決で 2 位となった者は補

欠候補者とはみなされないものとする。 

17. 最後の 4 名または 2 名の候補者への投票で同数票となった場合、同数

票を得た候補者は次回の投票に進むものとする。最終投票に 2 名を超

える候補者が残り、1 回目の投票で 10 票を獲得した候補者がいない場

合、得票数が最も少ない候補者はその後の投票の対象から除外するも

のとする。  

18. RI 細則（第 10.050.3.項）には、「委員会の委員 12 名をもって定足数

とする。委員会のすべての議事は多数決によるものとする。ただし、



国際ロータリー章典 

2024年 10月 236 

委員会による会長ノミニーの選出には、委員のうち少なくとも 10 名が

そのノミニーに投票することを要する。」と規定されている。 

19. ノミニーの氏名を記した委員会の報告書は、委員会を代表して委員長

が署名をした上で、事務総長に渡され、認証されるものとするこの報

告書が、委員会の唯一の正式な記録となる。事務総長は、RI 細則に従

い、報告書の内容と指名委員の氏名を各クラブに通知する。 

20. 他の会長ノミニーを選出する必要が生じた場合、事務総長は、指名委

員会による審査の対象となることを希望する旨を以前事務総長に伝え

た元理事に連絡を取るものとする。この時点においても審査の対象と

なることを希望する候補者が、委員会により審査されるものとする。

委員会のあらゆる緊急会議において用いられるこの手続きは、できる

限り詳細にわたりこの手続きに従うものとする。 

21. 委員会が直接会うことが実現困難だと RI 理事会が判断した場合、RI 理

事会は、バーチャルな委員会会合を許可できる。委員会のあらゆるバ

ーチャル会合において用いられる手続きは、RI 会長によって定められ

るものとし、できるだけこの手続きに厳密に沿って進められるものと

する。  

委員会会合の後 

22. 委員会が審議する十分な時間が取れるよう、委員は、委員会会合の翌

日まで出発する予定を立てるべきではない。 

23. RI 会長指名委員会により選出された候補者が提出したビジョンと目標

の声明ならびに RI 理事会が作成した面接用質問への回答は、ロータリ

アンが入手できるようにするものとする 

（2023 年 5 月理事会会合、決定 140 号）。 

 

出典：1977 年 10～11 月理事会会合、決定 97 項。 

1999 年 2 月理事会会合、決定 190 号、2005 年 3 月理事会会合、決定 182 号、2005 年 6

月理事会会合、決定 275 号、2005 年 7 月理事会会合、決定 13 号、2005 年 11 月理事会

会合、決定 54 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2007 年 6 月理事会会合、決定

264 号、2008 年 1 月理事会会合、決定 148 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、
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2011 年 1 月理事会会合、決定 122 号、2011 年 5 月理事会会合、決定 178 号、2013 年 6

月理事会会合、決定 202 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 115 号、2014 年 7 月理事会

会合、決定 17 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 170 号、2016 年 4 月理事会会合、決定

157 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 45 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 86 号、

2017 年 1 月理事会会合、決定 88 号により改正。2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号、

2017 年 6 月理事会会合、決定 156 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号、2019 年 1

月理事会会合、決定 83 号、2019 年 1 月理事会会合、決定 84 号、2019 年 10 月理事会会

合、決定 29 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号、2020 年 6 月理事会会合、決定

167 号、2020 年 9 月理事会会合、決定 23 号、2021 年 6 月理事会会合、決定 185 号、

2022 年 4 月理事会会合、決定 121 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 112 号、2023 年 5

月理事会会合、決定 140 号により改正 

 

27.010.3. 指名委員会による会長ノミニーの選出 

RI 会長ノミニーの選出は、もっぱら会長指名委員会のみの責任で行われ

る。会長ノミニーの選出に関し、直接・間接を問わず、委員会の決定に影

響を及ぼそうとする委員会外部からのいかなる試みも禁じられている。前

述の事項は、クラブと個々のロータリアンの注意を喚起するよう適切な

RI 文献資料に含めるものとする（2007 年 2 月理事会会合、決定 149 号）

。 

 

出典：1963 年 1 月理事会会合、決定 79 号。 

2007 年 2 月理事会会合、決定 149 号により改正。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 93 号により確認 

 

27.010.4. 選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動 

指名委員会委員は、委員会会合の前に、直接、間接を問わず、候補者の利

益または不利益となるような影響を他の委員に及ぼすような行動を取らな

いことに同意するものとする（2007 年 2 月理事会会合、決定 149 号）。 

 

出典：2007 年 2 月理事会会合、決定 149 号 

 

27.010.5. 会長指名委員会の会合日における会合および訪問 

RI 会長および財団委員長は、RI 会長指名委員会の会合が開かれる日にエ

バンストンにおいて RI あるいは財団の委員会が会合することを許可すべ
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きではない。会長および RI 会長指名委員会委員ではない元ロータリー中

央役員は、RI 会長指名委員会の会合が開かれる日に世界本部を訪問すべ

きではない（2006 年 11 月理事会会合、決定 35 号）。 

 

出典：2005 年 3 月理事会会合、決定 182 号 

2006 年 11 月理事会会合、決定 35 号により改正 

 

引照 

26.060.4. 選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動に関する規則 

 

 

27.020. RI 会長の職務 

RI 会長の職務内容は、RI 会長候補者および RI 会長指名委員会に配布され

るものとする。 

 

地位 

RI 会長は RI の最高役員である。会長は RI 理事会のメンバーである。 

 

RI 会長の任務および責務 

ロータリー章典第 28.040.節に規定された RI 理事の任務と責務に加え、RI

会長は、 

 

1. 全世界のロータリアンのために意欲を与え、鼓舞するリーダーとなる

ものとする。 

2. RI の第一の代弁者となるものとする。 

3. すべての国際大会、理事会会合、および他の RI 国際会合を主宰する。 

4. 事務総長に助言する。 

5. RI 委員会およびリエゾン（理事会と相談の上）、地区大会代理、およ

びその他のボランティアの役職を任命する。 

6. 理事会による選挙のためロータリー財団管理委員を任命する。 
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7. 年度の初めに理事と相談し、個々の目標について合意する。 

8. 各理事会会合において、会合の合間に行われた決定事項を理事に報告

する。 

9. ガバナーの実績を審査し、必要があれば助言および指導にあたる。 

10. RI 理事会により会長に委任された任務を含め、RI 戦略計画に沿った会

長職の他の任務を遂行する。 

11. ロータリーの内部において最重要事項である会員増強を促進する。 

12. 理事会により決定された予算および方針の枠内で、世界中のロータリ

アンを訪問する。 

13. 委員会の職権上の委員を務め、場合によってはその会合に出席する。  

14. 組織が直面する問題について事務総長および理事会と議論する。 

15. 組織の優先事項および統括事項について理事会の活動を指導し調停す

る。  

16. 事務総長とともに、理事会が懸念する問題について見直す。  

17. 組織計画および財務報告を監視する。  

18. 国際ロータリーのロータリー財団を推進する上でリーダーシップを執

る。  

19. 事務総長と連携し、事務局職員の日常業務を管理する事務総長の権限

を尊重しながら、理事会の決定が遂行されていることを確認する。理

事会とともに、理事会と事務局職員の間の役割と責務に関する明確化

の問題に対処する。 

20. ロータリー財団管理委員長と定期的に協議し連携する。 

21. 会長エレクトおよび会長ノミニーと定期的に協議し連携する。 

22. 会長エレクトおよび会長として就任する前に、オリエンテーション、

ガバナンス研修、その他の準備会合に出席・参加する。 
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会長の任期／参加 

国際ロータリーの会長は 1 年の任期を務める。就任の前年に、会長は会長

エレクトを務める。会長と会長エレクトはいずれも RI 理事会のメンバー

となる。そのため、会長と会長エレクトは年 4 回の理事会会合に出席およ

び参加するよう期待されている。理事会会合は通常、米国イリノイ州エバ

ンストンの世界本部、あるいは国際大会または国際協議会の周辺地域にて

開催される。会長エレクトは就任前にオリエンテーションプログラムに出

席し、最多 2 回の理事会会合にオブザーバーとして出席するよう期待され

ている。会長は再選されない。 

 

資格要件 

RI の会長候補者は、会長に指名される以前に RI の理事としてその任期の

全期を務めた者でなければならない。ただし、全期に足りない在職であっ

ても、理事会がこの規定の趣旨に照らして差し支えないものと認めた場合

はこの限りでない。 

 

これはロータリーの使命に情熱を注ぎ、組織におけるリーダーシップの実

績のある個人にとって特別な機会である。候補者は、事業、政府、慈善事

業、または非営利部門において指導者の地位に到達した人物であるべきで

ある。その功績により、優れた資質を持つ有能な他の理事および組織の指

導者と協力して任務を遂行できる。 

 

理想的な候補者は以下の資格要件を備えているべきである。 

 

1. 事業、政府、社会事業、または非営利部門において専門家としての経

験および経営面でのリーダーとして傑出した功績。  

2. ロータリーの会員と受益者へのコミットメント（献身）と理解。 

3. 多様な人びとの関係を培い、コンセンサスを築くことのできる外交手

腕および自然な親近感。  

4. 高潔性、信頼性、ロータリーの向上への情熱といった個人的な資質。 
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5. 国際ロータリーおよびロータリー財団のプログラム、財務、運営、管

理に関する知識。 

6. 非営利または慈善目的を特に重視する他の運営組織での任務経験。 

7. 優れた協調および交渉手腕。 

8. 優れたコミュニケーション能力（口頭および書面）。 

9. 任期中に組織のビジョンを効果的な行動計画に転換できる能力 

10. 前任者および後任者と連携する能力。 

（2024 年 5 月理事会会合、決定 171 号）。 

 

出典：2016 年 4 月理事会会合、決定 164 号。 

2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 161 号、2024 年 5

月理事会会合、決定 171 号により改正 

 

 

27.030. 公式の活動 

組織の最高役員として、RI 会長は、以下の活動を行うものとする。 

 

27.030.1. RI の代表者としての会長 

会長は、各国首脳、政府と市民の指導者、報道機関、および一般の人びと

に対し、ロータリーの主たる代表者となる（1998 年 6 月理事会会合、決

定 348 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 48 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 348 号 

 

27.030.2. RI の活動と仕事の会長による推進 

会長は、事務総長と相談しながら、RI の奉仕活動と仕事を推進し、促進

する（1999 年 8 月理事会会合、決定 43 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 48 号。  

1999 年 6 月理事会会合、決定 293 号、1999 年 8 月理事会会合、決定 43 号により改正 
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27.030.3. 会長によるガバナーの審査 

会長は、適宜、ガバナーの実績を審査し、必要があれば助言および指導に

あたる（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 48 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 348 号 

 

27.030.4. 会長代理の地区大会への出席 

会長は、ロータリアンを任命することで地区大会に代理を送ることができ

る（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 48 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 348 号 

 

27.030.5. 会長のエイド 

会長は、会長の任務に関連し、さまざまな方法で直接に支援を行うエイド

を任命する権限がある（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 48 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 348 号 

 

27.030.6. 会長の権限の委任 

会長は、会長が判断する条件の下で、会長の権限のいずれをも理事および

事務総長に委任することができる（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号

）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 48 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 348 号 

 

27.030.7. 第一の代弁者としての会長 

会長は、RI の第一の代弁者であり、全世界のロータリアンのために意欲

を与え、鼓舞するリーダーとなるものとする（2016 年 9 月理事会会合、

決定 28 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 48 号。 
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2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

27.030.8. 議長としての会長 

会長は、理事会の議長となり、理事会の全会合を主宰する。会長は、すべ

ての国際大会および他の RI 国際会合を、また会長エレクトとともに国際

協議会を主宰する（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 48 号。 

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

 

27.040. 理事会を代行する権限 

 

27.040.1. 緊急事項 

会長は、理事会あるいは執行委員会が会合中ではなく、あるいは会合を招

集したり、連絡が取れない場合に、組織規定文書の規定に従い、緊急事項

において理事会の役目を果たす権限がある（2007 年 6 月理事会会合、決

定 226 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 48 号。 

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号により改正 

 

27.040.2. 地区ガバナーとなるための資格を免除するための要請 

理事会は、しかるべき理由により、理事会に代わって RI 細則に明記され

た地区ガバナーのいずれかの資格からロータリアンを免除する権限を会長

に与える（2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号）。 

 

出典：1987 年 11 月理事会会合、決定 85 号 

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号により改正 
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27.040.3. ガバナーまたはガバナーエレクトの空席補充 

会長は、RI 細則により義務づけられている場合、ガバナーまたはガバナ

ーエレクト職の空席を補充するためにロータリアンを選出するにあたり、

理事会を代行する権限がある。理事会は、会長が、選出の前に、空席が補

充される対象地域の現職理事に相談するよう求めている（2016 年 4 月理

事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：1981 年 6 月理事会会合、決定 25 号、2000 年 2 月理事会会合、決定 298 号。 

2005 年 11 月理事会会合、決定 38 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 106 号、2016 年

4 月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

27.040.4. 新地区においてガバナーノミニーを選挙するための郵便投票 

新地区において、再編以前に当該クラブが使っていたのと同じ手続で、新

地区設立が有効となる前にガバナーノミニーを選出することが実際的でな

い場合、理事会および理事会を代行する会長は、郵便投票の実施を承認し

、1 名のガバナーを指定して郵便投票の実施に当たらせるものとする（

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号）。 

 

出典：1981 年 2 月理事会会合、決定 282 号 

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号により改正 

 

27.040.5. 被選役職の候補者の失格 

会長または事務総長は、RI 細則第 13.030.5.項に従い、候補者が RI 選挙審

査手続の完了を待たずに「ロータリー以外の機関」に訴えたとの報告を事

務総長が受理し、証明した場合、理事会に代わり、RI 選挙審査委員会に

照会することなく、この候補者を失格とするものとする（2016 年 9 月理

事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1995 年 11 月理事会会合、決定 81 号、1997 年 6 月理事会会合、決定 301 号、

2001 年 6 月理事会会合、決定 326 号。 

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 
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27.040.6. 郵便投票による理事指名委員会委員の選挙 

理事会、および理事会を代行する会長は、RI 細則第 11.020.10.項に従い、

郵便投票で理事指名委員会の委員と補欠委員を選出することを、地区に許

可することができる（2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号 

 

27.040.7. 理事ノミニー選出の期日の変更 

会長は、理事会に代わり、理事ノミニーの選出の期日を変更する権限が与

えられている（2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号 

 

27.040.8. RI 監査委員会委員の任命 

RI 細則第 17.020.節およびロータリー章典第 31.080.節に従い、会長は、

理事会に代わり、RI 監査委員会委員を任命する権限が与えられている（

2011 年 9 月理事会会合、決定 140 号）。 

 

出典：2009 年 7 月理事会会合、決定 14 号 

2011 年 9 月理事会会合、決定 140 号により改正 

 

27.040.9. RI 財務委員会への理事の任命 

RI 細則第 17.010.節に従い、会長は、理事会に代わり、理事を RI 財務委員

会に任命する権限が与えられている（2009 年 7 月理事会会合、決定 14 号

）。 

 

出典：2009 年 7 月理事会会合、決定 14 号 

 

27.040.10 RI 執行委員会委員の任命 

理事会は会長に、執行委員会の委員および委員長を任命する権限を与えて

いる。この委員には、会長、会長エレクト、副会長、および財務長が含ま

れる（2013 年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 
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出典：2013 年 6 月理事会会合、決定 197 号 

 

27.040.11. 会長指名委員会の空席補充 

RI 細則第 10.020.3.項および第 10.030.8.項に従い、理事会は会長に、理事

会に代わり、必要に応じて会長指名委員会の空席を補充するための委員を

任命する権限を与えている（2009 年 11 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：2009 年 6 月理事会会合、決定 234 号 

 

27.040.12. 委員会の空席補充 

RI 会長および／または会長エレクトは、適切とみなされロータリーにと

って得策である場合、RI 細則に従い、委員会委員長と相談した後、およ

び委員の業績と参加の客観的基準に基づいた上で、委員会委員を任命およ

び交代する権限が与えられている（2017 年 6 月理事会会合、決定 160 号

）。 

 

出典：2013 年 6 月理事会会合、決定 204 号。 

2017 年 6 月理事会会合、決定 160 号により改正 

 

27.040.13. 決議審議会および規定審議会 

会長は、理事会の規定審議会諮問委員会委員長の同意を得て、理事会会合

の合間の期間に、決議審議会および規定審議会に関するすべての事項を決

定する権限を有する（2020 年 9 月理事会会合、決定 33 号）。 

 

出典：2020 年 9 月理事会会合、決定 33 号 

 

27.040.14. パストガバナーのステータス 

会長は、理事会に代わり、ガバナーとしての任期が満了していない個人が

、RI 細則の規定の下、ロータリー章典第 30.050.節に従ってパストガバナ

ーとみなされ、より高い役職に就く資格があるかどうかを判断する権限が

与えられている（2021 年 6 月理事会会合、決定 194 号）。 
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出典：2021 年 6 月理事会会合、決定 194 号 

 

 

27.050. その他の活動 

 

27.050.1. 委員会委員長 

会長は、前年度に同じ委員会に奉仕したロータリアンを RI 委員会の委員

長に任命するよう推奨されている（2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号

）。 

 

出典：1987 年 6 月理事会会合、決定 13 号。 

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号により改正 

 

27.050.2. 国際大会委員会 

会長は、毎年、委員会が任命される国際大会あるいは国際会議の開催年度

に就任する会長エレクトと協議のうえ、RI 国際大会委員会および国際会

議委員会の委員長を任命するよう推奨されている（1998 年 6 月理事会会

合、決定 348 号）。 

 

出典：1966 年 1 月理事会会合、決定 90 号、1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号 

 

27.050.3. 会員増加における RI 会長の役割 

RI 会長は、新クラブの結成、会員の入会・参加促進のための達成と測定

が可能な具体的目標を定めるよう要請されている。これらの目標は地区ガ

バナーとクラブ会長に伝達して適用してもらう（2016 年 4 月理事会会合

、決定 157 号）。 

 

出典：2005 年 11 月理事会会合、決定 100 号。 

2006 年 2 月理事会会合、決定 137 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2016 年 4

月理事会会合、決定 157 号により改正 
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引照 

31.040. 委員会の任命 

 

27.060. 年次目標 

次年度の年次目標を発表することは、会長エレクトの特権である。継続性

が奨励される。会長の年次目標は RI の戦略計画に沿ったものでなければ

ならない。 

 

各ロータリー年度の RI およびロータリー財団の目標は、RI 会長エレクト

が管理委員長エレクトと協力して策定する。前年度の目標からの継続性が

望ましい。 

 

会長エレクトは、次年度の RI とロータリー財団の合同年次目標を発表す

る。この目標は、会長エレクトが会長に就任する前年度の最初の理事会会

合において検討され承認されるものとする（2024 年 5 月理事会会合、決

定 171 号）。 

 

出典：1961 年 1 月理事会会合、決定 76 号。 

2011 年 9 月理事会会合、決定 37 号、2016 年 7 月理事会会合、決定 13 号、2019 年 4 月

理事会会合、決定 140 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2024 年 5 月理事会会

合、決定 171 号により改正 

 

 

27.070. 職員の支援 

 

27.070.1. 事務総長および上級マネジャーによる会長への支援 

1. 事務総長から、上級職員の役割と機能と責務、各部署の管理に関する

現在の計画と今後の計画案、および上級職員の雇用状況における変更

について報告を受ける。  

2. 事務総長から、RI の主要出版物で言及されている著しい変更について

報告を受ける。  
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3. 予算に定められている収入と支出について大きな変更がある場合、事

務総長もしくは最高財務責任者から報告を受ける 

（2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：1976 年 5～6 月理事会会合、決定 234 号。 

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

 

27.080. 財務 

 

27.080.1. 会長と会長エレクトへの支払いの見直し 

米国の所得税法を遵守するため、理事会は、米国財務規定第 53.4958-6 項

あるいは時折影響を与える以後の規定に準拠するべく、該当する規定に明

記されている内容に従い、そうした支払いが「妥当なもの」と見なされる

よう、会長と会長エレクトに支払われる金額を検討する。本件は、毎年、

理事会の年度最後の会合で審議され、理事会は毎回支払い金額を変更する

ことを検討するものとする。 

 

会長と会長エレクトは各々、執行委員会の討議、それぞれ自分に関係する

事項についての執行委員会報告書の起草と承認、あるいはそれぞれ自分に

関係する執行委員会報告書の理事会による討議と採択には、参加しないも

のとする（2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 450 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号により改正 

 

27.080.2. クラブ訪問のための旅行 

RI 会長に招請状を出す地区とクラブには、RI の年次予算における経費配

分で賄われる項目について通知されるものとする。これらはすなわち、会

長とそのパートナーへの当該地区への往復の旅費、会長からエイド（補佐

役）の要請があった場合のエイドの地区内における交通費、および個人的

な費用である。  
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会長および会長エレクトによる訪問の招請状を出すクラブや地区の財政的

負担は、ホテル宿泊費、地上交通旅費、および食費である（1998 年 6 月

理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1981 年 5 月理事会会合、決定 452 号、1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号 

1991 年 7 月理事会会合、決定 2 号により改正 

 

27.080.3. 旅行に同行する会長、会長エレクト、会長ノミニー、および事務総長のパ

ートナー 

ロータリーの家族のイメージを強調する、ロータリアンと、ロータリアン

同士で、さらにそのパートナーとの親睦を深める、ロータリー財団に代わ

って寄付推進を支援する、地方メディアにおいてロータリーとそのプログ

ラムの広報をさらに増やす、ロータリーの家族への献身を伝える、パート

ナーのロータリーへの関与を奨励する、ならびに男性と女性のロータリア

ンにアピールするという組織としての目標を推進するため、会長のパート

ナー、会長エレクトのパートナー、会長ノミニーのパートナー、および事

務総長のパートナーは、ロータリーに関連する旅行に同行するよう要請さ

れる。そのようなパートナーの旅行は、真に国際ロータリーの業務目的を

果たすためのものであり、職務を裏付ける適切な必要書類が提出された場

合に資金が提供されるものとする。事務総長は、この方針を遵守している

ことを確認する手続きを定めるものとする（2020 年 9 月理事会会合、決

定 25 号）。 

 

出典：2010 年 1 月理事会会合、決定 167 号。 

2012 年 1 月理事会会合、決定 160 号、2020 年 9 月理事会会合、決定 25 号により改正 

 

27.080.4. パートナーがいない場合の、会長の成人の家族のための RI による経費の

支払い 

会長とパートナーの経費支払いが承認され、かつ会長にパートナーがいな

いすべての場合に、会長の裁量において、成人に達している会長の家族 1
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名のために支払いが承認される（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）

。 

 

出典：1991 年 4 月理事会会合、決定 10 号、1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号 

 

27.080.5. 会長および会長エレクトの家族の国際大会への旅費の支払い 

RI は、会長および会長エレクトが国際大会に直系親族を同伴するにあた

って発生する諸費用、すなわち往復エコノミークラスの航空運賃（会長も

しくは会長エレクトの親にはビジネスクラスの航空運賃）、1 日あたりの

ホテル代と食費、一般登録費とその他国際大会関連の行事の費用を支払う

。ただし、RI により支払われる経費は、連続した 2 回の国際大会におい

て第 1 年目に会長エレクト、第 2 年目に会長を務める同じ一人の役員の家

族に対し、2 年間に 20 人までとする。この費用は、大会予算の一部では

ないものとする。直系親族とは、会長と会長エレクトおよびそれぞれのパ

ートナーの両親、祖父母、実子と継子、孫、継孫、姪、甥、その兄弟姉妹

およびそのパートナーのみが含まれる。会長および会長エレクトは、費用

が支払われる人物のリストを事務総長に提供し、事務総長はそれを基に受

領資格を確認するものとする。本条項に基づいて弁済される経費について

は、受給者が支払う一切の税金も含まれる（ただし税率は上記に掲げられ

た項目の 46％を超えてはならない）（2021 年 1 月理事会会合、決定 103

号）。 

 

出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 190 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号、

2002 年 11 月理事会会合、決定 176 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 330 号。 

1991 年 11 月理事会会合、決定 154 号、1995 年 2 月理事会会合、決定 199 号、2016 年

4 月理事会会合、決定 157 号、2021 年 1 月理事会会合、決定 103 号により改正 

 

27.080.6. 「資格のない人物（Disqualified Persons）」の家族への報酬 

事務総長は、法令の規定により、会長、会長エレクト、事務総長、副事務

総長、すべてのゼネラルマネジャー、および最高投資責任者として定義さ

れる「資格のない人物」として特定された個人の家族に対する報奨を毎年

検討するものとする（2018 年 1 月理事会会合、決定 73 号） 
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出典：2017 年 9 月理事会会合、決定 31 号 

2018 年 1 月理事会会合、決定 73 号により改正 

 

27.080.7. 運営予算を超過した支出 

会長、会長エレクト、および会長ノミニーの運営予算を超える支出案は、

事前に理事会の執行委員会の承認を得て、事後に理事会に報告しなければ

ならない（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：2019 年 4 月理事会会合、決定 140 号 

2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号にて改正。 

 

 

27.090. 会長諮問委員会 

会長は、会長に助言を行う元会長から成る、あるいは元会長を含む、極め

て経験豊富な独立したロータリアンによる少人数の諮問委員会を選任する

ことができる（2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 317 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号により改正 
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第 28 条   RI 理事会 

 

28.005. 理事会に関連する方針 

28.010. 理事の選出方法 

28.020. オリエンテーション、ガバナンス研修、戦略計画 

28.030. 会合 

28.040. 国際ロータリー理事会の職務 

28.050. 理事会の決定に対する提訴 

28.060. ロータリーの会合およびラーニング行事におけるパートナーの出席 

28.070. 理事とガバナーの関係 

28.080. 理事と地域リーダーの関係 

28.090. 利害の対立に関する方針 

28.100. RI 理事と役員の補償 

 

 

28.005. 理事会に関連する方針 

理事会は、理事会の職務に関する以下の方針を採択した。これらの方針は

、毎年、理事会の第 1 回会合において検討すべきである。 

 

I. RI 理事会の役割 

 

RI の定款および細則は、理事会に対して一定の任務と責務を課すととも

に、これらの任務と責務を遂行するために理事会に対して一定の権限を与

えている。 

 

定款および RI 細則、1986 年イリノイ州非営利財団法およびその後の改正

に従って、RI の業務ならびに資金は理事会の指示と管理の下に置かれる

（RI 定款第 5 条第 2 節）。 

 

RI 理事会は、以下の目的のために必要なあらゆることを行う責任を負う

ものとする。 
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• RI の目的の推進 

• ロータリーの目的の達成 

• ロータリーの基本原則の研究と教育 

• ロータリーの理念、倫理および独創的組織の保全、ならびにロータリ

ーの全世界への拡大 

RI 定款の第 2 条は、RI の目的を以下のように規定する。 

• ロータリーの目的を推進するようなプログラムや活動を追求している

クラブ、ローターアクトクラブ、地区を支援すること。 

• 全世界にわたって、ロータリーを奨励し、助長し、拡大し、管理する

こと。 

これらの目的を遂行するため、理事会は、戦略計画を採択し、各ゾーンに

おける実施を監督し、計画の進捗状況を各規定審議会で報告するものとす

る（RI 細則第 5.010.3.項）。理事会は、定期的に戦略計画を見直すものと

する。 

 

理事会は、以下に対する責務を負う。  

• 組織の方針を設定すること。  

• 事務総長による方針実施の評価を行う。  

• RI のすべての役員、役員エレクト、役員ノミニー、委員会に対する総

括的管理および監督を行う（RI 細則第 5.010.2.項）。 

• 定款、細則、1986 年イリノイ州非営利団体法、およびその後の改正に

よって与えられた権限を行使する（RI 細則第 5.010.2.項）。 

理事会は、事務総長を選任する（RI 細則第 6.040.節）。 

 

クラブは、理事会の総括的管理の下で運営される（RI 定款第 7 条第 2 節

）（2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：1999 年 7 月理事会会合、決定 9 号。 
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2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号、2013 年 7 月理事会会合、決定 11 号、2019 年 10

月理事会会合、決定 30 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号により改正 

 

II. 理事会の役割と責務 

1. 理事会は、組織の方針立案者として機能する。規定審議会および決議

審議会が立法機関の役割を果たす一方、新しい方針の立案と策定、現

行の方針の見直し、さらに適切な場合に方針を修正するのは理事会で

ある。 

2. 理事会は、組織のためのプログラムを計画する機関として機能する。

理事会は、短期と長期の両方の目標と目的を定め、新規のプログラム

の提案と現行のプログラムの変更について検討する。理事会は、新規

のプログラムを定め、現行のプログラムを見直すことができ、あるい

は目的を果たし終えたか、もはや実行可能と思われないプログラムを

廃止することができる。 

3. 理事会は、財務を管理し、組織の年次予算（このうち人頭分担金は規

定審議会において決められる）を採択する。 

4. 理事会は、ロータリーの理念とプログラムを推進し、擁護する。組織

の基本的理念と目的を推進して広め、プログラムへの支持を得られる

ようにする責任がある。 

5. 理事会および各理事は、ロータリーの目標と優先事項を推進するにあ

たり、RI の役員と委員会、加盟クラブ、およびロータリアンの意欲を

喚起する。 

6. 理事会は、理事会の決定を要すると思われるロータリーの問題や動向

を特定する 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：1999 年 7 月理事会会合、決定 9 号。 

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号。2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2019 年 10

月理事会会合、決定 30 号により改正 
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III. 理事会および RI の立法手続き  

 

RI 細則に規定されている通り、RI 会長、会長エレクト、および他の RI 理

事 1 名は、審議会の投票権を有しない議員である。理事は、審議会におい

て自地区のクラブの代表議員を務めることはできない。理事の主な責務は

、理事会のメンバーとしてのものである（第 59.030.1.項を参照）。 

1. 理事会は、以下の場合に、未決の立法案または決議案に対する賛否を

表明するため、理事会を代表して審議会で発言する役職を設けるか、

または理事会のメンバーを編成することができる。 

a. 理事会が提出した立法案または決議案の場合。 

b. 他の者により提出され、理事会が組織にとって重要と見なす案件の

場合。 

2. 審議会の審議への理事の参加は、個人の見解を反映したものではなく

、理事会を代表するものである。さらに、 

a. 理事会による案件がさらなる説明を必要とすると規定審議会または

決議審議会の議長が考える場合、会長は、理事会を代表して発言す

る理事を指名することができる。 

b. 規定審議会または決議審議会の会合において理事会の批判がなされ

た場合、理事会はかかる批判に対し、指定された代弁者を通じて応

答することができる。 

c. 理事会が審議会による審議から案件を撤回する場合、理事会による

撤回の理由に関して、指名された代弁者が説明を行うことができる

。 

3. 審議会の指示によって理事会により提出される立法案または決議案に

関し、理事会は、このような指示に従ってかかる案件を提出している

ことを明確に説明するものとする  

（2019 年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：1999 年 7 月理事会会合、決定 9 号。 
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2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号。2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2019 年 10

月理事会会合、決定 30 号により改正 

 

IV. 理事会に提出される項目のための基準 

 

RI 理事会の主な役割は、ロータリーの方針を確立し、事務総長によるこ

の方針の実施を評価することである。事務総長は方針の実施、管理、およ

び運営について責任を負うものとする。 

 

理事会が最も効果的に機能するのは、理事会が管理運営業務や事務総長に

権限が委譲されている事柄ではなく、組織にとって重要な方針とプログラ

ムに関する事項に時間を費やし、関心を向けることができる時である。 

1. 理事会による検討に付される項目は、以下の各所から発生する。 

• 個々のロータリークラブ（請願書による） 

• ロータリー地区大会 

• 現、元、次期 RI 役員のためのロータリー研究会 

• 規定審議会または決議審議会 

• RI 委員会 

• ロータリー財団管理委員会 

• RIBI 審議会 

• 事務総長を含む現 RI 中央役員 

• 現 RI 役員 

• 元 RI 中央役員 

• 理事会のすべての委員会 

個人のロータリアンが、理事会会合の議題項目を提出することはできない

。 

2. 理事会は、議事案件の事前資料に規定されている通り、書面による案

件および背景情報に基づいて項目を検討する。直接に案件を提示する

のが理事会の検討に役立つと会長が判断した場合を除き、理事会は、
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理事会会合で直接発表したいというグループや個人を迎え入れること

はない。 

3. 理事会に代わって決定を行う権限が、会長、執行委員会、事務総長の

いずれかに与えられている項目は、理事会に報告されるものとする。 

4. 理事会の議題に含まれる項目は、以下の事項に関係あるいは関連する

項目に限られるものとする。 

a. 規則により理事会に課せられ、また理事会により他者に権限が委譲

されていない任務と責務 

b. 方針の立案、改正または終結 

c. 戦略計画の立案 

d. RI プログラムの設置、改正、または終結 

e. 予算の見直しと承認、ならびに予算の差異の許可 

f. 審議会の決定を要する RI 方針、手続き、プログラムの変更 

g. ロータリー財団のプログラムおよび支出 

h. 委員会報告の確認 

i. 組織の財務の確認 

j. 事務総長から理事会に報告された項目の検討 

5. 管理運営の性質を有する全項目は、検討と、必要に応じて決定を仰ぐ

ため事務総長に付託されるものとする。 

6. 理事会の承認を必要とするクラブまたは個人からのプログラムの提案

は、適切な諮問委員会の審議に付託され、理事会により検討が行われ

るべきである 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：1999 年 7 月理事会会合、決定 9 号。 
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2002 年 11 月理事会会合、決定 61 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2011 年 5

月理事会会合、決定 191 号、2011 年 7 月理事会会合、決定 8 号、2013 年 7 月理事会会

合、決定 11 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2019 年 10 月理事会会合、決定

30 号により改正 

 

V. 理事会により行われる決定 

 

理事会前のいかなる議題の審議においても、国際ロータリーの理事は個人

としての意見を表明することができるが、理事会によって決定が採択され

た後には、決定は、理事会全体の決定として見なされ、報告され、話し合

われることになる。議題についての票および議論は極秘とされるものとす

る。理事会会合に出席する職員も、上記と同じくこれを極秘に保つものと

する。ただし理事は、要請に応じて議事録に自らの反対票について記録を

残すことができる。 

 

理事会は、議題のうちすべての重要な案件について電子投票を利用するも

のとする。いずれの理事も、支持（セカンド）または討議を要さずに、い

かなる案件についても電子投票を要請できる 

 

すべての決定は、別段の規定がない限り、会合の終了後直ちに有効となる

（2019 年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：1999 年 7 月理事会会合、決定 9 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 30 号にて改正。 

 

VI. 理事会会合における同意項目 

 

定例会合において審議される項目のリストを含め、議事項目資料が事前に

用意される理事会の各会合において、理事会は、全体の同意により、すな

わち議題について一般的な審議を行うことなく決定草案に賛成することに

より、一つまたは複数の議題項目の決定を行うことができる。 
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同意により項目を採択することで、理事会は戦略的および変革的な主題に

ついての議論により多くの時間を充てることができる。同意項目は通常、

管理運営または議論の余地のない項目で、理事会全体で議論をせずに採択

が可能なものである。 

 

各会合の直前に、理事会には最初の同意リストで採択を提案された同意議

事項目のリストが送付される。いずれかの同意項目に関する懸念は、先に

項目の草案を作成した職員に送られ、懸念に対して回答ができるかどうか

を確認すべきである（職員の連絡先は各項目に記載されている）。それで

も理事は同意項目に関して懸念や質問がある場合、または理事会で項目に

ついて議論することを希望する場合は、理事が項目をリストから削除し、

理事会による全面的な審議と決定を行うことができる。 

 

理事会は、理事会の委員会から提案される決定草案から作成された第二の

同意項目リストを検討することもできる。理事は、理事会による全面的な

審議と決定を行うために、同リストから 1 件またはそれ以上の決定案を削

除するよう要請することができる（2019 年 10 月理事会会合、決定 30 号

）。 

 

出典：1999 年 7 月理事会会合、決定 9 号。  

2019 年 10 月理事会会合、決定 30 号にて改正。 

 

VII. 理事会の議事手続き 

 

1. 各会合の議事には、理事会が次回会合の議事案を検討するための項目

がある。理事会会合のおよそ 8 週間前に、組織統括（コーポレートガ

バナンス）の職員が理事会に、理事会による前回の検討以降に新たに

追加された項目を含む改訂議事案を送付する。この時点で、理事は新

しい項目を議事に追加することを要請する機会を得る。 

 

議事項目は、個々の理事、事務総長、およびロータリー章典第 28.005.

節の段落 D.1 の下に記されている他のグループまたは個人が提案する
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ことができる。緊急性があり理事会の次回会合まで待つことができな

い項目の場合、理事は、会期中に議題に項目を追加することができる

。このような項目は、議長の判断で会合中に審議される。 

2. RI 理事会の審議に付されるすべての項目は、RI の資本または運営予算

に財政的影響を与えるものについては、財務的影響の分析を行うため

に、コーポレートファイナンス＆プランニングへ提出される（第

68.010.5.項を参照）。 

3. 事務総長は、理事会の議事項目の提出期限を定めるものとする。事前

の議事項目資料は、会合の約 3 週間前に理事会ガバナンスソフトウェ

アを通じて各理事が入手できるようにする。ただし、十分に納得でき

る理由により事前に用意できず、入手可能になり次第、または会議の

時に提供される項目を除く。 

4. 会長は、理事会が審議するすべての議事項目を、理事会の管理運営、

プログラム、執行の各委員会に付託するものとする。ただし、案件が

理事会の全体会議によってのみ審議されることを会長が指示してもよ

いことが前提である。これらの委員会は、第 28.030.4 項に従ってその

務めを果たすものとする。理事会の委員会は、特定の期間内に指定案

件の審議を終えるべくあらゆる努力を払うものとする。この期間内に

審議されなかった案件は、同委員会による提案なしに、理事会全体会

議に付議されるものとする。 

5. これらの委員会は、理事会の審議のために、各案件に決定の草案を提

案するものとする。委員会の提案が全会一致でない場合、同提案は委

員会の票数を明記するものとする。 

6. 会長は、事務総長と相談の上で、議事項目の審議の順序を決めるもの

とする。 

7. 理事の第一の責任は、自身の委員会に対するものである。しかし、当

人が特定の主題に関心あるいは専門的な知識があり、かかる委員会の

審議に役立つと思われる場合には、他の委員会の会合に出席すること

が奨励されている 
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（2019 年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：1999 年 7 月理事会会合、決定 9 号。 

1999 年 8 月理事会会合、決定 37 号、2000 年 2 月理事会会合、決定 275 号、2002 年 6

月理事会会合、決定 247 号、2002 年 11 月理事会会合、決定 61 号、2004 年 11 月理事

会会合、決定 37 号、2005 年 11 月理事会会合、決定 41 号、2006 年 7 月理事会会合、決

定 10 号、2008 年 6 月理事会会合、決定 227 号、2010 年 11 月理事会会合、決定 32 号

、2012 年 1 月理事会会合、決定 158 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 30 号、2016 年

4 月理事会会合、決定 157 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 30 号により改正 
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28.010. 理事の選出方法 

 

28.010.1. RI 理事の任務と責務についての宣言 

各理事候補者および理事指名委員会の招集者には、RI 細則およびロータ

リー章典に定められた理事の任務と責務の概要が提供されるものとする。

理事候補者を推薦するために使用される所定の書式には、候補者が、時折

改正されるその任務と責務について読み、理解し、順守することに同意し

たことと署名する宣言欄が含まれていなければならない（2002 年 2 月理

事会会合、決定 164 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 318 号。  

2001 年 11 月理事会会合、決定 53 号、2002 年 2 月理事会会合、決定 164 号により改正 

 

28.010.2. 指名委員会委員を務める資格のあるパストガバナーがいない場合 

RI 細則第 11.020.3.項に示されている、地区の指名委員選出のための資格

を満たすパストガバナーがいない場合、現ガバナーが事務総長に当該地区

からの選出のために RI 細則第 11.020.3.項の資格条件を満たすパストガバ

ナーがいない旨を書面で証するならば、特に指名委員会委員として不適格

ではないパストガバナーが務めることができる（2001 年 11 月理事会会合

、決定 45 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 313 号 

2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号により改正 

 

28.010.3. 理事指名委員会への氏名の提出 

RI 細則第 11.020.6.項にかかわらず、RI 細則に定められた 6 月 1 日を理事

指名委員会の委員の氏名を提出する期限として確定する。期限以降にガバ

ナーによって氏名が提出された個人（RI 細則第 11.020.8.項の規定を除く

）は、理事指名委員会の委員として務めることはできない（2011 年 9 月

理事会会合、決定 34 号）。 

 

出典：2009 年 11 月理事会会合、決定 38 号。  
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2011 年 9 月理事会会合、決定 34 号により改正 

 

28.010.4. 理事指名委員会の経費 

事務総長は、理事指名委員会の各招集者に米貨 1,500 ドルを支給するもの

とする。これは、会場使用料、休憩時の軽食、会合中委員あたり 1 食分の

食費をはじめ、委員会の会合の手はずを整えるにあたって招集者が負担し

た郵便代、印刷代、電話代、および雑費のために充てることができ、経費

明細報告書を提出することによって支払いを受けることができる。 

 

RI は、招集者以外の指名委員会委員の経費を支払うことはない。各地区

は、指名委員会委員の経費を負担するよう奨励されている（2007 年 11 月

理事会会合、決定 52 号）。 

 

出典：1998 年 7 月理事会会合、決定 16 号、2002 年 11 月理事会会合、決定 57 号。  

2007 年 11 月理事会会合、決定 52 号により改正 

 

28.010.5. 理事指名委員会の職務遂行のための指針 

I. 会合前 

1. 招集者は、RI 理事会により決められた時（理事会から別段の許可がな

い限り、9 月 15 日から 10 月 15 日までの間とする）と場所で委員会が

会合するために必要な手はずを整えるものとする。 

2. 招集者は、指名委員会が審査するためにクラブが提出する推薦候補者

の氏名を招集者が受理する最終期日（9 月 1 日）の後できるだけ早く

、招集者がまとめた推薦書式の写しを他の委員に送付するものとする

。 

3. 指名委員会の会合に先立ち、推薦候補者に関して委員の間でのその他

の連絡あるいは情報の交換は一切するべきではない。 

4. 会合時に先立って推薦候補者の資格を検討するにあたり、委員は公式

推薦書式に記入されている情報のみを考慮すべきである。候補者が対

等に審査されるよう、指名委員会および個々の委員は、公式推薦書式
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に添付されたり、あるいは委員が受け取る可能性のある補足の説明資

料、ちらし、陳述書などを考慮に入れるべきではない。 

5. 全候補者の個人面接が義務付けられている。ただし、候補者本人が委

員会との面接に現れることができない酌量すべき事情（急病または家

族の死去など）が発生した場合、委員会は当該候補者と電子的媒体を

利用して面接を行うために最善の配慮をするものとする。面接を受け

ていない候補者は委員会によって選出されることができない。 

6. 委員会は各候補者に同じ質問をし、各面接に同じ時間を割り当てるよ

う計らうものとする。委員会はまた、すべての面接を同日に、または

候補者の人数によって必要であれば連続した日に、同じ場所で実施す

るよう計らうものとする。この場所はゾーン内の立地条件のよい場所

とする。 

II. 会合 

7. 招集者が会合の開会を宣言し、委員会の責務とその会合で果たすべき

仕事を確認した後、最初の議事手続きは、指名委員の中から委員長を

互選することである。委員長の選出は無記名投票によって実施するも

のとする。各委員は、委員長を選ぶために 1 票を投じるものとする。

招集者および招集者が任命した補佐が、票数を集計して結果を発表す

るものとする。委員の誰も過半数の票を得ていない場合、得票数上位

2 名に対して 2 回目の投票が行われるものとする。委員会が以下の基

準を慎重に順守、適用することを確認することが委員長の任務である

とする。 

8. 委員会が審議を始める前に、委員長は委員に、候補者または候補者を

代理する者から接触があったか、直接・間接を問わず指名委員に影響

を及ぼす活動を認知しているかを質問し、認知している場合にはその

場でこれらの活動について委員会に知らせるよう求めるものとする。

委員長はこの時点で委員全員に、委員会の委員に影響を及ぼす試みを

記録した開示陳述書に目を通して署名するよう求めるものとする。さ

らに、陳述書には、指名委員会会合中の出来事に関する情報を口外し

ないという誓約が含まれる。候補者のための選挙活動や運動を適切に
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報告しなかったことが後に判明した委員は、パストガバナーとしての

身分の剥奪、今後 RI 委員としての任命の禁止などを含む処罰を RI 理

事会から科される可能性がある。理事会によるこのような事実の判明

は、委員会会合から 3 年以内に行われなければならない。 

9. 正規に選ばれた指名委員、および委員が必要とする通訳以外は、いか

なる者も委員会会合中に出席できない。 

10. 各候補者に問われる質問は、会合の開始時に委員全員が出席している

状態で作成するものとする。 

11. 委員会は、候補者 1 名につき 30～60 分間の面接を行うものとする。

委員長は面接の間のタイムキーパーを任命するものとする。 

12. 面接を終えて会長選出の投票を行う前に、委員会は各候補者の資格条

件を十分に審査すべきである。委員は、互いに候補者に関する個人的

な知識を分かち合うよう奨励されている。委員長、あるいは委員長に

より任命された委員は、候補者の資格に関して正確な情報を確認する

ために候補者に連絡することができる。委員会が審議手続を開始した

後は、ノミニーが選出されるまで委員は退室すべきではない。 

13. 指名委員会は、最適な候補者を選出するよう努め、候補者を選考する

にあたって以下を考慮すべきである。 

a. RI 理事の職務内容に記載された資格要件、主な任務および責務 

b. 候補者の選出において RI 会長指名委員会が当該年度に使用するた

めに RI 理事会が作成した質問 

c. 候補者のロータリーに対するビジョンおよび目標 

d. 候補者のスキル、能力、経験が、どのように RI 理事会に特定また

は独特な才能をもたらすか 

14. 候補者全員に関する話し合いの後、委員長は、候補者の氏名がアルフ

ァベット順に記載された投票用紙を配布し、6 名の候補者に投票する

よう各委員に指示するものとする。本段落に基づいて行われる投票は

、すべて無記名投票で行われるものとする。委員長および補佐は、結
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果を一覧にし、得票数の上位 6 名を発表するものとする。各候補者に

ついてさらに委員会で審議し、委員長は残った候補者以外の氏名をす

べて消した投票用紙を配布するものとする。各委員は、4 名の候補者

に投票するよう指示されるものとする。委員長が投票の結果を発表し

た後、候補者が 2 名に減り、最終的に 1 名が選出されるまで同様の手

順が取られるものとする。前述に関わらず、少なくとも 6 名の委員が

要請した場合はいかなる時点でも、既に前回の投票で落選した候補者

を再検討することができる。投票は、2 名の候補者が残り、最後の 2

名の候補者のうち 1 名が少なくとも投票数の 60％以上を獲得するまで

続けられなければならない。これは、たとえ前回の投票で投票数の 60

％以上を獲得した候補者がいたとしても、適用される。最後の票決で

2 位となった者は補欠候補者とはみなされないものとする。候補者が 6

名以下の場合、本節における投票は、候補者が 5 名または 6 名の場合

は上位 4 名の投票、候補者が 3 名または 4 名の場合は上位 2 名の投票

、候補者が 2 名の場合は上位 1 名の投票から始めるものとする。 

15. 補欠候補者を選出するには、選出された当初の 6 名のうち残った 5 名

の各候補者についてさらに委員会で審議し、委員長は残った候補者以

外の氏名をすべて消した投票用紙を配布するものとする。各委員は、

4 名の候補者に投票するよう指示されるものとする。委員長が投票の

結果を発表した後、候補者が 2 名に減り、最終的に 1 名が選出される

まで同様の手順が取られるものとする。前述に関わらず、少なくとも

6 名の委員が要請した場合はいかなる時点でも、既に前回の投票で落

選した候補者を再検討することができる。投票は、2 名の候補者が残

り、最後の 2 名の候補者のうち 1 名が少なくとも投票数の 60％を獲得

するまで続けられなければならない。これは、たとえ前回の投票で投

票数の 60％を獲得した候補者がいたとしても、適用される。候補者が

5 名に満たない場合、本節における投票は、候補者数が実際の候補者

より 1 名少ない段階の投票から始めるものとする。 

16. 理事または補欠の最後の 6 名、4 名、または 2 名の候補者への投票で

同数票となった場合、同数票を得た候補者は次回の投票に進むものと

する。最終投票に 2 名を超える候補者が残り、1 回目の投票で 60％以



国際ロータリー章典 

2024年 10月 268 

上の過半数票を獲得した候補者がいない場合、残りの候補者が 2 名に

なるまで、得票数が最も少ない候補者はその後の投票の対象から除外

するものとする。 

17. 委員会会合の終了に先立ち、委員長は、委員会を代表して、候補者が

指名され選出された場合に RI 理事を務める意思と能力があるかどうか

を判定するため、委員会が選出した当人に電話で連絡を行うべきであ

る。 

III. 委員会会合後 

18. 委員会会合の直後に、委員長は、すべての候補者に対し、RI 理事とし

て選出された候補者について通知するものとする。 

19. 委員会会合の終了後できるだけ早く、委員長は、ノミニーの氏名、住

所、および受諾を事務総長に送付するものとする。委員長は、後日、

理事のノミニーとして選出された候補者の氏名を記載した書面による

委員会報告書を事務総長に提出するものとする。これには、指名され

た候補者が委員会の連絡を受け、指名され選出された場合に RI 理事を

務める意思と能力があることを表明した旨の文書を含める。またこの

書面では、委員会の知る限りにおいて、選出された候補者が当選する

ための選挙運動を禁ずる RI の規定に違反しておらず、委員全員が本方

針の段落 B.2.により求められる開示陳述書に署名したことを明記すべ

きである。指名委員会の書面による報告書および求められている開示

陳述書は、同委員会の会合の 10 日後までに事務総長に提出しなければ

ならない。 

20. 選出された候補者と補欠の推薦書式および残りの候補者の推薦書式は

、事務総長に送付するものとする。補欠候補者の氏名は、特に極秘扱

いとされなければならない。 

21. 委員は、委員会内における審議内容をいかなる時も誰にも話してはな

らず、すべての候補者に通知がなされるまではノミニーの氏名を明か

してはならない 

（2020 年 9 月理事会会合、決定 27 号）。 
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出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 142 号。 

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 91 号、2017 年 6

月理事会会合、決定 156 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2020 年 9 月理事会

会合、決定 23 号、2020 年 9 月理事会会合、決定 27 号により改正 
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28.020. オリエンテーション、ガバナンス研修、戦略計画 

 

28.020.1. 理事エレクトのオリエンテーション 

理事会における任期が始まる前の年度中、RI 理事は、事務局から情報資

料の郵便物を受け取り、また、会長エレクトあるいは会長エレクトにより

指名された現職の理事、および事務総長の監督の下で、オリエンテーショ

ンを受けるものとする。理事エレクトはまた、招かれた場合、理事会の会

合にオブザーバーとして出席するものとする。 

 

理事エレクトのための年次オリエンテーションの一環として、理事会の役

割と責務に関する情報が強調されるべきである。事務総長は、非営利団体

の理事会のメンバーとしての法的責務と受託者としての責務に関する情報

を含め、また年度を通じて必要に応じて理事に最新情報を提供すべきであ

る。 

 

各オリエンテーションプログラムは、職員／ボランティアの役割と期待事

項および理事の倫理的責務に関するセッションを含むものとする。このセ

ッションは、運営審査委員会の委員長または同委員長が指定した人が、事

務総長または事務総長が指定した職員と協力して実施するものとする（

2017 年 6 月理事会会合、決定 159 号）。 

 

出典：1987 年 6 月理事会会合、決定 334 号、1995 年 11 月理事会会合、決定 63 号、

2001 年 6 月理事会会合、決定 318 号。  

2001 年 11 月理事会会合、決定 53 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 47 号、2016 年 4

月理事会会合、決定 157 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 35 号、2017 年 6 月理事会会

合、決定 159 号により改正 

 

28.020.2. 年次ガバナンスセミナー 

理事会は、理事および理事エレクトのための年次ガバナンスセミナーを開

催するものとする。このセミナーは外部のガバナンス専門家が進行役を務

め、理事会メンバーとしての理事の倫理的責務を含む（2024 年 4 月理事

会会合、決定 119 号）。 
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出典：2017 年 6 月理事会会合、決定 159 号 

2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

28.020.3. 年次戦略計画立案セッション 

各ロータリー年度に備えて、理事会は、翌年度中のロータリー、理事会、

および RI 委員会の活動がどのように RI 戦略計画を推進できるかについて

、活動方針を検討し、さらに発展させるものとする。理事会が策定したこ

のような戦略的重点の範囲は、一つ以上の委員会の業務に関連するものと

し、理事会は、委員会が年度内に活動を開始する際に、当該計画を委員会

に参考として伝達するものとする（2022 年 4 月理事会会合、決定 123 号

）。 

 

出典：2022 年 4 月理事会会合、決定 123 号により改正 

 

 

28.030. 会合 

 

28.030.1. 理事会会合の場所 

理事会会合は、世界本部あるいは年次国際大会の周辺地域にて開催するも

のとする。ただし、他の場所での会合によってコストの節約が実現できる

場合を除く（2019 年 4 月理事会会合、決定 140 号）。 

 

出典：1989 年 5 月理事会会合、決定 363 号。 

2000 年 5 月理事会会合、決定 458 号、2000 年 8 月理事会会合、決定 43 号。 

2019 年 4 月理事会会合、決定 140 号により改正 

 

28.030.2. 理事会会合の日付と場所 

理事会は以下の時期に会合を開催するものとする。 

• 国際大会の直後 

• 10 月 

• 1 月（国際協議会の直前または直後） 
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• 4 月 

• 国際大会の前日 

理事会は、毎年、ロータリー年度の 1 回目の会合において、翌年度の理事

会会合の具体的な日付と場所を検討し、決定するものとする（2019 年 4

月理事会会合、決定 140 号）。 

 

出典：2000 年 2 月理事会会合、決定 267 号。 

2011 年 5 月理事会会合、決定 187 号、2019 年 4 月理事会会合、決定 140 号により改正 

 

28.030.3. RI 理事会会合のオブザーバー 

会長は、オブザーバーとして理事会会合に出席するローターアクト代表を

任命するよう要請される（2021 年 6 月理事会会合、決定 177 号）。 

 

出典：2021 年 4 月理事会会合、決定 142 号 

2021 年 6 月理事会会合、決定 177 号により改正 

 

28.030.4. 規定審議会の前の理事会会合の延長 

規定審議会の前年 10 月の理事会会合は、以下の目的のため、必要に応じ

て延長することができる。 

1. 規定審議会の物理的手配と手続き面について審議会議長と協議するた

め 

2. RI 細則第 7.070.節に従い、すべての立法案を審査するため 

3. 定款・細則委員会および理事会の規定審議会諮問委員会の推奨案を検

討するため 

4. 規定審議会の前に理事会アドバイザーとオリエンテーションおよびラ

ーニングを開始するため 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号。 
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2006 年 2 月理事会会合、決定 148 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2015 年

10 月理事会会合、決定 47 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2024 年 4 月理事会

会合、決定 119 号により改正 

 

28.030.5. 委員会による理事会の議事項目の事前審議 

理事会の管理運営委員会、プログラム委員会、執行委員会は、第 28.005.

節の G.5 および 6 項に従い、会長から付託されるすべての項目を審議する

ものとする。 

 

理事会の委員会は、指定された案件の審議を特定の期間内に終えるよう、

あらゆる努力を払うものとする。この期間内に審議されなかった案件は、

委員会による提案なしに、全体会議に付議されるものとする。 

 

委員会の審議終了後、理事は、オブザーバーとして理事会の他の委員会の

会合に出席するよう奨励されている。 

 

全員による長い審議が必要である場合を除き、あるいは委員会による案件

の審議中に用意されていなかった確かな情報を理事が有している場合を除

き、理事は、通常、同僚理事の委員会が既に十分に審議した議事項目に関

しては簡単な討議で済ませることに同意すべきである（2012 年 1 月理事

会会合、決定 158 号）。 

 

出典：1989 年 1～2 月理事会会合、決定 168 号。 

2002 年 11 月理事会会合、決定 61 号、2008 年 6 月理事会会合、決定 227 号、2012 年 1

月理事会会合、決定 158 号により改正 

 

28.030.6. 理事会会合の議事運営手続 

理事会は、会合の実施のために以下の議事運営手続を採択している。「

Robert’s Rules of Order Newly Revised」の現在の版が、以下に示されて

いない件に関する理事会の議事運営の権威となるものとする。 

 

議事運営の動議に関する簡易表 
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動議 支持表明の必要

性 

討議 修正 投票 

散会 必要 不要  不要 過半数 

休憩 必要 不要 必要 過半数 

討議終了 必要 不要 不要 3 分の 2 

動議 支持表明の必要

性 

討議 修正 投票 

保留（または延期

） 

必要 必要 必要 過半数 

委員会への付託 必要 必要 必要 過半数 

修正の修正 必要 必要 不要 過半数 

修正または入替 必要 必要 必要 過半数 

撤回（または無期

延期） 

 

必要 

 

必要 

 

不要 

 

過半数 

主な動議 必要 必要 必要 過半数 

再審議 必要 必要 不要 過半数 

無効 必要 必要 必要 過半数 

会合の一般議事に関する動議 

議案の順位なし 

議事運営手続に関す

る審問 

不要 不要 不要 なし 

議事進行に関する疑

義の提出 

不要 不要 不要 なし 

動議の撤回または修

正 

不要 不要 不要 過半数 

動議の分割 不要 不要 必要 過半数 

（2002 年 11 月理事会会合、決定 55 号）。 
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出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 137 号。 

2002 年 11 月理事会会合、決定 55 号により改正 

 

28.030.7. 電子投票 

理事会は、議題のうちすべての重要な案件について電子投票を利用するも

のとする。いずれの理事も、支持（セカンド）または討議を要さずに、い

かなる案件についても電子投票を要請できる（2017 年 9 月理事会会合、

決定 24 号）。 

 

出典：2017 年 6 月理事会会合、決定 159 号 

2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号により改正 

 

28.030.8. 理事会と職員との協力 

会長は、理事および上級職員との年に一度の社交行事を予定し、親睦を深

め前向きな仕事上の関係を促進する機会を提供するよう求められている。

このような行事は、理事会のリトリート時に、理事会ガバナンス研修に付

随して、または定期理事会の前または会期中に、あるいはそれ以外の会長

が指定した時に開催すべきである。 

 

可能であれば、理事は、事務局職員に対して新しいプロジェクトまたは情

報や援助の要請をする前に、適切な上級管理職員に相談すべきである。こ

の手続きによって、職員の優先業務、責務、責任を維持することになる。

ただし、同様の事柄について通常の職務上の関係が既に理事と職員の間で

築かれている場合には、この手続きは必要とされない。理事は、上級職員

へ新たな要請を伝えるために、引き続きコーポレートガバナンス部門を利

用することができる（2017 年 9 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：1990 年 3 月理事会会合、決定 136 号。 

2013 年 10 月理事会会合、決定 30 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 30 号により改正 
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28.030.9. 理事会会合後の活動 

事務総長は、その会合で理事会が行ったすべての決定を、閉会後に、確認

のために理事に配布するよう確認するものとする。事務総長は、理事会の

各会合後 60 日以内に議事録を作成し、これを印刷して提供する。議事録

の補遺資料は、関連するかかる補遺資料を公式の議事録にのみ添付するこ

とを理事会の決定で特に明記している場合に限り、公式の議事録にのみ添

付するものとする（2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：1983 年 2～3 月理事会会合、決定 282 号、1998 年 6 月理事会会合、決定 404 号

、1999 年 11 月理事会会合、決定 120 号。 

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

28.030.10. 理事会の決定の発効日 

理事会の決定は、各理事会会合の終了直後に有効となる。ただし、決定が

7 月 1 日（またはそれ以後）に有効となる第 1 回目の理事会会合はこの例

外とする（1999 年 2 月理事会会合、決定 196 号）。 

 

出典：1998 年 6 月理事会会合、決定 404 号 

1999 年 2 月理事会会合、決定 196 号により改正 

 

28.030.11. RI ウェブサイト上の議事録 

理事会の議事録は、会合から 60 日以内に RI ウェブサイトに掲載されるも

のとする。「公式議事録にのみ添付される」と指定されている補遺資料は

この限りではないが、RI 細則第 5.020.節に従い、ロータリアンからの要請

に応じてこれらの補遺資料も提供されるものとする。理事会が承認する前

に掲載された議事録には、議事録が草案の段階であり、理事会がその後承

認する必要があるという但し書きを付記するものとする（2007 年 6 月理

事会会合、決定 226 号）。 

 

出典：2006 年 11 月理事会会合、決定 70 号。 

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号により改正 

 

引照 
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69.040.2. 理事会会合のパートナー経費の支払い 

 

 

28.040. 国際ロータリー理事会の職務 

RI 理事の職務内容は、RI 理事候補者および理事指名委員会に配布される

ものとする。 

 

I. 主な任務および責務 

1. RI の組織規定文書および理事会の章典に規定された任務を遵守する。 

2. 理事会会合の準備をし、出席し、討議に参加する。 

3. 国際ロータリーの戦略計画を積極的に支持し、推進する。 

4. 理事に就任する前年度ならびに理事の年度に、国際協議会、理事エレ

クトのオリエンテーション、理事会のガバナンス研修、その他の準備

会合、国際大会の準備をし、出席し、参加する。 

5. 規定審議会（理事の任期中に開催される場合）の準備をし、出席し、

審議会において理事会を代表して発言することに前向きである。 

6. RI 会長の代理として、または RI 会長の依頼により旅行し、指定された

通りに、ロータリー行事において会長の代理を務める。 

7. 報道機関に対して RI と財団のスポークスパーソンとなる。 

8. 組織のリーダー、その役員と委員会、加盟クラブ、およびロータリア

ンの意欲を喚起する。 

9. ロータリーの理念を助長し、ゾーン内のガバナーと定期的に連絡を取

るため、ガバナーの要請があれば、配分予算の範囲内で、担当ゾーン

内の地区を訪問する。 

10. 会長の要請に応じて理事の担当ゾーンの年次ロータリー研究会を招集

し、その会合のあらゆる準備を監督する。 
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11. 会長により任命された通りに理事会委員会およびその他の委員会の準

備をし、役目を務める。 

12. 会長により任命された通りに RI および／または財団委員会のリエゾン

を務め、会合への出席の準備をする。 

13. 他の理事と連携してロータリーの方針、戦略的方向性、およびビジョ

ンを設定する。 

14. RI の「利害の対立に関する方針」、「倫理規定」、「会合、行事、ま

たは活動におけるハラスメントのない環境」、および理事の経費支払

いに関する RI の方針に従う。 

15. イリノイ州の非営利団体の理事としてのすべての法的義務を満たす。 

16. ゾーンにおける地域計画ならびに 3 年間の目標設定の実施を監督する

。 

17. RI 理事会の効果的な運営に貢献するため、以下を行う。 

a. RI 職員、およびロータリーの役員、リーダー、代表者、管理委員

、地域リーダー、地区役員と、力強い協力関係、お互いを尊重する

関係を築き、チームとしてのアプローチをとる。 

b. 事務総長の雇用、年次業績評価の実施、報酬の設定を行う。 

c. RI とロータリー財団のすべての資産（財産、施設、職員、業務上

の信用を含む）を監督し、堅実に使用する。 

d. 年次予算、監査報告、その他の重要な業務事項を承認する。 

e. 事務総長および他の理事と連携し、事務局の日常業務を管理する事

務総長の権限を尊重しながら、理事会の決定が遂行されていること

を確認する。 

18. 会長または理事会より任命されたその他の義務を遂行する。 

II. 理事会の任期／参加 

国際ロータリーでは 17 名の理事が選出され、2 年の任期を務める。理事

は年間 4 回の理事会会合に出席および参加するよう期待されている。理事
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会会合は通常、米国イリノイ州エバンストンの世界本部あるいは年次国際

大会または国際協議会の周辺地域にて開催される。また、理事は理事エレ

クトの任期中にオリエンテーションプログラムに出席し、最多 2 回の理事

会会合にオブザーバーの立場で出席するよう期待されている。理事は再選

されない。理事は無報酬で務める。 

 

III. 資格要件 

RI の理事候補者は、理事として推薦される以前に RI のガバナーとしてそ

の任期の全期を務めた者でなければならない。ただし、全期に足りない在

職であっても、理事会がこの規定の趣旨に照らして差し支えないものと認

めた場合はこの限りでない。また、ガバナーを務めてから少なくとも 3 年

が経過しているものとする。 

 

これはロータリーの使命に情熱を注ぎ、組織におけるリーダーシップの実

績のある個人にとって特別な機会である。選出された理事は、事業、政府

、社会事業、または非営利部門においてリーダー的地位に到達した人物で

あるべきである。その功績により、優れた資質を持つ有能な他の理事と協

力して任務を遂行できる。 

1. 理想的な候補者は以下の資格要件を備えているべきである。 

2. 事業、政府、社会事業、または非営利部門において専門家としての経

験および経営面でのリーダーとして傑出した功績。 

3. ロータリーの会員と受益者へのコミットメント（献身）と理解。 

4. 多様な人びとの関係を培い、コンセンサスを築くことのできる外交手

腕および自然な親近感。  

5. 高潔性、信頼性、ロータリーの向上への情熱といった個人的な資質。 

6. 国際ロータリーおよびロータリー財団のプログラム、財務、運営、管

理に関する知識。 

7. 非営利または慈善目的を特に重視する他の運営組織での任務経験。 

8. 優れた協調および交渉手腕。 
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9. 優れたコミュニケーション能力（口頭および書面）。 

10. 任期中に組織のビジョンを効果的な行動計画に反映させる能力。 

11. 前任者および後任者と連携する能力。 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 120 号） 

 

出典：2016 年 4 月理事会会合、決定 164 号。 

2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 161 号、2020 年 4

月会合、決定 129 号、2023 年 5 月理事会会合、決定 143 号、2024 年理事会会合、決定

120 号により改正 

 

 

28.050. 理事会の決定に対する提訴 

理事会の決定は以下の通り、RI 細則第 5.030.節に準じて、審議会の地区代

表議員に提出される電子投票を通じて提訴する以外に、これを覆すことが

できないものとする。ただし、次に予定された規定審議会開催の 3 カ月以

内に提訴を受理した場合を除く（2023 年 1 月理事会会合、決定 83 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号。 

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2023 年 1 月理事会会合、決定 83 号により改正 

 

28.050.1. 複数の提訴 

同じ決定に対して複数の提訴があった場合、事務局により最初に提訴が受

理されたクラブが提訴人とされ、その後に受理された提訴はすべて同意と

みなされる（2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号 

 

28.050.2. 提訴または同意の撤回 

後に撤回された提訴は無効とみなされる。クラブが後に撤回した同意は、

必要な同意数に含まれない。同意の撤回により、十分な数の同意に満たな
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かった場合、提訴は無効となる（2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号）

。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号 

 

28.050.3. 提訴の提出 

提訴と同意は、締切日までに事務総長（または各地いずれかの事務局）に

提出されなければならない（2023 年 1 月理事会会合、決定 83 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号。 

2023 年 1 月理事会会合、決定 83 号により改正 

 

28.050.4. 声明文 

有効な提訴と同意を受理した後、提訴人と RI 理事会は、それぞれを代表

して声明文を提出する機会を与えられる。そのような声明文の提出期限は

、事務総長が定めるものとし、すべての当事者が声明文を作成するのに適

当な時間と、声明文を配布用に翻訳するための十分な時間を取る。声明文

は約 300 語までに限られる。提訴を最初に提出した当事者が、提訴を支持

する声明を最初に作成する機会を与えられるものとする。  

 

この当事者が辞退した場合、該当する場合は 2 番目に提訴を提出したクラ

ブにこの機会が与えられ、そのクラブも辞退した場合はその次のクラブに

与えられる、と続くものとする。会長は、理事会を代表して提訴に反対す

る声明を作成する理事会メンバー1 名あるいは委員会を任命することがで

きる（2023 年 1 月理事会会合、決定 83 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号。 

2023 年 1 月理事会会合、決定 83 号により改正 
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28.050.5. 声明文を提出しなかった場合 

提訴人が締切日までに声明文を提供しなかった場合、両当事者が声明文を

提供する機会を与えられたことを示す文面を添えて、理事会の声明が送ら

れる（2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号 

 

28.050.6. 投票 

事務総長は、声明文を受理した後、提訴と同意を受理してから 90 日以内

に、RI 細則第 5.030.節に準じて電子投票を準備するものとする。これには

、全投票が投票期日までに提出されなければならないという通知が添えら

れる（2023 年 1 月理事会会合、決定 83 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号。 

2023 年 1 月理事会会合、決定 83 号により改正 

 

28.050.7. 文書と票の翻訳 

事務総長は、クラブと地区への重要情報に使われる全言語に翻訳した全声

明文と票を提供するものとする（2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号）

。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号 

 

28.050.8. 投票資格 

RI 細則第 5.030.節に準じ、投票資格がある審議会地区代表議員は現職の審

議会の代表とする。審議会地区代表議員が、RI 細則に規定される審議会

投票議員としての資格をもはや満たしていない場合は、現職の補欠議員が

代表議員となる。 

 

代表議員と補欠議員の両者とも職務を果たすことができない場合は、ガバ

ナーが、審議会代表議員としての資格を満たしている地区内のロータリア

ン 1 名を任命するものとする（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 283 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

28.050.9. 投票情報の掲示 

提訴と声明文に関する通知がガバナーに提供されるものとする（2023 年

1 月理事会会合、決定 83 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号。 

2023 年 1 月理事会会合、決定 83 号により改正 

 

28.050.10. 投票資格 

各代表議員には 1 票の投票資格が与えられる。投票の過半数が理事会の決

定に賛成の場合、RI 理事会の決定は維持される（2023 年 1 月理事会会合

、決定 83 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号。 

2023 年 1 月理事会会合、決定 83 号により改正 

 

28.050.11. 選挙管理委員会 

会長により任命された投票委員会は、投票期間終了後、事務総長に結果を

証明するものとする（2023 年 1 月理事会会合、決定 83 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号。 

2023 年 1 月理事会会合、決定 83 号により改正 

 

28.050.12. 規定審議会への提訴 

次に予定された規定審議会に提出するよう義務づけられた提訴の手続きは

、審議会が採択するものとする（2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号）

。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号 
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28.050.13. その他の事柄 

上に概説された提訴の手続きに取り上げられていない事柄については、会

長が決定するものとする（2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号）。 

 

出典：2008 年 6 月理事会会合、決定 239 号 

 

 

28.060. ロータリーの会合およびラーニング行事におけるパートナーの出席 

理事のパートナーには、事務局の運営を含め、国際的組織の現在の発展状

況に関して情報が与えられなければならない。従って、事務総長は、エバ

ンストンでの理事会会合に出席する理事のパートナーのために、説明会、

セミナー、公共の奉仕プログラム、およびロータリーのプログラムや行事

、会合、事務局の運営に関して事務総長が指定した上級職員か他の適切な

職員のプレゼンテーションなど（ただしこれらに限定されない）、理事の

パートナーのためのプログラムを開発するよう求められている。これらの

プログラムが、会合におけるパートナーの活動の主要部分を占めることに

なる。パートナーがこれらのセッションに出席しない場合、事務総長は、

かかるパートナーの旅費を個人費用として取り扱うよう要請されている（

2005 年 6 月理事会会合、決定 337 号）。 

 

出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 52 号。 

2005 年 6 月理事会会合、決定 337 号により改正 

 

引照 

57.120. 国際大会における公式参加者とパートナーの役割 

59.030.1. 規定審議会における理事会の役割 

 

 

28.070. 理事とガバナーの関係 

理事は、ロータリーの管理においてすべてのクラブを代表する。ガバナー

は、唯一 RI 理事会の総監督下にある。理事は地区リーダーにとっての情

報・支援提供者である。ガバナーは、理事会の決定に関する説明、地区や
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地区間の深刻な問題、あるいは将来理事会に対して正式に連絡することな

どについて、適切な理事と非公式に相談することができる（2020 年 4 月

理事会会合、決定 129 号）。 

 

出典：1981 年 2 月理事会会合、決定 267 号  

2020 年 4 月理事会会合、決定 129 号により改正 

 

 

28.080. 理事と地域リーダーの関係 

地域リーダーチームに対する理事の責務には以下が含まれる（ただし、こ

れに限らない）： 

• これらの役職を担う資格がある効果的な候補者（必要に応じて交代要

員を含む）を特定かつ推薦し、目標に向けた個々の地域リーダーの業

績をモニタリングし、必要に応じて指導する。  

• ロータリーの戦略計画を支える地域戦略を立案、実施するために、地

域リーダーチームと定期的に会合する。  

• 地区の課題を特定するために地区行事で地域リーダーチームのメンバ

ーを起用することを奨励し、成長の機会を特定できるよう援助する。  

• 地域リーダーの補佐の選出について助言する。 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 129 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号。 

2020 年 4 月理事会会合、決定 129 号により改正 

 

 

28.090. 利害の対立に関する方針 

RI 理事会は、中央役員および RI 委員会委員のための「利害の対立に関す

る方針」を次の通り採択した。 

 

I. 方針声明 
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1. いずれの RI 理事会メンバーおよび RI 委員会の委員も、国際ロータリ

ーと理事個人との間に利害の対立が生じるような方法で、その地位や

そこから得られる知識を利用することはないものとする。 

2. 理事会の各メンバーおよび RI 委員会の委員は、当組織との関わりにお

いて、まず国際ロータリーの利益を優先する義務があり、本方針の要

件を遵守する責任を引き続き持つ。 

3. 理事会のメンバーまたは委員会委員と国際ロータリーの間の個人的な

商取引は禁じられている。 

4. 理事会メンバーまたは委員会委員への国際ロータリーによる融資ある

いは間接的な貸付の提供は禁じられている。 

5. 理事会のメンバーまたは RI 委員会の委員が、提案されている国際ロー

タリーとの取引において、あるいはその取引に関与する組織において

、個人の金銭的利益という形で利害関係をもつ場合、あるいはこれら

の団体の管理委員、理事、あるいは役員としての役職に就いている場

合、この理事会メンバーは、かかる取引の協議または交渉が行われる

前に、会長（当事者が会長の場合は執行委員会委員長）にこのような

利害関係についてすべて開示しなければならいない。ある理事が、提

案されている国際ロータリーとの取引において開示されていない利害

の対立が生じる可能性を他の理事が有していると認識している場合、

当人は、できるだけ速やかに、会長（該当する他の理事が会長である

場合は執行委員会委員長）に報告しなければならない。ある RI 委員会

の委員が、提案されている国際ロータリーとの取引業務において開示

されていない利害の対立が生じる可能性を他の RI 委員会の委員が有し

ていると認識している場合、当人は、できるだけ速やかに、会長に報

告しなければならない。 

6. 理事会または委員会へ提出されるいかなる事項に関しても、利害の対

立が生じる可能性があると認識する理事会メンバーあるいは委員会委

員は、その件に関連して行われる討議または票決には出席しないもの

とする。利害の対立の可能性の存在とその内容は、会合の議事録に記

録されるものとする。 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 287 

7. 理事会の各メンバーおよび RI 委員会の委員は、ほかの理事会メンバー

、ロータリー財団管理委員、国際ロータリーまたはロータリー財団の

主要職員や最も高い報酬を得ている契約者との家族関係あるいは事業

関係を開示しなければならず、毎年事務総長がこれに該当する個人ま

たは組織を確認する。 

II. 開示 

 

本方針を実施するために、国際ロータリーの理事会メンバーは、「利害の

対立の可能性に関する声明」と題された添付書式を用いて年次報告書を提

出するとともに、以前に開示されていない場合は、関連する理事会または

委員会の決定が行われるのに先立ち、利害の対立の可能性をすべて開示す

る。  

 

これらの報告書は、実際の、あるいは可能性のある利害の対立の解決を試

みる執行委員会により検討され、解決に至らない場合は、この件を理事会

へ付託する。票決する理事会の過半数の賛成票があった場合、利害の対立

の可能性が存在すると見なされる。利害の対立の可能性がある理事は、こ

の票決に加わらないものとする。 

 

RI 委員会の委員は、「利害の対立の可能性に関する声明」と題された書

式を用いて年次報告書を提出するとともに、以前に開示されていない場合

は、関連する委員会の決定が行われるのに先立ち、利害の対立の可能性を

すべて開示する。これらの報告書は会長により検討され、会長は実際の、

あるいは可能性のある利害の対立の解決を試みるか、適宜さらなる措置を

取る（2011 年 5 月理事会会合、決定 193 号）。 

 

出典：1997 年 6 月理事会会合、決定 403 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 53 号。 

2005 年 6 月理事会会合、決定 272 号、2010 年 1 月理事会会合、決定 117 号、2011 年 5

月理事会会合、決定 193 号により改正 
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28.100. RI 理事と役員の補償 

理事会は、RI 細則の第 23 条の下、その権限に従って以下の声明を採択し

た。 

 

1986 年イリノイ州一般的非営利財団法、または米国イリノイ州の採択す

る継承法があれば、その法律、すなわち、同法の関係補償規定により認め

られた限度まで、国際ロータリーは現職および元の理事と役員すべてを補

償するものとする。さらに、国際ロータリーは、理事の承認を得た上で、

上記の一般的非営利財団法の下に認められた限度まで、いかなる委員会委

員または代理人も補償できる。国際ロータリーは、国際ロータリー理事会

が随時定める限度まで、その役員と理事を補償するために保険にも加入す

るものとする（2005 年 3 月理事会会合、決定 178 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 206 号 

2005 年 3 月理事会会合、決定 178 号により改正。 

 

引照 

72.020. RI 理事と役員のための賠償責任保険 
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第 29 条   地域リーダー 

 

29.010. 地域リーダー 

29.020. ロータリーコーディネーター（RC） 

29.030. ロータリー公共イメージコーディネーター（RPIC） 

 

 

29.010. 地域リーダー 

地域リーダーとは、担当する地区で協力して会員増強、寄付増進、プログ

ラム参加促進、公共イメージの向上に努める、ロータリー財団地域コーデ

ィネーター（RRFC）、ロータリーコーディネーター（RC）、ロータリー

公共イメージコーディネーター（RPIC）、恒久基金／大口寄付アドバイ

ザー（EMGA）およびポリオ根絶コーディネーター（EPNC）のことを指

す用語である（2020 年 9 月理事会会合、決定 22 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号。  

2020 年 9 月理事会会合、決定 22 号により改正 

 

29.010.1. チームワーク 

地域リーダーのチームは、RI 理事の指示のもと、その理事が所属するゾ

ーンの管理委員か、より広域な地域における管理委員からの支援を受け、

ロータリー戦略計画の互いに関係する優先項目と目標を支援する。 

 

地域リーダーおよびその補佐は、地区に奉仕するためにチームとなって協

力しなければならない。地域リーダーは自らの役割と各チームメンバーの

役割を理解している。地域リーダーのうち特定の一人が他の地域リーダー

よりも重要な役割を担ったり上位のロータリーの役職に就いたりすること

はない。地域リーダーには各自責務があるが、全体の成功のために共に活

動し、チーム全体の活動を支える。地域リーダーは常に連絡を取りながら

連携して活動にあたり、チームがうまく噛み合っていないところを見つけ

、協力してそれを克服する。チームとして協力すれば、地域リーダーは単

独で動くよりも良く目標を達成し、地区のニーズに応えることができる。 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 290 

 

地域チームは以下を協同で行うことが強く奨励されている。 

• 地区とゾーンの共通の目標とビジョンを策定する。 

• 担当する地域でいつでも可能なときにラーニング行事を実施する。 

• 地区内、ゾーン内での交流を推進するために地区リーダーに連絡を送

る。 

• 担当する地区内で前向きな変化を奨励する 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号 

2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

29.010.2. 地域リーダー・ラーニング行事 

次期地域リーダーは、役割に適応し、役割に必要なスキルに基づいた能力

を構築するために、二つの対面型ラーニング行事のうち一つに参加する。

この行事は、モデレーター1 名と各地域リーダーグループを代表する進行

役リーダーが事務総長と相談の上で企画する。モデレーターは、次期管理

委員長エレクトと会長ノミニーにより合同で選出される。次期管理委員長

エレクトと会長ノミニーは、それぞれが任命する役割のために進行役リー

ダーを選出する。モデレーターと進行役リーダーに選出された人物の氏名

は、RI 理事会とロータリー財団管理委員が審査の上、最終的に任命が決

定される。 

 

2 年目、3 年目の地域リーダーには、事務総長によって構成される計画に

基づき、継続的なリソース、学習、スキル構築の機会が提供される（

2023 年 1 月理事会会合、決定 86 号）。 

 

出典：2015 年 10 月理事会会合、決定 34 号、2014 年 1 月理事会会合、決定 93 号。 

2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号、2023 年 1 月理事会会合、決定 86 号により改正 
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24.010.3. 地域・地区ラーニング行事 

地域リーダーは年間を通じてラーニング行事を開催、進行、および／また

は参加する。ラーニング行事は参加者にとって関連性の高いものにすべき

である。ラーニング行事には以下が含まれる。 

• 地域チーム・ラーニングセミナー： 翌ロータリー年度に地域チームを

監督する理事が招集する会合で、7 月 1 日以前に補佐などが出席する

。次期地域リーダーは、すべての地域チーム・ラーニングセミナーの

ために、現理事、現地域リーダーと密に協力する。EMGA は、地区恒

久基金／大口寄付小委員会委員長向けのラーニング行事を実施するこ

とが奨励されている。ポリオ根絶コーディネーターは、地区ポリオプ

ラス小委員会委員長向けのラーニング行事を実施する。 

• ガバナーエレクト・ラーニングセミナー（GELS）とロータリー研究

会：地区リーダーと地区委員会委員長に情報・支援提供者として地域

リーダーを紹介する。すべての地域リーダーが正式に GELS 研修チー

ムに招かれるわけではないが、すべての地域リーダーには地区リーダ

ーとの関係を築いて強化するために GELS とロータリー研究会への出

席が奨励されている。 

• 地域セミナー： ロータリアン、特に地区リーダーに対して新しい情報

、リソース、ツールを用いて意欲を喚起し、ベストプラクティスを共

有する機会を提供するために、他の地域リーダーと共同で開催する。 

• 会長エレクト研修セミナー（PETS）とその他の地区セミナー： 地域

リーダーとそのチームは、ラーニング行事やカリキュラムの策定に協

力し、招かれた場合には地区ラーニング行事でファシリテーションを

行う、または参加するなど、ガバナーやガバナーエレクトと協力して

クラブ会長エレクトおよびその他の地区リーダーの準備を支援すべき

である。 

• オンライン： できるだけ幅広くクラブや地区に支援を届けることがで

きるよう、ウェビナー、オンラインの会合、電話会議、テレビ会議を

利用することが強く奨励されている。ロータリーのウェブサイトから
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利用できるラーニングセンターのリソースも、遠隔学習の効果的なツ

ールとなる 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 29 号 

2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

29.010.4. 資金 

地域リーダーがその責務と役割を果たす上で直接発生する基本的な必要経

費は、ロータリーから提供される年次資金により賄われる（2018 年 6 月

理事会会合、決定 172 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号 

 

29.010.5. 評価 

地域リーダーの目標達成に向けた進捗状況は、定期的に事務総長に報告さ

れる。地域リーダーは、毎年、達成した成果、実施した活動、能力の向上

、質的な貢献について自己評価を行う。この年次自己評価は、メンタリン

グ（個人指導）の機会を促進するため、RI 理事および管理委員と共有さ

れる。事務総長は、成果が低い、または期待を下回る地域リーダーについ

て、個別の改善プロセスの実施をロータリー会長と相談する（2018 年 6

月理事会会合、決定 172 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号 

 

 

29.020. ロータリーコーディネーター（RC） 

ロータリーコーディネーターは、会員増強（入会・参加促進）、クラブ強

化戦略、新クラブ結成、ロータリープログラムの推進に関して、地区の情

報・支援提供者としての役割を果たす。任期は 3 年で、毎年見直しが行わ

れる。34 ある各ゾーンは、ゾーン内、ゾーンセクション内、またはゾー
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ンの一部の地区を担当する、少なくとも一つの地域リーダーチームを有す

る（2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号 

 

29.020.1. 目的 

RC の目的は、既存クラブの支援と強化、および新クラブと衛星クラブの

設立を促進することで、ロータリーの戦略計画を積極的に推進することで

ある。地区と連携して、会員増強（入会・参加促進）、新クラブと衛星ク

ラブの結成、ロータリープログラムへの参加の促進をロータリアンとクラ

ブに奨励し、支援する。また、担当する地区でインスピレーションを与え

、士気を鼓舞し、研修を行い、助言を与え、戦略を定め、連絡を取り、ロ

ータリーを推進する（2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号）。 

 

出典：2009 年 11 月理事会会合、決定 79 号。 

2012 年 10 月理事会会合、決定 117 号、2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号により改

正 

 

29.020.2. 資格要件 

RC は任命以前に以下の経験を有していなければならない。 

• ガバナーとしての経験、または地区およびゾーンのリーダーシップと

の強固な関係 

• 新クラブの結成、新会員の入会促進、または会員の参加促進における

実績  

RC の候補者のうち、以下を示した者が優先される。 

• 協調的リーダーシップスタイル 

• ファシリテーションを担った経験 

• RC 補佐および／または地区会員増強委員長としての経験 
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RC は多忙なため、同時にほかの多忙なロータリーの役職に就いてはなら

ない。役割の重複を避けるため、同時に地区会員増強委員長に就任しては

ならない（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号。 

2018 年 10 月理事会会合、決定 34 号、2020 年 11 月理事会会合、決定 68 号、2021 年

11 月理事会会合、決定 51 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

29.020.3. 選出手続 

会長ノミニーは、毎年、空席が生じるチームによる、担当地区に所属する

有資格の候補者の推薦に基づき、RC を任命する。候補者の推薦は、現、

直前、次期理事および管理委員、ならびに任期最終年度の地域リーダーか

ら受ける。候補者の氏名は、RI 理事会とロータリー財団管理委員が審査

の上、最終的に任命が決定され、発表される（2018 年 6 月理事会会合、

決定 172 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号 

 

29.020.4. 役割と責務 

RC はロータリーに関して以下を理解し、効果的に伝達する。 

• 戦略計画 

• 年次目標と優先事項 

• 地域に合った会員増強（入会・参加促進）戦略  

• 新クラブ・衛星クラブ結成戦略 

• プログラム 

• 学友の重要性を強調  

RC は地元と地域内で、以下を行って模範を示す。 

• 毎年、所属するロータリークラブに少なくとも 1 名の入会候補者を紹

介 

• 所属するロータリークラブで効果的な参加促進の活動を支援 
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• ロータリーのオンラインツールの効果的な利用 

RC は以下を積極的に促進する。 

• 強固で、ダイナミックで、柔軟で効果的なクラブ 

• 新会員の入会促進 

• 現会員の参加促進 

• 新クラブ・衛星クラブの育成 

• クラブおよび地区レベルでの戦略計画の策定 

• ロータリーのオンラインツールの導入と利用 

• ロータリープログラムへの参加 

• クラブ、地区、地域での会員増強の傾向を把握、傾向に対応 

• クラブの成功談  

• 学友のつながり、参加、熱心なロータリー活動を強化する方法 

• すべてのロータリアンによるロータリー学友世界奉仕賞とロータリー

最優秀学友会賞への推薦 

RC は、補佐と協力し、地域リーダーチームと連携して、以下のラーニン

グ行事を企画し、実施する。 

• 補佐のための地域チーム・ラーニングセミナー  

• ガバナーエレクト・ラーニングセミナーGELS 研修チームに招待され

ていない者は、ガバナーエレクトや地区のリーダーとの交流や協力関

係をさらに強化するために GELS に出席することが強く奨励される。 

• 地域セミナー、および必要であればその他の地区セミナー 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号。2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号、2024 年 4

月理事会会合、決定 119 号により改正 
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29.020.5. 主な支援対象 

RC は、地区ガバナーおよび地区組織（委員会）と連携して、目標、優先

事項、ロータリー戦略計画を支援し、クラブ強化・支援に役立つリソース

をロータリアンに紹介する。 

 

RC は、担当地区で会員増強（入会・参加促進）戦略、新クラブ・衛星ク

ラブの発展、戦略計画の策定、ロータリープログラムの推進を支援する上

で、地区会員増強委員長と最も密に連携する（2018 年 6 月理事会会合、

決定 172 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号 

 

29.020.6. 主要ネットワーク 

シニアリーダー 

RI 理事は、地域リーダーのチームが担当する地区で目標を達成できるよ

うに指導する。RC は、RI 理事とその理事のゾーンに所属する管理委員か

、必要に応じてより広域な地域における管理委員、ならびにほかの地域リ

ーダーと定期的に連絡を取り、計画し、連携し、協力することが期待され

ている。  

 

地域リーダー 

RC は、会員増強（入会・参加促進）を促進し、継続性、一貫性、知識管

理の成功を確実なものにするために、補佐がその前任者、後任者と協力し

、連絡を取るのを指導する。さらに、担当する地区で長期的なインパクト

をもたらすために、地域リーダーチームと計画し、連絡を取り、連携する

。  

 

地区ガバナー 

RC は、会員増強（入会・参加促進）の改善、クラブと地区レベルでの戦

略計画の策定、新クラブ・衛星クラブの育成戦略、ロータリープログラム

への参加の促進において、ガバナーと地区会員増強委員長の主な情報・支
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援提供者としての役割を務める。地区ガバナーは地区委員会の委員長に対

して、RC を情報・支援提供者として積極的に推進する必要がある。  

 

ロータリーコーディネーター補佐 

RC は、理事と相談の上で、地域の会員増強（入会・参加促進）戦略、新

クラブ・衛星クラブの発展、戦略計画の策定、ロータリープログラムに関

する実績と経験に基づき補佐を選出する。補佐は、担当する地区で特に地

理的な範囲、職務上の専門知識、言語能力に関して最大限その手腕を発揮

できるように、最長で 3 年の任期で毎年任命される。同時に重要な地域ま

たは地区レベルの役割に就くべきではない。会員増強についての教育、意

欲促進、および戦略計画の策定、ならびにロータリープログラムに関して

RC に協力する。 

 

RC 補佐の候補者は、任命が最終的に決定される前に、資金管理、青少年

保護、財務などの義務に関連したロータリー方針の遵守について、事務総

長による入念な審査を受ける（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号 

2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

 

29.030. ロータリー公共イメージコーディネーター（RPIC） 

RPIC は、クラブが地元で好ましい公共イメージをもてるよう、地区の情

報・支援提供者としての役割を務める。一貫したロータリーブランドとビ

ジュアルアイデンティティを推進し、強い影響力があるロータリーストー

リーの特定に助力する。任期は 3 年で、毎年見直しが行われる。34 ある

各ゾーンは、ゾーン内、ゾーンセクション内、またはゾーンの一部の地区

を担当する、少なくとも一つの地域リーダーチームを有する（2018 年 6

月理事会会合、決定 172 号）。 

 

出典：2011 年 1 月理事会会合、決定 163 号。 

2013 年 10 月理事会会合、決定 64 号、2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号により改正 
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29.030.1. 目的 

RPIC の目的は、ロータリー内外でロータリアンを「世界を変える行動人

」として描き出す影響力の強いストーリーを特定し、効果的に発信する能

力をクラブと地区が強化するのを援助することで、ロータリーの戦略計画

を積極的に促進することである。また、ロータリーブランドや公共イメー

ジ向上キャンペーン資料の地元や地域に合わせた利用法について助言を与

える。地区の組織と連携して、クラブが堅固なメディア戦略、ソーシャル

メディア戦略、最新のウェブサイト、地域社会におけるネット上の存在感

を得られるように支援し、奨励する。意欲を高め、研修を行い、助言を与

える RPIC は、地区と協力して、ソーシャルメディアで取り上げてもらう

ための効果的な方法や、地区内でのロータリーの特別行事やロータリーの

マーケティングを促進する方法を地区が理解できるように援助する（

2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号）。 

 

出典：2011 年 1 月理事会会合、決定 163 号。 

2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号により改正 

 

29.030.2. 資格要件 

RPIC は任命以前に以下の経験を有していなくてはならない。 

• 広報、マーケティング、広告、報道関係、ブランド認知・構築におけ

る実績  

• パストガバナーとしての経験、または地区およびゾーンのリーダーシ

ップとの強固な関係 

RPIC の候補者のうち、以下を示した者が優先される。 

• 協調的リーダーシップスタイル 

• ファシリテーションを担った経験 

• ロータリーのプログラムとロータリー財団の詳しい知識  

• RPIC 補佐および／または地区公共イメージ委員長としての経験 
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RPIC は多忙なため、同時にほかの多忙なロータリーの役職に就いてはな

らない。役割の重複を避けるため、同時に地区ロータリー公共イメージ委

員長に就任してはならない（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号。  

2020 年 11 月理事会会合、決定 68 号、2021 年 6 月理事会会合、決定 177 号、2021 年

11 月理事会会合、決定 51 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

29.030.3. 選出手続 

会長ノミニーは、毎年、空席が生じるチームによる、担当地区に所属する

有資格の候補者の推薦に基づき、RPIC を任命する。候補者の推薦は、現

、直前、次期理事および管理委員、ならびに任期最終年度の地域リーダー

から受ける。候補者の氏名は、RI 理事会とロータリー財団管理委員が審

査の上、最終的に任命が決定され、発表される（2018 年 6 月理事会会合

、決定 172 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号 

 

29.030.4. 役割と責務 

RPIC はロータリーに関して以下を理解し、効果的に伝達する。 

• 戦略計画 

• 年次目標と優先事項 

• 地域に合わせた方法での一貫した公共イメージづくりの活動 

• 一貫し、統一されたロータリーブランドとメッセージの必要性 

• ブランドリソースセンターなど、ロータリーのビジュアルアイデンテ

ィティのリソースを活用 

• ロータリーのストーリーを発信するロータリアンと学友の価値 

RPIC は地元と地域内で、以下を行って模範を示す。 

• 所属するロータリークラブで、ロータリーの公共イメージキャンペー

ンを推進 
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• ブランドリソースセンターを含むロータリーのオンラインツールを活

用してストーリーを発信 

• 公共イメージを向上できるように、クラブや地区の成功例や課題を共

有 

• 従来のメディアやソーシャルメディアにおいて明確で生き生きとした

存在感を確立 

RPIC は以下を積極的に促進する。 

• 戦略計画の一環として、クラブや地区による一貫した公共イメージ向

上の活動 

• ロータリーのストーリーを発信するために、ロータリーのブランドリ

ソースセンターなどオンラインツールの採用と活用 

• ロータリーのブランドとその他のビジュアルアイデンティティ資料の

採用と活用 

• 一貫し、統一されたロータリーメッセージの使用 

• 報道関係、オンライン、ソーシャルメディア、デジタルメディア、地

元でのアドボカシー活動、地域社会の参加促進のための行事、オピニ

オンリーダー、講演、マーケティング・広告経路など、さまざまな通

信経路を活用して、クラブや地区が地域社会にもたらす影響について

ストーリーを発信 

• 管理の行き届いたクラブや地区のウェブサイト 

• クラブや地区がソーシャルメディア上で確固とした存在感を持つ必要

性  

• ロータリアンとロータリー学友のストーリーを紹介する方法 

• 世界ポリオデーなど、地域社会におけるロータリーの特別行事や活動

を宣伝するためのベストプラクティス 

• すべてのロータリアンはロータリー学友世界奉仕賞とロータリー最優

秀学友会賞の年次候補者を推薦することができる 
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RPIC は、補佐と協力し、地域リーダーチームと連携して、以下のラーニ

ング行事を企画し、実施する。 

• 補佐のための地域チーム・ラーニングセミナー  

• ガバナーエレクト・ラーニングセミナーGELS 研修チームに招待され

ていない人も、ガバナーエレクトや地区のリーダーとの交流や協力関

係をさらに強化するために GELS に出席することが強く奨励される。 

• 地域セミナー、および必要であればその他の地区セミナー 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号。2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号、2024 年 4

月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

29.030.5. 主な支援対象 

RPIC は、地区ガバナーおよび地区組織（委員会）と連携して、地区やク

ラブが地域社会で生き生きとした公共イメージを打ち出す効果的なストー

リーを発信できるよう、ロータリーの目標、優先事項、戦略計画や役立つ

リソースをロータリアンに紹介する。 

 

RPIC は、すべてのクラブの公共イメージ向上活動を支援する上で、担当

する地区の地区公共イメージ委員長と最も密に連携する。特に地区公共イ

メージ委員長、および必要であればその他の地区リーダーに対して、イン

スピレーションを与え、意欲を高め、研修を行い、助言を与え、戦略を立

て、連絡を取り、ロータリーの公共イメージ向上プログラムや活動を促進

する（2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号）。 

 

出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号 

 

29.030.6. 主要ネットワーク 

シニアリーダー 
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RI 理事は、地域リーダーのチームが担当する地区で目標を達成できるよ

うに指導する。RPIC は、RI 理事とその理事のゾーンに所属する管理委員

か、必要に応じてより広域な地域における管理委員、ならびにほかの地域

リーダーと定期的に連絡を取り、計画し、連携し、協力することが期待さ

れている。  

 

地域リーダー 

RPIC はロータリーのブランドを促進し、継続性、一貫性、知識管理の成

功を確実なものにするために、補佐がその前任者、後任者と協力し、連絡

を取るのを指導する。さらに、担当する地区で長期的な影響をもたらすた

めに、地域リーダーチームと計画し、連絡を取り、連携する。  

 

地区ガバナー 

RPIC は、世界中の地域社会でロータリーのイメージを向上させるために

、ガバナーと地区公共イメージ委員長の主な情報・支援提供者としての役

割を務める。地区ガバナーは地区委員会の委員長に対して、RPIC を情報

・支援提供者として積極的に推進する必要がある。 

 

ロータリー公共イメージコーディネーター補佐 

RPIC は、理事と相談の上で、マーケティング、報道関係または広報の実

績と経歴に基づいて補佐を選出する。補佐は、担当する地区で特に地理的

な範囲、職務上の専門知識、言語能力に関して最大限その手腕を発揮でき

るように、最長で 3 年の任期で毎年任命される。同時に重要な地域または

地区レベルの役割に就くべきではない。補佐は、ロータリーのストーリー

を地元レベルで発信する重要性について、教育と意欲促進を行う RPIC に

協力する。 

 

RPIC 補佐の候補者は、任命が最終的に決定される前に、資金管理、青少

年保護、財務などの義務に関連したロータリー方針の遵守について、事務

総長による入念な審査を受ける（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）

。 
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出典：2018 年 6 月理事会会合、決定 172 号 

2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 
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第 30 条   国際ロータリーのその他の現役員と元役員 

 

30.010. 会長エレクト 

30.020. 会長ノミニー 

30.030. 副会長 

30.040. 財務長 

30.050. RI の元役員の定義 

30.060. RI 役員のエイドのための指針 

 

 

30.010. 会長エレクト 

 

30.010.1. 任務 

RI の会長エレクトは、 

1. RI 会長の指導の安定性と継続性を保つため、会長ならびに会長ノミニ

ーと緊密かつ折り合いよく協力すべきである。 

2. できる限り多くのロータリー研究会に参加するなど、会長から指定さ

れる任務を受諾する準備を整えるべきである。 

3. RI のリーダーとしての年度に備えるために、相当な時間と努力を捧げ

る責任がある。 

4. 世界本部における会長エレクト室に移動する。 

5. 適切な財的支援と職員の実務支援を受けるものとする。 

6. 予算を含め、国際協議会の指示、計画および監督に全面的に責任を持

つものとする。 

7. 会長就任年度の予算の作成に協力するものとする。 

8. RI 財務委員会の職権上の委員を務めるものとする。 

9. 事務総長と会合し、会長就任中の正式な計画手続を開始し、この計画

を実施するために職員との協力を開始する。 
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10. すべての理事会会合に出席する。 

11. 管理委員長エレクトと協力して目標を策定し、就任する前年度の最初

の理事会会合において検討され承認を受ける。 

12. 就任年度の国際大会の準備を始める。 

a. 事務総長と会合し、国際大会の計画立案に協力する職員を決める。 

b. 国際大会の計画立案のための委員会会合の日程を決める。 

c. ガバナーエレクトに対し、ガバナー年度の国際大会を推進してもら

うための特別な指示を、国際協議会プログラムに含めることができ

る。 

13. 慎重にモデレーターを任命することにより、国際協議会において次期

ガバナーが適切な研修を受けられるようにする。 

14. 国際協議会へのガバナーエレクトの出席を免除する。 

15. 就任年度にどの委員会を引き続き任命すべきかについて理事会と協議

する 

（2017 年 6 月理事会会合、決定 195 号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 107 号。 

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2001 年 11 月理事会会合、決定 91 号、2002 年 6

月理事会会合、決定 245 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2005 年 6 月理事会

会合、決定 284 号、2006 年 6 月理事会会合、決定 269 号、2011 年 1 月理事会会合、決

定 127 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 37 号、2016 年 7 月理事会会合、決定 13 号、

2017 年 6 月理事会会合、決定 195 により改正 

1993 年 10 月理事会会合、決定 48 号も参照のこと 

 

30.010.2. 研究会への出席 

会長エレクトは、いくつかの研究会に出席するよう奨励されているが、会

長エレクトには数多くの任務と拘束があることを踏まえ、研究会の全会期

に出席しなくてもよい（2023 年 5 月理事会会合、決定 143 号）。 

 

出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 290 号、1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号 
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2023 年 5 月理事会会合、決定 143 号により改正 

 

30.010.3. 準備の委員会会合 

来たる年度に備え、会長から次の会長への円滑な移行と引継ぎを効果的に

行い、ロータリー年度の次年度への継続性を高めるべく、会長エレクトは

、事前に立案するために、次ロータリー年度に任務を遂行する委員会の予

定計画を立て、その年度に先立つ 3 カ月前から会合を開くことができる。

かかる会合は、現年度のプログラムおよび会合と一切重複すべきではない

。国際協議会および国際大会の計画を調整するには相当の準備期間を必要

とすることを踏まえ、これらの大会の計画に関連する委員会の会合は、会

長ノミニーおよび会長エレクトによってその年度の任意の時期に予定する

ことができる（2011 年 7 月理事会会合、決定 13 号）。 

 

出典：1991 年 7 月理事会会合、決定 12 号、1997 年 11 月理事会会合、決定 109 号、

2010 年 6 月理事会会合、決定 262 号。 

2011 年 7 月理事会会合、決定 13 号により改正 

 

30.010.4. 会長エレクトの旅費 

会長エレクトとパートナーの経費の支払いが承認され、会長エレクトにパ

ートナーがいない場合はすべて、会長エレクトの裁量により、会長エレク

トの家族の成人 1 名のために支払いが認められる（2003 年 5 月理事会会

合、決定 325 号）。 

 

出典：1991 年 4 月理事会会合、決定 10 号 

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号により改正 

 

30.010.5. 副会長と財務長の任命 

次年度のために副会長と財務長を任命するに先立ち、会長エレクトは、そ

の選出に関して個々の理事と非公式に相談するものとする。理事会の副会

長と財務長は、一年目の理事を務めている人の中から選出するものとする

（2002 年 2 月理事会会合、決定 164 号）。 

 

出典：2001 年 11 月理事会会合、決定 52 号 
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2002 年 2 月理事会会合、決定 164 号により改正 

 

引照 

19.040.2. ガバナーエレクトの国際協議会への出席 

 

 

30.020. 会長ノミニー 

 

30.020.1. 執務室 

会長ノミニーは、世界本部、国際協議会、および国際大会において執務室

を提供されるものとする（2004 年 2 月理事会会合、決定 189 号）。 

 

出典：1997 年 7 月理事会会合、決定 25 号。 

2004 年 2 月理事会会合、決定 189 号により改正 

 

30.020.2. 会長ノミニーの経費 

理事会の会合、国際協議会、RI 国際大会、および規定審議会に出席する

ため、会長ノミニーの経費は、旅行と経費に関する RI の方針に従って、

RI により支払われるものとする（2016 年 1 月理事会会合、決定 104 号）

。 

 

出典：1961 年 1 月理事会会合、決定 179 号。 

2010 年 7 月理事会会合、決定 9 号、2016 年 1 月理事会会合、決定 104 号により改正 

 

30.030. 副会長 

副会長は以下を行うものとする。 

1. 会長より要請された任務を遂行する。 

2. 就任の準備にあたって会長室の主要な諸事全般について常に把握して

おく。 

3. 会長からの要請がある場合、あるいは会長が何らかの理由で議長を務

めることができない場合、理事会の議長を務める。 
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4. 会長の指示に従い、理事会会合において会長を補佐する。 

5. 副会長への連絡方法を含め、常時、会長に副会長の居場所を知らせて

おく。 

6. 会長により決められた役割を国際大会において務める 

（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1981 年 10～11 月理事会会合、決定 72 号 

1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号により改正 

 

 

30.040. 財務長 

 

30.040.1. 国際大会報告 

財務長は、a）監査人の報告は RI 会計年度の終了後まで用意できないこと

、b）監査人の概要報告は各クラブへ送られること、c）事務局を通じて

余部が用意されることに言及した上で、国際大会に報告書を提出するもの

とする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1954 年 1 月理事会会合、決定 129 号、1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号。 

 

30.040.2. 理事会に対する報告 

財務長は、理事会会合において、四半期に 1 回以上財務状況を報告するも

のとする（2021 年 3 月理事会会合、決定 120 号）。 

 

出典：1980 年 10～11 月理事会会合、決定 248 号、2000 年 5 月理事会会合、決定 445

号 

2021 年 3 月理事会会合、決定 120 号により改正。 
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30.050. RI の元役員の定義 

「元会長」、「元理事」、および「パストガバナー」といった用語は、RI

理事会が、個々の場合の真価に基づき、全任期に満たないことが、これら

の定義の目的であり、また RI 細則の規定の下に高い役職を保つために資

格を得るための目的のために全任期と見なすことができると判断した場合

を除き、全任期を務めたことを特定するものである。 

 

30.050.1. 元役員身分の剥奪 

そういった判断の根拠は、元役員が犯罪行為、財務上の不正行為、詐欺、

ハラスメント、選挙干渉、ロータリー、その役員またはクラブに対する訴

訟に関係していたこと、ロータリーの行動規範に反する行動をとったこと

、理事会が適切だと認める元役員の行動基準に沿っていないと理事会が考

えるその他の行為または活動に関わっていたことが判明した場合を含むが

、これに限定されない。 

 

検討に付す前に、この問題は該当するロータリークラブ、地区、またはゾ

ーンレベルにおいて、ロータリーの方針に従い、理事会に提示される調査

結果を基に検討されていなければならない。  

 

理事会は判断を下す上で、理事または事務総長が理事会に提出する、文書

化された適切な国内団体（クラブ、地区、ゾーン）の所見を参考にするこ

とがある。 

 

理事会は、元役員としての資格が取り消されたロータリアンが、元役員と

しての資格を回復すべきであることを示す追加情報が事務総長に提出され

た場合に限り、元役員としての資格を回復するための要請を検討する。（

2024 年 1 月理事会会合、決定 102 号）。 

 

出典：2019 年 10 月理事会会合、 決定 34 号、 

2020 年 9 月理事会会合、決定 26 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号、2024 年 1

月理事会会合、決定 102 号により改正 
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30.060. RI 役員のエイドのための指針 

RI 理事会は、「RI 役員のエイドのための指針」を採択した。RI 会長、理

事、財団管理委員は、各自の特別な旅行ニーズに適した指針を作成するこ

とができ、これは以下の指針と異なるものであってもよい。 

 

任務は滞在の期間と活動の種類により異なる。全般的な責務は、役員が快

適に過ごし、すべての行事に時間通りに到着し、訪問を楽しむことができ

るよう万全を期すことである。  

 

エイドは以下の指針に従うものとされる。 

1. 到着前のエイドの責務には以下がある。 

a. 自分自身に関する詳細な情報（連絡先情報、パートナーの名前、可

能であれば写真、等）を役員に送る。 

b. 訪問中に特別な服装に関する特別な必要事項（フォーマル着用等）

があれば役員に伝え、また、役員から特別な要請事項があるかどう

かを聞く。 

c. 訪問期間すべてにわたる完全な予定表（プログラム）を役員に送る

（または手配担当者が送付済みであることを確認する）。予定表に

記載される情報には、役員が行うすべてのプレゼンテーションおよ

びスピーチ、または役員が行うことになっているその他の仕事、訪

問、活動、およびホストとなるクラブや地区に関する背景情報など

がある。 

d. 緊急事態のための医療援助（病院、医師、歯科医）に関する情報を

手元に集めておく。 

e. 役員の宿泊に関する特別な必要事項や希望（ベッドの種類、禁煙／

喫煙、等）および食事制限やアレルギーの有無などについて尋ねる

。 

f. ホテル予約の確認 
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i. 役員（および、適切であればパートナー）のチェックインを前

もって済ませておく。 

ii. 部屋の鍵をもらい、役員に直接手渡す。 

iii. 準備が整っているか、部屋を事前に確認しておく。 

iv. チェックアウトの際に問題が生じないよう、支払い方法を確認

しておく。必ず、支払いの手配が明確に整っているようにする

。役員が直接支払うことになっている場合、チェックインの前

にそのことを役員に必ず知らせておく。役員の代わりにホテル

の請求書に目を通す。 

g. 登録資料や行事に必要なバッジ（名札）などがあれば、事前に受け

取っておき、名前が正しく記されているか、また、入っているべき

情報や資料がすべて揃っているかを確認しておく。 

2. 役員の滞在中にエイドが遂行すべき責務 

a. 空港（または他の到着場所）に出迎える。訪問期間中は、必要に応

じ、荷物の持ち運びを援助し、ホテルまでの交通などを手配する。 

b. 訪問期間中、役員がいつでもエイドに連絡が取れるようにしておく

。 

c. 役員が行事出席のための迎えの正確な時間を把握しているか、確認

する。 

d. 役員とパートナーを各活動会場まで案内し、活動が終わるまで付き

添う。できれば、席の配置をあらかじめ把握しておき、できるだけ

夫妻の近くに座席を確保する。 

e. 役員を他の参加者に紹介し、役員ができるだけ多くのロータリアン

や来賓と交歓する機会を設ける。しかし、大勢の人びとの間を通り

抜けられるよう誘導したり、役員を独占しようとする人びとから守

ったりすることが必要な場合もある。 
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f. 活動中は、常に役員とパートナーのニーズに気を配り、彼らを保護

し、援助するよう心がける。しかし、横柄な態度や、差し出がまし

い態度は避ける。 

g. 活動中に役員が受け取る贈り物や印刷物を適切に処理する。できれ

ば、これらの品に名刺を添えるようにする。必要であれば、行事終

了後に、贈答品を役員の自宅あるいは勤務先に送る。また、受け取

った贈答品のリストに各贈り主の氏名と住所を添えて送る。 

h. 役員のニーズや要望を、行事の主催者に常に知らせる。 

i. 役員から特に指示のあった場合を除き、行事のコーディネーターが

すでに組んでいる活動以外は何も計画しない。 

j. 不測の事態に備え、次に何が起こるか常に予想する。分らないこと

があれば、躊躇せず役員に尋ねる。 

k. 状況に応じて遂行しなければならないさまざまな臨時責務に備えて

おく。例えば、役員と一緒に写真を撮りたいという要望に応え、カ

メラマンの役割が回ってくることも考えられる。 

3. 行事終了後に、エイドが遂行すべき責務 

a. 帰りも空港（または他の到着場所）まで見送る。必要に応じ、荷物

の持ち運びを援助し、空港までの交通などを手配する。 

b. 必要であれば、大きな贈り物や記念品を役員に発送する 

（2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：2003 年 10 月理事会会合、決定 60 号。 

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

30.060.1. RI 役員のエイド選定のための指針 

RI 理事会は、「RI 役員のエイド選定のための指針」を採択した。RI 会長

、理事、財団管理委員は、各自の特別な旅行ニーズに適した指針を作成す

ることができ、これは以下の指針と異なるものであってもよい。 
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RI 会長あるいは役員のエイドの役割は、役員の訪問の前後、および期間

中を通じ、支援を行い、情報を提供することである。エイドの選定は、任

務を遂行するその個人の能力に基づき行われるべきである。訪問する RI

役員のエイドを務めるロータリアンを任命する際は以下の指針を参考に入

れること。  

 

エイドは以下のことを備えていなければならない。 

1. ロータリーの席次を理解し、ホストするクラブもしくは地区の活動お

よび情報によく精通し、知識と経験を備えたロータリアンであること

。できればパストガバナーか元理事であること。 

2. 訪問もしくは行事期間中、役員に随行できること。 

3. 過密な行事の予定をこなせる体力があること。 

4. 用意周到で、時間を厳守し、忍耐強いこと。 

5. 役員の使用言語に堪能であり、役員がホスト地域の言語で会話できな

い場合は、通訳を提供できること。 

6. 必要であれば、役員のために交通手段を提供、または手配すること。 

7. 役員の予定やニーズを十分把握していること。 

8. 「国際ロータリー役員のエイドのための指針」に概説されているすべ

ての任務を遂行できること 

（2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：2003 年 10 月理事会会合、決定 60 号。 

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 
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第 31 条   RI の委員会 

 

31.010. 委員会の目的 

31.020. 委員会の種類 

31.030. 委員会の会合 

31.040. 委員会の任命 

31.050. 委員会への連絡理事 

31.060. 執行委員会 

31.070. 理事会の常任委員会 

31.080 常任委員会 

31.081. 定款細則委員会 

31.082. 地区編成委員会 

31.083. 選挙審査委員会 

31.084. 財務委員会 

31.085. 会員増強委員会 

31.086. 合同運営審査委員会 

31.087. 合同戦略計画委員会 

31.088. 合同監査委員会 

31.090. 合同委員会 

31.091. 合同 DEI 諮問委員会  

31.092. 合同ラーニング委員会 

31.093. 合同テクノロジー委員会 

31.094. 合同コミュニケーション委員会 

31.100. その他の委員会 

31.101. 審議会運営委員会 

31.102. 現年度国際大会委員会 

31.103. 次年度国際大会委員会 
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31.010. 委員会の目的 

定められた期間内に特定のニーズに取り組み、確かな情報を入手し、具体

的な任務を遂行し、一定の理事会方針を履行するための各種の委員会、作

業班、および同様の活動志向のグループを設けるべきである。  

 

すべての RI 委員会は RI の戦略計画に沿って職務を遂行するものとする。

割り当てられた職務に加えて、委員会は、ロータリー章典第 28.020.3 項

に従って伝達された理事会の戦略的重点に基づいて活動するものとする（

2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 48 号。 

2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号。2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号、2022 年 4

月理事会会合、決定 123 号により改正 

 

31.010.1. 委員会の諮問的な役割 

委員会は、所定の職務権限にて別段規定されている場合を除き、本来、管

理機能をもたず、もっぱら RI 理事会に助言するのみとする。各委員会は

割り当てられた責任の範囲内において RI 理事会に積極的に助言し、適切

であれば、決定案を提示して RI 理事会の検討に付す必要がある。RI 委員

会の委員長および委員は、協力関係あるいは資金援助を求めるために国際

ロータリーに代わって他の団体に働きかけることはないものとする。RI

委員会の委員長および委員は、会長の書面による許可なしに、国際ロータ

リーに代わって地域あるいは国際的な会合を組織または実施することはな

いものとする（2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：1975 年 1 月理事会会合、決定 61 号、2005 年 3 月理事会会合、決定 206 号。 

2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号、2022 年

10 月理事会会合、決定 39 号により改正 

 

31.010.2. 新しい委員会の創出 

2022 年 7 月 1 日より、既存の RI 委員会を排除しない限り、新しい RI 委

員会は設立されない。 
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現行のロータリー年度以降も継続する新しい委員会またはタスクフォース

の創出に関する決定は、採択時に以下の点を明確にしなければならない。 

1. 定められた試行・評価期間（4 年未満であること） 

2. 試行・評価期間にロータリーのリソースに対して予想される影響 

3. 委員会またはタスクフォースの成否を判定する基準。 

4. 中間評価および理事会への報告の日程 

5. 最終評価日。その後に理事会は、継続的委員会またはタスクフォース

として採択する、または委員会またはタスクフォースを終結する、ま

たは必要に応じて試行および評価期間を延長することができる。 

理事会が採択または延長しない場合、委員会またはタスクフォースは試行

および評価期間の終了時に終結する（2022 年 10 月理事会会合、決定 39

号）。 

 

出典：2019 年 4 月理事会会合、決定 142 号 

2020 年 9 月理事会会合、決定 30 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号により改正 

 

 

31.020. 委員会の種類 

RI 委員会には以下の種類がある。 

 

31.020.1. 常任委員会 

「常任委員会」とは RI 細則第 17 条により設置が義務付けられている委員

会である。 

 

31.020.2. 理事会の委員会 

「理事会委員会」は、理事会によって設立され、理事全員または主に理事

で構成される。 
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31.020.3. 合同委員会 

「合同委員会」は、理事会と管理委員会によって設立され、それぞれへの

報告義務を伴う。 

 

31.020.1. 常任委員会 

「その他の委員会」とは、理事会が毎年設立し、複数年にわたってその職

務内容が理事会によって定められた非常任委員会をいう。  

 

31.020.5. アドホック委員会 

「アドホック委員会」とは、理事会により設置されるが、設置が義務づけ

られているわけではなく、特別な職務が終了するまで存続する臨時委員会

である（2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 160 号。 

2012 年 1 月理事会会合、決定 158 号、2012 年 10 月理事会会合、決定 39 号により改正 

 

 

31.030. 委員会の会合 

RI 細則において別段に規定されているか、委員会の職務権限といった理

事会の特定の決定がある場合を除き、RI の各委員会は、会長により承認

・指定された時と場所において会合するものとする。 

 

RI 細則第 17 条に示された委員会は、7 月中、8 月の最初の 2 週間、11 月

の第 4 木曜日から 12 月末までは、会合を開くべきではない。RI 会長は、

この決定に従った時期に開かれる委員会会合を許可するよう求められてい

る（2018 年 10 月理事会会合、決定 34 号）。 

 

出典：1947 年 5～6 月理事会会合、決定 269 号。 

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号、2018 年 7

月理事会会合、決定 14 号により改正 
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31.030.1. 委員会の推奨決定案 

委員会によって理事会に推奨されるすべての決定案の文言は、委員会に出

席し投票する委員の過半数によって承認されるものとする。委員会会合中

に最終推奨決定案の文言が承認されなかった場合、委員長または事務総長

が提案した最終決定案の文言が、リエゾンを含め、委員会全員に配布され

るものとする。かかる決定案が理事会に付託される前に、委員会の委員の

過半数が決定案の文言に同意しなければならない。 

 

理事会に推奨案を提出する際、すべての RI 委員会は、推奨案に関する費

用合計および他の財務的な予測を詳述した要約書を添えるものとする（

2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：1989 年 1～2 月理事会会合、決定 171 号 

2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号により改正 

 

31.030.2. 委員会議事録および報告書 

委員会の議事録またはその他の報告書は、委員会の会合後できるだけ早く

、そのような議事録または報告書が審議または審査のために理事会に付託

される日付までに、委員会のすべての委員およびリエゾンに配布されるも

のとする。 

 

委員会委員長の指導および職員の支援の下、各 RI 委員会は、理事会（あ

るいは事務総長）に対する具体的な提案を作成し、委員会の議事録あるい

は報告書の一部として含め、それぞれの提案の簡潔な理由を添えるものと

する（2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：1987 年 6 月理事会会合、決定 342 号。 

2005 年 6 月理事会会合、決定 340 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2022 年

10 月理事会会合、決定 39 号により改正 
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31.030.3. 管理委員会合の前または会合期間中の会合の予定 

会長は、管理委員会の全体会合の前週に RI 会合が重ならないよう日程を

調整するよう要請されている。招集者もまた、管理委員会または理事会の

全体会合の前週末にロータリー研究会が重ならないよう日程を調整するよ

う要請されている。 

 

管理委員またはリエゾン（連絡担当者）が参加する RI 委員会は管理委員

会の会合と同時に招集しないものとする（2023 年 5 月理事会会合、決定

143 号）。 

 

出典：2013 年 10 月理事会会合、決定 25 号 

2019 年 10 月理事会会合、決定 32 号。2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号、2023 年 5

月理事会会合、決定 143 号により改正 

 

31.030.4. 委員会委員のオリエンテーション 

委員会のオリエンテーションは、RI 委員会の委員、アドバイザー、リエ

ゾン理事およびリエゾン管理委員に対して、委員会委員長およびリエゾン

職員の合同指揮の下、毎年提供されるものとする。このオリエンテーショ

ンは年度の委員会の第一回会合の初日に対面式で実施することも、電話会

議、ウェビナー、その他電子的媒体を利用して提供することもできる。オ

リエンテーションプログラムには以下が含まれるべきである。  

• 当該分野のこれまでの経緯 

• 職務内容、委員会の活動範囲、およびその年度の委員会の目標 

• すべての委員会に適用される本章典の節 

• 委員会のベストプラクティスの概要 

• 過去 2 年度分の委員会議事録の写し 

• 委員会の活動に影響する最近の主な理事会決定の概要 

• 委員およびリエゾンに対する期待事項 

• 委員が費やすと予想される時間 

• 委員会が利用できるリソース 

• 委員会会合の形式 
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• 委員会の全委員および主要職員の略歴 

• 事務局職員との関わり方の行動規範 

上記のオリエンテーションに加えて、各委員は多様性、公平さ、インクル

ージョンに関するロータリーのオンラインコースを履修することが求めら

れるものとする（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2016 年 9 月理事会会合、決定 36 号  

2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

31.030.5. 次期委員の委員会会合への出席 

理事会は、委員会委員長の裁量により、事務総長と相談の上で、ロータリ

ー年度の下半期に会合が予定された委員会の次期委員が当該年度の最後の

委員会会合に招待されることを奨励する（2018 年 1 月理事会会合、決定

73 号） 

 

出典：2017 年 9 月理事会会合、決定 26 号 

2018 年 1 月理事会会合、決定 73 号により改正 

 

引照 

27.010.5. 会長指名委員会の会合日における会合および訪問 

 

 

31.040. 委員会の任命 

 

31.040.1. 会長による任命 

すべての任命は会長により行われるものとする。ただし、本条項に規定さ

れた委員会の職務内容を含め、RI の組織規定、財団細則、あるいは理事

会の決定に準拠して他の者により任命される場合は例外とする。その他、

すべてのボランティアの任命は、その任命を行う人物が誰であるかにかか

わらず、会長と協議した上でのみ行われるべきである。会長ならびに理事

会の全メンバーは、そうした任命について、互いに相談し合い、できる限
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り助言と援助を提供し、委員の募集および委員会選出タスクフォース（

31.040.4）の利用を検討するよう強く奨励されている（2022 年 10 月理事

会会合、決定 39 号）。 

 

出典：1976 年 11 月理事会会合、決定 108 号、1995 年 6 月理事会会合、決定 220 号  

2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号により改正 

 

31.040.1. 会長エレクトによる任命 

RI 会長エレクトは、自らの会長就任中に有効となる任命を行うものとす

る（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1995 年 6 月理事会会合、決定 220 号、1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号 

 

31.040.3. 数年にわたる任命 

あるロータリー年度に有効となり、引き続き 1 年あるいはそれ以降の年度

も続く任命（空席補充を含む）については、会長または会長エレクトは、

そうした任命を行う前に後任者と相談するものとする（2022 年 10 月理事

会会合、決定 39 号）。 

 

出典：1995 年 6 月理事会会合、決定 220 号 

2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号により改正 

 

31.040.4. 委員の選出 

1. RI 委員会選出タスクフォース 

ロータリーは、委員会選出タスクフォースを有するものとする。このタス

クフォースは、会長ノミニーが会長エレクトの年度に選出および任命する

ために指定した RI 委員会の候補者を募り、提案するものとし、6 名以下

の現・元理事から成る。タスクフォースは、会長エレクトの検討用に、委

員会の空席の役職ごとに 3 名以上の候補者のリストを提供するものとする

。 

2. 委員の募集 
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事務総長は、委員会選出タスクフォースの指示の下、年齢、性別、地理的

に多様な、十分に資格を満たす候補者集団を募集するために、ロータリー

のコミュニケーション発信手段を利用して空席となっている委員会の役職

を公募するものとする。公募通知では、その役職の主な職務と要求される

経験を明示するものとする。応募手続は、自薦でも、他者を推薦すること

もできる。各候補者はひとつの委員会にしか応募することはできないが、

当該委員会、または他の委員会への他者による推薦からは除外されない。

現職および次期 RI 役員はこの申請手続を所属地域のロータリアンに広め

るよう奨励されている。申請に関わる事務総長と現職の委員会委員は、資

格のある候補者を検討対象として推薦するよう奨励されている。再任の資

格がある現職委員も、再任に応募するよう奨励されている。この手続は、

次期または現職 RI 理事およびロータリー財団管理委員のための委員会優

先任命を求めることを目的としていない。 

3. 委員の選出  

ロータリーは、ロータリー会員の多様な視点を委員会において代表するこ

との価値を認識し、組織内の意思決定の多様性を改善するというロータリ

ーの願いを認識している。委員会選出タスクフォースは、年齢、性別、民

族、専門知識、地域、その他の基準を考慮し、ロータリーの国際性を反映

するような候補者を特定して会長エレクトに提案するよう奨励されている

。 

 

各任務に必要とされる技術的技能または職業上の専門知識を有する、最も

条件を満たしている候補者をタスクフォースに提示できるようにするため

、事務総長は候補者を評価する。応募に関わる現職の委員長は、タスクフ

ォースに提示するための候補者の評価に参加するよう奨励されている  

 

RI 細則第 17.040.節を遵守するため、理事会の第三回会合において、会長

エレクトは次年度の委員会に任命する候補者名を理事会の承認に付すため

提案するものとする（2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 44 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 208 号、

2011 年 1 月理事会会合、決定 123 号。 
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2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 158 号、2015 年 5

月理事会会合、決定 176 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 37 号、2018 年 4 月理事会

会合、決定 136 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号により改正 

 

31.040.5. RI に対し未納金のあるロータリアンの任命 

RI あるいはロータリー財団に対して 90 日を超えて未納となっている米貨

100 ドルを超える納入義務があることが事務総長から通知されているロー

タリアンには、以下の事項が適用される。  

• これらの納入義務金が事務総長の満足の行くよう支払われるまで、理

事会の承認を必要とする一切の任命あるいは任務を受ける資格がない

ものとする。 

• 未納金が返済されるまでは、自分の代わりに RI またはロータリー財団

に支払いを行ってもらう資格、あるいは RI やロータリー財団の業務で

発生した経費の弁済を受け取る資格がないものとする 

90 日を超えて未納となっている米貨 100 ドルを超える納入義務があるロ

ータリアンは、義務金の未納が理事会の満足のいく方法で解決されるまで

は、RI 会長による任命、または任務あるいはロータリー財団の任命また

は任務を受けないことが勧告されている。また、180 日を超えて米貨 100

ドルを超える納入義務金があるロータリアンは、任命責任者により現在の

任命または任務から解任されることが勧告されている（2009 年 6 月理事

会会合、決定 277 号）。 

 

出典：2002 年 6 月理事会会合、決定 296 号、2004 年 2 月理事会会合、決定 218 号。 

2002 年 11 月理事会会合、決定 168 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 422 号、2005 年

6 月理事会会合、決定 336 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2009 年 6 月理事

会会合、決定 277 号により改正 

 

31.040.6. 委員を務める名誉会員 

ロータリークラブの名誉会員は、その名誉会員であるという理由で、また

その名誉会員が保持していたクラブ、地区、あるいは国際ロータリーの元
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の役職の如何に関わらず、地区または国際ロータリーの委員会委員を務め

ることはないものとする（2000 年 2 月理事会会合、決定 298 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 134 号 

2000 年 2 月理事会会合、決定 298 号により改正 

 

31.040.7. 委員会のアドバイザー 

例外的に、委員会にアドバイザーを任命できる。ただし、アドバイザーは

RI 理事会の承認を受けなければならない。アドバイザーは、委員会で必

要とされる専門知識を有する、および／または、特定地域を代表する人で

あるべきである。  

 

委員会にアドバイザーを追加するには、理事会の 3 分の 2 の賛成票が必要

となる（2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：2019 年 10 月理事会会合、決定 37 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号 

2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号により改正 

 

 

31.050. 委員会への連絡理事 

特定の RI 委員会へのリエゾン理事を務めるべく、会長が理事会メンバー

を任命することによって、理事会と委員会の間の必要なコミュニケーショ

ンの手段が提供されることになる。（2022 年 10 月理事会会合、決定 39

号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 96 号。 

1983 年 5～6 月理事会会合、決定 321 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号により

改正 

 

31.050.1. 会合における参加 

本条項において、または新しい委員会創設の決定において定められた職務

内容に記載された通り、ある一つの委員会へ指定されるリエゾン理事は 1

名のみとする。リエゾン理事は、厳密にリエゾン（連絡担当）としての職
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責において委員会会合に出席するものとする。リエゾン理事は、委員会の

審議および提案が同委員会の職務権限に全面的に一致していることを確認

するものとする（2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 96 号。 

1983 年 5～6 月理事会会合、決定 321 号、2016 年 2 月理事会会合、決定 157 号。 

1996 年 11 月理事会会合、決定 66 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号も参照のこ

と 

 

31.050.2. 委員会報告 

リエゾン理事は一般に、理事会に委員会報告を提示することを期待される

ものとする。リエゾン理事は、書面による公式の報告書に記されている通

りに、あるいはリエゾン理事としての職責において知り得た通りに、委員

会の意見と審議内容を説明するよう期待されるべきである（2022 年 10 月

理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 96 号。 

1983 年 5～6 月理事会会合、決定 321 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号により

改正 

 

31.050.3. リエゾン理事の経費 

委員会会合への往復に要するリエゾン理事のすべての経費を賄うために、

RI の年次予算に充当額を計上するものとする（1998 年 6 月理事会会合、

決定 348 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 96 号。 

1983 年 5～6 月理事会会合、決定 321 号により改正 

 

31.050.4. 委員会へのリエゾン理事およびリエゾン管理委員 

RI 会長および管理委員長は、本条項に規定された職務内容に定めるとお

り、当該合同委員会およびその他の委員会にリエゾン理事および／または

リエゾン管理委員を任命するものとする（2022 年 10 月理事会会合、決定

39 号）。 
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出典：2003 年 2 月理事会会合、決定 201 号 

2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号により改正 

 

31.060. 執行委員会 

 

31.060.1. 目的 

定められた方針に従い理事会に代わって行動し、ガバナンスおよびその他

の重要事項に関して理事会に助言を与え、RI 財務委員会から理事会に報

告するための推奨事項を検討する。（2022 年 10 月理事会会合、決定 39

号）。 

 

出典：2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号 

 

31.060.2. 委員会の構成 

本委員会は、会長が任命する 5 名から 7 名の理事会メンバーから成り、こ

れには会長、会長エレクト、副会長、および財務長が含まれる。会長は委

員長も任命する。全委員は任期を 1 年とし、再任できる。（2022 年 10 月

理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号 

 

31.060.3. 委員会の責務 

• 理事会または RI の方針が確立されている場合、あるいは緊急事態が存

在する場合、あるいは理事会により決定された場合には、理事会に代

わって決定を行う。 

• 理事会が使用する統括管理の手続きを審査し、その有効性と戦略的焦

点を確認する。 

• 理事会の注意が必要とされる事柄を調査し、その上で理事会に提案を

行い、さらに執行委員会の職務権限の範囲外の事柄である場合には、

必要に応じて、適切な理事会委員会に理事会の議題項目を付託する。 
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• 委員会の報告を検討し、必要な場合、報告書の内容に関して措置を講

じる。 

• 理事会に代わって請願書を検討し、回答する。 

• 事務総長の業績の評価を行う（第 31.060.6 項を参照）。 

• 理事会の人事委員会としての役割を果たす（第 31.060.7 項を参照）。 

• 必要であれば、理事会が充当した費用の支出に関して決定を行い、理

事会による決定を履行するために必要な緊急の資金の充当を行う。 

• 緊急に必要であると認められる追加金額に関し、他に計上されていな

い資金から充当を行う。 

• ボランティアリーダーによる不適切な行動に関する申し立てを審査し

、必要に応じて理事会による措置を推奨する。 

本委員会は、財団管理委員会の執行委員会、合同運営審査委員会、合同監

査委員会、合同戦略計画委員会と連携する（2022 年 10 月理事会会合、決

定 39 号）。 

 

出典：2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号 

 

31.060.4. 執行委員会の会合 

RI プログラムの推進と成果あふれる RI 運営における主な重要問題につい

て理事会が時間をかけて検討することができるよう、執行委員会は、理事

会の各定例会合に先立って会合をもち、執行委員会の職務権限の範囲内で

理事会に代わって議題の全項目を検討し、決定することが許可されている

とともに、そのように指示されている（2004 年6 月理事会会合、決定236

号）。 

 

出典：1947 年 5～6 月理事会会合、決定 270 号。 

2004 年 6 月理事会会合、決定 236 号により改正 

 

31.060.5. 理事会への請願書 

理事会の運営手続きの一部として、執行委員会は、理事会へのすべての請

願書とその返答案について検討し、理事会の注意が必要とみなされる請願
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書を理事会に付託するものとする。理事会への請願書（および可能な場合

はこれらへの返答内容）は、理事会メンバー全員に配布されるものとする

。いずれの理事も、理事会への請願書を理事会の全体会議で審議するよう

要請することができる（2011 年 9 月理事会会合、決定 34 号）。 

 

出典：1986 年 10～11 月理事会会合、決定 108 号、2003 年 7 月理事会会合、決定 7 号

。 

2009 年 6 月理事会会合、決定 217 号、2011 年 5 月理事会会合、決定 191 号、2011 年 9

月理事会会合、決定 34 号により改正 

 

31.060.6. 事務総長の評価 

執行委員会は、年度の最終理事会会合の前に、事務総長の年次評価を直接

会合にて実施する。評価には以下の段階を踏む。 

1. 事務総長は、ロータリー年度の最終理事会会合の 30 日前までに、同年

度におけるロータリーの推進の達成状況のまとめと分析を書面にして

RI 会長と執行委員長に提出する。 

2. 執行委員長は、事務総長の報告書のコピーを全執行委員とロータリー

財団管理委員長に提供する。執行委員長は、コメントがあれば、理事

会会合の 15 日前までに、委員長に送付するよう要請する。 

3. 理事会の最終会合の前の会合において、執行委員会は事務総長と面談

して年次審査を行う。この会合の後、委員会の所見の報告書が理事会

の全体会議、管理委員長、事務総長に提出される。次年度の執行委員

会の委員および管理委員長、または委員長により指定された別の管理

委員は、この会合にオブザーバーとして出席するよう招請されるべき

である。年次審査の一環として、執行委員会は事務総長の給与を見直

し、かつ評価し、事務総長の雇用契約において権限が与えられている

調整を承認する。雇用契約の範囲外の事務総長の給与あるいは福利厚

生に関する変更または修正はすべて、理事会の承認を得なければなら

ない。 

（2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号）。 
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出典：2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号 

 

31.060.7. 人事委員会としての職務 

1. 法務顧問の役職を担う個人の雇用または解任に関する事務総長のあら

ゆる決定を承認する。 

2. 監査委員会に相談の上、内部監査マネジャーの役職を担う個人の雇用

または解任に関する事務総長のあらゆる決定を承認する。 

3. 事務総長補佐、準事務総長、または副事務総長およびゼネラルマネジ

ャーの役職を担う個人の雇用に関する事務総長のあらゆる決定を承認

する。ただし、RI のロータリー財団において常勤勤務を任命されてい

るゼネラルマネジャーにそうした措置が適用される場合には、事務総

長は財団管理委員会委員長にも相談するものとする。 

4. 3 年に 1 回、運営審査委員会の推奨に従い、ロータリーの職員の報酬

戦略を審査し、承認する。 

5. 米国の所得税法を遵守するため、米国財務規定第 53.4958-6 項あるい

はそれに代わって当該時に施行されている規定に準拠するべく、年に

一 度 、 RI に お い て 米 税 当 局 の 定 義 で あ る 「 資 格 の な い 人 物 （

disqualified persons）」にあてはまる人へ支払われる可能性のある報

酬の最高限度について、そのような報酬が米国内国歳入庁により「妥

当」と見なされるという推論を立証するために検討する。資格のない

人物とは、取引に関して、その取引期日に先立つ 5 年以内に団体の業

務にかなりの影響を行使する立場にあった人物を含むものである。資

格のない人物には、会長、会長エレクト、事務総長、副事務総長、す

べてのゼネラル・マネージャー、および最高投資責任者が含まれる。 

6. ボランティアによる職員へのハラスメントに関する報告を、人事部デ

ィレクターの推奨に基づいて審査する 

（2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号 
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法務顧問および総監事の執行委員会への報告 

法務顧問および総監事は、少なくとも年に 1 度、ならびに組織のために必

要と思われる機会に、理事会の執行委員会に直接報告するものとする（

2011 年 5 月理事会会合、決定 198 号）。 

 

出典：2011 年 5 月理事会会合、決定 198 号 

 

31.060.9. 執行委員会委員長の引継ぎ：事務総長との会合 

年度ごとに知識の引継ぎが確実に行われるよう、任期を終える執行委員長

と次期執行委員長は、各ロータリー年度末に近づいたときに事務総長と会

合し、次年度の計画について話し合うべきである（2018 年 10 月理事会会

合、決定 34 号）。 

 

出典：2018 年 4 月理事会会合、決定 133 号。 

2018 年 10 月理事会会合、決定 34 号により改正 

 

31.060.10. 合同運営審査委員会へのリエゾンとしての執行委員会委員長 

執行委員会委員長は運営審査委員会への理事会のリエゾンとしての役割を

果たすものとする（2014 年 10 月理事会会合、決定 38 号）。 

 

出典：2014 年 5 月理事会会合、決定 117 号。 

2014 年 10 月理事会会合、決定 38 号により改正 

 

留意事項：執行委員会の職務内容に関する追加の背景情報については、以下を参照のこ

と。出典：1932 年 6 月理事会会合、決定 III-(r)項、1934 年 7 月理事会会合、決定 11 号

、1967 年 7 月理事会会合、決定 16 号、1972 年 7 月理事会会合、決定 15 号、1977 年 7

月理事会会合、決定 12 号、1986 年 7 月理事会会合、決定 13 号、1987 年 7 月理事会会

合、決定 8 号、1991 年 7 月理事会会合、決定 5 号、1992 年 7 月理事会会合、決定 7 号

。1999 年 8 月理事会会合、決定 45 号、1999 年 8 月理事会会合、決定 49 号、2000 年 7

月理事会会合、決定 3 号、2004 年 7 月理事会会合、決定 3 号、2004 年 11 月理事会会合

、決定 58 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 267 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 46

号、2008 年 11 月理事会会合、決定 48 号、2011 年 5 月理事会会合、決定 198 号、2012

年 10 月理事会会合、決定 44 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 193 号、2013 年 6 月理
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事会会合、決定 258 号、2013 年 7 月理事会会合、決定 14 号、2013 年 10 月理事会会合

、決定 30 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 113 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 43

号、2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 31 号、2020

年 4 月理事会会合、決定 131 号、2021 年 4 月理事会会合、決定 144 号により改正 

 

 

31.070. 理事会の常任委員会 

理事会は、会長により毎年委員が任命される（理事会の）常任委員会とし

て、管理運営委員会および参加者体験委員会を設置している。理事会の常

任委員会は、会長、会長エレクト、副会長、および財務長以外の理事会メ

ンバーが委員を務めるものとする。各常任委員会の職務権限は、以下の通

りである。 

 

管理運営：  

目的：以下の委員会から理事会への報告のための推奨事項を審査する：選

挙審査委員会、地区編成委員会、審議会運営委員会、定款細則委員会。 

 

構成：本委員会は、会長が任命する 5 名から 7 名の理事会メンバーから成

り、委これには委員長 1 名と副委員長 1 名を含む。全委員は任期を 1 年と

し、再任できる。 

 

責務：この委員会は、理事会が戦略的および変革的な事柄に焦点を当てた

ハイレベルな作業を行うことを可能にするために、会長、理事会、あるい

は事務総長により委員会に付託された管理運営的あるいは法的な性質をも

つ事柄について審査し、理事会に対して諮問を行う責任を負う。  

 

委員会は、管理運用または法的な性質を持つ事柄を検討し、提案された行

動方針について理事会に指針を提示する必要がある。  

 

委員会は、選挙審査委員会、地区編成委員会、審議会運営委員会、定款細

則委員会からの推奨事項を審査し、これらの推奨事項のうち、理事会の同
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意議題とすべきものと、理事会全体でより徹底して検討すべきものを提案

する。 

 

本委員会は、直属のすべての委員会と協力する。 

 

参加者体験委員会 

 

目的：会員増強委員会、RI プログラム委員会、国際大会委員会、合同テ

クノロジー委員会、合同コミュニケーション委員会、合同ラーニング委員

会、および合同 DEI 諮問委員会からの理事会への報告に関する推奨事項を

検討します。 

 

構成：本委員会は、会長が任命する 5 名から 7 名の理事会メンバーから成

り、これには委員長 1 名と副委員長 1 名が含まれる。全委員は任期を 1 年

とし、再任できる。 

 

責務：委員会は、ロータリーの基盤拡大、ロータリー会員とその他の参加

者のロータリー体験への参加促進、ロータリーにおける多様性・公平さ・

インクルージョン、外部および内部のコミュニケーション、ロータリー会

員の学習に関する事柄、ならびに会長あるいは理事会により委員会に付託

されるその他の事柄を検討するものとする。 

 

委員会は、会員増強委員会、RI プログラム委員会、国際大会委員会、合

同テクノロジー委員会、合同コミュニケーション委員会、および合同ラー

ニング委員会からの推奨事項と、合同 DEI 諮問委員会からの推奨事項を審

査し、これらの推奨事項のうち、理事会の同意議題に含める必要があるも

のと、理事会全体でより徹底して検討すべきものを提案する。 

 

本委員会は、直属のすべての委員会と協力する。 

（2022 年 10 月理事会会合、決定 24 号）。 

 

出典：2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号 
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1999 年 8 月理事会会合、決定 56 号も参照のこと 

2000 年 5 月理事会会合、決定 397 号、2000 年 8 月理事会会合、決定 92 号、2004 年 7

月理事会会合、決定 13 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2005 年 6 月理事会会

合、決定 340 号、2005 年 11 月理事会会合、決定 120 号、2007 年 6 月理事会会合、決

定 226 号、2023 年 10 月理事会会合、決定 24 号により改正 

 

 

31.080 常任委員会 

 

31.081. 定款細則委員会 

目的：ロータリーの組織規定文書と法的手続きについて、理事会に助言す

る。 

 

構成：委員は 3 名とする。ただし規定審議会の年度においては、最も長く

務めている委員は任期をさらに 1 年間継続する。委員長と副委員長を含む

委員は、RI 会長によって任命され、任期は 3 年とし（上記の場合を除く

）、毎年一人の委員が任命される。  

 

委員は、ロータリーの組織規定文書とその適用方法に関する実用的な知識

を有し、英語での読み書きが可能であるべきである。 

 

すべての委員は RI のパストガバナーでなければならず、少なくとも 1 名

の委員は元 RI 理事でなければならない。任期が満期未満である委員を除

き、再任は認められない。  

 

本委員会には、リエゾン理事 1 名とリエゾン管理委員 1 名を置くものとす

る。 

 

責務：本委員会は、ロータリーの組織規定文書と法的手続きに関するすべ

ての案件について、理事会の諮問役となるものとする。本委員会は、決議

審議会と規定審議会の立法案の要件遵守について審査し、遵守に関する問

題について理事会と規定審議会議長に助言するものとする。 
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本委員会は、審議会運営委員会と協力するものとする 

（2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号 

 

 

31.082. 地区編成委員会 

目的：地理的境界の調整と地区の新設・統合について理事会に助言する。 

 

構成：委員長と副委員長を含む委員 3 名を RI 会長が任命する。  

任期は 3 年で、毎年 1 名の委員が任命される。再任は認められない。 

 

委員は全員、現または元 RI 理事でなければならない。 

 

本委員会は、現理事が委員となっている場合を除き、理事会のリエゾンを

置くものとする。 

 

責務：本委員会は、最適な効果のために必要とされる地理的境界の調整に

ついて理事会に提案し、会員数が 1,200 名未満の地区を監視し、そのよう

な地区とコミュニケーションを図るものとする。本委員会はまた、RI 理

事会の方針に沿って地区編成案を評価し、会員数が 1,200 名未満の地区を

慎重に監視してそれらの地区とコミュニケーションを図り、追加支援地区

の必要性を検討し、推奨事項を理事会に提出するものとする（2022 年 10

月理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号 

 

 

31.083. 選挙審査委員会 

目的：選挙の不服申し立ての解決について理事会に助言する。 
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構成：委員長と副委員長を含む委員 6 名を RI 会長が任命する。  

任期は 3 年で、毎年 2 名の委員が任命される。任期が満期未満である委員

を除き、再任は認められない。 

 

全委員がパストガバナーかつ現ロータリアンでなければならない。  

 

本委員会には、理事会のリエゾンを置くものとする。 

 

専門分野：すべての委員が、RI 細則とその適用方法に関する実践的な知

識、英語で読み書きする能力、証拠を独自に分析して重要性を適切に評価

する能力を持っているべきである。 

 

責務：理事会の選挙に対する不服申し立ての手続き（ロータリー章典第

26.070.節）に従い、本委員会は、RI 細則に従って事務総長に提出された

選挙に対する不服申し立てを審査するため、3 名の委員によるパネルとし

て活動する。調査結果、結論、推奨事項とその理由を理事会に報告し、事

務総長または会長から付託された他の選挙問題を検討する（2022 年 10 月

理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号 

 

 

31.084. 財務委員会 

目的：RI 財務のあらゆる面について理事会に助言する。 

 

構成：委員は財務長およびもう 1 名の RI 理事を含む 8 名とし、会長によ

って任命された委員長および副委員長を含む。任期は 3 年とする。ただし

、財務長およびもう 1 名の RI 理事は例外として任期を 1 年とする。毎年

2 名の委員が任命されるものとする。 
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財務長およびもう 1 名の RI 理事は、理事会のメンバーでなければならな

い。すべての委員は、ロータリアンまたはローターアクターでなければな

らない。  

 

財務長と RI 理事は、RI 理事会を離れた後、追加で 1 年間または 3 年の満

期まで再任できる。他の委員は、全任期に満たない場合にのみ再任できる

。 

 

本委員会には、理事会または管理委員のリエゾンを置かないものとする。 

 

専門分野：委員は財務や会計の知識を有する必要があり、現行の米国会計

原則に精通した委員も数名含まれること。 

 

責務：本委員会は、年次審査を含む RI のすべての財務について理事会に

助言し、予算および 5 カ年財務見通しについて提案する。委員会はまた、

以下を行うものとする。 

• 年次予算の検討と提案 

• 5 カ年財務見通しの毎年の検討と確定 

• 財務報告書の審査 

• 収支の監視 

• RI とロータリー財団間の配分の策定支援 

• 長期財務予測と持続可能性の評価 

本委員会は、ロータリー財団財務委員会と協力し、年に 1 回対面で合同会

合を開催し、合同戦略計画委員会とも長期的な財務の持続可能性に関して

協力すべきである（2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号 
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31.085. 会員増強委員会 

目的：入会と参加の促進プログラムの立案、新会員と既存会員および参加

者の教育と参加促進、革新的で柔軟性のある新クラブ設立や代替会員モデ

ルの奨励などを含むロータリーの会員基盤の成長に関連する事柄について

理事会に助言する。  

 

構成：委員は、委員長 1 名と副委員長 1 名を含む 9 名とし、任期を 3 年と

して会長によって任命され、毎年 3 名が任命される。任期が満期未満であ

る委員を除き、再任は認められない。 

 

現 RI 理事または財団管理委員が委員になることはできない。任命の時点

で、少なくとも 2 名の委員がローターアクターでなければならない。  

 

本委員会には、リエゾン理事 1 名とリエゾン管理委員 1 名を置くものとす

る。  

 

専門分野：委員は、会員増強、新しい入会促進方法、パートナーシップの

開発、市場浸透に特化したデジタル技術、マルチチャネルマーケティング

と成長、イノベーションの経験を持つ人がバランス良く配されること。 

 

委員は、ロータリーでのリーダーシップの経験に関してバランスよく選出

されるものとする。 

 

責務：本委員会は以下を行うものとする。  

• ロータリークラブとローターアクトクラブに対し、ロータリーの新た

な会員増強策と入会促進策について提案を行う 

• 既存会員の参加促進と元会員の再入会に関する提案を行う 

• RI プログラム委員会と協力して、個人的／職業的なつながりを築くた

めの新たな機会を提案する 

• 新しいクラブモデル、新クラブの結成、ロータリー参加への新しい経

路について、新しいプロダクトを含めて助言する 
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• 新会員・参加者を惹きつけるための革新的な方法と入会経路を特定す

る 

• 積極的関与と満足度の測定に関連する事柄について指導と助言を提供

する 

• ロータリー会員と参加者の積極的関与度を確認し、プログラム、イニ

シアチブ、イベントを通じて参加者の種類を問わず積極的参加を促進

するための提案を行う 

• ロータリーとローターアクトへの新規入会や参加の起点となる可能性

を考慮して、外部組織との関係を育む  

• コミュニケーション委員会および DEI 諮問委員会と連携して、会員が

いない（少ない）グループへの働きかけを進める 

• RI およびロータリー財団のプログラム委員会と協力して、参加者の関

与度が高いプログラムを支援、促進、または強化する機会を特定する 

• ラーニング委員会と協力して、会員と参加者のための職業能力開発お

よび指導力育成の機会を特定する 

本委員会は、必要に応じて、RI およびロータリー財団のプログラム委員

会、合同ラーニング委員会、合同コミュニケーション委員会、合同 DEI 諮

問委員会、合同テクノロジー委員会、合同戦略計画委員会、および地域リ

ーダーと協力するべきである（2023 年 10 月理事会会合、決定 24 号）。 

 

出典：2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号 

2023 年 10 月理事会会合、決定 24 号により改正 

 

 

31.086. 合同運営審査委員会 

目的：理事会と管理委員会に対し、運営の有効性、管理手続き、行動基準

について助言する。また、報酬に関して RI 理事会執行委員会の諮問委員

会としての機能を果たす。 
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構成：委員は 6 名とし、毎年 1 名を RI 会長および管理委員長が RI 会長エ

レクトおよび管理委員長エレクトと相談の上、共同で任命する。委員長と

副委員長は、RI 会長および管理委員長が RI 会長エレクトおよび管理委員

長エレクトと相談の上、共同で任命する。 

 

任期は 6 年とする。委員は再任できない。ただし、務めた任期が 3 年以下

の場合を除く。  

 

委員は元 RI 理事および元財団管理委員に限られる。委員は、元会長、現

・次期理事、または現・次期財団管理委員であってはならないものとする

。  

 

さらに、いかなる委員も、合同監査委員会委員、国際ロータリーの財務委

員会委員、またはロータリー財団の財務委員会委員であってはならないも

のとする。 

 

本委員会には、理事会執行委員会の委員長である理事会リエゾン 1 名と、

管理委員会執行委員会の委員である管理委員会リエゾン 1 名が置かれるも

のとする。 

 

専門分野：委員は、運営管理、指導力育成、財務管理における経験のバラ

ンスよく選出されるものとする。 

 

責務：本委員会は以下を行うものとする。 

• 運営、管理手続、経営基準の有効性と効率性を含む（ただしこれらに

限らない）運営事項を審査する。  

• 報酬に関して執行委員会の諮問委員会としての機能を果たす。 

• 管理機構、業務慣行および生産性測定といった管理運営の効果および

効率を随時確認する。 

• すべての内部システムの効果、効率および実施を随時確認する。 
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• 理事会または管理委員会により要請されたその他の監督的職務を遂行

する。  

• 必要に応じて、適用法および規制の遵守、規制調査機関による調査の

状況および結果を審査する。 

• ロータリー、理事会、および管理委員会の行動規範および利害の対立

の方針の遵守を随時確認する。 

• 上記の項目に関して、理事会または管理委員会による決定案を推奨す

る。 

• 報酬関連の事柄に関して、RI 執行委員会の諮問グループとしての役目

を務め、必要に応じて決定案を推奨する（第 31.086.1.項参照）。 

本委員会は、必要に応じて、理事会と管理委員会の執行委員会、合同監査

委員会、合同戦略計画委員会と協力するべきである。  

 

31.086.1. 理事会執行委員会に対する報酬諮問委員会 

理事会執行委員会に対する報酬諮問委員会としての運営審査委員会は、以

下のスケジュールおよび手順に従う。 

 

第 1 回会合（8 月／9 月）： 

• 第 2 回会合で実施される、資格のない人物（disqualified persons）の

分析に使用する報酬比較対象データの情報源を審査し承認する 

• 年次昇給予算見込に使用される報酬源を審査し、承認する。昇給予算

プールは、平均昇給率予測が基礎となる。 

• 3 年ごとに、ロータリーの職員の報酬戦略および職員に関する包括的

市場調査データの徹底審査を行う。調査データと方針目標を比較する

。調査結果を執行委員会に報告し、承認を得る。 

• その間の年度は、既存の職員の報酬戦略を確定する。 

第 1 回会合の後、運営審査委員会の委員長（または委員長が指名した者）

は、報酬戦略および報酬比較対象データの情報源に関する委員会の推奨事

項を執行委員会の次回会合にて報告する。 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 341 

 

第 2 回会合（3 月／4 月）： 

• 会長および会長エレクトを含む、資格のない人物（ disqualified 

persons）に対する報酬比較対象データに関する報告書を受理して審

査する 

• 資格のない人物（disqualified persons）全員の現在の給与調査に基づ

いて推奨される市場ベースの給与範囲を審査し、執行委員会に報告し

て承認を得る 

• ロータリーの資格のない人物（disqualified persons）に対して次年度

の支払いが提案されうる最高報酬額の妥当性を確認し、例外があれば

すべて文書化する 

• 職員に支払われる給与の概要報告をまとめ、執行委員会に提示する 

第 2 回会合の後、運営審査委員会の委員長（または委員長が指名した者）

は、執行委 員会の 次回会合に て、ロ ータリーの 資格の ない人物（

disqualified persons）に対する給与の範囲の妥当性に関する委員会の推

奨事項を報告し、全職員に支払われる給与の概要報告を提示する。また、

委員長または委員長が指名した者は、資格のない人物（disqualified 

persons）の給与範囲の妥当性について、管理委員会の執行委員会に報告

する  

 

報告に関する責務 

合同運営審査委員会は、国際ロータリーまたはロータリー財団の運営に関

する事項について理事会および管理委員会にそれぞれ報告を行う。同委員

会の各会合の後、委員会委員長（あるいは委員長により指名された委員会

委員）は、次に行われる理事会会合において、RI の運営に関して報告す

べき事項（報酬に関する問題を含む）があれば、理事会に対し直接本人が

報告するものとする。RI の運営に関する事項について各会合において行

った委員会の審議内容と提案を概括した書面による報告書を、理事会の次

回会合に提出するものとする。 
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運営審査委員会は、会長、会長エレクト、管理委員会委員長、管理委員長

エレクト、事務総長、上級管理層との連絡を常に維持する（2022 年 10 月

理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：2014 年 10 月理事会会合、決定 43 号 

2021 年 4 月理事会会合、決定 144 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号により改正 

 

 

31.087. 合同戦略計画委員会 

目的：組織の戦略計画について理事会と管理委員会に助言する。 

 

構成：委員は 8 名とし、毎年 2 名を RI 会長および管理委員長が RI 会長エ

レクトおよび管理委員長エレクトと相談の上、共同で任命する。委員長と

副委員長は、RI 会長および管理委員長が RI 会長エレクトおよび管理委員

長エレクトと相談の上、共同で任命する。 

 

任期は 3 年とし、各々任期をずらす。委員は再任できる。  

 

委員はロータリアンとローターアクターに限られる。委員は、RI 理事会

メンバー、財団管理委員、または元 RI 会長であってはならないものとす

る。 

 

本委員会には、リエゾン理事 1 名とリエゾン管理委員 1 名を置くものとす

る。 

 

専門分野：委員は、長期的な計画立案、RI と財団のプログラム活動、お

よび財務管理に関してバランスよく選出されるものとする。 

 

委員は、ロータリーでのリーダーシップの経験に関してバランスよく選出

されるものとする。 
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責務：本委員会は、戦略計画を立案、推奨、更新して理事会と管理委員会

の検討に付すものとする。これには、ビジョン、価値観、優先事項、目標

などの検討が含まれる。委員会はまた、以下を行うものとする。 

• 3 年から 5 年ごとに、戦略に関連してロータリー会員とクラブに対し

てアンケート調査を行う。 

• 計画の成功の測定方法を策定する。 

• 戦略計画の成功を監視および評価する。  

• 計画の立案と更新において関連する内部および外部データを精査する

。 

• 組織として詳細な実施計画があることを確認する。 

• 組織に戦略的な影響を与える可能性のある、規定審議会と決議審議会

の関連議案を確認する 

• 戦略について組織が直面する重要問題を特定して分析し、その問題に

対応するためシナリオおよび戦略を策定する。  

• ボランティア精神、会員、慈善運動、人道的奉仕活動における市場の

動向および世界的動向に対するロータリーの位置および比較優位性を

検討する。  

本委員会は、長期的な財務の安定性を確保するためにロータリー財団と

RI の財務委員会と協力し、必要に応じて合同運営審査委員会および会員

増強委員会とも協力するべきである（2023 年 10 月理事会会合、決定 31

号）。 

 

出典：2023 年 10 月理事会会合、決定 31 号 

2023 年 10 月理事会会合、決定 31 号により改正 

 

31.087.1. 戦略計画ならびに戦略計画委員会に対する理事会および財団管理委員会の

役割 

ロータリーの戦略計画に関して、理事会と管理委員会はそれぞれ、細則お

よび章典において明確な役割が規定されている。RI とロータリー財団は

、総合的戦略計画を支援する目標および方策を備えた一つの戦略計画を立
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てる。組織の必要性に応じて、計画は通常 3～5 年の期間を対象とするが

、国際ロータリーおよび／またはロータリー財団の現行のニーズに対応す

るため調整することができる（2015 年 10 月理事会会合、決定 37 号）。 

 

出典：2015 年 5 月理事会会合、決定 164 号 

 

 

31.088. 合同監査委員会 

目的：監査済み財務報告、内部および外部監査、内部管理システムについ

て理事会および管理委員会に助言する。 

 

構成：委員は 8 名とし、現 RI 理事 2 名、現財団管理委員 2 名、理事／管

理委員ではない 4 名で構成する。理事／管理委員ではない委員 1 名を、毎

年 RI 会長および管理委員長が RI 会長エレクトおよび管理委員長エレクト

と相談の上、共同で任命する。理事 1 名は RI 会長により毎年任命され、

管理委員 1 名は管理委員長により毎年任命される。委員長と副委員長は、

RI 会長および管理委員長が RI 会長エレクトおよび管理委員長エレクトと

相談の上、共同で任命する。  

 

任期は、理事または管理委員ではない委員は 4 年間、理事および管理委員

は 2 年間とする。理事／管理委員ではない現委員の任期は、2023 年 6 月

30 日または任命後 4 年のいずれか遅い方で終了する。  

 

理事または管理委員ではない委員は、任期が満期に満たない場合を除き、

再任できない。現管理委員は、管理委員である限り再任できる。理事およ

び管理委員は、RI 理事またはロータリー財団管理委員を退任した後、全

期の任期で任命されることができる。 

 

委員はロータリアンとローターアクターに限られる。委員は元 RI 会長で

あるべきではない。 
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本委員会には、理事会または管理委員会のリエゾンを置かないものとする

。運営審査委員会の委員長（または同委員長が指名した人）は、リエゾン

を務めるものとする。 

 

専門分野：委員は独立した立場にあり、財務の知識を有する者であるべき

である：1 名の委員は、章典の委員会設立趣意に定義されているように、

財務の専門知識を有するものとする。委員は英語に堪能であるものとする

。 

 

責務：監査活動と内部管理システムについて審査し、理事会と管理委員会

の両方へ報告する。詳細な責務は、章典第 31.088.1 項の「監査委員会の

設立」に記載されている。 

 

本委員会はまた、RI とロータリー財団の財務報告、外部監査、内部管理

システム、内部監査、関連事項についても審査および報告するものとし、

理事会および管理委員会の要請に従って、上記の責務と矛盾しない限り、

理事会および管理委員会に助言するものとする。 

 

本委員会は、合同運営審査委員会およびロータリー財団ならびに RI の財

務委員会とも必要に応じて協力するべきである（2023 年 10 月理事会会合

、決定 61 号）。 

 

出典：2023 年 10 月理事会会合、決定 31 号 

2023 年 5 月理事会会合、決定 160 号、2023 年 10 月理事会会合、決定 61 号により改正 

 

31.088.1. 監査委員会の設立 

I.  権限 

 

監査委員会は、責務の範囲内の事柄について調査を実施または許可する権

限を有する。同委員会は以下の権限が付与されている。 

1. RI および財団の帳簿を監査するため雇用された登録公認会計事務所の

関与および報酬を推奨し、作業を監督する 
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2. 財務報告に関する管理層と外部監査人との間の意見の不一致を解決す

る 

3. 委員会への助言または調査遂行の支援をするため、独立顧問、会計士

、またはその他の者を確保する 

4. ロータリーのシニアリーダー、外部監査人、または外部顧問と必要に

応じて会合する 

5. 委員会の要求に協力するよう指示されているすべての従業員または外

部者から必要な情報を求める。 

II. 構成： 

 

委員会のすべての委員は、独立した立場にあり、財務の知識を有する者と

する。少なくとも 1 名の委員は、財務の専門知識を有する者、すなわち財

務の知識をもち、一般に受け入れられている米国会計原理（U.S. GAAP）

および国際ロータリーならびにロータリー財団の財務諸表、独立（外部）

監査会社の能力、財務報告のための国際ロータリーならびにロータリー財

団の内部管理と手続について、理解し、分析し、適切に査定するための十

分な能力をもつ者であるものとする。 

任命を行うにあたって、RI 会長およびロータリー財団管理委員長は以下

を行うものとする。 

1. 利害の対立の可能性があるとみなされる役職にある人物を委員会の委

員から除外する（RI 会長、ロータリー財団管理委員長、等） 

2. 監査委員会の委員を務める RI およびロータリー財団の財務委員会の委

員の数を、委員会の総委員数の 2 分の 1 未満に制限する 

3. RI 財務長、RI 副会長、またはロータリー財団副管理委員長を委員会の

委員長に任命しない 

4. 可能な場合は、監査委員会の委員が他の委員会の委員に就任すること

を制限する 

III. 会合 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 347 

 

会長、理事会、TRF 管理委員長、TRF 管理委員、または委員会委員長は

、RI 細則第 17.020 節に従って、会合の時、場所、方法、通知について決

定するものとする。 

 

IV. 責務 

 

委員会は以下の責務を遂行する。 

 

財務報告書 

1. 複雑または特殊な取引および慎重な判断を求められる領域を含む会計

および報告に関する重要な問題、ならびに最近の専門家による意見書

および規制通告に目を通し、財務報告書に対するその影響を理解する

。 

2. 管理層および外部監査人とともに、直面した問題点を含む監査結果を

審査する。 

3. 年次財務報告書を審査し、その内容が完全かつ委員会メンバーの知る

情報と一致しているか、ならびに適切な会計原則を反映しているかど

うかを検討する。 

4. 管理層および外部監査人とともに、一般に受け入れられている会計原

理に基づいて委員会に知らせる必要のあるすべての事項を審査する。 

5. 米国内国歳入庁に提出するロータリーの年間納税申告書フォーム 990

を審査し、監督する。 

内部管理 

1. RI および財団の内部管理制度の有効性を、情報技術（IT）のセキュリ

ティと管理を含めて検討する。 

2. 財務報告に対する内部および外部監査人の内部管理審査の範囲を理解

し、重要な知見および推奨事項に関する報告書ならびに管理層の回答

を入手する。 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 348 

3. 事務局のエンタープライズリスク管理活動に関する監査責任者および

リスク管理者からの定期的な報告を通じて、リスク管理の実践につい

て把握する。 

4. 内部告発者ホットラインを通じて提出された不正、汚職、内部統制違

反、会計／監査の報告に関する監査責任者からの通知を受け取る。 

内部監査 

1. 理事会による内部監査規定の承認を推奨する。 

2. 不当な規制または制限がないことを確認し、監査責任者の任命、交代

、解任を審査して同意する。 

3. 年次監査計画および計画に対する主な変更点をすべて承認する。  

4. その計画に関連する監査業務部の業績に関する監査責任者からの通知

を受け取る。 

5. 監査責任者とともに、内部監査部門の内部監査予算、リソース計画、

活動、組織構成を審査する。 

6. 内部監査人協会による「内部監査の定義」、「倫理綱要」、および「

内部監査の専門職的実施のための国際基準」の準拠を含め、内部監査

部門の有効性を審査する。 

7. 定期的に監査責任者と個別に会談し、委員会または監査責任者が内密

に協議すべきであると信じる事項について協議する。 

8. 評価の上昇の検討材料として、監査責任者の業績評価を事務総長に提

出する。 

9. 事務総長から監査責任者に対する報酬範囲を受け取り、審査し、賛成

する。その内容は世界本部の全職員に適用される給与方法と一致する

ものとする。  

外部監査人 

1. 内部監査との監査手法の調整を含め、外部監査人の提案した監査の範

囲および方法を審査する。 
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2. 外部監査人の業績を審査し、理事会に監査人の任命または解任を推奨

する。 

3. 外部監査人から、監査人と RI および財団ならびにその関係団体との監

査以外の業務を含めた関係に関する宣誓書を入手し、関係について監

査人と話し合うことにより、外部監査人の独立性を審査して確認する

。 

4. 定期的に外部監査人と個別に会談し、委員会または監査人が内密に協

議すべきであると信じる事項について協議する。 

報告に関する責務 

1. 委員会の活動、問題、関連推奨事項に関して、RI 理事会および財団管

理委員会に定期的に報告する。 

2. 内部監査人、外部監査人、RI 理事会、財団監査委員会の四者間の開か

れたコミュニケーションの手段を提供する。 

その他の責務  

1. 本趣意書に関連するその他の活動は、RI 理事会およびロータリー財団

管理委員会の要求に応じて実施する。 

2. 必要に応じて調査を開始して監督する。 

3. 年に一度、委員会趣意書の妥当性を審査して評価し、変更案に対して

理事会の承認を求め、法律または規制により求められる場合は適切な

開示を確実に行う。 

4. 年に一度、本趣意書に規定されたすべての責務が遂行されていること

を確認する。 

5. 委員会および個々の委員の業績を定期的に評価する 

（2023 年 5 月理事会会合、決定 160 号）。 

 

出典：2000 年 5 月理事会会合、決定 397 号。 

2000 年 8 月理事会会合、決定 92 号、2004 年 7 月理事会会合、決定 13 号、2004 年 11

月理事会会合、決定 45 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 340 号、2005 年 11 月理事会
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会合、決定 120 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2008 年 1 月理事会会合、決

定 210 号、2008 年 4 月管理委員会会合、決定 106 号、2009 年 6 月理事会会合、決定

217 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 265 号、

2011 年 9 月理事会会合、決定 140 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号、2016 年 9

月理事会会合、決定 28 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 200 号、2022 年 10 月理事会

会合、決定 30 号および 39 号、2023 年 5 月理事会会合、決定 160 号により改正 

 

 

31.090. 合同委員会 

 

31.091. 合同 DEI 諮問委員会 

目的：DEI（多様性、公平さ、インクルージョン）に関する行動計画の実

施について理事会に助言する。  

 

構成：8 名の委員から成る。委員は元来、RI 会長および管理委員長が RI

会長エレクトおよび管理委員長エレクトと相談の上、共同で任命する。委

員長と副委員長は、RI 会長および管理委員長が RI 会長エレクトおよび管

理委員長エレクトと相談の上、共同で任命する。  

 

任期はずらして 3 年の任期とする。毎年、RI 会長とロータリー財団委員

長により 1 名または 2 名の委員が任命される。  

 

委員はロータリアンとローターアクターに限られる。少なくとも 1 名はロ

ーターアクターでなければならない。メンバーは地域的な面も含めて多様

であるべきである。委員は再任できない。 

 

本委員会には、リエゾン理事 1 名とリエゾン管理委員 1 名を置くものとす

る。 

 

専門分野：多様性、公平さ、インクルージョンに関する個人的な経験を有

すること。 
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責務：会員および他の参加者に長期的な DEI 戦略を推奨する。DEI 戦略の

導入第一段階をモニターする。諮問委員会は以下も行うものとする。 

• より多様な参加者層に対して、ロータリーの開放性とアピール力を高

めるための戦略を理事会に提案する 

• リーダー、クラブ、会員、その他の参加者のための支援とラーニング

を特定する 

• すべての参加者、既存会員、入会候補者に対する多様性、インクルー

ジョン、および公平性を高めるための適切な言動とコミュニケーショ

ンについて、ロータリーのリーダーに役立つラーニング資料を提案す

る 

• 会員がいない（少ない）グループの人びとのロータリーへの参加を妨

げるような手続きや構造への修正を提案する 

タスクフォースは、会員増強委員会、RI プログラム委員会、合同運営審

査委員会と協力するべきである（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）

。 

 

出典：2023 年 10 月理事会会合、決定 31 号 

2023 年 10 月理事会会合、決定 24 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

 

31.092. 合同ラーニング委員会 

目的：ロータリーのリーダーと会員のために効果的なラーニングの機会を

設けることに関して、理事会と管理委員会に助言する。  

 

構成：委員は 8 名とし、毎年 2～3 名を RI 会長および管理委員長が RI 会

長エレクトおよび管理委員長エレクトと相談の上、共同で任命する。委員

長と副委員長は、RI 会長および管理委員長が RI 会長エレクトおよび管理

委員長エレクトと相談の上、共同で任命する。 

 

任期はずらして 3 年の任期とする。委員は再任できる。 
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委員には、現 RI 理事または現ロータリー財団管理委員を含めることはで

きない。任命の時点で、少なくとも 2 名の委員がローターアクターでなけ

ればならない。 

 

本委員会には、リエゾン理事 1 名とリエゾン管理委員 1 名を置くものとす

る。 

 

専門分野：ロータリー内外における成人学習の専門知識、E ラーニングを

含むラーニング分野の職種における経験、会員／クラブ／地区／ゾーン／

国際レベルでの指導力育成の計画と実施における経験。委員は、ロータリ

ーでのリーダーシップの経験に関してバランスよく選出されるものとする

。 

 

責務：本委員会は以下を行うものとする。 

• ロータリーのリーダーと会員のための効果的なラーニングと指導力育

成の機会を創出するために、理事会と管理委員会に指針を提供し、必

要に応じて提案を行う 

• 自己主導型学習モデルを支援する  

• 地区リーダーの役割と責務に関する指針を提供し、地区リーダーシッ

プ・プランについて助言する 

• 会員とクラブの意見を積極的に求め、学習ニーズを特定する 

• ロータリーのリーダーを含むロータリー会員を研修するための既存の

ラーニングサイクルと研修方法およびツールを審査、モニター、評価

する 

• ロータリーの多様性・公平さ・インクルージョンへのコミットメント

を含め、ロータリー戦略計画を支えるためののラーニング戦略につい

て助言する 

• 国際協議会のためのラーニング計画、国際大会、および全地域リーダ

ーを対象としたラーニング行事を立案する 
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本委員会は、ロータリーのラーニングセンターにおけるラーニングの機会

に目を向けている、または特定の会合に内容を追加することを要請してい

る、あるいは会員向けの新しい資料を作成しようとしている委員会と協力

するべきである（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2023 年 10 月理事会会合、決定 31 号 

2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

 

31.093. 合同テクノロジー委員会 

目的：ロータリーにおける会員と参加者の体験を改善することを目的に、

テクノロジー活用、製品、戦略の向上に関して理事会と管理委員会に助言

する 

 

構成：委員は 6 名とし、毎年 2 名を RI 会長および管理委員長が RI 会長エ

レクトおよび管理委員長エレクトと相談の上、共同で任命する。委員長と

副委員長は、RI 会長および管理委員長が RI 会長エレクトおよび管理委員

長エレクトと相談の上、共同で任命する。 

 

任期はずらして 3 年の任期とする。委員は再任できる。 

 

委員の過半数はロータリアンとローターアクターとする。ロータリアンで

はないテクノロジー専門家も任命することができる。 

本委員会には、リエゾン理事 1 名とリエゾン管理委員 1 名を置くものとす

る。 

 

専門分野：テクノロジー開発、セキュリティ、データプライバシー、製品

とプロジェクト管理、およびユーザー／参加者体験。 

 

責務：会員と参加者の体験と有効性を大幅かつ迅速に改善することに焦点

を当て、テクノロジー戦略について理事会と管理委員会に助言する。委員

会はまた、以下を行うものとする。 
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• 既存テクノロジーの有効性を測定する 

• アンケート調査を行い、ユーザーエクスペリエンスに関する知見を提

供する 

• 会員および奉仕組織とその活動の支援に焦点を当てたテクノロジーの

活用に関するベストプラクティスを基準に沿って評価する 

• ロータリーのあらゆるレベル、特にクラブレベルで活用されているテ

クノロジーの状況を分析する 

• イノベーションを促すテクノロジーの拡充を理事会および管理委員会

に提案する 

委員会は、参加者の体験向上に焦点を当て、RI プログラム委員会および

ロータリー財団プログラム委員会と協力するべきである（2022 年 10 月理

事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：2023 年 10 月理事会会合、決定 31 号 

 

 

31.094. 合同コミュニケーション委員会 

目的：ロータリーの全体的な公共イメージ、ブランディング、コミュニケ

ーション、コンテンツ戦略、アプローチに関して、理事会と管理委員会に

助言する。 

 

構成：委員は 8 名とし、毎年 2～3 名を RI 会長および管理委員長が RI 会

長エレクトおよび管理委員長エレクトと相談の上、共同で任命する。委員

長と副委員長は、RI 会長および管理委員長が RI 会長エレクトおよび管理

委員長エレクトと相談の上、共同で任命する。 

 

任期はずらして 3 年の任期とする。委員は再任できる。 

 

委員はロータリアンとローターアクターに限られるものとし、現 RI 理事

または現財団管理委員は含まれない。 
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本委員会には、リエゾン理事 1 名とリエゾン管理委員 1 名を置くものとす

る。 

 

専門分野：対内・対外コミュニケーション、マーケティング、公共イメー

ジ、ブランド、コンテンツ戦略における経験。委員は、ロータリーでのリ

ーダーシップの経験に関してバランスよく選出されるものとする。 

 

責務：ロータリーのコミュニケーションおよびマーケティング戦略とアプ

ローチについて理事会および管理委員会に指針と助言を提供する。委員会

はまた、ロータリーが利用可能なすべてのツールを使い、すべてのコミュ

ニケーション媒体を通じてブランドを構築し、組織の内外に効果的かつ一

貫したメッセージを伝える方法について理事会および管理委員会に助言す

るものとする。 

 

本委員会は、「ロータリーの成長」およびその他の戦略とメッセージ作成

に関しては合同戦略計画委員会、公共イメージコーディネーター、会長ノ

ミニー、および会長エレクトと、合同メッセージ作成に関しては合同ラー

ニング委員会および戦略パートナーと協力するべきである（2022 年 10 月

理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：2023 年 10 月理事会会合、決定 31 号 

 

 

31.100. その他の委員会 

 

31.101. 審議会運営委員会 

目的：決議審議会および規定審議会の運営を監督する。 

 

構成：委員は 5 名とするが、規定審議会の年度は例外として 6 名とする。

規定審議会の直前の年に RI 会長によって任命される。委員長は審議会の

議長である。副委員長は審議会の副議長である。定款細則委員会の委員が

本委員会のその他の委員となるものとする。  
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任期は 3 年とする。委員長と副委員長以外の委員の任命は、定款細則委員

会の委員に基づいてずらして行われる。委員長と副委員長は再任できる。 

 

委員は上記の通りに制限されるものとし、ロータリアンに限られる。  

 

本委員会には、特定のリエゾン理事および特定のリエゾン管理委員を置か

ないものとする。定款細則委員会へのリエゾン理事およびリエゾン管理委

員は、審議会運営委員会の会合に出席するよう招請される場合がある。 

 

責務：規定審議会の審議順序を提案する。審議会のために、必要に応じて

修正案を起草および修正する。委員会はまた、以下を行うものとする。 

• 規定審議会における審議順序を立案し、提案する 

• 委員会または審議会が立法案または修正案の中に見つけた欠陥を直す

ために、修正案を起草および修正する。 

• 採択された制定案が十分な効果をもつように、組織規定文書の関連個

所の修正文案を作成し、関連個所の修正に関する規定審議会への報告

を作成する。 

• 規定審議会の物理的手配と、規定審議会と決議審議会の手続きを監督

する。 

本委員会は定款細則委員会と協力するべきである（2022 年 10 月理事会会

合、決定 39 号）。 

 

出典：2023 年 10 月理事会会合、決定 31 号 

 

 

31.102. 現年度国際大会委員会 

目的：RI 会長による現年度の国際大会の計画立案を支援する。  
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構成：委員は 6 名とし、これには国際大会ホスト組織委員長が含まれる。

RI 会長エレクトの指示により RI 会長が任命する。委員長および副委員長

は RI 会長エレクトの指示により RI 会長が任命する。理事会の執行委員会

は、毎年 7 月に小委員会委員長の資格を有する候補者を審査し、選出した

10 名を RI 会長ノミニーに伝達する。アドバイザーは、アドバイザーの任

命に関する理事会の方針に従って、RI 会長エレクトの指示と裁量により

、RI 会長が任命することができる（そのような任命はすべて、次年度国

際大会委員会が結成される前年に行われ、現年度末まで継続するものとす

る）。 

 

任期は 2 年とする。委員は、将来の国際大会委員会に再任できる。 

 

委員はロータリアンとローターアクターに限られるものとする。  

 

委員長はホスト組織委員会の委員またはアドバイザーであってはならない

。また、前年の国際大会委員会に任命されていてはならない。 

 

RI 会長が理事会のリエゾンである。管理委員長が管理委員会のリエゾン

である。 

 

専門分野：委員長は元理事であるか、過去 10 年間に RI またはロータリー

財団の委員／委員長を務めていなければならない。委員長は、RI 国際大

会の企画運営に関する知識と経験を有していなければならない。委員長は

英語でのコミュニケーション能力を有していなければならない。 

 

責務：RI 会長による現会計年度の国際大会の計画立案を支援するものと

する。委員会はまた、以下を行うものとする。 

• 国際レベルにおいて、全会員を刺激、鼓舞、激励し、かつ情報を与え

ること、ならびに国際大会について規定した RI 方針に準拠し、RI の戦

略目標を進展させるためのフォーラムとして機能する 

• RI 戦略計画の優先事項と目標を支えるプログラムを作成する 
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• 大会前およびその他の関連行事を含む国際大会プログラムと手配を監

督する 

• 国際大会の予算作成と財務業績を監督する 

• 次年度の委員会に知見と教訓を共有する 

本委員会は、合同戦略計画委員会および国際大会ホスト組織委員会と協力

するべきである（2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：2023 年 10 月理事会会合、決定 31 号 

 

 

31.103. 次年度国際大会委員会 

目的：RI 会長エレクトによる次年度の国際大会の計画立案を支援する（

本委員会は、任期の 2 年目の開始時に現年度国際大会委員会となるものと

する）。  

 

構成：委員は 6 名とし、これには国際大会ホスト組織委員長が含まれる。

RI 会長エレクトの指示により RI 会長が任命する。委員長および副委員長

は RI 会長エレクトの指示により RI 会長が任命する。理事会の執行委員会

は、毎年 7 月に小委員会委員長の資格を有する候補者を審査し、選出した

10 名を RI 会長ノミニーに伝達する。アドバイザーは、アドバイザーの任

命に関する理事会の方針に従って、RI 会長エレクトの指示と裁量により

、RI 会長が任命することができる  

 

任期は 2 年とする。委員は、将来の国際大会委員会に再任できる。 

 

委員はロータリアンとローターアクターに限られるものとする。  

 

委員長はホスト組織委員会の委員またはアドバイザーであってはならない

。また、前年の国際大会委員会に任命されていてはならない。 
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RI 会長が理事会のリエゾンである。管理委員長が管理委員会のリエゾン

である。 

 

専門分野：委員長は元理事であるか、過去 10 年間に RI またはロータリー

財団の委員／委員長を務めていなければならない。委員長は、RI 国際大

会の企画運営に関する知識と経験を有していなければならない。委員長は

英語でのコミュニケーション能力を有していなければならない。 

 

責務：RI 会長による次会計年度の国際大会の計画立案を支援するものと

する。委員会はまた、以下を行うものとする。 

• 国際レベルにおいて、全会員を刺激、鼓舞、激励し、かつ情報を与え

ること、ならびに国際大会について規定した RI 方針に準拠し、RI の戦

略目標を進展させるためのフォーラムとして機能する 

• RI 戦略計画の優先事項と目標を支えるプログラムを作成する 

• 大会前およびその他の関連行事を含む国際大会プログラムと手配を監

督する 

• 国際大会の予算作成と財務業績を監督する 

• 次年度の委員会に知見と教訓を共有する 

本委員会は、合同戦略計画委員会および国際大会ホスト組織委員会と協力

するべきである（2022 年 10 月理事会会合、決定 39 号）。 

 

出典：2023 年 10 月理事会会合、決定 31 号 

 

 

 

  



国際ロータリー章典 

2024年 10月 360 

第 32 条   RI 事務総長 

 

32.010. RI の最高経営責任者 

32.020. 理事会を代行する権限 

32.030. ロータリークラブおよびローターアクトクラブに関する事項について理事

会を代行する事務総長の権限 

32.040. 国際大会、規定審議会、決議審議会に関する事項について理事会を代行す

る事務総長の権限 

32.050. 地区に関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

32.060. 財務に関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

32.070. 一般管理に関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

32.080. ロータリー文献、文書および翻訳に関する事項について理事会を代行する

事務総長の権限 

32.090. プログラムに関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

 

 

32.010. RI の最高経営責任者 

事務総長は RI およびロータリー財団の最高経営責任者である。最高経営

責任者として、事務総長は、RI、RI 理事会、およびその管理委員会の方

針を施行するものとする（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：1994 年 3 月理事会会合、決定 124 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号、2019 年

10 月理事会会合、決定 29 号により改正 

1999 年 6 月理事会会合、決定 293 号により確認 

 

32.010.1. 事務局の監督 

事務総長は、事務局の運営すべての総括的管理を行うものとする。その職

務は、財務、プログラム、コミュニケーション、計画立案、ロータリー財

団、管理運営を含むが、これらに限られるものではない（1998 年 6 月理

事会会合、決定 348 号）。 
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出典：1994 年 3 月理事会会合、決定 124 号。 

1999 年 6 月理事会会合、決定 293 号により確認 

 

32.010.2. 長期計画立案と方針作成 

事務総長は、長期計画立案と方針作成において理事会と管理委員会を援助

するものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1994 年 3 月理事会会合、決定 124 号  

 

32.010.3. 法的文書の施行 

契約に大きく関与する分野のゼネラルマネジャー、あるいは事務総長は、

組織およびその財団に代わって、すべての法的文書と契約を施行するもの

とする。契約に対する変更は、事務総長またはゼネラルマネジャーにより

承認されなければならない（2013 年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：1994 年 3 月理事会会合、決定 124 号。 

2002 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 30 号により改正

。 

1999 年 6 月理事会会合、決定 293 号により確認 

 

32.010.4. 事務総長の在職期間 

事務総長の最初の雇用契約の最高期間は、3 年とする。ただし、少なくと

も 3 年の任期を務めた事務総長の雇用契約は、最高 5 年まで延長すること

ができる（2005 年 6 月理事会会合、決定 279 号）。 

 

出典：1997 年 6 月理事会会合、決定 405 号。 

2005 年 6 月理事会会合、決定 279 号により改正 

 

32.010.5. 事務総長の人選／辞任／解任の手続 

国際ロータリーの理事会は、事務総長の雇用、評価、解雇あるいは辞任の

受理の権限をもつ唯一の機関であるものとする。RI 定款、RI 細則、およ

びイリノイ州法の下における権限に従い、理事会は、下記の「事務総長の
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人選／解雇の手続」を採択した。これらの手続きの段階は、順次に行われ

なければならない。  

 

人選 

1. 契約満期の 1 年前に、事務総長は、理事会の執行委員会に、事務総長

としての契約の更新を望むか否かについて書面をもって通知する。 

a. 更新を望む場合、執行委員会は、過去の業績の評価を含め、事務総

長の業績の評価を行うものとする。執行委員会は、その後、契約の

延長の可否を決める理事会の全体会議にこれを報告するものとする

。結論を出す前に、理事会は役職に対して公募することを決めるこ

ともできる。 

b. 理事会が事務総長との契約の延長に同意する場合、執行委員会は、

理事会の指示通りに、新たな契約について交渉するものとする。  

2. 事務総長が契約の更新を求めないことを決めた場合、あるいは理事会

が契約を延長しない、または他の候補者を考慮することを望む場合、

執行委員会は、適任者採用調査委員会として活動するものとする。ロ

ータリー財団管理委員会の委員 1 名を適任者採用調査委員会の委員と

して招請するものとする。  

a. 適任者採用調査委員会は、次期事務総長の選考を援助する外部の管

理職専門人材斡旋および採用調査会社を雇うものとする。  

b. 履歴書は、外部採用調査会社に送られ、同社によってまとめられる

。すべての履歴書または履歴書概要は、各候補者についての分析お

よび推奨事項とともに適任者採用調査委員会へ回付される。 

c. 適任者採用調査委員会は、どの候補者と面接を行うかを決める。面

接手続に伴うこれらの候補者の費用は、旅行と経費に関する RI の

方針に従って負担される。 

d. 同委員会委員長と協力し、外部の採用調査会社は、5 名以上の候補

者との面接を予定する。 
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e. 適任者採用調査委員会は、候補者の履歴書を審査し、候補者との面

接を行い、委員長を通じて、少なくとも 3 名の候補者を理事会に提

示するものとする。これらの 3 名以上の候補者は、理事会の全体会

議に出席するべく招請されるものとする。執行委員会委員長は、理

事会の全体会議における面接過程の議長を務めるものとする。 

f. 理事会全体は、RI 細則第 6.040.節に従い、3 月 31 日までに新しい

事務総長を選出する。執行委員会あるいは執行委員会の小部会、そ

の他執行委員会により決められたその他の理事は、契約の交渉にあ

たる委員会を形成するものとする。法務顧問は、新しい事務総長と

の交渉にあたる委員会を援助する米国の雇用法専門弁護士を雇うた

めに執行委員会と協力する。交渉後は、契約書を理事会全体と共有

するものとする。  

g. 契約は、4 月 30 日までに署名し、それに続く 7 月 1 日に発効する

ようにしなければならない。 

辞任 

 

事務総長が辞任を申し出る場合、辞表は、理事会の執行委員会の全委員に

宛てて提出されるものとする。執行委員会は、その後、辞表を理事会へ回

付するものとする。理事会は、この辞任に関して執行委員会に指示を与え

るものとする。執行委員会は、この辞任に関するすべての事柄において理

事会を代表し、理事会にその決定を報告するものとする。 

 

解任 

 

（イリノイ州は、理由あるいは通知なく被雇用者の解雇あるいは辞職がで

きる「解雇・辞職の自由原則」を適用している州である。ただし、雇用契

約で、当事者のいずれかによる雇用終結に関して手続を定めることができ

る。） 
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1. 理事会のいずれのメンバーも、事務総長の解任を要請するための執行

委員会委員長宛の提案書を作成することができる。委員長は、その提

案書を執行委員会へ提出しなければならない。 

2. 執行委員会が解任の提案に沿って措置を取らないことを決定した場合

、その決定を書面にて理事会メンバーに通知する。 

3. 執行委員会が解任の手続きを進めることを決めた場合、RI 細則第

5.040.節に概説されている手続に準拠し、理事会の全体会議に出席す

るよう事務総長を招請するものとする。理事会が、以後、過半数票に

より解任に同意した場合、会長は、事務総長に書面にてその旨を通知

することになる。 

4. 執行委員会は、解任に関する諸事を最終的に決定し、理事会へ報告す

るものとする 

（2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 46 号。 

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 119 号、2016 年 4

月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

引照 

31.060.6. 執行委員会の職務権限：事務総長の業績評価 

 

 

32.020. 理事会を代行する権限 

事務総長は、RI の最高経営責任者として、理事会により、必要な場合に

理事会に代わって決定を行う権限が与えられている。これらすべての決定

は、各理事会会合において批准のため理事会へ報告されるものとする（

2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：1933 年 1 月理事会会合、決定 VI（a）項。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正

。 
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1999 年 6 月理事会会合、決定 293 号により確認。 

1997 年 11 月理事会会合、決定 108 号も参照のこと 

 

 

32.030. ロータリークラブおよびローターアクトクラブに関する事項について理事

会を代行する事務総長の権限 

 

32.030.1. 加盟金の免除および軽減 

事務総長は、理事会に代わって、新クラブの加盟金の一部またはすべてを

免除、あるいは軽減することができる（2015 年 10 月理事会会合、決定

75 号）。 

 

出典：1937 年 1 月理事会会合、決定 129 号、1977 年 6 月理事会会合、決定 19 号。 

2015 年 10 月理事会会合、決定 75 号により改正 

 

32.030.2. ロータリークラブおよびローターアクトクラブの請求書または債務の支払

いの免除 

事務総長は、ガバナーからの推奨や他の正当な理由がある場合、事務総長

の裁断において、ロータリークラブまたはローターアクトクラブに請求書

の支払いを免除、遅延、または減額することができる。また、事務総長は

、ガバナーからの推奨や他の正当な理由がある場合、事務総長の裁断にお

いて、ロータリークラブまたはローターアクトクラブにロータリーへの債

務の支払いを一部または全額免除することができる（2022 年 4 月理事会

会合、決定 139 号）。 

 

出典：1938 年 1 月理事会会合、決定 170 号。 

2014 年 10 月理事会会合、決定 105 号、2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号、2022 年

4 月理事会会合、決定 139 号により改正 
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32.030.3. クラブの合併における財政的義務の免除 

小規模なクラブ（会員数が 20 名以下）の合併を推進し促進するため、事

務総長は、かかるクラブの RI への未納金を免除することができる（2011

年 5 月理事会会合、決定 238 号）。 

 

出典：2011 年 5 月理事会会合、決定 238 号 

 

32.030.4. クラブの停止、終結、脱会、および加盟復帰 

1. 事務総長は、RI 細則第 3.020.1.項に従い、会費または RI に対するその

他の金銭的債務、あるいは承認されている地区会費の支払いを怠って

いるロータリークラブまたはローターアクトクラブの加盟を停止また

は終結することができる。 

2. 事務総長は、RI 細則第 3.020.2.項に従い、期限までに会員の変更を報

告しなかったロータリークラブの加盟を停止させることができる。 

3. 事務総長は、緊急の際には、ロータリークラブまたはローターアクト

クラブの加盟を取り消すことができる。  

4. 事務総長は、RI に対し金銭的義務を果たさなかったという理由で終結

された元ロータリークラブまたは元ローターアクトクラブについて、

その金銭的義務が果たされたか、満足のゆく支払いの手配がなされた

場合には、これを加盟復帰させることができる。  

5. 事務総長は、本章典の第 2.010.1.項に規定されている基準に従い、機

能を喪失しているクラブを終結することができる。 

6. 事務総長は、RI 細則第 3.010.節に従い、ロータリークラブまたはロー

ターアクトクラブの脱会を承認することができる。  

7. 事務総長は、RI 細則第 3.020.4 項に従い、地区ガバナーの要請により

、会員が 6 名未満となったロータリークラブを終結することができる 

（2023 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 
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出典：1954 年 1 月理事会会合、決定 100 号、1983 年 3 月理事会会合、決定 244 号、

2003 年 7 月理事会会合、決定 17 号、2004 年 6 月理事会会合、決定 283 号。 

2014 年 1 月理事会会合、決定 79 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2019 年 10

月理事会会合、決定 29 号により改正。2022 年 4 月理事会会合、決定 139 号、2023 年 4

月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

32.030.5. クラブ定款に対する改正 

事務総長は、以下の状況において、クラブ定款に対する改正を承認できる

。 

• そうした改正によって、当該文書が標準ロータリークラブ定款とさら

に調和するものとなる場合 

• 地元の法律を遵守するために必要な場合 

（2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：1922 年 10 月理事会会合、決定 2（b）項、1961 年 1 月理事会会合、決定 117 号

。 

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

32.030.6. ロータリークラブおよびローターアクトクラブの名称および所在地域の変

更 

事務総長は、ロータリークラブの名称および／または所在地域、ならびに

ローターアクトクラブの名称および／または基盤の変更を承認することが

できる（2023 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：1922 年 10 月理事会会合、決定（b）項。 

2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

32.030.7. 例会の保留 

事務総長は、大部分がイスラム教徒から成る地域社会に所在するロータリ

ークラブおよびローターアクトクラブに対し、断食月間中に例会を保留す

ることを許可することができる（2023 年 4 月理事会会合、決定 127 号）

。 
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出典：1954 年 5 月理事会会合、決定 205 号。 

2023 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

32.030.8. 法人化 

事務総長は、理事会により採択されている法人規約の一般規定に準拠して

いるロータリークラブまたはローターアクトクラブからの法人化要請を承

認することができる（2023 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：1940 年 7 月理事会会合、決定 36 号。 

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

32.030.9. 雑誌講読の義務 

事務総長は理事会に代わって、クラブに対し、ロータリアン全員に「

Rotary」誌あるいは承認され指定されている認定地域雑誌を講読するよう

義務づけている RI 組織規定の適用を免除することができる（2019 年 1 月

理事会会合、決定 80 号）。 

 

出典：1980 年 11 月理事会会合、決定 204(d)項。 

2009 年 1 月理事会会合、決定 132 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 68 号により改正 

 

32.030.10. ロータリークラブおよびローターアクトクラブ役員の郵送先リストの提供 

会員リストの配布について、本章典の他の箇所に特記されている場合を除

き、事務総長は、ロータリークラブおよびローターアクトクラブ役員の郵

送先リストを各種の機関および団体に提供することができる。ただし、以

下を条件とする。a）提供するこのリストの目的がロータリープログラム

にとって有益であることを、事務総長が明確に示さなければならない、b

）定められた特定の目的のためにリストを使用するだけでなく、そのリス

トを第三者に提供したり、商業目的のために使用しないことに受領者が同

意する。（2023 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：1984 年 6 月理事会会合、決定 401 号。 

1998 年 2 月理事会会合、決定 235 号により確認。 
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2001 年 2 月理事会会合、決定 219 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 34 号、2023 年 4

月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

32.030.11. ロータリークラブの合併 

事務総長は、RI 細則第 2.060.節に準拠して提出されたクラブ合併の申請を

、理事会に代わって承認することができる（2005 年 3 月理事会会合、決

定 178 号）。 

 

出典：2004 年 11 月理事会会合、決定 136 号 

2005 年 3 月理事会会合、決定 178 号により改正。 

 

32.030.12. 新しいロータリークラブとローターアクトクラブ 

事務総長は、ロータリークラブおよびローターアクトクラブの RI への加

盟を承認するにあたって、理事会を代行する責任をもつものとする（

2023 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：1979 年 11 月理事会会合、決定 220 号 

2023 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

32.030.13. 「ロータリー」の名称の使用 

事務総長は、クラブあるいは地区の財団活動の法人化においてロータリー

クラブが「ロータリー」という名称を使用することを許可するにあたり、

理事会を代行することができる（2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号）

。 

 

出典：1964 年 5～6 月理事会会合、決定 220 号 

 

32.030.14. 募金活動に関する定款の改正 

募金活動を行うための許可をクラブに与えるにあたり、クラブ定款に特定

の規定を設けることが法律によって義務づけられている場合には、理事会

を代行して、定款に改正を加えようとするクラブからの申し入れを検討す
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る権限が事務総長に与えられている（2007 年 6 月理事会会合、決定 226

号）。 

 

出典：1958 年 1 月理事会会合、決定 112 号 

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号により改正 

 

32.030.15. 財団の資金管理に関する方針の遵守を怠ったことによるロータリークラブ

およびローターアクトクラブの加盟の停止または終結 

事務総長は、理事会に代わって、RI 細則第 3.020.1.項に従って、ロータリ

ー財団の資金を不正に使用した、またはロータリー財団の資金管理の方針

に違反したとロータリー財団管理委員会によって判断された会員を保有し

ているロータリークラブおよびローターアクトクラブについて、その加盟

を停止または終結させる権限を有する（2023 年4 月理事会会合、決定127

号）。 

 

出典：2010 年 11 月理事会会合、決定 98 号 

2023 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

32.030.16. 被選役職の候補者の失格 

候補者たるロータリアンを代弁するロータリアンまたはクラブが RI 細則

第 13.030.5.項の要件に反する方法で訴訟を起こした場合、事務総長また

は会長は、理事会に代わって、この候補者を役職の選挙において失格とす

る権限を有する（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：2013 年 6 月理事会会合、決定 209 号。 

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

32.030.17. 訴訟によるロータリークラブおよびローターアクトクラブの加盟の停止ま

たは終結 

事務総長は、理事会に代わって、RI 細則第 3.020.1.項および第 13.030.5.

項に従った方法により、訴訟を起こしたロータリークラブおよびローター
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アクトクラブの加盟を停止または終結させる権限を有する（2023 年 4 月

理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：2013 年 6 月理事会会合、決定 209 号。 

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2023 年 4

月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

引照 

2.010.1. 機能の喪失 

9.030.  停止処分中のクラブの身分 

34.040. 「ロータリー」の名称の使用 

 

 

32.040. 国際大会、規定審議会、決議審議会に関する事項について理事会を代行す

る事務総長の権限 

 

32.040.1. 郵便投票による審議会代表議員の選出 

事務総長は、RI 細則第 9.070.節の規定に準拠して、郵便投票により審議会

の代表議員ならびに補欠議員を選出することを、地区の要請に基づいて決

定することができる（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1958 年 7 月理事会会合、決定 36 号。 

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

32.040.2. 提出された立法案および決議案の審査 

事務総長は、定款・細則委員会の助言に基づき、RI 細則第 7.070.節および

第 8.080.節の規定に則り、それぞれの制定案または決議案の本文に欠陥が

あれば、それを案件の提案者に通告することができる（2016 年 9 月理事

会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1963 年 5～6 月理事会会合、決定 190 号。 

2005 年 3 月理事会会合、決定 178 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2016 年 9

月理事会会合、決定 28 号により改正 
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引照 

57.020. ホスト組織委員会 

57.030. 国際大会の指針 

57.040. 国際大会の開催地の選定 

57.050.1. 出席の指針：故人となったロータリアンのパートナー 

58.020. 国際協議会の日程 

59.020.4. 規定審議会における「財政的影響」 

60.050. ロータリー研究会：研究会開催地および期日の承認 
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32.050. 地区に関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

 

32.050.1. 地区の法人化 

事務総長は、理事会に代わり、法人化の申請書の審査および受理を含め、

地区の法人化に関連するすべての事項について決定を行う権限が与えられ

ている。方針に関してさらなる説明が必要とされる例外的な事情がある場

合、事務総長は、その問題を執行委員会に付託するものとする（2005 年

3 月理事会会合、決定 199 号）。 

 

出典：2005 年 3 月理事会会合、決定 199 号 

 

32.050.2. 地区ガバナーノミニー選出の期日延長 

事務総長は、自らの見解において正当かつ十分な理由がある場合、RI 細

則第 12.010.節に記されている地区ガバナーノミニー選出の期日を延期す

ることができる（2007 年 2 月理事会会合、決定 154 号）。 

 

出典：2007 年 2 月理事会会合、決定 154 号 

 

32.050.3. 地区境界の説明の修正 

事務総長は理事会に代わって、地区の境界が同じままである場合に、地区

境界の記述へのすべての変更を承認する権限を有する。 

 

事務総長は理事会に代わって、10 クラブ以内の編入である場合、または

ロータリークラブがない地域をある地区から近隣の地区へ移す程度の軽微

なものであれば、地区の境界修正を承認する権限を有する。境界修正は決

定後の 7 月 1 日から発効するものとする（2013 年 6 月理事会会合、決定

196 号）。 

 

出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 80 号。 

2007 年 2 月理事会会合、決定 189 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2008 年 1

月理事会会合、決定 196 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 211 号、2013 年 6 月理事会

会合、決定 196 号により改正。 
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引照 

17.020.5. 正当な理由により異なる法人を許可する事務総長の権限 

 

 

32.060. 財務に関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

 

32.060.1. RI 予算の充当に関する改正 

事務総長は、第 68.010.2.項に準拠して、承認済み予算の再配分を許可す

ることができる（2017 年 6 月理事会会合、決定 195 号）。 

 

出典：1944 年 5 月理事会会合、決定 244 号。 

2017 年 6 月理事会会合、決定 195 号 

 

32.060.2. RI 資金および財政的義務の保護 

緊急を要する場合、事務総長は、RI の資金および財政的義務を保護する

ために調整を図り、次の理事会会合で理事会に報告することができる（

2017 年 6 月理事会会合、決定 195 号）。 

 

出典：1976 年 7 月理事会会合、決定 78 号。 

2017 年 6 月理事会会合、決定 195 号により改正。 

1998 年 2 月理事会会合、決定 235 号により確認 

 

32.060.3. 財務代行者制度 

国の金融情勢から必要とされる場合、理事会は、事務総長に対し、銀行口

座の付随する財務代行者システムを確立し、財務委員会および理事会に対

して定期的な報告を行うよう指示することができる。そのように指示され

た場合、事務総長は、財務代行者を指定および解任する権限を有するもの

とする。事務総長は、提案する指定について当該ゾーンを代表する理事と

相談するよう要請されている（2002 年 11 月理事会会合、決定 172 号）。 

 

出典：1948 年 1 月理事会会合、決定 114 号。 
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1976 年 7 月理事会会合、決定 79 号、1981 年 7 月理事会会合、決定 54 号、1986 年 11

月理事会会合、決定 113 号、2002 年 11 月理事会会合、決定 172 号により改正 

 

32.060.4. 役員および委員会委員の経費報告書 

事務総長は、役員および委員会委員の全経費報告書に対する支払いを承認

するものとする。金額が過度に超過していると事務総長が判断した場合、

事務総長は、支払いを留保し、執行委員会あるいは理事会に対してこの件

への注意を促すよう指示されている（2016 年 4 月理事会会合、決定 157

号）。 

 

出典：1932 年 6 月理事会会合、決定 XIV （a）4 項。 

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正。 

1998 年 2 月理事会会合、決定 235 号により確認 

 

32.060.5. Rotary 誌の広告料の調整 

事務総長は、雑誌の継続した収益性を確保するために「Rotary」誌の広告

料を調整することができる（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1989 年 2 月理事会会合、決定 227 号 

 

32.060.6. RI トラベル・サービス 

事務総長は、RI トラベル・サービスのサービスのレベルと経済性を向上

させるために、RI 職員と承認されている旅行代理店職員との関係におい

て必要とされる変更を行うことができる（1999 年 2 月理事会会合、決定

196 号）。 

 

出典：1994 年 6 月理事会会合、決定 288 号。 

1999 年 2 月理事会会合、決定 196 号により改正 

 

32.060.7. 支払いおよび受領通貨の米ドルへの変更 

事務総長は、金銭の支払いおよび受領を地元通貨から米貨へ変更すること

の要請を承認することができる（1999 年 8 月理事会会合、決定 43 号）。 
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出典：1999 年 6 月理事会会合、決定 338 号。 

1999 年 8 月理事会会合、決定 43 号により改正 

 

32.060.8. 地区ガバナーに対するロータリー配分予算の修正 

事務総長は、自らの見解においてガバナーからの要請による配分予算の変

更のすべてまたは一部が正当かつ妥当と思われる場合、かかる修正を許可

する権限を有する（2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：1967 年 1 月理事会会合、決定 192 号。 

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正。 

1996 年 7 月理事会会合、決定 8 号も参照のこと 

 

32.060.9. ガバナーからの経費報告書の受理の期日延長 

ガバナー配分予算の使途を記録した経費報告書について、酌量すべき事情

を説明する請願書が受理された場合、事務総長は、理事会に代わって、地

区ガバナーから経費報告書を受領する締切日を 9 月 30 日まで延長するこ

とができる（2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：2003 年 5 月理事会会合、決定 409 号。 

2006 年 6 月理事会会合、決定 270 号、2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

32.060.10. ガバナーへの配分予算の支払い 

高額な配分総額に対し適切な資金管理が必要であるとみなされた場合、事

務総長はガバナー予算の 70 パーセントより少ない金額を支払う権限を有

する（2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：1998 年 6 月理事会会合、決定 396 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 329 号。 

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

引照 

66.010. 年次報告 

66.030.2. RI への支払いの為替レート 

66.050. 契約 
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68.020. RI 予算を超過する権限 

69.030.3. ガバナーへの経費支払いのスケジュール 

69.030.4. ガバナー予算の修正手続 

 

 

32.070. 一般管理に関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

 

32.070.1. 事務局職員への職務の委任 

得策かつ必要な場合、事務総長は、一定の事柄および状況において理事会

に代わって決定を行うべく、理事会によって事務総長に委任されている権

限を、適切な事務局職員に委任することができる（2019 年 10 月理事会会

合、決定 29 号）。 

 

出典：1938 年 6 月理事会会合、決定 266 号、1940 年 5～6 月理事会会合、決定 324 号

、1983 年 11 月理事会会合、決定 82 号。 

1986 年 11 月理事会会合、決定 113 号、1990 年 7 月理事会会合、決定 16 号、2013 年

10 月理事会会合、決定 30 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正 

 

32.070.2. 緊急の委員会提案 

現行の方針の枠内において、事務総長は、委員会会合が行なわれた後の妥

当な期間内に理事会あるいは執行委員会が会合する予定がない場合、会長

とともに、委員会による緊急提案に基づいて措置を講ずることができる（

1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1946 年 1 月理事会会合、決定 156 号 

 

32.070.3. 調停と仲裁に関する指針 

事務総長は、RI 細則第 24.010.節に従い、調停および／あるいは仲裁の日

付を設定することについて、また論争の調停と仲裁に関して RI 細則第 24

条に取り上げられていないいかなる事柄についても、理事会を代行する権

限を有する（2008 年 6 月理事会会合、決定 227 号）。 
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出典：2008 年 1 月理事会会合、決定 155 号 

2008 年 6 月理事会会合、決定 227 号により改正 

 

32.070.4. RI 健康保険の費用分担の割合 

団体健康保険の費用分担割合を決定することについて、理事会は事務総長

の裁量を認める（2009 年 1 月理事会会合、決定 132 号）。 

 

2008 年 11 月理事会会合、決定 49 号 

2009 年 1 月理事会会合、決定 132 号により改正 
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32.080. ロータリー文献、文書および翻訳に関する事項について理事会を代行する

事務総長の権限 

 

32.080.1. 出版物の作成 

理事会あるいは国際大会の特定の決定により認められたパンフレットの発

行を除き、事務総長は、新しいパンフレットの発行時期、発行される言語

、現在発行されているパンフレットの廃止時期について決定を行うものと

する（2002 年 2 月理事会会合、決定 216 号）。 

 

出典：1938 年 6 月理事会会合、決定 308 号、1966 年 5～6 月理事会会合、決定 292 号

。 

2002 年 2 月理事会会合、決定 216 号により改正 

 

32.080.2. 出版物の優先リスト 

事務総長は、優先リストを最新に保ち、RI プログラムの重要性に沿った

ものとするため、同リストから出版物を削除、あるいは追加するものとす

る（2002 年 2 月理事会会合、決定 216 号）。 

 

出典：1986 年 3 月理事会会合、決定 207 号。 

1986 年 11 月理事会会合、決定 113 号、2002 年 2 月理事会会合、決定 216 号により改

正 

 

32.080.2. 原文の所有者 

1. 国際ロータリーの職員ではなく、ロータリアンが著作者として創作し

た文書の原文に対する著作権は、別段にそのロータリアンと国際ロー

タリーの間で同意がなされていない場合、そのロータリアン本人によ

り所有される。 

2. そうではあるが、その本人が国際ロータリーの代理者として文書を創

作した場合、当該ロータリアンが国際ロータリー職員でなくとも、創

作された著作物の原文に対する著作権は、国際ロータリーが所有する

ものとされる 
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（1999 年 11 月理事会会合、決定 175 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 175 号 

 

32.080.4. ロータリー文献の翻訳 

事務総長は、理事会に代わり、ロータリー文献の翻訳を承認する権限を有

する。 

 

事務総長は、出版物全体を地区内クラブまたは地区内のグループにとって

さらに有用なものとするべく必要であれば、事前に英語で変更文章全体を

承認する権限を有する（2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号）。 

 

出典：1930 年 4 月理事会会合、決定 IV（p）号、1958 年 1 月理事会会合、決定 142 号

。 

1974 年 1 月理事会会合、決定 149 号により改正。 

1997 年 11 月理事会会合、決定 108 号により再確認 

 

引照 

48.020.1. RI 文献資料の翻訳における事務総長の役割 

48.020.2. 翻訳におけるロータリアン・ボランティアの起用 
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32.090. プログラムに関する事項について理事会を代行する事務総長の権限 

 

32.090.1. ローターアクト多地区合同情報組織の認定と終結 

事務総長は、理事会に代わり、ローターアクト多地区合同情報組織を認定

あるいは終結させる権限を有する（2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号

）。 

 

出典：2006 年 11 月理事会会合、決定 74 号 

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号により改正 

 

32.090.2. インターロータ会議 

事務総長は、理事会に代わって、インターロータとして知られる 3 年毎の

ローターアクト会議を開催する要請を承認する権限が与えられている（

2005 年 6 月理事会会合、決定 271 号）。 

 

出典：2005 年 3 月理事会会合、決定 217 号 

 

32.090.3. 年度ロータリー青少年交換の認定 

理事会は、地区認定プログラムを管理するため、以下に関する権限を事務

総長に委任する。 

• 地区または地区の一部に、認定、仮認定、条件付き認定（派遣のみの

認定を含む）を認める。 

• 地区に対する認定、仮認定、条件付き認定を撤回する。 

• 地区に免除を認める 

（2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 274 号。 

2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号により改正 
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32.090.4. 多地区合同青少年交換 

事務総長は、理事会に代わり、多地区合同青少年交換活動やプロジェクト

への地区の参加を承認する権限を有する。 

 

事務総長は、該当地区のガバナーの同意のあるなしにかかわらず、多地区

合同組織の管理主体の要請により、その地区を多地区合同青少年交換活動

から外すことができる。 

 

事務総長は、地区ガバナーの同意のあるなしにかかわらず、地区が地区認

定プログラムの要件を遵守していないことに気づいた場合、その地区を多

地区合同青少年交換活動から外すことができる（2017 年 1 月理事会会合

、決定 87 号）。 

 

出典：1979 年 5 月理事会会合、決定 355 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号、

2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号。 

2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号により改正 

 

32.090.5. 世界ネットワーク活動グループ 

事務総長は、世界ネットワーク活動グループの法人化の申請を承認するこ

とができる（2006 年 6 月理事会会合、決定 220 号）。 

 

出典：1976 年 1 月理事会会合、決定 161 号。 

2006 年 6 月理事会会合、決定 220 号により改正 

 

32.090.6. ロータリー親睦活動グループの認定 

事務総長は、理事会に代わってロータリー親睦活動グループを認定する権

限を有する（2020 年 9 月理事会会合、決定 23 号）。 

 

出典：2013 年 10 月理事会会合、決定 43 号。 

2015 年 10 月理事会会合、決定 58 号、2019 年 4 月理事会会合、決定 142 号により改正 
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32.090.7. 親睦活動グループに対する支援の停止 

RI の方針に従っていない場合、親睦活動グループの役員または会員の同

意の有無にかかわらず、事務総長は、理事会に代わって、親睦活動グルー

プに対する RI からの支援を停止することができる（2017 年 6 月理事会会

合、決定 149 号）。 

 

出典：2004 年 6 月理事会会合、決定 257 号。 

2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号により改正 

 

32.090.8. 停止中の親睦活動グループに対する認定の終結 

復帰できない場合、親睦活動グループの役員または会員の同意の有無にか

かわらず、事務総長は、理事会に代わって、停止中の親睦活動グループに

対する RI の認定を終結できる（2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号）。 

 

出典：1989 年 11 月理事会会合、決定 96 号。 

2003 年 5 月理事会会合、決定 381 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 113 号により改正 

 

32.090.9. ロータリー親睦活動グループの終結 

事務総長は、理事会に代わって、グループが自発的に解散することを決定

した場合、親睦活動グループを終結できる。（2017 年 6 月理事会会合、

決定 149 号）。 

 

出典：2005 年 11 月理事会会合、決定 78 号。 

2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号により改正 

 

32.090.10. ロータリー行動グループの停止 

RI の方針に従っていない場合、ロータリー行動グループの役員または会

員の同意の有無にかかわらず、事務総長は、理事会に代わって、グループ

に対する RI からの支援を停止できる。（2017 年 6 月理事会会合、決定

149 号）。 

 

出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。 

2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号により改正 
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32.090.11. 停止中のロータリー行動グループの復帰 

事務総長は、理事会に代わって、停止中のロータリー行動グループを復帰

させることができる。（2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号）。 

 

出典：2017 年 1 月理事会会合、決定 113 号 

2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号により改正 

 

32.090.12. ロータリー行動グループの終結 

グループが自発的に解散することを決定した場合、事務総長は、理事会に

代わって、ロータリー行動グループを終結できる（2017 年 6 月理事会会

合、決定 149 号）。 

 

出典：2005 年 11 月理事会会合、決定 78 号。 

2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号により改正 

 

32.090.13. 停止または終結に関する地区ガバナーへの通知 

事務総長は、理事会に代わって、停止または終結について、適宜、地区ガ

バナーに通知することができる（2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号）

。 

 

出典：2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号。 

2017 年 1 月理事会会合、決定 113 号により改正 

 

32.090.14. 世界ネットワーク活動グループの名称の変更 

事務総長は、理事会に代わって、世界ネットワーク活動グループの公式名

称の変更を承認する権限を有する。ただし、かかる名称が RI の方針に適

っていることが前提である（2014 年 10 月理事会会合、決定 82 号）。 

 

出典：2014 年 10 月理事会会合、決定 82 号 
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32.090.15. 奉仕賞 

事務総長は、選考時に、国際ロータリーまたはロータリー財団のプログラ

ム活動への参加を禁じられているロータリアンの推薦を無効とみなす権限

を与えられている。 

 

事務総長はさらに、推薦者から要請された場合、当該ゾーンの理事と相談

した上で、個人に贈られた超我の奉仕賞を撤回する権限が与えられている

。ただしこれは、既に賞が公に贈呈されたり、発表されたりしていない場

合、およびかかる措置が止むを得ないと思われる特殊な状況がある場合に

限る。事務総長はまた、過去の受賞者から奉仕賞を撤回することができる

。ただしこれは、かかる措置が止むを得ないと思われる特殊な状況がある

場合に限る。奉仕賞の授賞が撤回された場合、事務総長は会長に通知する

ものとする（2019 年 10 月理事会会合、決定 67 号）。 

 

出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 301 号。 

2008 年 11 月理事会会合、決定 66 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 67 号により改正 

 

32.090.16. コラボレーション団体 

事務総長には、コラボレーション団体の指定基準を決定し、その選定と承

認の過程を監督する権限が与えられている（2019 年 1 月理事会会合、決

定 80 号）。 

 

出典：2018 年 10 月理事会会合、決定 47 号 

2019 年 1 月理事会会合、決定 80 号により改正 

 

引照 

34.030.7. プログラムの徽章と合わせたロータリー徽章の使用 

41.050.23. 多地区合同青少年交換プログラム 

42.020.11. 認証の停止および終結 
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第 33 条   RI 事務局 

 

33.010. 事務局職員に影響を与える方針および福利厚生 

33.020. 職員の外部でのロータリーとの関与 

33.030. 国際事務局 

33.040. 文書受理の締切日 

 

 

33.010. 事務局職員に影響を与える方針および福利厚生 

 

33.010.1. 報酬戦略 

ロータリーの業務遂行に必要なスキルを持つ優秀な職員を確実に採用し、

意欲を喚起し、報奨し、功績を称え、繋ぎ止めることができるようにする

ため、ロータリーの報酬戦略は、労働市場の中間層（50 パーセンタイル

）を目標として職員に公平な報酬を支払うことにある。50 パーセンタイ

ルとは、同等職の雇用主の半数がその金額よりも低い報酬を支払い、残り

半数がそれよりも高く支払う値を指す。ロータリーは、ロータリーが被雇

用者を擁する拠点において、営利および非営利の業界および団体と人材確

保を競い合っている。このため、ロータリーの労働市場は次のように定義

される。 

• 役員職のみについては、地理的差異のない国別データ 

• すべての役員以外の職員については、地理的差異のある現地データ 

• 営利 50％ 

• 非営利 50％ 

ロータリーは、報酬比較データに複数の情報源を利用している。当該情報

源は、運営審査委員会によって審査および承認され、執行委員会によって

承認される。  

 

ロータリーが人材確保において競合する雇用主は年俸調整を行っており、

それに伴い人件費が上昇しているため、ロータリーの報酬戦略は賃金を市
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場と同等に維持するために講じられる。従って、被雇用者の基本給に対す

る業績連動型の成果昇給を明示する目的でのロータリーの給与予算の年間

増額分は、運営審査委員会および理事会執行委員会によって承認された給

与予算増加予測調査情報源によって決定されるものとする。当該情報源は

、運営審査委員会によって審査および承認され、各会計年度の給与予算想

定の基礎となる（2021 年 4 月理事会会合、決定 146 号）。 

 

出典：2021 年 4 月理事会会合、決定 146 号 

 

33.010.2. 雇用の機会均等 

理事会は、雇用の機会均等に関する以下の方針声明を採択し、過去、現在

および将来にわたり、雇用慣行に関してこれを RI の方針とすることを確

認した。 

 

国際ロータリーは、機会均等雇用主であり、従って、その雇用および人事

慣行および手続においては、人種、肌の色、宗教、国籍、先祖、性別、性

的指向、性自認（ジェンダーアイデンティティ）、性表現、既婚未婚、在

郷軍籍、障害、年齢によって差別することはなく、ロータリーの職員が所

在する地の連邦法、州法および地方法のすべての適用法を全面的に遵守す

るものである。 

 

事務総長は、この方針の実施に責任をもつ（2021 年 4 月理事会会合、決

定 146 号）。 

 

出典：1990 年 3 月理事会会合、決定 194 号 

2021 年 4 月理事会会合、決定 146 号により改正 

 

33.010.3. 公募の方針 

RI は、すべての求人について内部掲示を義務づける公募方針を施行する

ものとする。この決定は、組織再編成計画あるいは個人の計画的キャリア

開発プログラムの枠内において、職員の異動、昇進、配属を一切制限する

ものではない（2021 年 4 月理事会会合、決定 146 号）。 
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出典：1995 年 7 月理事会会合、決定 8 号 

2021 年 4 月理事会会合、決定 146 号により改正 

 

33.010.4. RI 職員の雇用契約 

米国を拠点とする職員のいかなる雇用契約あるいは同意も完全に検討され

、特に理事会の承認を受けなければならない。かかる権限は、執行委員会

あるいはどの役員にも委任されていない。雇用契約が標準である国におけ

るロータリーの被雇用者の雇用契約または合意は、各拠点のすべての被雇

用者に対して、同様の状況にあるすべての被雇用者に同じ雇用規則を規定

するのための標準的な契約テンプレートを使用するものとする。このよう

な権限は事務総長に委任され、事務総長は、ロータリーの最高人事担当者

を署名者として指定することができる（2021 年4 月理事会会合、決定146

号）。 

 

出典：1996 年 2 月理事会会合、決定 238 号 

2021 年 4 月理事会会合、決定 146 号により改正 

 

33.010.5. 雇用者支援プログラム 

雇用者支援プログラムは、RI の費用で維持されるものとする（1998 年 6

月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1990 年 6 月理事会会合、決定 305 号 

 

33.010.6. RI 職員の退職積立金制度委員会の創立 

RI 理事会は、国際ロータリーの 401(k)プラン（プラン）の資産の投資お

よび管理を含む受託者および信託設定者としてのすべての権限と責務を国

際ロータリー世界本部退職積立金制度委員会（RPC）に委任した。 

 

この委員会は以下のように構成される。 

• RPC は、準拠法およびプランの法的文書に従ってプランの運営と管理

の責任を負うものとする。RPC は、（米国の 1974 年従業員退職所得
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保障法［ERISA）の意図の範囲内において）プランの「指名受託者」

とするものとする。RPC は、準拠法および該当するプランの文書の規

定に従い、プランの管理および運営に対して権利と義務を行使するも

のとする。 

• RPC は、プランの下において、給付金の請求および給付金請求の決定

に対する提訴申し立てを（プランの条件に従って）決定する責任を負

うものとする。 

• RI において、最高財務責任者、最高人事担当者、WHQ 職員福利厚生

管理担当者、投資＆財務ディレクターの役職に就任している個人は、

RPC の委員を構成するものとする。この規定は 2016 年 1 月 1 日より

発効する。 ただし、いかなる場合においても、RPC は、プランの下で

の RI の資金調達義務の構造を修正するような、あるいはプランを実質

的に再編成するようなプランの改正を採択する権限をもたないものと

する。 

RPC は、RPC の活動方法に関する規則を明記した創立許可書、ならびに

RPC がプランにおける責務を遂行できるようにするため必要とみなされ

る、または望ましい規則または手続きを設定または修正する権限が付与さ

れる（2021 年 4 月理事会会合、決定 146 号）。 

 

出典：2015 年 10 月理事会会合、決定 41 号 

2021 年 4 月理事会会合、決定 146 号により改正 

 

33.010.7. 職員の団体保険プラン 

世界本部職員による健康保険プランへの参加は、被雇用者がその他の健康

保険に加入していることを条件に、任意によるものとする（1998 年 6 月

理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1989 年 7 月理事会会合、決定 46 号 
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33.010.8 自動車による旅行の経費支払いの方針 

RI の費用で旅行することが許可されているすべての者について、自動車

による旅行の経費の支払いは、規定の現行の走行距離レートで支払われ、

さらに途中の立ち寄り先における実費が支払われるものとする。そうした

支払いの合計は、航空料金の経費支払いのための既定の方針に準拠して算

出された往復航空料金の金額を超えてはならないものとする（1998 年 6

月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1984 年 6 月理事会会合、決定 403 号 

 

33.010.9. 職員のための歯科保険プラン 

歯科保険は、世界本部職員の健康保険プログラムの一部として含まれるも

のとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1981 年 6 月理事会会合、決定 455 号 

 

33.010.10. 職員のための認証行事 

RI に特定の期間勤続した職員のための認証行事が、毎年催されるものと

する。このような行事の費用を賄うために、毎年、RI 予算に適切な額が

含まれるものとする（2021 年 4 月理事会会合、決定 146 号）。 

 

出典：1983 年 10 月会合、執行委員会決定事項、決定 E-13 号。 

2021 年 4 月理事会会合、決定 146 号により改正。 

 

33.010.11. 職員による顕著な社会奉仕活動の認証 

理事会は、職員による顕著な社会奉仕活動の認証を設けた（2016 年 4 月

理事会会合、決定 166 号）。 

 

出典：1997 年 6 月理事会会合、決定 304 号。 

2016 年 4 月理事会会合、決定 166 号により改正 
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33.010.12. 職員の奨学プログラム 

雇用者の奨学プログラムは、RI の費用で維持されるものとする（1998 年

6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1987 年 11 月理事会会合、決定 203 号 

 

33.010.13. 長期障害休業手当 

米国を拠点とする RI 被雇用者が 6 カ月間にわたり長期障害休業手当を受

けた後、その職員は解雇されることになり、医療費給付プランにかかる全

費用について当該職員が責任をもつことになる。解雇に先立ち、その職員

は 、 コ ブ ラ 法 （ Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act ＝

COBRA）に定められている直接払い職員として、18 カ月間にわたり、RI

の団体健康保険を継続することを選択できる。コブラ法の規定の下に直接

払い職員として 18 カ月が過ぎた後に、その本人は、個人に適用される保

険料で個人保険に切り替えることができる（2021 年 4 月理事会会合、決

定 146 号）。 

 

出典：1989 年 10 月理事会会合、決定 114 号 

2021 年 4 月理事会会合、決定 146 号により改正。 

 

33.010.14. 職員向けの損害賠償保険 

RI は、ロータリーの業務で出張中の職員に対し、人身傷害保険および物

的損害責任保険を提供するものとする（1998 年6 月理事会会合、決定348

号）。 

 

出典：1979 年 11 月理事会会合、決定 248 号 

 

33.010.15. 401（k）退職金制度の雇用主拠出金 

雇用主は、米国を拠点とする被雇用者が RI 401（k）プランに拠出した金

額の 3.5％を同プランへの上乗せ金として提供するものとする（2021 年 4

月理事会会合、決定 146 号）。 
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出典：1998 年 6 月理事会会合、決定 398 号。 

2007 年 2 月理事会会合、決定 214 号、2008 年 6 月理事会会合、決定 227 号、2021 年 4

月理事会会合、決定 146 号により改正 

 

33.010.16. 休暇を取れない被雇用者の休暇補償金の支払い 

事務総長は、一定の状況の下に、また地元の法律が認める場合、休暇を取

れない被雇用者の休暇補償金の支払いを許可することができる（1999 年

8 月理事会会合、決定 43 号）。 

 

出典：1999 年 2 月理事会会合、決定 271 号 

1999 年 8 月理事会会合、決定 43 号により改正 

 

33.010.17. 事務総長およびゼネラルマネジャーに対する報酬の見直し 

米国の所得税法を遵守するため、執行委員会は、米国財務省の規定第

53.4958-6 項、あるいはそれに代わって当該時に施行されている規定に則

っ た 上 で 、 IRS の ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ き 「 資 格 を も た な い 人 （

disqualified persons）」と見なされる職員（上級幹部）に支払われる金

額の見直しを行い、該当する規定の内容から見てそうした支払いが「妥当

」となるようにするものである。 

 

本件は、毎年、各年度の理事会の最終定例会合において、「資格をもたな

い人（disqualified persons）」に支払われる報酬最高額の妥当性に関す

る全般的な見直しの一部として、検討されるものとする（2021 年 4 月理

事会会合、決定 146 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 450 号。 

2021 年 4 月理事会会合、決定 146 号により改正。 

 

33.010.18. 主要職員の雇用または解任 

主要職員の雇用または解任にあたっては、次のような手続を踏むものとす

る。 
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1. 法律顧問の役職に関して、この役職を担う個人の雇用または解任に関

するあらゆる決定は事務総長が下し、理事会の執行委員会による承認

を得るものとする。 

2. 内部監査マネジャーの役職に関して、この役職を担う個人の雇用また

は解任に関するあらゆる決定は事務総長が下し、監査委員会と相談の

上、理事会の執行委員会による承認を得るものとする。 

3. 副事務総長およびゼネラルマネジャーの役職に関して、この役職を担

う個人の雇用または解任に関するあらゆる決定は事務総長が下し、理

事会の執行委員会による承認を得るものとする。ただし、RI のロータ

リー財団での常勤を任命されているゼネラルマネジャーにそうした措

置が適用される場合、事務総長は財団管理委員会委員長にも相談する

ものとする 

（2021 年 4 月理事会会合、決定 146 号）。 

 

出典：2011 年 5 月理事会会合、決定 198 号。 

2014 年 5 月理事会会合、決定 113 号。2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号、2021 年 4

月理事会会合、決定 146 号により改正 

 

33.010.19. 事務局職員との関わり方の行動規範 

RI は職員に対し、プロフェッショナルな職場環境を維持する責任がある

。ロータリアンは職員との関わりにおいて、直接であるか電話、E メール

、その他の通信手段を介したものかに関わらず、またその関わりが RI 事

務局、ロータリーの行事、またはその他の場所において行われるものかに

関わらず、プロフェッショナルな形で敬意を持ち、協力し、礼儀正しく接

することを期待されている。ロータリーの業務に関連して、職員がロータ

リアンから不当な扱いを受けたと考える場合、または他の職員がロータリ

アンから不当な扱いを受けた場面を目撃した場合は、その職員は不当な扱

いの申し立てを直属のマネジャーまたはロータリー内の別のマネジャーに

報告するよう推奨される。  

 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 394 

さらに、RI は、ロータリアン、他のボランティア、職員、業者、または

業務遂行中に接したその他の人びとによって行われたかを問わず、いかな

る形式のハラスメント（嫌がらせ）もない職場環境を維持する責任もある

。RI はこのようないかなるハラスメントも防止および阻止するため適切

な措置を講じる。ロータリーの業務に関連して、職員がハラスメントを受

けたと考える場合、その職員はハラスメントの申し立てを直属のマネジャ

ーまたはロータリー内の別のマネジャーに報告するよう推奨される（

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：2016 年 4 月理事会会合、決定 164 号 

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

 

33.020. 職員の外部でのロータリーとの関与 

 

33.020.1. ロータリークラブ会員と経費の支払い 

理事会は、資格ある RI 職員にロータリアンとなるよう奨励する。事務総

長の事前の承認を得た上で、RI は、職員のロータリアンに、他クラブの

例会へのメークアップ出席も含め、ロータリークラブから課せられる年会

費とクラブ例会への出席に伴う食費をすべて支払う。例外的な状況では、

事務総長は追加経費の支払いを承認することができる（2018 年 4 月理事

会会合、決定 141 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 255 号。 

2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号、2018 年 4 月理事会会合、決定 141 号により改正 

 

33.020.2. ロータリー行事における職員の出席 

ロータリー行事における職員の出席に関する方針は、以下の通りである。 

 

ロータリー研究会、クラブまたは地区の行事、あるいは他のロータリー会

合や行事に出席するための RI 職員への招待状はすべて、かかる招待を受

けるべきか、またどの会合または行事にどの職員が出席すべきかを決定す
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る事務総長のもとへ送付されるものとする。そうした決定を行うにあたり

、事務総長は、要請されている出席によって割り当てられた職員の業務能

力を高めることができるか、あるいは職員の出席によって、会合や行事そ

れ自体が、広報、出張業務、他のプログラム目標、あるいは当組織を補足

するものであるとみなせるほどの意義があると納得するものとする。 

 

ロータリー研究会について、RI は、通常、研究会に対し職員 1 名のみの

費用を支払う。ただし、RI が手配したセミナーまたは他の行事を実施す

るために職員が出席する場合、あるいは追加職員の出席が、資金が計上さ

れ用意されている承認済みのプログラム活動の達成と矛盾しない場合は、

この例外とされる。研究会へ出席の要請を受け、事務総長により出席を指

示された他の職員の費用は、その研究会が負担するものとする。クラブあ

るいは地区の行事における職員の出席は、RI に一切の費用の負担をかけ

ないか、あるいは僅かな負担のみとするものとする。 

 

実際的な場合には、すべてのクラブ、地区、地域もしくはゾーン、あるい

は他のロータリー会合や行事への職員の出席は、この職員による他の公式

出張と組み合せるものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1989 年 7 月理事会会合、決定 83 号  

 

引照 

69.020.10. RI 職員の旅行 

 

 

33.030. 国際事務局 

 

33.030.1. 国際事務局の支援業務 

事務総長は、国際事務局の運営を監督し、クラブおよび地区に提供される

業務ができる限り最も費用効率の高い方法で行われるよう、それぞれの国

際事務局に指定されている責務の配分に必要な調整を行うものとする。 
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国際事務局の業務のかなりの部分はロータリー財団に関連しているため、

ロータリー財団は、国際事務局の変革と業務実績に関するすべての討議と

決定に関与すべきである（2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：1989 年 7 月理事会会合、決定 47 号。 

2001 年 2 月理事会会合、決定 276 号。2016 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

33.030.2. 国際事務局の運営に関する報告 

事務総長は、国際事務局の運営に関する詳細な年次報告を、理事会および

ロータリー財団管理委員会に提出するものとする（2000 年 8 月理事会会

合、決定 43 号）。 

 

出典：2000 年 5 月理事会会合、決定 376 号 

2000 年 8 月理事会会合、決定 43 号により改正 

 

33.030.3. 国際事務局の監査 

監査業務部は、必要に応じて各国際事務局の監査もしくは限定された調査

を行うか、または監督するものとする。これらは、一般監査役、事務総長

、RI 監査委員会が承認し、監督するリスクの評価方法に基づいて行われ

る。すべての事務局は、少なくとも 7 年に 1 度は監査が行われるべきであ

り、必要に応じ、その間に限定された調査が行われるべきである（2013

年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：2001 年 2 月理事会会合、決定 276 号。 

2006 年 6 月理事会会合、決定 277 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2013 年

10 月理事会会合、決定 30 号により改正 

 

33.030.4. 追加の国際事務局の設置 

実際に設置される前に、すべての新しい国際事務局の提案書は、財務委員

会により検討され、理事会へ推奨が行なわれるものとする（1998 年 6 月

理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1989 年 1 月理事会会合、決定 256 号 
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33.040. 文書受理の締切日 

具体的な締切日を伴い、RI の組織規定に明記されている各種文書の受理

に関連して、事務総長は、実際の締切日当日に事務局が業務を行っていな

い場合に限り、特定の締切日の後の最初の業務日に文書が受理されたなら

ば、そのすべての受理を有効と認めるものとする（2003 年 2 月理事会会

合、決定 194 号）。 

 

出典：1984 年 2 月理事会会合、決定 284 号 

2003 年 2 月理事会会合、決定 194 号により改正 
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第 34 条   ロータリーの標章 

 

34.005. ロータリー標章の定義 

34.010. ロータリー標章の登録 

34.020. ロータリー標章の使用の許可 

34.030. 徽章の使用 

34.040. 名称の使用 

34.050. 用箋の使用 

34.060. その他のロータリー徽章 

34.070. 四つのテストの複製 

34.080. ロータリーの標語 

 

 

34.005. ロータリー標章の定義 

「ロータリー標章」とは、下記の語句および意匠標章、ならびにその各言

語への翻訳、年次 RI 国際大会ロゴのすべてを含み、他にも多数ある。こ

れらの標章は、国際ロータリーが所有する商標および奉仕の標章であり、

当組織の細則第 19.010.節の下に RI の知的財産である標章を維持し、保全

し、またその使用を保護するべく権限が委託された理事会によって定めら

れた指針の下、ロータリークラブ、ロータリー地区、およびその他のロー

タリー組織により使用されるものである。ロータリークラブ、ロータリー

地区、その他のロータリー組織は、RI 指針の下、ロータリーの標章を使

用することが推奨される。ただし、ロータリー標章の所有権の一貫性と排

他性を維持するため、さらに世界中のロータリアンによる使用に対して標

章を保全および保護するため、国際的所有権は細則に従って引き続き RI

が所持する（RI 細則第 19.010.節）。RI による RI の知的財産権の登録は

、同団体の標章の独占的使用を強化し、他の個人および団体による不正使

用を防止する RI の立場を補強する。そのため、ロータリー組織およびロ

ータリアンはロータリーの標章または同標章の翻訳、略称または一部の商

標登録を申請しないよう求められる。 
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• Revista Rotary Brasil® 

• RI® 
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• РОТАРИ НА 

БАЛКАНИТЕ 

(Rotary in the 

Balkans in Bulgarian) 

• РОТАРИ НА 

БАЛКАНОТ 

(Rotary in the 

Balkans in 

Macedonian) 

• РОТАРИ НА 

БАЛКАНУ 

(Rotary in the 

Balkans in Serbian) 

• Rotary Italia 

• Rotary Magazin 
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• Rotario® 

• Rotarianin® 

• Rotariano® 

• Rotariets® 

• РОТАРІЄЦЬ 

(Rotariets in Ukrainian) ® 

• Rotarismo 

 (Rotary in Arabic) روتارى •

• 扶轮® (Rotary in Chinese) 

 (Rotary in Hebrew) ®רוטרי •

• ロータリー® (Rotary in 

Katakana) 

 

• Rotary Magazin 

D2441® 

• Rotary Nederland® 

• Rotary News 

• Rotary Norden 

• Rotary Polska® 

• Rotary Samachar 

• Rotary Suisse 

Liechtenstein 

• Rotary Thailand 

• โรตารปีระเทศไทย 

(Rotary Thailand in 

Thai Characters) 

• Rotary Youth 

Leadership Awards 

• RWMP 

• RYE 

• RYLA® 

• Service Above Self® 

• Taiwan Rotary® 

• 台灣扶輪® (Taiwan 

Rotary in Chinese) 

• TRF® 

• Vida Rotária 
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（2024 年 5 月理事会会合、決定 171 号）。 

 

出典：2000 年 5 月理事会会合、決定 399 号。 

2006 年 11 月理事会会合、決定 35 号、2008 年 1 月理事会会合、決定 142 号、2009 年

11 月理事会会合、決定 28 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2011 年 9 月理事

会会合、決定 34 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 166 号、2016 年 9 月理事会会合、決

定 28 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号、

2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号、2020 年 10

月理事会会合、決定 23 号、2020 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2024 年 5 月理事会会

合、決定 171 号により改正 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.rotary7040.com/press/governor_en/wp-content/uploads/2010/01/endpolionow.gif&imgrefurl=http://www.rotary7040.com/press/governor_en/&usg=__Xnf7q2EvEUIZXE_tsim_EQ0emxc=&h=599&w=470&sz=55&hl=en&start=22&um=1&itbs=1&tbnid=ALnI78Pi3XnXzM:&tbnh=135&tbnw=106&prev=/images?q=end+polio+now&start=20&um=1&hl=en&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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34.010. ロータリー標章の登録 

事務総長は、定められている方針に従い、RI の知的財産を監視し、保護

するものとする。実際的に可能である限り頻繁に、事務総長は、RI が存

在する国において商標および奉仕の標章としてロータリー標章を登録する

努力を行うものとする。ロータリー組織であれロータリアン個人であれ、

ロータリーのいかなる標章もしくはその翻訳、略語または部分を登録する

ことはできない。ロータリー標章もしくはその翻訳、略語または一部の登

録商標を取得したロータリー組織またはロータリアンは、当組織の細則第

19.010.節を遵守するため、RI に所有権を移譲するよう求められている（

2020 年 9 月理事会会合、決定 23 号）。 

 

出典：1995 年 11 月理事会会合、決定 78 号 

2003 年 2 月理事会会合、決定 225 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号、2020 年 1

月理事会会合、決定 85 号、2020 年 9 月理事会会合、決定 23 号により改正 

 

 

34.020. ロータリー標章の使用の許可 

理事会は、ロータリー標章を使用したいと考える者のために、その使用に

関して以下の規則および条件を採択した。 

 

1） ロータリー標章のすべての浮き彫り、押型、鋳型、切型またはその他

の表出方法は、RI により許可され採択されている公式徽章の説明と仕様

に完全に一致するものとする。ロータリー標章は、どのような方法であろ

うとも変造してはならず、また重ね合わせてはならないものとする。 

 

2） ロータリー徽章を正確な色で複製するため、現行のガイドラインがブ

ランドリソースセンター（https://brandcenter.rotary.org）に明示されて

いる。ここにはロータリー徽章の複製に関する詳細な仕様と、ロータリー

の全資料において標準的かつ一貫したアイデンティティを保つためのガイ

ドラインが掲載されている。 
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3） 徽章は、他の徽章または名称と組合せて複製したり、使用してはなら

ないものとする。ただし、RI の免許制度規定の下、協賛活動および協力

関係の方針に従う場合は例外とする。 

 

4） ロータリー徽章は、いかなる方法でも、個人、会社、あるいは法人の

商用便箋あるいは商用名刺に印刷したり、使用してはならないものとする

（ただし、徽章をそのように用いることのできる RI および RI の加盟クラ

ブを除く）。 

 

5） ロータリー徽章は、個人、会社、あるいは法人により商標として使用

されてはならず、また、「ロータリー」という語は、商標名、銘柄、また

は商品の図描としても使用されてはならないものとする（2022 年 2 月理

事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：1956 年 1 月理事会会合、決定 94 号。 

2000 年 11 月理事会会合、決定 133 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2015 年

10 月理事会会合、決定 37 号、2022 年 2 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

 

34.030. 徽章の使用 

 

34.030.1. ロータリー徽章の仕様 

RI の公式徽章は、6 本の輻と 24 の輪歯および一つの楔穴のある歯車であ

る。1 個の輪歯が各輻の中心線上にあり、輻と輻との中間には 3 個の輪歯

が あ る 。 歯 車 は 次 表 に 示 す 寸 法 の 比 例 で 造 ら れ て い る 。 “Rotary 

International”の二つの語は、輪縁の窪んだところにある。輪を縁で立て

て見ると、“Rotary”の文字は上部の窪みに輪歯 5 個分の長さを占め、

“International”の文字は下部の窪みに輪歯約 9 個半の長さを占める。この

二つの窪みのあいだに位置して文字のない二つの窪みが両側にある。これ

ら四つの窪みのうち、どの二つの間隔も下記比例に従って 2 単位であり、

また、窪みの内外の輪線との間隔は 1.5 単位である。輻は、先細で断面は
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楕円形である。輪が“Rotary”の文字を上にして立っているときは、向かい

合った二つの輻の中心線は輪の縦の直径を形造り、回転最高所に達した楔

穴を両断することになる。輪歯の両側面は外側にややふくれている。従っ

て輪歯と輪歯のあいだの空間はほぼ機械的に正確である。正確な設計の比

率は次の通りである。 

 

単位全体の直径  61 単位 

中心から輪歯の基部まで  26 単位 

輪歯の輻（内端）から輪歯の基部まで  8½単位 

こしきの直径  12 単位 

軸の直径  7 単位 

輻 

輪縁と接する点における輻  5 単位 

軸の中心における輻  7 単位 

楔穴の垂直断面 

幅  1¾ 単位 

深さ  7/8 単位 

輪歯 

基部の幅  4¼単位 

先端の幅  2¼単位 

長さ  4½単位 

文字の刷り込み 

窪みの幅  5½単位 

文字の長さ  4 単位 

 

輪が奉仕を一層象徴するように、前述の図描の説明に楔穴を加えた。こし

きは、楔穴を囲む円によって一線を画している。立体に複製する場合、こ

しきは高くすべきである。さらに、輻の位置を定めた。ロータリー徽章を

正確な色で複製するため、現行のガイドラインがブランドリソースセンタ

ー（https://brandcenter.rotary.org）に明示されている。ここにはロータ

リー徽章の複製に関する詳細な仕様と、ロータリーの全資料において標準
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的かつ一貫したアイデンティティを保つためのガイドラインが掲載されて

いる（2022 年 2 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：1924 年 1 月理事会会合、決定 VIII-（a）項、規定審議会 80-102 号。  

2000 年 11 月理事会会合、決定 133 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 380 号、2007 年

11 月理事会会合、決定 32 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 242 号、2015 年 5 月理事

会会合、決定 166 号、2022 年 2 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

34.030.2. ロータリー徽章の許可された使用 

ロータリー徽章の使用は、以下の通り許可されている。 

1. RI もしくはその加盟クラブより支給、発行されるすべての用箋および

印刷物 

2. ロータリー公式旗 

3. ロータリー国際大会その他のすべてのロータリー公式行事に用いる名

札、バナー、装飾用品、印刷物、ならびに RI と加盟クラブの備品およ

び設備（敷物やじゅうたんを含む）。 

4. 加盟ロータリークラブの道標に使用する場合 

5. ロータリアンが着用する襟章 

以下のものは、不適切な使用となる。 

1. 製品の商標または特別な銘柄として 

2. 他の徽章または名称と組み合わせての使用。ただし、RI の免許制度規

定および RI の会員特典プログラムの下、RI の協賛活動、パートナーシ

ップ、協力関係、および他の第三者との関係の方針に従う場合は例外

とする 

3. ロータリアン個人の商用便箋あるいは商用名刺に使用する場合 

4. 商業目的で使用する場合 

以下の徽章の使用は、奨励されてはいないが、許容されている：ロータリ

アンおよびその家族の個人的に使用する物品および季節の挨拶状 
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以下の使用は、控えるべきである：ロータリアンの事業場や店舗の扉また

は窓。ただし、ロータリアンが RI の会員特典プログラムの参加者であり

、このような使用が直接的にも間接的にも国際ロータリーまたはロータリ

ー組織による推奨を示唆するものではない場合を除く（2016 年 9 月理事

会会合、決定 28 号）。 

 

出典：規定審議会、80-102 号。2001 年 6 月理事会会合、決定 381 号。 

2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 38 号、2014 年

10 月理事会会合、決定 60 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正。 

2002 年 2 月理事会会合、決定 172 号により確認 

 

34.030.3. ロータリアンによる個人用の名刺および便箋上の名称と徽章の使用 

ロータリアンは、ロータリーの名称および徽章を、個人用の名刺および便

箋にすることが奨励されている（2002 年 6 月理事会会合、決定 245 号）

。 

 

出典：2002 年 2 月理事会会合、決定 172 号 

2002 年 6 月理事会会合、決定 245 号により改正 

 

34.030.4. ロータリアンによる商用の名刺および便箋上の名称と徽章の使用 

ロータリー徽章を、ロータリアン個人の商用便箋または商用名刺に含める

ことはできない（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：規定審議会、80-102 号。1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

34.030.5. ロータリーにおける役職を示す特殊な象徴の使用 

ロータリアンがロータリーにおける自分の役職を示す特殊のバッジ、宝石

、リボンなどを使用することは、職業人および地域社会のリーダーから成

る団体にはふさわしくない。従って、地元の習慣がこれと異なる国を除き

、こうした象徴の使用は承認されない。ただし、ロータリー国際大会およ

び他の大会で使用される簡単かつ一時的な名札やリボン付きバッジはこれ
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ら不承認事項には含まれないということが理解されている（2007 年 6 月

理事会会合、決定 226 号）。 

 

出典：1929 年 4 月理事会会合、決定 IV（q）項。 

1956 年 1 月理事会会合、決定 98 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号により改正 

 

34.030.6. ロータリー組織によるロゴ、簡易ロゴ、誇りのシンボル、あるいはその他

のロータリー標章の使用 

それ自体で使用される場合、「ロータリー」という言葉あるいはロータリ

ー徽章は、通常、組織全体としての国際ロータリーを指す。また、この言

葉は組織の理念や原則をも意味する。すべてのクラブ、地区、多地区合同

、その他のロータリー組織の活動、プロジェクト、および団体は、ロータ

リー徽章、あるいは他のロータリー標章を使用する場合、当該クラブ、地

区、多地区合同グループ、ゾーンあるいは他のロータリー組織とわかる識

別語句を含めなければならない。限られた例において、またそれ以外は方

針に従って（ガイドラインはブランドリソースセンターを参照）、地理的

な識別語句を使用できるが、識別語句がその地域の各クラブの関心を正確

に表しており、地区ガバナー、クラブ会長、および／または理事の適切な

承認を得ることを条件とする。また、このような識別語句は、ロータリー

徽章または他のロータリー標章とともに、近接した位置あるいは同等に目

立つような方法で付記されなければならない（ブランドリソースセンター

を参照のこと）。 

 

ロータリー標章は、必ず、全体が複製されていなければならいない。ロー

タリー標章の改造、修正および変形は一切許されない。簡易歯車は、簡易

組み合わせロゴの一部として「Rotary」（ロータリー）の文字とともに使

用するか、簡易ロゴの一部として「Interact」（インターアクト）、また

は「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用すること。RI は

、ロータリー徽章または他のロータリー標章が部分的に使用されたり、あ

るいは変形されていなければ、ロータリー徽章またはロータリー標章を異

なった表出方法（透かし、刷り込み、陰影、浮かし）で複製することを許

可している。 
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ロータリー徽章またはその他のロータリー標章を正確な色で複製するため

、 現 行 の ガ イ ド ラ イ ン が ブ ラ ン ド リ ソ ー ス セ ン タ ー （

https://brandcenter.rotary.org）に明示されている。ここにはロータリー

徽章の複製に関する詳細な仕様と、ロータリーの全資料において標準的か

つ一貫したアイデンティティを保つためのガイドラインが掲載されている

。ロータリアンは、ロータリーが地元の組織であると同時に国際的組織で

あり、地元での使用もインターネットその他の電子通信を通じて世界的に

認知される可能性があることに留意する。文化が異なれば、規範や配慮を

要する事柄も異なる。これらの指針の基にロータリーの標章を使用する場

合、文化に配慮し、ロータリーの目的と調和したものにすべきである。RI

はロータリーの標章のいかなる使用も審査し承認する権利を保持する。ロ

ータリーの標章は、銃、武器、その他の兵器の画像と組み合わせて描写す

ることはできない（2022 年 6 月理事会会合、決定 159 号）。 

 

出典：2000 年 5 月理事会会合、決定 399 号。 

2013 年 6 月理事会会合、決定 242 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号、2015 年 5

月理事会会合、決定 166 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 195 号、2015 年 7 月理事会

会合、決定 16 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 37 号、2017 年 6 月理事会会合、決定

172 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号、2019 年 4 月理事会会合、決定 172 号、

2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2022 年 2

月理事会会合、決定 76 号、2022 年 6 月理事会会合、決定 159 号により改正 

 

34.030.7. プログラムの徽章と合わせたロータリー徽章の使用 

ロータリー徽章は、その記章が唯一理事会の管理下に置かれ、またロータ

リアンおよび名誉ロータリアンだけが着用できる RI 徽章の襟ピンと容易

に見間違われる可能性があるピンに使用されることがないことを前提に、

ロータリー・プログラムを示す名称またはその他の徽章を含む記章に組み

込むことができる。 

 

RI とその財団により現在使用されている、また将来必要となると見なさ

れるすべてのプログラムのロゴは、ロータリー徽章を含むべきである。 
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事務総長は、理事会に代わり、参加者が使用するためにロータリー徽章を

組み入れたロータリー提唱のプログラムのための特定の記章を承認する権

利を有する。ただし、かかる措置が RI 定款（第 13 条）および細則の規定

に適っていることが前提である（2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号）

。 

 

出典：1984 年 2 月理事会会合、決定 332 号、1993 年 10 月理事会会合、決定 103 号、

1994 年 3 月理事会会合、決定 205 号。 

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号により改正 

 

34.030.8. 徽章の公式仕様からの逸脱 

国際ロータリー徽章の公式仕様からの逸脱は認められない。簡易歯車は、

簡易組み合わせロゴの一部として「Rotary」（ロータリー）の文字ととも

に使用するか、簡易ロゴの一部として「Interact」（インターアクト）、

または「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用すること。（

2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号）。 

 

出典：1950 年 6 月理事会会合、決定 190 号。 

2013 年 6 月理事会会合、決定 242 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 195 号、2019 年 4

月理事会会合、決定 172 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 57 号 

 

34.030.9. 象徴的なロータリーの表現 

ロータリーの精神を表現あるいは解釈する目的の、塑像、偶像、あるいは

その他の永久的な象徴物については、これを採択、受容、許可、あるいは

認証することは一切ないものとする。既に確立されている公式の国際ロー

タリー徽章のみが認められるものとする。象徴的な方法でロータリーの精

神を表現するためのその他のあらゆる試みは、奨励されるべきではなく、

また奨励されていない（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1921 年 6 月理事会会合、決定 5 号 
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34.030.10. 公式の旗 

ロータリーの公式旗は、白地でその中心にロータリーの公式徽章を飾った

ものである。輪全体として金色、輪縁の四つの窪みの部分はロイヤルブル

ーでなければならない。窪みの“Rotary”と“International”の文字は、金色

とする。中心と楔穴は白色である。クラブ旗としてこの旗を掲げるクラブ

は、大きな青色の文字で輪の上に“Rotary Club”の文字をまた、輪の下に

都市、州、省あるいは国の名称を記入することができる（1998 年 6 月理

事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：規定審議会、80-102。 

 

34.030.11. ロータリー旗とバナー 

事務総長は、ロータリーの全資料において標準的かつ一貫したアイデンテ

ィティを保つため、現行のブランド・ガイドラインと一致する、会員が使

用するための旗とバナーの見本を適宜作成し更新するものとする（「『ボ

イス』とビジュアルアイデンティティのガイド」を参照）（2015 年 10 月

理事会会合、決定 84 号）。 

 

出典：2015 年 10 月理事会会合、決定 84 号 

 

34.030.12. 公式の旗 

RＩの公式色はロイヤルブルーおよび金色である。留意点：金色は、黄色

のメタリック色で代用することができる。ロータリー徽章および財団ロゴ

の印刷には、次の特定の PMS 色を使用のこと：PMS 286 ブルー、

PMS871 メタリック・ゴールド、または PMS 129U | 130C 黄色（2013 年

6 月理事会会合、決定 242 号）。 

 

出典：規定審議会、80-102 号。 

2000 年 11 月理事会会合、決定 133 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2013 年

6 月理事会会合、決定 242 号により改正 
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34.030.13. RI 名称および徽章の営利的使用 

協賛、パートナーシップ、および協力関係ならびに RI の会員特典プログ

ラムへの参加は、RI 徽章やその他のロータリー標章を商用化するもので

はない。RI 細則第 19.020.節の第 2 文は、第 1 文に続く結果であって、そ

れゆえ、以下の両項を禁止するものではない。  

1. 協賛目的のために、RI 徽章やその他のロータリー標章を他団体の標章

と組み合わせて使用すること。 

2. パートナーシップの目的のために、RI 徽章やその他のロータリー標章

を他団体の標章と組み合わせて使用すること。 

3. 協力関係の目的のために、RI 徽章やその他のロータリー標章を他団体

の標章と組み合わせて使用すること。 

4. RI の会員特典プログラムの目的のために、RI 徽章やその他のロータリ

ー標章を他団体の標章と組み合わせて使用すること。 

それぞれの協賛関係は、協賛する行事の終了をもって終結すべきである。 

 

RI とロータリー財団の協賛者、パートナー、または他の協力団体との契

約、または RI 会員特典プログラムの参加者との契約には、ロータリー標

章の使用に関する現行の理事会方針に一致するよう制限する文言を加えな

ければならない（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1995 年 11 月理事会会合、決定 74 号、1996 年 2 月理事会会合、決定 194 号。 

2000 年 8 月理事会会合、決定 64 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 60 号、2016 年 9

月理事会会合、決定 28 号により改正。 

1998 年 10 月理事会会合、決定 85 号により確認 

 

34.030.14. 営利目的のため他の標章と併用されるロータリー標章 

RI の免許制度規定、RI の会員特典プログラム規定、および協賛活動、パ

ートナーシップ、およびその他の協力関係の方針の下、特に許可された場

合を除き、営利目的のために他の名称または徽章とロータリー標章を併記

して使用することは、RI により認められていない。それがいかに価値あ
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るものであっても、ロータリー標章は、他の団体または RI の唯一の管理

下にないプログラムのロゴや記章バッジと一体化したり、組み込むことは

一切できない（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1939 年 7 月理事会会合、決定 26 号、1995 年 11 月理事会会合、決定 74 号。 

2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 60 号、2016 年 9

月理事会会合、決定 28 号により改正 

1994 年 3 月理事会会合、決定 205 号、1984 年 2 月理事会会合、決定 332 号、1996 年

11 月理事会会合、決定 69 号により改正 

 

34.030.15. 他団体によるロータリー標章の使用に関する RI とロータリー財団の指針 

1. ここで許可されている限定的使用に対し、国際ロータリー（以後 RI と

称す）（あるいはロータリー財団（以後 TRF と称す））［いずれか該

当しない方を消し線で消す］は、［協賛者または他の第三者団体の名

称］（以後「他団体」と称す）が、下記に定められた通りに、下記の

方法と下記の規定に従い、ロータリー標章を使用して差し支えないこ

とを認める。 

2. 他団体は、RI が次のような世界中の多くの商標および奉仕の標章の所

有者であることを認識する。これらには、「ロータリー」、ロータリ

ー徽章、「国際ロータリー」、「RI」、「ロータリークラブ」、「

The Rotarian」、「ロータリー財団」、ロータリー財団ロゴ、「ロー

タリアン」、「ローターアクト」、「ローターアクトクラブ」、ロー

ターアクト徽章、「インターアクト」、「インターアクトクラブ」、

インターアクト徽章、「インターアクティブ」、「ポール・ハリス・

フェロー」、ポール・ハリスの肖像、「ポリオプラス」、ポリオプラ

ス・ロゴ、国際大会ロゴ、「超我の奉仕」など（「ロータリー標章」

）が含まれるが、これらに限定されていない。 

3. ここで認められている限定的使用は、RI から他団体にロータリー標章

が付与された、あるいは免許を与えられたということにはならない。 

4. RI 認可の会合や RI またはロータリー財団行事の会場において、どこに

認識材料を表示するか、あるいは協賛・パートナーシップ・その他第
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三者団体との関係に関連しての一般向けに表示するかどうかに関し、

決定する権限を RI（またはロータリー財団）が保持していることを、

他団体は認める。 

5. 他団体がロータリー標章を使用して広告を出したいと望む出版物や他

の媒体を事前に承認する権限を RI が有し、また、宣伝や推進目的も含

め（ただしこれに限らない）、いかなる媒体であれ、協賛やパートナ

ーシップまたは他の第三者団体との関係と関連する資料類におけるロ

ータリー標章のあらゆる使用を承認する権限を RI（またはロータリー

財団）が有していることを、他団体は認める。他団体は、さらに、こ

こに考えられているそれぞれの使用が、ロータリーまたはロータリー

の顧問弁護士による印刷前の検閲と承認過程を経る可能性があること

を認める。RI は、そうした使用の具体的な拒否あるいは承認について

、また、（印刷原稿あるいは割付の）修正が必要な場合には両者によ

る相互合意がなされるに当たり、唯一の権限を保持する。 

6. 他団体は、協賛するロータリー行事あるいはプロジェクトに直接関連

する広告または促進用資料（バナーや標識といった認識材料を含むが

、それらに限定されない）における協賛者のロゴの使用が、ロータリ

ーの徽章（あるいは RI（またはロータリー財団）の独自の判断による

その他のロータリー標章）のサイズと同等か、あるいはそれ以下のも

のでなければならないことに同意する。RI は、ロータリー徽章または

他のロータリー標章が部分的に使用されたり、あるいは変形されてい

なければ、ロータリー徽章またはロータリー標章を異なった表出方法

（透かし、刷り込み、陰影、浮かし）で複製することを許可している

。他団体が、通常の広告に付随して、ロータリー行事またはプロジェ

クトの協賛における自らの役割を強調することを希望する場合には、

RI は、ロータリー徽章を他団体のロゴよりも小さくすることに同意す

る。 

7. 他団体は、上記の 6 項において明記された規定を変更することなしに

、ロータリーの標章は、変更、修正されたり、改変してはならず、全

体が複製されなければならないことを認める。「ロータ」などの略語

、接頭辞、接尾辞は一切認められない。簡易歯車は、簡易組み合わせ
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ロゴの一部として「Rotary」（ロータリー）の文字とともに使用する

か、簡易ロゴの一部として「Interact」（インターアクト）、または

「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用すること。 

他団体のロゴとロータリー徽章あるいは他のロータリー標章は重ねら

れることがなく、二つが別々に区別された画像に見えるよう、二つの

標章の間に明らかな空間を設けるべきである。 

8. ロータリー徽章および他のロータリー標章を正確な色で複製するため

、 現 行 の ガ イ ド ラ イ ン が ブ ラ ン ド リ ソ ー ス セ ン タ ー （

https://brandcenter.rotary.org）に明示されている。ここにはロータ

リー徽章の複製に関する詳細な仕様と、ロータリーの全資料において

標準的かつ一貫したアイデンティティを保つためのガイドラインが掲

載されている。 

9. 他団体は、ロータリー標章は RI に複製を許可されている免許取得業者

によってのみ複製され得ることを認める。それ故、可能な場合は常に

、ロータリー標章の複製は、RI より正式に免許を交付されている業者

によってなされるべきである。万一、希望の商品が RI の免許取得業者

から無理なく入手できない場合には、RI の免許担当課から承認を得な

ければならない。 

10. 商品がアルコール業界の協賛者との関係において製造されている場合

、誇りのシンボル（ロータリーの歯車）がアルコール商品のラベルに

記載されてはならない。 

11. ロータリーは地元の組織であると同時に国際的組織であり、地元での

使用もインターネットその他の電子通信を通じて世界的に認知される

可能性がある。文化が異なれば、規範や配慮を要する事柄も異なる。

これらの指針の基にロータリーの標章を使用する場合、文化に配慮し

、ロータリーの目的と調和したものにすべきである。RI はロータリー

の標章のいかなる使用も審査し承認する権利を保持する。ロータリー

の標章は、銃、武器、その他の兵器の画像と組み合わせて描写するこ

とはできない 
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（2024 年 5 月理事会会合、決定 171 号）。 

 

出典：1998 年 10 月理事会会合、決定 86 号。 

2000 年 8 月理事会会合、決定 64 号、2000 年 11 月理事会会合、決定 133 号、2001 年

11 月理事会会合、決定 71 号、2002 年 6 月理事会会合、決定 245 号、2006 年 11 月理事

会会合、決定 35 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2008 年 1 月理事会会合、決

定 142 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号

、2013 年 6 月理事会会合、決定 242 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 166 号、2015 年

5 月理事会会合、決定 195 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2017 年 6 月理事会

会合、決定 172 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号、2019 年 4 月理事会会合、決定

172 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号、

2022 年 2 月理事会会合、決定 76 号、2024 年 5 月理事会会合、決定 171 により改正 

 

34.030.16. 出版物でのロータリー標章 

RI または他のロータリー組織以外のいずれ者により発行されるパンフレ

ット、ウェブサイト、そのほかの推進資料にも、ロータリー標章を使用す

ることは不適切である。ただし、RI の免許制度規定および RI 会員特典プ

ログラムの下、協賛活動および協力関係の方針に従う場合は例外とする（

ロータリー章典 第 34.040.6.項を参照）（2015 年 10 月理事会会合、決定

37 号）。 

 

出典：1930 年 6 月理事会会合、決定 I 号。 

2003 年 5 月理事会会合、決定 324 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2011 年 5

月理事会会合、決定 202 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 60 号、2015 年 10 月理事

会会合、決定 37 号により改正 

 

34.030.17. 推奨目的のためのロータリー標章の使用 

他団体のプログラムまたは活動を推奨することは、RI またはその加盟ク

ラブの範囲内ではない（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1955 年 1 月理事会会合、決定 87 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 
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34.030.18. RI ビジュアルブランドのガイドラインの遵守 

ロータリーのブランドガイドラインを遵守していない広告またはその他の

情報資料は、ロータリーのメディア（ロータリーグローバルメディアネッ

トワークを含む）へ掲載してはならないものとする。 

 

資料がロータリーのブランドガイドラインを遵守していない場合、RI 国

際大会および国際協議会を含むロータリーの公式行事での展示を許可して

はならないものとする。理事は、研究会、GELS、PETS などロータリー

関連の行事において同じガイドラインが確実に維持されるようリーダーシ

ップを取るべきである（2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：2019 年 4 月理事会会合、決定 170 号。 

2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

引照 

34.040.3. RI 役員による出版物におけるロータリー標章の使用 

34.040.4. RI 役員のウェブサイトでのロータリーの標章の使用 

35.010. RI 免許契約の一般的な原則 

37.010. RI 会合、行事、プロジェクト、プログラムの協賛に関する

指針 

51.010.5. 雑誌広告における名称と徽章の使用 

51.020.1. ロータリークラブ、地区、その他のロータリー組織の電子出

版物に関する指針 

 

 

34.040. 名称の使用 

それ自体で使用される場合、「ロータリー」という言葉は通常、組織全体

としての国際ロータリーを指す。また、この言葉は組織の理念や原則をも

意味する。「ロータリー」という言葉の単独での使用は、RI の組織規定

で承認されている使用方法か、RI 理事会が認可した使用方法に限定され

ている（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 
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出典：1928 年 6 月理事会会合、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号。 

1996 年 2 月理事会会合、決定 198 号も参照のこと 

 

34.040.1. 政治的な目的のための名称または徽章の使用 

クラブは、政治的なキャンペーン推進の目的のためにロータリーの名称ま

たは徽章あるいはその他のロータリー標章を使用しないものとする。政治

的利益を得るためにロータリーの親睦を使うことは、ロータリーの精神に

反することである（2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号）。 

 

出典：1983 年 2～3 月理事会会合、決定 289 号。 

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号により改正 

 

34.040.2. 建物あるいはその他の永続的構造物に関連してのロータリー標章の使用 

プロジェクトに関与するロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロ

ータリー組織とわかる表示語句を併記することなしにロータリー標章を使

用することは、かかるプロジェクトに関連して金銭的あるいは道義的な義

務を RI に負わせることになる。よって、直接・間接に RI への波及を避け

るために、いかなるロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータ

リー組織も、家屋その他の永続的建物の建設、購入に当たって、以下の事

項に従うべきである。 

• そのような起業的事業の名称あるいはいかなる法的書類も、関与する

ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織とわか

る識別語句を併記することなしに「ロータリー」という名称を使用せ

ず、また「国際ロータリー」という名称を使用することのないよう取

り計らうべきである。 

• ロータリーの名称や徽章を建物の外面に彫り込んだり、ロータリーの

名称や徽章を床にはめ込むなど、永続的に残るような方法でいかなる

ロータリー標章も付加すべきではない。理事会は、2001 年より前に建

物に永続的に付加されたロータリー標章については、その除去が建物

の永久的かつ修復不可能な損傷を与えるか、ロータリークラブ、ロー
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タリー地区、あるいはその他のロータリー組織に不合理な費用がかか

るような場合、そのような除去を要請するものではない 

（ロータリー章典 第 34.040.6.項を参照）（2015 年 7 月理事会会合、決定

16 号）。 

 

出典：1944 年 7 月理事会会合、決定 26 号。 

2001 年 11 月理事会会合、決定 68 号、2011 年 5 月理事会会合、決定 202 号、2015 年 7

月理事会会合、決定 16 号により改正 

 

34.040.3. RI 役員による出版物におけるロータリー標章の使用 

RI の次期、現、前役員および会長または理事会によってさまざまな役割

に任命されたロータリアンは、RI リーダーとしての役割と関連して作成

された印刷または電子形式の出版物において、ロータリー標章を使用する

権限を有する。これらの各例において、使用の際には RI における自らの

役割およびその年度を明確に示すものとする。ロータリーのシニアリーダ

ーは、RI からの免許を受けなくともロータリーでの体験に関する書籍を

出版して販売できる。ただし、書籍の販売による純収益はすべてロータリ

ー財団に寄付し、出版社はロータリー標章を複製する免許または承認を

RI から受け、事務総長の承認を受けることとする。このような各出版物

は、RI の公式出版物ではないことを目立つ場所に明示するものとする（

2010 年 1 月理事会会合、決定 107 号）。 

 

出典：2003 年 10 月理事会会合、決定 77 号 

2009 年 11 月理事会会合、決定 48 号、2010 年 1 月理事会会合、決定 107 号により改正 

 

34.040.4. RI 役員のウェブサイトでのロータリーの標章の使用 

RI の次期、現、前役員および会長または理事会によりさまざまな役割に

任命されたロータリアンは、RI リーダーとしての役割と関連して立ち上

げられたウェブサイトにおいてロータリー標章を使用する権限を有する。

これらの各例において、使用の際には RI における自らの役割およびその

年度を明確に示すものとする。ロータリアンの混乱や RI の法的責任を回

避すべく、当該ウェブサイトがそのロータリアンのものであり、RI のウ
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ェブサイトでないことが明白となるよう、あらゆる考慮を払うものとする

。必要であれば、事務総長はこのようなウェブサイトに免責条項を掲載す

ることを要請できる。ドメインネームにおけるロータリー標章の使用につ

いては、ロータリー章典第 52.020.1.項 に定められた理事会の方針に準拠

すべきである（2003 年 10 月理事会会合、決定 77 号）。 

 

出典：2003 年 10 月理事会会合、決定 77 号 

 

34.040.5. クラブまたは地区の財団に関連しての「ロータリー」という名称の使用 

各ロータリークラブあるいはクラブから成るグループは、以下の条件の下

に、クラブあるいは地区の財団活動に関連して「ロータリー」という名称

を使用できる。 

1. このような使い方は、活動を、RI でなく関係クラブまたは複数のクラ

ブに関連させるものでなければならない。 

2. 「国際」という語は、クラブまたは地区の財団活動の名称の一部とし

て、または、その名称とともに使ってはならない。 

3. クラブあるいは地区の財団活動の名称は、クラブ名あるいは地区番号

から始まらなければならない。 

4. クラブまたは地区の財団活動に関連して「ロータリー」および「財団

」という語を使うとき、活動の名称として「ロータリー」と「財団」

という語を離して使わなければならない。 

事務総長は、理事会に代わり、上述に準拠した上で、クラブあるいは地区

の財団活動の法人化においてロータリークラブが「ロータリー」という名

称を使用することを許可するにあたり、決定を行うことができる。本節に

おける「法人化」の定義は、クラブあるいは地区の法人化の定義と同じで

ある（2008 年 11 月理事会会合、決定 104 号）。 

 

出典：1964 年 5～6 月理事会会合、決定 220 号、2008 年 11 月理事会会合、決定 104 号 
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34.040.6. ロータリー組織による「ロータリー」の名称およびその他のロータリーの

標章の使用 

それ自体で使用される場合、「ロータリー」という言葉あるいはロータリ

ー徽章は、通常、組織全体としての国際ロータリーを指す。また、この言

葉は組織の理念や原則をも意味する。すべてのクラブ、地区、多地区合同

、その他のロータリー組織の活動、プロジェクト、または団体は、｢ロー

タリー｣の名称あるいは他のロータリー標章を使用する場合、当該クラブ

、地区、多地区合同グループ、ゾーン、あるいは他のロータリー組織とわ

かる識別語句を含めなければならない。限られた例において、またそれ以

外は方針に従って（指針についてはブランドリソースセンターを参照）、

地理的な識別語句を使用できるが、識別語句がその地域の各クラブの関心

を正確に表しており、地区ガバナー、クラブ会長、理事の適切な承認を得

ることを条件とする。このような識別語句は、「ロータリー」の直後ある

いは直前に置かれなければならない。また、このような識別語句は、ロー

タリー徽章または他のロータリー標章とともに、近接した位置あるいは同

等に目立つような方法で付記されなければならない。  

 

ロータリー標章は、必ず、全体が複製されていなければならいない。｢ロ

ータ｣などの略語、接頭語あるいは接尾語は、一切認められないが、イン

ターロータの定期会合に対する「インターロータ」での使用は除く。ロー

タリー標章の改造、修正および変形は一切許されない。簡易歯車は、簡易

組み合わせロゴの一部として「Rotary」（ロータリー）の文字とともに使

用するか、簡易ロゴの一部として「Interact」（インターアクト）、また

は「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用すること。RI は

、ロータリー徽章または他のロータリー標章が部分的に使用されたり、あ

るいは変形されていなければ、ロータリー徽章またはロータリー標章を異

なった表出方法（透かし、刷り込み、陰影、浮かし）で複製することを許

可している。 

 

ロータリー徽章および他のロータリー標章を正確な色で複製するため、現

行 の ガ イ ド ラ イ ン が ブ ラ ン ド リ ソ ー ス セ ン タ ー （

https://brandcenter.rotary.org）に明示されている。ここにはロータリー
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徽章の複製に関する詳細な仕様と、ロータリーの全資料において標準的か

つ一貫したアイデンティティを保つためのガイドラインが掲載されている

。ロータリアンは、ロータリーが地元の組織であると同時に国際的組織で

あり、地元での使用もインターネットを通じて世界的に認知される可能性

があることに留意する。文化が異なれば、規範や配慮を要する事柄も異な

る。これらの指針の基にロータリーの標章を使用する場合、文化に配慮し

、ロータリーの目的と調和したものにすべきである。RI はロータリーの

標章のいかなる使用も審査し承認する権利を保持する。ロータリーの標章

は、銃、武器、その他の兵器の画像と組み合わせて描写することはできな

い 

 

識別するための語句を併用せずに「ロータリー」の名称あるいは他のロー

タリー標章を用いることを計画しているロータリー組織の活動、プロジェ

クトまたは団体は、最初に、RI 理事会から方針に対する例外を得なけれ

ばならない。既存の活動、プロジェクト、および他団体の調整を担当する

ロータリアンは、見直しをして、方針に一致するよう変更を加えるべきで

ある（2022 年 6 月理事会会合、決定 159 号）。 

 

出典：1996 年 2 月理事会会合、決定 198 号、2000 年 5 月理事会会合、決定 399 号。 

2003 年 5 月理事会会合、決定 368 号、2011 年 5 月理事会会合、決定 202 号、2013 年 6

月理事会会合、決定 242 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号、2015 年 5 月理事会

会合、決定 166 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 195 号、2015 年 7 月理事会会合、決

定 16 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 37 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 172 号

、2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号、2019 年 4 月理事会会合、決定 172 号、2019 年

10 月理事会会合、決定 29 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2022 年 2 月理事

会会合、決定 76 号、2022 年 6 月理事会会合、決定 159 号により改正 

 

34.040.7. 「ロータリー」の名称またはその他のロータリー標章の使用に関する指針

における例外の要請 

第 34.040.6.項に規定された方針に例外を求める要請を検討する際、理事

会は次を考慮に入れる。 

1. プロジェクトまたは活動の名称が理事会方針に準じたものとなるよう

、組織グループが事務総長と協力しようとしているかどうか。 
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2. （プロジェクトや活動を）組織するグループが理事会方針に準じて名

称を変更するのが容易か、または困難か。 

3. そのグループが方針に沿わない名称を使用してきた期間。実証できる

使用期間が長いほど、そのプロジェクト、活動、あるいは団体に検討

の余地が与えられる。 

4. プロジェクト、活動、または団体の実績と、それらがロータリー運動

全体に与える恩恵。 

5. 方針に沿わずに提案された名称が、関係する組織グループを正確に表

すものかどうか。 

6. 方針に沿わずに提案された名称が、国際ロータリーやその他のロータ

リー組織、あるいは、国際ロータリーやロータリーの組織のプロジェ

クト、活動、または団体と混同される可能性があるかどうか。 

7. （プロジェクトや活動を）組織するグループが承認されたロータリー

の組織であるかどうか。 

8. そのグループは、その他の点において理事会の方針を遵守しているか

。 

9. プロジェクトや活動、またはプロジェクト、活動、または団体の名称

が、RI に賠償責任をもたらしうる可能性。 

 

グループがロータリー組織ではなく、プロジェクト、活動、または団体が

ロータリー組織の全面的管理下にない場合、理事会はグループに対して、

上記の基準を基に、ロータリーの名称またはその他のロータリー標章の使

用に関する免許契約を RI と結ぶ例外を認めることができる。この契約に

は、保険および補償を必須とする条件など（ただしこれらに限定されない

）RI の標準的な免許の条件を含むものとする。 

 

グループがロータリー組織であり、プロジェクト、活動、または団体がロ

ータリー組織の全面的管理下にある場合、ロータリー組織の名称の明確な

識別語句を付することなしに「ロータリー」の名称またはその他のロータ
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リー標章を使用するための例外が理事会によって認められ、免許契約は必

要とされない。 

 

「ロータリー組織の全面的管理」下とは、以下のように定義される。 

 

1. ロータリークラブ、ロータリー地区、ロータリークラブまたは地区の

グループは、プロジェクト、活動、または団体の統括管理について一

切の全面的責任を負う。 

2. ロータリー組織に対するこのレベルの統括管理は、請求するグループ

によって RI の満足のいくようを示さなければならず、以下を含むがこ

れに限定されないさまざまな形式で示すことができる。 

a. ロータリークラブ、地区、または他のロータリー組織は、プロジェ

クト、活動、または団体の直接的な日常の運営管理および統制につ

いて責任を負う。運営管理には、あらゆるプロジェクト、活動、ま

たは団体の経費を含む予算の審査と承認が含まれるが、これに限定

されない。 

b. 理事会またはこれに相当するプロジェクト、活動、または団体の管

理主体は、各ロータリークラブの会長（または会長が指名した者）

、または関与もしくは地理的地域内に存在するすべてのロータリー

クラブや地区の各ガバナー（またはガバナーが指名した者）のみに

より構成される。  

c. このような管理主体は運営管理の権限を持つものとする。この運営

管理には、あらゆるプログラムまたは他の活動、およびロータリー

組織のプロジェクト、活動、または団体から選ばれたものの全経費

を含む予算の審査と承認を含むがこれに限定されない。 

3. 金銭的寄付および／またはボランティア時間という形でのロータリア

ンの関与や支援は、この支援が地区内のすべてのクラブまたは地域内

のすべての地区からもたらされたものであっても、当該地域のクラブ

会長または地区ガバナーの全員がプロジェクト、活動、または団体を
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支援した場合であっても、プロジェクト、活動、または団体の運営管

理を確立するものではない。 

ロータリーの名称または他のロータリー標章の使用に対する例外には、ロ

ータリーの徽章または他のいかなるロータリー標章の使用に対する例外が

付随するものでもない。 

 

事務総長は、既存のプロジェクト、活動、および団体を現行の方針に準じ

たものとなるようにすることが求められる（2020 年 1 月理事会会合、決

定 85 号）。 

 

出典：2008 年 11 月理事会会合、決定 46 号。 

2014 年 10 月理事会会合、決定 61 号、2015 年 7 月理事会会合、決定 16 号、2020 年 1

月理事会会合、決定 85 号により改正 

 

34.040.8. 他のグループによる「ロータリー」という語の使用 

ガバナーの指揮下にロータリークラブを設立することを目的としたグルー

プに関する場合を除き、いかなるグループも、「ロータリー」という語を

使い、ロータリークラブまたはロータリークラブか RI の関係団体である

かのように表示したり、示唆することは許可されず、認められないものと

する。よって、理事会は、事務総長に対し、「ロータリー」という語を許

可なく勝手に使用することを止めさせるために、実際的または必要と思わ

れる対策を講じるよう指示することとする（2015 年 10 月理事会会合、決

定 75 号）。 

 

出典：1948 年 1 月理事会会合、決定 108 号。 

2015 年 10 月理事会会合、決定 75 号により改正 

 

34.040.9. 元ロータリアンによる「ロータリー」の名称およびロータリー徽章の使用 

ガバナーの指揮下にロータリークラブを設立することを目的としたグルー

プに関する場合を除き、いかなるグループも、「ロータリー」という語も

しくはその略語または部分を使い、ロータリークラブまたはロータリーク
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ラブか RI の関係団体であるかのように表示したり、示唆することは許可

されず、認められないものとする。 

 

定款および細則にこの状況を扱う規定がないことを考えると、理事会が、

不本意な元ロータリアンから成る組織を RI と関連した団体として認める

ことは明らかに不可能であり、特に、RI の定款および細則が RI とこうし

た組織との関連について規定するよう改正されるまでは、そのような関連

が存在せず、かつ存在できないことから、RI との関連を示唆するような

名称の使用を許可したり、奨励することは不可能である。 

 

理事会は、ロータリークラブの元会員もしくは不本意な元会員が親睦グル

ープや他のグループに参加するのを促すような関心や動機を同情をもって

理解し、評価する一方で、「ロータリー」と「ロータリアン」の名称やロ

ータリー徽章を使用していたり、使用を希望しているロータリークラブの

元会員や不本意な元会員に上述の方針に注意を向けさせ、同グループが公

式の立場を保持せず、ロータリーの名称（もしくはその略語または部分）

もしくは徽章の使用が許可されていないことを指摘し、さらにかかるグル

ープが「ロータリー」、「ロータリアン」の名称、もしくはロータリー徽

章を使用しないよう、あるいは即座に使用の停止を求めるよう、事務総長

に対して指示する（2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号）。 

 

出典：1925 年 6 月理事会会合、IV（k）項、1948 年 1 月理事会会合、108 項、1950 年 1

月理事会会合、81 項、1962 年 6 月理事会会合、決定 27 号、1963 年 5～6 月理事会会合

、決定 188 号。 

2015 年 10 月理事会会合、決定 75 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号により改正 

 

34.040.10. 他団体によるロータリーの名称および徽章の使用 

いかにその団体またはグループの目的や個人の志が有意義なものであって

も、RI は、それによりロータリアンによる排他的な使用と利益のために

ロータリーの名称および記章類の保護を脅かすことがないよう、ロータリ

ーの名称および徽章または他のロータリー標章の使用を許可することはで

きない。RI は、ロータリークラブの手本に倣うことを望む団体やグルー
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プの意欲をそごうとするものではないが、かかる団体やグループがロータ

リーの用語や記章類を侵害することなく適切な名称および記章類を考案で

きると信じている。また、ロータリーの手本に倣おうとするいかなるグル

ープに対しても、共感して支援と激励を与えるようすべてのロータリアン

に奨励されている（2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号）。 

 

出典：1939 年 7 月理事会会合、決定 26 号。 

2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号により改正 

 

34.040.11. クラブの活動に関連しての「ロータリー」の名称の使用 

クラブまたはクラブから成るグループの活動に関連し、またはその活動の

名称の中に「ロータリー」という語（もしくはその略語または部分）を使

用することは、かかるクラブまたはクラブから成るグループに直接関連さ

せるものでなければならず、直接間接のどちらにおいても国際ロータリー

に関連させるものであってはならない。クラブまたはクラブから成るグル

ープの全面的管理下にない活動に関連して、またはその活動の名称の中に

「ロータリー」という語（またはその略称あるいはその一部）を使うこと

は認められない。また、ロータリアンではない人または団体を会員とする

団体と関連して、またはその団体の名称の中に、「ロータリー」という語

を使うことは認められない（ロータリー章典 第 34.040.6.項を参照）（

2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号）。 

 

出典：1961 年 3 月理事会会合、決定 206 号。 

2011 年 5 月理事会会合、決定 202 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号により改正。 

2001 年 6 月理事会会合、決定 383 号により確認 

 

34.040.12. 多地区合同活動における「ロータリー」の名称、ロータリー徽章、または

ロータリー標章の使用 

すべてのクラブ、地区、多地区合同、その他のロータリー組織の活動、プ

ロジェクト、および組織は、｢ロータリー｣の名称、ロータリー徽章、ある

いは他のロータリー標章を使用する場合、当該クラブ、地区、多地区合同

グループ、ゾーンあるいは他のロータリー組織とわかる識別語句を含めな
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ければならない。限られた例において、またそれ以外は方針に従って（ガ

イドラインはブランドリソースセンターを参照）、地理的な識別語句を使

用できるが、識別語句がその地域の各クラブの関心を正確に表しており、

地区ガバナー、クラブ会長、および／または理事の適切な承認を得ること

を条件とする。また、このような識別語句は、ロータリー徽章または他の

ロータリー標章とともに、近接した位置あるいは同等に目立つような方法

で付記されなければならない（ブランドリソースセンターを参照のこと）

。活動、プロジェクト、または組織が国際ロータリーまたはロータリー財

団の一つではないことを明確にするため、電子形式および印刷形式の宣伝

資料、ならびに特に寄付に関するページには、活動、プロジェクト、また

は組織が地元に関するものであることを明記するものとする。 

 

ロータリー標章は、必ず、全体が複製されていなければならいない。｢ロ

ータ｣などの略語、接頭語あるいは接尾語は、一切認められないが、イン

ターロータの定期会合に対する「インターロータ」での使用は除く。ロー

タリー標章の改造、修正および変形は一切許されない。簡易歯車は、簡易

組み合わせロゴの一部として「Rotary」（ロータリー）の文字とともに使

用するか、簡易ロゴの一部として「Interact」（インターアクト）、また

は「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用すること。RI は

、ロータリー徽章または他のロータリー標章が部分的に使用されたり、あ

るいは変形されていなければ、ロータリー徽章またはロータリー標章を異

なった表出方法（透かし、刷り込み、陰影、浮かし）で複製することを許

可している。 

 

明確な識別語句を付することなしに「ロータリー」の名称、ロータリー徽

章あるいは他のロータリー標章を用いることを計画しているロータリー組

織の活動、プロジェクトまたは組織は、最初に、RI 理事会から方針に対

する例外を得なければならない。既存の医師登録バンクやそれに類似した

クラブ、地区、多地区合同または他のロータリー組織の活動、プロジェク

ト、または組織の調整にあたるロータリアンは、本方針に従い、活動、プ

ロジェクト、または組織の名称および資料を見直し、必要な変更を加える

べきである（2022 年 6 月理事会会合、決定 159 号）。 
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出典：1996 年 2 月理事会会合、決定 198 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 242 号。 

000 年 5 月理事会会合、決定 399 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 35 号、2015 年 1

月理事会会合、決定 117 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 166 号、2015 年 7 月理事会

会合、決定 16 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 37 号、2017 年 9 月理事会会合、決定

24 号、2019 年 4 月理事会会合、決定 172 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、

2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2022 年 6 月理事会会合、決定 159 号により改正 

 

34.040.13. ロータリー学友会によるロータリー標章の使用 

それ自体で使用される場合、「ロータリー」という言葉は組織全体として

の国際ロータリーを指す。また、この言葉は組織の理念や原則をも意味す

る。事務総長により加盟が承認されたロータリー学友会は、「ロータリー

」の名を組織名に使用することが許可されるが、必ずロータリー地区また

はゾーンがわかる識別語句とともに使用する。このような識別語句は、「

ロータリー」の直前あるいは直後に置かれなければならない。許容される

例として「ロータリー地区 XXXX 学友会」などがある。限られた例におい

て、またそれ以外は方針に従って（指針についてはブランドリソースセン

ターを参照）、地理的な識別語句を使用できるが、識別語句がその地域の

学友会の関心を正確に表しており、地区ガバナーの適切な承認を得ている

ことを条件とする。このような識別語句は、「ロータリー」の直後あるい

は直前に置かれなければならない。また、このような識別語句は、ロータ

リー徽章または他のロータリー標章とともに、近接した位置あるいは同等

に目立つような方法で付記されなければならない。（2022 年 6 月理事会

会合、決定 159 号）。 

 

出典：2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号。 

2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2022 年 6

月理事会会合、決定 159 号により改正 

 

34.040.14. 大規模プログラム補助金の受領者による「ロータリー」の商標、ロゴ、簡

易ロゴ、誇りのシンボルの使用 

それ自体で使用される場合、「ロータリー」という言葉、誇りのシンボル

、公式ロゴ、あるいは簡易公式ロゴは、通常、組織全体としての国際ロー
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タリーを指す。また、この言葉は組織の理念や原則をも意味する。大規模

プログラム補助金の受領者はすべて、「ロータリー」、誇りのシンボル、

公式ロゴ、あるいは簡易公式ロゴの使用時に、可能な限り、クラブ、地区

、多地区合同、またはその他のロータリー組織であるとわかる識別語句を

含めなければならない。そのような識別語句は、正式なプログラム名とと

もに組み合わせ、プログラムの実施（大規模プログラム補助金における商

品、看板、その他の視覚的に認知されるものを含む）の際に使用する必要

がある。スペースまたはメディアの都合上、組み合わせロゴを使用できな

い場合、ロータリー標章を単独で使用することができる。ただし、大規模

プログラム補助金の受領者が使用前に、商品、看板、その他の視覚的に認

知されるものを含むすべての使用事例を国際ロータリーと共有し、その使

用が RI によって承認されることを条件とする。 

 

各大規模プログラム補助金に関する同意書には、保険および補償に関連す

るものを含む標準的な RI 免許契約の条件が含まれる。大規模プログラム

補助金の受領者は、無理なく入手可能である場合、RI 免許取得業者から

のみロータリー標章付き商品を購入する。無理なく入手できない場合、RI 

の免許担当課から一度限りの例外を求めることができる。  

 

大規模プログラムのすべての参加者は、すべての資料に以下の免責事項を

記載する。  

「［大規模プログラム補助金名］は、［クラブ／地区名］ロータリークラ

ブ／地区が主催するプログラムです。［大規模プログラム補助金受領者名

］は、ロータリー財団または国際ロータリーのプログラムではありません

。」  

 

大規模プログラム補助金プロジェクトに参加するその他のロータリークラ

ブおよび地区団体、ならびにプログラムに物品およびサービスを提供する

他のパートナー団体は、保険を維持するものとする。 

 

ロータリー標章は、必ず、全体が複製されていなければならいない。ロー

タリー標章の改造、修正および変形は一切許されない。簡易歯車は、簡易
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組み合わせロゴの一部として「Rotary」（ロータリー）の文字とともにの

み使用すること。RI は、ロータリー徽章または他のロータリー標章が部

分的に使用されたり、あるいは変形されていなければ、ロータリー徽章ま

たはロータリー標章を異なった表出方法（透かし、刷り込み、陰影、浮か

し）で複製することを許可している。 

 

ロータリー徽章またはその他のロータリー標章を正確な色で複製するため

、 現 行 の ガ イ ド ラ イ ン が ブ ラ ン ド リ ソ ー ス セ ン タ ー （

https://brandcenter.rotary.org）に明示されている。ここにはロータリー

徽章の複製に関する詳細な仕様と、ロータリーの全資料において標準的か

つ一貫したアイデンティティを保つためのガイドラインが掲載されている

。ロータリアンは、ロータリーが地元の組織であると同時に国際的組織で

あり、地元での使用もインターネットその他の電子通信を通じて世界的に

認知される可能性があることに留意する。文化が異なれば、規範や配慮を

要する事柄も異なる。これらの指針の基にロータリーの標章を使用する場

合、文化に配慮し、ロータリーの目的と調和したものにすべきである。RI

はロータリーの標章のいかなる使用も審査し承認する権利を保持する。ロ

ータリーの標章は、銃、武器、その他の兵器の画像と組み合わせて描写す

ることはできない（2022 年 2 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：2021 年 6 月理事会会合、決定 187 号。 

2022 年 2 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

34.040.15. クラブの発行物における「ロータリアン」という語の使用 

クラブは、地元で発行するクラブ刊行物の名称の一部として「ロータリア

ン」の語を使わないものとする（2003 年 5 月理事会会合、決定 324 号）

。 

 

出典：規定審議会、80-102。 
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34.040.16. 「国際ロータリー」と各国表記の使用 

クラブまたはクラブから成るグループは、RI 定款の下にその名称で結成

された名称以外を採用してはならないし、そのような名称の下で運営され

てはならない。すべての地区は、「国際ロータリー」の名称を使用すべき

であり、それによりロータリーの理念、原則、目的の普遍性を示すことと

する（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1934 年 6 月理事会会合、決定 201 号 

 

引照 

51.020.1. ロータリークラブ、地区、その他のロータリー組織の電子出

版物に関する指針 
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34.050. 用箋の使用 

 

34.050.1. 公式用箋の使用 

すべての国際ロータリーの業務は、組織の名称と徽章を付した用箋を使用

して行われるべきである（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1919 年 5 月理事会会合、決定 3 号 

 

34.050.2. RI や他団体の用箋上、または商業目的のための RI 役員によるロータリー

標章の使用 

RI 用箋の使用は、RI の次期、現任および元役員、あるいはかかる職務が

明記され、RI への奉仕年度が明示されるべきであるという理解の下に各

種職務を務めるべく会長または理事会により任命されたロータリアンに限

定されている。RI 用箋は、ロータリーに関する業務のためにのみ使用で

きる。いかなる次期、現任、元役員、あるいは各種職務を務めるべく会長

または理事会により任命されたロータリアンも、ロータリーの標章を他団

体の標章と併せて、または他団体の用箋の上に使用すること、あるいは商

業目的で使用することは許可されていない（2003 年 10 月理事会会合、決

定 77 号）。 

 

出典：1982 年 11 月理事会会合、決定 180 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2023 年 10 月理事会会合、決定 77 号により改正 

 

 

34.060. その他のロータリー徽章 

 

34.060.1. ロータリープログラムのロゴ 

事務総長は、ロータリーの全資料において標準的かつ一貫したアイデンテ

ィティを保つため、現行のガイドラインと一致する、さまざまなロータリ

ープログラムにおいて使用するためのロゴおよび他の証印を適宜作成し更

新 す る も の と す る （ RI ブ ラ ン ド リ ソ ー ス セ ン タ ー （
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https://brandcenter.rotary.org）を参照）（2022 年 2 月理事会会合、決

定 76 号）。 

 

出典：2013 年 10 月理事会会合、決定 63 号。  

2015 年 5 月理事会会合、決定 166 号、2022 年 2 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

34.060.2. RI または財団プログラムでのロゴの使用 

事務総長は、将来に RI または財団のプログラムや活動のためのロゴ案を

検討する際に、RI の法的商標権を弱めたり、あるいはロータリアンでは

ない人をロータリアンであると思わせると理解され得るバッジを作成した

りすることがなければ、それらのロゴにロータリー徽章を含めることを考

慮する（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1991 年 11 月理事会会合、決定 136 号  

 

34.060.3. ロータリープログラムのロゴと RI 徽章 

何らかの方法で RI 徽章を組み入れていないロータリープログラムのロゴ

の意匠は、成果あふれるプログラムやプロジェクトを誇るロータリーの組

織に関する一般の人びとへの伝達を弱め、妨げることになる。それゆえ、

RI とその財団により現在使用されているすべてのプログラムのロゴ、ま

た将来必要になると思われるプログラムのロゴは、ロータリー徽章を含む

べきである。RI とその財団のプログラムのロゴにロータリー徽章を組み

入れることの広報的価値は、ロータリアンではない人をロータリアンであ

るかのように思わせてしまう可能性に勝るものである。（2024 年 5 月理

事会会合、決定 171 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 103 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 127 号。  

2011 年 5 月理事会会合、決定 178 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 37 号、2024 年 5

月理事会会合、決定 171 号により改正 
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34.060.4. インターアクトおよびローターアクト標章 

インターアクトとローターアクトの標章は、これらの名を掲げるインター

アクトとローターアクトの各クラブとその会員のみが使用できるものであ

る。 

1. 個々のクラブ会員が使用するときは、そのままインターアクトとロー

ターアクトの徽章を使ってもよい。 

2. インターアクトとローターアクトのクラブを代表してインターアクト

とローターアクトの徽章を使うときは、RI ブランドリソースセンター

（https://brandcenter.rotary.org）に示されるように、クラブの名称

も徽章と一緒に使うべきである。「Interact」（インターアクト）、

「Rotaract」（ローターアクト）、インターアクトの徽章、およびロ

ーターアクトの徽章は、常に全体が複製されなければならない。「

Interact」（インターアクト）、「Rotaract」（ローターアクト）、

インターアクトの徽章、およびローターアクトの徽章の改造、修正お

よび変形は一切許されない。｢ロータ｣などの略語、接頭語あるいは接

尾語は、一切認められないが、インターロータの定期会合に対する「

インターロータ」での使用は除く。 

インターアクトの徽章およびローターアクトの徽章は、RI ブランドリ

ソースセンター（https://brandcenter.rotary.org）に示される色と様

式で複製すべきである。 

 

3. 地区のインターアクトまたはローターアクトの活動を代表してインタ

ーアクトまたはローターアクトの徽章を使うときは、RI ブランドリソ

ースセンター（https://brandcenter.rotary.org）に示されるように、

地区番号も徽章と一緒に使うべきである。 

 

スポンサーロータリークラブの行事を計画したり、実施するにあたってロ

ータリークラブ、インターアクトクラブ、あるいはローターアクトクラブ

が使用するために、国際ロータリーによって、国際ロータリーの権限の下
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に発行されたものを除き、いかなる出版物も、クラブ名や地区番号なしに

インターアクトまたはローターアクトの徽章を付帯することはできない。 

 

すべてのロータリー標章を法的に管理する国際ロータリーは、インターア

クトおよびローターアクトの徽章の他の使用法を一切認めない（2022 年

2 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：1990 年 6 月理事会会合、決定 295 号。  

2010 年 1 月理事会会合、決定 117 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 63 号、2015 年 5

月理事会会合、決定 166 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 37 号、2022 年 2 月理事会

会合、決定 76 号により改正 

 

 

34.070. 四つのテストの複製 

四つのテストの複製はすべて次の形式でなければならない。 

 

四つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

 

1）真実かどうか 

2）みんなに公平か 

3）好意と友情を深めるか 

4）みんなのためになるかどうか 

 

複製の唯一の目的は、人間関係における高い道徳的水準の向上を図り、そ

れを維持することにあるべきである。複製は、販売や利益を増すことを意

図する広告の直接的な部分となってはならない。しかしながら、商社、団

体または機関の人間関係のすべてが四つのテストに沿って行われることを

願って真摯に努力していることを説明する方法としてならば、用箋やその

他の印刷物に使用してもよい（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1955 年 1 月理事会会合、決定 138 号。 

1943 年１月理事会会合、決定 142 号も参照のこと 
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34.080. ロータリーの標語 

「超我の奉仕」および「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」がロ

ータリーの公式標語である。「超我の奉仕」がロータリーの第一標語であ

る（2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号）。 

 

出典：規定審議会、50-11 号、51-9 号、89-145 号、01-678 号、04-271 号、10-165 号 

 

引照 

41.010. インターアクト 

第 12 条 ローターアクトクラブ 
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第 35 条   免許契約 

 

35.010. RI 免許契約の一般的な原則 

35.020. RI 免許の認可 

35.030. 事務総長の責務 

35.040. ロータリアンによるロータリー標章の使用 

35.050. ロータリー標章の使用に関する具体的制限事項 

35.060. 広告および市場開発の制限 

35.070. 免許に関するその他の事項 

 

 

35.010. RI 免許契約の一般的な原則 

 

35.010.1. ロータリー標章の複製 

被免許業者により複製される場合、ロータリー標章は、理事会が採択した

説明、色、比率の仕様に一致していなければならない（2000 年 11 月理事

会会合、決定 133 号）。 

 

出典：規定審議会 80-102 号、1956 年 1 月理事会会合、決定 94 号、1996 年 11 月理事

会会合、決定 69 号。  

2000 年 11 月理事会会合、決定 133 号により改正 

 

35.010.2. ロータリー標章の改造に対する禁止 

留意事項：「ロータリー標章」とは、国際ロータリーにより登録され、所

有されているすべての徽章あるいは名称のことである（第 34.005.節参照

）。 

 

ロータリーの標章は、改造、修正および変形が一切認められるべきではな

く、また、所定の形以外のものを複製してはならない。「ロータ」などの

略語、接頭辞、接尾辞は一切認められない。簡易歯車は、簡易組み合わせ

ロゴの一部として「Rotary」（ロータリー）の文字とともに使用するか、
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簡易ロゴの一部として「 Interact」（インターアクト）、または「

Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用すること。RI は、ロ

ータリー徽章または他のロータリー標章が部分的に使用されたり、あるい

は変形されていなければ、ロータリー徽章またはロータリー標章を異なっ

た表出方法（透かし、刷り込み、陰影、浮かし）で複製することを許可し

ている。事務総長は、標章の全体が複製されていない製品について事務総

長が認識した場合も含め、ロータリーの標章を改造、修正および変形した

免許契約の製品の禁止を厳格に施行すべきである（2019 年 10 月理事会会

合、決定 57 号）。 

 

出典：1929 年 4 月理事会会合、決定 IV（q）号、1956 年 1 月理事会会合、決定 94 号、

1996 年 6 月理事会会合、決定 297 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号。  

2013 年 6 月理事会会合、決定 242 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号、2019 年 4

月理事会会合、決定 172 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 57 号により改正 

 

35.010.3. 襟ピン 

RI は、次の認められた形で RI 徽章を改造した襟ピンを認可する：クラブ

会員が使用する場合、および明確に許可され、免許契約上に許可製品とし

て挙げられている場合にのみ、こしきに宝石を配したり、役職名や会員種

類名を加えることができる。こうした改造は、ロータリー徽章の外観を損

なうことなく、あるいは本質的な品格を傷つけることがないように行われ

るものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1962 年 5 月理事会会合、決定 183 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

35.010.4. 腕時計、置時計、掛け時計 

RI は、楔穴を含む徽章の全体が複製されていれば、時計の針がその時々

に徽章の外観の僅かな支障の原因となる場合、または時計の針が徽章の中

心に位置されている場合であっても、楔穴が正確に複製されていることを

条件に、時計の文字盤全体としてロータリー徽章を配した腕時計、置時計

、掛け時計を認可する場合がある（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号

）。 
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出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

35.010.5. RI 商品の勧誘販売の制限 

ロータリーの標章の入った商品を販売する免許を受けていない個人あるい

は会社は、ロータリーの標章入り商品を購入するよう地区やクラブ、ある

いはロータリアンに対して勧誘販売をすることはできない。国際ロータリ

ーから適切な免許を交付されている業者のみ、ロータリー標章入り商品を

購入するよう地区やクラブ、あるいはロータリアンに勧誘販売をすること

が で き る 。  

 

時に、ロータリアンは、特別な行事あるいは目的のために、ロータリーの

標章を付した特注の商品を製作する必要が生まれる。すべてのロータリア

ンは、まず必ずロータリー免許取得業者にそうした特注の商品を注文すべ

きである。そうした特注の商品が適正な価格で RI 免許取得業者から得る

のが無理であると考えられる場合、RI は、それらの品物が認可製品と同

様の評価と事前の承認手続を経ることを条件に、免許業者以外の業者に対

して 1 度限りの許可を交付するものとする。いずれの場合も、被免許業者

以外の業者は、ロータリー標章の使用について、RI の特定の承認を得な

ければならない（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1995 年 6 月理事会会合、決定 239 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号、

1998 年 2 月理事会会合、決定 252 号  

 

35.010.6. 公式ロータリー免許取得業者のリスト 

事務総長は、掲載される時点で滞りなく徽章使用料を納めているすべての

被免許業者の名称と関連情報を、RI ウェブサイトに掲載するものとする

。（2020 年 1 月理事会会合、決定 99 号）。 

 

出典：1997 年 6 月理事会会合、決定 317 号。  

2020 年 1 月理事会会合、決定 99 号により改正 
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35.010.7. RI の知的財産の著作権侵害の制御 

国際ロータリーは、ロータリー標章の著作権侵害を制御するための活動を

継続して強化していくものである（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号

）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 56 号、1995 年 11 月理事会会合、決定 78 号、

1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

引照 

35.040.1. ロータリー標章の入った商品を購入する地区およびクラブ 
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35.020. RI 免許の認可 

 

35.020.1. 免許取得業者の種類と免許使用料 

第 1 種免許 

ロータリーの標章の入った商品を他の RI 免許取得業者または国際ロータ

リーのためだけに製作もしくは販売し、認可商品をロータリアン顧客市場

または一般の人びとに直接販売することを意図しない事業体を指す。第 1

種免許取得業者は、売上総額の 2％を徽章使用料として RI に支払い、1 回

限りの申請料米貨 100 ドルを納め、毎年の徽章使用料を支払うが、徽章使

用料の年間最低額の支払い義務はない。 

 

第 3 種免許 

募金活動プログラム／製品を供給する事業体。第 3 種免許取得業者は、ロ

ータリアン顧客市場への売上総額の 5％、他の RI 費免許業者への売上総

額の 2％を徽章使用料として RI に支払う。第 3 種免許取得業者は、1 度限

りの申請料米貨 1000 ドルを納め、半期毎の徽章使用料を支払い、徽章使

用料の年間最低額として米貨 1000 ドルの支払い義務がある。 

 

第 4A 種免許 

ロータリアン顧客市場、他の RI 免許取得業者、および（または）一般の

人びとへのロータリー標章の入った商品およびその他の関連商品を、品目

の制限なく製作もしくは販売する事業体。第 4A 種免許取得業者は、ロー

タリアン顧客市場および一般の人びとへの売上総額の 10％、他の RI 免許

取得業者への売上総額の 2％を徽章使用料として RI に支払う。第 4A 種免

許取得業者は、1 度限りの申請料米貨 1000 ドルを納め、半期毎の徽章使

用料を支払い、徽章使用料の年間最低額として米貨 1000 ドルの支払い義

務がある。  

 

第 4B 種免許 

ロータリアン顧客市場、他の RI 免許取得業者および（または）一般の人

びとへのロータリー標章の入った商品およびその他の関連商品を、5 品目
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までの制限付きで製作もしくは販売する事業体。第 4B 種免許取得業者は

、ロータリアン顧客市場および一般の人びとへの売上総額の 10％、他の

RI 免許取得業者への売上総額の 2％を徽章使用料として RI に支払う。第

4B 種免許取得業者は、減額された 1 度限りの申請料米貨 250 ドルを納め

、半期毎の徽章使用料を支払い、徽章使用料の減額された年間最低額とし

て米貨 250 ドルの支払い義務がある。 

 

第 4C 種免許 

ロータリアン顧客市場、他の RI 免許取得業者および（または）一般の人

びとへのロータリー標章の入った商品およびその他の関連商品を、5 品目

までの制限付きで製作もしくは販売し、収益（免許契約書に明記された通

り）の 100％をロータリー財団またはその協力財団へ寄付する事業体。第

4C 種免許取得業者は、ロータリアン顧客市場、一般の人びと、および（

または）他の免許取得業者への売上総額の 1％を徽章使用料として RI に

支払う。第 4C 種免許取得業者は、減額された 1 度限りの申請料米貨 250

ドルを納め、半期毎の徽章使用料を支払うが、徽章使用料の年間最低額の

支払い義務はない。第 4C 種免許取得業者から国際ロータリーが受け取る

徽章使用料はすべて、ロータリー財団年次基金に送金される。 

 

（ポリオプラス・キャンペーン推進品目の販売に関するこの他の方針は、

第 71.020.3.項を参照のこと） 

 

第 5 種免許 

世界中の小売店を通じてロータリー標章の入った商品を製作もしくは販売

する、認知度の高い銘柄を有する大規模かつ国際的な事業体。第 5 種免許

取得業者は、ロータリアン顧客市場および一般の人びとへの売上総額の

10％、他の RI 費免許業者への売上総額の 2％を徽章使用料として RI に支

払う。第 5 種被免許業者は、1 度限りの申請料米貨 2000 ドルを納め、半

期毎の徽章使用料を支払い、徽章使用料の年間最低額として米貨 2000 ド

ルの支払い義務がある（2009 年 6 月理事会会合、決定 232 号）。 
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出典：1995 年 2 月理事会会合、決定 168 号、1995 年 7 月理事会会合、決定 25 号、1996

年 2 月理事会会合、決定 196 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号。  

2005 年 6 月理事会会合、決定 297 号、2007 年 2 月理事会会合、決定 157 号、2009 年 6

月理事会会合、決定 232 号により改正 

 

35.020.2. RI 免許の認可の基準 

RI が免許認可の可否を検討する場合の基準には、以下が含まれる（ただ

し、これらに限定されない）。 

1. 承認する特定の商品（見本） 

2. RI 専用の目録（カタログ） 

3. 倉庫の在庫状況 

4. ファクス番号および／または常設の注文用電話番号 

5. カスタマーサービスの内容 

6. クラブおよびガバナーへの信用 

7. クレジットカードの使用受け入れ 

8. RI による品質管理 

9. 免許取得業者による購入者への商品の保証 

10. RI 会合における商品の展示・販売の意思 

11. 財務的な安定性 

12. 業務における経験 

13. 輸出入の業務能力 

14. 他の免許取得業者とのネットワークへの参加意思 

これらの基準の 1 部または全部を満たすことは、RI からの免許取得を保

証するものではない。RI は、独自の裁量により、免許の申請に対する認

可の可否を決める権利を保持する（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号

）。 
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出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

35.020.3. RI の免許制度の下での免許取得業者の選定 

免許を交付するにあたって、RI は、RI 免許制度を現代化するという全体

的な目標を支えることのできる事業体を優先的に選ぶ。RI は、RI 免許の

必要条件を遵守できる会社に対し、RI から免許を取得することを奨励す

るための適切なマーケティング方法を用いる（1998 年 6 月理事会会合、

決定 348 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 56 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

 

35.030. 事務総長の責務 

 

35.030.1. ロータリアンへの商品供給の保証 

事務総長は、クラブ、地区、およびロータリアンのために適切な商品の供

給源を維持すべきである（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 296 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

35.030.2. 免許認可のための予算と目標 

事務総長は、毎年の免許認可の目標および予算を設定し、監視し、理事会

に対して関連する定期報告を行うものとする（1998 年 6 月理事会会合、

決定 348 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 56 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

35.030.3. 免許契約の施行 

事務総長は、徽章使用料の支払いおよび報告義務要件を含め、RI 免許契

約の最低必要条件を施行するものとする。ただし、事務総長は、義務要件

を履行していない免許取得業者に対し、その免許を取り消す前に、過去数
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年間のための和解の機会を与えるものとする。適切な場合、事務総長は、

現在有効な免許契約に従っていない被免許業者との新規契約の締結を拒否

するものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 56 号、1996 年 6 月理事会会合、決定 296 号、

1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

35.030.4. 免許契約に従わない業者との免許終結 

事務総長は、RI との免許契約に従っていない被免許業者に対処する際、

既存の契約の終結も含め、あらゆる必要な措置を取るものとする（1998

年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 296 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号。

1993 年 10 月理事会会合、決定 56 号も参照のこと  

 

35.030.5. 免許取得業者の監査 

必要に応じ、事務局職員は、積極的に監査を行い、未納の徽章使用料の支

払いを確保するよう求められている（1998 年 6 月理事会会合、決定 348

号）。 

 

出典：1995 年 6 月理事会会合、決定 246 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

35.030.6. 国際会合における免許取得業者の出店 

適切な場合、事務総長は、被免許業者が契約要項を満たしていない場合、

国際協議会、国際大会、およびその他の関連会合における出店スペースに

ついて、かかる被免許業者との契約締結を拒否するものとする（1998 年

6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 296 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号  
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35.030.7. 免許取得業者の推進 

事務総長は、掲載される時点で滞りなく徽章使用料を納めているすべての

被免許業者の名称と関連情報を、RI ウェブサイトに掲載するものとする

。 

 

また事務総長は、ロータリー標章の入った商品を公式の被免許業者から適

切なルートで購入するよう推進するものとする（2020 年 1 月理事会会合

、決定 99 号）。 

 

出典：1995 年 6 月理事会会合、決定 242 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号。  

1997 年 6 月理事会会合、決定 317 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 35 号、2010 年 6

月理事会会合、決定 182 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 68 号、2020 年 1 月理事会

会合、決定 99 号により改正 

 

 

35.040. ロータリアンによるロータリー標章の使用 

 

35.040.1. ロータリー標章の入った商品を購入する地区およびクラブ 

すべての地区とクラブは、ロータリー標章の入った商品を認可されている

RI 免許取得業者からのみ購入するよう奨励されている。被免許業者から

希望の商品が入手できない場合、ロータリー標章の使用のために RI から

特別な承認を得なければならない（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号

）。 

 

出典：1994 年 11 月理事会会合、決定 65 号、1995 年 6 月理事会会合、決定 239 号、

1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

35.040.2. 会員によるロータリー標章入り商品またはサービスの販売 

ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織、または個

人のロータリアンのいずれも、本章典の他項あるいは RI 理事会により特

に免除された場合を除き、ロータリーの標章あるいはその略称や一部の入
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った商品またはサービスを認可あるいは販売することはできない（2017

年 9 月理事会会合、決定 24 号）。 

 

出典：2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号 

 

35.040.3. 行事に特化したロータリー標章の使用 

クラブと地区は、クラブまたは地区のプロジェクトを推進する際に、免許

なしでロータリー標章の入った商品を販売できる。かかる特別なプロジェ

クトに付随して販売される商品には、1 種類のロータリー標章の他に、ク

ラブの名称または地区番号、募金プロジェクトの内容とその期間または日

付を含めなければならない（商品の販売は特別なプロジェクトではないこ

とがある）。 

 

かかる特別なプロジェクトに付随して販売される商品に、募金活動として

のアルコール飲料の販売が臨時行事または年次行事として関わる場合（商

品の販売は特別なプロジェクトではないことがある）、すべての販売が募

金行事の日付の 30 日間以内に開始および終了し、以下の条件を満たす限

り、このような販売は許可される。 

1. アルコール類販売が、クラブまたは地区の所在地において文化的に適

切である。 

2. ラベルまたはパッケージのデザインが、クラブおよび地区のロータリ

ー標章の使用に関するブランドガイドラインと一致する。 

3. アルコール商品は限定品であり、ラベルには 1 種類のロータリー標章

の他に、クラブの名称または地区番号、募金プロジェクトの内容とそ

の期間または日付を含めなければならない。 

4. アルコール飲料の販売、製造、および流通は該当する現地法の対象と

なるため、クラブまたは地区が確認し、販売は適用されるすべての法

令を遵守している（クラブおよび地区は、項目 4、5、6 について専属

弁護士に相談してもよい）。 
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5. クラブまたは地区が業者との契約内容を確認し、業者が管理できない

リスクや責任を負わないようにしている。 

6. 業者との契約には、全当事者が適切な酒類販売の損害賠償保険を維持

することを要求する条項を含める必要がある 

（2022 年 6 月理事会会合、決定 185 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 56 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号。  

2020 年 6 月理事会会合、決定 185 号により改正 

 

35.040.4. ロータリー親睦活動 

ロータリー親睦活動グループによるロータリー標章の入った商品の販売は

、2020 年 6 月 30 日までに、ロータリー章典第 34.030.18.項に従い、ロー

タリーのブランドガイドラインを遵守しているものとする。ファンドレイ

ジング（募金）目的を含むすべての商品の生産および販売は、すべてのロ

ータリー組織に関係する RI 免許契約の方針を遵守するものとする。2021

年 RI 国際大会（台北）より、他のすべてのロータリー組織に義務付けら

れているように、RI 国際大会の友愛の家におけるプロジェクトブースエ

リア内での募金またはロータリー標章入り商品の販売は許可されない（

2020 年 1 月理事会会合、決定 100 号）。 

 

出典：2020 年 1 月理事会会合、決定 100 号。 

 

35.040.5. ロータリーのシニアリーダーの著書 

ロータリーのシニアリーダーは、RI からの免許を受けなくともロータリ

ーでの体験に関する書籍を出版して販売できる。ただし、書籍の販売によ

る純収益はすべてロータリー財団に寄付し、出版社はロータリー標章を複

製する免許または承認を RI から受け、事務総長の承認を受けることとす

る。このような各出版物は、RI の公式出版物ではないことを目立つ場所

に明示するものとする（2010 年 1 月理事会会合、決定 107 号）。 

 

出典：2009 年 11 月理事会会合、決定 48 号。  

2010 年 1 月理事会会合、決定 107 号により改正 
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引照 

35.010.5. RI 商品の勧誘販売の制限 

 

 

35.050. ロータリー標章の使用に関する具体的制限事項 

 

35.050.1. 商品に付帯するロータリー標章の正確な複製 

ロータリー徽章およびその他のロータリー標章が入った商品は、ロータリ

ー徽章またはその他のロータリー標章が、シルクスクリーン、浮かし、彫

り込み、レーザーによる彫り込み、鋳造、刷り込み、押し打ちといった（

ただしこれらに限定されない）方法で正確に複製できることを条件に、サ

イズや媒体に関わりなく免許が交付されるか、または認可され得る。簡易

歯車は、簡易組み合わせロゴの一部として「Rotary」（ロータリー）の文

字とともに使用するか、プログラムのロゴのための簡易ロゴの一部として

「Interact」（インターアクト）、または「Rotaract」（ローターアクト

）の文字とともに使用すること（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）

。 

 

出典：2001 年 11 月理事会会合、決定 70 号。  

2013 年 6 月理事会会合、決定 242 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 166 号、2015 年 5

月理事会会合、決定 195 号、2019 年 4 月理事会会合、決定 172 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 29 号 

 

35.050.2. 襟ピン 

襟ピンは、ロータリアンの会員バッジと見間違われる可能性がないピンで

ある限り、ロータリープログラムの記章と一緒にロータリー徽章の意匠を

組み入れることができる。襟ピンは、RI 徽章が正確に複製されている限

り、サイズに関係なく免許が交付され得る（2015 年 10 月理事会会合、決

定 37 号）。 
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出典：1984 年 2 月理事会会合、決定 332 号、1993 年 10 月理事会会合、決定 103 号、

1994 年 3 月理事会会合、決定 205 号、1996 年 6 月理事会会合、決定 298 号、1996 年

11 月理事会会合、決定 69 号。  

2015 年 10 月理事会会合、決定 37 号により改正 

 

35.050.3. 銘柄名としての「ロータリー」に対する禁止 

RI の免許手続きの下で許可されている場合を除き、ロータリー標章のい

ずれも、もしくはその略語または部分のいずれも、商標または商品の特別

銘柄として使用することはできない（2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号

）。 

 

出典：規定審議会 80-102 号、1956 年 1 月理事会会合、決定 94 号、1996 年 11 月理事

会会合、決定 69 号。  

2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号により改正 

 

35.050.4. 純正のロータリー・タータン柄 

グラスゴー・ロータリークラブ（スコットランド）によりデザインされた

タータン柄は、RI の免許制度を統括する原則に一致した純正のロータリ

ー・タータン柄として販売できる。事務総長は、RI の免許慣行に一致し

た純正のロータリー・タータン柄を製作、使用、販売、促進するために、

占有的ではない免許契約を結ぶ権限が与えられている（1998 年 6 月理事

会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1995 年 2 月理事会会合、決定 153 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

35.050.5. ロータリー蘭 

「Dendrobrium Rotary International」としてシンガポール植物園で栽培

される蘭花は、「ロータリー蘭」として呼ばれ、また促進され、販売され

るものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 135 号 
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35.050.6. ソフトウェアの免許交付 

RI は、RI もしくはロータリー財団の資料に基づくソフトウェアまたはそ

の他の資料の免許の交付を通常は許可していない。ただし、目的ある活動

へのロータリアンの参加を促す RI のソーシャルビジネス戦略を支える目

的で、ソフトウェアの免許を交付することができる（2012 年 10 月理事会

会合、決定 41 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 234 号。  

2012 年 10 月理事会会合、決定 41 号により改正 

1996 年 6 月理事会会合、決定 299 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号も参照のこ

と。  

 

35.050.7. 「ポール・ハリス」品目の免許 

被免許業者は、ポール・ハリスの肖像または「ポール・ハリス・フェロー

」、「ロータリー財団友の会会員」、「ベネファクター」などの文字を使

った表彰品目や認証品目を販売することは認められていない（1998 年 6

月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

35.050.8. サービスの免許 

RI は通常、サービスのための免許を交付することはない。ただし、目的

をもつ活動へのロータリアンの参加を促す RI のソーシャルビジネス戦略

を支える目的で、サービスの免許を交付することができる（2012 年 10 月

理事会会合、決定 41 号）。 

 

出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号。  

2012 年 10 月理事会会合、決定 41 号により改正 

 

35.050.9. アルコール飲料の免許 

RI は、アルコール飲料の免許を交付しない（1998 年 6 月理事会会合、決

定 348 号）。 
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出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

35.050.10. 銃、武器、その他の兵器の免許 

RI は、銃、武器、その他の兵器の免許を交付しない（2017 年 1 月理事会

会合、決定 96 号）。 

 

出典：2017 年 1 月理事会会合、決定 96 号。 

 

引照 

34.020. ロータリー標章の使用の許可 

34.030.2. ロータリー徽章の許可された使用 

34.030.13. RI 名称および徽章の営利的使用 

34.030.15. 他団体によるロータリー標章の使用に関する RI とロータリ

ー財団の指針 

35.010. RI 免許契約の一般的な原則 

37.010. RI 会合、行事、プロジェクト、プログラムの協賛に関する

指針 

 

 

35.060. 広告および市場開発の制限 

 

35.060.1. 特注商品の広告 

公式の免許取得業者により提供される商品と競合する商品を特注（カスタ

マイズ）で販売しようとする業者は、「Rotary」誌および認可されたロー

タリー地域雑誌の広告を通じてそうした商品の販売を望む場合、RI から

の免許を申請しなければならない。またはその代わりに、特注（カスタマ

イズ）の商品を販売し、公式免許取得業者の商品と競合する可能性のある

業者が「Rotary」誌および認可されたロータリー地域雑誌への広告掲載を

希望する場合、そのすべての広告に「ロータリー標章の複製許可を有しな

い」という文言または事務総長が適切と判断するその他の免責条項を含め

るよう義務づけられるものとする。事務総長は、どの広告が免責条項を必
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要とするかを判断する権限を有する（2019 年 1 月理事会会合、決定 80 号

）。 

 

出典：1994 年 11 月理事会会合、決定 65 号、2004 年 6 月理事会会合、決定 236 号。  

2018 年 10 月理事会会合、決定 68 号により改正 

 

引照 

51.010.7. 機関雑誌に掲載される広告に関する RI のコーズマーケティ

ングの方針 

 

 

35.070. 免許に関するその他の事項 

 

35.070.1. テレホンカード 

RI 方針全般に従い、RI は、テレホンカードにロータリー標章を使用する

ための免許を交付せず、また許可しない（2003 年 5 月理事会会合、決定

324 号）。 

 

出典：1995 年 11 月理事会会合、決定 80 号、1996 年 2 月理事会会合、決定 158 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 324 号により改正 

 

35.070.1. 提携クレジットカード 

RI 方針全般に従い、RI は、提携クレジットカードにロータリー標章を使

用することを許可しない。事務総長の事前の承認なしに、RI による提携

クレジットカード・プログラムにロータリー標章を使用することは禁止さ

れている。事務総長だけが、理事会に代わって提案書を要請する権限を有

する。 

 

事務総長の承認を受ける前に、すべての RI 提携クレジットカードの提案

書は、以下の指針に一致していなければならない。 

1. 提携クレジットカードの勧誘を受けないことを要望する機会を与える

ことを含め、すべての勧誘方法について RI の承認を受ける。 
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2. 提携クレジットカードの利率は適正でなければならない。 

3. 提携クレジットカード・プログラムに関連して RI にかかったすべての

経費を差し引いた後で、次の（d）項にある収益を除き、プログラム

から RI が受領した一切の収益がロータリー財団へ配当されるものとす

る。 

4. マスターカードとのスポンサー契約を通じて発行されるカード 20,000

枚ごとに受領する米貨 75,000 ドルは、RI 国際大会の予算に配分される

ものとする。 

5. カードのデザインおよびプログラムに関連するすべての推進資料を含

め、ロータリーの名称および徽章の使用について、RI による出版前の

審査と承認を受ける。 

6. RI の許可なしに RI の郵送用リストを売却したり、賃貸したり、他の組

織によって使用されてはならないことを含め、郵送リストの使用につ

いて制限が定められている 

（2003 年 5 月理事会会合、決定 416 号）。 

 

出典：1995 年 6 月理事会会合、決定 240 号、2000 年 5 月理事会会合、決定 400 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 324 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 416 号により改正 

 

35.070.3. 車両のナンバープレートへのロータリーの名称および徽章の使用 

ロータリークラブまたは地区は、広報および慈善的な募金活動の方法とし

てロータリーの名称と徽章の入った車両のナンバープレートを提案するた

めに、政府の交付機関と協力することができる。このプロジェクトは、下

記の基準に適っていることを前提に、徽章使用料を免除される。 

1. プレートは、政府の交付機関の発行するものでなければならない。 

2. 起業的営利事業の関与があってはならない。 

3. 指定された地域内のガバナー全員がプロジェクトを承認しなければな

らない。 
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4. プレートは、知的所有権である標章の複製に関して RI の仕様にすべて

適っており、プレートの見本を事務総長に提出し承認を受けなければ

ならない。 

5. 事務総長の指示の下、このプロジェクトの募金活動面からの収益が指

定地域内のクラブおよびロータリー財団に恩恵を与えるものとなるよ

う、収益の配分方式を定めるべきである。またこれは、指定地域のガ

バナーおよび事務総長の承認を受けなければならない  

（2000 年 11 月理事会会合、決定 131 号）。 

 

出典：2000 年 11 月理事会会合、決定 131 号 

 

35.070.4. 郵便切手、郵便消印、郵便関連品目でのロータリー標章の使用 

ロータリークラブおよび地区は、広報、および適切であれば慈善募金活動

の方法として、ロータリーの名称および徽章の入った郵便切手、郵便消印

、あるいは郵便関連品目を提案するために、政府の交付機関と協力するこ

とができる。このプロジェクトは、下記の基準に適っていることを前提に

、徽章使用料を免除される。 

1. 郵便切手、消印、郵便関連品目は、政府の交付機関の発行するもので

なければならない。 

2. 起業的営利事業の関与があってはならない。 

3. 指定された地域内のガバナー全員がプロジェクトを承認しなければな

らない。 

4. 郵便関連品目は、知的所有権である標章の複製に関して RI の仕様にす

べて適っており、郵便関連品目および推進用資料（初回用記念版など

）の見本を事務総長に提出し承認を受けなければならない。 

5. 事務総長の指示の下、このプロジェクトの募金活動面からの収益が指

定地域内のクラブおよびロータリー財団に恩恵を与えるものとなるよ

う、収益の配分方式を定めるべきである。またこれは、指定地域のガ

バナーおよび事務総長の承認を受けなければならない  
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（2001 年 11 月理事会会合、決定 69 号）。 

 

出典：2001 年 11 月理事会会合、決定 69 号 

 

35.070.5. 情報カード 

RI は、ロータリーの標章が付されているかどうかにかかわりなく、ロー

タリークラブ、ロータリー地区、または他のロータリー組織のための情報

カードが被免許業者によって販売されること、あるいは（RI 免許契約の

定義通り）認可商品として販売されることを承認しない（1999 年 2 月理

事会会合、決定 196 号）。 

 

出典：1998 年 10 月理事会会合、決定 89 号。  

1999 年 8 月理事会会合、決定 60 号により確認 

 

引照 

37.030.4. インナーホイール 
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第 36 条   パートナーシップ（提携関係） 

 

36.010. 一般的な指針 

36.020. 戦略パートナー 

36.030. リソース・パートナー 

36.040. 奉仕パートナー 

36.050. プロジェクト・パートナー 

36.060. 団体の認証 

36.070. 組織全体のプロジェクト 

36.080. コラボレーション団体 

36.090. 他団体への RI 代表 

36.100. 他団体の会合出席のための招待状 

36.110. パートナーシップ提携のためのプロセス 

 

 

36.010. 一般的な指針 

国際ロータリーおよびロータリー財団は、ロータリーの奉仕の能力を増大

するようなパートナーシップを他団体と結ぶことを積極的に求める。パー

トナーシップには、戦略、リソース、奉仕、プロジェクトの四種類がある

。すべてのパートナー候補は、次のうち少なくとも一つに該当していなけ

ればならない。 

 

a)  戦略計画に沿う 

b)  一つ以上の重点分野に取り組む 

c)  好ましい公共イメージの機会をもたらす 

d)  新規の会員、寄付、またはプロジェクトのボランティアを引きつける 

 

パートナー候補はきわめて多岐にわたるため、ガイドラインは上記のみに

留まらない。すべてのパートナー候補は RI／ロータリー財団と契約を交

わすものとする。契約の内容は各件によって異なる。 
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ロータリーおよび／またはロータリー財団は、時には宗教的志向をその使

命に明記または示唆する団体とパートナーシップを結ぶことができるが、

このパートナーシップの結果として特定の宗教に関わる団体、活動、また

は見解を推進してはならない。宗教的志向をその使命に明記または示唆す

る団体とのパートナーシップ案はすべて、それが適切であることを確認す

るために、職員による慎重な調査（資金面での考慮および説明責任を含む

）、財団委員会による審査、および管理委員会と RI 理事会による承認を

経る。いかなるパートナーシップも、分析により協力関係がもはや適切で

はないと判断された場合、見直しおよび終結の可能性の対象となる。 

 

ロータリーはパートナー、その製品またはサービス、方針または立場を推

奨しない。パートナーシップは、パートナーの製品またはサービス、方針

または立場のロータリーによる推奨または承認を暗示しない。パートナー

シップは、ロータリーとのいかなる排他的取り決めも暗示しない。パート

ナーシップは、いかなるロータリーの活動、出版物、立場、または方針の

内容に対しても、パートナーによる支配または影響の許諾を暗示せず、合

同の取り組み、行事、または活動のために策定された取り決めの条項を超

えてパートナーの利益を高めるためにロータリーが影響力を行使すること

を暗示しない。推進資料および配布物には、製品またはサービス、方針ま

たは立場のロータリーによる推奨または承認を示唆するいかなる表現また

は意匠も使用することはできない。 

 

事務総長は、毎年第 2 回会合において、すべてのパートナーシップに関す

る年次報告を理事会および管理委員会に提出するものとする（2021 年 6

月理事会会合、決定 177 号）。 

 

出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 136 号。  

2014 年 10 月理事会会合、決定 34 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 54 号、2018 年 4

月理事会会合、決定 159 号、2021 年 6 月理事会会合、決定 177 号により改正 

 

36.010.1. 60.010.1. 評価の基準 

パートナーシップ案の審査は以下の点を考慮するべきである。 
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1. パートナー候補の使命、活動範囲、所在地、立場（RI の多様な会員組

織との適合性を含む） 

2. パートナー候補が奉仕の対象とする国または地域の数 

3. ロータリアンのコミュニティおよび一般社会におけるパートナー候補

の評判 

4. パートナー候補の社会的成功と財務的健全性 

5. パートナー候補が全面的かつ継続的に財務面と運営面で情報開示を行

う意思 

6. パートナーシップが RI および財団にもたらす財務的影響（運営費を含

む） 

7. パートナーシップが RI の公共イメージおよび認知度を高める可能性 

8. パートナーシップがクラブまたは地区のプロジェクトにもたらす影響 

9. パートナーシップが RI／ロータリー財団のプログラムにもたらす影響 

10. 戦略パートナー候補がクラブおよび地区へ提供する参加の度合、なら

びに参加が見込まれるロータリアンの人数 

11. 開示された利害の対立 

12. パートナー候補が意図している RI／ロータリー財団への認知 

RI／ロータリー財団は、以下に該当する他団体とパートナーシップを結ん

ではならないものとする。 

1. ロータリーの価値観と対立する 

2. 習慣性または危険性のある製品および活動を支援する 

3. パートナーシップの活動および結果を通じて、特定の政治的あるいは

宗教的見解を推進する 

4. パートナーシップの活動および結果を通じて、人種、民族、年齢、性

別、言語、宗教、政治的見解、性的志向、国や社会的な出身、所有物

、出生やその他の状況に応じて差別する。  



国際ロータリー章典 

2024年 10月 461 

（2018 年 4 月理事会会合、決定 159 号）。 

 

出典：2007 年 11 月理事会会合、決定 70 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号。  

2014 年 5 月理事会会合、決定 136 号、2018 年 4 月理事会会合、決定 159 号により改正 

 

36.010.2. 他団体に提供される特典 

すべてのパートナーは、段階的に以下の一つまたは複数の支援を受ける資

格を持つ。具体的な特典は各契約において定義される。 

1. RI ウェブサイトおよび「Rotary」誌と認可されたロータリー地域雑誌

を通じた宣伝 

2. 団体に関する情報をロータリアンと共有 

3. ロータリー章典第 57.110.7.項に従い、RI 国際大会でのブーススペース

申込みへの招待 

4. 設定された登録料およびガイドラインに基づく、RI 国際大会への出席

または参加の招待 

5. ロータリー章典第 34.030.15.項および／または RI／ロータリー財団と

パートナーとのライセンス契約の条件に則り、一つまたは複数のロー

タリー標章を使用する免許 

RI／ロータリー財団は以下のものをパートナーに一切提供しない。 

1. 会員または寄付者のデータ 

2. 他団体の募金活動への支援 

3. 他団体またはそのプログラムの推薦 

4. 他団体またはそのプログラムに参加または支援することを、ロータリ

ークラブや地区に代わって保証したり、確約したりすること  

（2019 年 1 月理事会会合、決定 80 号）。 

 

出典：2007 年 2 月理事会会合、決定 158 号。  

2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 68 号により改正 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 462 

 

36.010.3. 他団体との連絡 

国際ロータリーもしくはロータリー財団のいかなる役員も、適切な権限者

により承認されない限り、当組織を代表していかなる契約も結んではなら

ず、承認のない契約はいずれも無効とされるものとする。事務総長は、他

団体との協議を開始する責務を、役員、職員、その他の人に割り当てるこ

とができる。 

 

事務総長は、国際ロータリーとロータリー財団が国際レベルで関係を築き

、資金を得るために協力している個人、財団、企業、政府、その他の団体

の「no contact list」（連絡すべきではない団体のリスト）を維持する。

国際ロータリーとロータリー財団以外のいかなるロータリー組織の代表も

、プロジェクトのために資金や協力を得る目的で「no contact list」（連

絡すべきではない団体のリスト）に挙げられた団体に連絡したり、支援を

要請してはならない。この方針について例外を求める書面による要請は、

事務総長に提出しなければならない。事務総長は、RI 会長および財団管

理委員長に適宜相談した上で、要請者へ回答する。 

 

このことは、クラブ、地区、合同地区が、地元団体とのパートナーシップ

を築くことを禁じていると解釈すべきではない。むしろ、そういった地元

団体とのパートナーシップを築くことが奨励されている。ロータリーはパ

ートナー、その製品またはサービス、方針または立場を推奨しない。パー

トナーシップは、パートナーの製品またはサービス、方針または立場のロ

ータリーによる推奨または承認を暗示しない。パートナーシップは、ロー

タリーとのいかなる排他的取り決めも暗示しない。パートナーシップは、

いかなるロータリーの活動、出版物、立場、または方針の内容に対しても

、パートナーによる支配または影響の許諾を暗示せず、合同の取り組み、

行事、または活動のために策定された取り決めの条項を超えてパートナー

の利益を高めるためにロータリーが影響力を行使することを暗示しない。

推進資料および配布物には、製品またはサービス、方針または立場のロー
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タリーによる推奨または承認を示唆するいかなる表現または意匠も使用す

ることはできない。（2018 年 4 月理事会会合、決定 159 号）。 

 

出典：2007 年 2 月理事会会合、決定 158 号。  

2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号、2018 年 4 月理事会会合、決定 159 号により改正 

 

36.010.4. RI 役員の役職名の使用 

RI の現あるいは元役員は、他団体の公式の地位または一員であることと

関連させて、RI の役職名を使用したり、その公表を許可したりしてはな

らないものとする。ただし、RI 理事会の同意がある場合を除く。ロータ

リー財団の現あるいは元役員は、他団体の公式の地位または一員であるこ

とと関連させて、RI の役職名を使用したり、その公表を許可したりして

はならないものとする。ただし、財団管理委員会の同意がある場合を除く

（2007 年 2 月理事会会合、決定 158 号）。 

 

出典：規定審議会、80-102 号。2007 年 2 月理事会会合、決定 158 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号により改正 

 

36.010.5. 指針の改正 

他団体との連絡やパートナーシップに向けて RI とロータリー財団が統一

したアプローチを取ることができるよう、ロータリー章典第 35.010.節か

ら第 35.050.節、および、ロータリー財団章典第 1.060.節に定められてい

る他団体とのパートナーシップの指針に対する改正とその後の改正は、国

際ロータリー理事会とロータリー財団管理委員会の両方による承認を得た

場合にのみ有効となる。この指針は、ロータリー章典とロータリー財団章

典の両方に含まれるものとする（2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号）。 

 

出典：2007 年 2 月理事会会合、決定 158 号。  

2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号により改正 
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36.020. 戦略パートナー 

「戦略」パートナーシップは、国際ロータリーおよび／またはロータリー

財団と、非政府組織、政府機関、慈善財団、企業、または大学などの他団

体によって、ロータリークラブや地区によるプロジェクトを推進するため

に公式に結ばれる関係である。戦略パートナーシップは、双方の組織がか

なりの資金、専門知識／技術的スキル、アドボカシー、またはこれらの組

み合わせを注いでいる戦略計画を支えるための、大規模で複数年のプログ

ラムにおける関係である（2017 年 9 月理事会会合、決定 34 号）。 

 

出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号。  

2017 年 9 月理事会会合、決定 34 号により改正 

 

36.020.1. 戦略パートナーの提案 

事務総長は戦略パートナー候補を募る権限が与えられている。提案は、重

点分野または RI 戦略計画のいずれかに具体的に関連していなければなら

ない（2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号）。 

 

出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号 

 

36.020.2. 新規戦略パートナーの審査と承認 

新規戦略パートナーの提案は、RI 理事会とロータリー財団管理委員会の

両方により、あるいは両会を代行する執行委員会によって承認されなけれ

ばならない（2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号）。 

 

出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号 

 

 

36.030. リソース・パートナー 

リソース・パートナーシップとは、国際ロータリーおよび／またはロータ

リー財団とその他の団体（非政府組織、政府機関、慈善財団、企業、また

は大学）が結ぶ公式な関係である。リソース・パートナーシップは、国際

ロータリーまたはロータリー財団のプロジェクトや行事を支援するため、
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リソース（資金、現物、人材、技術的リソースを含む）の短期（3 年未満

）配分を提供する（2017 年 9 月理事会会合、決定 34 号）。 

 

出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号。  

2015 年 10 月理事会会合、決定 54 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 34 号により改正 

 

36.030.1. リソース・パートナーの提案 

事務総長は、国際ロータリーまたはロータリー財団のリソース・パートナ

ーとなる能力を有し、関心をもつ他団体を募る権限を有する。事務総長は

、理事会および管理委員会にこの取り組みについて定期的に最新情報を提

供する（2015 年 10 月理事会会合、決定 54 号）。 

 

出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号。  

2015 年 10 月理事会会合、決定 54 号により改正 

 

36.030.2. リソース・パートナーの承認 

リソース・パートナーの提案は、事務総長が承認することができる。リソ

ース・パートナーの承認の詳細報告書は、RI 理事会およびロータリー財

団管理委員会の両方に提供されるものとする（2022 年 10 月理事会会合、

決定 30 号）。 

 

出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号。  

2015 年 10 月理事会会合、決定 54 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 34 号、2021 年 6

月理事会会合、決定 177 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号により改正 

 

 

36.040. 奉仕パートナー 

「奉仕」パートナーシップは、国際ロータリーおよび／またはロータリー

財団と、非政府組織、政府機関、企業、または大学などの他団体によって

、地元、国内、国際的に、ロータリークラブや地区によるプロジェクトの

強化を目指して機会または専門知識を提供するため、公式に結ばれる関係

である。奉仕パートナーシップは、グローバル性、柔軟性、拡張性があり

、小規模なものから大規模なものまで、また短期から長期まで、幅広いも
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のとなる。奉仕パートナーはロータリー会員が行う人道的活動に、持続的

な地域社会への影響の増加、公共イメージと認知度の向上などの測定可能

な価値を加える。奉仕パートナー候補は、クラブと地区の両方またはいず

れか一方と、地元の、または国際的なプロジェクトの立案および実施を共

同で行った十分な経験を提示しなければならず、ロータリー会員との連携

について報告し、数値化する能力を有していなければならず、ロータリー

会員と直接プロジェクト実施を共同で行う能力を有していなければならな

い。奉仕パートナーは事務局からいかなる資金も受領しない。事務局の役

割はパートナーシップを管理し、ロータリアンのパートナーとの協力を推

進することである（2018 年 4 月理事会会合、決定 159 号）。 

 

出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号。  

2018 年 4 月理事会会合、決定 159 号により改正 

 

36.040.1. 奉仕パートナーの提案 

事務総長は、一つまたは複数の奉仕部門または重点分野におけるロータリ

ークラブまたは地区のプロジェクトを支援するため、新規奉仕パートナー

を募る権限が与えられている。事務総長は、奉仕パートナー候補となりう

る他団体に連絡する権限が与えられている（2011 年 9 月理事会会合、決

定 32 号）。 

 

出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号 

 

36.040.2. 奉仕パートナーの審査と承認 

事務総長は、RI 理事会およびロータリー財団管理委員会に代わって、1 年

以下の期間の奉仕パートナーの審査と承認を行う権限が与えられている。

1 年を超える奉仕パートナーシップは、RI 理事会とロータリー財団管理委

員会の両方により、あるいは両会を代行する執行委員会によって承認を得

て更新することができる（2021 年 6 月理事会会合、決定 177 号）。 

 

出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号。  

2014 年 5 月理事会会合、決定 136 号、2021 年 6 月理事会会合、決定 177 号により改正 
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36.050. プロジェクト・パートナー 

プロジェクト・パートナーシップは国際ロータリーおよび／またはロータ

リー財団とロータリー組織と提携関係にある別団体との間で結ばれる正式

な関係である。通常は、ロータリークラブ、地区、またはロータリアンが

開始または運営している独立非政府団体である。プロジェクト・パートナ

ーシップは、国際的で、柔軟性と拡張性があり、小規模なものから大規模

なものまで、また短期から長期まで幅広いものとできる。プロジェクト・

パートナーは、地域社会への持続可能なインパクトの増加や公共イメージ

と認知度の向上など、ロータリー会員によって実施される人道的活動に測

定可能な価値を付加する。プロジェクト・パートナー候補は、地元や海外

でのプロジェクトの計画と実施においてクラブや地区との協力に関する十

分な成功例を示し、ロータリー会員との連携を報告かつ数値化する能力を

有し、ロータリー会員と直接協力してプロジェクトを実施する能力を有し

ていなければならない。プロジェクト・パートナーシップは事務局から資

金を一切受領しない。事務局の役割はパートナーシップを管理し、ロータ

リー会員とパートナーとの関わりを推進することである。プロジェクト・

パートナーの活動は、RI ウェブサイトの専用ページを通じてクラブおよ

び地区に対して周知が図られる（2019 年 4 月理事会会合、決定 146 号）

。 

 

出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号。  

2019 年 4 月理事会会合、決定 146 号により改正 

 

36.050.1. プロジェクト･パートナーの提案 

事務総長は、国際ロータリーまたはロータリー財団のプロジェクトパート

ナーとなる能力を有し、関心をもつ他団体を募る権限を有する。ロータリ

アンからの募金を求めるプロジェクト・パートナーの提案には、奉仕の要

素が大きく含まれていなければならない（2011 年 9 月理事会会合、決定

32 号）。 

 

出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号 
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36.050.2. プロジェクト・パートナーの審査と承認 

事務総長は他団体にプロジェクト・パートナーの地位を認めることができ

る。ロータリアンからの寄付を求めるプロジェクト・パートナーは、RI

理事会およびロータリー財団管理委員会の両方の承認を得なければならな

い。プロジェクト・パートナーを代行するクラブまたは地区による勧誘は

、ロータリーの資料配布に関する方針を遵守するものとする（2011 年 9

月理事会会合、決定 32 号）。 

 

出典：2011 年 9 月理事会会合、決定 32 号 

 

 

36.060. 団体の認証 

団体の認証に関する指針は下記の通りである： 

1. 寄付の累積に応じて、連続した各レベルに達するたびに、団体が認証

を受けることができる。 

2. 法人、財団法人、政府機関、非政府団体、大学、研究所を含む団体か

らの寄付が総額 100,000 米ドル以上であり、それが協賛団体またはロ

ータリー関連団体ではなく、かつ個人の認証として認証されていない

ものについては、団体がロータリーの認証を受ける資格がある。世界

ポリオデーおよびロータリー国際大会の協賛団体（スポンサー）は、

協賛パッケージに従って権利と特典を受けるため、団体へのロータリ

ーの認証の対象には含まれない。 

3. 団体へのロータリーの認証として定められているレベルは以下の通り

である： 

レベル 1：100,000～249,999 米ドル 

レベル 2：250,000～499,999 米ドル 

レベル 3：500,000～999,999 米ドル 

レベル 4：1,000,000～2,499,999 米ドル 

レベル 5：2,500,000～4,999,999 米ドル 
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レベル 6：5,000,000 米ドル以上 

4. 各レベルに対して提案されている特典は、当該団体との交渉次第であ

る。 

（2018 年 10 月理事会会合、第 47 号）。 

 

出典：2018 年 10 月理事会会合、決定 47 号 

 

 

36.070. 組織全体のプロジェクト 

組織全体のプロジェクトとは、審議会の承認を受け、世界中すべてのクラ

ブの参加が奨励される、国際ロータリーとロータリー財団が開始するプロ

ジェクトとして定義される。ロータリー章典の第 40.040.1.項とロータリ

ー財団章典の第 60.060.節に記されているように、ポリオプラス・プログ

ラムが完了するまで、いかなる新しい組織全体のプロジェクトも検討され

ない（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：2007 年 2 月理事会会合、決定 158 号。  

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

 

36.080. コラボレーション団体 

国際ロータリーとロータリー財団の両方またはいずれか一方は、社会奉仕

および国際奉仕の活動を推進するためにロータリアンと協力する NGO、

政府機関、企業、または大学などのコラボレーション団体を承認している

。これらのコラボレーション団体は、地方および／または国際レベルでの

ロータリーおよびロータリアンの奉仕活動の経験に定評がある（2018 年

4 月理事会会合、決定 159 号）。 

 

出典：2018 年 4 月理事会会合、決定 159 号 
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36.090. 他団体への代表 

会長は、適宜、財団管理委員長と相談の上、RI またはロータリー財団が

協力関係を持つ団体への代表を務める経験豊富なロータリアンを任命する

ことができる。  

 

これらの代表は、関係の締結期間中、もしくは最高 3 年間（さらに 3 年間

の更新が可能）務めるものとする。  

 

代表は、協力団体、会長、財団管理委員長、事務総長の間のリエゾン（連

絡担当者）としての役割を果たし、要請があれば会合に出席し、関係の進

捗を随時確認し、協力関係に関連する RI とロータリー財団の方針、プロ

グラム、活動について協力団体と連絡を図る。  

 

代表は、最初のオリエンテーションと、責務を果たすために必要な場合に

は継続的に状況説明を受けるものとする。  

 

承認された予算内ならびに RI 方針に準拠した上で、経費の支払いを受け

るものとする。  

 

会長は、財団管理委員長と相談の上、適切であれば、いつでも代表を解任

できる（2007 年 2 月理事会会合、決定 158 号）。 

 

出典：2007 年 2 月理事会会合、決定 158 号 

 

 

36.100. 他団体の会合出席のための招待状 

事務総長は、他団体の会合出席のための RI またはロータリー財団への招

待状に対し、以下に照らして返答するものとする。 

1. プログラム情報が得られる可能性とロータリーの可視性の両方の点か

ら評価する。 
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2. 会合の行われる都市またはその近隣に居住し、その会合の主題に関連

するロータリーの活動について豊かな知識を持つ中央役員、RI 委員会

委員、その他のロータリーリーダーであるロータリアンを特定し、こ

の情報を会長、会長エレクト、会長ノミニー、ロータリー財団管理委

員長、ロータリー財団管理委員長エレクトのために作成されたデータ

ベースに含める。 

3. 会長および／またはロータリー財団管理委員長（適宜）と相談した上

で、ロータリアンを選び、その会合に出席して以下を行うよう要請す

る。 

a. 講演者かパネリストとしての具体的な役割を務めたり、RI とロー

タリー財団に代わって賞を受け取るために招待されたり、その他別

段に指示された場合を除き、ロータリーに関係する情報を収め、記

録しながら、オブザーバーとしての役目を務める。 

b. 会合後に報告書を作成して会長またはロータリー財団管理委員長に

提出する。会長またはロータリー財団管理委員長は事務総長を通し

てこれを該当する委員会委員長へ回付する。 

c. 招待状に記されている通り、会合への出席に関連して経費が生じた

場合、これが清算される。 

（2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 98 号。  

2007 年 2 月理事会会合、決定 158 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 280 号、2011 年 1

月理事会会合、決定 137 号により改正 

 

 

36.110. パートナーシップ提携のためのプロセス 

1. 各重点分野におけるニーズを特定する 

2. 各重点分野における戦略パートナー候補を集める 
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3. ロータリーに最適であると思われる団体について 1 回目の適正評価と

調査を実施する（1～2 週間） 

4. 「合格」した団体について、まだ他団体、ロータリアン、または管理

委員との連絡を取っていない場合は、連絡を開始する（1～3 カ月） 

5. 団体の詳細な適正評価および分析を実施し、パートナーシップの可能

性を図る（1 カ月） 

6. パートナーシップの機会を探る（2～3 カ月） 

7. 関係の範囲について交渉するため、管理委員による視察を手配する（

1～2 カ月） 

8. 視察の結果を、審査のため職員審査チームに提示する（1 カ月） 

9. 団体と戦略パートナーシップの概念に対する管理委員会および RI 理事

の承認を確保する（2～3 カ月） 

10. 覚書（MOU）を起草し、パートナーとの交渉を確定する（2～4 カ月

） 

11. 第 9 段階と並行して、ウェブおよび戦略パートナーシップ申請資料を

作成する（1～2 カ月） 

12. 関係の伝達と推進（1～2 カ月） 

13. 覚書に記載された活動を遂行する 

14. 監視、評価、調整を行う 

15. 関係を更新または終結する 

（2021 年 11 月理事会会合、決定 34 号）。 

 

出典：2014 年 10 月理事会会合、決定 64 号  

2021 年 6 月理事会会合、決定 177 号、2021 年 11 月理事会会合、決定 34 号により改正 
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第 37 条     協賛活動と協力活動のための RI の指針 

 

37.010. 会合、行事、プロジェクト、プログラムの協賛に関する指針 

37.020. 国連との協力 

37.030. 他団体およびグループとの協力 

 

 

37.010. RI 会合、行事、プロジェクト、プログラムの協賛に関する指針 

RI 会合、行事、プロジェクト、プログラムが、一部、事業法人や政府機

関による協賛を通じて支援されるものであるとの認識の下、理事会は、RI

会合、行事、プロジェクト、プログラムの協賛の受諾のための以下の規定

を採択した。 

1. 協賛は、イメージの向上、推進、資金調達、あるいはその他の方法で

、国際ロータリー、ロータリー財団、ロータリーのプロジェクト、お

よびロータリーのプログラムに利益をもたらす他団体との関係である

。大会や PETS 等のクラブと地区の行事は、協賛を受けることを許可

されるべきである。ただし、規定審議会は協賛の対象として容認され

ない。それぞれの協賛関係は、指定された期間内または協賛行事の終

了をもって終結すべきである。いかなるロータリーの行事においても

、適切なレベルの礼儀作法を守ることが重要である。 

2. RI は協賛者、その製品またはサービス、方針または立場を推奨しない

。協賛は、協賛者の製品またはサービス、方針または立場の RI による

推奨または承認を暗示しない。協賛は、RI とのいかなる排他的取り決

めも暗示しない。協賛は、いかなる RI の活動、出版物、立場、または

方針の内容に対しても、協賛者による支配または影響の許諾を暗示せ

ず、協賛行事、または活動のために策定された取り決めの条項を超え

て協賛者の利益を高めるために RI が影響力を行使することを暗示しな

い。推進資料および配布物には、製品またはサービス、方針または立

場の RI による推奨または承認を示唆するいかなる表現または意匠も使

用することはできない。 
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3. RI は以下の協賛を容認しない。 

a. ロータリーの倫理的および人道的価値観に反する。 

b. 人権について国際的に認められている基準を下げる。 

c. アルコール（特定の文化状況で不適切な場合）、煙草、賭博など習

慣性があるものや、銃、武器あるいは兵器などの（ただしこれに限

らない）危険な製品の使用を支援する。 

d. パートナーシップの活動および結果を通じて、特定の政治的あるい

は宗教的観点を推進する。 

e. パートナーシップの活動および結果を通じて、人種、民族、肌の色

、年齢、性別、言語、宗教、政治的見解、性的志向、国や社会的な

出身、所有物、出生やその他の状況に応じて差別する。  

f. 国際ロータリー、ロータリー財団、あるいは特定のロータリークラ

ブ、地区、その他のロータリー組織の自治、主体性、評判、財務的

健全性を損なう。 

g. 「ロータリーの目的」に適合しない活動内容に関係している。 

4. 上記の 3.c 項に加え、文化的に適切である場合は、国際大会のホスト

組織委員会はアルコール飲料会社を協賛者（スポンサー）として募る

ことができる。ただし、協賛関係の条件は施設使用契約においてアル

コール飲料の使用、販売、および宣伝に関する規制の対象となるもの

とすることを認識した上で行う。この協賛において、無料の配布であ

れ販売（募金の目的か否かに関わらず）であれ、商品とかかわる要素

がある場合、以下の指針が適用される： 

a. アルコール飲料のラベルに「誇りのシンボル」または簡易版ロータ

リーの歯車は含めないものとする。 

b. このような場合、事務総長は適切な代替ラベルデザインを作成し、

方針の第 57.010.1.項にならい、事務総長と共に国際大会の議長を

務める RI 会長（既知の場合）の承認に付すものとする。 
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5. RI 会合、行事、プロジェクトおよびプログラムの協賛においては、国

家間の事業慣行における文化的および法的な差異を可能な限り識別し

、また尊重すべきである。事業慣行が普遍的なものではないという認

識の下、特定の文化にふさわしい倫理的指針を作成、発行し、RI 会合

、行事、プロジェクト、プログラムでの協力関係を模索または受諾す

る責任者に対してこれを適用すべきである。 

6. いかなる協賛活動も、関連法を遵守しなければならない。 

7. 協賛より受領する収益あるいは拠出現物（その価値に関しては以下の

段落 7 を参照）は、RI および地元の組織団体の間の合意の内容に従う

ことにする。 

8. 協賛が、必要な RI 会合、行事、プロジェクト、またはプログラムの予

測収益の部に記載される場合には、協賛を意向する者（団体）により

書面での保証がなされるものとする。さらに、かかる書面による意向

書には、協賛者が支援に代わって何かを期待する場合、それは何かを

明記するものする。 

9. 現物拠出は、最も低額の適正市場価値において、協賛とみなされるも

のとする。 

10. 協賛の認知は、実際の会合、行事、プロジェクト、プログラムの実施

期間中に主に行われるものとし、当該会合、行事、プロジェクト、プ

ログラムの組織委員会が容認可能とみなす程度において、献辞や感謝

の表明、口頭によるお礼の言葉、会場内における標示などの形で行わ

れる。いかなる場合も、会合、行事、プロジェクト、プログラムの名

称、表題、またはロゴに、協賛者の名称を含めてはならないものとす

る。ロータリーの特定行事またはプロジェクトの協賛者は、「（協賛

者名）により提供される（ロータリー行事またはプロジェクトの名称

）」というような方法で提示することができる。 

11. RI または地元の組織団体のいずれが受理したかに関わりなく、すべて

の協賛活動の提案書は、国際大会を招集する会長（判明している場合

）、または国際協議会を招集する事務総長および会長エレクトと相談
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の上で事務総長の承認が必要とされるものとする。このような承認に

は、各協賛活動の提案書における以下の点が含まれる（ただし、これ

らに限定されるものではない）。 

a. 協賛者の適切性 

b. 協賛計画の種類 

c. 協賛関係の程度 

d. RI と地元組織団体の間での協賛の収益の配分 

e. 協賛の認知の種類 

12.  「公式協賛者の指定」：事務総長は「公式業者」としての指定を希望

する企業からの申請や入札を審査する。例えば、「公式」航空会社、

また適切であれば「公式」レンタカー会社やその他のサービスは、同

様の指定を受けることができる。競合する複数社からの申請や入札を

得た上で、提案書は事務総長が入手し、審査する。航空会社に関して

は、事務総長は、提案された価格だけでなく、収容人数、優待の無料

航空券、RI に提供される貨物輸送も考慮に入れる。 

 

「公式」サービス業者の選定は、国際大会関連活動に割り当てられた

事務総長直属の職員により推薦され、事務総長および国際大会の議長

を務める会長に承認されるべきである。入札手続における透明性も重

要である。 

13.  「独占的な協賛者の項目」：事前に地元の組織団体が RI に許可を求

め、許可が得られた場合を除き、RI は、長期的な同意と関係を持って

いるという理由で、航空会社と銀行／金融機関から協賛を求め、この

協賛を受ける独占的な権利を有する。 

14. 応急処置／医療協賛者：保険および損害賠償の要件を含むがこれに制

限されない RI の契約上の要件を協賛団体が満たせることを確認するた

め、応急処置／医療協賛者の具体的事項および詳細は、会合、行事、

プロジェクト、またはプログラムの少なくとも 3 カ月前に、国際大会
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を招集する会長（判明している場合）と相談の上、事務総長により承

認されなければならない。会合、行事、プロジェクト、またはプログ

ラムの 3 カ月前より後に事務総長に送付された応急処置／医療協賛者

は、検討の対象とならない。 

15. インターネット協賛者：協賛団体が、RI が行事において求めるインタ

ーネットサービスを提供できること、ならびに保険および損害賠償の

要件を含むがこれに制限されない RI の契約上の要件を満たせることを

確認するため、インターネット協賛者の具体的事項および詳細は、会

合、行事、プロジェクト、またはプログラムより少なくとも 3 カ月前

に、国際大会を招集する会長（判明している場合）と相談の上、事務

総長により承認されなければならない。会合、行事、プロジェクト、

またはプログラムの 3 カ月前より後に事務総長に送付されたインター

ネット協賛者は、検討の対象とならない。 

16. RI との各協賛関係は、指定された期間内または協賛される会合、行事

、プロジェクト、プログラムの終了とともに終結すべきである。 

17. 理事会の許可がある場合を除き、個々の会員のデータは、協賛活動の

目的のために使用されてはならず、また RI の管理下に置かなければな

らない。ただし、個々の会員データの閲覧許可の決定は、関連する法

的規制を含め、ロータリアン個人の権利を尊重しなければならない。

すべての協賛活動は、プライバシーに関するロータリーの声明（ロー

タリー章典第 26.080.節）に従わなければならない。 

18. ここに規定されている協賛目的のためにロータリー標章が使用される

場合はすべて、「他団体によるロータリー標章の使用に関する RI およ

びロータリー財団の指針」（ロータリー章典第 34.030.15.項）に則っ

て使用されなければならない。これらの指針は、RI または地元組織団

体と協賛者の間において結ばれる契約に添付され、また盛り込まれな

ければならない。 

（2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号）。 
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出典：1998 年 10 月理事会会合、決定 86 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 70 号、

2008 年 11 月理事会会合、決定 81 号。 

1999 年 2 月理事会会合、決定 237 号、2000 年 8 月理事会会合、決定 64 号、2001 年 11

月理事会会合、決定 71 号、2002 年 2 月理事会会合、決定 213 号、2012 年 1 月理事会会

合、決定 201 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 52 号、2014 年 5 月理事会会合、決定

136 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 96 号、

2017 年 6 月理事会会合、決定 172 号、2018 年 4 月理事会会合、決定 159 号、2019 年

10 月理事会会合、決定 61 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 62 号、2020 年 1 月理事

会会合、決定 85 号、2020 年 9 月理事会会合、決定 23 号、2021 年 1 月理事会会合、決

定 84 号により改正 

 

引照 

34.030.15. 他団体によるロータリー標章の使用に関する RI とロータリ

ー財団の指針 

36.010.1. パートナーシップの提案の評価基準 

69.060.1. 他の団体への寄付と支援 

 

 

37.020. 国連との協力 

国際ロータリーは、国連経済社会理事会の諮問機関としての最高の地位（

第 1 部門）を保っている。 

 

37.020.1. ロータリーと国連 

ロータリアンは、世界平和の促進に向けての国連の活動に精通するよう奨

励されている（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1952 年 1 月理事会会合、決定 98 号、1982 年 6 月理事会会合、決定 393 号  

 

37.020.2. 国連およびその諸機関における加盟 

RI は、国連に関連するいかなる機関またはその専門機関にも加盟しない

ものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1948 年 7 月理事会会合、決定 28 号 
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37.020.3. 国連への RI 主要代表と補欠代表に対する支援 

3 カ所の国連事務局への RI 主要代表と補欠代表は、可能な限り最善のオ

リエンテーション、および名刺や便箋といった基本的なツールを含め、最

低限の支援を受けるべきである。RI は、適切な請求書が受理されれば、

毎年認められた経費の弁済を行うものとする（2007 年 6 月理事会会合、

決定 278 号）。 

 

出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 138 号。 

2007 年 6 月理事会会合、決定 278 号により改正 

 

37.020.4. 国連への RI 代表のためのオリエンテーション 

公式の RI 代表は、エバンストンの RI 世界本部への訪問、および会長の招

待があったときには国際協議会もしくは国際大会といった会合に参加する

ことによって、幅広い継続的なオリエンテーションと指導を受けるべきで

ある。また、エバンストンの国連関係（非政府組織を含む）の担当職員と

協力し、運営手続および報告の仕組みを確立し、世界的な定評をもつ奉仕

団体として RI がプログラムを推進し、国連およびその機関における可視

性を高めるための機会を特定するとともに、各国政府、世界のリーダー、

および一般の人びとに対するロータリーのイメージを向上させるべきであ

る（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1992 年 6 月理事会会合、決定 350 号、1993 年 3 月理事会会合、決定 196 号 

 

37.020.5. 国連への RI 代表の職務権限 

主要な代表は、担当を指定された組織についての関心と専門知識を有する

経験豊かなロータリアンとし、その組織の事務局の近隣に居住するものと

する。 

 

代表は会長によって 1 年任期で任命され、最長 3 年まで務めることができ

る。主要代表は、最初およびその後も継続的に、責務、指定された組織ま
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たは機関の運営と方針、RI とその財団のプログラムと活動に関するオリ

エンテーションと研修を受けるものとする。 

 

主要代表は、会合への出席、RI プログラムおよび広報目標の達成度、指

定された組織または機関および非政府組織（NGO）との接触を通じて RI

の可視性を高める機会に関して、事務総長に定期的に報告を行うものとす

る。 

 

代表は、指定された組織または機関およびその他の非政府組織を観察し、

RI の使命と活動に関連する事柄を RI へ伝えるものとする。代表は、RI の

方針およびプログラムを設定あるいは変更する権限はないものとするが、

公式のロータリー資料に反映された通り、あるいは理事会、会長、事務総

長により作成、承認されている通りに、既定の方針、プログラム、活動を

伝えるべきである。 

 

承認されている予算の枠内において、代表は、RI と指定された組織また

は機関との間の連絡（コミュニケーション）を助長するための活動を行う

ものとする。これらの活動は、会長により許可され、また事務総長により

調整されなければならない（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1994 年 3 月理事会会合、決定 201 号 

 

37.020.6. 国連への RI 補欠代表の職務権限 

補欠代表は、指定された組織について関心と専門知識を有する経験豊かな

ロータリアンとし、この組織の事務局の近隣に居住しているものとする。 

 

会長の要請より、補欠代表は、主要代表の任命と一致し、任期をずらした

少なくとも 3 年任期でニューヨークおよびジュネーブの両都市において任

命されることができ、最初およびその後も継続的に責務に関するオリエン

テーションと研修を受けるものとする。 
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任務の要請があった場合、補欠代表は、主要代表から指示を受け、会議へ

の出席、RI プログラムと広報の目標の達成状況、および国連システムや

他の非政府組織（NGO）との連絡を通じて RI の可視性を高める機会に関

し、主要代表に定期的に報告を行うものとする。補欠代表は、RI の方針

やプログラムを定めたり変更したりする権限はないものとするが、公式の

ロータリー資料に記された、あるいは理事会や会長や事務総長により作成

され、承認された通りに、所定の方針、プログラム、活動について伝える

べきである（1999 年 2 月理事会会合、決定 196 号）。 

 

出典：1994 年 3 月理事会会合、決定 201 号。 

1998 年 10 月理事会会合、決定 140 号により改正 

 

37.020.7. 国連へのボランティア代表 

会長は、他の場所にある国連機関に適任のボランティア代表を任命するも

のとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1991 年 11 月理事会会合、決定 140 号  

 

37.020.8. 国連との協力活動の広報 

事務総長は、国連とその機関、および RI の国連代表の活動について、「

Rotary」誌および認可されたロータリー地域雑誌に定期的に記事が掲載さ

れるよう調整を行うものとする（2019 年 1 月理事会会合、決定 80 号）。 

 

出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 138 号。  

2018 年 10 月理事会会合、決定 68 号、2019 年 1 月理事会会合、決定 80 号により改正 

 

37.020.9. クラブと国連との協力活動 

すべてのクラブは、国連協会の地元支部および国連や国連機関の地元事務

局と協力して活動する機会を模索すべきである。ただし、RI の定款と細

則に反しないことを条件とする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）

。 

 

出典：1991 年 11 月理事会会合、決定 140 号 
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37.030. 他団体およびグループとの協力 

 

37.030.1. 国連および他団体への RI 代表 

国連機関と非政府組織へ RI 代表を送るシステムは、以下の団体を含む。 

1. 国連本部（米国ニューヨーク） 

2. 国連ジュネーブ事務所（スイス） 

3. アフリカ開発銀行 

4. アジア開発銀行 

5. 国連教育科学文化機関（フランス、パリ） 

6. 国連環境計画（ケニア、ナイロビ） 

7. 国連食糧農業機関（イタリア、ローマ） 

8. 国連世界食糧計画（イタリア、ローマ） 

9. 世界銀行（米国、ワシントン D.C.） 

10. 米州機構（米国、ワシントン D.C.） 

11. アフリカ連合（エチオピア、アディスアベバ） 

12. 国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（チリ、サンティアゴ） 

13. 国連アフリカ経済委員会（エチオピア、アディスアベバ） 

14. 国連国際農業開発基金（イタリア、ローマ） 

15. 欧州連合 

16. アラブ諸国連盟 

17. 英連邦 

18. 経済協力開発機構 
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会長は、本章典の第 36.090.節において理事会の定めた指針に従い、これ

らの団体への代表となる資格を有するロータリアンを任命することを検討

すべきである。 

 

他団体への RI 代表は、可能な限り最善のオリエンテーション、および名

刺や便箋といった基本的なツールを含め、最低限の支援を受けるべきであ

る。RI は、適切な請求書が受理されれば、毎年認められた経費の弁済を

行うものとする 

 

RI 会長は、若者の代表としてローターアクターを適宜任命することがで

きる（2020 年 9 月理事会会合、決定 23 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 243 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 278 号。  

2007 年 11 月理事会会合、決定 118 号、2008 年 1 月理事会会合、決定 142 号、2012 年

10 月理事会会合、決定 124 号、2013 年 1 月理事会会合、決定 140 号、2020 年 4 月理事

会会合、決定 146 号により改正 

 

37.030.2. RI 代表ネットワーク長 

RI 代表ネットワーク長は、国連および他団体への RI 代表の認定されたリ

ーダーであり専門家である。ネットワーク長は、代表のための顧問として

、また国連および他団体に対してより大きなロータリー世界の擁護者とし

ての役目を務める。 

 

RI 会長は毎年、ネットワーク長を任命するものとする。この役職への候

補者は、国連または他団体への既存のロータリー代表に限られる。 

 

事務総長は、国連または他団体への RI 代表と協力してネットワーク長を

支援するものとし、この役職に関連する旅行費用を適切に支給するものと

する（2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号）。 

 

出典：2013 年 1 月理事会会合、決定 175 号。  

2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号により改正 
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37.030.3. 欧州評議会 

欧州評議会の諮問的な地位にある国際ロータリーは、特定の地域組織や計

画を支持していると解釈されてはならず、むしろ、国際理解、親善、およ

び平和の目標を追求していると解釈されるものである。 

 

適切であれば、会長は、欧州評議会への RI 代表を務めるパストガバナー

またはそれより高位にあるロータリアンを任命し、この代表は、国連連絡

諮問委員会、同等の委員会、または事務総長のいずれかを通して報告を行

うものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1992 年 11 月理事会会合、決定 97 号  

 

37.030.4. インナーホイール 

RI とインナーホイールは、同じ奉仕目標を共有するが、両者は別個の団

体であり、正式な提携関係はない。 

 

事務総長は、RI 徽章を保護するための RI の義務に基づき、その徽章につ

いて国際インナーホイールとの合意書を維持するものとする（2011 年 9

月理事会会合、決定 34 号）。 

 

出典：1991 年 7 月理事会会合、決定 54 号。  

2000 年 5 月理事会会合、決定 410 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 34 号により改正 

 

37.030.5. プロバスクラブ 

ロータリークラブは、RI に費用の負担をかけることなく、有意義な社会

奉仕活動としてプロバスクラブを結成し、支援することができる。プロバ

スは、国際ロータリーのプログラムではない。適切な場合、事務総長は、

現在発行されている RI 出版物を通じてプロバスクラブに関する情報をロ

ータリークラブに提供するものとする。事務総長は、プロバスクラブを後

援することに関心のあるクラブを、その地域のプロバスセンターに紹介す

るものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 
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出典：1989 年 5 月理事会会合、決定 326 号、1992 年 3 月理事会会合、決定 221 号、

1994 年 3 月理事会会合、決定 171 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 103 号 

 

37.030.6. 元ロータリアンのグループ 

知己と親睦を推進し、人びとへの奉仕に対する個人的関心を深める目的で

結成された元ロータリアンのグループは、好意的にみなされている。そう

したこのようなグループの設立に対しては何の異論もない。ただし、以下

の通りに結成され、機能することを条件とする。 

1. 元ロータリアンのグループの結成は、関心をもつ元ロータリアンによ

って行われるものとする。 

2. グループは、その入会の資格と条件を確認する方法を決め、また、現

クラブ会員やロータリアンとなったことのない人びとをメンバーとし

て含めないようにするものとする。 

3. グループのメンバーは、個人的に、またグループの名称において、自

分たちを「前ロータリアン」あるいは「元ロータリアン」と称するこ

とができる。 

4. グループは、その名称または出版物において、「ロータリー」、「ロ

ータリークラブ」、「ロータリアン」（上記で規定された場合を除く

）、「国際ロータリー」という語を使用しないものとし、また、グル

ープまたは個々のメンバーはロータリー徽章や修正された徽章、ある

いはその他類似した徽章を使用してはならないものとする。 

5. グループが RI の加盟クラブであるとか、その他の方法で正式な RI の

一部であるとか、RI に正式に認証されているといったことは、直接的

にも間接的にも示唆してはならない。 

6. グループの目的は、そのメンバーの間で知己と親睦を深めること、お

よび奉仕活動への参加の機会を提供することであるとし、そのプログ

ラムと活動は、この目的に沿うものとする。 
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7. グループは、政治的主題または RI とその加盟クラブの組織や運営、機

能に関して、いかなる団体活動または団体としても意見を表明しない

ものとする。 

8. グループはいかなる事柄についても、ロータリークラブやロータリア

ンに資料を配布してはならない。 

9. グループのメンバーは、ロータリークラブの会合や RI の会合に出席す

る権利を本来的に持つものではなく、RI とその役員、ロータリークラ

ブとその役員、ならびに RI の出版物を使用する権利を持たない。 

10. RI は元ロータリアンのグループに資金的援助を提供せず、また、グル

ープは RI とその加盟クラブに資金的援助を求めないものとする。 

11. グループの会合は、ロータリアンの例会欠席のメークアップとはなら

ないものとする。 

12. 元ロータリアンは前述の手順と条件に沿ってグループを結成するよう

奨励されている。ただし、このような奨励は、かかるグループのスポ

ンサーや正式な認証を意味するものではない 

（2020 年 1 月理事会会合、決定 99 号）。 

 

出典：1965 年 5 月理事会会合、決定 247 号。  

2020 年 1 月理事会会合、決定 99 号により改正 
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第 38 条     区域、地域、およびセクション単位グループ 

 

38.010. 区域単位－RIBI 

38.020. 管理上の単位の制限 

 

 

38.010. 区域単位－RIBI 

 

38.010. RI と RIBI の関係 

RI は、RIBI が RI 内の管理上の単独区域単位として運営することを許可す

る 1927 年大会の決議の完全性を十分に認識かつ尊重し、今後もそうし続

ける。ただし、RIBI の一般審議会またはグレートブリテンおよびアイル

ランド内の加盟クラブの過半数が RIBI の区域単位の解散または修正を要

請する場合は、この限りではない。（1998 年 6 月理事会会合、決定 348

号）。 

 

出典：1984 年 11 月理事会会合、決定 60 号 

 

38.010.2. RIBI 役員の国際協議会および国際大会への出席 

RIBI の役員および役員ノミニーは、RI が出席の経費を負担しない公式参

加者として国際協議会および国際大会へ出席する権限を有する（2011 年

1 月理事会会合、決定 117 号）。 

 

出典：1984 年 11 月理事会会合、決定 60 号。 

2011 年 1 月理事会会合、決定 117 号により改正。1992 年 3 月理事会会合、決定 218 号

により確認 
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38.020. 管理上の単位の制限 

RIBI 区域単位に等しい、あるいは類似した運営組織または特定の地理的

地域の追加を検討することは、RI にとって得策ではない（1998 年 6 月理

事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1984 年 11 月理事会会合、決定 60 号 
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第 5 章プログラム 

 

条項 

第 40 条 一般規定 

第 41 条 ロータリーのプログラム 

第 42 条 世界ネットワーク活動グループ 

第 43 条 RI の表彰 

第 44 条 ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織、および他

団体 

 

 

第 40 条     一般規定 

 

40.010. ロータリープログラムの定義 

40.020. 評価 

40.030. 提案されたプログラムの評価と実施 

40.040. RI の組織全体のプロジェクト 

40.050. ロータリーの学友 

40.060. ロータリー推奨プログラム 

 

 

40.010. ロータリープログラムの定義 

ロータリーのプログラムとは、事務総長が支援し、ロータリアン、ロータ

ーアクター、およびその他の参加者にサービスを提供するための一連のリ

ソースと活動と定義される。 

 

40.010.1. ロータリーのプログラムと世界ネットワーク活動グループ 

以下のロータリープログラムは RI 理事会がクラブと地区のために認定し

ている組織的な活動である。 

• インターアクト 
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• 新世代交換 

• ロータリー地域社会共同隊 

• ロータリー友情交換 

• ロータリー青少年交換 

• ロータリー青少年指導者養成プログラム 

• ロータリー行動グループ 

• ロータリー親睦活動 

（2023 年 5 月理事会会合、決定 138 号）。 

 

出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 61 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。  

2001 年 6 月理事会会|合、決定 394 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年

10 月理事会会合、決定 57 号、2020 年 9 月理事会会合、決定 23 号、2023 年 4 月理事会

会合、決定 111 号、2023 年 5 月理事会会合、決定 138 号により改正 

 

40.010.2. プログラム参加者の定義 

プログラム参加者とは、以下を含む RI およびロータリー財団のプログラ

ムに現在参加している人を指す。 

• インターアクト 

• ロータリー行動グループ 

• ロータリー地域社会共同隊 

• ロータリー親睦活動 

• ロータリー友情交換 

• ロータリー青少年交換 

• ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA） 

• ロータリー平和フェローシップ 

• グローバル補助金奨学金  

• 職業研修チーム（メンバーとリーダー） 

• 地区補助金による奨学金  

• 新世代交換 
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（2023 年 5 月理事会会合、決定 138 号）。 

 

出典：2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号。  

2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2023 年 5 月理事会会合、決定 138 号により改正 

 

 

40.020. 評価 

 

40.020.1. 戦略的整合性の評価 

運営審査委員会は、プログラムがロータリーの戦略計画と整合性があるか

どうかを判断するために、評価枠組みを監督する主たる責任を負う。 

 

戦略的整合性評価は、次のプロセスを通じて実施される。 

1. すべてのロータリープログラムの目録を作成し、事務総長が管理する

。 

2. 事務総長は、戦略的整合性評価のために検討されているプログラムを

特定し、理事会と管理委員会に通知する。 

3. 事務総長は、選ばれたプログラムに関する背景情報資料を作成し、運

営審査委員会、選ばれた職員、および必要に応じて他の委員会による

審査および意見を求める。 

4. 背景情報資料を使用して、プログラムは運営審査委員会、選ばれた職

員、および必要に応じて他の委員会によって評価される。戦略的整合

性評価アンケート調査では、以下の三つの側面に基づいてプログラム

を採点するよう評価者に求める。 

a. プログラムの魅力 

b. 競合における位置付け 

c. 市場における代替対応策 
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5. 運営審査委員会は評価の結果を審査し、ロータリー戦略計画との戦略

的整合性またはその欠如について理事会または管理委員会に推奨を行

う。 

6. 戦略的整合性またはその欠如に関する理事会または管理委員会の決定

に基づいて、事務総長は評価アンケート調査の結果を使用して、プロ

グラム支援の増加、プログラム支援の減少、プログラム支援の廃止、

または支援の変更なしといった管理運営上の措置を講じる。  

7. 事務総長は、戦略的整合性評価に関連する活動について、少なくとも

年に 1 回は理事会に報告する 

（2023 年 4 月理事会会合、決定 111 号）。 

 

出典：2017 年 6 月理事会会合、決定 155 号。  

2021 年 4 月理事会会合、決定 144 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 111 号により改正 

 

40.020.2. プログラムの評価 

すべてのロータリープログラムは、事務総長が定める頻度で、少なくとも

5 年に 1 回は定期的に評価されるものとする。事務総長は、以下を考慮し

、適切な評価基準を決定するものとする。 

1. 意図された目的および目標 

2. 組織全体、多地区、地区、およびクラブレベルでの投資見返り 

3. 戦略計画および重点分野との一致 

4. 地区およびクラブによる参加 

5. 会員増強 

6. ロータリーの公共イメージ 

（2023 年 5 月理事会会合、決定 138 号）。 

 

出典：1993 年 3 月理事会会合、決定 187 号、1999 年 8 月理事会会合、決定 61 号。  

2008 年 11 月理事会会合、決定 58 号。2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2023 年 4

月理事会会合、決定 111 号、2023 年 5 月理事会会合、決定 138 号により改正 
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2000 年 5 月理事会会合、決定 404 号により確認 

 

 

40.030. 提案されたロータリープログラムの評価と実施 

事務総長、理事会、管理委員会、または RI／財団委員会の委員長（運営

審査委員長を除く）は、運営審査委員会に初回の戦略的整合性審査の対象

とするプログラムまたは提供物をいつでも提案することができる。 

 

理事会と管理委員会は、次の場合にのみ、新しいロータリープログラムの

採択を検討することができる。 

1. 新しいプログラムがロータリーの戦略計画に沿っている場合 

2. 同様の費用の現行プログラムが廃止または縮小された場合 

3. 期待される結果に照らして実際の結果を評価するために、理事会が、

成功の測定基準を明確に決めた上で、期待される具体的結果を特定し

た場合 

4. 新しいプログラムの目的と効果を詳しく説明し、プログラムを成功裏

に立ち上げるために必要な事項を記した詳細なプログラム趣意書を、

提案されるプログラムの提唱者が提出した場合 

5. 新しいプログラムの導入前に適切な計画と準備を行う十分な時間があ

る場合 

6. プログラムの初めの数年間に、プログラムを支える十分な職員と資金

がある場合 

7. まずは 3 年間の試験的プログラムとして採択し、その後事務総長がプ

ログラムの詳細な評価書を理事会に提出した上で、継続するか否かが

決定される場合 

（2023 年 4 月理事会会合、決定 111 号）。 

 

出典：1992 年 6 月理事会会合、決定 337 号、1999 年 8 月理事会会合、決定 61 号。  
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2015 年 10 月理事会会合、決定 50 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2023 年 4

月理事会会合、決定 111 号により改正 

 

40.030.1. 提案されたプログラムの戦略的整合性評価 

理事会または管理委員会が新しいロータリープログラムを採択する前に、

運営審査委員会は、ロータリーの戦略計画との整合性を判断するために提

案されたプログラムの評価を実施する。提案されたプログラムの戦略的整

合性評価は、次のプロセスを通じて実施される。 

1. 提案されたプログラムの提唱者は、運用審査委員会、選ばれた職員、

および必要に応じて他の委員会からの審査結果と意見を含む背景情報

資料を作成する 

2. 背景情報資料を使用して、提案されたプログラムは、運営審査委員会

、選ばれた職員、および必要に応じて各委員会の委員長によって評価

される。戦略的整合性評価では、以下の三つの側面に基づいて提案さ

れたプログラムを採点するよう評価者に求める。 

a. プログラムの魅力 

b. 競合における位置付け 

c. 市場における代替対応策 

3. 運営審査委員会は評価の結果を審査し、提案されたプログラムのロー

タリー戦略計画との戦略的整合性またはその欠如を認めるよう理事会

または管理委員会に推奨を行う 

（2023 年 4 月理事会会合、決定 111 号）。 

 

出典：1969 年 1 月理事会会合、決定 142 号、1993 年 3 月理事会会合、決定 187 号。  

1999 年 8 月理事会会合、決定 61 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 50 号、2017 年 1

月理事会会合、決定 87 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 111 により改正 

 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 495 

40.030.2. 新規プログラムの採択 

現行のロータリー年度以降も継続して人的または財政的リソースを必要と

する新しいプログラムの創出に関するすべての決定は、採択時に以下の点

を明確にしなければならない。 

1. 定められた 3 年の試行・評価期間 

2. 試行・評価期間にロータリーのリソースに対して予想される影響 

3. プログラムの成否を判定する基準 

4. 中間評価および理事会への報告の日程 

5. 最終評価日。この最終評価の後に理事会または管理委員会は、永続的

プログラムとして採択する、プログラムを終結する、または必要に応

じて試行および評価期間を延長することができる。 

理事会または管理委員会が採択または延長しない場合、プログラムは試行

および評価期間の終了時に終結する（2023 年 4 月理事会会合、決定 111

号）。 

 

出典：2017 年 6 月理事会会合、決定 155 号。  

2023 年 4 月理事会会合、決定 111 号により改正 

 

 

40.040. RI の組織全体のプロジェクト 

ポリオプラス･プログラムが成功裏に完了するまで、いかなる他の組織全

体のプロジェクトも検討されない（2023 年 4 月理事会会合、決定 111 号

）。 

 

出典：1997 年 7 月理事会会合、決定 36 号。  

2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 111 号により改正 

 

 

40.050. ロータリーの学友 
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40.050.1. ロータリー学友の定義 

ロータリー学友はロータリーファミリーの貴重な一員である。学友は、ロ

ータリーの価値観を共有し、ロータリープログラムの元参加者として際立

つ存在である。ロータリー学友とは、以下を含む（ただしこれに限らない

）各種プログラムを通じてロータリーに参加した経験のある人を指す。  

 

• インターアクト  

• ローターアクト 

• ロータリー青少年交換 

• ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA） 

• ロータリー平和フェローシップ 

• グローバル補助金奨学金  

• 職業研修チーム（メンバーとリーダー） 

• 地区補助金による奨学金  

• 新世代交換 

• 個人に補助金／奨学金を授与する、以下のようなロータリー財団の旧

プログラム： 

o 国際親善奨学金 

o 大学教員のための補助金 

o 研究グループ交換 

o ロータリーボランティア 

（2014 年 10 月理事会会合、決定 38 号）。 

 

出典：2014 年 1 月理事会会合、決定 89 号 

2014 年 10 月理事会会合、決定 38 号により改正 

 

40.050.2. 学友関係活動 

地区は、地区内の学友との関係を深め、学友の参加したプログラムの所期

の目標を達成するために、次の事項の実行を検討することが奨励されてい

る。 
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1. 帰国次第すべての学友を正式に歓迎する。 

2. 帰国したロータリー学友が、プログラムの指針で義務づけられた通り

に、主に派遣地区で行う必要のあるスピーチを完了するよう計らう。 

3. ロータリー学友会に入会するよう、または近隣地域に学友会が存在し

ない場合は新たに学友会を設立するよう、学友に奨励する。 

4. ロータリーのプロジェクトに参加するようロータリー学友に奨励する

。 

5. 適切な出版物にロータリー学友の活動に関する記事が掲載されるよう

手配する。 

6. ロータリー学友を地区大会に招待する。 

7. 年次夕食会やほかの行事にロータリー学友を招待する。 

8. ロータリー学友の同窓会を定期的に開催する。 

9. ロータリー学友に関する最新の記録を常に保つ。 

10. 学友をロータリークラブ入会候補者とみなす。 

11. 適切であれば、ロータリー学友に財団への寄付をお願いする。 

12. 派遣されるプログラム参加者の募集と選考手続きに、ロータリー学友

に参加してもらう。 

13. これから海外に旅立つプログラム参加者のためのオリエンテーション

プログラムに、ロータリー学友に参加してもらう。 

14. 特別な地区行事やクラブ行事への出席または講演をロータリー学友に

依頼する。 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正 
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40.050.3. ロータリー学友会 

ロータリー学友会は、奉仕と親睦を追求するために結成されるグループで

ある。学友会の主な目的は、国際ロータリーおよびロータリー財団との共

通の絆を共有する人びとが、友情、親睦、奉仕を深めることであるものと

する。ロータリー学友会は、財政面、運営管理面、またその他の面におい

ても、自立していなければならない。 

 

ロータリー学友会が果たすべき目的として以下の項目が承認されている。 

1. ロータリークラブの潜在的な入会候補者となること。 

2. ロータリープログラムへの支援を提供すること。例えば、これから海

外に旅立つ、または帰国するプログラム参加者のためのオリエンテー

ションや相談、社会奉仕プロジェクトでの協力、または必要に応じて

同様のプロジェクトを開始することなどがある。 

3. ロータリークラブと地区、さらにロータリー以外の地元グループのた

めにスピーチやプログラムを提供すること。 

4. 国際親善の醸成と維持を援助すること。 

5. ロータリープログラムの潜在的な寄付者となること。 

6. 卓越した人びとのグループとしての誇りと一体感を育むこと 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号。 

2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正 

 

40.050.4. ロータリー学友会の加盟基準およびロータリー学友会の条件 

事務総長は、ロータリー学友会を認定する権限がある。ロータリー学友会

の活動は、国際ロータリー／ロータリー財団から独立して運営されなけれ

ばならないが、ロータリー章典第 34 条に定められたロータリー標章の使

用に関わる方針を含め、国際ロータリー／ロータリー財団の方針に従わな

ければならない。このような会は、さまざまな RI およびロータリー財団
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の学友を含むことも、元青少年交換学生のグループである ROTEX のよう

に一つのプログラムの学友に限定することもできる。宗教的または政治的

な信条または活動、健康や安全に悪影響を与える主題、「ロータリーの目

的」または国際ロータリー／ロータリー財団の全般的方針およびプログラ

ムと調和しない主題を推進したり、そのような活動に参加したりするため

に、ロータリー学友会を結成または利用することはできない。 

 

ロータリー学友会は、それが準拠する文書（加盟認定状、定款、細則また

はそれに準ずる文書）を持つものとし、その文書は RI／ロータリー財団

の方針に従ったものでなければならない。準拠するすべての文書とその改

正事項は、事務総長によって審査、承認されなければならない。ロータリ

ー学友会は少なくとも 2 名の役員をもって構成され、その 1 名は委員長（

会長またはその他の管理最高責任者）となるものとする。ロータリー学友

会には、学友会が準拠する文書に定められた会員基準を満たすすべての人

が入会できるものとする。ロータリー学友会は会費を課すことができる 

 

新しいロータリー学友会の申請は、事務総長により審査されるものとする

。 

 

ロータリー学友ネットワークに加盟したロータリー学友会として認定され

るには、学友会は次を満たしていなければならない。 

1. プログラム参加者、ロータリー学友、ボランティアのグループである

こと。 

2. RI／ロータリー財団の方針に従って結成されていること。 

3. ロータリー学友会加盟申請書を記入し、適切な署名をし、事務総長に

よる審査のため提出すること。 

4. ロータリー章典第 34.040.13.項に記載されたロータリー組織によるロ

ータリー標章の使用に関わる RI の方針に従うこと。 

事務総長による加盟申請書の審査と承認の後、RI は、この学友会が認定

されたことを証明する加盟認定状をロータリー学友会に発行する。 
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RI／ロータリー財団によるロータリー学友会の認定は、RI／ロータリー財

団、地区またはクラブに、法的、財政的、あるいはその他の義務または責

任があることを意味するものではない。ロータリー学友会は、RI／ロータ

リー財団を代行したり、代表したり、または RI／ロータリー財団の代理

として行動する権限があることを暗示することはできない。ロータリー学

友会は RI／ロータリー財団の代理機関ではない。ロータリー学友会は、

財政面、運営管理面、またその他の面においても、自立していなければな

らない。ロータリー学友会は、いかなる国においても当該国の法律に違反

して存在したり、活動したりしてはならない。個々のロータリー学友会に

RI の保険は適用されないため、各自でリスクを想定し、必要に応じて保

険に加入しておくことが奨励されている（2019 年 10 月理事会会合、決定

29 号）。 

 

出典：2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号、2019 年 10

月理事会会合、決定 29 号により改正 

 

40.050.5. ロータリー学友会の出版物への記述 

ロータリー学友会のニュースレター、出版物、パンフレット、ウェブサイ

トには、次の趣旨を示した文章を明確に表示しなければならない。「“ロ

ータリー”および“ロータリー財団”は国際ロータリーの知的所有物であり

、特定の指針に従って許可を得た上でロータリー学友会により使用されて

いる。このロータリー学友会は、国際ロータリーとロータリー財団の方針

に従って運営されているが、国際ロータリーまたはロータリー財団の代理

機関ではなく、また国際ロータリーまたはロータリー財団が管理を行うも

のではない。国際ロータリーまたは国際ロータリーのロータリー財団は、

本資料／ウェブサイトの内容または本ロータリー学友会の活動を保証せず

、よっていかなる責任も負わないものとする」。以下は、ロータリー学友

会について説明する記述にこのような文章を組み入れる方法の例である。 
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「第 XXXX 地区ロータリー学友会は、ロータリー第 XXXX 地区と関係のあ

るロータリープログラム参加者、ロータリー学友、ボランティアのグルー

プである。“ロータリー”および“ロータリー財団”は国際ロータリーの知的

所有物であり、本資料／ウェブサイトにおいて、特定の指針に従って許可

を得た上で本ロータリー学友会により使用されている。このロータリー学

友会は、国際ロータリーとロータリー財団の方針に従って運営されている

が、国際ロータリーまたはロータリー財団の代理機関ではなく、また国際

ロータリーまたはロータリー財団が管理を行うものではない。国際ロータ

リーまたは国際ロータリーのロータリー財団は本資料／ウェブサイトの内

容または本ロータリー学友会の活動を保証せず、よっていかなる責任も負

わないものとする」（2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号）。 

 

出典：2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号。 

 

40.050.6. ロータリー学友会の認定の停止または終結 

ロータリー学友会が RI／ロータリー財団の方針に従っていない場合、ロ

ータリー学友会の役員または会員の同意の有無にかかわらず、事務総長は

ロータリー学友会に対する認定を停止する、あるいは取り消すことができ

る。事務総長からの連絡に対してロータリー学友会が 2 年間返答しなかっ

た場合、その学友会に対する認定が取り消しとなる可能性がある。 

 

RI によって終結されたロータリー学友会は、職員からのサポート、RI ま

たはロータリー財団出版物および RI ウェブサイトへの掲載といった支援

が受けられなくなるものとする。学友会の名称の中で「ロータリー」の名

称を使用する権利を含め、ロータリー標章の使用権は、学友会の認定終結

とともに終了するものとする。 

 

学友会としての認定を維持するため、ロータリー学友会は、以下を満たさ

なければならない。 

1. 認められた目的と RI／ロータリー財団の方針に従って活動すること。 

2. 会員、入会希望者、事務総長から問い合わせに応答すること。  
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（2020 年 1 月理事会会合、決定 99 号）。 

 

出典：2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号。 

2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2020 年 1

月理事会会合、決定 99 号により改正 

 

40.050.7. 青少年の保護 

ロータリー学友会は、活動に参加するすべての青少年の安全と健康を守り

、国際ロータリーの青少年保護方針を遵守しなければならない。ロータリ

ー学友会は、性的虐待またはハラスメントを行ったことが知られている人

物、またはロータリークラブの会員になることを禁じられている人物に対

し、会員身分または関係を認めることはできない（学友会が、事実を知り

ながらそのような人物の会員身分または関係を終結しなかったという情報

が得られた場合、RI 理事会は方針の遵守を怠ったことを理由に、学友会

を終結する）（2020 年 11 月理事会会合、決定 58 号）。 

 

出典：2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号。  

2020 年 11 月理事会会合、決定 58 号により改正 

 

40.050.8. ロータリー学友会と他団体 

ロータリー学友会と同様の活動に携わるロータリー組織および他のロータ

リー関連グループとの調整と協力を図り、利害の対立を避けるために、

25,000 米ドルを超える資金あるいはその他の協力関係を求めて他団体と

接触を図ろうとするロータリー学友会は、このような行動を起こす前に事

務総長へその旨通知すべきである。この規定は、ロータリー学友会と協力

して活動する第三者組織に資金が支払われる場合にも適用される（2015

年 1 月理事会会合、決定 117 号）。 

 

出典：2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号。 
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40.050.9. ロータリー学友会の資料配布に関する方針 

資料配布を禁止する RI／ロータリー財団の一般方針に合わせて、いかな

る事柄に関しても、ロータリー学友会が地区、クラブ、およびロータリア

ンに協力を求めようとする場合、まず地区ガバナーまたは関係地域のガバ

ナーにその目的と計画を提出し、承認を得るものとする。  

 

ロータリー学友会は、いかなるロータリー地区とクラブ、およびその学友

会の会員以外のロータリアンに対しても、営利活動への財政援助や関与を

求めてはならないものとする（2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号）。 

 

出典：2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号。 

 

 

40.060. ロータリー推奨プログラム 

理事会は、複数の地域および／または住民集団において成果が実証された

、データに基づく地域社会基盤のプロジェクトを承認するため、「ロータ

リー推奨プログラム」という新しいプログラム指定を確立し、以下の基準

を設定した。 

1. プログラムは、実質的な好ましい変化を生み、対象の地域社会または

改善対象の課題に対するインパクトをもたらすために十分な規模（地

理または人数）であるべきである。  

2. プログラムはロータリーの戦略計画に一致していなければならない。  

3. プログラムは過去数年間の実施中に既に概念が実証され、現在はデー

タとインパクトに基づく実証済みの介入を実施する段階になければな

らない。  

4. プログラムはロータリーの七つの重点分野のうち一つまたは複数の分

野に沿って、ロータリーがより大きなインパクトをもたらすことがで

きるようにしなければならない。  
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5. プログラムは、プログラムの基盤を広げ、国および地域レベルで適応

力を発揮して、望ましくは文化や地域の境界を超えるロータリーの力

に貢献すべきである。  

6. プログラムは確固とした実証済みの方針と手続に沿って構成されなけ

ればならない。方針と手続には、プログラム管理、モニタリングと評

価、継続的な報告能力を含み、さらに複製能力を強めるためめの研修

プロトコルがあれば望ましい。ロータリアンの職務と貢献内容、さら

に実施または財政面における他のパートナーの職務と貢献内容は明確

に定義されるべきである。  

7. プログラムの資金源は国際財団活動資金（WF）以外のものとなり、

ロータリーの国際奉仕の追加リソースに相当する。できればリソース

は民間部門、NGO 部門、および／または行政部門から出されることが

望ましい。  

8. プログラムは国内および国際の両レベルにおいてパートナーシップの

発展の機会を広げるものであるべきである。  

9. プログラムは、地域および国内の実施環境に対応するための適応力が

あり革新的であるべきである。  

10. プログラムはロータリーの標章およびブランディングに関する要件を

満たしていることが要求される。  

11. プログラムは国内政府からの強い支持を得ていなければならない。  

12. プログラムは、ロータリー行動グループなどのロータリーの関連組織

との強い協力関係や他のロータリーの奉仕リソースとの連携から恩恵

を受けることがある。 

この指定は事務総長により決定され、ロータリー認定であることを示すが

、ロータリーからの資金サポートを示唆するものではない（2020 年 9 月

理事会会合、決定 23 号）。 

 

出典：2020 年 6 月理事会会合、決定 176 号。 

2020 年 9 月理事会会合、決定 23 号により改正 
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第 41 条     ロータリーのプログラム 

 

41.010. インターアクト 

41.020. 新世代交換 

41.030. ロータリー地域社会共同隊（RCC） 

41.040. ロータリー友情交換 

41.050. ロータリー青少年交換 

41.060. ロータリー青少年指導者養成プログラム 

 

 

41.010. インターアクト 

インターアクトは、1962 年 6 月に理事会で採択された国際ロータリーの

プログラムである。 

 

インターアクトプログラムは、国際ロータリーの活動から発展して創設さ

れたものであり、それ自体が国際ロータリーの活動である。組織規定、組

織の要件、標準手続を定め、執行する権利、およびインターアクトの名称

およびロゴの保護と保存の権利は国際ロータリーが有する（2020 年 4 月

理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：1966 年 5 月理事会会合、決定 285 号。 

2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

41.010.1. 目的と成果 

1. インターアクトの目的は、次の通りである。  

a. スポンサークラブ会員が、第 5 の奉仕部門である「青少年奉仕」の

下、若い人たちが社会奉仕と国際奉仕を通じて行動し、リーダーシ

ップのスキルを養い、世界平和と文化理解を促進する世界的視野を

得られるよう、積極的かつ個人的にエンパワメントに力を注ぐこと

を通じて、青少年と若者によってもたらされる好ましい変化を認め

ること。  



国際ロータリー章典 

2024年 10月 507 

b. 学生と青少年が、社会的奉仕と国際奉仕を通じて行動し、新しい文

化を発見し、世界市民として国際理解を促進し、学校と地域社会に

おけるリーダーとなるためのスキルを養い、地元と海外に友人を作

り、「超我の奉仕」の重要性を認識しつつ、楽しむこと。 

2. インターアクトの目標は以下の通りであるが、これらに限定されない

。 

a. 特にロータリーの重点分野に沿った地域のニーズに対応する青少年

主導の活動を通じて、生涯にわたる奉仕への献身を青少年の心に芽

生えさせる。 

b. 特に多様性、公平さ、インクルージョンへのロータリーのコミット

メントに沿って、異文化について学び、国際プロジェクトに参加し

、世界に及ぶロータリーの活動を理解するよう若者を導く。  

c. 若者の声を広げ、クラブや地区のリーダーになるよう若者の成長を

促すことにより、若者の指導力を育成する。  

d. 若者が学び、成長するための安全かつ有意義でインパクトのある機

会を提供するために会員の参加を促進することにより、ロータリー

の青少年奉仕へのコミットメントを果たす 

（2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号）。 

 

出典：2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号 

 

41.010.2. インターアクトクラブの会員資格 

1. インターアクトクラブは、ロータリークラブによるスポンサーの下、

12 歳から 18 歳までの青少年により構成される組織体である。その目

的は、奉仕、国際理解、指導力育成に寄与する世界的な友好の精神の

中で、相共に活動する機会を提供することである。 

2. インターアクトクラブへの入会は、保護者による事前の承認が条件で

あり、そのような許可はいつでも取り消すことができる。  
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3. 会員が 18 歳になった、または学校を卒業した（いずれか遅い方の）ロ

ータリー年度の 6 月 30 日にインターアクト会員身分が終結するが、学

校を基盤とするクラブの場合は、学校当局が定めた規則および方針と

矛盾しないようにする。 

4. インターアクトクラブは、ロータリー会員の行動規範に則り、ロータ

リーの青少年保護方針に従った、会員の行動規範を採択することが奨

励されている。当該行動規範には、クラブの細則に含まれる会員身分

の終結理由が含まれる 

（2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号）。 

 

出典：1966 年 5 月理事会会合、決定 285 号  

1968 年 1 月理事会会合、決定 154 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 153 号、2010 年 6

月理事会会合、決定 182 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 136 号、2017 年 1 月理事会

会合、決定 87 号、2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号により改正 

 

41.010.3. スポンサーシップ 

1. インターアクトクラブは、一つのロータリークラブによって結成、ス

ポンサー、監督され、ガバナーによって承認された後、国際ロータリ

ーの承認と認定を経て設立される。クラブの存続は、少なくとも一つ

のスポンサーロータリークラブの不断の後援と国際ロータリーによる

継続的認定にかかっている。 

a. インターアクトクラブは、一つのロータリークラブと別のロータリ

ークラブまたはローターアクトクラブが共同して結成かつスポンサ

ーできる。ただし、共同スポンサークラブの合計数は三つを超えな

いこと。 

b. スポンサーロータリークラブとローターアクトクラブは、インター

アクトクラブの所在する地区の境界内になくてはならない。 

 

ガバナーが慎重に考慮した結果、地区と各関係ロータリークラブ、

ローターアクトクラブ、ならびにインターアクトクラブにとって共
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同スポンサーが最善策である場合、インターアクトクラブは、ガバ

ナーの承認により、三つを超えるクラブが共同でスポンサーできる

。  

 

各スポンサークラブからの代表者から成る合同インターアクト委員

会を設置するべきである。 

 

2. スポンサークラブは、インターアクトクラブを結成し、指導と助言を

与える責任を有するとともに、インターアクトクラブのすべての活動

、方針、プログラムを全面的に管理、監督する  

（2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号）。 

 

出典：1966 年 5 月理事会会合、決定 285 号、1975 年 1 月理事会会合、決定 102 号、

1976 年 1 月理事会会合、決定 171 号。 

2010 年 1 月理事会会合、決定 140 号、2010 年 1 月理事会会合、決定 140 号、2012 年 1

月理事会会合、決定 190 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 4 月理事会会

合、決定 15 号、2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号により改正決定 103 号 

 

41.010.4. インターアクトクラブの基盤 

1. インターアクトクラブは地域社会または学校を基盤とできる。 

2. インターアクトクラブが学校を基盤とする場合、このようなクラブは

学校当局が全学生団体ならびに課外活動に関して定めたのと同じ規則

と方針に従わなければならないことを了解した上で、スポンサークラ

ブは、学校当局の全面的な協力の下に当該インターアクトクラブを管

理、監督するものとする。 

3. 原則として、インターアクトクラブは、他の団体の趣旨の如何にかか

わりなく、他団体に加盟または合併してはならない 

（2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号）。 

 

出典：1966 年 5 月理事会会合、決定 285 号、1967 年 5 月理事会会合、決定 251 号、

1973 年 1 月理事会会合、決定 176 号。  
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2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号により改正 

 

41.010.5. インターアクトクラブのアドバイザー 

1. ロータリークラブは、インターアクトクラブを監督、指導、支援する

インターアクトクラブのアドバイザー（顧問）を任命するものとする

。 

2. インターアクトクラブのアドバイザーは、スポンサーのロータリーク

ラブまたはローターアクトクラブの会員、会員ではない成人でスポン

サークラブが審査した人物、または学校を基盤とするインターアクト

クラブの場合は、学校の教員または管理者が務めることができる。  

3. インターアクトクラブには複数のインターアクトクラブアドバイザー

を置くことができるが、インターアクトクラブを正規（アクティブ）

の状態に保つため、国際ロータリーに報告するインターアクトクラブ

アドバイザーは 1 名のみとし、毎年報告しなければならない。 

4. インターアクトクラブのアドバイザーは全員、ロータリーの青少年保

護方針を守るために調査、審査、研修を受けるべきである 

（2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号）。 

 

出典：2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号 

 

41.010.6. 標準インターアクトクラブ定款および推奨インターアクトクラブ細則 

1. 国際ロータリーによって「標準インターアクトクラブ定款」が定めら

れ、国際ロータリー理事会によってのみ改正を行うことができるもの

とする。クラブの結成と認定の前提条件として、各インターアクトク

ラブは、「標準インターアクトクラブ定款」を採択し、その後に国際

ロータリー理事会により採択されるあらゆる改正を自動的に採用する

ものとする。 

2. 各インターアクトクラブは「標準インターアクトクラブ定款」および

国際ロータリーが定めた方針に矛盾しない細則を採択するものとする
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。この細則は、スポンサークラブの承認を得なければならないものと

する。 

3. インターアクトクラブの各会員は、入会を認められると同時に、当該

インターアクトクラブの定款細則の規定を受諾し、遵守することに同

意する 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：1966 年 5 月理事会会合、決定 285 号。 

2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

41.010.7. インターアクトクラブの停止および終結 

1. インターアクトクラブは、（a）定款に従って運営されない場合、あ

るいはその他の理由がある場合に、スポンサークラブの承諾、承認、

同意の有無にかかわらず、国際ロータリーにより、または（b）スポ

ンサークラブにより、または（c）インターアクトクラブ自身の決定

により、解散することができる。 

2. インターアクトクラブの解散により、クラブならびに会員は、団体と

しても個人としても名称とロゴに関する一切の権利と特典を失うもの

とする 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：1966 年 5 月理事会会合、決定 285 号。 

2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

41.010.8. インターアクトの標章 

インターアクトクラブ会員は、インターアクトクラブ会員である期間中、

適性かつ品位ある方法で、インターアクトの名称およびロゴを使用、表示

する権利を有するものとする。インターアクトクラブを退会した場合、ま

たは、インターアクトクラブが解散した場合には、ロータリー章典第
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34.060.4.項に従い、直ちにこの権利を失うものとする（2022 年 2 月理事

会会合、決定 103 号）。 

 

出典：1966 年 5 月理事会会合、決定 285 号。  

2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号により改正 

 

41.010.9. インターアクトクラブの財務 

1. 個々のインターアクターは、クラブ細則の規定に従い、クラブの運営

費を賄うために、所属クラブに年会費を支払うことができる。  

2. インターアクトクラブ会員の会費または分担金はごくわずかとし、ク

ラブの管理費を賄うことのみを目的とするものとする。 

3. インターアクトクラブが実施する活動とプロジェクトの資金は、会費

または分担金とは別にクラブが調達し、別個の口座にて管理するもの

とする。 

4. インターアクトクラブまたは複数のインターアクトクラブの会合を開

催するために必要な経費は、最小限にとどめるべきであり、かつ、そ

の会合は有意義なプログラムを織り込んだ効果的なものでなければな

らない。 

5. クラブのプログラム遂行に必要な資金を集めるのはインターアクトク

ラブの責任である。ただし、相互に合意した場合は、スポンサークラ

ブは資金的支援を提供できる。 

6. インターアクトクラブは、時折、クラブの活動、奉仕プロジェクト、

またはファンドレイジング（募金）のために支援を求めることができ

るが、ロータリークラブ、ローターアクトクラブ、または他のインタ

ーアクトクラブに対して繰り返し資金的援助を求めるべきではない。 

7. スポンサークラブは、インターアクトクラブ用の会計指針を設け、当

該国の法律および銀行規制を遵守しながら、奉仕プロジェクトを支援

するために集められたすべての金銭を含む全資金が適切に管理され、

財務の透明性が保たれるようにすべきである。これには、全口座に成
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人の署名人を設けて監督を行い、インターアクトクラブが解散または

終結した場合の資金の支出計画に関する規定を含むものとする。 

8. 国際ロータリーは、インターアクトクラブの会合に要する費用を一切

負担しない 

（2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号）。 

 

出典：1966 年 5 月理事会会合、決定 285 号。  

2007 年 11 月理事会会合、決定 67 号、2002 年 2 月理事会会合、決定 103 号により改正 

 

41.010.10. インターアクトクラブの活動 

1. インターアクトクラブのすべての活動、プロジェクト、プログラムは

常に国際ロータリーの方針に沿っていなければならない。ロータリー

クラブがインターアクトクラブを継続して後援し、RI からの認定を受

けることが条件となる。 

2. クラブのウェブサイトやソーシャルメディアのページ、およびバーチ

ャル会合など、すべてのオンライン活動は準拠法および規制に従って

運営されるものとする。スポンサークラブは、必要に応じて、インタ

ーアクトの参加の前にインターアクターの両親または法的保護者から

書面による同意を得るものとする 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：1967 年 5 月理事会会合、決定 255 号。  

2012 年 1 月理事会会合、決定 190 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

41.010.11. インターアクトの地区会合および活動 

1. 地区ガバナーの権限：ガバナーは地区内のすべてのインターアクト行

事に対し責任を負い、地区インターアクト委員会はガバナーへ報告す

るものとする。 
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2. 地区インターアクト委員会：地区ガバナーは、ロータリー章典第

17.030.3.項の規定に従い、地区インターアクト委員会を任命すること

が奨励される。 

3. 地区インターアクト代表 

a. 二つまたはそれ以上のインターアクトクラブを有する地区は、その

会員の中から地区インターアクト代表 1 名を選挙することができる

。選挙の方法は、選挙に先立ち、地区インターアクト委員会と地区

ガバナーによって決定されるものとする。 

b. 選挙に関するすべての論争は、地区の方針に基づいて、地区インタ

ーアクト委員長と相談の上、地区ガバナーにより地区内で解決する

ものとする。RI は介入しない 

c. 地区インターアクト代表は、地区ガバナーと地区インターアクト委

員会、もしくは他の適切な地区委員会によって指導と助言を受ける

。さらに、特に地区内インターアクトプログラムの拡大と充実につ

いて地区内インターアクトクラブに助言し、激励するものとする。

また、国際理解の支援におけるプログラムの成果と可能性に焦点を

当てるよう援助するものとする。 

4. 地区インターアクト会合および活動 

a. 地区インターアクト委員会の指導の下に、同委員会の委員 1 名ない

し数名が同席の上、地区インターアクト大会を開催できる。地区イ

ンターアクト代表は、このような大会の手配に際して地区委員会に

協力し、可能な場合はこれらの大会の議長を務めるものとする。  

b. 地区インターアクト大会の目的は、学校および地域社会に対する奉

仕についてインターアクトクラブに研修、激励、啓発、感動を与え

、国際理解のためにインターアクトが世界で果たし得る役割と実際

の成果に焦点を当てることである。 

c. インターアクト会員によるクラブレベルを超えた会合はすべて、立

法の権限を持たず、またそのような権限があるかのように会合を運

営、実施してはならないものとする。ただし、地区レベルあるいは
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その他のレベルにおけるインターアクトの管理に携わる人に対して

有益な助言となりうる意見を表明する機会を設けることは差し支え

ない。 

d. 地区インターアクト委員長と地区インターアクト代表は、次期イン

ターアクトクラブ役員および委員長の全員を対象とした指導者ラー

ニングセミナーの開催を支援するべきである。  

5. 地区インターアクトの財務  

a. すべての地区インターアクト活動に要する資金は、その地区のイン

ターアクトクラブが調達するものとする。 

b. 国際ロータリーは、インターアクト地区代表、地区インターアクト

大会、インターアクトクラブの会合、または複数のインターアクト

クラブの合同会合に要する費用を、一切負担しない。 

c. 地区は、地区インターアクト委員会の管理運営活動に資金を提供す

るための規定を定めるべきである 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1966 年 5 月理事会会合、決定 285 号。  

1967 年 5 月理事会会合、決定 254 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 190 号、2015 年 1

月理事会会合、決定 136 号、1966 年 5 月理事会会合、決定 285 号、1967 年 5 月理事会

会合、決定 254 号、1973 年 1 月理事会会合、決定 172 号、1976 年 1 月理事会会合、決

定 174 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 153 号、2010 年 1 月理事会会合、決定 140 号

、2022 年 2 月理事会会合、決定 103 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改

正 

 

41.010.12. 多地区合同インターアクト会合 

1. 二つ以上の地区のインターアクトクラブ会員の合同会合は、開催地の

ガバナーと地区インターアクト委員会の指導の下、開かれるものとす

る。このような会合は、RI 青少年保護方針に準拠し、関係する地区の

ガバナーの事前承認を得なければならない。多地区合同インターアク
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ト会合を開催するためのガバナーへの招請状には、以下を添付しなけ

ればならない。 

a. 提案されている会合の開催日時、場所、目的、プログラム、参加者

に関する情報。 

b. 会合予算の見積書。会合の開催に伴う契約上および金銭上の義務に

ついては主催者が一切の責任を負う旨の保証を付すること。 

c. 成人によるインターアクターの監督に関する計画、および適切な宿

泊先に関する詳細。 

d. d) 提案されている会合の計画および実施がロータリアンの直接の

監督下に行われることを保証した文書。 

2. 主催クラブまたは地区は、多地区合同インターアクト会合のために、

開催地において適切な補償額と限度額を備えた賠償責任保険に加入し

なければならない。要請があれば、この保険契約を証明する書類を RI

または参加地区のガバナーに提出しなければならない 

（2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：1971 年 1 月理事会会合、決定 106 号。 

2009 年 1 月理事会会合、決定 155 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

41.010.13. インターアクターの旅行保険 

クラブと地区が、インターアクトクラブ会員を地元地域外のプログラムや

活動に参加するよう招待する場合、自宅から 150 マイル離れた場所、また

は母国外に旅行するインターアクターには、その両親または保護者が旅行

保険を提供するよう義務づけるべきである。この保険は、医療（母国外に

旅行する場合）、緊急医療移送、遺体の本国送還、法的賠償責任に適用さ

れ、行事を運営するクラブまたは地区が十分と認める額で、インターアク

ターが自宅を出発する時点から自宅に帰るまでを補償すべきである（

2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：1967 年 7 月理事会会合、決定 58 号。 
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2009 年 1 月理事会会合、決定 155 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

41.010.14. インターアクトクラブに対する RI 事務局の支援 

1. 事務総長は、新しいインターアクトクラブの結成を認定し、プログラ

ムの出版物を作成し、年次連絡をすべてのインターアクトクラブ、ス

ポンサークラブ、地区インターアクト委員長へ配布し、世界インター

アクト週間を推進し、青少年保護の取り組みを支援する。 

2. 事務総長はインターアクトクラブの認定手続きを行う。認定にあたっ

ては、地区ガバナーの承認が必要条件となる。 

3. 方針として、理事会は、RI 以外のいかなる個人または団体も、営利や

その他の目的でインターアクトクラブに対して回状を送達する権利を

認めない 

（2019 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：2010 年 1 月理事会会合、決定 140 号。  

2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 4

月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

引照 

2.120.  青少年の保護 

8.020.  特別行事 

34.060.4. インターアクトおよびローターアクト標章 

 

 

41.020. 新世代交換 

30 歳までの成人は、最長 6 カ月間、個人またはグループ向けに計画され

た新世代交換に参加することができる。参加者の最低年齢は受入国の成人

年齢とするが、18 歳未満は不可とするものとする。新世代交換は、人道

的または職業的奉仕の要素を強く持つものとしなければならない。 
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活動のスケジュールは受入地区が作成するものとし、主に、人と人との交

流や、ロータリー財団の七つの重点分野のうち一つ以上を支援する奉仕活

動、職業奉仕（専門能力とリーダーシップの開発など）、あるいは新世代

活動に関わる地元の活動から成るものとする。受入地区は参加者の受入れ

を手配し、地元での交通手段を提供するものとする。地区は審査手続を行

って、適切な受入先の手配を決定するものとする。 

 

資格を有する候補者は、居住地付近の地元のロータリークラブ、地元地区

の新世代奉仕委員長、派遣側地区のガバナーがスポンサーするものとする

。現ローターアクターおよびロータリー学友は申請が奨励されている。参

加者は奉仕とロータリーの理念への強い熱意を示すべきである。  

 

地区は、交換の諸準備、参加者の選考とオリエンテーション、資金提供と

参加者の経費、および参加者が参加する奉仕活動に関する期待事項を設定

するために、交換先と同意書を交わすことが奨励される。 

 

新世代交換は相互交換である必要はない（2024 年 4 月理事会会合、決定

119 号）。 

 

出典：2012 年 10 月理事会会合、決定 96 号。  

2013 年 6 月理事会会合、決定 224 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2024 年 4

月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

 

41.030. ロータリー地域社会共同隊（RCC） 

ロータリー地域社会共同隊は、国際ロータリーのプログラムであり、ロー

タリー村落共同隊（Rotary Village Corps）を前身として、1986 年に理事

会によって採択されたものである。 

 

ロータリー地域社会共同隊（RCC）の「方針声明」は以下の通りである

。 
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1. ロータリー地域社会共同隊は、国際ロータリーの活動から発展して創

設されたものであり、それ自体が国際ロータリーの活動である。組織

の要件、標準手続を定め、執行する権利、およびロータリー地域社会

共同隊の名称の保護と保存の権利は国際ロータリーが有する。 

2. ロータリー地域社会共同隊の目的は、地域社会が自らのニーズに取り

組めるよう、持続的な奉仕活動を立案し、参加することを通じて地域

社会に力を与えることである。 

3. ロータリー地域社会共同隊の目標は次の通りである。 

a. ロータリアンとそれ以外の人びとが合同で地域社会の向上に取り組

めるような協力関係を築く。 

b. 地域で最も緊要な関心事項と、それに取り組むのにふさわしい方法

を特定できるのは、その地域の住民であるという認識の下、積極的

に自分たちのニーズに取り組もうとする地域住民を支援する。 

c. 的を絞った奉仕プロジェクトの立案と実施において地域社会の多様

な人びとに参加してもらうことにより、地域のニーズに対する持続

可能な解決策を推進する。 

4. ロータリー地域社会共同隊の活動とプロジェクト 

a. ロータリー地域社会共同隊は、地元地域特有のニーズを調査した上

で選ばれた活動とプロジェクトに取り組むことが強く奨励されてい

る。活動とプロジェクトの実施においては、地元と国の法律および

規制に従うよう確認する。 

b. 各共同隊は、その活動の計画、組織、資金調達、実施に責任を持つ

ものとする。共同隊はスポンサーロータリークラブの事前の承諾な

しに、地域の個人、事業体、組織に資金的援助を求めないものとす

る。 

5. ロータリー地域社会共同隊（RCC）のスポンサー 

a. 各ロータリー地域社会共同隊は、一つまたは複数の地元ロータリー

クラブがスポンサーとなるものとし、その（それらの）クラブは、
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ロータリアンから成る委員会を通じて、共同隊の活動、プログラム

、方針について助言を与えるものとする。 

b. ロータリー地域社会共同隊は、所在する地区の境界外のロータリー

クラブによってスポンサーされないものとする。 

6. スポンサーロータリークラブの責務 

a. スポンサーロータリークラブはロータリー地域社会共同隊に継続的

な指導を提供し、奉仕関連のリソースおよびツールを共同体と共有

するものとする。代表スポンサークラブは、RCC の活動が RI の方

針および手続きに沿っていることを確認する責任を負う。スポンサ

ークラブは RCC のメンバーをクラブの例会や行事に招待するよう

奨励される。  

b. スポンサーロータリークラブは少なくとも 1 名の RCC アドバイザ

ーまたは RCC 委員会を任命するものとする。アドバイザーまたは

委員会は、RCC の例会および活動に参加し、運営上の問題につい

て助言し、RCC のリーダーおよびメンバーを指導し、RCC の活動

についてスポンサークラブに情報提供をする責任を負う。RCC ア

ドバイザー／委員会は、地区社会奉仕委員長と RI に RCC の活動実

績について通知し、地区および RI の出版物や通信に記載してもら

えるようにすべきである。  

c. スポンサークラブまたは現行の RCC 代表は、毎年 6 月 30 日までに

次期 RCC 代表の連絡先情報を RI に提供するものとする。RCC 代表

の RI への報告を怠った場合、RCC が終結されることがある。  

7. ロータリー地域社会共同隊の名称とビジュアルアイデンティティ  

a. ロータリー地域社会共同隊の名称は「ロータリー地域社会共同隊」

という文言を含み、共同体とロータリーとの関係を示すものとする

。名称は、所在地域、スポンサーロータリークラブ、または共同体

の結成理由となったプロジェクトの種類を特定しやすいものとすべ

きである。クラブの名称が適切かどうかは事務総長が決定するもの

とする 
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b. ロータリー地域社会共同隊の名称とビジュアルアイデンティティは

、共同体とそのメンバーのみが使用および利益享受できるものとす

る。共同体とそのメンバーは、適性かつ品位ある方法で、共同体の

名称とビジュアルアイデンティティを表示する権利を有するものと

する。各メンバーは、メンバー資格の終結または共同体の終結を持

ってその権利を放棄するものとする。  

8. ロータリー地域社会共同隊（RCC）のメンバー資格 

a. ロータリー地域社会共同隊は、リーダーとしての素質を備え、地域

社会の向上に貢献したいという意欲と能力を備えた、ロータリアン

ではない成人により構成されるものとする。共同隊の所在する地域

に居住、就職、または通学している人を対象にするものとする。 

b. ロータリー地域社会共同隊のメンバーはすべて、共同体への入会を

受諾あるいはメンバーとしての身分を継続することにより、ここに

記されたプログラムの方針と指針を承諾し、本方針を遵守し、従う

ことに同意したとみなされる。 

c. 各共同隊のメンバー選出方法は、スポンサーロータリークラブと相

談の上、その共同隊が決定するものとする。 

d. メンバーは、メンバーとしての資格が維持できない場合、またはメ

ンバーの義務を果たしている全メンバーの 3 分の 2 以上の投票によ

って正当な理由があると決定された場合に、退会となる場合がある

。 

e. ロータリー地域社会共同隊メンバーの会費や分担金はごくわずかと

し、あくまでも運営費を賄えるだけの金額とする。ロータリー地域

社会共同隊は、その資金の出し入れについて有資格者による会計監

査を行い、共同隊メンバーとスポンサーロータリークラブにその結

果を報告すべきである。 

9. ロータリー地域社会共同隊（RCC）の指導部 

a. 各共同隊は、スポンサーロータリークラブと相談の上、メンバーと

しての義務を果たしている人の中から、全メンバーの過半数を超え
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る賛成を得て選出されたメンバーから成る指導部を設立するものと

する。指導部の任期は一年とするが、共同隊とスポンサーロータリ

ークラブが別途決定した場合は例外とする。 

b. 指導部は、その共同隊を代表してスポンサーロータリークラブおよ

び一般の人びとへの対応を行う代表者（RCC 代表）一名を、指導

部の中から選出するものとする。共同隊の代表者は、必要と思われ

る委員会の委員を、その任務を指定した上で任命できる。これらの

委員会は、任務の完了、共同隊代表者による解任、あるいはその代

表者の任期終了をもって失効となるものとする。各共同隊に、管理

運営、職業奉仕、社会奉仕、財務担当の委員会を設置することが推

奨されている。 

10. 地区社会奉仕委員長は、地区ロータリー地域社会共同隊小委員会を任

命するよう強く推奨されている。 

 

この小委員会の役割と責務は次の通りである。 

 

a. 地区内クラブとの定期的連絡および地区の諸会合を通じて、地域社

会共同隊プログラムに対する理解と参加を促進する。 

b. ロータリー地域社会共同隊の設置に際してクラブを援助する。 

c. 地域社会共同隊プロジェクトのリソースをロータリーアイデア応援

サイトで探すようクラブに奨励する。 

d. 地区のウェブサイト、ガバナー月信、ロータリーショーケースで広

報するために、成功している地域社会共同隊プロジェクトを特定す

る。 

e. 地区内の地域社会共同隊の運営状況と活動に関する記録を維持し、

定期的にガバナーと事務局へ報告する。 

11. ロータリー地域社会共同隊は次の場合に終結されることがある。 
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a. スポンサーロータリークラブの同意、承認、合意の有無にかかわら

ず、国際ロータリーにより、以下の理由により解散させられる場合

。  

i. RI の方針に従って運営されていない。 

ii. その定款に従って運営されていない。  

iii. 理事、管理委員、役員、および従業員を含め、国際ロータリー

、ロータリー財団、または地区に対する訴訟を開始または継続

する個人を会員として入会、保持、または維持している。  

iv. その他の理由。  

v. その他の理由。  

b. スポンサーロータリークラブにより解散させられる場合。  

c. 共同体自身の決定により解散する場合。 

 

RCC が活動を停止した場合、または RI の方針を遵守していない場合、ス

ポンサークラブは RI に通知するものとする。RI はクラブ会長からの確認

を得た時点で RCC を終結させる（2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号）

。 

 

出典：1986 年 1 月理事会会合、決定 180 号、1986 年 10～11 月理事会会合、決定 E-21

号、1986 年 10～11 月理事会会合、決定 E-24 号、1986 年 10～11 月理事会会合、決定

E-25 号、1986 年 10～11 月理事会会合、決定 E-26 号、1989 年 5 月理事会会合、決定

327 号、1991 年 4 月理事会会合、決定 279 号、1991 年 4 月理事会会合、決定 281 号、

1991 年 4 月理事会会合、決定 285 号、1991 年 11 月理事会会合、決定 124 号。  

2010 年 6 月理事会会合、決定 222 号、2011 年 5 月理事会会合、決定 205 号、2017 年 1

月理事会会合、決定 87 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 60 号、2022 年 10 月理事会

会合、決定 30 号により改正 

 

41.030.1. ロータリー地域社会共同隊に対する RI 事務局の支援 

事務総長は、新しいロータリー地域社会共同隊の設立を認定し、プログラ

ムのリソースを開発し、年次連絡をすべてのスポンサーロータリークラブ
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および地区社会奉仕委員長に配布する（2019 年 10 月理事会会合、決定

60 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 222 号。  

2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 60 号により改正 

 

41.030.2. RI によるロータリー地域社会共同隊の認定 

事務総長は、ロータリー地域社会共同隊の認定手続きを行う。RCC 結成

書には、RCC 代表者およびスポンサーロータリークラブ会長の署名を必

要とする（2019 年 10 月理事会会合、決定 60 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 222 号。  

2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 60 号により改正 

 

 

41.040. ロータリー友情交換 

ロータリー友情交換は、1988 年に理事会で採択された国際ロータリーの

プログラムである。 

 

留意事項：理事会は以下の「ロータリー友情交換の指針」を定期的に見直

し、必要に応じてこれを改正する。 

 

ロータリー友情交換は、参加するロータリアンとその家族、およびその友

人が国際的に互いに受入と訪問を行う機会を提供する。交換の目標は、新

たなつながりと友情を育み、可能であれば協力して奉仕プロジェクトを行

うための基礎を築きながら、参加者が異文化に馴染み、異文化を体験し、

国際理解を深め、または職業に就いたばかりの参加者には職業上の技能を

高めることにある。 

 

交換チームは、職業を中心とした交換、文化を中心とした交換、奉仕を中

心とした交換、双子クラブまたは奉仕パートナー関係の確立（ただし、こ

れらに限定されない）といった各旅行の目的を明確にすべきである。 
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ロータリー友情交換には以下の特徴がある。 

• 相互に訪問する。 

• 費用は参加者および該当地区が全額負担する。 

• ロータリアンとその家族、およびロータリアンではない人が参加でき

る。 

• 明確な目的と目標がある。 

若手職業人向けの職業交換 

ロータリー友情交換は、社会人生活を始めて数年の若いビジネスパーソン

および職業人向けに独自の教育機会を提供するために利用できる。こうし

た交換は、若い人びとの職業人としてのスキルおよび指導力を育成し、地

域社会や国際化が進む職場のニーズに対応できる能力を身につけることを

目的としている。こうした職業交換は、海外渡航と以下が関わる参加型活

動から成る幅広く綿密なプログラムに従う。 

 

職業訓練活動：外国での職業の実践を視察し、それぞれの分野で相互意見

交換に参加し、最終的に参加したすべての地域社会に利益をもたらす機会

を提供する。  

 

文化体験：参加者は外国とその国民と制度について学び、世界中の文化の

多様性に対する理解を促進する。  

 

親睦の機会：チームメンバーと受入側に、親睦と親善の精神の下で出会い

、コミュニケーションを図り、一緒に生活し、互いの問題、希望、地域社

会の課題について考え、末永く続く友情と国際理解を促進するよう奨励す

る。  

 

ロータリアンの関与：若い成長過程の職業人に、別の国や文化でその職業

における経験を積んだ人の見解を伝え、ロータリーの世界的使命を高める

研修チームの派遣、受け入れ、および教育体験の共有の過程に参加する。  
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こうした交換に関与する地区は、以下の要因を考慮すべきである。 

1. 地区は、交換により達成される明確な目的および目標を示すべきであ

る。  

2. 地区は受入旅程案を作成すべきである。  

3. 地区は、ロータリアンの自宅または他の宿泊施設など、受け入れるチ

ームメンバーの宿泊計画に説明を添えて提示するべきである。  

4. 地区は、言語、文化、その他適切なテーマを含め、派遣チームメンバ

ーの準備とオリエンテーションの包括的計画を提示するべきである。

所用時間は 12 時間未満にしなければならない。 

参加地区のガバナーは、地区友情交換委員長を任命する。委員長は、世界

各国の委員長の E メールリストを通じて、関心を持つ参加者が交換を手配

できるよう援助する責務がある。このリストは、ロータリアンが使用でき

るように、RI ウェブサイトに掲載されている。事務総長は、プログラム

を推進するためのリソースを作成し、地区が交換相手を見つけられるよう

支援する（2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号）。 

 

出典：1983 年 6 月理事会会合、決定 357 号、1986 年 10～11 月理事会会合、決定 162

号、1988 年 7 月理事会会合、決定 48 号。    

2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 144 号。2016 年 9

月理事会会 合、決定 58 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号により改正 

 

 

41.050. ロータリー青少年交換 

ロータリー青少年交換は、1974 年に理事会で採択された国際ロータリー

のプログラムである。 

 

ロータリー青少年交換プログラムは、海外の人びとと交流し、外国での生

活を通じて異文化を体験する機会を青少年に提供する。異文化出身の学生

との交流を通じて、受入クラブ、ホストファミリー、そして地域社会が豊
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かになる。このプログラムは、青少年の国際理解と親善の精神を育み、平

和の構築と維持に不可欠な異文化理解能力の養成に役立つものである。 

 

こうした方針は、クラブと地区が青少年交換活動を責任をもって効果的に

実施できるよう援助し、特に記載がない限り、長期および短期の交換に関

係する。 

 

クラブまたは地区は、これらの方針と相反しないこのほかの規定も採用で

きる。地区は、これらの方針に特記された一部の責務を、ある役職から別

の役職へ割り当て変更することができる（2019 年 10 月理事会会合、決定

58 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  

2002 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号、2012 年

10 月理事会会合、決定 96 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 58 号により改正 

 

41.050.1. 地区ガバナーの権限 

各ガバナーは、地区内の青少年交換プログラムの監督と管理に対し責任を

負う。地区の青少年交換役員または委員会は、ガバナーの監督下に置かれ

、ガバナーに報告を行うべきである。 

 

ガバナーは、ロータリー章典第 2.120.節に概説された青少年保護に関する

研修を完了することが義務付けられており、指名された時点から就任する

までの期間に、地区内の青少年交換プログラムおよびプログラム管理者の

資格とスキルに関し、できる限り学ぶよう奨励されている（2019 年 10 月

理事会会合、決定 58 号）。 

 

出典：1977 年 10～11 月理事会会合、決定 159 号。  

1979 年 5 月理事会会合、決定 355 号、1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号、2017 年 1

月理事会会合、決定 87 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号により改正 
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41.050.2. 地区認定プログラム 

事務総長は、地区認定プログラムを管理するものとする。認定を受けるた

めには、地区の全青少年交換プログラムは、RI の青少年保護方針、およ

び事務総長によって定められたその他の要件を遵守するものとする。青少

年交換プログラムに参加するには、受入地区と派遣地区の両方が、事務総

長から認定を受けなければならない。 

 

認定手続きは、全地区の青少年交換プログラムが、RI 長期および短期の

交換プログラム（ツアーや合宿／キャンプを含む）において、認定要件を

満たしているという証拠を国際ロータリーに提出することを義務づけてい

る。ロータリアン個人、クラブ、または地区がこれらの要件に従ったプロ

グラムの運営を怠った場合、地区の青少年交換の参加認定が終結される場

合がある。 

 

RI の方針や認定要件が地元の法律に反する場合、事務総長は、RI の方針

の意図に適う代替方針と代替手続きを導入した地区に対し、免除を許可す

ることができる。地元の事情によって要件を法的に満たすことができない

場合、地区は、遵守を不可能とする特定の状況が存在することの証拠と、

方針または要件の意図を満たす代替手続きを説明した文書を、事務総長に

提出しなければならない。事務総長は、地区が設定した代替案が RI の方

針の意図に適うかどうかを、評価、判断し、必要とあらば理事会にこれを

付託することができる。 

 

認定に関するその他の方針には以下が含まれる。 

1. 学生の派遣のみを行う地区の認定 

青少年交換学生を受け入れず、学生の派遣のみを希望する地区は、派

遣のみの認定を申請することができる。 

2. 複数の国が含まれる地区の認定 

複数の国が含まれる地区で、一部の国のみが青少年交換プログラムへ

の参加を希望する地区に対し、事務総長は、認定要件を満たす参加国

にのみ認定を認める 
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（2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号）。 

 

出典：2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号。  

2006 年 11 月理事会会合、決定 72 号、2007 年 2 月理事会会合、決定 163 号、2007 年 6

月理事会会合、決定 274 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2009 年 1 月理事会

会合、決定 152 号、2012 年 10 月理事会会合、決定 96 号、2017 年 1 月理事会会合、決

定 87 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号により改正 

 

41.050.3. 法的組織 

地区は、地区青少年交換プログラムを含む法人組織または同様の正式な法

的組織を設立しなければならない。この要件は、地区青少年交換プログラ

ム、青少年交換を含む複数のプログラムのグループ、またはロータリー章

典第 17.020.節に従い地区全体を法人化することによって満たすことがで

きる。 

 

地区はまた、多地区合同プログラムの範囲内で実施される地区活動のため

に法人化された多地区合同青少年交換プログラムに加入することによって

、この要件を満たすこともできる（2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号

）。 

 

出典：2007 年 2 月理事会会合、決定 163 号。 

2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号により改正 

 

41.050.4. 損害賠償保険 

地区は、地区青少年交換プログラムのために、その地域にふさわしい補償

額と限度額を備えた賠償責任保険に加入しなければならない。クラブと地

区は、青少年交換活動を実施する前に、法的責任に関する問題について法

律顧問に相談するよう強く奨励されている。 

 

地区全体が米国内にある地区の青少年交換プログラムは、米国のロータリ

ークラブ用および地区用の損害賠償保険プログラムに参加することでこの

要件を満たすこととなる。 
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事務総長は、そのような保険が存在しないと実証された地区に対して、損

害賠償保険の要件に例外を認める権限を有する（2017 年 1 月理事会会合

、決定 87 号）。 

 

出典：2007 年 2 月理事会会合、決定 163 号。 

2008 年 1 月理事会会合、決定 253 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号、2017 年 1

月理事会会合、決定 87 号により改正 

 

41.050.5. 青少年の国外旅行 

いかなるロータリアン個人、クラブ、地区も、未成年を海外へ派遣するた

めに、RI の青少年保護方針、前述の青少年交換方針、国または政府の移

民方針、旅行方針を回避するような代替的なプログラムを始めてはならな

いものとする。 

 

いかなるロータリアン個人、クラブ、地区も、提案された旅行の全側面に

ついて事前に慎重な計画（地区青少年保護役員と地区青少年交換委員長に

よる承認を含む）を立てることなく青少年を海外派遣活動のために送り出

すことを援助したり、協力してはならないものとする。青少年保護役員の

いない地区では、地区ガバナーと地区青少年交換委員長が手配を承認しな

ければならない。 

 

いかなる地区も、受入地区による受入や援助に関して事前に完全な相互の

合意を得ることなく、身分証明書や紹介状、援助要請状、その他青少年の

身分を明かしたり、紹介するような書類を、他国の地区に提供すべきでは

ない。 

 

ロータリークラブまたは地区から派遣されたことを示す書類やそういった

主張があっても、受入地区が事前にそのような受入や援助を提供すること

に明確に同意していない場合、地区は他国からの青少年に対して受入や援

助を提供する義務はない（2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号）。 
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出典：1979 年 5 月理事会会合、決定 355 号。  

2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号、2009 年 6 月理事会会合、決定 242 号、2019 年

10 月理事会会合、決定 58 号により改正 

 

41.050.6. 地区青少年交換の財務 

地区青少年交換活動の資金は他の地区資金と区別して保持するものとし、

地区青少年交換委員長および地区財務委員会の委員もしくはその代理人を

署名人とするものとする。地区青少年交換委員会は、予算を作成し、ガバ

ナーおよび地区財務委員会に提出して承認を受け、地区の年次財務表およ

び財務報告書に記載するものとする。地区青少年交換委員会および地区財

務長は、半年に一度、青少年交換に関する財務報告書を作成し、地区ガバ

ナーに提出するものとする（2021 年 1 月理事会会合、決定 91 号）。 

 

出典：1992 年 6 月理事会会合、決定 328 号、補遺資料 G。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2009 年 11 月理事会会合、決定 56 号、2014 年

10 月理事会会合、決定 38 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2017 年 1 月理事

会会合、決定 87 号、2021 年 1 月理事会会合、決定 91 号により改正 

 

41.050.7. 国際ロータリーへの報告 

事故、死亡、早期帰国、犯罪、虐待やハラスメント（嫌がらせ）の申し立

てなど（ただしこれに限るものではない）、すべての事態は、この事態の

報告を受けてから 72 時間以内に、RI に報告するものとする。72 時間以内

の RI への事態報告を怠った場合、地区の青少年交換への参加資格の停止

、または遵守不履行について事務総長により決定されたその他の措置が実

施される場合がある。RI 理事会は、個人、クラブ、地区が、適時の報告

を故意に行わなかったことを知った場合、クラブを終結させる場合がある

。  

 

地区は、事務総長が定める認定要件に従って、学生のデータを RI に提出

するものとする（2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  
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2007 年 2 月理事会会合、決定 163 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 10

月理事会会合、決定 58 号により改正 

 

41.050.8. 交換の種類 

青少年交換プログラムには二つの異なる種類のプログラムがある： 

 

長期交換プログラム 

長期交換は 1 学年度とするが、学年度の直前あるいは直後の休暇期間の一

部またはすべてを含めて延長することができる。学生は、受入国で学校に

通学することが義務付けられる。寄宿を義務づける学校、または学校によ

り主な下宿が提供される学校への通学は禁じられる。 

 

学生は 2 家族以上の家庭でホームステイをするべきであり、連続して三つ

の家庭に滞在することが望ましい。複数のホストファミリーの手配を妨げ

るような事情がある場合、事前に派遣地区と受入地区の両方が同意し、学

生の親または法的保護者に通知しなければならない。少なくとも 1 家庭を

、予備のホストファミリーとして手配しなければならない。 

 

派遣学生の両親は、受入学生のホストファミリーとなる義務はないものと

する。ただし、派遣学生の両親は、ホストファミリーとなることを申し出

ることができるほか、適切なホストファミリーを探す際に援助を求められ

ることがある。 

 

受入クラブは、学生 1 名につきロータリアンのカウンセラーをクラブから

1 名ずつ選ばなければならない。このカウンセラーは学生と定期的に連絡

を取り、学生とクラブ、学生の両親または法的保護者、ホストファミリー

、地域社会全体との連絡役を果たす。派遣クラブおよび／または地区は、

派遣学生の支援者としての役割を担うロータリアン 1 名を選ぶ。カウンセ

ラーは、ホストファミリーの一員、地区またはクラブの青少年交換役員、

学校長など、学生の交換に対して権限をもつ立場にあってはならず、肉体

的、性的、心理的虐待を含め、交換中に生じる可能性のあるいかなる問題

、あるいは懸念事項にも対処できるよう研修を受けなくてはならない。 
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受入クラブは、一切の教育費を提供し、適切な学業プログラムを手配すべ

きであり、オリエンテーション・プログラムを提供し、学生が受入先地域

に溶け込めるよう連絡を絶やさないようにしなければならない。 

 

受入クラブまたは地区は、関係者が定めた小遣いを学生に提供すべきであ

る。毎月の小遣いは学校またはそれ以外の場所での食費を賄うのに十分な

額とするものとする。 

 

短期交換プログラム 

短期交換の期間は数日間から数週間、あるいは数か月までとさまざまであ

る。学校の休校中に行われることが多く、学業プログラムを含まないこと

がある。短期交換は、受入国の一つの家庭にホームステイをするのが一般

的だが、国際的な青少年キャンプまたはツアーとして実施することもでき

る。 

 

受入クラブは、学生 1 名につきロータリアンのカウンセラーをクラブから

1 名ずつ選ばなければならない。このカウンセラーは学生と定期的に連絡

を取り、学生とクラブ、学生の両親または法的保護者、ホストファミリー

、地域社会全体との連絡役を果たす。派遣クラブおよび／または地区は、

派遣学生の支援者としての役割を担うロータリアン 1 名を選ぶ。カウンセ

ラーは、ホストファミリーの一員、地区またはクラブの青少年交換役員、

学校長など、学生の交換に対して権限をもつ立場にあってはならず、肉体

的、性的、心理的虐待を含め、交換中に生じる可能性のあるいかなる問題

、あるいは懸念事項にも対処できるよう研修を受けなくてはならない。（

2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 235 号、1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  

2002 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号、2006 年

6 月理事会会合、決定 248 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 64 号、2009 年 1 月理事

会会合、決定 152 号、2009 年 6 月理事会会合、決定 241 号、2012 年 10 月理事会会合

、決定 96 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 56
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号、2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号により

改正 

 

41.050.9. 資格条件 

青少年交換プログラムの参加者は、交換の開始時に年齢 15～19 歳の学生

を対象とする。ただし、特定の国における法律および規制がこれを認めな

い場合は、この限りではない。18 歳以上の学生は、参加クラブと地区が

相互に合意した場合は参加することができる。 

 

青少年交換は、プログラムの資格要件を満たし、クラブまたは地区により

推薦された青少年であれば、誰でも参加することができる。参加者は、学

業成績が平均以上であるべきである。 

 

障害者は、可能な時期と可能な場所で、かつ派遣側と受入側のクラブもし

くは地区が合意した場合には、参加することができる（2019 年 10 月理事

会会合、決定 58 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  

2002 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号、2012 年

10 月理事会会合、決定 96 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 58 号により改正 

 

41.050.10. 学生の申請 

候補者は、記入した申請書式を提出し、クラブレベルと地区レベルで両親

あるいは法的保護者を交えた個人面接を含む選考手続を踏まなければなら

ない。 

 

クラブと地区は、地区および多地区合同の青少年交換役員のネットワーク

によって維持および更新される青少年交換の標準申請書式を使用するよう

奨励されている（2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  

2002 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号、2009 年

1 月理事会会合、決定 152 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号により改正 
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41.050.11. 選考と交換先の決定 

派遣地区は、各学生が、相手地区のクラブに受け入れられ、世話を受けら

れるよう確認する責務を負う。地区は、交換活動を行う際に、相手の地区

と同意書を交わすよう要請されている。これは、相手地区の認定、諸準備

、学生の選考とオリエンテーションなど、交換におけるすべての期待事項

が確実に満たされるように責務を明確に説明するためである。 

 

学生、その両親または法的保護者、ホストファミリー、およびそのカウン

セラーを含め、交換に関わるすべての人は、派遣および受入クラブまたは

地区が定めたプログラムの全条件に同意しなければならない。 

 

学生の旅行日程には、学生の両親または法的保護者と受入クラブまたは受

入地区が同意しなければならない（2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号）

。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  

2002 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号、2009 年

1 月理事会会合、決定 152 号、2012 年 10 月理事会会合、決定 96 号、2017 年 1 月理事

会会合、決定 87 号により改正 

 

41.050.12. ロータリー青少年交換学生の旅行保険 

派遣地区と受入地区は、国の健康保険または旅行保険の補償範囲について

差異がありうる項目を判定し、最低限の補償を満たすための補完的な保険

を特定して加入するものとする。  

 

学生旅行保険の加入証明書は、学生が自宅を出発する前に、受入地区に送

達、受理され、承認されるものとする。受入地区は必要に応じて即時かつ

緊急の治療を手配する立場に置かれるため、学生が加入している保険が信

頼できる保険会社によるものであり、（医療）サービス提供者が支払いを

全額、迅速に受け取ることをこの会社が保証するなど、受入地区が承認す
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るものでなければならない。青少年交換学生の両親または法的保護者は、

すべての医療および事故の費用の支払いについて責任を負う。  

 

各学生の両親または法的保護者は、事故によるけがおよび疾病に対する医

療および歯科治療、遺体の本国送還、緊急搬送、24 時間緊急援助サービ

ス、および個人法的賠償責任を含む（ただしこれに限るものではない）場

合に適用される旅行保険に加入するものとする。補償額は以下の最低限度

額および学生あたりの保険給付額を下回らないものとする。 

1. 保険期間は、合意した交換期間前後の個人旅行を含め、交換学生が自

宅を出発する時点から自宅に戻るまで、毎日 24 時間有効であること。 

2. 学生の母国を除き、受入国、経由国、およびすべてのツアーに含まれ

る国において有効であること。 

3. 24 時間緊急援助サービスを提供すること。 

4. 病院、医師、歯科医、救急車、その他の通常かつ慣習的医療サービス

など、けがまたは病気に関連する費用として最低 100 万米ドル 

5. 重篤な病気または身体のけがの場合に必要とされる学生の緊急搬送ま

たは移送に対して最低 5 万米ドル 

6. 学生が死亡した場合の遺体の本国送還または火葬費用として最低 5 万

米ドル 

7. 政治危機または自然災害など医療以外の緊急事態における学生の緊急

搬送または移送に対して最低 5 万米ドル 

8. 学生の行為または不作為から生じる、第三者への対人または対物賠償

に対する個人の法的賠償責任に対して最低 50 万米ドル。 

両親または法的保護者は、以下についても補償する旅行保険への加入も検

討することができる。 

1. 事故による死亡、四肢切断、または身体障害。  

2. 緊急訪問費用。緊急訪問費用として、一名の近親者または友人が、学

生の重篤なけが、病気、または死亡により、学生の所在地への旅行、
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学生に同伴しての旅行、学生に同伴しての滞在、または学生の付添の

ために発生した、合理的な移動および宿泊の費用を支払うため。 

3. 旅行のキャンセルまたは縮小。旅行のキャンセルまたは縮小の費用を

支払うため。けがまたは病気による予期しないキャンセルによって発

生した旅行費用の補償。 

4. 対物補償。学生の現金遺失、または盗難、または荷物など所有物の全

損を含む、個人の所有物遺失に対する補償。 

5. 誘拐および恐喝の保険。学生の誘拐事件、または殺害、損傷、誘拐の

脅迫が発生し、身代金が要求された場合に、対応する訓練を受けた専

門家を派遣し、身代金の費用を支払うため。 

受入国において旅行保険の加入が法定または法的に義務づけられている場

合、そのような保険は上記の限度額および補償内容に従うものとする。そ

れ以外のすべての場合は、派遣側および受入側の双方の合意による場合を

除き、二重保険は回避すべきである。 

 

クラブおよび地区は、賠償責任保険およびその他の補償の加入に関して保

険専門の弁護士に相談することが強く奨励されており、保険の補償範囲の

要件を含め、外国人の学生に関する政府の方針および規制に関して十分精

通すべきである。 

 

ハンググライディング、ロッククライミング、バンジージャンプなどの過

激なスポーツへの参加は控えるものとする。学生が過激なスポーツへの参

加を認められた場合は、受入地区と両親または法的保護者の書面による許

可を得た上で活動を行い、十分な保険に加入すべきである（2019 年 1 月

理事会会合、決定 112 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  

2004 年 6 月理事会会合、決定 260 号、2005 年 3 月理事会会合、決定 218 号、2007 年

11 月理事会会合、決定 64 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号、2012 年 1 月理事

会会合、決定 189 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 1 月理事会会合、決

定 112 号により改正 
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41.050.13. 青少年交換学生の旅行 

青少年交換学生は、ホストファミリーの親とともに、またはロータリーク

ラブや地区の行事のため、承認された旅行をすることができる。受入地区

は、事前に受入地区が定義した地元地域以外への旅行について、学生の両

親または法的保護者の書面による許可を得るものとする。 

 

その他のすべての旅行について、受入地区はプログラム、場所、旅程、宿

泊施設、連絡先など具体的な詳細を確実に両親または法的保護者に提供し

なければならない。受入地区により、あるいは受入地区の代理者により実

施される旅行とツアーは、ロータリー章典第 2.120.3.項に従う（2010 年 6

月理事会会合、決定 210 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 210 号 

 

41.050.14. 準備 

学生の両親または法的保護者は、適切な衣類と、母国と受入地区間の往復

航空券を提供する責務がある。 

 

受入地区が来訪する学生に費用を請求する慣習はない。しかし、語学コー

ス、ツアー、保険など、すべての国内で発生するオプション費用は、青少

年交換実施前に概要を提示し、合意に達しなくてはならない。派遣地区は

青少年交換に参加するためにどのように資金が使用されたかを示す項目別

請求書を、派遣学生の両親または法的保護者に提供するものとする。この

ような請求書の写しは、派遣ロータリークラブにも提供すべきである。 

 

受入クラブと派遣クラブまたは地区は、問題が生じた場合や緊急の場合に

連絡できる人びとのリストを学生に提供しなければならない。このリスト

には、ロータリアンのカウンセラー、クラブ会長、地区委員長、地区ガバ

ナー、ロータリアンではない 2 名の支援提供者（男性、女性各 1 名）の氏

名と連絡先を含めなければならない。また、このリストには、医者、歯医

者、精神科医、警察といった地元の支援提供者の情報も含めなければなら
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ない。入手できる場合には、このリストに、自殺防止ホットライン、レイ

プ被害者ホットライン、地元の児童保護施設などの情報も掲載すべきであ

る（2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  

004 年 11 月理事会会合、決定 108 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号、2009 年

11 月理事会会合、決定 56 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2018 年 7 月理事会

会合、決定 16 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 56 号、2019 年 10 月理事会会合、決

定 58 号により改正 

 

41.050.15. オリエンテーション 

派遣クラブまたは地区は、出発の前に、派遣学生ならびにその両親または

法的保護者を対象とした必須のオリエンテーションを実施しなければなら

ない。オリエンテーションでは、青少年交換プログラムの規則、手続き、

期待事項について参加者に伝え、学生と両親または法的保護者の両者に対

して、虐待の防止と認識に関する研修を行なわなければならず、地元のロ

ータリークラブとその活動についての簡単な説明も行うべきである。 

 

受入クラブまたは地区も、来訪する学生のために必須のオリエンテーショ

ンを実施しなければならない。これには、放任による虐待、身体的虐待、

性的または精神的虐待といった問題に遭遇した場合の学生向けの指針と、

地元の支援者や任命されたカウンセラーの連絡先を含めなければならない

。国によっては法律および慣習が他の国と大きく異なる場合があるため、

オリエンテーションには地元の法律および慣習に関する情報を盛り込まな

くてはならない（2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  

2002 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号、2005 年

6 月理事会会合、決定 271 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号、2017 年 1 月理事

会会合、決定 87 号により改正 
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41.050.16. 学生の責務 

学生は、受入先地域において、ロータリーの価値、超我の奉仕への献身を

反映した形で、また平和構築者として、自己、母国、そしてロータリーを

代表しなければならない。相手を尊重し、責任を持って行動し、プログラ

ムならびに世界のロータリーを代表する者としての自分の役割に相応しく

あるべきである。 

 

学生は、事情のいかんを問わず、交換期間中いかなる種類の自動車その他

の動力付き車輌も運転すべきではない。また受入国内で動力付き車輌を所

有すべきではない。 

 

学生は、受入クラブおよび地区、両親または法的保護者の同意なくして、

受入クラブの所在地域外へ旅行すべきではない。 

 

学生は、交換中、ホストファミリー、受入クラブまたは地区の監督と権限

を受入れるべきである（2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  

2002 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号、2009 年

1 月理事会会合、決定 152 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 58 号により改正 

 

41.050.17. 学生の交換後の報告 

逆カルチャーショックの影響を考慮し、交換後、学生と両親または法的保

護者は、家庭、学校、地域社会環境の変化に順応することを目的とした交

換後ミーティングに出席するよう奨励されるべきである（2009 年 1 月理

事会会合、決定 152 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  

2007 年 11 月理事会会合、決定 64 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号により改正 
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41.050.18. ボランティアの選考と審査 

青少年交換に関与する個人全員を慎重に選考する手続きは最も重要であり

、細心の注意と配慮をもって行われるべきである。 

 

本プログラムに関与する成人（ロータリアンおよびロータリアン以外）、

すなわち委員、ホストファミリー、クラブのカウンセラー、その他の青少

年と多大な接触または監視下にない接触を持つ人びと（ただしこれらの人

びとに限らない）は、青少年と活動する適正を判断するための面接を受け

、青少年ボランティア書式に記入、署名し、警察が保管する公的記録の確

認や経歴照会を含む犯罪に関する背景調査を受けることに同意しなければ

ならない。 

 

受入クラブまたは地区は、申請書の記載内容、警察の公的記録の確認や経

歴照会などその家庭の成人全員の犯罪歴照会、個人面接、家庭訪問（事前

通知ありとなしの両方でなければならない）に基づき、細心の注意を払っ

てホストファミリーを審査、選考すべきである。 

 

プログラムの要件を遵守しない成人のボランティア（ロータリアンおよび

ロータリアン以外）は、地区がロータリーにおける青少年への関与から永

久的に外さなければならない（2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  

2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号、2007 年 2 月理事会会合、決定 163 号、2007 年

11 月理事会会合、決定 64 号、2006 年 6 月理事会会合、決定 248 号、2009 年 1 月理事

会会合、決定 152 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 10 月理事会会合、

決定 58 号により改正 

 

41.050.19. ボランティアの研修 

本プログラムに関与するすべての成人（ロータリアンおよびロータリアン

以外）、すなわち委員、ホストファミリー、クラブのカウンセラー、その

他の人びと（ただしこれらの人びとに限らない）は、プログラム運営、規



国際ロータリー章典 

2024年 10月 542 

定、および虐待とハラスメントの認識と予防に関する情報を含む研修を受

けなければならない（2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号）。 

 

出典：2007 年 2 月理事会会合、決定 163 号。  

2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号により改正 

 

41.050.20. ホストファミリーの規定と期待事項 

ホストファミリーは学生に部屋と食事を提供し、学生が十分な生活を送る

ことができるように適切な監督と親代わりの責任を果たすべきである（

2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  

2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号により改正 

 

41.050.21. 早期帰国 

プログラムの要件に従わない学生は、母国へ送還するものとする。受入地

区がこの決定に関する権限を持つものとする。学生が受入国を出発する前

に、派遣クラブと地区、ホストファミリー、学生の両親は旅行の手配につ

いて十分に知らされていなければならない。 

 

学生は、現実的な最も早い時期および経路で帰国すべきである。行き詰っ

た事態には、仲介役を務める独立したロータリアンを地区が任命すること

ができる（2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  

2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号により改正 

 

41.050.22. 青少年交換の学友 

地区とクラブは、ROTEX などの青少年交換学友グループを設立し、公式

のロータリー学友会として認証を受けるよう奨励されている（2017 年 6

月理事会会合、決定 149 号）。 

 

出典：1998 年 10 月理事会会合、決定 97 号。  
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2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 149 号により改正 

 

41.050.23. 多地区合同青少年交換プログラム 

二つ以上の地区が合同で青少年交換の実施を希望する場合がある。これら

の地区のクラブの 3 分の 2 がまず承認した場合にのみ活動やプロジェクト

を実施するのであれば、理事会は、このような協力活動に対し何ら反対す

るものではない。さらに、各地区のガバナーは、理事会の権限を代行する

事務総長から事前に明確な許可を得るものとする。 

 

各ガバナーは、地区内の青少年交換プログラムの監督と管理に対し責任を

持つ。多地区合同活動は、現任の地区青少年交換委員長と、参加地区の各

ガバナーが任命したその他の役員で構成される委員会が運営するものとす

る。このような多地区合同委員会は、その活動と財務に関して、少なくと

も年に 1 回、参加地区の全ガバナーに対し、書面にて報告する責務がある

（2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号）。 

 

出典：1979 年 5 月理事会会合、決定 355 号。  

2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号、2017 年 1

月理事会会合、決定 87 号により改正 

 

41.050.24. 地域青少年交換グループ 

理事会は、認定地区と多地区合同活動の間で情報を伝達し、コミュニケー

ションを円滑にし、ラーニング行事または会議を開催し、またはベストプ

ラクティスを共有するために地域グループを結成することに対し何ら反対

するものではない。ただし、以下を条件とする。 

1. そのようなグループの名称または所在地に基づき、対象参加者となり

うる地区のガバナーから反対のないこと。 

2. このグループは、グループ自体の活動に関する決定を除きいかなる意

思決定や立法の権限も持たないこと。 
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3. このグループは、いかなる交換活動も直接実施せず、認定地区または

他地区合同活動のみが交換活動を計画または手配できることを明確に

伝達すること。 

4. 組織の活動を実施するための資金は、強制することはできないこと 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号 

2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

41.050.25. ロータリー青少年交換における奉仕活動 

奉仕の理念を奨励および推進し、生涯にわたる奉仕への献身を青少年の心

に芽生えさせるため、ロータリー青少年交換の体験は「ロータリーの目的

」と一致すべきである。クラブと地区は、倫理的リーダーシップの育成、

チーム構築、国際理解、親善、および平和を促進する奉仕活動とカリキュ

ラムを含むよう奨励される（2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号）。 

 

出典：2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号 

 

41.050.26. 青少年交換学生への賃金 

国によっては、雇用規制のため、参加者が賃金を受け取るような国際交換

プログラムにクラブや地区が参加することに支障がある場合もある（

2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 275 号。  

2009 年 1 月理事会会合、決定 152 号により改正 

 

41.050.27. 地区青少年交換委員長と多地区合同役員の名簿 

事務総長は、地区青少年交換委員長、多地区合同役員、および地域グルー

プ役員の全員の連絡先を記載した名簿を作成し維持するものとする（

2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号）。 

 

出典：1979 年 5 月理事会会合、決定 355 号。  
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2009 年 6 月理事会会合、決定 217 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 10

月理事会会合、決定 58 号により改正 
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41.060. ロータリー青少年指導者養成プログラム 

ロータリー青少年指導者養成プログラムは、「RYLA」としても知られて

おり、1971 年に理事会で採択された国際ロータリーのプログラムである

。 

 

RYLA プログラムは、異なる成熟度のレベルとプログラムのニーズに合わ

せるために、14 歳以上の子供および成人の異なる年齢層を対象とする（

2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号）。 

 

出典：2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号 

 

41.060.1. 目的 

ロータリー青少年指導者養成プログラムは、地域社会と関わり、個人およ

び職業人としての能力を伸ばしながら、若者のリーダーとしての資質を育

成する。地域社会内の異なるニーズと関心に合わせるために、限定された

年齢層のグループを対象として RYLA プログラムの内容および形式をカス

タマイズすることができる。RYLA プログラムは、クラブ、地区、または

多地区合同レベルで実施するものとする（2020 年 11 月理事会会合、決定

69 号）。 

 

出典：1971 年 4 月理事会会合、決定 256 号、1982 年 5～6 月理事会会合、決定 395 号

。  

1995 年 11 月理事会会合、決定 95 号、1998 年 7 月理事会会合、決定 37 号、2017 年 1

月理事会会合、決定 87 号、2020 年 11 月理事会会合、決定 69 号により改正 

 

41.060.2. 地区ガバナーの権限 

ガバナーは地区内のすべての RYLA 行事に対し責任を負い、地区 RYLA 委

員会はガバナーへ報告するものとする（2016 年 9 月理事会会合、決定 57

号）。 

 

出典：2016 年 9 月理事会会合、決定 57 号 
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41.060.3. RYLA ファシリテーター 

RYLA に関わるファシリテーターは、セクシャルハラスメントおよび虐待

防止、多様性、公平さ、インクルージョンに関する研修を受けるものとす

る。未成年者が参加する RYLA については、ファシリテーターは、国際ロ

ータリーの青少年保護方針とその地区の青少年保護方針に関する研修も受

けるものとする（2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号）。 

 

出典：2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号 

 

41.060.4. 目標 

ロータリー青少年指導者養成プログラムの目標は次の通りである。 

1. 青少年の指導力を磨き、地域に貢献している青少年を表彰すること  

2. 生涯にわたる奉仕への献身を青少年の心に芽生えさせ、国際ロータリ

ーを通じた継続的な参加の機会に青少年をつなぐこと  

3. 若者のリーダーシップ育成を支援することにより、ロータリーの青少

年奉仕を実践すること 

（2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号）。 

 

出典：1982 年 5～6 月理事会会合、決定 395 号。  

2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号により改正 

 

41.060.5. 参加者の学習成果 

RYLA の期間中、参加者は以下のことを行うべきである。 

1. コミュニケーションスキル、対立への対処法、倫理的かつ戦略的に問

題に対処する能力など、リーダーシップの基本を学ぶ 

2. 自分自身に、またチームのメンバーとして変化を起こす能力を高める  

3. 行動を起こし、地元地域や世界の問題に取り組む方法を知る  

4. 地元地域におけるロータリーのインパクトとロータリーを通じて得ら

れる機会を理解する 
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（2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号）。 

 

出典：1996 年 2 月理事会会合、決定 218 号。  

2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号により改正 

 

41.060.6. RLYA における奉仕活動 

クラブと地区は、倫理的リーダーシップの育成、チーム構築、国際理解、

親善、および平和を促進する奉仕活動とカリキュラムを含むよう奨励され

る（2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号）。 

 

出典：2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号。  

2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号により改正 

 

41.060.7. 参加を促す RYLA の計画を立てるための方策 

RYLA に関わるクラブおよび地区は、次のことを行うよう奨励されている

。 

1. 次の方法で、すべてのプログラムにおいて、多様性、公平さ、インク

ルージョンに取り組む。  

a. 経済的および社会的に恵まれない地域社会からのリーダーとしての

資質を備えた参加者を含む  

b. 多様な属性を代表するファシリテーターを含む  

2. 若者の声を促進するために、参加者が独自の RYLA プログラムを形成

する上でリーダーの役割を果たせるようにする。  

3. ローターアクターと若い成人向けに、専門能力開発とリーダーシップ

育成を重視するプログラムを策定する。 

4. 地域社会のニーズに対応し、地域団体との協力的パートナーシップを

促進する革新的なプログラムを創出する。  

5. 参加者とファシリテーターからデータを収集して RYLA プログラムの

影響を評価し、知見を活用して将来のプログラムを形成する 
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（2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号）。 

 

出典：2001 年 2 月理事会会合、決定 227 号。2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2020

年 11 月理事会会合、決定 69 号、2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号により改正 

 

41.060.8. RYLA セミナーおよびプログラム 

RYLA セミナーは、RLYA に関与するロータリアンおよびローターアクタ

ー同士の情報交換を促進し、効果的な RYLA プログラムについて、地区

RYLA 委員長、地区 RYLA 委員、および RYLA に関心のあるロータリアン

およびローターアクター同士で情報を共有するため、地区およびゾーンで

実施すべきである。さらに、ガバナーと理事は、地区研修・協議会、地区

大会、およびロータリー研究会のプログラムに RYLA を組み入れるよう奨

励されている（2020 年 11 月理事会会合、決定 69 号）。 

 

出典：2001 年 2 月理事会会合、決定 227 号。  

2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2020 年 11 月理事会会合、決定 69 号により改正 

 

引照 

2.120.  青少年の保護 

17.020. 地区の法人化 

32.090.4. 多地区合同青少年交換 

41.020. 新世代交換 
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第 42 条     世界ネットワーク活動グループ 

 

42.010. ロータリー親睦活動 

42.020. ロータリー行動グループ 

42.030. 世界ネットワーク活動グループの法人化の指針 

 

 

42.010. ロータリー親睦活動 

 

42.010.1. 親睦活動の条件 

ロータリー親睦活動は、共通の関心事、職業、またはレクリエーションの

活動を軸に、交流と友情を深め、コミュニティを構築するという主な目的

のために世界中から結束した人のグループである。親睦活動は、関心を持

つ人であれば誰でも会員になることができる。親睦活動はあらゆる年齢、

民族、人種、皮膚の色、障害の有無、宗教、社会的地位、文化、性別、性

的指向、ジェンダーアイデンティティーの人びとに対し参加を開放するた

めインクルーシブなものにすべきである。 

 

親睦活動グループは、RI から独立して運営されなければならないが、ロ

ータリーの標章の使用を含め、RI の方針に従わなければならない。親睦

活動は、宗教的な信条や政治問題、または他の団体を推進する目的に利用

してはならない。RI による親睦活動グループの承認は、RI をはじめ地区

またはクラブに対し、法的、財政的、あるいはその他の義務または責任を

負わせることを意味するものではない。親睦活動グループは、RI を代行

したり、代表したり、または RI の代わりに行動する権限を持っていると

暗示してはならない。親睦活動グループは RI の代理機関ではない。親睦

活動グループは、財政的にも管理的にも、また、その他の面においても自

立していなければならない。親睦活動グループは、いかなる国においても

当該国の法律に違反して存在したり、あるいは活動してはならない。 

 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 551 

各ロータリー親睦活動グループに RI の保険は適用されないため、各自で

リスクを想定し、必要に応じて保険に加入しておくことが奨励されている

（2021 年 11 月理事会会合、決定 52 号）。 

 

出典：1966 年 1 月理事会会合、決定 168 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 172 号。  

2001 年 6 月理事会会合、決定 394 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 381 号、2005 年 3

月理事会会合、決定 205 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号、2018 年 6 月理事会

会合、決定 177 号、2020 年 1 月理事会会合、決定 100 号、2021 年 11 月理事会会合、

決定 52 号により改正 

 

引照 

40.010.1. プログラム参加者の定義 

40.050.1. ロータリー学友の定義 

 

42.010.2. 認定の基準 

事務総長は、理事会に代わってロータリー親睦活動グループを認定する。 

 

親睦活動として認定されるには、グループは以下の事項を満たすものとす

る。 

1. 少なくも 5 カ国を代表する、少なくとも 25 名のメンバーがいること。 

2. 既存の親睦活動グループ、ロータリープログラム、またはロータリー

財団のプログラムの目的と重複していないこと。 

3. 奉仕プロジェクトやプログラムを推進するための方策として利用しな

いこと。 

4. 親睦活動の関心事、職業、またはレクリエーションの活動を反映した

、一般的に理解される名前を使用すること。 

5. 正会員のロータリアン、ローターアクター、または平和フェローがリ

ーダーであること。 

6. 国際ロータリー理事会が承認したロータリー親睦活動グループの標準

細則を採択すること。 
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7. グループの名称案、ロゴ、連絡先情報を記載したウェブサイトまたは

ソーシャルメディアページを作成すること。ウェブ上の資料（ウェブ

サイトやソーシャルメディアを含む）とすべてのコミュニケーション

には、グループが提案中または結成中であることを明記しなければな

らない 

（2024 年 1 月理事会会合、決定 92 号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 141 号、1999 年 8 月理事会会合、決定 66 号、

2002 年 11 月理事会会合、決定 101 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 381 号、2005 年

3 月理事会会合、決定 205 号。  

2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 43 号、2015 年

10 月理事会会合、決定 58 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2017 年 1 月理事会

会合、決定 113 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 58 号により改正。1996 年 11 月理

事会会合、決定 106 号、2019 年 1 月理事会会合、決定 115 号、2020 年 1 月理事会会合

、決定 100 号、2021 年 11 月理事会会合、決定 52 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 92

号も参照のこと 

 

42.010.3. 正規グループとしての身分の維持 

事務総長は、親睦活動グループを会員の参加促進と会員維持の機会として

推進する。 

 

認定基準を維持し、以下の基準を満たす親睦活動グループは、正規とみな

され、ロータリーのメディアを通じて、および国際大会などのロータリー

行事ではスペースの空き状況に応じて、推進の優先権が与えられる。 

1. ウェブ上（ウェブサイト、ソーシャルメディアページ）での存在感を

示すため、最新情報を更新し、承認された名称とロゴを掲示し、ロー

タリー標章の使用が認証されている 

2. 毎年、国際ロータリーに委員長を報告している 

3. 9 月 1 日までに年次報告を事務総長に提出している 

4. 会員、入会希望者、事務総長から問い合わせに応答している 
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5. 親睦活動に関する紛争を友好的に解決している（2021 年 11 月理事会

会合、 

（2021 年 11 月理事会会合、決定 52 号）。 

 

出典：2019 年 1 月理事会会合、決定 115 号。  

2021 年 11 月理事会会合、決定 52 号により改正 

 

42.010.4. ガバナンス 

ロータリー親睦活動は、理事会が承認した標準細則を遵守しなければなら

ない。ロータリー親睦活動は、少なくとも 2 カ国を代表する少なくとも 3

名から成る理事会によって統括管理されるものとする。  

 

選挙および統括管理に関するすべての論争は、親睦活動グループにより友

好的に解決されるものとする。論争を解決するために、独立した第三者か

らの指導を求めることができる。RI は介入しない（2024 年 1 月理事会会

合、決定 92 号）。 

 

出典：2021 年 11 月理事会会合、決定 52 号。 

2024 年 1 月理事会会合、決定 96 号により改正 

 

42.010.5. チャプター（支部） 

ロータリー親睦活動グループは、関与を多様化し、国際的な活動範囲を広

げるためにチャプターを設立することができる。チャプターは、RI が承

認したロータリー親睦活動グループの名称とビジュアルアイデンティティ

を、チャプター固有の識別語句とともに使用しなければならない。 

 

ロータリー親睦活動グループはチャプターを監督し、チャプターによる

RI 方針遵守の責任を負うものとする。ロータリー親睦活動グループは、

チャプターを支援するために発生した運営費用を相殺するために、チャプ

ターから名目上の会費を徴収することができる（2021 年 11 月理事会会合

、決定 52 号）。 
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出典：2021 年 11 月理事会会合、決定 52 号。 

 

42.010.6. 認定の終結 

RI の方針に従っていない場合、親睦活動グループの役員または会員の同

意の有無にかかわらず、事務総長は、理事会に代わって、親睦活動グルー

プを終結できる。 

 

事務総長は、理事会に代わって、グループが自発的に解散することを決定

した場合、親睦活動グループを終結できる。解散および終結した親睦活動

グループは、残っている資金をロータリー財団に寄付するものとする（

2019 年 1 月理事会会合、決定 115 号）。 

 

出典：1989 年 11 月理事会会合、決定 96 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 381 号、2004 年 6 月理事会会合、決定 257 号、2005 年

11 月理事会会合、決定 78 号、2008 年 1 月理事会会合、決定 164 号、2017 年 1 月理事

会会合、決定 113 号、2019 年 1 月理事会会合、決定 115 号により改正 

 

42.010.7. 出版物への記述 

親睦活動グループ候補は、その呼称において「候補」グループであること

を明確に示さなければならない。  

 

ロータリー親睦活動グループは、ニュースレター、出版物、パンフレット

、ウェブサイトにおいて、「この親睦活動グループは、国際ロータリーの

代理機関ではなく、また国際ロータリーが管理するものではない」という

文章、あるいは事務総長によって承認された同様の趣旨の文章を明確に表

示しなければならない。以下は、親睦活動グループについて説明する記述

にこのような文章をどのように組み入れるかについて、既に承認されてい

る例である。 

 

「ロータリー建築家親睦活動グループは、建築分野の専門家による世界規

模のコミュニティを構築し、アイデアを交換し、学習の機会を提供し、友

情を築くことに専念している。この親睦活動グループは、国際ロータリー
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の方針に従って運営されているが、国際ロータリーの代理機関ではなく、

また国際ロータリーが管理を行うものではない」（2021 年 11 月理事会会

合、決定 52 号）。 

 

出典：2003 年 5 月理事会会合、決定 381 号。  

2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号、2019 年 1 月理事会会合、決定 115 号、2021 年

11 月理事会会合、決定 52 号により改正 

 

42.010.8. 他団体との契約 

親睦活動グループと他団体との間に結ばれる契約には、親睦活動グループ

がイリノイ州の法人である国際ロータリーの代理機関ではなく、また国際

ロータリーが管理するものではないこと、および親睦活動グループについ

て国際ロータリーは一切の責任を負わないことを明記しなければならない

。またこのような契約には、国際ロータリーが契約の関係者ではないこと

、および国際ロータリーは契約の下で行われた行為に対していかなる責任

も負わないことを明記しなければならない。  

 

親睦活動グループは、RI を代表して、他団体との協力関係を結ぶことは

できないものとする（2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号）。 

 

出典：2005 年 3 月理事会会合、決定 205 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号 

 

42.010.9. 青少年の保護 

ロータリー親睦活動グループは、活動に参加するすべての青少年の安全と

健康を守り、国際ロータリーの青少年保護方針を遵守しなければならない

。ロータリー親睦活動グループは、性的虐待またはハラスメントを行った

ことが知られている人物、またはロータリークラブの会員になることを禁

じられている人物に対し、会員身分または関係を認めることはできない（

親睦活動グループが、事実を知りながらそのような人物の会員身分または

関係を終結しなかったという情報が得られた場合、RI 理事会は方針の遵

守を怠ったことを理由に、ロータリー親睦活動グループを終結する）（

2017 年 1 月理事会会合、決定 113 号）。 
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出典：2015 年 5 月理事会会合、決定 184 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 113 号 

 

42.010.10. RI 国際大会における親睦活動グループ 

RI は、正規であり瑕疵なきロータリー親睦活動グループに対して、スペ

ースの空き状況に応じて、なおかつ予算が許す場合は、ファンドレイジン

グ（募金）目的を含む一切の物品販売または資金の取引を行わないことを

条件として、無料のブースおよび会合スペースを提供する。ロータリー財

団のためのファンドレイジング（募金）は、国際大会会場の規則、現地の

法律、および事務総長の承認を条件として許可される場合がある（2023

年 4 月理事会会合、決定 121 号）。 

 

出典：2012 年 5 月理事会会合、決定 244 号。  

2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2021 年 11 月理事会会合、決定 52 号、2023 年 4

月理事会会合、決定 121 号により改正 

 

引照 

8.020.  特別行事 

 

 

42.020. ロータリー行動グループ 

 

42.020.1. 目的 

ロータリー行動グループは、地域社会の発展および人道的奉仕の大規模な

プロジェクトの計画と実施において、ロータリークラブおよびローターア

クトクラブ、地区、および多地区合同活動に援助と支援を提供することに

よりロータリーの目的を推進することを目的とした、ある特定の奉仕分野

における専門知識と経験を有する国際的なメンバーから成るグループとす

る（2021 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。  

2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 88 号、2014 年 5

月理事会会合、決定 143 号、2016 年 1 月理事会会合、決定 123 号、2019 年 1 月理事会
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会合、決定 115 号、2020 年 1 月理事会会合、決定 100 号、2021 年 4 月理事会会合、決

定 157 号により改正 

 

42.020.2. 国際ロータリーとの関係 

ロータリー行動グループは、それが専門とする分野において、クラブと地

区に支援を提供できる。ロータリー行動グループの活動は、RI の方針に

沿って実施されなければならない。ロータリー行動グループは、宗教的な

信条や政治問題、または他のロータリー以外の団体を推進する目的、また

はアドボカシーのみを目的として利用してはならない。RI によるロータ

リー行動グループの承認は、RI をはじめ地区またはクラブに対し、法的

、財政的、あるいはその他の義務または責任を負わせることを意味するも

のではない。ロータリー行動グループは、RI を代行したり、代表したり

、または RI の代表として行動する権限があることを暗示してはならない

。ロータリー行動グループは RI の代理機関ではない。ロータリー行動グ

ループは、財政的にも管理的にも、またその他の面においても自立してい

なければならない。ロータリー行動グループは、いかなる国においてもそ

の国の法律に違反して存在したり、活動したりしてはならない。 

 

各ロータリー行動グループに RI の保険は適用されないため、各自でリス

クを想定し、必要に応じて保険に加入しておくことが奨励されている（

2021 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。  

2006 年 11 月理事会会合、決定 75 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号、2015 年

10 月理事会会合、決定 58 号、2016 年 1 月理事会会合、決定 123 号、2021 年 4 月理事

会会合、決定 157 号により改正 

 

42.020.3. 統括管理と会員資格 

ロータリー行動グループは、理事会が承認した標準細則を遵守しなければ

ならない。ロータリー行動グループは、少なくとも 5 名から成る理事会に

よって統括管理されるものとする。ロータリー行動グループの理事の少な

くとも 80 パーセントが正会員のロータリアン、ローターアクター、また
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は平和フェローでなければならない。ロータリー行動グループの理事会の

20 パーセントまでは、ロータリアン、ローターアクター、または平和フ

ェローではない独立した外部理事が占めることができる。  

 

ロータリー行動グループは、関心を持つ人であれば誰でも会員になること

ができる。メンバーとしての地位は、ロータリー行動グループの理事会の

判断により、ローターアクトクラブ、ロータリークラブ、および地区にも

年単位で与えることができる（2022 年 10 月理事会会合、決定 47 号）。 

 

出典：2006 年 11 月理事会会合、決定 75 号。  

2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号、2017 年 1 月理事会会 合、決定 113 号、2020 年

1 月理事会会合、決定 100 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 47 号により改正 

 

42.020.4. ロータリー行動グループとしての仮認定の取得 

ロータリー行動グループ候補はすべて、理事会による仮認定を申請しなけ

ればならない。  

 

申請を行うには、グループは以下の事項を満たしていなければならない。 

1. ロータリーの目的を推進する特定の有意義な奉仕活動に対する共通の

関心を分かち合う、少なくとも 5 カ国および 3 ゾーンを代表する、少

なくとも 50 名のメンバー候補者を確保すること。 

2. 活動対象において創立メンバーがどのような専門知識を有しているか

、どのような種類のプロジェクトを推進または遂行しようとしている

のか、奉仕目標を達成するためのグループの計画がどのようなもので

あるかなどを簡潔にまとめた行動計画を含む申請書を提出すること。

少なくとも 10 名の創立メンバーが、提案されたグループの重点分野に

おける技術面または主題に関する専門知識を提示しなければならない

。 

3. RI の方針に従って組織されていること。 
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4. ロータリアン、ローターアクター、クラブ、地区の奉仕活動を補完し

、既存のロータリー行動グループ、RI プログラム、ロータリー財団プ

ログラムの趣旨に重複しないこと。 

仮承認されなかったグループは、その否認の日から 2 年間は再申請するこ

とができない（2021 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。  

2006 年 11 月理事会会合、決定 75 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号、2017 年 1

月理事会会合、決定 113 号、2021 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

42.020.5. 仮認定されたロータリー行動グループの要件 

仮認定日から 2 年以内に、ロータリー行動グループは以下を実施して自立

性を示さなければならない。 

1. 少なくとも 3 件の多クラブ合同または地区の地域社会発展および人道

的奉仕プロジェクトを支援した証拠を提供すること 

2. クラブおよび地区がプロジェクトのパートナー（ロータリー内または

ロータリー以外）および他のリソースを得るための支援をすること 

3. 最新情報とリソースとともにウェブサイトを随時更新すること 

4. ロータリー行動グループの要件および方針をすべて満たすこと 

仮認定されたロータリー行動グループは、ロータリー行動グループとして

のすべての権利と責任を有するものとする。2 年間の期限終了時に、理事

会は仮認定ロータリー行動グループを認定または終結することができる。

承認されなかったグループは、否認の日から 2 年間は再申請することがで

きない（2021 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：2017 年 1 月理事会会合、決定 113 号。  

2018 年 10 月理事会会合、決定 58 号、2019 年 1 月理事会会 合、決定 115 号、2019 年

4 月理事会会合、決定 142 号、2020 年 9 月理事会会合、決定 23 号、2021 年 4 月理事会

会合、決定 157 号により改正 
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42.020.6. ロータリー行動グループとしての身分の維持 

ロータリー行動グループとしての地位を維持するためには、グループは承

認された活動目的と RI の方針に従って活動しなければならない。 

1. クラブと地区に対しプロジェクト計画に関する技術的アドバイス、ベ

ストプラクティス、手引き、対面および／またはバーチャル研修の機

会を提供することにより、クラブと地区のリソースとなること。  

2. グループ内の専門知識を維持していることを示す証拠を毎年提示する

こと。  

3. 専門とする分野の国際プロジェクトについて、クラブ、地区、多地区

合同活動と定期的に協力し、毎年少なくとも 3 件の多クラブ合同また

は地区の人道的奉仕プロジェクトを支援すること。グループは関与と

プロジェクトの成果の記録を保持するものとする。 

4. クラブや地区と、グループの専門分野の組織をつなぐ能力を示すこと

。 

5. ロータリー行動グループの会員へ、印刷物または電子媒体による配布

物を定期的に配布すること。 

6. 最新情報とリソースとともにウェブサイトを随時更新すること 

7. 会員が交流できるよう、年次総会（直接またはオンラインによる）を

開催すること。 

8. 毎年 10 月 1 日までに、事務総長の要請に従い、年次活動と財務の報告

書を提出し、会員へ写しを送付すること。 

9. 行動計画を維持し、年次報告書において目標への進捗を報告すること

。  

グループが正規の地位を維持しているか判断するため、事務総長および

RI プログラム委員会が年次報告を審査するものとする。地位を維持する

基準を満たしていないグループは、RI 理事会によって終結させるものと

する（2021 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 
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出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。  

2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号、2016 年 1 月理事会会合、決定 123 号、2017 年 1

月理事会会合、決定 113 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 58 号、2019 年 1 月理事会

会合、決定 115 号、2019 年 1 月理事会会合、決定 142 号、2021 年 4 月理事会会合、決

定 157 号により改正 

 

42.020.7. ロータリー行動グループのコミュニケーションに関する方針 

1. ウェブサイト：ロータリー行動グループは、活動を推進し、会員に情

報を伝えるためのウェブサイトを運営しなければならない。理事会か

らまだ認定を受けていない結成中のグループは、ロータリー標章を使

用せず、ロータリー行動グループでないことをウェブサイトに明記す

れば、入会希望者を募るためのウェブサイトを設けることができる。

認定が否決された結成中のグループは、理事会による決定が通知され

次第、そのウェブサイトを閉鎖しなければならない。  

2. クラブおよび地区との連絡：ロータリー行動グループは、地区ガバナ

ー、地区ガバナーエレクト、地区国際奉仕委員長、および地区ロータ

ーアクト代表と連絡を取ることができる。ロータリー行動グループは

、地区ガバナーが明確な許可を与えた場合に限り、ロータリークラブ

およびローターアクトクラブと連絡を取ることができる。この許可は

、地区リーダーの交替時に毎年更新されなければならない。 

3. 利害の対立：ロータリー行動グループの会員が個人の事業の利益に影

響する事柄について、回状を送付することは許されていない。  

4. 連絡および出版物での声明：ロータリー行動グループの連絡（電子形

式または印刷形式）、出版物、ウェブサイトには、「このロータリー

行動グループは、国際ロータリーの代理機関ではなく、また国際ロー

タリーが管理するものではない」という文章、あるいは事務総長によ

って承認された同様の趣旨の文章を明確に表示しなければならない。

この文章は、外部関係者との連絡または合意書にも明確に含まれなけ

ればならない。 

以下は、ロータリー行動グループを説明する記述にこのような文章をどの

ように組み入れるかについて、既に承認されている例である。 
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「都市部の関心事項に関するロータリー行動グループは、犯罪、失業、薬

物濫用、ホームレスなどの問題に取り組むため、ロータリアンを動員し、

世界中で率先していくことを目的としている。このロータリー行動グルー

プは国際ロータリーの方針に従って運営されているが、国際ロータリーの

代理機関ではなく、また国際ロータリーが管理を行うものではない」（

2021 年 4 月理事会会合、決定 157 号） 

 

出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。  

2006 年 11 月理事会会合、決定 75 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号、2011 年 9

月理事会会合、決定 88 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 191 号、2019 年 1 月理事会会

合、決定 80 号、2019 年 1 月理事会会合、決定 115 号、2021 年 4 月理事会会合、決定

157 号により改正 

 

42.020.8. ロータリー行動グループの推進 

ロータリー行動グループは、既存のロータリークラブ、地区、多地区合同

活動の構造を通じて、奉仕プロジェクトを支援するものとする。ロータリ

ー行動グループは、財政支援を求めているロータリークラブ、地区、およ

び多地区合同プロジェクトの一覧をウェブサイトに掲示し、このような組

織に個人や組織が直接寄付する方法を示すことができる。 

 

地区ガバナー、地区国際奉仕委員長、およびクラブ会長は、ロータリー行

動グループが専門とする分野におけるプロジェクトと活動について、ロー

タリークラブとロータリー行動グループが連携する機会を促進するよう奨

励されている。  

 

ガバナーエレクトおよびクラブ会長エレクトは、ロータリー行動グループ

の目的、運営、構成、専門分野に関して研修を受けるものとする。これに

は、RI の戦略計画の優先事項を支援する上でロータリークラブと地区を

援助するためにロータリー行動グループを活用する方法も含まれるべきで

ある（2017 年 1 月理事会会合、決定 113 号）。 

 

出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。  
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2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 88 号、2016 年 1

月理事会会合、決定 123 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2017 年 1 月理事会会

合、決定 113 号により改正 

 

42.020.9. 財務報告書の独立監査 

年間総収入あるいは費用が 25,000 米ドルまたはその相当額以上の場合、

ロータリー行動グループは、公認会計士あるいは行動グループ監査委員会

による独立監査（どちらが行うかは会員が決定できる）が行われた年次財

務表と報告書を提出するよう義務づけられている。この報告は、毎年 10

月 1 日までにグループ会員に提供し、事務総長へその写しを提出する。 

 

監査委員会による監査を選択した場合、委員会は以下を満たさなければな

らない。 

1. 現役員以外の委員少なくとも 3 名で構成されること。 

2. 正会員のロータリアンで構成されること。 

3. パストガバナーまたは元クラブ会長の委員を少なくとも 1 名含めるこ

と。 

4. 会計と監査の経験を有する委員を少なくとも 1 名含めること。 

5. グループにより定められた手続きに従い、年次総会でグループが委員

を選出すること 

（2017 年 1 月理事会会合、決定 113 号）。 

 

出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。  

2006 年 11 月理事会会合、決定 75 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 69 号、2011 年 1

月理事会会合、決定 137 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 113 号により改正 

 

42.020.10. ロータリー行動グループのチャプター（支部） 

ロータリー行動グループは、関与を多様化し、地域への影響を増大させる

ために、国または地域のチャプター（支部）を創設することができる。チ

ャプターは、RI が承認したロータリー行動グループ名称ならびに視覚的
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アイデンティティーに国または地域名を加えたものを使用するものとする

。  

 

ロータリー行動グループは、所属チャプターを監督し、チャプターによる

RI 方針遵守の責任を負うものとする。ロータリー行動グループは、チャ

プターを支援するために発生した運営費用を相殺するために、チャプター

から会費を徴収することができる（2021 年 4 月理事会会合、決定 157 号

）。 

 

出典：2021 年 4 月理事会会合、決定 157 号 

 

42.020.11. 支援 

支援には、ロータリー標章の使用およびプログラム出版物と RI ウェブサ

イトへの役員の掲載などがある（2021 年 11 月理事会会合、決定 53 号）

。 

 

出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。  

2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 88 号、2012 年 1

月理事会会合、決定 201 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 1 月理事会会

合、決定 80 号、2020 年 1 月理事会会合、決定 99 号、2021 年 11 月理事会会合、決定

53 号により改正 

 

42.020.12. RI 国際大会におけるロータリー行動グループ 

RI は、正規であり瑕疵なきロータリー行動グループに対して、スペース

の空き状況に応じて、なおかつ予算が許す場合は、ファンドレイジング（

募金）目的を含む一切の物品販売または資金の取引を行わないことを条件

として、無料のブースおよび会合スペースを提供する。ロータリー財団の

ためのファンドレイジング（募金）は、国際大会会場の規則、現地の法律

、および事務総長の承認を条件として許可される場合がある（2023 年 4

月理事会会合、決定 121 号）。 

 

出典：2021 年 11 月理事会会合、決定 53 号 

2023 年 4 月理事会会合、決定 121 号により改正 
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42.020.13. 認証の停止および終結 

RI の方針に従っていない場合、ロータリー行動グループの役員または会

員の同意の有無にかかわらず、事務総長は、理事会に代わって、グループ

に対する RI からの支援を停止できる。復帰するためには、グループは、

停止日から 6 カ月以内に、事務総長により通達された懸念事項に対処しな

ければならない。事務総長は、理事会に代わって、停止中のロータリー行

動グループを復帰させることができる。方針に従わない場合には、事務総

長が理事会にグループを終結するよう推奨することができる。 

 

終結されたグループは、その終結の日から 2 年間は再申請することができ

ない。 

 

グループが自発的に解散することを決定した場合、事務総長は、理事会に

代わって、ロータリー行動グループを終結できる 

 

解散または終結したロータリー行動グループは、残っている資金をロータ

リー財団に寄付するものとする（2019 年 4 月理事会会合、決定 142 号）

。 

 

出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。  

2005 年 11 月理事会会合、決定 78 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号、2017 年 1

月理事会会合、決定 113 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 58 号、2019 年 1 月理事会

会合、決定 80 号、2019 年 4 月理事会会合、決定 142 号により改正 

 

42.020.14. ロータリー行動グループの会費および募金活動 

ロータリー行動グループは、会費がどのように使用されるかを組織の規定

文書および入会申込資料にて公開するものとする。ロータリー行動グルー

プは、毎年の収支をまとめた財務表を準備し、これを会員へ配布するもの

とする。 
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ロータリー行動グループは有給の職員を置くことができる。グループは、

会費を通じて、補助金の一部として支払われるプロジェクト運営費を通じ

て、または当該費用を指定した寄付金を通じて、職員の給与およびその他

の運営費を支払うことができる。 

 

ロータリー行動グループは、ウェブサイト上を含め、個人や団体から寄付

を募ることができる。ただし、以下を支援することを目的とする寄付でな

ければならない。 

• ロータリークラブ、ローターアクトクラブ、地区、または多地区合同

プロジェクト 

• ロータリー財団 

• プロジェクトの実施においてロータリークラブまたはローターアクト

クラブに協力している個別の組織（ロータリー行動グループおよびそ

の役員と理事、ならびに資金を受ける団体の間に利害関係がないこと

を条件とする） 

ロータリー行動グループは上記のグループのために 100,000 米ドルを超え

ない金額を寄付金として保持することができる。100,000 米ドルを超える

資金を保持することを求めるロータリー行動グループは、まず事務総長か

ら承認を得るものとする（2021 年 11 月理事会会合、決定 53 号）。 

 

出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。  

2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 88 号、2016 年 1

月理事会会合、決定 123 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 113 号、2018 年 10 月理事

会会合、決定 58 号、2019 年 1 月理事会会合、決定 80 号、2019 年 4 月理事会会合、決

定 142 号、2021 年 11 月理事会会合、決定 53 号により改正 

 

42.020.15. ロータリー行動グループと他団体 

1. 補助金申請方針：25,000 米ドルを超える資金を求めて他団体と接触を

図ろうとするロータリー行動グループは、正式な申請書を提出する前

に、草案の写しを事務総長に提出し、明確な承認を得るものとする。
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この規定は、グループと協力して活動する第三者機関に資金が支払わ

れる場合にも適用される。  

2. 協力関係に関する方針：正式な書面による協力関係またはその他の協

定を結ぶことを目的として他団体と接触を図ろうとするロータリー行

動グループは、正式な行動を起こす前に、草案の写しを事務総長に提

出し、明確な承認を得るものとする 

（2019 年 1 月理事会会合、決定 80 号）。 

 

出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。 

2006 年 11 月理事会会合、決定 75 号、2007 年 2 月理事会会合、決定 159 号、2011 年 1

月理事会会合、決定 137 号、2019 年 1 月理事会会合、決定 80 号により改正 

 

引照 

36.010.3. 他団体との連絡 

 

42.020.16. ロータリー行動グループの法人化 

法人化の可否は、ロータリー行動グループの会員が活動の内容に照らして

決定すべき事柄である。法人化のための申請書は、提出前に審査のため事

務総長に提出されなければならない。ロータリー行動グループの法人設立

定款あるいはそれに相当する法人規約文書には、ロータリー行動グループ

が RI の活動または代理機関でないことを示す声明が含まれていなければ

ならず、また、RI の方針に従っていなくてはならない（2011 年 1 月理事

会会合、決定 137 号）。 

 

出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 302 号。 

2006 年 11 月理事会会合、決定 75 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 137 号により改正 

 

42.020.17. ロータリー行動グループ・アドボカシーの指針 

ロータリアンは、ポリオ根絶、およびロータリーの重点分野における奉仕

を通じて人びとの暮らしを向上させることを提唱する。ロータリー行動グ

ループは、メンバーが専門とする特定の分野で、大規模な地域社会開発や
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人道的奉仕プロジェクトをクラブや地区が立案し実施するのを支援する目

的のために組織される。活動の一環として、ロータリー行動グループは問

題に関する意識を向上させ、その問題に取り組む行動を提唱することが了

解されている。ある特定の問題が政治的に慎重な対応を期する政府を相手

にする際には、ロータリー行動グループは偏った立場を避けることが期待

され、行動への働きかけ案を国際ロータリーに提出して審査を求めるよう

奨励されている（2021 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：2018 年 1 月理事会会合、決定 102 号 

2021 年 4 月理事会会合、決定 157 号により改正 

 

42.020.18. 青少年の保護 

ロータリー行動グループは、活動に参加するすべての青少年の安全と健康

を保護し、国際ロータリーの青少年保護方針を遵守しなければならない。

ロータリー行動グループは、性的虐待またはハラスメントを行ったと知ら

れている人物、またはロータリークラブまたはローターアクトクラブの会

員になることを禁じられている人物に対し、会員身分または関係を認める

ことはできない（グループが、事実を知りながらそのような人物の会員身

分または関係を終結しなかったという情報が得られた場合、RI 理事会は

方針の遵守を怠ったことを理由に、ロータリー行動グループを終結する）

（2021 年 11 月理事会会合、決定 53 号）。 

 

出典：2014 年 5 月理事会会合、決定 143 号。 

2017 年 1 月理事会会合、決定 113 号、2021 年 11 月理事会会合、決定 53 号により改正 

 

引照 

2.120.  青少年の保護 

26.120. 会合、行事、または活動におけるハラスメントのない環境  

第 34 条 ロータリーの標章 

 

42.020.19. 多様性とインクルージョン 

ロータリー行動グループには以下のようなインクルージョンを奨励する。  
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1. あらゆる年齢、民族、人種、皮膚の色、障害の有無、宗教、社会的地

位、文化、性別、性的指向、ジェンダーアイデンティティーの人びと

に対し参加を開放する。  

2. 共通する分野に集中的に取り組んでいる他のロータリアンまたはロー

ターアクターまたは学友のグループから申し出があった場合、それら

の専門知識・スキルを取り入れ、それらがリーダーシップを発揮する

機会を設け、小委員会、キャンペーン、または代表的プログラムを通

じてその取り組みを支援する 

（2021 年 4 月理事会会合、決定 157 号）。 

 

出典：2021 年 4 月理事会会合、決定 157 号 

 

引照 

26.130. 国際ロータリーの多様性、公平さ、インクルージョンに関す

る方針 

40.050.1. ロータリー学友の定義 

第 34 条 ロータリーの標章 

 

 

42.030. 世界ネットワーク活動グループの法人化の指針 

法人化することを選ぶすべての世界ネットワーク活動グループには、以下

の最低限の推奨指針が適用される。 

1. 法人化される世界ネットワーク活動グループの名称は、RI 理事会によ

り承認された名称と同じものとする。 

2. 本法人は、非営利組織とするものとし、一切の配当金も支払うことな

く、またその資金あるいは財産またはその他の資産のいかなる部分も

、会員、理事、あるいは役員に配分されるものではないものとする。 

3. 法人化された世界ネットワーク活動グループの法人規約文書の規定が

、国際ロータリーの定款、細則、あるいは方針と矛盾している場合、
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国際ロータリーの定款、細則、あるいは方針の規定が、常時、優先す

るものとする。 

4. この世界ネットワーク活動グループのすべての会員は、当法人の会員

となるものとする。 

5. この世界ネットワーク活動グループの最初の会員は、法人化の時点で

の世界ネットワーク活動グループの会員であるものとする。この世界

ネットワーク活動グループが準拠する規定文書に従って会員が当グル

ープへ追加または当グループから離脱した場合には、即刻かつ自動的

に、法人の会員にもこれに相当する変更が加えられるものとする。 

6. 世界ネットワーク活動グループ法人の理事会と役員は、当世界ネット

ワーク活動グループの会員に限られるものとする。 

7. 理事の数と任期は、地元の法律で義務づけられた通り、および当該世

界ネットワーク活動グループ法人の法人規約文書に規定されている通

りとする。 

8. 法人化の時点での世界ネットワーク活動グループの理事会は、法人化

したグループの理事会とする。法人化されたロータリー行動グループ

には、少なくとも 5 名の理事がいなければならない。法人化されたロ

ータリー行動グループの理事の少なくとも 80 パーセントが正会員のロ

ータリアン、ローターアクター、および平和フェローでなければなら

ない。法人化されたロータリー行動グループの理事会の 20 パーセント

まで、ロータリアン、ローターアクター、または平和フェローではな

い理事が占めることができる。法人化されたロータリー親睦活動は、

少なくとも 3 名の理事がおり、正会員のロータリアン、ローターアク

ター、または平和フェローが理事長でなければならない。世界ネット

ワーク活動グループは、地元の法律により義務づけられた通り、およ

びその法人規約文書に規定されている通り、その他の役員を選ぶこと

ができる。 

9. 委員長は、世界ネットワーク活動グループ法人の状況について、毎年

会員に報告するものとする。 
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10. 世界ネットワーク活動グループ法人は、RI の活動でも代理機関でもな

い。  

11. 世界ネットワーク活動グループ法人は、RI 理事会の指示もしくは法人

会員の承認があり次第、即刻かつ自動的に運営が停止され、解散手続

きが行われるものとする。委員長は、法人を解散するにあたって、世

界ネットワーク活動グループによる決定の通知を理事会に提出するも

のとし、また解散手続が終了した後、直ちに最終報告を提出するもの

とする  

（2022 年 10 月理事会会合、決定 47 号）。 

 

出典：2005 年 11 月理事会会合、決定 76 号。  

2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 113 号、2019 年 1

月理事会会合、決定 80 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 47 号により改正 

 

引照 

32.090.5. 世界ネットワーク活動グループ法人化に関する事務総長の権

限 
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第 43 条     表彰 

 

43.010. クラブ優秀賞 

43.020. 意義ある奉仕賞 

43.030. ロータリー会員増強賞 

43.040. 超我の奉仕賞 

43.050. 奉仕部門功労者賞 

43.060. シルビア・ウィットロック・リーダーシップ賞 

43.070. ロータリー学友世界奉仕賞 

43.080. ロータリー最優秀学友会賞 

43.090. ロータリー人道奉仕功労賞 

43.100. 表彰品交換方針 

43.110. 新しい賞または表彰の提案 

 

 

43.010. クラブ優秀賞 

この賞の目的は、組織の優先事項を支援する活動を遂行したロータリーク

ラブを表彰することにある。 

 

クラブ優秀賞の基準は、関連するロータリー財団目標を含む戦略計画の優

先事項と目標に基づくものとし、その戦略計画の期間中は一貫性を保つも

のとする。  

 

各会長が個性を出すため個別の部門が設けられる。本賞の達成事項は、対

象年度中に加盟したクラブがクラブ優秀賞の達成から不当に除外されない

ような方法で記載されるべきである。  

 

地区のための優秀賞は、予め決められた数のクラブがクラブ優秀賞を達成

した地区に授与することができる。  
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インターアクトクラブおよびローターアクトクラブには、それぞれのため

のクラブ優秀賞が設けられるものとする。表彰状が電子ファイルでガバナ

ーに送信され、現地で印刷するか、クラブに電子媒体によって配布される 

（2024 年 5 月理事会会合、決定 171 号）。 

 

出典：2011 年 5 月理事会会合、決定 215 号。  

2017 年 1 月理事会会合、決定 115 号、2024 年 5 月理事会会合、決定 171 号 

 

 

43.020. 意義ある奉仕賞 

この賞の目的は、影響の大きいプロジェクトについてロータリークラブお

よびローターアクトクラブを表彰し、重要な問題またはニーズに取り組む

クラブの活動を地区で表彰するためのものである。 

 

現職のクラブ会長は、任期中に実施されたプロジェクトの概要を現職のガ

バナーへ検討のため送付することができる。概要を受領したガバナーは、

プロジェクトの成果が表彰に値するか否かを判定することができる（

2020 年 4 月理事会会合、決定 139 号）。 

 

出典：1991 年 7 月理事会会合、決定 22 号。  

2017 年 1 月理事会会合、決定 115 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 139 号により改正 

 

 

43.030. ロータリー会員増強賞 

この賞の目的は、会員増加を実証した活動についてロータリアン個人、ク

ラブ、地区、地域、およびゾーンを表彰することにある。 

 

審査基準 

表彰の対象となる会員増強達成のカテゴリーは、クラブ優秀賞において示

されるカテゴリーの情報によって知ることができるものとする。各カテゴ

リーにおいて、地区、ゾーン内の地区、および全世界のゾーンの上位 5 ク

ラブの達成が表彰されるものとする。 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 574 

 

表彰の品 

表彰は達成のレベルに基づくものとし、身に着ける品、飾り品、オンライ

ン掲載用の電子バッジ、国際協議会と国際大会中の表彰行事を含む場合が

ある。受賞者の公表は、RI のウェブサイトおよび「Rotary」誌上で行わ

れるものとし、他の地域雑誌にも適宜掲載することができる。 

 

個人への表彰品はクラブに届けられ、クラブの会合または行事において授

与されるものとする。クラブへの表彰品は地区ガバナーに届けられ、公式

訪問または地区行事において授与されるものとする。地区および地域のリ

ーダーへの表彰品は理事に届けられ、地区またはゾーンの行事において授

与されるものとする（2017 年 1 月理事会会合、決定 115 号）。 

 

出典：1997 年 6 月理事会会合、決定 303 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 157 号。  

2017 年 1 月理事会会合、決定 115 号により改正。1997 年 3 月理事会会合、決定 266 号

も参照のこと。 

2002 年 7 月理事会会合、決定 30 号により確認 

 

43.030.1. 新会員推薦者のためのメンバーシップ・ソサエティ 

新会員推薦者のためのメンバーシップ・ソサエティは、ロータリーの参加

者の基盤を広げるために大きな貢献をした会員を称えるものである。  

 

資格条件  

ロータリーに 25 名以上の新会員を推薦した現ロータリアンまたは元ロー

タリアンは、新会員推薦者のためのメンバーシップ・ソサエティで表彰す

ることができる。新しいクラブの創立会員は、会員の推薦活動の累計人数

には含まれず、1 人の会員に 3 人以上の推薦者を割り当てることはできな

い。  

 

認証レベル 

ブロンズレベル：25～29 人の新会員を推薦 

シルバーレベル：30～49 人の新会員を推薦 
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ゴールドレベル：50～74 人の新会員を推薦 

プラチナレベル：75 人以上の新会員を推薦 

（2021 年 6 月理事会会合、決定 190 号）。 

 

出典：2021 年 6 月理事会会合、決定 190 号 

 

 

43.040. 超我の奉仕賞 

この賞の目標は、毎年、奉仕活動により人道的に影響を与えた、最大 150

名の傑出したロータリーおよびローターアクトクラブ会員を表彰すること

である。毎年、1 地区から選ばれる受賞者は 1 名限りとし、この賞は、個

人につき 1 度のみ授与されるものである。 

 

資格ある推薦者 

現職の地区ガバナーおよび RI 理事のみが、担当地区から 1 名の候補者を

推薦できる。無地区のロータリークラブを担当する現任の RI 特別代表も

、担当する無地区ロータリークラブまたはローターアクタークラブのグル

ープから 1 年に 1 名のロータリアンまたはローターアクターを推薦できる

。 

 

資格ある被推薦者 

会員義務を果たしている正会員ロータリアンまたはローターアクターは推

薦されることができる。ただし、現職、次期、または直前の地区ガバナー

、RI 理事、RI 会長、ならびに財団管理委員は除く。 

 

この賞へ自己推薦することはできない。さらに、被推薦者は、推薦者のパ

ートナー、直系親族（子または孫）、直系親族のパートナー、または尊属

（親または祖父母）であってはならない。 

 

推薦基準 

候補者は、会員義務を果たしているロータリアンまたはローターアクター

でなければならない。候補者は、形式やレベルを問わず、模範的な人道的
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奉仕を継続的に実践していなければならない。個人的なボランティア活動

やロータリーを通じて人びとを助ける活動に積極的に関与したかどうかに

重点を置くべきである。本賞は、ロータリーにおける被選役職または任命

された役職での実績のみを評価して授与されるものではない。ロータリー

、その財団、あるいは個別プロジェクトに対する個人的な金銭的寄付は、

本賞の審査において考慮されない。 

 

受賞者の選考 

最多 5 名の RI 会員増強委員会の委員が候補者の審査を行うものとする。

選出後、RI は推薦者または推薦者の指定した人物に、受賞したロータリ

アンまたはローターアクターに授与される「超我の奉仕」ピンとクリスタ

ルの認証品を送付するものとする（2021 年 6 月理事会会合、決定 177 号

）。 

 

出典：1992 年 3 月理事会会合、決定 184 号。  

1995 年 2 月理事会会合、決定 171 号、1996 年 2 月理事会会合、決定 217 号、1998 年 6

月理事会会合、決定 347 号、1998 年 10 月理事会会合、決定 68 号、1999 年 11 月理事

会会合、決定 131 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 389 号、2001 年 11 月理事会会合

、決定 72 号、2002 年 2 月理事会会合、決定 176 号、2003 年 2 月理事会会合、決定 228

号、2006 年 11 月理事会会合、決定 77 号、2007 年 2 月理事会会合、決定 204 号、2008

年 11 月理事会会合、決定 66 号、2009 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2015 年 10 月

理事会会合、決定 61 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 115 号、2018 年 1 月理事会会合

、決定 109 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 139 号、2021 年 6 月理事会会合、決定

177 号により改正 

 

引照 

32.090.15 超我の奉仕賞を撤回する事務総長の権限 

 

 

43.050. 奉仕部門功労者賞 

この賞の目的は、ロータリーの五大奉仕部門における個々のロータリアン

またはローターアクターの功績を表彰することである。  
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資格ある推薦者と被推薦者 

現職のクラブ会長は、会員義務を果たしている正会員ロータリアンまたは

ローターアクターを、一つまたはすべての奉仕分野で表彰の対象として地

区に推薦することができる。ただし、現職のクラブ会長、次期、現職、ま

たは直前の地区ガバナー、事務総長、RI 理事、RI 会長、ロータリー財団

管理委員、ならびにグレートブリテンおよびアイルランド内国際ロータリ

ー（RIBI）地域理事会または名誉会計は除く。 

 

成果活動の例 

クラブ奉仕：所属するロータリークラブまたはローターアクトクラブのク

ラブ奉仕への多大な支援を活動とクラブ運営によって示し、会員の満足度

を向上させたこと。 

• クラブ会合を運営し、魅力的なプログラムを作成すること。 

• 委員長、クラブ理事会など、委員会に参加していること。 

• ソーシャルメディアまたはその他のメディアでクラブ活動を発信する

ことで、クラブ会員の間で、および地域社会と交流を促進しているこ

と。 

• 会員増強を支援するための積極的、創造的かつ長期的な方策を立てた

こと。 

• ロータリー親睦活動に参加し積極的に活動すること。 

社会奉仕：所属する地域の人びとの生活の質を向上させ、公共の利益に奉

仕することで、社会奉仕に多大な支援を示したこと。  

• 地元での持続可能な奉仕プロジェクトの立案と実施を主導すること。 

• 法人、政府機関、または NGO とプロジェクトを共同で実施するパート

ナーシップを確立するための機会を促進すること。 

• 地域への奉仕の提供に自ら従事すること。 

• 国際奉仕：世界中の人びとの生活の質を向上させ、平和と国際的、文

化的理解を促進することで、国際奉仕に多大な支援を示したこと。 
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• いずれかのロータリーの七つの重点分野において国際奉仕プロジェク

トの立案と実施を主導すること。 

• 法人、政府機関、または NGO と奉仕プロジェクトを共同で実施するパ

ートナーシップを確立するための機会を促進すること。 

• 世界社会奉仕、友情交換、職業研修チーム、国際共同委員会に参加し

ていること。 

• 地元での、または国際的なプロジェクトフェアへの所属クラブの参加

を企画すること。 

• 奉仕プロジェクトを支援するロータリー行動グループに参加している

こと。 

職業奉仕：職業およびロータリーにおける高潔性と高い道徳的水準を実践

し、職業上の才能を地域社会への奉仕に活用し、職業奉仕の多大な支援を

示していること。 

• 若い人びとを導き、職業において成果を収められるよう支援すること

。 

• 職業奉仕に関する討論会またはグループワークショップを開催して、

他の人びとが行動を起こすよう意欲を喚起すること。 

• 職業分類の話し合いに参加して他のクラブ会員に自らの職業について

教えていること。 

• ロータリアン以外の人びとに職業奉仕の精神を紹介するビジネス･ネッ

トワークに関する行事に参加していること。 

• 1 月の職業奉仕月間を記念する活動を実施していること。 

• 職業研修チームに参加していること。 

青少年奉仕：青少年と若い職業人に力を与え、ローターアクト、インター

アクト、ロータリー青少年指導者養成プログラム、およびロータリー青少

年交換などの指導者養成プログラムを支援することで、青少年奉仕に多大

な支援を示したこと。 
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• 地域における青少年の人材育成を支援する奉仕プロジェクトの立案と

実施を主導すること。 

• ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーのネットワークづ

くりの機会を強調すること。 

• インターアクトクラブまたはローターアクトクラブの奉仕プロジェク

トに参加すること。 

• インターアクター、およびローターアクターの個人、職業人、指導者

としての養成を積極的に監督し指導すること。 

• 青少年交換学生の受入れを行うこと。 

• 世界インターアクト週間、世界ローターアクト週間、または青少年奉

仕月間のための奉仕プロジェクトを実施すること。 

概要を受領したガバナーは、プロジェクトの成果が表彰に値するか否かを

判定することができる五大奉仕部門のすべてにおいて表彰に値する功績を

挙げたロータリアンまたはローターアクターがいる場合、ガバナーはその

ロータリアンまたはローターアクターを RI による表彰に推薦することが

できる。推薦を受領した RI からガバナーまたはクラブ会長に奉仕部門功

労者賞のピンが送付され、受賞したロータリアンまたはローターアクター

に授与されるものとする（2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：1997 年 7 月理事会会合、決定 52 号。  

1998 年 6 月理事会会合、決定 347 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 389 号、2010 年 6

月理事会会合、決定 223 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 115 号、2018 年 4 月理事会

会合、決定 162 号、2020 年 4 月理事会会合、決定 139 号、2022 年 10 月理事会会合、

決定 30 号により改正 

 

 

43.060. シルビア・ウィットロック・リーダーシップ賞 

「シルビア・ウィットロック・リーダーシップ賞」は、ロータリーにおけ

る女性の活躍の促進に積極的に尽力した 1 名のロータリー会員を毎年称え

るための賞である。  
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資格ある推薦者と被推薦者 

会員義務を果たしている正会員は、毎年 1 名の候補者を推薦することがで

きる。 

 

ロータリーにおける女性の進出において卓越した成果をあげたロータリー

正会員（性別、会員年数は問わない）が候補者となる。自己推薦はできず

、本賞を 2 回受賞することはできない。 

 

受賞者の選考  

過去のシルビア・ウィットロック賞受賞者および最高 5 名の RI 会員増強

委員会委員が、対象となる候補者を審査するものとする。毎年、1 名のみ

が選出されるものとする。選考後、受賞者が発表され、適切かつ実現可能

な方法により、公に表彰するため招待される（2021 年 11 月理事会会合、

決定 57 号）。 

 

出典：2021 年 11 月理事会会合、決定 57 号 

 

 

43.070. ロータリー学友世界奉仕賞 

ロータリーの学友世界奉仕賞の目的は、人道的奉仕の実践や職業での活躍

を通じて、ロータリープログラムの影響を身をもって示した優れたロータ

リー学友を称えることにある。賞の対象者として、ロータリアンは、奉仕

活動ならびに職業上の功績において傑出している個人を考慮すべきである

。理想的な候補者の奉仕活動および職業での活躍とは、地域社会を越え、

国際レベルで人びとの生活に影響を与えるものである。 

 

ロータリー学友世界奉仕賞は 1 名だけに授与される。すべてのロータリー

学友がこの賞の受賞資格を持つ（2016 年 1 月理事会会合、決定 101 号）

。 

 

出典：2014 年 10 月理事会会合、決定 65 号。  

2016 年 1 月理事会会合、決定 101 号により改正 
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43.070.1. 選考基準 

1. 候補者は傑出した奉仕活動ならびに職業上の功績を通じて、ロータリ

ーのプログラムの社会的利益を実証していなければならない。 

2. 候補者は専門職務や職業において卓越した功績を挙げていなければな

らない。 

3. 候補者は国際社会に影響を与える持続可能な奉仕活動を実践していな

ければならない。 

（2014 年 10 月理事会会合、決定 65 号）。 

 

出典：2014 年 10 月理事会会合、決定 65 号 

 

43.070.2. 受賞資格の基準 

1. 特別な状況において例外が認められた場合を除き、候補者は、ロータ

リー国際大会において賞を受理しなければならない。 

2. 個人が受賞できるのは一回のみとする。 

3. 個人は没後推薦または没後受賞することはできない。 

4. 現職および元 RI 理事ならびに現職および元財団管理委員に受賞資格は

ないものとする 

（2016 年 1 月理事会会合、決定 124 号）。 

 

出典：2014 年 10 月理事会会合、決定 65 号、2016 年 1 月理事会会合、決定 124 号 

 

43.070.3. 候補者の推薦 

1. ロータリアン、学友、プログラムの現参加者を含むロータリーコミュ

ニティのあらゆるメンバーは、候補者 1 名を推薦できる。 
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2. 推薦書は、本賞にふさわしい候補者の功績を所定の書式に明確に記載

しなければならない。補足書類または資料の提出が大変望ましい。推

薦は、9 月 15 日までに RI 世界本部が受理しなければならない。 

3. 事務総長は、推薦手続きについて責任をもつものとし、地区ガバナー

に締切日と手続きを通知すべきである 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 44 号）。 

 

出典：2014 年 10 月理事会会合、決定 65 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 34 号。  

2019 年 10 月理事会会合、決定 44 号により改正 

 

43.070.4. 選出手続 

1. 事務総長は、全推薦書に目を通し、候補者が受賞資格を満たしている

ことを確認した上で、審査のために各賞とも上位 10 の候補者を会員増

強委員会およびロータリー財団賞審査委員会に回付する。 

2. 会員増強委員会およびロータリー財団賞審査委員会が審査し、受賞者

1 名と補欠受賞者 1 名を 1 月の会合で理事会および財団管理委員に対

して推薦する。 

3. 本賞の受賞者は、理事会と管理委員会の 1 月会合の直後に、本賞の受

賞について通知を受ける。書面による賞の受諾（ロータリー国際大会

で自ら賞を受理するという誓約を含む）後に、受賞者は、他の推薦者

と地域コーディネーターに発表され、適宜、一般にも公表される。第

一受賞者がロータリー国際大会における授賞式に出席できない場合、

事務総長は選出された補欠受賞者を受賞者とする権限を有する。 

4. 賞の授与はロータリー国際大会の本会議において、財団管理委員長と

RI 会長が合同で行う。 

（2022 年 2 月理事会会合、決定 81 号）。 

 

出典：2014 年 10 月理事会会合、決定 65 号。  

2016 年 1 月理事会会合、決定 101 号、2017 年 1 月理事会会 合、決定 87 号、2018 年 10

月理事会会合、決定 34 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 44 号、2019 年 10 月理事会
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会合、決定 67 号、2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号、2022 年 2 月理事会会合、決定

81 号により改正 

 

43.070.5. ロータリー学友世界奉仕賞受賞者のロータリー活動への関与 

ロータリー研究会の招集者および地域コーディネーターは、実現可能であ

れば、必要に応じて受賞者を講演者としてロータリー研究会に招待するよ

う奨励される。 

 

受賞者の居住する地区のガバナーおよびガバナーエレクトは、実現可能で

あれば、必要に応じて同賞の受賞者を地区大会へ招待するよう奨励される

。 

 

受賞者の居住する地区のロータリークラブ会長は、ロータリアンではない

ロータリー学友世界奉仕賞の受賞者に対して名誉会員の称号を授与し、可

能であればクラブの行事へ招待するよう奨励される。 

 

適切かつ実現可能な場合には、過去の受賞者を RI 国際大会へ招待するこ

とができる（2016 年 1 月理事会会合、決定 101 号）。 

 

出典：2014 年 10 月理事会会合、決定 65 号。  

2016 年 1 月理事会会合、決定 101 号により改正 

 

 

43.080. ロータリー最優秀学友会賞 

ロータリー最優秀学友会賞の目的は、学友がロータリーで果たす重要な役

割について認識を高めるため、ロータリーのプログラムに長期的な影響を

もたらした学友会を表彰することにある。受賞した学友会には表彰盾もし

くはバナーが授与され、ロータリーのメディアで取り上げられ、ロータリ

ーの主要行事において学友会の活動を発表する機会が与えられる（2014

年 10 月理事会会合、決定 65 号）。 

 

出典：2014 年 10 月理事会会合、決定 65 号 
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43.080.1. 受賞資格 

学友会は以下の条件を満たしていなければならない。 

1. 国際ロータリーにより正式に加盟認証されていること。 

2. 調査や現役員名など、RI からの要請に応じて最新情報を提供している

こと。 

3. ロータリー内で、学友の価値に対する関心を高めていること。 

4. 学友会メンバーの過半数が関与していること。 

5. 過去 12 カ月間に地域社会または国際社会に影響を及ぼすプロジェクト

もしくは活動を完了していること。 

6. Facebook、LinkedIn、その他のソーシャルメディアを通じ、オンライ

ンでの存在感を示していること。 

7. ロータリアンと学友の間の協力を実証していること。 

8. ロータリーの目的および「超我の奉仕」を支えていること。 

（2014 年 10 月理事会会合、決定 65 号）。 

 

出典：2014 年 10 月理事会会合、決定 65 号 

 

43.080.2. 推薦手続 

1. ロータリアン、学友、プログラムの現参加者を含むロータリーコミュ

ニティのあらゆるメンバーは、候補者 1 名を推薦できる。 

2. 推薦は、所定の書式を用いて、当該学友会の本賞の受賞資格を示す業

績を明確に記述しなければならない。補足書類または資料の提出が大

変望ましい。推薦は、9 月 15 日までに RI 世界本部が受理しなければ

ならない。 

3. 事務総長は、推薦手続きについて責任をもつものとし、地区ガバナー

に締切日と手続きを通知すべきである。 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 44 号）。 
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出典：2014 年 10 月理事会会合、決定 65 号。  

2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 34 号、2019 年 10

月理事会会合、決定 44 号により改正 

 

43.080.3. 選出手続 

1. 事務総長は、全推薦書に目を通し、候補者が受賞資格を満たしている

ことを確認した上で、審査のために各賞とも上位 10 の候補者を会員増

強委員会およびロータリー財団賞審査委員会に回付する。 

2. 会員増強委員会とロータリー財団賞審査委員会は、ロータリー最優秀

学友会賞の受賞者 1 団体および補欠受賞者 1 団体を推薦し、選出のた

め理事会と管理委員会の 1 月の会合にこれを提出する。 

3. 本賞の受賞者は、理事会と管理委員会の 1 月会合の直後に、本賞の受

賞について通知を受ける。本賞の受諾を書面で示した後、受賞者名が

他の推薦者と地域コーディネーター、および適切であれば一般の人び

とに告知される。第一受賞者がロータリー国際大会における授賞式に

出席できない場合、事務総長は選出された補欠受賞者を受賞者とする

権限を有する。 

（2022 年 2 月理事会会合、決定 81 号）。 

 

出典：2018 年 10 月理事会会合、決定 34 号。  

2019 年 10 月理事会会合、決定 44 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 67 号、2020 年 1

月理事会会合、決定 85 号、2022 年 1 月理事会会合、決定 81 号により改正 

 

 

43.090. ロータリー人道奉仕功労賞 

この賞の目的は、模範的な人道的奉仕を行った最大 150 名のロータリアン

ではない人びとを表彰することである。 

 

資格ある推薦者 
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地区ガバナーは、この賞の推薦資格を持つ候補者を自らの地区から毎年 1

名推薦できる。無地区ロータリークラブに対する現職の RI 特別代表も、

毎年 1 名の推薦を提出できる。 

 

資格ある被推薦者 

この賞には、会員義務を果たしている正会員ロータリアンのパートナーを

含む、ロータリアンではない人のみを推薦できる。この賞は、個人につき

1 度のみ授与されるものである。 

 

推薦基準 

候補者は、その人がロータリーを通じて行ってきた人道的奉仕のみを基に

、個人的なボランティア活動や人びとを助ける活動に積極的に関与したか

どうかに重点を置いて審査されるものとする。ロータリー、その財団、あ

るいは個別プロジェクトに対する個人的な金銭的寄付は、本賞の審査にお

いて考慮されない。 

 

受賞者の選考 

最多 5 名の RI 会員増強委員会の委員が候補者の審査を行うものとする。

選出において、RI から推薦者または推薦者の指定した人物にロータリー

人道奉仕功労賞のクリスタル認証品が送付され、受賞したロータリアンに

授与されるものとする（2021 年 6 月理事会会合、決定 177 号）。 

 

出典：2015 年 1 月理事会会合、決定 140 号。  

2017 年 1 月理事会会合、決定 115 号、2021 年 6 月理事会会合、決定 177 号により改正 

 

 

43.100. 表彰品交換方針 

一般的な指針として、紛失の性質に関わらず、交換品は国際ロータリーよ

り以下の方法により発行されるものとする。 

1. 表彰状は、その個人が過去の受賞者であることを確認した上で、請求

者に電子媒体により発行される。 
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2. 表彰盾、ピン、クリスタル等の有形品目は、製造および生産者の費用

を支払うことを条件に交換される。この費用の金銭的責任は請求者が

負う。 

3. RI 職員は、生産者／製造者に請求の有効性を確認し、これらの品目の

注文を促進することにより、表彰品の交換の完全性を確認する 

（2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号）。 

 

出典：2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号 

 

 

43.110. 新しい賞または表彰の提案 

一般的な指針として、理事会は次の場合を除き、新しい賞または表彰を採

択してはならないものとする。 

1. プログラムが既存の賞または表彰プログラムの一部またはすべての構

成要素と実質的に異なる場合 

2. 新しいプログラムがロータリーの戦略計画に沿っている場合 

3. 同様の費用の現行プログラムが廃止または縮小された場合 

4. 一つ以上の RI 委員会がプログラムの構成要素を評価および作成してい

る場合 

5. 実際の成果を評価するために、理事会が、期間（2～3 年、等）を明確

に決めた上で、期待される具体的結果を特定した場合 

6. 新しいプログラムの導入前にな計画と準備を行う十分な時間がある場

合 

7. プログラムの発足と継続的運営を支援するために十分な職員と資金が

ある場合 

（2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号）。 

 

出典：2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号 
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第 44 条     ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織、 

   および他団体 

 

44.010. 奉仕プロジェクトの開発 

44.020. ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織のための他

団体との交流の指針 

44.030. ロータリーの名称を使用したり、支援または参加を求めたりするロータリ

ープログラム／組織の年次財務表 

44.040. ロータリーのない国においてクラブがプロジェクトを実施するための指針 

 

 

44.010. 奉仕プロジェクトの開発 

ロータリークラブ、地区、その他のロータリー組織は、奉仕プロジェクト

を開発する際に以下を考慮に入れるべきである。 

1. 地域社会のニーズ調査  

2. 五大奉仕部門 

3. 七つの重点分野 

4. RI の戦略計画 

5. ロータリー財団の使命 

（2017 年 1 月理事会会合、決定 96 号）。 

 

出典：2008 年 11 月理事会会合、決定 58 号。  

2010 年 6 月理事会会合、決定 223 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2017 年 1

月理事会会合、決定 96 号により改正 

 

44.010.1. ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織の奉仕プロ

ジェクトの自主性 

クラブ、地区、その他のロータリー組織は、地元地域のニーズに応じて独

自のプログラムを開発すべきである。クラブ、地区、その他のロータリー
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組織のために特定の奉仕プロジェクトやプログラムを提唱したり、指示し

たりすることは、RI のプログラムの範囲内ではない（2017 年 1 月理事会

会合、決定 96 号）。 

 

出典：1927 年 5～6 月理事会会合、決定 XIV(b)(3)号、2004 年 11 月理事会会合、決定

59 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 96 号 

 

引照 

8.010. 活動に関するクラブの自主性 

 

44.010.2. ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織によって実

施される奉仕プロジェクト 

ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織は、独自の

奉仕活動を遂行し、その成果を高める目的で、他団体を支援し、他団体と

協力するよう奨励されている（2017 年 1 月理事会会合、決定 96 号）。 

 

出典：2002 年 2 月理事会会合、決定 213 号。 

2017 年 1 月理事会会合、決定 96 号により改正 

 

 

44.020. ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織のための他

団体との交流の指針 

1. この指針は、ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリ

ー組織が他団体と交流する際の行動を規定する。 

2. ロータリーはパートナー、その製品またはサービス、方針または立場

を推奨しない。パートナーシップは、パートナーの製品またはサービ

ス、方針または立場のロータリーによる推奨または承認を暗示しない

。パートナーシップは、ロータリーとのいかなる排他的取り決めも暗

示しない。パートナーシップは、いかなるロータリーの活動、出版物

、立場、または方針の内容に対しても、パートナーによる支配または

影響の許諾を暗示せず、合同の取り組み、行事、または活動のために

策定された取り決めの条項を超えてパートナーの利益を高めるために
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ロータリーが影響力を行使することを暗示しない。推進資料および配

布物には、製品またはサービス、方針または立場のロータリーによる

推奨または承認を示唆するいかなる表現または意匠も使用することは

できない 

3. クラブ、地区、およびその他のロータリー組織は、以下の条件の下、

プロジェクトと活動において、他団体を支援し、他団体と協力するこ

とができる。 

a. このような活動がロータリーの理念と目的に沿っていること 

b. 関係クラブ、地区、その他のロータリー組織内の会員がこの協力活

動を承認していること 

c. 協力とは、活動の継続期間中、クラブ会長、地区ガバナー、または

ロータリー組織会長の任命したロータリー委員会が直接参加し、責

任を負うことが含まれる。また、毎年活動の見直しが行われること 

d. 独立した組織体としてのクラブ、地区、またはその他のロータリー

組織の自主性を保持すること 

e. クラブ、地区、またはその他のロータリー組織は、協力団体のメン

バーとならないこと 

f. ロータリーとその奉仕活動を一般の人びとに知らせるために、協力

という本来的な性質の範囲においてクラブ、地区、またはその他の

ロータリー組織が適切な形で認められること 

g. クラブ、地区、またはその他のロータリー組織と協力団体とが合同

プロジェクトまたは活動の性質を一般の人びとに伝達するという共

同責任を負うこと 

h. クラブ、地区、またはその他のロータリー組織は、以下を引き受け

ないこと  

i. 合同プロジェクトへの継続的な参加義務、または 
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ii. 他団体への継続的な金銭的義務。ただし、ロータリークラブ、ロー

タリー地区、またはその他のロータリー組織に対し、理事会会合、

地区大会、年次会合、その他の適切な手段により、このようなプロ

ジェクトまたは活動への継続的な参加または金銭的義務について見

直し、決定を下せる機会を提供する 

i. クラブ、地区、またはその他のロータリー組織がそのような活動を

始めたり、あるいは協力活動の契約を結んだりすることにより、RI

またはロータリー財団がその活動あるいは契約に拘束されたり、責

任を負うようなことが一切ないこと 

4. 第 36 条「パートナーシップ」において別段に規定されている場合を除

き、これらの指針は、ロータリークラブ、ロータリー地区、あるいは

その他のロータリー組織が、他団体の名称またはロゴと組み合わせて

国際ロータリー徽章を含むロータリーの標章（「ロータリーの標章」

は後述の段落 6 に定義されている）を使用することについて規定する

ものである。 

5. 「ロータリー組織」とは、国際ロータリー、ロータリー財団、ロータ

リークラブまたはロータリークラブから成るグループ、ロータリー地

区または地区から成るグループ（多地区合同活動を含む）、ロータリ

ー親睦活動グループ、ロータリー行動グループ、および国際ロータリ

ーの管理上の区域単位のことである。この定義に含まれていない組織

は、前もって理事会の承認を求めなければ、ロータリー標章を使用す

る協賛活動あるいは協力関係を結ぶことは認められない。個々の RI プ

ログラムは、ロータリー組織とはみなされない。 

6. これらの指針の規定、特に以下の段落 6、8、10、11、12、13、14、

15、16、17、18 に含まれている記載事項は、ロータリークラブ、ロ

ータリー地区、あるいはその他のロータリー組織と、協賛者または他

の協力団体を含むがこれらに限定されない別の団体との間の契約にお

いて言及されるべきである。 

7. 国際ロータリーは、「ロータリー」、ロータリー徽章、「国際ロータ

リー」、「RI」、「ロータリークラブ」、「ロータリー財団」、ロー
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タリー財団のロゴ、「ロータリアン」、「The Rotarian」、「ロータ

ーアクト」、「ローターアクトクラブ」、ローターアクト記章、「イ

ンターアクト」、「インターアクトクラブ」、インターアクト記章、

「インターアクチブ」、「ポール・ハリス・フェロー」、ポール・ハ

リスの肖像、「ポリオプラス」、ポリオプラスのロゴ、「超我の奉仕

」、「最も良く奉仕する者、最も多く報いられる」、平和および紛争

解決の分野におけるロータリー・センターのロゴ（「ロータリーの標

章」）などを含む（ただしこれらに限定されない）、世界中において

各種の商標と奉仕の標章の所有者である。国際ロータリーは、特定の

状況で許可される使用に関する制限された指針の下、ロータリークラ

ブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織に対してこれらの標章

の使用権を拡大適用する。この指針は本ロータリー章典全文に定めら

れている（第 33 条「ロータリーの標章」全般を参照すること）。 

8. 協賛活動および協力関係の目的のためなど、他団体と交流する場合に

、国際ロータリーは、ロータリークラブ、ロータリー地区、その他の

ロータリー組織が、次の規定に準拠した下記の方法でロータリー標章

を使用することを許可している。 

9. ここで認められた限定的な使用は、何の任務も付与するものでもなく

、いかなる他団体に対してもいかなるロータリー標章の使用の免許を

与えるものでもない。 

10. ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織が他団

体と交流する場合に、国際ロータリーは、後述の段落 10 においてさら

に明記されている通り、ロータリークラブ、ロータリー地区、その他

のロータリー組織との協同関係による行事あるいはプロジェクトに関

する推進資料の限定的かつ特定の目的のために他の団体の名称または

ロゴと一緒にロータリーの標章の使用を許可するものである。 

11. ロータリーの標章の一つが他団体の名称またはロゴと組み合わせて使

用される場合、ロータリークラブ、ロータリー地区、あるいはその他

のロータリー組織の名称を明確に表示する語句もロータリーの標章と
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近接した位置および同等に目立つような方法で付記しなければならな

い（第 34.030.6.項、34.040.6.項、34.040.10.項参照）。 

12. いかなるロータリー標章も、ロータリー提唱の行事あるいはプロジェ

クト（バナーあるいは標識を含むが、それに限定されるものではない

）に直接関連する広告あるいは推進資料を含め、協賛活動、協力関係

の目的のために他の団体のロゴと合わせて使用される場合は、他の団

体のロゴは、ロータリー徽章あるいはロータリー標章が、反復した背

景の陰影幕の部分となっていないならば、ロータリー徽章（またはロ

ータリークラブ、地区、他のロータリー組織あるいは国際ロータリー

の独自の裁量におけるその他のロータリーの標章）のそれ自体の大き

さと比べ同等か、あるいはそれ以下でなければならない。RI は、ロー

タリー徽章または他のロータリー標章が部分的に使用されたり、ある

いは変形されていなければ、ロータリー徽章またはロータリー標章を

異なった表出方法（透かし、刷り込み、陰影、浮かし）で複製するこ

とを許可している。RI は、協賛団体がロータリー行事やプロジェクト

を通常の広告と組み合わせてその役割を強調したいと思う場合に、ロ

ータリー標章は協賛団体のロゴよりも小さくても差し支えないことに

同意している。 

13. ロータリーの標章は、変更、修正されたり、改変してはならず、全体

が複製されなければなりない。「ロータ」などの略語、接頭辞、接尾

辞は一切認められない。簡易歯車は、簡易組み合わせロゴの一部とし

て「Rotary」（ロータリー）の文字とともに使用するか、プログラム

のロゴのための簡易ロゴの一部として「Interact」（インターアクト

）、または「Rotaract」（ローターアクト）の文字とともに使用する

こと RI は、ロータリー徽章または他のロータリー標章が部分的に使用

されたり、あるいは変形されていなければ、ロータリー徽章またはロ

ータリー標章を異なった表出方法（透かし、刷り込み、陰影、浮かし

）で複製することを許可している。 
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他団体のロゴとロータリー徽章あるいは他のロータリー標章は重ねら

れることがなく、二つが別々に区別された画像に見えるよう、二つの

標章の間に明らかな空間を設けるべきである。 

 

ロータリー徽章を正確な色で複製するため、現行のガイドラインがブ

ランドリソースセンター（https://brandcenter.rotary.org）に明示さ

れている。ここにはロータリー徽章の複製に関する詳細な仕様と、ロ

ータリーの全資料において標準的かつ一貫したアイデンティティを保

つためのガイドラインが掲載されている。ロータリアンは、ロータリ

ーが地元の組織であると同時に国際的組織であり、地元での使用もイ

ンターネットを通じて世界的に認知される可能性があることに留意す

る。文化が異なれば、規範や配慮を要する事柄も異なる。これらの指

針の基にロータリーの標章を使用する場合、文化に配慮し、ロータリ

ーの目的と調和したものにすべきである。RI はロータリーの標章のい

かなる使用も審査し承認する権利を保持する。ロータリーの標章は、

銃、武器、その他の兵器の画像と組み合わせて描写することはできな

い 

14. ロータリー標章は複製を許可されている免許取得業者によってのみ複

製され得る。それ故、可能な場合は、いつでも、ロータリー標章の複

製は、正式な免許取得業者によって行われるべきである。万一、希望

の商品が RI の免許取得業者から無理なく入手できない場合には、RI の

免許担当課から承認を得なければならない。 

15. 他の団体の名称またはロゴと組み合わせてロータリーの標章を使用す

る場合は毎回、ロータリークラブやロータリー地区、あるいは他のロ

ータリー団体または RI の当事者によって発行前に事前の審査を受け、

承認手続が踏まれるものとする。RI、ロータリークラブ、ロータリー

地区、あるいはその他のロータリー組織は、特定の拒否権あるいは許

可権を唯一有するものとされ、（複写やレイアウトの）修正が加えら

れる場合には、当事者による相互の同意が得られなければならない。 

16. ロータリークラブ、ロータリー地区、あるいはその他のロータリー組

織は、他の団体の名称またはロゴと組み合わせてロータリー標章が使
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用される際にバナーまたは標識の展示が許される場所を含め、いかな

る媒体において発行される推進資料についても管理を行い保持すべき

である。 

17. ロータリークラブ、ロータリー地区あるいはその他のロータリー組織

は、資料の発行を承認したり、あるいはいかなる他団体がロータリー

標章を使用するにあたって宣伝、もしくはその関係を広報することを

希望する場合にも、その報道媒体を承認する権利を保有するべきであ

る。 

18. 理事会の許可がある場合を除き、会員名簿は RI、あるいは関係する地

区、クラブ、その他のロータリー組織の管理の下に置かれなければな

らない。ただし、会員名簿の閲覧許可の決定は、関連する法的規制を

含め、ロータリアン個人の権利を尊重するものでなければならない。 

19. 他団体の名称またはロゴと組み合わせてロータリーの標章を使用する

場合は、常に次の条件を遵守しなければならない。 

a. ロータリーの価値観および地元の文化的規範に一致していること。 

b. ロータリーの目的に適合していること。 

c. C.  ロータリーの公共イメージおよび評判を向上させること 

（2022 年 2 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：1988 年 10 月理事会会合、決定 114 号、1998 年 10 月理事会会合、決定 86 号。  

2000 年 8 月理事会会合、決定 64 号、2000 年 11 月理事会会合、決定 133 号、2001 年 2

月理事会会合、決定 224 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 385 号、2001 年 11 月理事

会会合、決定 71 号、2002 年 2 月理事会会合、決定 213 号、2003 年 2 月理事会会合、決

定 194 号、2004 年 2 月理事会会合、決定 159 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 35 号

、2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 70 号、2008 年

1 月理事会会合、決定 142 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2012 年 1 月理事

会会合、決定 201 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 242 号、2015 年 5 月理事会会合、

決定 166 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 195 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 86

号、2017 年 1 月理事会会合、決定 96 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 172 号、2017

年 9 月理事会会合、決定 24 号、2018 年 4 月理事会会合、決定 159 号、2019 年 4 月理事
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会会合、決定 172 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2022 年 2 月理事会会合、

決定 76 号により改正 

 

44.020.1. クラブのリストおよび会員名簿を他団体に提供しないこと 

クラブのリスト、役員リスト、および委員会委員あるいはロータリアンの

リストは、以下の例外を除き、他団体に提供しないものとする。  

1. 政府機関の法的要件を満たすため  

2. 理事会あるいはその執行委員会の同意がある場合。ただし、理事会あ

るいはその執行委員会が準拠法に違反してこのようなリストを提供し

ないことが条件である 

（2001 年 2 月理事会会合、決定 219 号）。 

 

出典：1941 年 1 月理事会会合、決定 103 号、1955 年 1 月理事会会合、決定 87 号、1988

年 10 月理事会会合、決定 114 号。 

2001 年 2 月理事会会合、決定 219 号により改正 

 

 

44.030. ロータリーの名称を使用したり、支援または参加を求めたりするロータリ

ープログラム／組織の年次財務表 

「ロータリー」という字句を名称に用いたり、ロータリアン、ロータリー

クラブ、または地区からの支援や参加を求める非公式のロータリープログ

ラム、グループ、あるいは組織は、前ロータリー年度の収支を示す年次財

務表と報告時点で手元にある資金の額を、同組織のメンバー、参加者、お

よび要請があれば事務総長に毎年 10 月 1 日までに提出するよう要請され

ている。メンバーと参加者に報告を提出する代わりに、この年次報告を組

織のために設けられたウェブサイトに掲載することもできる。掲載された

報告書は、次年度の報告書が掲載されるまで、ウェブサイトに残すものと

する（2008 年 1 月理事会会合、決定 142 号）。 

 

出典：2007 年 11 月理事会会合、決定 109 号 
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44.040. ロータリーのない国においてクラブがプロジェクトを実施するための指針 

RI は、クラブおよび地区がロータリーの存在しない国において国際奉仕

プロジェクトを実施するのに役立つ次の指針を採択した。 

1. いかなる場合においても、クラブまたはいかなる会員も、正式、非正

式を問わず、プロジェクト実施国において拡大活動を実施すべきでは

ない。拡大は、理事会の責任においてなされるものである。 

2. プロジェクトが実施される地域社会のリーダー、ならびに同地域の政

府当局に対し、プロジェクトの目的、範囲、期間、受益者、クラブの

役割を明確に説明すべきである。 

3. プロジェクトを実施する前に、目的、趣旨、国内の連絡担当者、他団

体と政府機関の関与の範囲と協力の種類、完了予定期日、財団補助金

申請の有無など、プロジェクトの内容に関する完全な概要をガバナー

に提出し、その写しを事務総長に送るべきである。 

4. プロジェクト状況報告は、半期毎にガバナーに提出し、写しを事務総

長に送るべきである。 

5. クラブは、プロジェクトがクラブの所在国あるいはプロジェクト実施

国の法律に違反するものではなく、その実施にあたってプロジェクト

実施国の適切な政府当局の承認を受けていることを確認すべきである

。 

6. 他団体と協力して実施する場合、クラブは、その団体がプロジェクト

実施国の法律に従い登記され活動していることを確認すべきである 

（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。  

 

出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 94 号 
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第 6 章 コミュニケーション 

 

条項 

第 48 条 公式言語および翻訳 

第 49 条 会員へのコミュニケーション 

第 50 条 広報および情報 

第 51 条 出版物 

第 52 条 音声／視覚／電子コミュニケーション 

第 53 条 その他のコミュニケーション 

 

 

第 48 条     公式言語および翻訳 

 

48.010. RI 公式言語 

48.020. ロータリー文献の翻訳 

 

 

48.010. RI 公式言語 

英語が RI 唯一の公式言語である（2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号）

。 

 

出典：1954 年 5 月理事会会合、決定 206 号、1973 年 1 月理事会会合、決定 109 号。  

2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号により改正。1998 年 6 月理事会会合、決定 387 号

、1999 年 11 月理事会会合、決定 224 号により確認 

 

48.010.1. 標準共通第二外国語 

理事会は、標準共通第二外国語の推進を提唱する立場を採択しないことを

選択した（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1960 年 1 月理事会会合、決定 E-16 号、1996 年 11 月理事会会合、決定 148 号 
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48.020. ロータリー文献の翻訳 

RI の公式言語である英語以外の言語によるロータリー文献の出版に関す

る RI の方針は、以下の通りである。 

1. クラブと地区にとって必要不可欠な情報に関しては、日本語、ポルト

ガル語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、

スウェーデン語、ヒンディー語の翻訳が RI から提供される。  

2. クラブと地区にとって必要不可欠な情報に関して、ニーズと利用可能

なロータリーのリソースを検討した上で翻訳支援の程度を事務総長が

決定するという理解の下で、標準中国語の翻訳が RI から提供される。 

3. すべての RI 出版物は、英語およびその他の言語で、年度をずらして 3

年に一度改訂し、規定審議会の影響を最も受ける出版物は、審議会の

後で改訂されるものとする。事務総長は、必要に応じてこの方針への

例外措置を取る権限を有する。また、理事会方針への新しい変更は、

RI ウェブサイトおよび『ロータリーリーダー』を通じて、クラブと地

区のリーダーに伝えられる。 

4. 上記以外の言語を話すロータリアンがいる地区あるいは地区グループ

は、ボランティアとして、地区内クラブにとって不可欠な情報を翻訳

、印刷、配布して差し支えない。ボランティアによって翻訳された出

版物は、RI の公式翻訳と見なされないものとする。 

理事会は、ボランティアによる出版物翻訳のプロジェクトの計画を承認し

、上述の言語以外の言語グループが、進行中の翻訳プロジェクトに参加す

ること、および、ボランティアによって翻訳された出版物の印刷と配布の

費用を RI が支弁することを推奨する（2014 年 10 月理事会会合、決定 93

号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 224 号、2000 年 2 月理事会会合、決定 346 号。  

2007 年 11 月理事会会合、決定 117 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2014 年

10 月理事会会合、決定 93 号により改正。2000 年 4 月管理委員会会合、決定 135 号も参

照のこと 
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48.020.1. ロータリー文献の翻訳における事務総長の役割 

ロータリー文献の翻訳および印刷は事務総長の直接監督下に置かれるもの

とし、事務総長は、理事会に代わって翻訳を承認し、出版物を全般的にク

ラブにとってさらに役立つものとするべく、必要であれば、ロータリー文

献の翻訳文を修正する権限を委ねられている。ロータリー文献は、事務局

によってクラブに配布されるものとする（2002 年 6 月理事会会合、決定

245 号）。 

 

出典：1930 年 4 月理事会会合、決定 IV（p）号、1958 年 1 月理事会会合、決定 142 号

、1997 年 11 月理事会会合、決定 108 号 

 

48.020.2. 翻訳におけるロータリアン・ボランティアの起用 

事務総長は、多言語の通訳および翻訳ができるロータリアンのデータベー

スを作成するものとする。翻訳／通訳をするロータリアンを選ぶにあたり

、事務総長はまず、これらのロータリアンに見本の翻訳／通訳を行っても

らうものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 185 号 

 

48.020.3. 地域雑誌の翻訳 

地域雑誌は、「Rotary」誌から提供される英語の文章から地域の言語に記

事を翻訳するための費用を負い、RI には費用の負担を一切かけないもの

とする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1986 年 10～11 月理事会会合、決定 188 号  

 

48.020.4. 国際ロータリーの組織規定文書の翻訳 

英語以外の言語の「手続要覧」の全版においては、組織規定文書を含むセ

クションの前に、注記が添えられ、次の事項が示されるものとする。a） 

組織規定文書の条項の意味、あるいは解釈について疑義が生じた場合、こ

れらの文書の英語版が正本となること。b） ガバナーは、組織規定文書を
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含む「手続要覧」の英語版を一部持っていること。 c） 組織規定文書の英

語版は、「手続要覧」の英語版を注文することにより、またはロータリー

のウェブサイトから電子版をダウンロードすることにより入手できること 

（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1976 年 1 月理事会会合、決定 80 号。2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により

改正 

 

48.020.5. 「ロータリークラブ」名の翻訳 

クラブは、翻訳されたクラブの名称が、英語で与えられた名称を正確に反

映している限り、所在国の言語を使用してクラブの名称を付けることがで

きる（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1955 年 1 月理事会会合、決定 E-6 号  

 

引照 

32.080.4. ロータリー文献の翻訳に関する事務総長の権限 

58.050.2. 本会議中の同時通訳／言語支援 
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第 49 条     会員へのコミュニケーション 

 

49.010. 公式通知 

49.020. 理事会の議事録 

49.030. 手続要覧 

49.040. 組織規定文書 

49.050. 方針の法典化 

 

 

49.010. 公式通知 

公式通知は、可能な限り、RI のウェブサイトを通じてクラブと地区へ伝

えられるものとする。このような通知は、RI 細則の必須要件を満たすも

のである（2015 年 10 月理事会会合、決定 37 号）。 

 

出典：1994 年 11 月理事会会合、決定 116 号。  

2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 37 号により改正 

 

 

49.020. 理事会の議事録 

理事会会合の議事録は、RI ウェブサイトに掲載されるものとする（2011

年 5 月理事会会合、決定 252 号）。 

 

出典：2011 年 5 月理事会会合、決定 252 号 

 

49.020.1. 理事会の議事録および報告書の守秘義務 

理事会会合または RI 委員会会合へ提出される一切の報告書、また、これ

ら会合中の一切の協議内容および書き留められた一切のメモは、独自に所

有され、極秘の情報を含むものである（2011 年5 月理事会会合、決定252

号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 104 号 
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引照 

11.010.1 協力、資金的援助、あるいは参加をクラブが要請するための

承認 

11.010.6. 営利目的または配布のための会員データの使用 

 

 

49.030. 手続要覧 

規定審議会の終了後 6 カ月以内に英語版の「手続要覧」を改訂し、発行す

るものとする。その他の言語版については、その後できる限り早く改訂し

、発行するものとする（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1977 年 10～11 月理事会会合、決定 177 号。 

1999 年 2 月理事会会合、決定 208 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号、2016 年

9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

 

49.040. 組織規定文書 

英語の組織規定文書の改訂版は、審議会終了後 2 カ月以内にすべての地区

へ郵送されるべきである。採択制定案は、規定審議会によって採択された

通りに忠実に反映されるべきであり、すべての採択制定案が十分効果を発

揮するために必要とみなされる場合に限り、修正が加えられるべきである

（2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号）。 

 

出典：1999 年 2 月理事会会合、決定 208 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 255 号 

 

 

49.050. 方針の法典化 

「ロータリー章典」は、国際大会、規定審議会、理事会、管理委員会、お

よび限られた範囲で事務総長によって定められ、現在も施行されているす

べての方針決定を項目別にまとめた参考資料である。理事会の一般的およ

び恒久的な方針はすべて、章典に組み込まれるものとする。 
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章典は、事務総長によって常に最新の内容に保たれる。事務総長は、毎回

の理事会会合の終了時に、その会合において採択された決定を確認し、章

典に追加されるべき理事会の決定をまとめた報告書を準備するものとする

。この報告書は、理事会の執行委員会の次回会合に提出されるものとする

。事務総長は、毎回の理事会会合後に「ロータリー章典」を更新し、これ

をルーズリーフの形式で理事会や適切な RI 職員に配布し、また、RI ウェ

ブサイトに掲載するものとする。事務総長は、「ロータリー章典」の改訂

版に加えられた改正が記載された文書を別途作成し閲覧可能にするものと

する。 

 

30 年前の理事会決定に基づく章典の節や項で、それ以降改正されていな

いものはすべて、それを章典に残すべきかどうかを検討するために、毎年

の最後の理事会会合にて見直しが行われるものとする。 

 

事務総長は、「ロータリー章典」に含まれる番号、配置、見出し、引照を

、時折、必要に応じて修正する権限を有するものとする。 

 

現時点において「ロータリー章典」は英語のみで発行されるものとする。 

 

ロータリー財団の一般的および恒久的な方針は、「ロータリー章典」とは

別に、「ロータリー財団章典」に記載されるものとする（2018 年 4 月理

事会会合、決定 135 号）。 

 

出典：1993 年 3 月理事会会合、決定 150 号、1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号、

1998 年 10 月理事会会合、決定 83 号、1999 年 2 月理事会会合、決定 196 号、1999 年 2

月理事会会合、決定 197 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 297 号、2000 年 2 月理事会

会合、決定 299 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号。  

2011 年 5 月理事会会合、決定 252 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 158 号、2012 年 5

月理事会会合、決定 245 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 86 号、2018 年 1 月理事会会

合、決定 97 号、2018 年 4 月理事会会合、決定 135 号により改正 
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第 50 条     広報および情報 

 

50.010. RI 広報の目的 

50.020. 企業体と結ぶプロボノ（無償奉仕）関係における広報の指針 

 

 

50.010. RI 広報の目的 

ロータリー広報プログラムの目的は、ロータリーのプログラムと「ロータ

リーの目的」に対する理解、評価、支援を助長することである。ロータリ

ーがこの目標を果たし、人類へのロータリーの奉仕を広げたいのであれば

、良い評判、好ましい広報、肯定的なイメージがロータリーにとって望ま

しく、また不可欠な目標であるという認識を、広報プログラムを通じてす

べてのロータリアンの間に広げるべきである（1998 年 6 月理事会会合、

決定 348 号）。 

 

出典：1958 年 5～6 月理事会会合、決定 202 号、1983 年 10～11 月理事会会合、決定

124 号 

 

 

50.020. 企業体と結ぶプロボノ（無償奉仕）関係における広報の指針 

理事会は、RI とロータリー財団の信頼と評判を守ると同時に、契約の全

当事者に広報の機会を与えるため、企業体とのプロボノ（無償奉仕）関係

を効果的に管理するための以下の広報の指針を定めた。 

 

プロボノ広報関係の定義 

プロボノ関係に報酬は含まれない。事前に予想される「自己負担」の経費

は、プロボノ援助を確保するのに先立ち同意が成される。プロボノ広報関

係は、無償で広報活動を提供する民間のコミュニケーション代理店が関わ

るものである。これに対して、RI／ロータリー財団は、RI／ロータリー財

団独自の裁量において適切と判断された通りに、そのプロボノ関係を公表

することに同意する。 
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関係の確立 

RI へプロボノ広報サービスを提供できる適切な企業が特定された場合、

その団体について事務総長に伝えられ、RI／ロータリー財団の信頼を傷つ

けることなく、現行のロータリーの広報の取り組みを向上させるために、

直ちに審査されるものとする。審査には、以下の要素が含まれる（ただし

これに限らない）。 

1. 共通の使命と関心：「ロータリーの目的」と相反しないようにするた

め、企業方針や、RI／ロータリー財団と関連する問題に対する企業の

立場を審査する。 

2. 背景調査：現在や過去の報道を調べるため、当該企業に関する広範囲

なニュースの調査および過去の年次報告書を審査する。 

十分な審査が行われた後、事務総長は当該企業とのプロボノ契約の交渉を

行う。契約事項には以下が含まれる（ただし、これに限らない）。 

1. メッセージの作成：RI／ロータリー財団には、既に使用しているキー

メッセージがある。一般の人びとや RI 会員に誤った情報が流布される

のを避けるため、これらのメッセージを変更または改作する場合は事

務総長からの承認を得なければならない。 

2. RI 代弁者（スポークスパーソン）：RI 会長および／または財団管理委

員長と相談の上、事務総長は、すべての行事やインタビューのために

RI／ロータリー財団の適切な代弁者（スポークスパーソン）を複数人

、指定する。この代弁者は、生放送や電話インタビューを含め、すべ

てのメディアのインタビューに対応しなければならない。RI はプロボ

ノ関係に関するすべてのメディアのインタビューを承認する。 

3. 編集上の確認：RI／ロータリー財団の職員は、当該企業が発行するす

べての資料の完全な編集上の確認を行う。この作業により、メディア

、一般の人びと、RI／ロータリー財団の会員や当該企業のメンバーに

、事実に基づく正しい情報が確実に伝わる。ここで明確に定められた

場合を除き、あらかじめ書面によって RI／ロータリー財団が明確に同

意していない限り、こうした指針は、いかなる目的でも企業にロータ

リー標章の複製を許可するものではない。  
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4. メディアへの掲載：すべてのプレスリリース、メディアへの連絡、メ

ディアへの掲載が正確であり、RI／ロータリー財団が適切に扱われて

いることを確認するため、RI がこれらを確認し、メディア報道の内容

のコピーが RI へ提供されなければならない。 

5. RI／ロータリー財団出版物への掲載：「Rotary」、「ロータリーリー

ダー」、RI ウェブサイトを含む（ただしこれに限らない）ロータリー

の出版物において、企業から寄贈されたプロボノ奉仕が適切に紹介さ

れるよう努力が払われる。 

6. 写真やビデオの提供者名の表示：RI／ロータリー財団から提供された

すべての資料については、国際ロータリーがその提供者であることを

明示し、RI に所有権がある場合は、著作権に関する適切な情報も含め

なければならない。適切な著作権情報は「2000 Rotary International

」のように表示される。 

7. RI／ロータリー財団の名称とロゴに関する条件：「ロータリー（

ROTARY）」、「国際ロータリー（ROTARY INTERNATIONAL）」、

「国際ロータリーとその意匠（ロータリー徽章）」、「ロータリー財

団（THE ROTARY FOUNDATION）」、「国際ロータリーのロータリ

ー財団とその意匠（ロータリー財団のロゴ）」、「TRF」、その他数

々の標章（集合的に「ロータリー標章」と呼ばれる）は、RI および／

またはロータリー財団の知的財産である。RI／ロータリー財団の名称

およびロゴの使用にあたっては、折々に改正されるロータリー標章の

複製に関する指針や他団体によるロータリー標章の使用に関する指針

、さらに、ロータリー標章の使用、資料の配布、懇請、協賛に関して

RI 理事会によって公布される他の関連方針、指針、決定に従う。  

最終的にまとめられた契約書は、RI の契約審査の方針に従って適切な審

査を受ける。 

 

管理 

事務総長は、承認された契約の全要素が RI にとって満足の行くよう守ら

れていることを確認するために、広報・マーケティング部を通じてプロボ
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ノ広報サービスを継続して監視する。キーメッセージやメディア掲載活動

に対して調整または追加を行う場合は、事務総長による事前承認が必要で

ある。事務総長は、契約の履行結果について、四半期毎に理事会に現状報

告をする。RI／ロータリー財団は、いかなる時点でも契約を終結させる権

利を有する（2013 年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：2000 年 5 月理事会会合、決定 441 号。 

2000 年 11 月理事会会合、決定 108 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2010 年

6 月理事会会合、決定 182 号、2011 年 5 月理事会会合、決定 252 号、2012 年 1 月理事

会会合、決定 158 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 30 号により改正 

 

引照 

57.090. RI 国際大会の広報 
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第 51 条     出版物 

 

51.010. 機関雑誌 

51.020. ロータリー地域雑誌 

51.030. 新しい出版物のための指針 

51.040. ロータリーリーダー 

 

 

51.010. 機関雑誌 

 

51.010.1. 雑誌の発行に関する理事会の権限 

理事会は、クラブや個々のロータリアンが一般的に関心を持つような記事

やニュースを掲載した出版物を認可した（1998 年 6 月理事会会合、決定

348 号）。 

 

出典：郵便投票、1910-1911 年度第 6 番  

 

51.010.2. 機関雑誌の名称：「Rotary」 

RI の機関雑誌は「Rotary」と名づけられるものとする（2020 年 9 月理事

会会合、決定 23 号）。 

 

出典：1912 年 8 月理事会会合。  

2020 年 6 月理事会会合、決定 192 号により改正 

 

51.010.3. 機関雑誌の目標 

「Rotary」誌は、以下のような目標を掲げ、その達成に向けて活動するこ

とを目的とした幅広い方針を採用する。 

1. 会長イニチアチブ、および理事会が承認した特別プログラムについて

情報を広め、それを支援するためのコミュニケーションの手段を提供

する。 
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2. RI の主な会合や、さまざまな公式のロータリー週間や月間について周

知を図り、報告する。 

3. クラブと地区のリーダーのための教育的資料およびプログラムに関す

る情報源としての役割を果たす。 

4. 世界中のクラブやロータリアンによる五大奉仕部門における卓越した

活動例を紹介することを通じて、ロータリアンに刺激と意欲を与え、

奉仕活動の向上を助長する。 

5. 個々のクラブを超えて存在する広範なロータリー世界と定期的かつ効

果的に接する機会をロータリアンに提供し、またほかのロータリアン

の活動成果をロータリアンに伝えることによって、国際的な親睦の強

化を助長する。 

6. ロータリーおよびロータリー以外の重要な話題に関してロータリアン

が意見や懸念を提示することで、ロータリーに対する信念を問い、ま

たこれを育み、深めるための場を提供する。さらに、ロータリーの活

動と奉仕の枠組みとなる文化的、倫理的、道徳的な問題を取り上げる

ことによって、ロータリアンやその他の読者の視野を広げる。ただし

、いかなる国の国民にも不快感を与えたり、いかなる国の最善の利益

にも反する可能性があると編集者が妥当に予期した意見は、意見を提

示した人が誰であれ、これを掲載しないとの理解に立つものとする。 

7. 機関雑誌の主な読者であるロータリアンとその家族が関心を持つよう

な役立つ生活情報なども含め、家庭生活の話題を取り上げることで、

社会構造の強化を助長する。 

8. ロータリー地域雑誌、地区の出版物、クラブ会報との協力を通じ、世

界全域にわたるロータリーのコミュニケーション・ネットワークを維

持する上で、包括的かつ効果的に中心的な役割を果たす。 

9. ロータリアン以外の人びとに対し、ロータリーの理念や活動に関する

情報を与え、教育するような質の高い雑誌を発行することによって、

RI のイメージを際立たせ、向上させる。 
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10. 興味深く、生き生きとし、話題豊富で、ロータリアンとその生活に関

連性のある雑誌を発行することによって、読者の関心を引き出す。こ

れによって、読者の多忙なスケジュールにおいてもその位置づけを確

立する 

（2024 年 5 月理事会会合、決定 171 号）。 

 

出典：1977 年 2 月理事会会合、決定 272 号、1986 年 5 月理事会会合、決定 288 号。  

2010 年 6 月理事会会合、決定 223 号、2024 年 5 月理事会会合、決定 171 号により改正 

 

51.010.4. 「Rotary」誌上におけるロータリー財団に関する記事 

事務総長は、11 月（財団月間）号を除き、雑誌の各号でロータリー財団

のために少なくとも 4 ページを割くように計らうものとする（2002 年 11

月理事会会合、決定 55 号）。 

 

出典：2002 年 7 月理事会会合、決定 12 号 

 

51.010.5. 機関雑誌の広告に関する方針 

理事会は以下を採択した。 

 

機関雑誌の広告に関する方針 

 

I. 一般方針 

1. 雑誌は、価値ある商品やサービスについて、定評ある広告主から質の

高い広告を積極的に募るものとする。 

2. 道徳や良識に反するような広告が雑誌に掲載されることのないよう、

また広告主が実際に提供するものとは異なるものを約束することのな

いよう、広告の掲載受諾は慎重に判断する。 

3. 事務総長は、理事会の代理として、この方針の実施および広告受諾の

可否について最終的な決定を下す責任を負う。 
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4. ロータリアンは事業や専門職務上の利益において必然的に互いとの競

合性を抱えているが、そうした競合は、正当な広告を拒否する理由に

なるべきではないと認識されている。 

5. RI はいかなる広告主も推薦せず、広告される商品やサービスに関連し

て金銭的な責任や義務を負うことはない。 

II. II）受諾の基準 

1. 提供される商品やサービスの価値は適切に説明され、製品、サービス

、広告文（コピー）、挿絵は美的基準を満たし、信望ある雑誌にふさ

わしい趣味の良いものでなければならない。 

2. いかなる商品またはサービスの広告掲載の受諾に関する決定において

も、一般に認められた業界団体または職業団体、および信用調査機関

からの意見が加味されてよい。 

III. 無料広告 

 

無料の広告スペースは、RI のみが利用できるものとする。 

 

IV. ロータリー徽章の使用、個人的なロータリーとの関係、ロータリー

クラブ備品 

1. ロータリー徽章の使用に関する RI の一般規定は、広告にも適用される

。 

2. このような広告においては、広告主の個人的なロータリーとの関係に

ついて言及することは許可されないものとする。 

3. クラブ備品の販売業者の広告原稿を受け取った際、流通されている商

品が契約製造業者によって生産されていることを確認しなければなら

ない。製造業者の広告の場合、その業者が、RI により認められた免許

の下、生産を行っていることを確認しなければならない。 
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4. 理事会は、事務総長がこの方針を実施するための指針として、認めら

れる広告のカテゴリーと認められない広告のカテゴリーを定め、定期

的にこれを見直すものとする。 

5. 公式の免許取得業者により提供される商品と競合する商品を特注（カ

スタマイズ）で販売しようとする業者は、「Rotary」誌および認可さ

れたロータリー地域雑誌の広告を通じてそうした商品の販売を望む場

合、RI からの免許を申請しなければならない。またはその代わりに、

特注（カスタマイズ）の商品を販売し、公式免許取得業者の商品と競

合する可能性のある業者が「Rotary」誌および認可されたロータリー

地域雑誌への広告掲載を希望する場合、そのすべての広告に「ロータ

リー標章の複製許可を有しない」という文言または事務総長が適切と

判断するその他の免責条項を含めるよう義務づけられるものとする。

事務総長は、どの広告が免責条項を必要とするかを判断する権限を有

する 

特注（カスタマイズ）され、競合する商品とは、国際ロータリーの公式免

許取得業者の提供する商品（「認可商品」）と直接競合するすべての商品

のことである。認可商品の完全なリストは、RI のウェブサイト

www.rotary.org より入手可能である。  

 

事務総長は、どの商品が認可商品と競合するかを判断する権限を有する。 

 

V. 認められない広告 

 

広告が認められるかどうかは、それぞれの広告の価値に応じて決定される

。以下の種類の広告は認められない。 

1. 詐欺的または誤解を招く広告。虚偽、不当な、または誇張された宣伝

文句。粗野、挑発的、または不快な広告文（コピー）。読者が、広告

に記された条件で商品やサービスを購入する公平な機会が与えられな

い「おとり」広告 
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2. 競合業者を不正に攻撃したり、その製品、サービス、手法を非難する

ような広告 

3. 煙草、武器または兵器を含め（ただしこれに限らない）、習慣性があ

ったり危険な商品の使用あるいは活動を支援する広告。習慣性のある

商品や、危険な薬物の医療広告。避妊具の広告。発行者の見解で、読

者や同じ紙面に掲載する他の広告主にとって不愉快に感じられると思

われる医療広告 

4. 他のクラブやロータリアンからの寄付を求めるクラブの広告。または

、勧誘と配布に関する RI の方針に反する広告 

5. 法律に反するラッフルやくじ引きについての広告 

6. ロータリアンやロータリー組織を対象に募金を求める広告。ただしこ

れは、不特定多数の人を対象に募金を呼びかけることを禁じるもので

はない 

7. ロータリーの倫理的および人道的価値観に反する、または「ロータリ

ーの目的」にそぐわない広告 

8. 人権について国際的に認められている基準を下げる。 

9. 人種、民族、ジェンダー（性別）、言語、宗教、政治やその他の意見

、国や社会的な出身、所有物、出生やその他の状況に基づいて不公平

に差別する。 

10. 特定の政治的あるいは宗教的観点を推進する。 

11. 他のロータリアンとの商取引の仲介を申し出るクラブまたはロータリ

アンの広告 

12. 雑誌の記事内容と酷似している広告（発行者の見解により、記事内容

と間違えやすい広告にはすべて「広告」と明記される） 

13. 国際ロータリーまたはロータリー財団の自主性、独立性、評判、財務

的健全性を損なう。 
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14. 自らの人道的または教育的プログラムのためにロータリアンからの寄

付を募る団体の広告 

（2019 年 1 月理事会会合、決定 80 号）。 

 

出典：1980 年 10～11 月理事会会合、決定 203 号、1994 年 11 月理事会会合、決定 65

号、2003 年 10 月理事会会合、決定 49 号、2004 年 6 月理事会会合、決定 236 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2008 年 1 月理事会会合、決定 203 号、2018 年

10 月理事会会合、決定 68 号により改正 

 

51.010.6. 「Rotary」誌に掲載される広告量 

「Rotary」誌に掲載される広告量は、年間で全ページの 35 パーセントを

超えないようにすべきである（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1979 年 11 月理事会会合、決定 238 号  

 

51.010.7. 機関雑誌に掲載される広告に関する RI のコーズマーケティングの方針 

理事会は、機関雑誌の広告に関して以下のコーズマーケティングの方針を

承認した。 

 

広告主は、商品、サービス、プログラム、または活動の収益がロータリー

財団へ寄付される（「営利目的の共同事業」）と記された慈善販売推進活

動の実施を希望する場合、以下を遵守しなければならない。 

1. 国際ロータリーまたはロータリー財団と、キャンペーンの日程、取引

毎の寄付額、最小または最大寄付保証額などを含む販売促進の条件を

項目別に記載した書面による契約を締結する。 

2. 契約書の提出、会計または報告、情報開示の公表、および保証（ただ

しこれらに限らない）を含む慈善営利目的共同事業に関する州（米国

）の全要件を満たす。 

3. 契約に基づく慈善販売促進のために広告、包装、および販売促進資料

を作成する際に、米国商事改善協会（BBB）による慈善団体アカウン

タビリティー基準の第 19 条およびその他すべての関連基準を満たす。  
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ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー提携組織に利益

をもたらす慈善販売促進の認識を含む広告は、州（米国）の全要件の遵守

ならびに米国商事改善協会（BBB）による慈善団体アカウンタビリティ

ー基準の第 19 条およびその他すべての関連基準の遵守の証拠を示すこと

ができなければならない。 

 

その他の方法でロータリー財団への募金活動を希望する広告主は、国際ロ

ータリーの「寄付の受理に関する方針」に記載された方針および手続を遵

守しなければならない（2017 年 9 月理事会会合、決定 34 号）。 

 

出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 73 号。  

2017 年 9 月理事会会合、決定 34 号により改正 

 

51.010.8. 「Rotary」誌の購読料 

「Rotary」誌の年間購読料は 18 米ドルとする。米国以外の年間購読料は

、印刷版は 36 米ドル、デジタル版は 18 米ドルとする。カナダのロータリ

アンに義務づけられた雑誌の年間購読料は 24 米ドルである（2023 年 5 月

理事会会合、決定 147 号）。 

 

出典：2001 年 2 月理事会会合、決定 274 号。 

2008 年 1 月理事会会合、決定 200 号、2008 年 11 月理事会会合、決定 109 号、2009 年

1 月理事会会合、決定 132 号、2023 年 5 月理事会会合、決定 147 号 

 

51.010.9. 故元 RI 中央役員のパートナーのための機関雑誌の無料講読 

事務総長は、故人となった元中央役員のパートナーが引き続き「Rotary」

誌を受け取られるよう計らい、そのパートナーが購読の解約を希望しない

限り、生涯にわたって雑誌を提供するものとする（2000 年 11 月理事会会

合、決定 111 号）。 

 

出典：2000 年 8 月理事会会合、決定 45 号 
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51.010.10. ガバナーエレクトのための機関雑誌の無料購読 

北米を除く地区のガバナーエレクトはそれぞれ、本人がその時点で機関雑

誌の購読者であるか否かに関わらず、ガバナーに就任する 6 カ月前から機

関雑誌の無料講読を受けるものとする（2003 年5 月理事会会合、決定325

号）。 

 

出典：1976 年 1 月理事会会合、決定 E-14 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号により改正 

 

51.010.11. 「Rotary」誌のカナダ向けの付録 

事務総長は、カナダの「Rotary」誌購読者向けに、四半期毎に 8 ページの

付録を管理、発行、配布するものとする。これはカナダのロータリアンの

活動に焦点を当て、「ロータリー・カナダ（Rotary Canada）」と呼ばれ

る。 

 

第 24 ゾーンのカナダからの理事または直前理事が毎年、5 名から成るカ

ナダ編集顧問委員会を任命するよう求められており、同委員会はこの付録

内容について、カナダのロータリアンを代表するものとする。 

 

事務総長は、カナダ付録編集顧問委員会の委員長を地域雑誌編集者の会合

に招くよう求められている（2009 年 1 月理事会会合、決定 132 号）。 

 

出典：2008 年 11 月理事会会合、決定 109 号。  

2009 年 1 月理事会会合、決定 132 号により改正 

 

引照 

32.030.9. 雑誌講読の義務 

32.060.5. Rotary 誌の広告料の調整 
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51.020. ロータリー地域雑誌 

RI 細則の第 21.010.節に加えて、「Rotary」誌および認可された地域雑誌

が、「機関雑誌」として定義されるものとする。RI 細則の第 21.020.節は

、クラブの各会員が、ロータリーが許可する出版物を定期購読することを

定めている（2018 年 10 月理事会会合、決定 68 号）。 

 

出典：2002 年 11 月理事会会合、決定 145 号。 

2009 年 1 月理事会会合、決定 132 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2018 年 4

月理事会会合、決定 164 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 68 号により改正 

 

51.020.1. ロータリー地域雑誌の基準 

ロータリーの地域雑誌は、「ロータリーの目的」をあらゆる面にわたって

推進するために存在する。以下の基準を満たすロータリーの出版物は、ロ

ータリー地域雑誌（印刷版と電子版のいずれをも含む）として認められる

。 

1. その雑誌は 2 地区以上もしくは 2 国以上の地域を対象に発行されるも

のであること。 

2. その雑誌の出版は、全面的に顧問委員会の直接監督下に置かれること

（第 51.020.4.項「ロータリー地域雑誌の認可のための指針」を参照）

。 

3. その雑誌の記事は RI の方針と調和し、その少なくとも 50 パーセント

はロータリーまたはロータリー関連の話題に関する記事であること。 

4. 4.地元あるいは地域のニュースに加えて、RI に関する情報を掲載し、

かつ RI から要請された話題や特別に指定された文章を掲載すること。 

5. その雑誌は、年に少なくとも 6 回発行され、各号につき少なくとも 24

ページとすること。 

6. その雑誌は、ロータリーの品位と性質にふさわしく、全体的に格調の

高い魅力的な外観を保ち、ロータリー標章の複製においては RI 理事会

の指針に従うこと。 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 620 

7. その雑誌は、その目的と経済的自立を維持できるよう、該当地域のロ

ータリアンの過半数に達する発行部数を確保していること。 

8. その雑誌は、RI に経費の負担をかけずに、十分な財源を備えているこ

と。 

9. その雑誌は、RI との免許契約に定められている通りに RI への報告義務

を守っていること。 

10. その雑誌は、ロータリー標章の使用と会員への配布について、出版と

配布に関する免許契約を RI と交わしていること。 

11. その雑誌は、「Rotary」誌に代わり、その地域でクラブ会員や購読者

と RI とのコミュニケーションの基本的な手段となる責任を果たすもの

であること。 

12. 地域雑誌の編集者は、こうした指針の範囲内で各自担当雑誌の作成の

責任を負うこと。 

13. RI から提供される月ごと指定記事、または地域で用意された同じ一般

的なテーマや情報を伝える記事は、RI 認可のロータリー地域雑誌によ

って使用されなければならない。 

14. 認可された地域雑誌は、RI との免許契約に定められた通り、指定記事

を掲載することが義務づけられている。 

15. 新しい雑誌が認可の審査を受けるには、2 年間の試験的プログラムを

完了しなければならない。 

16. 認可されたロータリー地域雑誌のみが、RI からの支援やサービスを受

けるものとする。 

17. 「Rotary」誌および地域雑誌は、雑誌の国際性を効果的に強調するた

め、良質の編集記事や写真を交換し続けるものとする 

（2017 年 6 月理事会会合、決定 189 号）。 

 

出典：1977 年 7 月理事会会合、決定 60 号。 
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1988 年 10 月理事会会合、決定 127 号、2002 年 2 月理事会会合、決定 217 号、2003 年

5 月理事会会合、決定 325 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 140 号、2005 年 11 月理

事会会合、決定 109 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 193 号、2010 年 6 月理事会会合

、決定 182 号、2010 年 11 月理事会会合、決定 100 号、2011 年 1 月理事会会合、決定

117 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 34 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 195 号、

2017 年 6 月理事会会合、決定 189 号により改正 

 

51.020.2. 雑誌編集者セミナー 

RI は、雑誌編集者セミナーを、2 年ごとに開催する。RI は、ホテル宿泊費

と食事代を負担するが、交通費は参加する編集者が負担する。 

 

地域のゾーン編集者会議は、RI に費用の負担をかけずに、2 年ごと（RI に

よる雑誌編集者セミナーが実施されない年）に開催するよう奨励されるも

のとする（2019 年 1 月理事会会合、決定 80 号）。 

 

出典：1986 年 1～2 月理事会会合、決定 209 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 140 号

。  

2010 年 11 月理事会会合、決定 100 号、2012 年 5 月理事会会合、決定 291 号、2018 年

10 月理事会会合、決定 68 号により改正 

 

51.020.3. ロータリー地域雑誌の認可 

それぞれのロータリー地域雑誌は、ロータリー章典第 51.020.4.項に記載

されている RI の規格を満たしていることを確認するため、RI によって認

可されなければならない。認可状況はコミュニケーション委員会によって

評価された上で、理事会に推薦され、そこで承認される。事務総長は、編

集の指針および免許契約の条件が遵守されているかどうかを判定するため

、認可されているすべての地域雑誌を審査するものとする。RI 細則第

21.020.節に加えて、事務総長は認可された地域雑誌の定期購読の価格に

ついて公正さ、一貫性、その他の認可された雑誌および世界の当該地域に

おけるその他の雑誌との比較のために監視し、必要であれば生じた問題に

対処するものとする。認可されたそれぞれの地域雑誌は、ロータリー標章

を使用した雑誌の発行や会員への配布に関して、RI と免許契約を交わさ
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なければならない。RI から認可されていない雑誌の発行は認められてい

ない（2018 年 4 月理事会会合、決定 164 号）。 

 

出典：1998 年 7 月理事会会合、決定 43 号、2004 年 6 月理事会会合、決定 284 号、2004

年 11 月理事会会合、決定 58 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 140 号、2005 年 11 月理事会会合、決定 109 号、2010 年

6 月理事会会合、決定 182 号、2010 年 11 月理事会会合、決定 100 号、2014 年 5 月理事

会会合、決定 163 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 86 号、2018 年 4 月理事会会合、決

定 164 号により改正 

 

51.020.4. ロータリー地域雑誌の認可のための指針 

理事会は、ロータリー地域雑誌の認可のための以下の指針を承認した。 

 

I. 資格要件 

1. RI 理事会により、それぞれの国（または国々）における地域雑誌とし

て承認された雑誌のみが、認可の対象となる。 

2. 発行部数 5,000 部以上の地域雑誌は、認可を受けるために、現ガバナ

ー1 名またはその代理、次期ガバナー1 名またはその代理、編集長、元

RI 役員 3 名（メディア関係の職業、またはコミュニケーション分野の

経験のある会員が望ましい）を含む、少なくとも 6 名で構成される顧

問委員会による直接の監督を受けなければならない。発行部数 5,000

部未満の地域雑誌は、現ガバナーまたはその代理、次期ガバナーまた

はその代理、編集長を含む、少なくとも 3 名で構成される顧問委員会

による直接の監督を受けなければならない。委員は最低 2 年間の任期

を務め、顧問委員会の会合を少なくとも 1 年に 2 度開くものとする。

顧問委員会は、担当する地域を公平かつ平等に代表するものとする。 

3. 地域雑誌が認可され、その認可を維持するには、RI が提供するロータ

リーの指定記事を常時掲載しなければならない。編集内容は、地域雑

誌がその管轄内のすべてのロータリー国または地区を対象としている

ことを反映しなければならず、さらに公式に認められている主要言語

にて発行されるものでなければならない。 
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a. 地域雑誌の編集者と顧問委員会は、政治的および宗教的事柄に関す

る RI の方針が遵守されるよう配慮し、あらゆる人種、国家、信仰、

職業、政治的信念の男女をも歓迎するというロータリーの原則を推

進するよう努めるものとする。 

b. 地域雑誌は、係争中のいかなる公共問題についても編集者の意見を

表明しないものとする。 

c. 地域雑誌は、公職またはロータリーの役職のいかなる候補者につい

ても、これを支持したり、推薦したり、編集者の意見を表明せず、

そのような候補者を支持するような、あるいは候補者について見解

を述べるような内容の書簡やスピーチ、その他の記事を掲載しない

ものとする。 

d. 地域雑誌は、国際政治的な問題について編集者の意見を表明せず、

そうした問題についてのいかなる書簡、スピーチ、その他の記事を

掲載しないものとする。 

4. 認可されるのは、1 カ国または 1 地域につき一つの地域雑誌のみであ

る。ただし、複数の言語が話されている国や地域では、RI 理事会の決

定に基づき、二つ以上の地域雑誌が認められる。 

5. コミュニケーション委員会は、各雑誌が認可の条件を満たすものであ

るかどうかを決定する。RI 理事会の承認後、すべての地域雑誌は RI と

契約を交わさなければならず、この契約は、関係の性質を明確に定義

し、ロータリー認可の地域雑誌の発行に関する指針を定めたものでな

ければならない。契約に署名がなされた時点で、地域雑誌は、認可さ

れたことを発表または公表することができる。 

6. RI は、すべての地域雑誌の内容を点検するものとする。RI 指針の不履

行が発見された場合、その地域雑誌は、RI との免許契約に定められた

通り、保護観察処分または終結とされる場合がある。 

II. 手続 
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1. 地域雑誌は、RI との免許契約に定められた通りに、RI の報告書提出の

要件を遵守しなければならない。 

2. 地域雑誌は、ロータリー標章の複製および使用に関する RI 理事会の指

針を遵守しなければならない。 

3. 地域雑誌は、RI との免許契約に定められた通りに、支払い義務を遵守

しなければならない。 

4. 「Rotary」誌または地域雑誌の一つを講読することがロータリアンに

義務づけられていることに基づき（RI 細則第 21.020.節）、認可雑誌

は、地域雑誌の購読料を別途請求することが義務づけられている。そ

の際、地域雑誌が提供するそのほかの一切のサービスや商品の購入は

任意であること、ならびに、ほかのサービスおよび（または）商品は

RI との免許契約の条件に含まれていないことがその理由であることを

、明らかにするものとする。 

5. RI 細則第 21.020.1.項に従い、認可された地域雑誌は定期購読の購読料

の請求および集金のための仕組みを確立する責任を負うものとする。

これには地元のクラブや地区の協力が必要な場合もあることを RI は認

識している。  

6. RI 細則第 21.020.2.項に加え、認可された雑誌による収入は、当該雑誌

、および可能であれば、かつ RI とのライセンス契約に従って、その他

の認可された出版物の出版と改善に充てられるものとする。  

7. 地域雑誌は、以下の情報を RI へ提出しなければならない。 

a. 英語による各号の詳細な内容要約と目次、ならびに発行直後に各号

を少なくとも 3 部 

b. 顧問委員会メンバーのリスト。これには、各メンバーの氏名、役職

名（ある場合）、就任期間、顧問委員会会合の年間スケジュールを

含む 

c. 発行部数に関する基本情報。これには、有料の購読と無料進呈の部

数および年間購読の数を含む 
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d. 発行に関する標準要件（二つ以上のロータリー地区または少なくと

も 2 カ国のロータリー国）を満たしているという証明 

e. 発行頻度に関する証明（少なくとも年 6 回） 

f. 現在の雑誌編集の年間予定表、および認可期間中の大幅な変更の見

通しや計画されている改善事項 

g. 広告方針と広告掲載料の報告 

h. 地域雑誌の顧問委員会委員長によって署名された、財務の安定性を

示す公式文書。財務表は、地域雑誌が財務的に存続する能力を有し

、発行を維持できる状態にあることを証明する。  

i. 地域雑誌はまた、RI との免許契約に定められた通りに、損益計算書

および財務的支払い能力と収入・支出を示すその他の財務文書も提

出するものとする。地域雑誌は、毎年、RI に対して監査済み財務諸

表を提出し、これを購読者にも公表するものとする。 

8. RI との免許契約の条件を遵守しなかった場合、RI の裁量により、RI と

の免許契約の条件に基づいて、保護観察処分および（または）終結と

いう結果を招く 

（2020 年 1 月理事会会合、決定 110 号）。 

 

出典：1999 年 2 月理事会会合、決定 259 号。  

2002 年 2 月理事会会合、決定 217 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 140 号、2005 年

11 月理事会会合、決定 109 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 193 号、2010 年 6 月理事

会会合、決定 182 号、2010 年 11 月理事会会合、決定 100 号、2011 年 1 月理事会会合

、決定 117 号、2011 年 5 月理事会会合、決定 247 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 34

号、2014 年 5 月理事会会合、決定 163 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 195 号、2018

年 4 月理事会会合、決定 164 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 68 号、2020 年 1 月理

事会会合、決定 110 号により改正 

 

51.020.5. 購読義務 

RI 細則第 21.020.1.項は、米国およびカナダ以外のクラブの各会員が、RI

の機関雑誌または RI の理事会が承認し、当該クラブに対して指定したロ
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ータリーの雑誌の有料講読者とならなければならないと定めている。理事

会が承認し、その国または地域に対して指定した雑誌がニーズに合わない

と主張する地区は、地区内クラブの 3 分の 2 による承認を得た上で、少な

くとも 3 名の現地区ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニー、お

よび直前ガバナーによる承認を得た決議書を事務総長に提出することによ

り、承認および指定された雑誌の変更を理事会に嘆願することができる。

このような決議書には以下の内容が含まれるべきである。 

1. 理事会が承認し、当該国／地域に対して指定した雑誌がその地区のニ

ーズに合わないとする理由 

2. その問題を、指定された地域雑誌と直接解決するために、地区がどの

ような措置を講じたか 

3. 上記 2 で示された各措置への対応と結果 

4. 購読雑誌の代替選択肢 

5. 希望する代替購読雑誌のほうがニーズに適している理由 

6. 影響を受ける部数／購読者数 

上記の決議書を受理した事務総長は、その写しを、影響を受ける可能性の

ある雑誌（発行者と顧問委員会委員長の両方）に転送し、60 日以内に回

答を求める。その後、決議は事務総長によって調査と検討がなされる。事

務総長の裁量において、十分な情報が収集され、変更に値する事実が存在

する場合、事務総長はこの案件を理事会の検討に付す。理事会は、問題を

判断するにあたり、決議書と補足資料に含まれる情報、対象となる雑誌か

らの回答（期日までに提出された場合）、このような変更が現在承認・指

定されている雑誌に与える影響、提案された新しい購読雑誌が購読数の増

加に対応する能力と意思、当該地域の政治情勢、その他関連があると思わ

れる事実または状況を考慮する（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：2015 年 5 月理事会会合、決定 195 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 
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51.020.6. ロータリー関連雑誌の仮認可 

1 地区内の特定の言語集団を対象としているが、他の地区へも拡大の可能

性のあるロータリー地域雑誌については、RI との契約を結んだ上で、2 年

間の仮認可を申請することができる（2015 年 5 月理事会会合、決定 195

号）。 

 

出典：2002 年 11 月理事会会合、決定 145 号。 

2004 年 11 月理事会会合、決定 140 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2010 年

11 月理事会会合、決定 100 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 195 号により改正 

 

51.020.7. 購読義務免除の報告 

事務総長は、雑誌定期購読の義務を免除されている国について、3 年ごと

に RI 理事会に状況報告を行う（2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号）。 

 

出典：2007 年 2 月理事会会合、決定 205 号 

 

51.020.8. 購読義務を遵守していないクラブ 

会員の 30 パーセント以上が RI 細則第 21.020.1 項に従ってロータリーの

雑誌を購読していない場合、クラブは「不適合」に分類される。 

 

各雑誌は、年に 2 回、事務総長が決定した時期に、認可を受けた地域のす

べての購読義務を遵守していないクラブを RI に報告するものとする。同

時に、各雑誌は、購読義務を遵守していないクラブに対しても事務総長が

提供するメッセージを使用して通知する。このメッセージでは、ロータリ

ーの雑誌購読の重要性を説明し、購読義務を遵守しないことによって生じ

る結果について説明し、通知日から 3 カ月（90 日）を義務順守の期限と

する。 

 

この期間内に購読義務を順守しなかったクラブは、義務を完全遵守するま

で、以下の対象となる。 

1. 個々のクラブ会員は、選挙か任命かに関わらず、いかなる地区、ゾー

ン、または RI 役職にも就任する資格がないものとする。 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 628 

2. クラブは、ガバナー指名委員会に推挙書を提出する権限を持たない。 

3. クラブは、地区大会、地区協議会、および承認されたいかなるクラブ

投票においても投票する権限を持たない。 

4. クラブは、規定審議会に提出された立法案または決議審議会に提出さ

れた決議案を支持する権限を持たない。 

5. クラブは、地区ガバナー候補者の指名に対する対抗候補者を支持する

権限を持たない。 

6. プログラムの新たな申請書の受理や既に提出された申請書の処理、お

よび進行中のロータリー財団プログラム補助金（奨学金）の派遣クラ

ブまたは受入クラブとしての認定など、ロータリー財団の業務を含め

、事務局からの支援業務が直ちに停止される。 

7. クラブは、ガバナー月信、地区郵送リストへの掲載、公式訪問といっ

た、ガバナーからの支援を受けない。 

各雑誌は、事務総長から提供されたメッセージを使用して購読義務を遵守

していないクラブに通知する。このメッセージには義務違反によって生じ

る上記の結果が記載されており、各クラブの担当地区ガバナーおよび RI

理事にもコピーが送付される。地区ガバナーは、どのクラブが購読義務を

遵守していないかを監視し、地区内の購読義務を遵守していないクラブの

会員が、選挙か任命かにかかわらず、地区、ゾーン、または RI の役職に

就任することができないようにする責任を負うものとし、その情報を知る

ところとなった時点で、遅滞なく、購読義務を遵守していないクラブの会

長および／または幹事に通知するものとする。 

 

通知を受けてから 6 カ月（180 日）以内に義務を遵守しないクラブは、RI

細則第 3.020.1 条に従い、理事会の裁量により終結することができる（

2023 年 5 月理事会会合、決定 146 号）。 

 

出典：2021 年 11 月理事会会合、決定 62 号。  

2023 年 5 月理事会会合、決定 146 号により改正 
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51.020.9. コミュニケーション 

RI は、雑誌購読の重要性と購読義務違反により生じる結果を伝達すると

ともに、認可を受けた各雑誌と「Rotary」誌に対し、ウェブサイトまたは

雑誌の誌面において、この方針についてクラブと地区に通知するよう要請

するものとする（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2021 年 11 月理事会会合、決定 62 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号によ

り改正。 

 

引照 

2.010.1. ロータリークラブの機能の喪失 

19.010.4. 「Rotary」誌および地域雑誌に対するガバナーの責務 

32.030.9. 雑誌講読の義務 

48.020.3. 地域雑誌の翻訳 

57.050.6. 地域雑誌編集者の登録料免除 

60.020.2. 地域雑誌編集者 

 

 

51.030. 新しい出版物のための指針 

新しい RI 出版物の提案は、事務総長を通じて理事会に提出されなければ

ならない。事務総長は、実際のニーズに見合い、費用効率の高い出版物を

開発する責任を負うものとする。新しい出版物については、以下の情報が

必要となる。 

1. 出版物の目的（理事会の決定など、出版のそもそもの理由を含む） 

2. 対象とする読者 

3. 想定される出版物の寿命 

4. 予想される需要 

5. 当該出版物を作成しないことによる影響 
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6. 作成や改訂などを容易に行うための、フォーマットや媒体の実用性と

適切性 

7. 他の出版物に既に掲載されている内容（他との重複） 

8. 国際事務局における在庫への影響 

9. 出版にかかる費用 

10. 承認された場合、当該出版物の費用を賄うための包括的な予算  

11. 電子的な方法で新しい出版物を提供することの実現可能性 

（2002 年 2 月理事会会合、決定 216 号）。 

 

出典：1994 年 3 月理事会会合、決定 198 号。  

2002 年 2 月理事会会合、決定 216 号により改正 

 

 

51.040. ロータリーリーダー 

「ロータリーリーダー」は、クラブと地区の役員に役立つ情報と指針を掲

載した電子出版物で、隔月で発行するものとする。 

 

RI 戦略計画で強調されている分野に焦点が当てられる。編集内容は、ク

ラブと地区のサポートと強化、人道的奉仕の重点化と増加、公共イメージ

と認知度の向上という目標を支えるものとする。 

 

RI 理事、財団管理委員、ロータリーコーディネーター、ロータリー財団

地域コーディネーター、地区ガバナー、クラブ会長には、自動的に「ロー

タリーリーダー」が送られる。そのほかのロータリアンは、この無料の出

版物の定期受信をいつでも申し込むことができる。次期および元のクラブ

役員と地区役員、ガバナー補佐、委員長、ならびにリーダー的役割を担お

うと考えているロータリアンは、特に定期受信を申し込むことが奨励され

る。 
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「ロータリーリーダー」は、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、

日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語の 8 カ国語で発行される（

2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号により改正 

 

引照 

49.010. RI ウェブサイト上の公式通知 
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第 52 条     音声／視覚／電子コミュニケーション 

 

52.010. 視聴覚 

52.020. インターネットおよび電子コミュニケーション 

 

 

52.010. 視聴覚 

 

52.010.1. ビデオによるロータリー情報 

事務総長は、RI とロータリー財団のプログラムや活動に関するビデオを

、適宜、制作するものとする。これらのビデオは可能な限り国際的な内容

にするものとする（2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号）。 

 

出典：1993 年 3 月理事会会合、決定 194 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号により改正 

 

 

52.020. インターネットおよび電子コミュニケーション 

 

51.020.1. ロータリークラブ、地区、その他のロータリー組織の電子出版物に関する

指針 

ロータリー組織のニュースレターが「出版物」であるのと同様、ロータリ

ー組織のウェブサイトもまた「出版物」である。あらゆるロータリー出版

物の主な目的は、印刷であるか電子的であるかにかかわらず、「ロータリ

ーの目的」を推進することにある。 

 

そうした出版物の内容とデザインは、ロータリークラブ会長、ガバナー、

親睦活動委員長の別なく、それを出版する組織の最高役員の直接監督の下

に行われ、「手続要覧」で定められている現行の RI の方針に準拠したも

のでなければならない（特に注意を要することは、ロータリーの標章や徽

章の使用および配布の禁止に関する方針である）。 （第 34 条「ロータリ
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ーの標章」全般および第 11.010.節「資料配布」を参照。）特に、「ロー

タリー」の名称、ロータリー徽章、あるいは他のロータリー標章が使用さ

れている時は、いかなる場合であれ、ロータリー組織は、当該ロータリー

関連組織の名前を含む識別語句を用いるべきである。「Rotary」という言

葉を含むドメインネームを選ぶ場合には、ロータリー組織は、「Rotary」

という言葉を単一で用いるのではなく、当該ロータリー関連組織の名前を

含む明確な識別語句を加えるべきである。「ロータ」など、ロータリー標

章の略語は一切認められないことを会員に伝える（第 34.040.6.項参照）

。（適切なドメインネームの例として、「www.Anytown-RotaryClub.org

」  「www.rotarydistrict0000.org」「www.AnytownRotaryVillage.org」 

「www.Rotary〔ロータリー関連組織の名称を挿入）.org」などが考えら

れる。「Rotary」だけの単独での使用、特定のロータリー関連組織ではな

く、RI のみを含むような汎用性のある、不適切な名称の例として、「

www.rotaryvillage.org」「www.rotarian.org」「www.RIactivity.org」「

www.rotarywomen.org」などがある。）国際ロータリーは、RI によるも

のではない出版物の内容に関して一切責任を負わない。 

 

国際ロータリーは、ワールド・ワイド・ウェブ（www.rotary.org）にウ

ェブサイトを維持し、ロータリアンに国際ロータリーとロータリー財団の

プログラムに関する適時かつ正確な情報を提供する。すべての媒体におけ

るロータリー出版物の編集者は、RI サイトに掲載されている版権に関す

る方針に従うことを前提に、それぞれのロータリー組織においてこの情報

を活用するよう奨励されている。さらに、クラブ、地区、その他のロータ

リー組織のウェブサイトを担当するロータリアンは、可能な限り、ロータ

リーについて知りたいと願っている人たちのために RI ウェブサイトへの

リンクを含めるものとする。 

 

52.020.1.1. トップレベル・ドメイン（TLD）およびドメインネームの登録および維持

に関する方針 

I. 方針の目的 
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この方針の目的は、国際ロータリーの TLD（トップレベル・ドメイン）

およびドメインネーム登録の方針を明確に定めることである。この方針は

また、事務局の各部署職員が国際ロータリーとそのプログラムを推進する

ためにインターネットを活用したり、ロータリー組織が「ロータリーの目

的」を推進するためにウェブサイトを開設する際にドメインネームを取得

するための指針ともなるべきである。  

II. 国際ロータリーおよびロータリー財団のみが使用するために留保さ

れた TLD およびドメインネーム 

1. TLD およびドメインネーム 

国際ロータリーは、TLD もしくはドメインネームとして、国際ロータ

リーとロータリー財団の専用とするために、以下のロータリー標章の

使用権を有する（以下はその複数形と単数形の両方を含む）。 

• interact 

• interactclub 

• interactive 

• paulharris 

• paulharrisfellow 

• polioplus 

• RI 

• rotaract 

• rotaractclub 

• rotarian 

• rotary 

• rotaryclub 

• rotaryfoundation 

• rotaryinternational 

• rotaryintl 

• therotarian 

• therotaryfoundation 
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• TRF 

• serviceaboveself 

可能な限り、それぞれのロータリー標章は、ドメインネームとして（

.com、.org、.net、.info、.biz 等の主な TLD に付随）、TLD として、

またはインターネット上でロータリーを識別するための主要語句とし

て維持されるべきである。 

2. 国別ドメイン・コード 

「ROTARY」も、国別ドメイン・コード（「cc」）と併用される際、以

下の優先順に基づき、できる限り保護されるべきである。  

a. RI 理事会あるいはロータリー財団管理委員会により指示されたドメ

インネームや国 

b. RI の国際事務局がある国 

c. RI が次回の国際大会を予定している国や、選出された（指名された

）RI 会長の出身国 

d. RI 標章が侵害されたり、他の個人や企業、組織が同じ（または同様

の）標章を多数申請したため、RI がこれらの申請に対して反対を申

し立てるなど、過去もしくは現在に問題が発生した（している）国 

e. 多くの RI の免許取得業者あるいは主要な免許取得業者が存在する国 

f. ロータリアンが多数いるか、RI やそのプログラムが非常に活発であ

るため、RI が確固とした存在感を示している国 

ロータリアン、ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー

組織は、この方針を支持し、上述の TLD やドメインネームのいずれかを

現在所有している場合には、RI の要請に応じて、RI に所有権を移譲する

よう求められている。予算に限りがあるため、「ROTARY」以外の何らか

のロータリー標章を表した cc レベルのドメインネームは、現時点では購

入取得の対象になっていないが、これは事務総長の裁量において何時でも

変更される可能性がある。 
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3. その他の TLD およびドメイン 

事務総長は、上記に定められた TLD やドメインネーム以外に、RI の排他

的使用のために保護あるいは維持するのが RI の利益に適うと思われる

TLD もしくはドメインネームがあるかどうかを判断するものとする。 

 

事務総長は、ロータリー組織による TLD もしくはドメインネーム内のロ

ータリー標章の使用が理事会の方針に準拠するかどうか、どのような場合

に準拠するのか、もしくは RI と提携関係にない個人、企業あるいは組織

による侵害に相当するかどうか、どのような場合に侵害に相当するのかを

判断し、状況に応じてこれらの問題に対処するものとする。 

III. TLD およびドメインネームの登録と維持 

事務総長は、現在の TLD とドメインネーム保護の目標に適う TLD とドメ

インネームの購入取得を行い、所有者として国際ロータリーを登録する。

法務部の知的所有権担当課は、国際ロータリーおよびロータリー財団のた

めの TLD およびドメインネームの登録、更新、維持を担当し、必要に応

じて、情報サービス部、コミュニケーション部、およびクラブ・地区担当

職員から技術的かつ実質的な支援を受けるものとする。 

 

IV. ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織 

1. ロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織、およ

びロータリアン個人は、本方針の下、ロータリー標章を冠した TLD お

よびドメインネームを、現在および将来、RI に割り当てることを要請

する権利を RI が有することを認識すべきである。 

2. ロータリークラブ、地区、その他のロータリー組織、およびロータリ

アン個人は、ドメインネームを取得する場合、RI のロータリー章典に

概説されたロータリー標章の使用に関する RI 理事会の方針に準拠した

ものを取得するよう、奨励されている（第 34.040.6.項「ロータリー組

織による「ロータリー」の名称およびその他のロータリーの標章の使

用」、第 34.040.12.項「多地区合同活動における「ロータリー」の名

称、ロータリー徽章、またはロータリー標章の使用」を参照）。ロー
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タリー関連組織は、ドメインネームを登録する前に、ドメインネーム

案がロータリー標章の使用のための理事会の方針に準拠しているかど

うかを確認するため、クラブ・地区支援担職員に問い合わせるよう奨

励されている。  

3. ロータリーの標章が用いられている TLD の購入や運営はすべて、RI が

単独にその権利を有するものとする。 

4. 事務総長は、RI の法的責任を制限するような但し書きをロータリー関

連組織のウェブサイト上に掲載することを義務づけることができる。 

5. 事務総長は、ロータリー標章の使用に関する RI 理事会の方針に準拠し

ない行動をとったロータリークラブ、地区、その他のロータリー関連

組織、ロータリアン個人、あるいはロータリアンのグループに対し、

必要な措置を講ずる権利を有する 

（2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 230 号。 

2003 年 2 月理事会会合、決定 225 号、2003 年 10 月理事会会合、決定 78 号、2006 年

11 月理事会会合、決定 35 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2017 年 1 月理事

会会合、決定 86 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号により改正 

 

52.020.2. RI のウェブサイト 

事務総長は、理事会に代わり、RI のウェブサイト（www.rotary.org）を

保持するものとする。ウェブサイトは、国際ロータリーとロータリー財団

のプログラムや活動に関する情報をはじめ、会員情報の更新、財団への寄

付、ロータリー商品の購入といったロータリーの業務を、ロータリークラ

ブや地区がオンラインで行うためのアプリケーションを含むものとする。

事務総長は、RI ウェブサイトに統合された部分として、会長と会長エレ

クトがロータリー世界とコミュニケーションを図るための適切なスペース

（それぞれ 10 ページまで）を提供または準備するものとする（2011 年 5

月理事会会合、決定 252 号）。 

 

出典：2002 年 2 月理事会会合、決定 216 号 
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52.020.3. RI 言語別のウェブコミュニティ 

RI 言語別のウェブコミュニティは、日本語、ポルトガル語、スペイン語

、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、スウェーデン語で作成さ

れ、管理される。 

 

RI ウェブの言語別コミュニティが、国際ロータリーの唯一の公式言語別

サイトである（2006 年 2 月理事会会合、決定 137 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 226 号、2000 年 5 月理事会会合、決定 436 号。 

2000 年 8 月理事会会合、決定 85 号により確認。 

2001 年 2 月理事会会合、決定 275 号、2005 年 11 月理事会会合、決定 107 号、2006 年

2 月理事会会合、決定 137 号により改正 

 

52.020.4. ソーシャルビジネス戦略 

ロータリーは、ロータリアン、「ロータリーファミリー」、一般の人たち

の参加を促すため、デジタルソーシャル戦略の活用を増やしている。その

ためのツールは、ロータリアンからの信頼を得られるものを選んでいる。

これらのツールによって、ロータリアン同士が関係を深め、ロータリー関

連の活動についての話し合いや協力が促される。このような目標に沿って

ソーシャルテクノロジーを利用し、目標にかなうテクノロジーがない場合

には新たなテクノロジーを開発する（2012 年 5 月理事会会合、決定 244

号）。 

 

出典：2012 年 1 月理事会会合、決定 223 号 

 

引照 

34.040.3. RI 役員による出版物におけるロータリー標章の使用 

34.040.4. RI 役員のウェブサイトでのロータリーの標章の使用 

34.040.5. クラブと地区の財団による「ロータリー」の名称およびその

他のロータリーの標章の使用 

34.040.15. クラブの発行物における「ロータリアン」という語の使用 
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第 53 条     その他のコミュニケーション 

 

53.010. 国際ロータリー資料室 

53.020. ローズ・ボール・パレードのフロート 

 

 

53.010. 国際ロータリー資料室 

ロータリーの活動を記録した、長期的に見て歴史的価値のあるあらゆる形

式の資料を保管する資料室が維持される。すべての資料と物品は、国際ロ

ータリーが採用している手続きと方針に基づいて受理され、扱われるもの

とする（2011 年 5 月理事会会合、決定 252 号）。 

 

出典：2011 年 5 月理事会会合、決定 252 号 

 

 

53.020. ローズ・ボール・パレードのフロート 

理事会は、ローズ・パレードのトーナメントで継続してフロート（山車）

を出すことを好意的に見ており、プロジェクトが独立採算制をとり、すべ

ての会計と寄付の記録がロータリー・ローズ・パレード・フロート委員会

（法人）によって行われるという条件の下、フロートの製作と推進（募金

と広報）のために、任意の寄付をカナダと米国内のクラブに懇請すること

を許可している。 

 

ロータリークラブへの資料配布に関する方針の例外として、事務総長は毎

年、ロータリー・ローズ・パレード・フロート委員会（法人）に、米国と

カナダのロータリークラブ会長と会長エレクトおよび RI 地区ガバナーの

連絡先リストを電子ファイルで提供する。同委員会はこれをローズ・ボー

ル・パレード・フロートへの募金目的でのみ使用することができる。ただ

し、同委員会は RI と以下を含む取り決めを結ぶものとする。 
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1. 同委員会が、ローズ・ボール・パレード・フロートの募金活動に関連

して、年に 3 回まで、ロータリークラブと地区に資料を配布すること

を認める規定。 

2. 同委員会のローズ・ボール・パレード・フロートおよび推進資料（印

刷と電子版の両方を含む）は、RI 免許制度に関する規定を含め、ロー

タリー標章の使用に関する理事会の方針に従わなければならないとい

う規定。 

3. 本件に関する RI とのすべての連絡は事務総長に送られるべきであると

いう規定。 

4. 同委員会の推進資料（印刷と電子版の両方を含む）は、「これは国際

ロータリーのプロジェクトではない」という但し書きを付記しなけれ

ばならないという規定。 

5. 事務総長が必要とみなす、非公開、守秘義務、および適切な保険、お

よび損害賠償に関する規定。 

6. f.  1 月 31 日までに通知を行えば、RI 理事会が理由なしに本同意を取

り消すことができるという確認 

（2011 年 1 月理事会会合、決定 164 号）。 

 

出典：1989 年 1～2 月理事会会合、決定 235 号、2008 年 1 月理事会会合、決定 157 号

。 

2009 年 6 月理事会会合、決定 217 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 164 号により改正

。 

1997 年 11 月理事会会合、決定 150 号も参照のこと 

 

53.020.1. ローズ・パレードのトーナメントにおけるロータリー・フロートのための

寄付懇請 

米国カリフォルニア州のロータリー・フロート委員会は、年 1 回のローズ

・パレード・トーナメントのフロート（山車）の費用を賄う寄付を懇請す

る際、米国とカナダのロータリアンまたはクラブへ送られるいかなる通信

にも、「これは国際ロータリーのプロジェクトではない」との文面を記載
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するものとし、会長からの事前の承認がない限り、会長の写真やメッセー

ジを掲載しないものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1991 年 4 月理事会会合、決定 304 号 
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第 7 章 会合 

 

条項 

第 57 条 国際大会 

第 58 条 国際協議会 

第 59 条 規定審議会および決議審議会 

第 60 条 研究会 

第 61 条 RI 会合に関する一般方針 

 

 

第 57 条     国際大会 

 

57.010. 目的 

57.020. ホスト組織委員会 

57.030. 指針 

57.040. 開催地の選定 

57.050. 出席 

57.060. 宿泊手配 

57.070. 国際大会での会場監督 

57.080. 国際大会委員会 

57.090. クラブの広報 

57.100. 財務 

57.110. プログラムの内容 

57.120. 公式参加者とそのパートナーの役割 

57.130. 国際大会に関する事務総長の役割 

57.140. 国際大会後の活動 

57.150. 国際大会に関するその他の事項 
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57.010. 目的 

国際ロータリー年次大会の主な目的は、国際レベルにおいて、全ロータリ

アンを刺激、鼓舞、激励し、かつ情報を与えること、ならびに組織の戦略

目標を進展させるためのフォーラムとして機能することである。年次国際

大会は、組織の年次業務会合でもある（2012 年1 月理事会会合、決定201

号）。 

 

出典：1991 年 5 月理事会会合、決定 342 号。 

2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号により改正 

 

 

57.020. ホスト組織委員会 

 

57.020.1. 「ホスト地域」の範囲の決定 

理事会は、一つまたは複数の地区からなる地域をホスト地域と定める（

2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号）。 

 

出典：1981 年 2 月理事会会合、決定 292 号。  

2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号により改正 

 

57.020.2. ホスト組織への指針の通知 

会場の選定に先立ち、ホスト組織候補は、ロータリー国際大会の開催地に

関する指針の通知を受け、原則としてこれを受け入れることが義務付けら

れるものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1977 年 5～6 月理事会会合、決定 362 号 

 

57.020.3. ホスト組織と RI との関係 

ホスト組織は、大会プログラムについて援助し、出席者にホスピタリティ

ーを提供するため、理事会および国際大会委員会と協力する。事務総長は

、国際大会管理者を通じて、ホスト組織、国際大会委員会、理事会との連

絡役を務める。国際大会管理の運営面での責任者である事務総長は、ホス
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ト組織の助言と協力の下、大会管理者を通じてこれらの責務を果たすもの

とする。  

 

以上の声明は、国際大会の計画に関連した情報および指針として、すべて

のホスト組織委員会に提供されるものとする（2012 年 1 月理事会会合、

決定 201 号）。 

 

出典：1977 年 2 月理事会会合、決定 233 号。  

2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号により改正 

 

57.020.4. ホスト組織と国際大会委員会 

ホスト組織は、国際大会委員会に対して責任を負うものとする。国際大会

委員会は、必要に応じて、ホスト組織の活動を承認したり、または指示を

与えたりする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1977 年 5～6 月理事会会合、決定 362 号  

 

57.020.5. 国際大会ホスト組織委員会委員長を務める RI 理事 

国際大会ホスト組織委員会の委員長または委員でもある RI 理事は、理事

会において検討される RI 国際大会関連の案件の議論または投票に参加し

ないものとする（2016 年 1 月理事会会合、決定 104 号）。 

 

出典：2015 年 10 月理事会会合、決定 67 号 

 

57.020.6. ホスト組織委員会のための保険適用 

ホスト組織委員会は、自らの組織および資産を保護するために、実施され

る活動と地理的位置に適した、そして現地の保険法および要件に準拠した

保険に加入すべきである。（2023 年 10 月理事会会合、決定 24 号）。 

 

出典：2023 年 10 月理事会会合、 決定 24 号 

 

引照 
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72.050.1. 特別行事のための保険 

 

 

57.030. 指針 

国際大会委員会の一般指針に関する国際大会要覧が、理事会によって承認

、および適宜改定され、この要覧に記述された方法で配布される。この要

覧には国際大会に関する理事会の方針が含まれる。事務総長は、要覧に必

要ないかなる変更についても理事会へ報告するよう求められている。各国

際大会委員会は、同様に、要覧への変更案を最終報告書に盛り込むよう求

められている（2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号）。 

 

出典：1991 年 5 月理事会会合、決定 342 号。  

2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号により改正 
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57.040. 開催地の選定 

 

57.040.1. 毎回異なる開催地での国際大会 

同一国において 2 年連続して国際大会を開くことはできないものとする。

連続して開催される国際大会は、コスト要因を慎重に検討した上で、可能

な限り、世界の異なる地域で開催されるものとする。米国はミシシッピ川

をはさむ東部と西部に分け、国際大会開催地の選定目的においてこれを二

つの別々の地域とみなす（2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号）。 

 

出典：1938 年 1 月理事会会合、決定 77 号、国際大会決議 64-42 号。 

2007 年 6 月理事会会合、決定 289 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号により改正 

 

57.040.2. 国際大会の最低基準 

理事会は、当該都市が国際大会を開催するための全条件を満たしているこ

とを事務総長が確認した場合にはじめて、招致を検討する。事務総長およ

び／またはロータリーのシニアリーダーが現地視察を行った結果、現行の

「国際大会要覧」に記載されている開催地の主要な条件すべてを満たして

いないと報告され、それでもなお理事会がその都市を選出した場合、理事

会は、該当する決定事項の中に、条件を満たしていない点への取り組み方

法に関する説明を盛り込むものとする。基準または望ましい条件と若干異

なるものの、その違いが同都市で国際大会を開催するための全能力に差し

支えるものではない場合、事務総長はその候補地について理事会へ知らせ

るものとする。招致状が提出された都市のうち、事務総長によってどの都

市も（所要規定に適っていると）認定されなかった場合、理事会は、都市

が認定されるまで選定を延期するか、または他の複数の都市からの招致を

募るものとする。国際大会は、十分かつ適切な施設のない都市には指定さ

れないものとする（2011 年 1 月理事会会合、決定 150 号）。 

 

出典：1977 年 6 月理事会会合、決定 362 号、1991 年 11 月理事会会合、決定 98 号、

1998 年 10 月理事会会合、決定 124 号。 

2007 年 6 月理事会会合、決定 289 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 150 号により改正 
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57.040.3. 国際大会の開催都市の選定における費用節減策 

国際大会の経費を節減するため、大会開催都市の選定前に、次の分野にお

ける費用削減の交渉を行うことができる：宿泊、会議場、その他の施設。

正式な食事の回数はできる限り制限すべきである。さまざまな役員のため

のホテル客室の無料提供など、無料となる項目が事前に確認されるべきで

ある（2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号）。 

 

出典：1977 年 5～6 月理事会会合、決定 362 号。  

2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号により改正 

 

57.040.4. 国際大会会議場のための資金 

国際大会を地元都市で開催するための地区からの招致を検討する際、RI

は、RI が経費を負担することなく、国際大会の本会議セッションやその

他のセッションのための会議場として適切かつ便利なホールが市から提供

されるものと期待する。いかなる都市の地区も、RI の使用のために、大

会会場の賃貸料やその他の経費を支払う状況に陥るべきではない。むしろ

、市がこうした施設を用意するものとし、さもなければ市庁、観光協会、

商工会議所、または同様の商業団体がこうした会議場に必要な資金を提供

するべきである（2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号）。 

 

出典：1932 年 7 月理事会会合、決定 IX（f）。 

1966 年 1 月理事会会合、決定 153 号、2004 年 2 月理事会会合、決定 190 号、2007 年

11 月理事会会合、決定 87 号により改正 

 

57.040.5. 国際大会の中止 

事務総長は、国際大会を妨害する可能性のある要素について継続して監督

し、可能な限り、国際大会の計画を中断せざるを得ない場合に RI の賠償

責任が最小限となるような形で、契約を結ぶものとする（1998 年 6 月理

事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1987 年 2～3 月理事会会合、決定 264 号 
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57.040.6. RI 国際大会開催地の選定手続 

RI 年次大会の開催地を選定するための手続が定められ、「国際大会要覧

」に詳しく記載されている。過去 20 年間に大会を開催したことのあるい

かなる都市も、大会を開催できない。理事会は、視察するための最終候補

都市を選び、その後、その中から特定の年度の開催都市を選ぶ。2015 年

以降、大会は 6 月後半に開催されるべきではない（2012 年 1 月理事会会

合、決定 201 号）。 

 

出典：2002 年 6 月理事会会合、決定 266 号。  

2007 年 6 月理事会会合、決定 252 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号により改正 

 

57.040.7.  国際大会開催地の変更 

大会開催都市が選定された後、事務総長は、これから国際大会開催が予定

されている各都市および地区での進展について、将来の理事会に状況報告

を行う。事務総長は、国際大会の計画において深刻な問題に直面した場合

、理事会に注意を促す。 

 

既に決定された国際大会予定地が利用不可能となったことを示す情報が入

った場合には、理事会はこの開催地の変更を検討するものとする（2002

年 6 月理事会会合、決定 266 号）。 

 

出典：1998 年 10 月理事会会合、決定 124 号、1981 年 2 月理事会会合、決定 273 号。  

2002 年 6 月理事会会合、決定 266 号により改正 

 

57.040.8. RI 国際大会開催地の重大な基準に対して例外を必要とする都市のための

入札プロセス 

RI 理事会は、RI 国際大会開催地の主要条件に対して 例外を必要とする都

市のみが、事務総長が特定した年度にロータリー国際大会を開催するため

の入札を許可されるという大会開催地入札プロセスを承認した。ただし、

このプロセスが用いられるのは 7 年に 1 度までする（2018 年 10 月理事会

会合、決定 34 号）。 
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出典：2018 年 4 月理事会会合、決定 156 号。  

2018 年 10 月理事会会合、決定 34 号により改正 

 

57.040.9. 大会開催都市の主要条件に対する期待事項 

理事会は、以下の条件において、RI 大会開催都市の主要条件を満たさな

い都市からの提案を検討すべきである。  

1. 同国内に大会の条件を満たす都市が他にない 

2. 主要条件に対する修正が三つを超えない 

3. 適用される修正の財務的影響の総額が 150 万米ドルを超えない 

4. 受理された提案にはさらに、事務総長が定める登録者数の制限または

他の大会商品の修正が課せられる  

5. このような例外の発生は 7 年に 1 度までとする。 

RI 理事会は、大会要覧に詳細が記載されている主要条件の指針に対する

例外を承認した（2017 年 1 月理事会会合、決定 86 号）。 

 

出典：2016 年 9 月理事会会合、決定 55 号 

 

 

57.050. 出席 

 

57.050.1. 国際大会の登録の指針 

RI 国際大会への登録は、以下の者に許可されるものとする。 

• ロータリアン 

• ローターアクター 

• インターアクター 

• 青少年交換学生 

• 財団奨学生 

• ロータリアンではないロータリー学友 
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• ロータリークラブ／地区の職員 

• 故人となったロータリアンのパートナー 

RI 国際大会への登録を希望するこの他の人は、資格のある大会登録者に

同伴する有料のゲストとして登録することができる。すべての国際大会登

録者は、理事会が定めた該当する大会登録料を支払うものとする。故人と

なったロータリーシニアリーダーのパートナーがロータリアンではない場

合、ロータリアンの同伴者としてではなく、独自に国際大会に登録するこ

とが認められる。さらに、故人となったロータリーシニアリーダーのパー

トナーは、自身がロータリアンであるなしにかかわらず、シニアリーダー

が受けるはずであったのと同等の扱いを RI 国際大会で受けるものとする

（2015 年 10 月理事会会合、決定 62 号）。 

 

出典：2006 年 6 月理事会会合、決定 251 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 289 号。  

2006 年 11 月理事会会合、決定 35 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2012 年 1

月理事会会合、決定 201 号、2012 年 5 月理事会会合、決定 244 号、2014 年 10 月理事

会会合、決定 38 号、2015 年 5 月理事会会合、決定 166 号、2015 年 10 月理事会会合、

決定 62 号により改正 

 

57.050.2. 公式参加者の出席 

以下の人は、RI あるいはその財団が経費を負担しない、公式参加者であ

る。 

• 理事ノミニーおよびパートナー 

• RI 元理事およびパートナー 

• ロータリー財団元管理委員およびパートナー 

• 元事務総長およびパートナー 

• 現地区ガバナーおよびパートナー 

• 現地区ガバナーエレクトおよびパートナー 

• 現 RI／ロータリー財団委員会委員長およびパートナー 

• 故ロータリーシニアリーダーのパートナー 

• RIBI の役員および役員ノミニー 
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（2012 年 5 月理事会会合、決定 244 号）。 

 

出典：2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号。  

2012 年 5 月理事会会合、決定 244 号により改正 

 

57.050.3. 登録と展示者に関する方針 

料金を支払って参加する RI 免許取得業者、ホスト地域業者からの展示者

、RI と公式な協力関係のある団体には、ブース・スタッフ用に友愛の家

入場バッジを 1 ブースあたり 6 枚まで無料で提供する。追加のバッジは、

3 月の事前登録締切日までに申し込んだ場合、1 枚 50 米ドルで購入するこ

とができる。3 月の事前登録締切日後に申し込んだ場合は、会場で 1 枚

100 米ドルで購入できるものとする。国際大会スポンサーには、合意文書

に記されている通り、国際大会バッジが提供される。 

 

ブースのレンタル料を支払わない RI プロジェクトの展示者および世界ネ

ットワーク活動グループの展示者は、3 月の事前予約締切日前に申し込ん

だ場合、ブース・スタッフ用に友愛の家入場バッジを 1 枚 50 米ドルで購

入することができる。3 月の事前登録締切日後に申し込んだ場合、バッジ

は会場で 1 枚 100 米ドルで発行されるものとする。 

 

ホスト組織委員会（HOC）は、3 月の事前予約締切日前に申し込んだ場合

、国際大会管理者が妥当と判断した数の友愛の家入場バッジを無料で入手

することができ、また HOC の大会責務を現地で支援するのに十分な数の

ボランティア、余興出演者、大会のサービス業者用にリストバンドを手配

することができる。3 月の事前登録締切日後に申し込んだ場合は、会場で

1 枚 100 米ドルで購入できるものとする。RI は、リストバンドとバッジを

HOC に渡すものとし、HOC は RI の方針に従い、必要に応じてそれを配

布する。本会議、ワークショップ、その他の国際大会公式行事への出席を

希望する展示者は、理事会が定めた所定の大会登録料を支払った上で、出

席することができる。 
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事務総長は、適切とみなせる場合、上記の方針に例外を認めることができ

る（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：2006 年 6 月理事会会合、決定 251 号。  

2009 年 11 月理事会会合、決定 69 号、2010 年 1 月理事会会合、決定 117 号、2016 年 1

月理事会会合、決定 127 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正。 

 

57.050.4. バッジの記載事項 

RI のあらゆる会合では、すべての名札バッジにロータリアンの職業分類

を含めるものとする（2008 年 11 月理事会会合、決定 81 号）。 

 

出典：2008 年 11 月理事会会合、決定 81 号 

 

57.050.5. 一日登録料 

RI は、本会議場の収容人数が許す場合に限り、一日登録料に対する要請

を検討するものとする（2007 年 6 月理事会会合、決定 289 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 289 号 

 

57.050.6. 地域雑誌編集者の登録料免除 

各ロータリー地域雑誌の編集者 1 名は、国際大会の通常の出席者としてで

はなくメディアとして出席するため、国際大会へ出席する際の登録料は免

除されるものとする（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1985 年 2～3 月理事会会合、決定 246 号。  

2007 年 6 月理事会会合、決定 289 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

57.050.7. 大会前会議の登録料 

大会前会議の登録料を設定する際には、開催年度の会長、国際大会委員会

委員長、および事務総長が、ロータリー財団の行事である場合は財団管理

委員長と相談の上、参加者が国際大会に登録せずに、大会前会議のみに登

録できるかどうかを決定することができる。この決定は、年度ごと、およ
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び同じ年度における大会前会議ごとに異なる場合がある（2017 年 9 月理

事会会合、決定 24 号）。 

 

出典：2011 年 1 月理事会会合、決定 152 号。  

2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号により改正 

 

57.050.8. 30 歳以下の出席者の登録料 

2020 年 RI 国際大会（ホノルル）から、30 歳以下のすべての RI 国際大会

出席者に登録料の割引が提供されるものとする。この割引の登録料を求め

る出席者は、生年月日の報告が必須とされている（2018 年 4 月理事会会

合、決定 135 号）。 

 

出典：2018 年 1 月理事会会合、決定 103 号 

2018 年 4 月理事会会合、決定 135 号により改正 

 

57.050.9. ノンロータリアンの出席 

第 57.050.1.項の規定にかかわらず、理事会はノンロータリアンの個人の

ための他の大会登録カテゴリーを認可することができる。例えば、このよ

うな登録者にはパートナー団体およびスポンサーの代表が含まれる。 

 

会長の承認の下、ホスト組織委員会はノンロータリアンの個人に、割引登

録料または無料で「友愛の家」への訪問を招待することができる。このよ

うな個人は信任状に必要な情報を提供するものとするが、RI 細則第

10.090.節に規定されるように大会の出席者とはみなされないものとする

（2015 年 10 月理事会会合、決定 62 号）。 

 

出典：2015 年 10 月理事会会合、決定 62 号 

 

 

57.060. 宿泊手配 
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57.060.1. 宿泊施設から国際大会会場までの距離 

国際大会行事の中心地までの移動に 45 分以上かかる場所に大会出席者が

宿泊することは、可能な限り避けるよう努めるべきである（1999 年 11 月

理事会会合、決定 197 号）。 

 

出典：1977 年 5～6 月理事会会合、決定 362 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号により改正 

 

57.060.2. 登録／宿泊書式 

国際大会登録と宿泊に関する所定の書式は、1 年前の国際大会で配布され

、公式言語版をダウンロードできるようにオンライン掲載するものとする

。正確に記入され、ロータリアンの署名があり、事前に通知された締切日

までに受理された所定の大会専用書式のみが、有効な申込みとして受理さ

れる（オンライン／電子的に受け取られた書式を除く）。旅行代理店は

RI 国際大会の宿泊手続に従うものとする（2016 年 9 月理事会会合、決定

28 号）。 

 

出典：1976 年 5～6 月理事会会合、決定 278 号、1986 年 1～2 月理事会会合、決定 166

号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号、2002 年 6 月理事会会合、決定 266 号、2007 年

11 月理事会会合、決定 87 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号、2016 年 9 月理事

会会合、決定 28 号により改正 

 

57.060.3. ホテル予約前金 

宿泊予約のキャンセルの期限を過ぎてからキャンセルされた場合、ホテル

への前金は払い戻されないことを、大会の所定のホテル宿泊予約書式に明

記するものとする（1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号 
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57.070. 国際大会での会場監督 

国際大会における RI 会場監督リーダーの役割と責務は、「国際大会要覧

」に詳しく掲載されている（2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号）。 

 

57.070.1. 国際大会における会場監督の経費 

国際大会における会場監督リーダーの経費は、旅行と経費に関する RI の

方針に従い RI が支払うべきである。国際大会の会場監督のための予算は

、通常、会場監督主任 1 名、会場監督主任補佐 10 名、副会場監督 10 名の

経費を含むものとする。 

 

ただし、登録者数が 20,000 人を上回る国際大会については、事務総長が

、その大会の会場監督主任と協議した上で、国際大会予算を、上記の人数

を上回る数の会場監督の経費に充てることを許可できる。事前登録者数が

22,000 人を上回るすべての国際大会については、参加者 1,000 人ごとに

、副会場監督をさらに 1 名ずつ、RI が経費を負担して追加すべきである

。ただし、追加する副会場監督は 13 名までとする。経費には、会場監督

主任および会場監督主任補佐とそのパートナーの国際大会までの往復交通

費、および会場監督を務める間の宿泊費、食費、登録料、雑費が含まれる

ものとする。副会場監督の経費には、宿泊費、食費、雑費、登録料が含ま

れるものとする（2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 405 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 86 号。  

2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2010 年 11 月理事会会合、決定 81 号、2012 年 1

月理事会会合、決定 201 号により改正 

 

引照 

61.010. 会場監督の手引き 

 

 

57.080. 国際大会委員会 
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57.080.1. 国際大会委員会委員長の任命と資格条件 

理事会の執行委員会は、毎年 7 月に国際大会委員会委員長の資格を有する

候補者を審査し、10 名の多様な候補者を選出し、最終選考を行う会長ノ

ミニーに伝達する。 

 

国際大会委員会委員長は以下の基準に従って選出されるものとする。 

1. 10 年以内に国際ロータリー理事を務めたことがある、あるいは理事会

または財団管理委員会が承認した国際ロータリーまたはロータリー財

団の委員会委員を務めたことがある。  

2. ロータリー国際大会の計画に関する知識と経験を有する。  

3. ホスト組織委員会の委員または顧問であってはならない。また、前年

の国際大会委員会に任命されていてはならない。 

4. 役職を務めるに足る健康状態である。 

5. 英語で連絡を取る能力があることが望ましい  

（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：1966 年 1 月理事会会合、決定 90 号、1977 年 5～6 月理事会会合、決定 362 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号、2007 年 2 月理事会会合、決定 166 号、2015 年

10 月理事会会合、決定 67 号、2019 年 5 月理事会会合、決定 178 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 29 号により改正 

 

57.080.2. 国際大会委員会の継続性 

国際大会委員会委員長は、前年度の国際大会委員会の会合にオブザーバー

として出席することができる。このような将来の委員長は、国際ロータリ

ーが経費を負担の上、委員長として任命された国際大会の前の大会に出席

するものとする。また委員長は、自分が委員長として任命された大会の

28～30 カ月前に会長ノミニーおよびホスト組織代表者と会うものとする

（2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号）。 

 

出典：1976 年 11 月理事会会合、決定 122 号、1991 年 7 月理事会会合、決定 39 号。  
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1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号により改

正 

 

57.080.3. 国際大会委員会の任務 

国際大会委員会は、国際大会プログラムの計画および実施において会長を

援助するものとし、予算目的ではなく推進目的のため出席者数の目標を設

定するものとする。これは、国際大会委員会について責任を負う事務総長

およびホスト組織と密接に連携して行われるべきである。国際大会委員会

は、プログラムの形式に関して、該当年度の会長の希望や意見を取り入れ

られるよう、会長に助言し、その指示を仰ぎ、会長と協力するものとする

。最終的な権限は理事会にある。国際大会委員会のメンバーは大会の公式

参加者となる（2015 年 10 月理事会会合、決定 65 号）。 

 

出典：1977 年 5～6 月理事会会合、決定 362 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号、2007 年 7 月理事会会合、決定 15 号、2007 年

11 月理事会会合、決定 87 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 65 号により改正 

 

57.080.4. 前年の国際大会で行われる国際大会委員会会合 

国際大会の慣例として、国際大会委員会は、計画している国際大会の前年

の国際大会後に、簡単な会合を開くものとする（1998 年 6 月理事会会合

、決定 348 号）。 

 

出典：1986 年 5～6 月理事会会合、決定 45 号 
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57.090. クラブの広報 

 

57.090.1. 広報の重要性 

事務総長は、ホスト組織との協力の下、国際大会の約 3 カ月前から大会が

終わるまで、地元で十分な広報支援を提供できるよう務めるものとする（

1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号）。 

 

出典：1981 年 5～6 月理事会会合、決定 406 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号により改正 

 

57.090.2. 大会広報の資金 

国際大会の広報活動の資金は、RI の年次予算から充当されるべきである

（1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号）。 

 

出典：1980 年 10～11 月理事会会合、決定 156 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号により改正  

 

57.090.3. 国際大会の報道局 

国際大会は、ロータリーについて広報する重要な機会を提供し、また、出

席しているロータリアンにクラブや地区の広報活動に関する貴重な指針と

意欲を与えるものである。事務総長は、国際大会開催国の状況に応じ、そ

れぞれの国際大会で報道関係を担当する職員を十分に割り当てるものとす

る（1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号）。  

 

出典：1987 年 11 月理事会会合、決定 153 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号により改正  

 

 

57.100. 財務 
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57.100.1. 国際大会の予算 

国際大会の予算は、2018 年 RI 国際大会より、以下の地域大会の推定出席

者数を基に、現実的な経費と収益額の下に準備されるものとする。 

• アジア：25,000 

• 北米：17,000 

• ヨーロッパ：17,000 

• オーストラリア：17,000 

• 南米：14,000 

• アフリカ：10,000 

（2015 年 10 月理事会会合、決定 65 号）。 

 

出典：1988 年 2 月理事会会合、決定 318 号、2010 年 1 月理事会会合、決定 151 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号、2015 年 10 月理事会会合、決定 65 号により改

正 

 

57.100.2. 理事会による次期国際大会予算の検討 

事務総長は、収支予算に関して既知または予想されるすべての重大な差異

を、速やかに理事会へ報告するものとする（2007 年 11 月理事会会合、決

定 87 号）。 

 

出典：1988 年 2 月理事会会合、決定 273 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号により改正 

 

57.100.3. 独立採算制の国際大会 

国際大会の予算は均衡予算とする。従って、国際ロータリー年次大会開催

に関連する経費は、登録料、ブースレンタル料、チケットの売上げ、協賛

、その他認められた方法で得た収入から集められた資金で賄われるものと

する（2015 年 10 月理事会会合、決定 66 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号。  

2015 年 10 月理事会会合、決定 66 号により改正。 

2005 年 3 月理事会会合、決定 258 号により確認 
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57.100.4. RI により支払われる大会出席の経費 

1. 大会予算は、国際ロータリー年次大会に出席する以下の人びとの経費

を賄うものとし、これらの人びとが公式参加者と定義される。 

• 会長とそのパートナー（現年度の大会予算から支払われる） 

• 事務総長とそのパートナー（現年度の大会予算から支払われる） 

• 会場監督とそのパートナー（会場監督主任と会場監督主任補佐を含

む）（現年度の大会予算から支払われる） 

• 次年度の国際大会会場監督主任 （次年度の大会予算から支払われる

） 

• 次年度以降の国際大会委員会委員長（現年度の大会予算から支払わ

れる） 

• 副会場監督（ホテル代、登録料、食費のみ） 

• 現年度の国際大会委員とそのパートナー（現年度の大会予算から支

払われる） 

• 事務総長によって国際大会活動の支援任務を割り当てられた事務局

職員 

• 上記以外の人物で、会長または理事会から指名を受け、国際大会の

プログラムに登場する人物は、会長の承認を得た上で、RI から経費

の支払いを受けることができる 

2. ロータリー財団は、国際ロータリー年次大会に出席する以下の人びと

の経費を支払うものとする。 

• 管理委員長とそのパートナー 

• 管理委員長のエイドとそのパートナー 

• 管理委員とそのパートナー 

• 次期管理委員とそのパートナー 

• 管理委員長エレクトのエイドとそのパートナー 

• RI 会長の就任経験のない元管理委員長とそのパートナー 
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• 国際大会に付随して開かれる財団のそのほかの行事のため、事務総

長によって任務を割り当てられた事務局職員 

3. RI は、国際ロータリー年次大会に出席する以下の人びとの経費を適切

な予算から支払うものとする。 

• 会長のエイドとそのパートナー 

• 会長エレクトとそのパートナー 

• 会長エレクトのエイドとそのパートナー 

• 会長ノミニーとそのパートナー 

• 会長ノミニーのエイドとそのパートナー 

• 理事とそのパートナー 

• 理事エレクトとそのパートナー 

• 国際大会に付随して開かれるロータリーのそのほかの行事のため、

事務総長によって任務を割り当てられた事務局職員 

• 現年度の会長の近親者。ただし、1 年目は会長エレクトとして、2 年

目は会長として出席する 2 年連続の国際大会で RI が経費を支払うこ

の役員の近親者の合計は 20 人までとする。 

• 次年度に就任する会長エレクトの近親者。ただし、1 年目は会長エレ

クトとして、2 年目は会長として出席する 2 年連続の国際大会で RI 

が経費を支払うこの役員の近親者の合計は 20 人までとする。 

4. RI は、RI 国際大会および元会長審議会の関連会合に出席する RI の元

会長（管理委員ではない）とそのパートナーの経費を支払うものとす

る 

（2020 年 9 月理事会会合、決定 25 号）。 

 

出典：2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号。 

2008 年 11 月理事会会合、決定 29 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号、2016 年 9

月理事会会合、決定 26 号、2020 年 9 月理事会会合、決定 25 号により改正 
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57.100.5. 国際大会の予算で賄われない大会経費 

国際ロータリー年次大会予算によって賄われない以下の国際大会経費は、

国際ロータリーまたはロータリー財団の適切な予算によって賄われるもの

とする。 

1. 国際研究会 

2. 大会議事録の作成 

3. ロータリー財団の大会前行事（経費はロータリー財団の予算で賄われ

る） 

4. 国際大会の投票および信任状の手続 

5. プレスセンターおよび報道関係 

6. 青少年交換大会前会議の経費 

7. ローターアクト大会前会議の経費 

（2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号。  

2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号、2012 年 1

月理事会会合、決定 227 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 70 号により改正。2000 年

8 月理事会会合、決定 89 号も参照のこと 

 

57.100.6. 国際大会経費の準備金 

適切な資金残高として、国際大会経費の純損失に対する準備金を最低 50

万米ドル確保するものとする。ただし、この金額による補助を見込んで意

図的に大会予算を設けるべきではないとの理解に立つ。このような準備金

は、国際大会が RI の一般管理運営準備基金に与える影響を軽減すること

を目的とする。 

 

大会の収入が経費を上回る場合は、その超過額分、大会経費準備金を増額

するものとする。この準備金のうち 50 万米ドルを超過する分は、将来の



国際ロータリー章典 

2024年 10月 664 

RI 国際大会の費用を削減するために使用することができる。このように

使用した金額分、準備金は減額される。 

 

大会準備金に割り当てられた資金のうち、将来の大会の損失に対する保護

として必要な金額を超過する部分は、将来の大会の登録料を減額するため

に利用する必要がある。 

 

国際大会委員会の最初の公式会合の時点で大会準備金が 650 万米ドルを超

える場合、同委員会は、大会登録料を減額するために、大会準備金のうち

直接の職員支援の予算費用と同等の金額を使用することができる。留意点

：2020 年ホノルル大会から発効。 

 

準備金は、将来の RI 国際大会の費用を削減するため、国際大会委員会が

推奨し理事会の承認に付す以下の項目に使用することができる。 

1. 直接の職員支援に対する給与割り当て（大会準備金が 650 万米ドルを

超えることを条件とする） 

2. 支払済登録者に対するライブストリーミング（現在は 2020 年大会限

定） 

3. 会場の緊急変更 

4. 会合および行事のインフラ強化の予算緩和 

5. 変更された主要条件 

6. 試験的プログラムの業務（成否を問わない） 

大会年度の余剰資金の活用 

事務総長が余剰を予測した場合、会長および大会委員長は、国際大会委員

会および事務総長の意見を踏まえ、出席者の経験をさらに向上させる項目

の希望一覧を作成することができる。費用の増額が 50 万米ドルを超える

プログラムの強化には、理事会の承認を必要とする（2019 年 10 月理事会

会合、決定 29 号）。 

 

出典：1983 年 11 月理事会会合、決定 113 号。 
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1985 年 10 月理事会会合、決定 109 号、2005 年 3 月理事会会合、決定 258 号、2018 年

10 月理事会会合、決定 54 号、2019 年 4 月理事会会合、決定 134 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 29 号により改正 

 

 

57.110. プログラムの内容 

プログラムの内容と国際大会講演者の選定では、世界的な広報的価値のほ

か、主題の実用性、およびクラブ活動や RI の目標との関係性が考慮され

るべきである（2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号）。 

 

出典：1973 年 1 月理事会会合、決定 169 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号により改

正 

 

57.110.1. 本会議 

すべての本会議は、ロータリー章典第 57.010.節に明記されている目的を

達成するよう指示されるべきである。講演者はロータリーに精通し、ロー

タリーに関連した話題について話すべきである。主な講演者、特にロータ

リアンではない講演者には、話題をロータリーに関連付けるよう伝えてお

くべきである。本会議におけるプレゼンテーションは、RI 戦略計画と一

貫性のあるものとする。大会を推進する目的で、講演者は可能な限り早く

、理想的には国際大会の 1 年前までに確保すべきである（2012 年 1 月理

事会会合、決定 201 号）。 

 

出典：1977 年 5～6 月理事会会合、決定 362 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2011 年

1 月理事会会合、決定 127 号により改正 

 

57.110.2. プログラムの要素 

分科会： 

国際大会の分科会プログラムの内容は、組織の戦略的優先事項を反映する

べきである。さらに、分科会プログラムには、クラブ会長エレクトを対象
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としたチームビルディングと意欲喚起のためのセッションを含めるものと

する。 

 

ロータリー財団についてのワークショップ 

ロータリー財団についてのワークショップが、国際大会の期間中に開催さ

れるものとする。  

 

投票委員会の報告 

国際大会における投票委員会からの報告は、要約形式で行うものとする。

同委員会委員長は、この要約報告が行われる本会議直後に詳細な報告書が

入手可能となる旨を、報告の際に伝えるものとする（2018 年 10 月理事会

会合、決定 57 号）。 

 

出典：1979 年 11 月理事会会合、決定 232 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 289 号、

2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 57 号 

 

57.110.3. その他の活動 

 

57.110.3.1. ローターアクト大会前会議 

年次ローターアクト大会前会議は、国際大会の正式なプログラムの一部で

あり、国際大会開会前の金曜日と土曜日に終日開催されるべきである。大

会前会議は、国際大会の運営と手続きに関する RI の方針に従って行われ

るものとする。大会前会議には、地区ローターアクト代表のラーニングセ

ッションが別個に盛り込まれるものとする。事務総長は、この会議に職員

の支援を提供するよう要請されている。プログラムは RI によって手配、

実施されるものとし、ローターアクト委員会の選んだ問題に関する討論が

盛り込まれるべきである（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1988 年 5 月理事会会合、決定 391 号、2002 年 11 月理事会会合、決定 112 号、

2005 年 3 月理事会会合、決定 214 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 214 号、2017 年 1

月理事会会合、決定 87 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 176 号、2019 年 10 月理事会

会合、決定 57 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号 
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57.110.3.2. 青少年交換役員大会前会議 

年次青少年交換役員大会前会議は、国際大会の正式なプログラムの一部で

あり、国際大会開会前の金曜日と土曜日に終日開催されるべきである。大

会前会議は、国際大会の運営と手続きに関する RI の方針に従って行われ

るものとする。事務総長は、この会議に職員の支援を提供するよう要請さ

れている。プログラムは RI によって手配、実施されるものとする。会長

エレクトは、大会前会議の内容および交流活動の準備を支援する招集者を

任命することができる。招集者は、受入地区または受入国の青少年交換プ

ログラムに精通した人物とすべきである（2019 年 10 月理事会会合、決定

58 号）。 

 

出典：1976 年 6 月理事会会合、決定 50 号、1990 年 11 月理事会会合、決定 91 号。 

2017 年 1 月理事会会合、決定 87 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 176 号、2019 年 10

月理事会会合、決定 58 号により改正 

 

57.110.3.3. 元会長審議会大会前会議 

元会長審議会の年次会合は、国際大会委員会が元会長審議会委員長ととも

に国際大会公式プログラムの一環として、元会長が国際大会のすべての行

事に出席できるように、国際大会の前に日程を設定するものとする。事務

総長は、この会議に職員の支援を提供するよう要請されている。（2021

年 8 月理事会会合、決定 21 号）。 

 

出典：2021 年 8 月理事会会合、決定 21 号 

 

57.110.3.4. 非公式関連行事 

非公式関連行事（UAE）を、ホスト行事と並行して開催することができ

る。 

 

会長は、国際大会において相当量の責務をこなさなければならないため、

非公式関連行事への出席は期待されないものとする。会長は、このような

行事に現職の理事を代理として派遣することができる（2008 年 6 月理事

会会合、決定 227 号）。 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 668 

 

出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 88 号。  

2008 年 1 月理事会会合、決定 167 号、2008 年 6 月理事会会合、決定 227 号により改正 

 

57.110.3.5. ロータリー親睦活動 

第 42.010.節を参照のこと 

 

57.110.4. 大会前のガバナンス 

国際研究会を含むすべての大会前行事、および管理委員会から要請された

いかなる行事も、国際大会委員会の監督下に計画・実施されるものとする

。 

 

各大会前行事を指揮する委員長または招集者は、国際大会委員会の監督下

に活動するものとし、行事の計画と進捗状況を国際大会委員長に報告する

ものとする。  

 

特定の国際大会に伴うすべての大会前会議は、通常、退会の 18～24 カ月

前に開かれる最初の正式な国際大会委員会会合にて提案され、承認される

ものとする 

（2018 年 10 月理事会会合、決定 54 号）。 

 

出典：2018 年 19 月理事会会合、決定 54 号 

 

57.110.5. 同時通訳 

RI の公用語は英語であるが、国際大会委員会は、ロータリーの言語のう

ち 5 カ国語、すなわちフランス語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペ

イン語、さらに大会開催国にふさわしいそのほかの言語で同時通訳を提供

するものとする。国際大会委員会が、まず通訳を提供する言語を決定する

ものとし、これが最終予算の提案に含まれるべきである。国際大会委員会

はまた、12 月の登録締切日までの登録者数から、同時通訳を新たに追加

するのが妥当とみなされる場合には、RI のスペースと予算の許す限りで

、同時通訳を提供することができる。 
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国際大会の付随会合における同時通訳の提供および印刷物の翻訳について

は、事務総長が国際大会委員長と相談した上で、事務総長からの推薦を基

に、RI 会長が決定するものとする。この推薦は、国際大会の開催地と言

語別の事前登録者数に基づいて行われる。付随会合とは、大会前後の公式

会議と定義されるが、これに国際研究会は含まれない（2019 年 10 月理事

会会合、決定 29 号）。 

 

出典：2002 年 11 月理事会会合、決定 112 号。  

2007 年 6 月理事会会合、決定 289 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2008 年

11 月理事会会合、決定 83 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 29 号により改正 

 

57.110.6. 国際大会の展示スペース 

下に詳述された中心的グループには、国際大会にてブーススペースが提供

される。 

1. クラブと地区のプロジェクトの展示：模範的なプロジェクトを展示す

るための特別エリアが提供される。ただし、このエリアで資金的な支

援を求めたり、製品や商品を販売することは認められない。ロータリ

ー財団のためのファンドレイジング（募金）は、国際大会会場の規則

、現地の法律、および事務総長の承認を条件として許可される場合が

ある。 

2. 世界ネットワーク活動グループ：第 42.010.節および第 42.020.節を参

照のこと。 

3. ロータリー徽章入り商品の免許取得業者 

4. 事務局業務：RI とロータリー財団のプログラムや強調事項に関する資

料および情報を提供するため、RI 事務局にブーススペースが割り当て

られる。 

5. 一般業務：国際大会出席者へのサービスを提供するよう RI から要請さ

れたか、または国際大会の展示スペースの特別利用許可を受け、RI と
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同意または契約を結んだ業者あるいは団体には、適当な展示エリアを

提供することができる。 

6. ロータリー以外の団体：第 57.110.7.項参照（2023 年 4 月理事会会合

、決定 121 号）。 

 

出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 89 号、2004 年 2 月理事会会合、決定 190 号。 

1999 年 11 月理事会会合、決定 197 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 35 号、2007 年

11 月理事会会合、決定 87 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号、2023 年 4 月理事

会会合、決定 121 号により改正 

 

57.110.7. 国際大会におけるロータリー以外の団体の展示のための指針 

RI は、国際大会において、ロータリーの奉仕プロジェクト、親睦活動、

および公式免許取得業者の商品を展示するスペースを提供する。RI はま

た、以下の条件の下、スペースのある限り、RI／ロータリー財団のパート

ナー、国連機関、その他の主要国際団体に国際大会で展示を行う機会を提

供する。 

1. RI／ロータリー財団とそのパートナーの団体が締結した合意に、展示

の機会が含まれていること。 

2. その団体の展示が募金あるいはその場での販売活動を含まないこと。 

戦略パートナーが優先されるものとする。ロータリークラブまたは地区と

直接提携しているプロジェクトパートナーは、クラブ・地区プロジェクト

展示のスペースの使用を申請することができる。RI 国際大会で展示を行

う団体は、RI 商品の RI 免許取得業者に請求される賃貸料の 50 パーセン

トを、提供されたスペースの賃貸料として支払うものとする。この方針は

、スペースのある限り、RI 会長主催会議においても適用されるものとす

る。 

 

RI／ロータリー財団のパートナー、国連機関、および RI と正式な協力関

係にあるその他の重要な国際団体で、ブースのスペースを購入した団体に

は、ブースあたり最高 6 人分の登録バッジが無料で提供される。このバッ
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ジの着用者は、他の有料登録者と同じようにすべての大会行事会場への入

場が許可される。これらの団体からの代表者がロータリアンである場合に

は、大会に登録し、理事会が定めた該当する大会登録料を支払うものとす

る（2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 404 号、2006 年 11 月理事会会合、決定 93 号。  

2004 年 2 月理事会会合、決定 190 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2009 年 1

月理事会会合、決定 132 号、2011 年 5 月理事会会合、決定 206 号、2012 年 1 月理事会

会合、決定 201 号により改正 

 

57.110.8. 資料における言語支援 

国際大会プログラムおよび交通案内は、英語、フランス語、日本語、韓国

語、北京語、ポルトガル語、スペイン語にて提供されるものとする。 

 

国際大会のその他の出版物はすべて英語で提供され、他言語の提供は、予

想出席数に応じて判断される。その他の言語のプログラム冊子については

、その言語グループの事前登録者数が、事前登録をした国際大会出席者数

全体の 5 パーセント以上であり、それに伴う追加経費が予算制限内であれ

ば提供されるものとする。 

 

国際大会の開催地および言語別出席者数に応じて、事務総長が国際大会委

員長と相談した上で、事務総長からの推薦を基に、RI 会長がその他の言

語による国際大会の印刷物または出版物の提供を決定する（2019 年 10 月

理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：2002 年 11 月理事会会合、決定 112 号。  

2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正 

 

57.110.9. 正式な紹介 

現任および次期理事会メンバーは、それぞれのパートナーとともに、RI

国際大会において紹介されるものとする。元会長は、それぞれのパートナ

ーとともに、各 RI 国際大会の本会議の一つにおいて紹介されるものとす

る。ロータリー財団の現・次期管理委員は、それぞれのパートナーととも
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に、各 RI 国際大会の本会議の一つにおいて紹介されるものとする（2012

年 1 月理事会会合、決定 201 号）。 

 

出典：2005 年 11 月理事会会合、決定 94 号。  

2007 年 2 月理事会会合、決定 166 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号により改正 

 

57.110.10. 指定席 

国際大会本会議における指定席は、理事会が承認した席次（ロータリー章

典、第 26.050.節および第 61.040.節）に従い用意される。指定席は慣習と

して、指定席に座る権利のあるロータリアンの各近親にも提供されるが、

投票代議員はこの限りではない。 

 

常設指定席を除き、各セッション開始 5 分前までに使用されていない指定

席は、一般席として開放される。常設指定席は以下の参加者のために用意

される。 

• RI 会長、会長エレクト、会長ノミニー、およびパートナーと家族 

• RI 元、現、次期理事、およびパートナーまたは同伴者 

• 元、現、次期管理委員、およびパートナーまたは同伴者 

• RI 元会長、およびパートナーまたは同伴者 

• 元、現事務総長、およびパートナーまたは同伴者 

• RI 会長、会長エレクト、会長ノミニーの各エイド、およびパートナー

または同伴者 

• RI の故中央役員のパートナーと同伴者 

• RIBI 役員、およびパートナーまたは同伴者 

• 国際大会委員会委員、およびパートナーまたは同伴者 

• 会場監督主任、およびパートナーまたは同伴者 

• 次年度以降の国際大会委員会委員、およびパートナーまたは同伴者 

• 国際大会推進委員会委員、およびパートナーまたは同伴者 

• アーチ C. クランフ・ソサエティの会員 

• レベル 4 のメジャードナー 
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• プレス証を持った外部またはロータリーのメディア関係者 

• RI 会長、国際大会委員会委員長、または会場監督主任が適切であると

考えた、上記以外の人物 

地区ガバナー、ガバナーエレクト、パストガバナー、RI およびロータリ

ー財団の委員会委員、アドバイザー、代表、国際ロータリーラーニングフ

ァシリテーター、グループおよび地域リーダー（ロータリーコーディネー

ター、ロータリー公共イメージコーディネーター、ロータリー財団地域コ

ーディネーター、恒久基金／大口寄付アドバイザー、およびポリオ根絶コ

ーディネーターを含む）には、グループ指定席が提供されない。 

 

必要に応じて、適切な本会議で、投票代議員に指定席が提供される（

2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号。  

2010 年 11 月理事会会合、決定 38 号、2011 年 5 月理事会会合、決定 182 号、2012 年 1

月理事会会合、決定 201 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 53 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 29 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2023 年 4 月理事会会合、決

定 106 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

57.110.11. 国際大会での選挙 

細則に従って役員が選出されたと理事会が決定した場合には年次国際大会

での役員の選出は必要ではないと定めた RI 細則 6.010.節に従い、理事会

は、特定の役員の選出に関して異論がない限り、RI 細則に従って役員の

選出は完了したとみなされるとすることに同意する（2020 年 1 月理事会

会合、決定 85 号）。 

 

出典：2019 年 10 月理事会会合、決定 49 号 

 

引照 

35.040.3. 行事に特化したロータリー標章の使用 

35.050.1. 商品に付帯するロータリー標章の正確な複製 
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57.120. 公式参加者とそのパートナーの役割 

公式参加者は、指定された国際大会行事において RI またはロータリー財

団の公式な立場を代表し、本会議、ワークショップ、フォーラム、および

指定された場合は講演者、モデレーター、パネリストとして参加し、国際

研究会、青少年交換役員会議、ローターアクト会議をはじめそのほかに承

認された大会前会議に参加し、RI 昼食会、晩餐会、その他の社交行事に

参加し、国際大会中に会合が開かれた場合はこれに出席し、会長、会長エ

レクト、管理委員長、理事会が割り当てたその他の責務を果たす。 

 

国際大会における公式参加者のパートナーは、国際大会の本会議、正式な

昼食会と晩餐会、RI プログラムや活動に関する討論ワークショップやフ

ォーラム、国際研究会に参加するものとする（2015 年 5 月理事会会合、

決定 166 号）。 

 

出典：1994 年 11 月理事会会合、決定 97 号。  

2004 年 2 月理事会会合、決定 190 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2015 年 5

月理事会会合、決定 166 号により改正 

 

57.120.1. 国際大会におけるクラブ代議員としての理事会メンバー 

原則として理事会のメンバーは、国際大会においてクラブの代議員を務め

ることにより、国際大会における追加的かつ独立した意見や貢献を奪った

り、資格を有するほかのロータリアンからこの役を務める特権を奪うべき

ではない（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1959 年 1 月理事会会合、決定 94 号 

 

 

57.130. 国際大会に関する事務総長の役割 

国際大会委員会が任命されるまでは、事務総長が、国際大会に関する全事

項について会長と RI 理事会へのリエゾンとなり、ホスト組織およびホス
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ト都市自治体当局とのリエゾンとしての役割を務める。この期間、事務総

長は、ホスト組織への代表連絡担当者となる。 

 

国際大会の開催都市を理事会が決定した後、できるだけ早く、事務総長は

、選定された都市に赴き、予想出席者の宿泊を確保するために団体用のホ

テル客室を十分数まとめて押さえるべく、ホスト組織と市当局あるいは民

間業者と緊密に協力しながら、RI の契約交渉を行うものとする。事務総

長は、ホスト組織の理事会と会合し、国際大会のすべての計画について慎

重に検討するものとする。 

 

国際大会のための責務を遂行するに当たり、事務総長は、国際大会および

それに付随する会合の関するすべての手配、プログラム面、運営面の任務

の責任者となる。責務の詳細は、「国際大会要覧」に記載されている（

2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 289 号。  

2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号により改正 
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57.140. 国際大会後の活動 

 

57.140.1. 国際大会議事録 

国際大会議事録は、大会議事の記録、事務総長の年次報告、財務長の年次

報告、ロータリー財団管理委員会の報告を含むものとする。 

 

国際大会議事録は電子版を入手できるものとする。無料の議事録は、要請

があれば、ガバナー、ガバナーエレクト、現職および元 RI 役員、現職の

RI 委員会委員にのみ送られるものとする。 

 

国際大会議事録はすべての本会議のビデオとともに RI 資料室に保管する

ものとする（2012 年 5 月理事会会合、決定 244 号）。 

 

出典：1964 年 1 月理事会会合、決定 137 号。  

1987 年 5～6 月理事会会合、決定 394 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 227 号、2012

年 5 月理事会会合、決定 244 号により改正。2000 年 8 月理事会会合、決定 89 号も参照

のこと 

 

 

57.150. 国際大会に関するその他の事項 

 

57.150.1. RI 国際大会における協賛の募集 

RI 理事会は、RI とホスト組織の両者が、RI 国際大会における協賛を募集

することを許可している。ただしこれは、既存の理事会方針、「RI 会合

、行事、プロジェクト、プログラムの協賛に関する指針（章典 37.010.）

」、「協賛者および協力団体によるロータリー標章の使用に関する RI と

ロータリー財団の指針（章典 34.030.15.）」、「ロータリークラブ、ロー

タリー地区、その他のロータリー組織のための他団体との交流の指針（章

典 44.020.）」、および「RI 国際大会要覧」に準じ、個々の事例に応じて

、国際大会を招集する RI 会長（判明している場合）と相談した上で事務

総長が承認することを前提とする（2019 年 10 月理事会会合、決定 61 号

）。 
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出典：1998 年 10 月理事会会合、決定 86 号。  

2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 61 号により改正 

 

57.150.2. 国際大会のロゴ 

国際大会ロゴにはほかの組織の商標を含まないものとする。各大会で承認

される公式ロゴは一つのみとする。承認された国際大会ロゴのいかなるバ

リエーションも、個々の事例ごとに、国際大会開催年度の RI 会長により

承認されなければならない（2009 年 1 月理事会会合、決定 164 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 289 号。  

2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号、2009 年 1 月理事会会合、決定 164 号により改正 
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第 58 条     国際協議会 

 

58.010. 指針および最低基準 

58.020. 日程の計画 

58.030. 出席と参加者の責務 

58.040. ラーニング、プログラム、セッション 

58.050. 出版物 

58.060. 財務 

 

 

58.010. 指針および最低基準 

事務総長は、国際協議会に関する現行の RI 方針と手続に基づき、国際協

議会の要覧を維持するものとする。  

 

事務総長は、国際協議会の要覧を毎年見直し、必要であれば、理事会に改

訂案を提出する。  

 

事務総長は国際大会の要覧を必要に応じて改訂する権限が与えられている

。ただし、すべての変更案が施行 1 カ月前に理事会に配布され検討に付さ

れ、理事により異議申し立てのあった変更案については次回の理事会会合

で検討される場合に限る。 

 

状況によっては、事務総長が、これらの基準と異なる基準を許可できるも

のと理解されている（2013 年 1 月理事会会合、決定 140 号）。 

 

出典：1987 年 11 月理事会会合、決定 76 号。  

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 290 号、2012 年 1

月理事会会合、決定 201 号、2013 年 1 月理事会会合、決定 140 号により改正 
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58.020. 日程の計画 

事務総長は、将来の国際協議会に先立つ少なくとも 3 年前に、適切な会場

で日程の予約を行うことが求められている（2021 年 1 月理事会会合、決

定 84 号）。 

 

出典：1989 年 1～2 月理事会会合、決定 193 号  

2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号により改正 

 

 

58.030. 出席と参加者の責務 

 

58.030.1. 出席に関する指針 

国際協議会は特別な目的を持つ会合である。従って、出席は参加者の義務

である。参加者はそのパートナーを同伴するよう奨励されている。会長エ

レクトは、参加者とそのパートナー以外で、協議会出席への特別な要請が

提出された人が、指定参加者に同伴できるかどうかを決定する権限がある

（2018 年 4 月理事会会合、決定 155 号）。 

 

出典：1975 年 1 月理事会会合、決定 96 号。  

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2004 年 2 月理事会会合、決定 189 号、2004 年 6

月理事会会合、決定 236 号、2018 年 4 月理事会会合、決定 155 号により改正。 

2003 年 10 月理事会会合、決定 61 号により確認 

 

58.030.2. 一般責務の分担 

国際協議会において以下の RI ボランティアのリーダーが務める役割と責

務の詳細は、「国際協議会要覧」に記載されている。 

• 理事 

• 理事エレクト 

• 元会長 

• 国際協議会モデレーター 

• 国際協議会モデレーター補佐 
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• 会場監督主任 

• 会場監督とそのパートナー 

• 応急処置担当役員 

• 以下のロータリアンのパートナー：会長、会長エレクト、会長ノミニ

ー、理事、理事エレクト、ロータリー財団管理委員および次期管理委

員、および国際ロータリーラーニングファシリテーター 

• 国際ロータリーラーニングファシリテーター 

• セミナーリーダー 

（2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号。  

2018 年 10 月理事会会合、決定 34 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号、2023 年 4

月理事会会合、決定 106 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

58.030.3. 国際協議会における会場監督任命の交替予定 

国際協議会における会場監督の任命は以下の指針に従って交替制とする。 

 

協議会における会場監督主任は、直前の協議会のために任命された会場監

督の一人とする（2003 年 5 月理事会会合、決定 390 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 405 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 390 号により改正 

 

58.030.4. 会長および会長エレクトの議長としての任務 

会長および会長エレクトは、国際協議会の各本会議において議長の役割を

分かち合うことで、国際協議会の重要性に対する自らの献身を示すものと

する。ただし、会長エレクトは、国際協議会における本会議と主要活動の

ために追加の議長を任命することができる（2000 年 5 月理事会会合、決

定 412 号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 107 号、1991 年 7 月理事会会合、決定 40 号、

1999 年 8 月理事会会合、決定 72 号。  
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2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号により改正 

 

58.030.5. 委員長としての会長エレクト 

会長エレクトは、国際協議会委員会、および国際協議会の計画、企画、準

備、運営を担当するそのほかすべての委員会やグループの委員長を務める

ものとする（2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号）。 

 

出典：1991 年 7 月理事会会合、決定 40 号。  

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号により改正。規定審議会 98-120 も参照のこと  

 

58.030.6. 協議会モデレーターの任命 

いかなる年度の国際協議会モデレーターも、国際協議会の開催年度に会長

エレクトとなる会長ノミニーによって任命されるものとする  

 

理事会の執行委員会は、毎年 7 月に国際協議会モデレーターの資格を有す

る候補者を審査し、10 名の多様な候補者を選出し、最終選考を行う会長

ノミニーに伝達する（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：1998 年 10 月理事会会合、決定 104 号。  

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2019 年 5 月理事会会合、決定 178 号により改正 

 

58.030.6.1. 協議会モデレーターの選考基準 

モデレーターは、ロータリーから経費が支払われる参加者であり、以下の

基準によって選考される。 

1. 過去 10 年以内に国際ロータリーの理事会メンバーまたは元セミナーリ

ーダーろ務め、国際協議会で RI ラーニングファシリテーターを務めた

経験がある。 

2. ロータリー、ロータリー財団、ロータリーの席次、慣行、手続きに関

する知識と経験がある。 
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3. 多国籍のラーニングファシリテーターのグループを率いて、効果的な

リーダーシップチームをつくるために必要なリーダーシップの資質を

備えている。  

4. 英語でコミュニケーションできる。 

5. 可能であれば、直近の国際協議会でモデレーター補佐を務めている 

（2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 

出典：2023 年 10 月理事会会合、 決定 24 号 

2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

58.030.7. 協議会におけるリーダーの選定基準 

毎年、いくつかのリーダーの役割を務める人が会長エレクトによって選出

される。以下の役割に必要な資格は「国際協議会要覧」に明記されている

。 

• 国際協議会モデレーター 

• 国際協議会モデレーター補佐 

• 会場監督主任 

• 会場監督とそのパートナー 

• 応急処置担当役員 

• 国際ロータリーラーニングファシリテーター（会長およびモデレータ

ーと相談の上） 

• セミナーリーダー（モデレーターと相談の上） 

（2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号。  

2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号。2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号により改正 
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58.030.8. パートナー討論セッションのリーダー 

パートナー討論セッションの実施に先立ち、このセッションを率いるパー

トナーはセッションの進行について適切なオリエンテーションを受けるべ

きである（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 306 号（4） 

 

58.030.9. 事務総長の役割 

事務総長は、国際協議会の責務を果たすにあたり、国際協議会、リーダー

セミナー、そのほか承認された付随会合に関するすべての手配、プログラ

ム面、運営面の任務の責任者となる。責務の詳細は、「国際協議会要覧」

に記載されている（2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号）。 

 

出典：2006 年 2 月理事会会合、決定 171 号 

2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号により改正 

 

58.030.10. 協議会への子供の出席 

国際協議会の目的は、ロータリー教育、管理運営の義務の指導、士気の鼓

舞、インスピレーションをガバナーエレクトに提供することである。ガバ

ナーエレクトの未成年の子供（18 歳未満）による国際協議会への出席は

、ロータリーが経費を負担することなく認められ、その親もしくは法的保

護者による世話と監視、またはその親もしくは法的保護者の指示により別

の成人が行う監視の下でなくてはならない。その親または法的保護者が指

定する世話係は、国際協議会の公式な参加者にはなれない。  

 

子供とその世話係は、ガバナーエレクトが食事プランに登録し、スペース

の空き状況に応じてチケットが販売されるチケット制の食事会ではチケッ

トを購入するか、またはそのいずれか一方なら、食事会（グループでの食

事、チケット制食事会）に出席できる。子供は本会議には出席できるが、

分科会には出席できない（2018 年 1 月理事会会合、決定 105 号）。 

 

出典：2018 年 1 月理事会会合、決定 105 号 
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58.030.11. 地域雑誌編集者 

国際ロータリー地域雑誌の編集者は国際協議会の公式参加者とみなされ、

RI が経費を負担することなく、本会議、適切な昼食会と晩餐会、レセプ

ション、その他の社交行事にオブザーバーとして出席する権利を有する（

2003 年 2 月理事会会合、決定 194 号）。 

 

出典：1995 年 6 月理事会会合、決定 274 号 

 

58.030.12. 国際協議会におけるオブザーバー 

現ガバナーとパストガバナー、およびその同伴者は、オブザーバーとして

協議会に出席登録することができる。RI への費用負担なしで同伴者を登

録できる。公式参加者の直系親族は、RI への費用負担なしで協議会に出

席登録することができる。オブザーバー登録により、空席がある場合、本

会議に出席することが許可される。オブザーバーは、空席があれば、晩餐

会全般とチケット制食事行事のチケットを購入することが許されるものと

する。オブザーバーは分科会への出席は許されない。資格ある参加者が出

席できない場合、その同伴者は出席できない。地区ガバナーエレクトの

18 歳未満の子供が本会議、晩餐会、またはチケット制食事行事に世話係

の監視の下出席することが期待される場合、その世話係も登録が必要であ

り、適切な食事プランとチケットが購入されていなければならない。 

 

要請があれば、地区ガバナーエレクトの子供とその世話係の宿泊先を優先

的に国際協議会と同じホテルにとるが、隣室、同じ階の客室、または同じ

カテゴリーの客室に割り振られるという保証はない。RI が予約したホテ

ルの客室が埋まった場合、地区ガバナーエレクトは家族のために別の宿泊

先を探すことができるが、地区ガバナーエレクトとそのパートナーは公式

参加者として国際協議会が開催されるホテルに宿泊することが求められる

。必要であれば、RI 職員が力を貸して近隣のホテルを提案する。 

 

事務総長は、事務総長自身の判断で満席に至ったと判断するまで、上記の

通り定義されるオブザーバーの登録を許可するものとする。登録料は毎年
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事務総長が決定し、オブザーバーの参加によって行事に対する収益の増減

が生じないようにする（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2011 年 5 月理事会会合、決定 219 号。  

2013 年 1 月理事会会合、決定 155 号、2018 年 4 月理事会会合、決定 155 号、2024 年 4

月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

引照 

61.010. 会場監督の手引き 

 

 

58.040. ラーニング、プログラム、セッション 

教育的および情報提供のプログラムは、国際協議会モデレーターの推薦に

基づき、会長エレクトの承認を受けるものとする。本会議におけるプレゼ

ンテーションは、RI 戦略計画と一貫性のあるものとする。（2012 年 1 月

理事会会合、決定 201 号）。 

 

出典：1991 年 7 月理事会会合、決定 40 号。  

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 127 号、2012 年 1

月理事会会合、決定 201 号により改正 

 

58.040.1. 推奨されている協議会プログラムの内容 

理事会は、4 日間の日程で扱われる国際協議会推奨プログラムの内容を採

択した。推奨される主題は以下の通りである。 

1. 会長エレクトのメッセージ 

2. ロータリーの価値観（職業奉仕を含む） 

3. 会員増強 

4. ロータリー財団 

5. 公共イメージ 

6. プロジェクトと奉仕 
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7. ロータリー管理運営上の要件 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 301 号、1999 年 7 月理事会会合、決定 29 号、1999

年 11 月理事会会合、決定 213 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 108 号。  

2005 年 3 月理事会会合、決定 178 号、2008 年 6 月理事会会合、決定 255 号、2011 年 9

月理事会会合、決定 34 号、2012 年 5 月理事会会合、決定 298 号、2013 年 10 月理事会

会合、決定 57 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 50 号、2017 年 1 月理事会会合、決定

86 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 51 号、2023 年 1 月理事会会合、決定 86 号、2024

年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

58.040.2. 同時通訳／言語支援 

国際協議会は主に英語で実施され、本会議中は中国語、フランス語、イタ

リア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語による同時通訳が提

供されるものとする。国際協議会での討論セッションは、英語、フランス

語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語で行われる（2015 年 1

月理事会会合、決定 142 号）。 

 

出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 103 号。  

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2006 年 6 月理事会会合、決定 254 号、2015 年 1

月理事会会合、決定 142 号により改正 

 

58.040.3. パートナープログラム 

理事会は、国際協議会でガバナーエレクトのパートナーに情報を提供する

プログラムを含めるよう推奨している。このパートナープログラムは、ガ

バナーエレクト向けに立案されたプログラムと同様の内容を扱う補完的な

ものとなるが、さまざまな程度のロータリーの知識や経験をもった参加者

に配慮して調整が加えられるべきである。（2021 年 1 月理事会会合、決

定 84 号）。 

 

出典：2008 年 11 月理事会会合、決定 82 号、2012 年 10 月理事会会合、決定 100 号  

2021 年 1 月理事会会合、決定 84 号により改正 
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58.040.4. ガバナーエレクトのセッションの参加者 

ガバナーエレクトの討論セッションへの参加は、国際ロータリーラーニン

グファシリテーター、ガバナーエレクト、指定された事務局職員に限定さ

れる。パートナーあるいはその他の人はすべて、会長エレクトの書面によ

る明確な同意を得ない限り、セッションに入ることはできない（2024 年

1 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 306 号。  

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2004 年 2 月理事会会合、決定 189 号、2012 年 1

月理事会会合、決定 201 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号、2024 年 1 月理事会

会合、決定 76 号により改正 

 

58.040.5. ローターアクターのセッション 

RI 会長エレクトは、ガバナーエレクトとローターアクターの協力を奨励

するためのセッションを計画し、ローターアクターを国際協議会の参加者

として含めることが求められる（2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号）。 

 

出典：2019 年 10 月理事会会合、決定 57 号 

 

58.040.6. 正式な紹介 

以下の人は、本会議の一つにおいて、一人ひとり紹介されるものとする。 

• 現任および次期理事会メンバーとそのパートナー 

• 元会長とそのパートナー 

• 現任および次期ロータリー財団管理委員とそのパートナー 

（2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号）。 

 

出典：2005 年 11 月理事会会合、決定 94 号。2012 年 1 月理事会会合、決定 201 号によ

り改正 
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58.050. 出版物 

 

58.050.1. ガバナーエレクトに提供される協議会資料 

協議会のすべての出版物および資料は、英語、フランス語、日本語、韓国

語、スペイン語、ポルトガル語で、国際協議会にてガバナーエレクトに提

供されるものとする。特定の内容に関する資料は、イタリア語でもガバナ

ーエレクトに提供される。すべての出版物は、事前に協議会モデレーター

の承認と会長エレクトの同意を得ていなければならない（2006 年 6 月理

事会会合、決定 254 号）。 

 

出典：1991 年 7 月理事会会合、決定 40 号。  

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2006 年 6 月理事会会合、決定 254 号により改正 

 

 

58.060. 財務 

 

58.060.1. RI とロータリー財団によって経費が支払われる国際協議会への出席 

RI またはロータリー財団は、旅行と経費に関する RI の方針に従い、以下

に定義される公式参加者の国際協議会の経費を支払うものとする。 

 

RI によって経費が支払われる国際協議会の公式参加者 

• 会長エレクトとそのパートナー 

• 会長のエイドとそのパートナー 

• 会長エレクトとそのパートナー 

• 会長エレクトのエイドとそのパートナー 

• 会長ノミニーとそのパートナー 

• 会長ノミニーのエイドとそのパートナー 

• 理事とそのパートナー 

• 理事エレクトとそのパートナー 

• 事務総長とそのパートナー 
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• ガバナーエレクトとそのパートナー 

• モデレーターとそのパートナー 

• モデレーター補佐とそのパートナー 

• セミナーリーダーとそのパートナー 

• 国際ロータリーラーニングファシリテーターとそのパートナー 

• 応急処置担当役員 

• 会場監督とそのパートナー（会場監督主任を含む） 

• 国際大会委員長とそのパートナー（次回および次々回の国際大会） 

• 事務総長が会長および会長エレクトと相談の上、必要とみなされる事

務局職員 

• 上記以外で、協議会のプログラムに参加するよう会長エレクトから指

定された人 

• 公式参加者としてパートナーに代わり補助的な役割を果たすために参

加するよう会長エレクトから承認を受けた人 

ロータリー財団によって経費が支払われる国際協議会の公式参加者 

• 管理委員および次期管理委員とそのパートナー 

• 管理委員長および管理委員長エレクトのエイドとそのパートナー 

• インターナショナル・ポリオプラス委員長 

• 事務総長が会長および会長エレクトと相談の上、必要とみなされる事

務局職員 

国際ロータリーまたはロータリー財団が経費を支払うことなく、公式参加

者として正式に出席が認められている参加者 

• 理事ノミニーとそのパートナー 

• RIBI 審議会の役員および役員ノミニーとそのパートナー 

• 国際ロータリーとロータリー財団の委員会の委員長とそのパートナー 

• 元 RI 会長とそのパートナー 

• 元事務総長およびパートナー 

• RI 会長の就任経験のない元管理委員長とそのパートナー 
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• 国際大会ホスト組織委員長と一部のホスト組織委員（現会計年度およ

び次会計年度） 

• 地域雑誌編集者 

• 元 RI 中央役員（オブザーバーとして） 

• 現職および過去の RI 役員（オブザーバーとして） 

• 会長エレクトが協議会会場のスペース割り当てを承認した展示の出展

者 

（2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：1947 年 5～6 月理事会会合、決定 285 号。  

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 290 号、2008 年

11 月理事会会合、決定 29 号、2009 年 6 月理事会会合、決定 254 号、2011 年 1 月理事

会会合、決定 137 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 147 号、2014 年 5 月理事会会合、

決定 113 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 26 号、2018 年 1 月理事会会合、決定 71 号

、2018 年 6 月理事会会合、決定 187 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 34 号、2023 年

4 月理事会会合、決定 106 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

58.060.2. 外貨規制のある国における国際協議会の出席経費の支払い 

外貨規制のある国から国際協議会に出席するガバナーエレクトのすべての

経費は、実際的な範囲内で、RI の所定の資金から支払われるものとする

（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1968 年 1 月理事会会合、決定 177 号 

 

58.060.3. 2 期目を務めるガバナーへの支払い 

ガバナー職の空席を補充するために選出されたパストガバナーは、RI の

費用で、最も費用効果の高い場所において 1 日ないし 2 日間、集中ラーニ

ングセッションを受けるものとする。 

 

2 期目に選出されたパストガバナーは、会長エレクトの承認があった場合

にのみ、RI の経費で、パートナーとともに再び国際協議会に招かれるも

のとする。 
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一時的に、または任期を完了するべくガバナーとして選出されたパストガ

バナーは、事務局職員から強力な支援を受けるものとする（2024 年 4 月

理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1988 年 5 月理事会会合、決定 377 号。  

2004 年 2 月理事会会合、決定 189 号、2011 年 1 月理事会会合、決定 149 号、2024 年 4

月理事会会合、決定 119 号により改正。 

1998 年 7 月理事会会合、決定 47 号により確認 

 

58.060.4. ガバナーエレクトのパートナーの経費の支払い 

RI は、国際協議会に出席することを選択したガバナーエレクトのパート

ナーのすべての経費を支払う。ただし、会長エレクトから特別に免除され

た場合を除き、出席必須のセッションすべてに出席することが条件である

（2004 年 2 月理事会会合、決定 189 号）。 

 

出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 73 号。規定審議会 98-222 号。 

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2004 年 2 月理事会会合、決定 189 号により改正 

 

58.060.5. 国際協議会における会場監督の経費 

国際協議会における会場監督の経費は、旅行と経費に関する RI の方針に

従い RI が支払うべきである。 

 

国際協議会予算は以下の経費を含むものとする。 

• 会場監督主任 1 名とそのパートナー 

• 会場監督 8 名とそのパートナー 

経費には、会場監督とそのパートナーの協議会会場までの往復交通費、お

よび両者が会場監督を務めている間の宿泊費、食費、雑費が含まれるもの

とする。会場監督主任が任務を務める日程は、国際協議会参加者の主な到

着日の 2 日前に始まるべきである。会場監督が任務を務める日程は、国際

協議会参加者の主な到着日の 1 日前に始まるべきである（2010 年 6 月理

事会会合、決定 231 号）。 
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出典：1979 年 5 月理事会会合、決定 342 号。  

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 405 号、2004 年 2

月理事会会合、決定 189 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 231 号により改正 

 

58.060.6. 資金の懇請 

国際協議会で資金を懇請することが唯一認められているのは、ロータリー

財団である（2007 年 6 月理事会会合、決定 290 号）。 

 

出典：1994 年 11 月理事会会合、決定 96 号。  

2007 年 6 月理事会会合、決定 290 号により改正 

 

58.060.7. RI による国際協議会参加者の経費の支払い 

国際協議会に出席する指定公式参加者やその他の人びとの経費の支払いは

、会長エレクトが例外を特別に許可した場合を除き、協議会の全会期中出

席することを原則としてのみ許可される（2007 年 6 月理事会会合、決定

290 号）。 

 

出典：1998 年 7 月理事会会合、決定 47 号。 

2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 290 号により改正 

 

58.060.8. 国際協議会予算に関する会長エレクトの責任 

会長エレクトは、RI 方針に従い、理事会の承認通り、国際協議会の予算

に責任を負うものとする。事務総長は、会長エレクトの指示の下、理事会

が定めた予算限度を超えない範囲で協議会の出費を許可するものとする。

国際協議会のための追加資金の要請はすべて、理事会の承認を得るため、

会長エレクトが理事会に提出するものとする（2000 年 5 月理事会会合、

決定 412 号）。 

 

出典：2000 年 5 月理事会会合、決定 412 号 
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58.060.9. 国際協議会における応急処置担当役員の経費 

国際協議会における応急処置担当役員の経費は、旅行と経費に関する RI

方針に従い RI が支払うものとする。国際協議会予算は応急処置担当役員

1 名分の経費を含むものとする。経費には、応急処置担当役員の協議会会

場までの往復交通費、宿泊費、食費、雑費が含まれるものとする（2004

年 2 月理事会会合、決定 189 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 405 号。  

2004 年 2 月理事会会合、決定 189 号により改正 

 

58.060.10. 国際協議会におけるオブザーバー 

国際ロータリーまたはロータリー財団が経費を支払うことなくオブザーバ

ーとして国際協議会に参加する公式参加者は、参加者の出席に関わる管理

運営費を賄うための登録料を支払うものとする。ただし、地域雑誌編集者

はこの登録料が免除される（2007 年 6 月理事会会合、決定 290 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 290 号 
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第 59 条     規定審議会および決議審議会 

 

59.010. 規定審議会の開催地の選定 

59.020. 提出された立法案および決議案 

59.030. 参加者 

59.040. 地区審議会の代表議員 

59.050. 会場監督 

59.060. 規定審議会の議事および機能 

59.070. 決議審議会の議事および機能 

59.080. 財務 

59.090. 支援担当職員 

59.100. 審議会後の活動 

 

 

59.010. 規定審議会の開催地の選定 

 

59.010.1. 規定審議会のホテル施設 

すべての参加者を収容するに十分な一軒のホテルが手配されるものとする

。会議場と食事の施設が同じ宿泊施設内にあるべきである（2003 年 5 月

理事会会合、決定 325 号）。 

 

出典：1984 年 2 月理事会会合、決定 210 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号により改正 

 

59.010.2. 規定審議会の日時 

理事会は、年次国際大会の日程、主な祝日、適切な会場の空き状況などさ

まざまな要素に基づいて、会合の具体的な日時を決定するものとする（

2003 年 2 月理事会会合、決定 221 号）。 

 

出典：2003 年 2 月理事会会合、決定 221 号 
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59.010.3. 開催地の選定 

事務総長は、3 年の規定審議会サイクルの 1 年目に、現地視察、開催地選

定、契約交渉のすべての手続を完了するよう努めるものとする。会場は、

規定審議会開始の少なくとも 12 カ月前までに契約すべきである（2016 年

9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：2003 年 2 月理事会会合、決定 221 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 
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59.020. 提出された立法案および決議案 

 

59.020.1. 提出された立法案および決議案の発行 

英語を審議会の公式言語とし、提案され採択される制定案、声明文、およ

び決議案は英語で書かれるものとする。事務総長は提出された立法案およ

び決議案を英語で提供するものとする。審議会に先立って配布される立法

案以外の出版物と同様、正規とみなされる立法案および決議案については

、可能な限り、英語、フランス語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペ

イン語で発行するものとする。 

 

事務総長は、欠陥があると思われる立法案および決議案、および理事会が

RI 細則 7.060.節、7.070.節、および 8.080.節に準じて審議会へ回付しない

ことを指示した立法案および決議案を除き、正規の手続きで提出された立

法案および決議案を発行するものとする（2016 年 9 月理事会会合、決定

28 号）。 

 

出典：1941 年 1 月理事会会合、決定 101 号、1958 年 6 月理事会会合、決定 38 号。  

1999 年 2 月理事会会合、決定 203 号、2000 年 8 月理事会会合、決定 50 号、2002 年 11

月理事会会合、決定 112 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2005 年 11 月理事

会会合、決定 67 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2009 年 6 月理事会会合、決

定 217 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.020.2. 地区が承認または提案する立法案および決議案の提出期限 

すべての地区は、地区大会終了後 45 日以内に、地区大会または地区立法

案検討会で承認されたすべての立法案または決議案を事務総長に送付する

ものとする。地区はまた、ガバナーが定めた投票用紙の受理期日から 45

日以内に、クラブ投票を通じて承認されたすべての立法案または決議案を

事務総長に送付するものとする。 

 

RI 細則第 9.010.節に規定されている通り、無地区クラブは、クラブを代表

する地区に立法案または決議案を提出し、承認を受けることができる（

2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 
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出典：2006 年 2 月理事会会合、決定 144 号、2008 年 6 月理事会会合、決定 236 号。  

2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号。2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2022 年 10

月理事会会合、決定 30 号により改正 

 

59.020.3. クラブによる立法案または決議案の審査 

RI の立法手続の一部として、クラブは、立法案または決議案について話

し合うために自由に他のクラブと連絡を取ることができる（2016 年 9 月

理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1976 年 5～6 月理事会会合、決定 238 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.020.4. 財務上の影響に関する説明文 

事務総長は、立法案または決議案が採択された場合に相当な財務的影響を

与えると事務総長が考えるすべての案件について、「財務上の影響」に関

する説明文を用意し、この説明文を発行するものとする。「財務上の影響

」に関する説明文を作成するにあたり、事務総長は、この説明文が立法案

または決議案の完全な理解に基づいて起草されるよう、定款細則委員会の

会合に適宜出席することを含め、同委員会と相談すべきである（2016 年

9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1993 年 3 月理事会会合、決定 148 号、1996 年 6 月理事会会合、決定 280 号、

1999 年 2 月理事会会合、決定 202 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号、2005 年 11 月理事会会合、決定 67 号、2016 年

9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.020.5. 立法案または決議案が RI 戦略計画に与える影響 

戦略計画委員会は、関係するあらゆる立法案または決議案を審査し、それ

らの立法案または決議案が RI 戦略計画に影響を与える可能性があるかど

うかについて、理事会に助言すべきである。理事会は、立法案または決議

案が RI 戦略計画に与える可能性のある影響について審議会に助言すべき

である（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 
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出典：2011 年 5 月理事会会合、決定 188 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.020.6. 前審議会からの立法案または決議案の理事会による審議 

前審議会の指示により理事会が提出する立法案または決議案に関して、理

事会は、このような指示に従ってかかる立法案または決議案を提出してい

ることを明確にするものとする（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1969 年 1 月理事会会合、決定 85 号。  

1999 年 2 月理事会会合、決定 205 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号、2016 年

9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.020.7. RI 委員会からの立法案および決議案の理事会による審議 

該当する場合、理事会は、案件が RI 委員会より起案されたものであるこ

とを表示することを選択できる。 

 

第 59.020.7.項および第 59.020.8.項の趣旨の下、理事会は、定款細則委員

会の委員あるいは立法案または決議案の起草に関与した現職または元の定

款細則委員に立法案または決議案を発表してもらうことを選択できる（

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1999 年 2 月理事会会合、決定 205 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.020.8. 理事会の規定審議会諮問委員会 

会長は、立法案および決議案ならびに審議会での役割と責務について、さ

らに規定審議会の年度には理事会が検討する賛成と反対の声明についてな

ど、審議会に関する事項について理事会に助言する委員会として、毎年 3

～5 名の理事を任命するものとする。さらに、規定審議会の年度に、会長

は、審議会に関する事項について経験豊かなロータリアン 1 名を、審議会

手続と審議会での理事会の役割について理事会を援助するために指名する

ことができる（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 
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出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号。  

2000 年 11 月理事会会合、決定 127 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 331 号、2016 年

9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.020.9. 賛成および反対の声明 

クラブ、地区大会、ロータリーGB&I 地域理事会、規定審議会、または理

事会は、規定審議会に提出された制定案または声明文について声明を出す

ことができる。このような声明は、立法案に対して賛成や反対、または見

解を述べるものであり、500 語（英語の場合）以内に制限しなければなら

ない。このような声明は、次回規定審議会の開始の少なくとも 3 カ月前ま

でに事務総長へ提出された場合、事務総長によりその審議会のすべての議

員へ回付されるものとする。RI 理事会が提供する見解表明案は、決議審

議会の開催の前年度 12 月 31 日までに受理されなければならない。 

 

複数の賛成または反対の声明がかなり類似している場合、事務総長は最初

に受理した声明のみを審議会に回付するものとする（2022 年 10 月理事会

会合、決定 30 号）。 

 

出典：1995 年 2 月理事会会合、決定 164 号。  

1999 年 2 月理事会会合、決定 204 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号、2009 年

11 月理事会会合、決定 36 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2021 年 6 月理事会

会合、決定 182 号、2022 年 10 月理事会会合、決定 30 号により改正 

 

59.020.10. 専門的知識を要する立法案 

定款細則委員会は、専門的知識を要する「特殊な立法案」と考えられる立

法案はどれかを判断するものとする。理事会は、専門的な性質を持つとみ

なされる理事会からの全立法案について、定款細則委員会委員など他の発

表者に提議を要請するものとする（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）

。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 224 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号。  

2005 年 3 月理事会会合、決定 196 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 
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59.020.11. 同種の立法案または決議案 

実質的には同種の立法案または決議案がある場合、理事会は、定款細則委

員会の助言に基づき、事務総長に対し、代案を審議会に回付し、当該案件

の趣旨が代案と実質的に同種のものである旨を立法案または決議案に記載

するよう指示するものとする（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：2005 年 6 月理事会会合、決定 288 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.020.12. 欠陥のある立法案 

定款細則委員会および事務総長は、組織規定文書に根本的または大幅な変

更を加える立法案について、提案者が欠陥のない立法案を作成するよう妥

当な努力を行うまで、必要以上の時間や関心を向けるべきではない（

2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号）。 

 

出典：1999 年 2 月理事会会合、決定 200 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号により改

正 

 

 

59.030. 参加者 

 

59.030.1. 理事会 

理事の主な責務は、理事会のメンバーとしてものである。第 28.005.節を

参照のこと（1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号）。 

 

出典：1959 年 1 月理事会会合、決定 94 号 

 

59.030.2. 審議会役員 

審議会役員（議長、副議長、議事運営手続の専門家）は、規定審議会の前

年度の 1 月に会長エレクトによって発表され、任期の 3 年間または後任者
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が選出されるまで務めるものとする（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号

）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号。  

2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.030.3. 規定審議会ラーニングリーダー 

代表議員に一貫性のあるラーニングの機会を提供するため、規定審議会の

各会合ために規定審議会ラーニングリーダー1 名が任命される（2024 年 4

月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：2010 年 1 月理事会会合、決定 124 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号、2024 年 4 月

理事会会合、決定 119 号により改正 

 

59.030.4. 特別議員 

特別議員（任命される場合）は、規定審議会の前年度の 1 月に会長エレク

トによって発表されるものとし、規定審議会においてのみ務めるものとす

る。（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号により改正 

 

 

59.040. 地区審議会の代表議員 

 

59.040.1. 代表議員の選出 

各地区は、ロータリーの現在の方針、手続、プログラムに精通しており、

審議会に出席できる最も適格なロータリアンを、審議会代表議員に選ぶよ

う奨励されている。各地区のクラブは自らの意思で代表議員を選ぶ権利を

有する一方、審議会代表議員は、地区内の個人的な評判ではなく、代表議

員の規定任務を遂行する能力に基づいて選ばれるべきであること、さらに
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、代表議員の役割は、真剣かつ責任ある立場とみなすべきであり、単にガ

バナー経験者であればよいというわけではないことが強調されている（

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1994 年 11 月理事会会合、決定 58 号。  

1997 年 3 月理事会会合、決定 222 号により改正。1967 年 5～6 月、決定 32 号、1972 年

1 月理事会会合、決定 85(b)号、1980 年 10～11 月理事会会合、決定 75 号、1987 年 2 月

理事会会合、決定 259(b)号、1988 年 2 月理事会会合、決定 235 号、2016 年 9 月理事会

会合、決定 28 号を参照のこと 

 

59.040.2. 代表議員のラーニングの機会 

規定審議会の議事に全面的に参加するため、すべての代表議員は規定審議

会へ出席する前にオンラインコースに完了するものとする。また、すべて

の地区代表議員は規定審議会の開催年にゾーン研究会の一環として、また

は個別に招集される、規定審議会の運営と手続に関するゾーンレベルのラ

ーニング行事にも出席することが求められる。オンラインコースならびに

ゾーンのラーニング行事を完了していない代表議員は、規定審議会議長に

より免除された場合を除いて、規定審議会に出席するための費用がロータ

リーから支払われないものとする（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号

）。 

 

出典：2014 年 5 月理事会会合、決定 126 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2023 年 5 月理事会会合、決定 143 号、2023 年 10

月理事会会合、決定 33 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

引照 

32.040.1. 郵便投票による審議会代表議員の選出 

 

 

59.050. 会場監督 

規定審議会には、会場監督主任に加え、少なくとも 10 名の会場監督がい

るべきである。また、審議会で同時通訳が提供される各言語ごとに、少な
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くとも 1 名の会場監督がいるべきである（2016 年 9 月理事会会合、決定

28 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号。  

2004 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 128 号、2016 年 9

月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

引照 

61.010. 会場監督の手引き 

 

 

59.060. 規定審議会の議事および機能 

 

59.060.1. 議事スケジュール 

代表議員が自地区のクラブを効果的に代表できなくなるような過度の疲労

やその他の不快な状況下で責務を遂行しなければならない状況が生じない

よう、可能な限り、会合の日時を計画し、維持すべきである（2016 年 9

月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1982 年 5～6 月理事会会合、決定 21 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.060.2. 討議の手続 

審議会議長および役員は、重要な問題には規定審議会会議での討議のため

に十分な時間が与えられるよう手配すべきである。可能な限り、動議を支

持する側と反対する側が審議会で交互に討議すべきである（2016 年 9 月

理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1987 年 2～3 月理事会会合、決定 257 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 
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59.060.3. 手続規則 

規定審議会の手続規則は、前回の規定審議会にて採択された通り忠実に電

子媒体で発行されるものとし、修正は、審議会による組織規定文書への変

更と首尾一貫したものするために必要な場合のみに限られる。万一、その

ような修正が必要な場合は、その変更箇所についての注釈が含められるべ

きである。RI 細則の第 9.120.節に従って審議会運営委員会が推奨した手続

規則は、規定審議会の 2 カ月前に審議会議員に送付されるものとする（

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1999 年 2 月理事会会合、決定 207 号  

2005 年 6 月理事会会合、決定 289 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.060.4. 規定審議会前のワークショップ 

審議会のリーダーは、規定審議会の開会前に審議会議員のためのワークシ

ョップを計画するものとする（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 277 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.060.5. 親睦活動 

審議会開会前の晩に、審議会議員のための非公式な到着レセプションを開

いてもよい。審議会会期中（審議会 2 日目の晩が望ましい）に親睦晩餐会

またはレセプションを開いてもよい（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号

）。 

 

出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 276 号。  

2010 年 6 月理事会会合、決定 204 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.060.6. 同時通訳／言語支援 

規定審議会は英語で実施され、本会議中は中国語、フランス語、日本語、

韓国語、ポルトガル語、スペイン語による同時通訳が提供されるものとす
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る。事務総長は、会長の同意を得た上で、その他の言語による同時通訳を

提供することを選択してもよい（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：2002 年 11 月理事会会合、決定 112 号、2003 年 2 月理事会会合、決定 221 号。  

2015 年 1 月理事会会合、決定 142 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.060.7. 地元のロータリアンによる援助 

規定審議会は、ホスト組織の援助を得て運営されるものではない。しかし

、審議会議長および審議会運営委員会は、会場近隣に居住または勤務する

ロータリアンからの援助が得られるかどうかを検討するよう奨励されてい

る（2012 年 1 月理事会会合、決定 159 号）。 

 

出典：2003 年 2 月理事会会合、決定 221 号 

 

59.060.8. 公式参加者の席 

規定審議会において、代表議員は発表者から最も近距離にあるセクション

に座席が指定され、すべての代表議員の座席が確保されてからそのほかの

公式参加者の座席が指定される。審議会議長は、必要に応じ、審議会の座

席指定に運営上の適切な変更を加える権限を有する（2011 年 5 月理事会

会合、決定 182 号）。 

 

出典：2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号。  

2011 年 5 月理事会会合、決定 182 号により改正 

 

 

59.070. 決議審議会の議事および機能 

可能な限り、代表議員が妥当な期間内に責務を遂行し、自地区のクラブを

効果的に代表できるよう、決議審議会の日時を計画し、維持すべきである

。審議会は英語で実施され、必要に応じてフランス語、日本語、韓国語、

ポルトガル語、スペイン語による翻訳が提供されるものとする。 
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決議審議会の手続規則は電子媒体で発行するものとする。RI 細則の第

9.140.1.項に従って審議会運営委員会が採択した手続規則は、決議審議会

の開会の遅くとも 1 カ月前に審議会議員に送付されるものとする（2016

年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号 

 

 

59.080. 財務 

事務総長は、規定審議会および決議審議会の予算を作成し、理事会の審査

を受けるものとする。このような予算を作成するにあたり、事務総長は、

有料出席者および支払いの対象となる経費を考慮に入れるものとする（

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：2003 年 2 月理事会会合、決定 221 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.080.1. 代表議員の経費 

RI は、規定審議会において、代表議員に対し以下の経費を支払うものと

する。 

1. 往復の航空運賃 

2. ホテル客室料および食費 

3. 150 米ドルまでの予防接種費用 

4. 必要なビザの費用 

5. 止むを得ない宿泊または 10 時間以上の遅延のために代表議員にかかっ

た費用 

ロータリー章典第 59.040.2.項に記載されているように、規定審議会へ出

席する前にオンラインコースを完了していない代表議員、および規定審議

会の開催年にゾーン研究会で開催されるラーニング行事に出席していない

代表議員は、規定審議会議長により免除された場合を除いて、規定審議会
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に出席するための費用がロータリーから支払われないものとし、前述の費

用を自ら負担するものとする。 

 

事務総長は、代表議員の主な到着日時を設定するものとする。事務総長は

日時を設定する際に、登録、審議会前ワークショップ、その他の要素を考

慮に入れるものとする。事務総長は、公正かつ妥当な方法でこうした指針

を適用する裁量権を持つ（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 202 号。  

2003 年 2 月理事会会合、決定 221 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 126 号、2016 年 9

月理事会会合、決定 28 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号により改正 

1999 年 11 月理事会会合、決定 198 号により確認 

 

59.080.2. 投票権を有しない議員の経費 

RI は、以下のメンバーが規定審議会へ出席するための交通、宿泊、食事

の経費を支払うものとする。 

1. 会長、会長エレクト、理事会のその他の理事、および事務総長 

2. 審議会議長、副議長、議事運営手続の専門家 

3. 審議会運営委員会のメンバーとしての定款細則委員会 

4. 管理委員会代表 

5. 3 名までの特別議員 

（2021 年 6 月理事会会合、決定 177 号）。 

 

出典：2003 年 2 月理事会会合、決定 221 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2021 年 6

月理事会会合、決定 177 号により改正 

 

59.080.3. オブザーバー、規定審議会参加者、職員の経費 

RI は、上記以外に以下の人が規定審議会へ出席するための交通、宿泊、

食事の経費を支払うものとする。 
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1. 理事エレクト（会長ノミニーを含む） 

2. 会場監督 

3. 規定審議会ラーニングリーダー 

4. 会長エイド（必要な場合） 

5. 事務総長が、予算の規定内で、規定審議会での業務のために必要であ

ると判断した事務局職員 

（2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：2003 年 2 月理事会会合、決定 221 号。  

2004 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 291 号、2007 年 2

月理事会会合、決定 139 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2008 年 6 月理事会

会合、決定 227 号、2009 年 6 月理事会会合、決定 276 号、2010 年 6 月理事会会合、決

定 182 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 128 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号

、2020 年 4 月理事会会合、決定 135 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号により改正 

 

59.080.4. 定款細則委員会の次期委員が規定審議会および委員会会合に出席する際の

経費 

RI は、規定審議会開催に関連する以下の交通、宿泊、食事の経費を支払

うものとする。 

• 規定審議会年度の 7 月 1 日に就任する定款細則委員会委員は、7 月 1

日就任前の同委員会の最後の会合にオブザーバーとして招かれるもの

とする。その場合の出席の経費は RI が負担する。 

• 規定審議会開催後の 7 月 1 日に就任する定款細則委員会委員は、RI の

経費で、審議会前後の審議会運営委員会会合および審議会にオブザー

バーとして招かれるものとする 

（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1988 年 2 月理事会会合、決定 236 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 
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59.080.5. 規定審議会における会場監督の経費 

規定審議会における会場監督の経費は、旅行と経費に関する RI の方針に

従い RI が支払うものとする。 

 

規定審議会の会場監督の予算には、以下のための経費が含まれるものとす

る。 

1. 会場監督主任 1 名 

2. 会場監督最低 10 名 

会場監督として任務を遂行する間は、審議会の代表議員と同じ経費が支払

われるべきである（2008 年 6 月理事会会合、決定 227 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 405 号。  

2003 年 2 月理事会会合、決定 221 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 99 号により改正 

 

 

59.090. 支援担当職員 

規定審議会の効果的な運営を確実にするために、規定審議会に出席する職

員数の決定および規定審議会で職員が使用するのに十分な支援設備の要請

については、事務総長に裁量権が与えられるべきである（2016 年 9 月理

事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1999 年 2 月理事会会合、決定 206 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

引照 

32.040.2. 提出された立法案および決議案の審査 

 

59.100. 審議会後の活動 
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59.100.1. クラブによる審議会決定の検討 

クラブは、RI の立法手続の一部として、立法案および決議案に対する審

議会の決定について話し合うために自由に他のクラブと連絡を取ることが

できる（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1976 年 5～6 月理事会会合、決定 238 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

59.100.2. 審議会後の書類配布 

改正された英語の組織規定文書は、規定審議会閉会後 2 カ月以内にすべて

の地区へ送付されるべきである（2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 201 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号により改正 

 

引照 

49.030. 手続要覧 
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第 60 条     研究会 

 

60.010. ロータリー研究会 

 

 

60.010. ロータリー研究会 

理事会は、RI ゾーンの元・現・次期 RI 役員の情報提供のための会合の重

要性を認めている。  

 

理事会は、以下の「ロータリー研究会の要件」を採択した。事務総長は、

研究会を提案するために招集された者にこれを毎年提供するものとする。

理事会は、これらの指針を定期的に見直すものとする（2023 年 5 月理事

会会合、決定 143 号）。 

 

出典：1991 年 4 月理事会会合、決定 265 号。  

1995 年 2 月理事会会合、決定 183 号、1996 年 6 月理事会会合、決定 290 号、1999 年 8

月理事会会合、決定 43 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2010 年 1 月理事会会

合、決定 124 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、2023 年 5 月理事会会合、決定

143 号により改正 

 

60.010.1. 定義 

研究会：一つ以上のゾーン（あるいはゾーン内の各セクション）のすべて

の元・現・次期 RI 役員が出席する情報提供のための任意の会合であり、

管理運営面での責任や権限は伴わない。研究会は、研究会の日付、場所、

招集者、および実行委員長に関する合意を含め、関係するゾーン（または

ゾーン内セクション）を代表する理事の合意を得て招集されるものとする

。研究会は、少なくとも 3 年に 1 度、バーチャル形式または直接対面形式

で招集することが推奨される。 

 

招集者：当該会合を運営するために必要な能力を有する現・次期・元 RI

理事またはパストガバナー。研究会の責任者としての任期は連続最高 2 年

までが望ましい。理事は招集者を務めることができるが、義務ではない。
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理事は、代わりにその役割に適任なパストガバナーまたは元理事を提案す

ることができる。事務総長は、研究会の招集者に対し、支援およびラーニ

ング資料を提供するものとする。 

 

財団代表：ロータリー財団の推進のために研究会で援助に当たるべく、財

団管理委員長から任命される 1 名の現・次期・元管理委員。この任命は、

最も費用効果の高い方法を考慮して行われるものとする。 

 

研究会実行委員長：研究会を組織するために招集者によって任命される元

RI 役員（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1991 年 4 月理事会会合、決定 265 号。  

1996 年 6 月理事会会合、決定 290 号、2010 年 1 月理事会会合、決定 124 号、2010 年 6

月理事会会合、決定 248 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号、2020 年 6 月理事会会

合、決定 169 号、2023 年 5 月理事会会合、決定 143 号、2024 年 4 月理事会会合、決定

119 号により改正 

 

60.010.2. 目的 

研究会の目的は： 

1. 現・次期・元 RI 役員に、RI とロータリー財団の方針やプログラムに関

する最新情報を提供すること。 

2. ロータリーのリーダーが、理事会に対してコメントや提案を述べる場

を提供すること。 

3. 現・次期・元リーダーに、リーダーシップと奉仕を継続する意欲を与

えるような親睦および参加型の学びの体験の機会を提供すること 

（2023 年 5 月理事会会合、決定 143 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 248 号、2023 年 5 月理事会会合、決定 143 号 
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60.010.3. 参加者 

各研究会の参加者には、元・現・次期 RI 役員およびその同伴者、ならび

に招集者の裁量による他のグループが含まれるべきである。 

1. RI 会長と会長エレクトは、毎年いくつかの研究会に参加するよう奨励

されている。研究会資金と RI 資金の節約のため、会長あるいは会長エ

レクトのいずれが各研究会に出席することが勧められているが、両者

が一緒に出席すべきではなく、また研究会の全会期に出席しなくても

よい。 

2. 理事と次期理事、ロータリー財団管理委員と次期管理委員、および事

務総長のパートナーでロータリーが経費を負担する者は、以下の役割

を務めるものとする。 

a. 指定された行事において RI または財団の公式な立場を代表する 

b. 本会議、ワークショップ、フォーラム、会合に出席し、参加する 

c. すべてのパートナープログラムの行事に出席し、参加する。  

d. ほかの公式参加者のパートナーのために、ホスト役を務める。 

e. 公式昼食会および夕食会に出席し、参加する 

f. RI またはロータリー財団の代表者として、公式社交行事に出席する

。  

3. 研究会に出席するロータリー財団の代表者が任命される。招集者は、

この代表者に、少なくとも 1 回の主要な講演の機会と、財団のプログ

ラム、目的、財務、および問題について参加者に最新情報を伝え、参

加者の質問に答えるための別のプログラムの機会を与えるべきである

。  

招集者は、財団代表とそのパートナーのために、研究会資金またはそ

の他の資金源から宿泊費と食事代、そのほか地元でかかる経費を負担

することを検討するよう求められている。万一、研究会が上記の費用

を負担しない場合には、財団がすべての旅費および上記の経費を支払

うが、これは、財団代表がその研究会に向けて出発する前に、そのよ
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うな経費を研究会側が負担しない旨を、招集者が当人に通知した場合

に限る 

 

（2023 年 5 月理事会会合、決定 143 号）。 

 

出典：1991 年 4 月理事会会合、決定 265 号。 

1994 年 3 月理事会会合、決定 164 号、1995 年 2 月理事会会合、決定 183 号、1996 年 6

月理事会会合、決定 290 号、1998 年 7 月理事会会合、決定 27 号、1999 年 7 月理事会会

合、決定 23 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 185 号、2005 年 3 月理事会会合、決定

229 号、2010 年 1 月理事会会合、決定 124 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、

2010 年 6 月理事会会合、決定 248 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 159 号、2023 年 5

月理事会会合、決定 143 号により改正 

 

60.010.4. 組織 

1. 事務総長は、研究会が開催される可能性のある年に理事を務めること

が確定している理事ノミニーおよび理事エレクト全員に、研究会への

提案募集を配布するものとする。特定の地域に理事ノミニーまたは理

事エレクトがいない場合、会長ノミニーの裁量により、その地域の直

近の元理事に提案を求めることができる。提案された研究会の日程、

場所、招集者、および実行委員長は、事務総長が「7 月」の理事会会

合で報告するために、研究会の少なくとも 1 年前に事務総長が受理す

る。  

2. 事務総長は、提案募集を受け取った人に対し、提案された研究会の日

付が、RI 理事会とロータリー財団管理委員会の既知の会合、国際大会

、国際協議会、規定審議会、または当該ゾーンにおける主要な宗教的

祝日の日付と競合しないよう、あらゆる努力を払うよう助言するもの

とする。  

3. 各研究会の組織とプログラムは、研究会の実施について責任を有する

招集者によって指揮されるものとする。招集者は、研究会の議事日程

、プログラム、財務に関して全面的な指揮権を持つ一方、以下の者を

任命するものとする。 

a. 研究会の諸手配と企画を担当する実行委員長 
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b. RI の元役員で、研究会予算の準備および資金の使用と支払いに関し

て招集者とゾーンに対して責任を有する会計担当者 

4. 以下を条件に、ロータリー研究会、会長主催会議、地区大会、および

その他の行事は、同一会場において、相互に付随する会合として、あ

るいは同時会合として行うことができる。 

a. 予算および登録料が、各会合に対して別々に設定および管理される

こと 

b. 各会合の資金が個別に管理されること 

c. 地区大会を開催する地区のガバナーおよびロータリー研究会招集者

から事前の承諾を得ること 

（2023 年 5 月理事会会合、決定 143 号）。 

 

出典：1991 年 4 月理事会会合、決定 265 号。  

1994 年 3 月理事会会合、決定 164 号、1995 年 2 月理事会会合、決定 183 号、1996 年 6

月理事会会合、決定 290 号、1998 年 7 月理事会会合、決定 27 号、1999 年 7 月理事会会

合、決定 23 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 185 号、2005 年 3 月理事会会合、決定

229 号、2010 年 1 月理事会会合、決定 124 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号、

2010 年 6 月理事会会合、決定 248 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 159 号、2023 年 5

月理事会会合、決定 143 号により改正 

 

60.010.5. プログラム 

1. 研究会は、パネル討論、シニアリーダーとの公開フォーラム、質疑応

答セッション、グループ討論を通じて、参加者間の意見交換に十分な

時間（約 40～50 パーセント）を使い、活発にやり取りが行われる参

加型の会合にすべきである。 

2. 規定審議会が開催される年度に、招集者には以下が求められる。 

a. 経験豊かなロータリアンによる、代表議員と補欠議員のみを対象と

した対面式またはバーチャル形式のラーニングセッションを実施す

る。この研修会では、立法案の内容についてではなく、事務総長が



国際ロータリー章典 

2024年 10月 716 

この研修のために提供した研修資料を使って、審議会の運営や手続

について説明する。 

3. RI 細則第 18.060.3.項に基づき、1 名の理事または理事会のそのほかの

代表者が、ロータリー研究会において 5 カ年財務見通しを発表し、討

議に付すものとする。その年にロータリー研究会が開催されない場合

、この情報はバーチャル形式で配信することができる。 

4. ポリオ根絶が達成されるまで、各ロータリー研究会において、ポリオ

プラスの進捗報告の場が設けられるべきである。  

5. 招集者は、RI 細則第 20.020.節に従って、それぞれの規定審議会と決

議審議会で審議された立法案と決議案、および採択された決定につい

て報告するものとする 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1991 年 4 月理事会会合、決定 265 号。  

1992 年 3 月理事会会合、決定 212 号、1993 年 3 月理事会会合、決定 188 号、1999 年

11 月理事会会合、決定 201 号、1999 年 6 月理事会会合、決定 310 号、1999 年 8 月理事

会会合、決定 43 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2005 年 3 月理事会会合、決

定 230 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 292 号、2005 年 11 月理事会会合、決定 38 号

、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2008 年 11 月理事会会合、決定 31 号、2009 年

6 月理事会会合、決定 237 号、2010 年 1 月理事会会合、決定 159 号、2010 年 6 月理事

会会合、決定 248 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2023 年 5 月理事会会合、

決定 143 号、2023 年 10 月理事会会合、決定 33 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119

号により改正 

 

60.010.6. 付随会合 

1. ガバナーエレクトとガバナーノミニーの研修会は、義務付けられた唯

一の付随会合とみなされている。招集者の許可を得た場合には、別個

のセッションやセミナーが研究会と同じ（あるいはそれに近い）時期

と場所で開かれものとする。これには、ガバナーエレクト、ガバナー

ノミニー、次期ガバナーパートナー、および地区ラーニングファシリ

テーターに向けたセッションなどが含まれる。ただし、付随会合は、 
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a. 研究会の主要プログラムを妨げたり、重複したりしてはならない。 

b. その年に研究所が招集されていない場合、ゾーンを担当する招集者

または理事の指示の下に行なわれなければならない。 

c. 国際協議会のプログラムと重複してはならない。 

d. RI の方針および RI により作成された情報資料に沿わなければならな

い。 

e. 研究会自体とは別の会合として推進され、別の資金を用いて行われ

なければならない。 

2. しかし、研究会の前後の行事（例えば、ガバナーエレクトラーニング

セミナー［GELS］、ガバナーノミニー研修、地区ラーニングファシ

リテーターの研修、またレクリエーション行事など）は、研究会の出

席者とは別の参加者が出席できる研究会前（もしくは後）の行事とし

て明確に区別されるべきである。 

3. 理事会が採択した通りに、ゾーンレベルでのガバナーエレクトのラー

ニング行事のプログラムが全面的に実施されるよう監督するのは、ロ

ータリー研究会の全招集者の責任である。 

4. ラーニングセミナーでのプレゼンテーションと備品の費用および会場

使用料は GELS 予算の一部として含め、RI または GELS チームに費用

の負担をかけずにこれらを提供するよう推奨されている。GELS チー

ムには、適切な会議スペースと備品が提供されるべきである。推奨さ

れている手配と備品は以下の通りである。 

a. コの字型に配置された、参加者用テーブルといす（ガバナーエレク

トの各グループは 25～30 名までとする） 

b. 国際ロータリーラーニングファシリテーター用の演壇またはテーブ

ル 

c. パソコン用プロジェクターおよびノートパソコン、またはオーバー

ヘッド・プロジェクター 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 718 

d. 大型用紙用イーゼル、大型用紙、マーカ 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 

 

出典：1991 年 4 月理事会会合、決定 265 号、1992 年 3 月理事会会合、決定 212 号。  

1993 年 3 月理事会会合、決定 188 号、1995 年 2 月理事会会合、決定 183 号、1999 年 8

月理事会会合、決定 43 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 214 号、2000 年 2 月理事会

会合、決定 298 号、2003 年 10 月理事会会合、決定 117 号、2004 年 11 月理事会会合、

決定 52 号、2008 年 1 月理事会会合、決定 174 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 159

号、2013 年 1 月理事会会合、決定 154 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 57 号、2020

年 1 月理事会会合、決定 85 号、2023 年 4 月理事会会合、決定 106 号、2023 年 5 月理事

会会合、決定 143 号、2024 年 1 月理事会会合、決定 76 号、2024 年 1 月理事会会合、決

定 119 号により改正 

 

60.010.7. 財務 

1. 各研究会は、登録料と自発的な寄付（物資やサービスの寄贈も含む）

、もしくは RI の指針に準拠した協賛により、独立採算で行われるもの

とする。 

2. 付随会合もまた、登録料を通じて独立採算で行われるものとする。 

3. 地区とクラブ（および参加者以外のロータリアン）は、研究会のいか

なる費用の負担も義務づけられないものとする。ただし、自地区のガ

バナーや次期ガバナー（および地区やクラブの判断により参加するそ

の他の将来の RI 役員）の費用、もしくは RI の指針に準拠した協賛者

としての費用はこの限りではない。 

4. 招集者は、以下を行うことにより費用抑制のためのあらゆる努力を払

うものとする。 

a. 適切な価格の施設や宿泊設備を確保する。 

b. 社交行事の回数や経費を最小限に抑える。 

c. 講演者、ならびにロータリー以外やゾーン以外からのゲストの費用

を最小限に抑える。 
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d. 開催地域においてより低料金の宿泊施設またはホスト家庭での宿泊

を提供したり、企業の協賛を得たり、食事をより柔軟に選択できる

ようにする。  

5. 国際ロータリーは、各研究会のために、必要十分な賠償責任保険（第

三者損害賠償責任保険とも呼ばれる）を提供する。補償範囲は保険契

約の条件に制限され、花火、カーレース行事、航空機や船の使用など

（これらは一例にすぎない）を含む研究会活動は範囲から除外される

。補償条件や限度額は年毎に変更される場合がある。詳細な情報は、

RI 危機管理部（RI Risk Management）まで問い合わせること。 

6. すべての経費を支払った後、残額があれば、次期研究会の招集者およ

び会計担当者と協力して次回研究会およびその後の研究会に繰り越す

ものとする。必要な場合に限り、地元の事情によって、次年度の研究

会の招集者および会計担当者ならびに事務総長の書面による同意を持

って、残額は別の方法を用いて処理することができる。 

7. RI は、研究会の準備や計画のために必要とされる場合、2 回まで、研

究会の開催地への招集者の交通費を支弁する。経済上の理由により、

招集者は、できる限りこれらの旅行を他のロータリーの出張に付随し

て行うよう奨励されている。  

8. RI は、旅行と経費に関する規定の RI 方針に従い、ロータリー研究会へ

出席するための招集者（およびパートナーが随行した場合はパートナ

ー）の交通費を支弁するものとする。 

9. ロータリー研究会は、研究会に出席する招集者およびパートナーにか

かるその他の費用をすべて負担するものと期待されている。  

 （2023 年 5 月理事会会合、決定 143 号）。 

 

出典：1987 年 7 月理事会会合、決定 55 号、1989 年 5 月理事会会合、決定 362 号、1991

年 2 月理事会会合、決定 265 号。  

1993 年 3 月理事会会合、決定 188 号、1994 年 3 月理事会会合、決定 164 号、1995 年 2

月理事会会合、決定 183 号、1996 年 2 月理事会会合、決定 247 号、1996 年 6 月理事会

会合、決定 290 号、1997 年 3 月理事会会合、決定 202 号、1997 年 11 月理事会会合、

決定 198 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 251 号、2001 年 2 月理事会会合、決定 202
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号、2002 年 6 月理事会会合、決定 273 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 361 号、2003

年 10 月理事会会合、決定 117 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 248 号、2019 年 4 月

理事会会合、決定 148 号、2023 年 5 月理事会会合、決定 143 号により改正 

 

60.010.8. 報告 

1. 各招集者は、研究会終了後 90 日以内に、招集者、研究会実行委員長と

会計担当者が精査し承認した、研究会の全収支を詳述した財務報告書

を、次年度研究会招集者ならびにゾーン内の各ガバナーおよび元理事

に送付するものとする。前年度の研究会からの繰入金や次年度の研究

会への繰越金がある場合、財務報告書にはそれらを含めて記載するも

のとする。また、招集者は研究会終了後 90 日以内に、順守の確証を書

面にて事務総長に提出するものとする。事務総長からの催促通知を受

け取った後にもこれらの義務を怠った場合、順守が確認されるまで、

招集者は、今後いかなる RI 役職への任命や指名あるいはロータリー財

団の役職への任命や指名を受ける資格を失うものとする。 

2. 事務総長は、期限を過ぎて未提出の研究会財務報告書に関する状況を

、年次で監査委員会に提出するものとする 

（2018 年 4 月理事会会合、決定 167 号）。 

 

出典：1993 年 3 月理事会会合、決定 188 号。  

2000 年 11 月理事会会合、決定 175 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 444 号、2001 年

11 月理事会会合、決定 45 号、2002 年 11 月理事会会合、決定 169 号、2005 年 3 月理事

会会合、決定 230 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2018 年 4 月理事会会合、

決定 167 号により改正 

 

引照 

19.040.8. ガバナーエレクトの GELS 出席に伴う経費の支払い 

72.010.1. ロータリー研究会の危機管理の指針 
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第 61 条     RI 会合の一般方針 

 

61.010. 会場監督の手引き 

61.020. 会場監督委員会 

61.030. 会場監督リーダー候補者の資料冊子 

61.040. RI 会合において推奨される席次 

 

 

61.010. 会場監督の手引き 

国際協議会、国際大会、および規定審議会での会場監督のための手引きが

作成されており、理事会により折々に改正される。手引きには、会場監督

の管理についての理事会の方針が定められている。手引きを変更する必要

がある場合、事務総長は手引きを必要に応じて改訂する権限が与えられて

いる。ただし、すべての変更案が施行の 1 カ月前に理事会に配布され検討

に付され、役員により異議申し立てのあった変更案については理事会の次

回の会議で検討される場合に限る。各会場監督委員会も、手引きへの変更

を推奨する場合は、その旨最終報告書に記載するよう求められている（

2013 年 10 月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 405 号。  

2012 年 1 月理事会会合、決定 159 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 234 号により改正 

 

61.010.1. 会場監督 

ロータリアンは、パートナーの有無に関わらず、またパートナーがいる場

合は当該パートナーも会場監督を務める意思があるか否かに関わらず、会

場監督に任命される可能性がある。 

 

会場監督チームは、およそ以下のような構成にするものとする。 

• 3 分の 1 は会場監督として 2 年未満の経験がある者、 

• 3 分の 1 は会場監督として 3～5 年の経験がある者、 

• 3 分の 1 は会場監督として 5 年以上の経験がある者 
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RI 理事および国際大会委員会委員は、地域レベルで会場監督の経験のあ

るロータリアンを、会場監督チームの候補者として検討するため推奨する

ことがある。 

 

会場監督の評価手続きは、より多くの情報に基づいて会場監督チームの選

出ができるように会場監督主任が策定し、使用することができる。 

 

一人のロータリアンが特定の行事の会場監督主任を務めることができるの

は 2 回までとする（2020 年 4 月理事会会合、決定 127 号）。 

 

出典：2020 年 1 月理事会会合、決定 105 号 

 

 

61.020. 会場監督委員会 

RI 理事会は 3 年ごとに会場監督委員会の設置を承認しており、当該委員

会は、規定審議会開催年に就任している RI 会長が任命する。当該委員会

は規定審議会にて会合するものとする（2013 年6 月理事会会合、決定234

号）。 

 

出典：2013 年 6 月理事会会合、決定 234 号 

 

 

61.030. 会場監督リーダー候補者の資料冊子 

1997 年の会場監督アカデミーで作成され、1999 年と 2001 年に更新され

た会場監督リーダー候補者の資料冊子には、国際大会、国際協議会、規定

審議会の会場監督リーダーを務めるために、RI 会合の会場監督として十

分な経験をもつロータリアンのリストが含まれている。このリストは、必

要に応じて毎年更新されるべきである（2001 年6 月理事会会合、決定405

号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 405 号 
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61.040. RI 会合において推奨される席次 

RI 国際大会、国際協議会、規定審議会においては、会場スペースの制約

や、プログラムそのものに対応するため、必要に応じてロータリーの席次

を修正することができる（2011 年 9 月理事会会合、決定 34 号）。 

 

出典：2007 年 11 月理事会会合、決定 87 号。  

2011 年 5 月理事会会合、決定 182 号、2011 年 9 月理事会会合、決定 34 号により改正 
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第 8 章 財務 

 

条項 

第 66 条 財務に関する一般規定 

第 67 条 監査 

第 68 条 予算 

第 69 条 経費とその支払い 

第 70 条 投資 

第 71 条 収入 

第 72 条 危機管理および保険 

 

 

第 66 条     財務に関する一般規定 

 

66.010. 年次報告 

66.020. 監査済み財務報告書 

66.030. 銀行取引の手続 

66.040. 財務代行者 

66.050. 契約 

66.060. ワン・ロータリー・センターの不動産管理に関する指針 

66.070. RI とロータリー財団の管理運営業務協定 

 

 

66.010. 年次報告 

事務総長は、RI ならびに財団の業績、管理運営、プログラム、財務を含

む年次報告を、英語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、フランス語、

ドイツ語、イタリア語、韓国語、スウェーデン語で作成するよう求められ

ている（2000 年 5 月理事会会合、決定 439 号）。 

 

出典：1988 年 2 月理事会会合、決定 280 号。  

2000 年 5 月理事会会合、決定 439 号により改正 
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66.020. 監査済み財務報告書 

監査済み財務報告書は、英語で発行され、RI ウェブサイトに掲載される

ものとする。監査済み財務報告書の追加部数は、要請に応じてすべてのロ

ータリアンが入手できるものとする（2013 年 1 月理事会会合、決定 141

号）。 

 

出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 199 号。  

2000 年 5 月理事会会合、決定 439 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 310 号、2013 年 1

月理事会会合、決定 141 号により改正 
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66.030. 銀行取引の手続 

 

66.030.1. 財務会計と業務に関する決議 

理事会は定期的に「財務会計と業務に関する決議」を見直し、必要な箇所

を修正する（2019 年 10 月理事会会合、決定 76 号）。 

 

出典：1997 年 6 月理事会会合、決定 401 号。  

1999 年 8 月理事会会合、決定 117 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 129 号、2011 年

1 月理事会会合、決定 170 号、2012 年 1 月理事会会合、決定 230 号、2013 年 1 月理事

会会合、決定 180 号、2014 年 7 月理事会会合、決定 23 号、2016 年 1 月理事会会合、決

定 143 号、2017 年 1 月理事会会合、決定 139 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 76 号

により改正 

 

66.030.2. ロータリーの為替レート 

国際ロータリーの監査済み財務諸表には、ロータリーが全世界で実施した

活動の総合的な財務的影響が示されている。ロータリーはさまざまな経済

環境と通貨環境で運営されているため、一部の取引は財務報告のため現地

通貨からロータリーの基準通貨である米ドルへと換算しなければならない

。ロータリーは、米ドル以外の外貨建取引の米ドルへの換算に関して以下

の方針を採用している。 

1. 国際ロータリーは、外貨換算のため国際ロータリー為替レートを、毎

月設定する。 

2. 為替レートは米国会計基準に準拠する。 

3. 為替レートは、運営を明確に思い描く上で十分に正確なものである。 

4. 事務総長は、最高財務責任者への委任を通じて、為替レートの計算お

よび報告の手続きを維持する責任を負う。 

5. 財務委員会は適宜、手続を見直す 

（2018 年 10 月理事会会合、決定 71 号）。 

 

出典：2017 年 6 月理事会会合、決定 197 号。  
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2018 年 10 月理事会会合、決定 71 号により改正 

 

 

66.040. 財務代行者 

 

66.040.1. 財務代行者の監査 

RI の財務代行者の監査は、現地の公認会計事務所が行うものとする（

1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1994 年 3 月理事会会合、決定 208 号 

 

66.040.2. 財務代行者の任期 

財務代行者の任期は、理事会が実用的な理由から特別に承認した場合を除

き、2 ロータリー年度とし、最高 6 年まで二年毎に再任することができる

。財務代行者は、任期を明記した任命状の写しに副署するものとする（

2013 年 6 月理事会会合、決定 246 号）。 

 

出典：1980 年 2 月理事会会合、決定 310 号。 

2013 年 6 月理事会会合、決定 246 号により改正 

 

引照 

32.060.3. 財務代行者制度 

 

 

66.050. 契約 

事務総長は、契約の見直しに関する方針を定め、これを維持するものとす

る。事務総長は、契約に関する RI 方針で設定されている財務パラメータ

に従って、契約を見直すものとする。（2017 年 1 月理事会会合、決定 86

号）。 

 

出典：2007 年 11 月理事会会合、決定 51 号 
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2011 年 5 月理事会会合、決定 192 号。2011 年 9 月理事会会合、決定 34 号、2017 年 1

月理事会会合、決定 86 号により改正 

 

 

66.060. ワン・ロータリー・センターの不動産管理に関する指針 

理事会は「ワン・ロータリー・センターの不動産管理に関する指針」を採

択した（2001 年 11 月理事会会合、決定 45 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 439 号。  

2002 年 2 月理事会会合、決定 229 号、2002 年 6 月理事会会合、決定 303 号により改正 

 

 

66.070. RI とロータリー財団の管理運営業務協定 

事務総長は、RI とロータリー財団の間の管理運営業務協定の更新が、少

なくとも 3 年に一度行われることを確認するものとする（2020 年 6 月理

事会会合、決定 194 号）。 

 

出典：2015 年 10 月理事会会合、 決定 87 号。  

2017 年 1 月理事会会合、決定 132 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 194 号、2018 年 6

月理事会会合、決定 185 号、2019 年 5 月理事会会合、決定 183 号、2020 年 6 月理事会

会合、決定 194 号 

 

引照 

32.060. 財務に関連する事務総長の責務 
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第 67 条     監査 

 

67.010. 監査業務部の設置 

67.020. 独立監査人の任命と評価に関する指針 

 

 

67.010. 監査業務部の設置 

監査業務部の設立趣意は、次の通りとする。 

 

67.010.1. 方針に関する声明 

全般的な管理措置として、また、当組織のシニア・リーダーシップおよび

管理層に対する業務として、内部監査の包括的なプログラムを維持すると

いうのが国際ロータリーとロータリー財団の方針である。 

 

67.010.2. 使命および業務範囲 

監査業務部の使命は、国際ロータリー事務局（以下「事務局」）の運営の

改善を助けるために、独立した客観的な保証業務、また場合によってコン

サルタント業務を提供することである。監査業務部は、管理体制、危機管

理、統括プロセスの効率の改善に関して評価し、管理層に助言するための

体系的で統制のとれたアプローチを取り入れることにより、事務局が国際

ロータリーとロータリー財団の使命を達成するのを助ける。 

 

監査業務部の業務範囲は、事務局の管理層によって立案、代表される事務

局の管理体制、危機管理、内部管理構造が適切であり、以下を適度に保証

するような方法で機能しているかどうかを判断するのを助けることである

。 

1. （戦略、財務、運営、コンプライアンス、その他における）リスクを

適切に突き止め、管理する。 

2. 必要に応じて、内部統括および危機管理の各部門と相互に協力する。 
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3. リソースを経済的な方法で調達し、効率よく活用し、十分に保護する

。 

4. 効果的、効率的、能率的、かつ安全に運営、プログラム、計画、目標

を遂行する。 

5. 重要な財務、管理、運営に関する情報が正確で信頼できる最新のもの

である。 

6. 事務局および職員の行動が、方針、基準、手続、および関係法令に沿

っている。 

7. 既存の管理手続きにおいて、質の改善が継続的に行われるよう検討す

る。 

8. 重要な法律または規制に関する問題を認識し、適切に取り組む。 

9. 管理、説明責任、イメージを改善する機会を特定する。 

 

67.010.3. 役割 

監査業務部は理事会により設立され、その責務は監査委員会の監督として

の役割の一環として同委員会により指示される。 

 

監査業務部は、内部監査人協会の「内部監査の定義」、「倫理綱要」、お

よび「内部監査の専門職的実施の国際基準」（「基準」）を含む必須のガ

イダンスに準拠する。この必須ガイダンスは内部監査の専門職的実施およ

び監査業務部の業績の効果の評価のための基本的要件の原則を構成する。 

 

内部監査人協会の「実践要綱」、「プラクティス・ガイド」、および「ポ

ジション・ペーパー」も運営の指針として適宜遵守する。さらに、監査業

務部は国際ロータリーおよびロータリー財団の該当する方針および手続な

らびに同部の標準運営手続要覧を遵守する。 
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67.010.4. 権限 

監査業務部は、責務遂行に必要な場合、以下の権限が与えられるものとす

る。 

1. すべての記録、資産、人事を利用できる。 

2. 事務総長、監査委員会、運営審査委員会に直接連絡する。 

3. 十分なリソースが与えられ、これを配分する。また、業務範囲を決定

し、監査目標を達成するのに必要な技術を適用する。 

全職員は監査業務部がその役割と責務を遂行するために援助するよう求め

られる。 

 

67.010.5. 独立性と客観性 

RI 理事会、財団管理委員会、および監査委員会の権限の支配下にある監

査業務部は、必要とされる精神的独立性および客観性を保つことを可能に

するため、監査選考、範囲、手続、頻度、時期、または報告内容の問題を

含む組織内のいかなる要素による干渉も受けない状態を維持する。 

 

監査業務部は、以下の権限を与えられていない。 

1. 事務局のための運営業務を行う。 

2. 監査業務部外の会計取引を開始あるいは承認する。 

3. 監査業務部によって雇用されていない事務局の職員の活動を指示する

。ただし、監査チームに適切に指定された職員、または内部監査人を

手伝うよう指定された職員はこの限りではない。 

内部監査人は、調査対象の活動またはプロセスに関する情報の収集、評価

、および伝達において、専門職として最高水準の客観性を示す。内部監査

人は、関連するすべての事情を公正に評価し、判断を下す際に当人の関心

または他者によって過度な影響を受けない。 
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監査責任者は理事会に対して、少なくとも年に一度、監査業務部の組織的

独立性を確認する。 

 

67.010.6. 組織 

監査業務部の独立性を保つために、部の職員は、機能面においては監査委

員会を通じて RI 理事会および財団管理委員会の監督下に置かれ、管理運

営面においては事務総長の監督下に置かれる。 

 

67.010.7. 責任 

一般的に、事務局の全職員は、事務局の内部管理構造に関して責任がある

。具体的には、以下の通りである。 

1. 事務総長は、事務局の業務運営を管理、監督する上級管理層に対して

リーダーシップを執り、指示を与え、監督を行うことにより、効果的

な危機管理の慣行（次項参照）と好ましい管理環境を確立し、維持す

る責任がある。 

2. 上級管理者および現場管理者は、各自の監督分野において、個々の内

部管理の慣行と手続を立案、実施、維持する責任がある。また、要請

に応じて、監査総責任者にすべての活動、記録、人事について全面的

かつ無制限に開示する責務がある。 

3. 監査総責任者は、シニアリーダーと管理層に対して以下の責任を負う

。 

a. 事務局の管理体制、危機管理、統括プロセスの適切性、効率、効果

を評価・査定する。 

b. 組織の効率の継続的な維持に協力する。 

c. 事務局の活動の管理プロセスに関連する重要な問題について（これ

らのプロセスの改善案も含めて）報告する。 

d. 年次監査計画の状況と結果、ならびに監査業務部のリソースの充足

度に関する情報を提供する。 
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4. 監査業務部は次の責務を負う： 

a. 毎年、上級管理層およびシニアリーダーによって特定されたリスク

や管理に関する問題、ならびに予定されている各活動の予測利益や

経費を考慮に入れた上で、柔軟な監査計画を立てる。監査責任者は

、リソースの限界および重大な暫定的変更の影響を上級管理層およ

び監査委員会に伝達する。 

この計画は、必要な修正を加えるために、事務総長および RI 監査委

員会によって検討され、毎年 6 月 30 日までに承認される。承認され

た計画は、運営審査委員会により、次に予定されている会合で検討

されるものとする。承認済みの内部監査計画からの重大な逸脱はす

べて定期的な活動報告を通じて上級管理層および監査委員会に伝達

する。 

b. 事務総長、監査委員会、運営審査委員会によって要請および／また

は承認された特別な任務、プロジェクト、またはコンサルティング

を含め、承認された年次監査計画を実施する。 

c. 要請に応じて、RI 監査委員長に相談の上、事務局内で生じた重大な

不正行為の疑いに対する調査を援助し、事務総長、RI 監査委員会、

および／または運営審査委員会にこれを通知する。 

d. 事務局の監査を最大限に網羅するため、必要に応じて、外部監査人

およびその他の第三者による監査作業の範囲を検討する。 

e. 会長、会長エレクト、全体としての理事会、監査委員会、ロータリ

ー財団管理委員長、ロータリー財団管理委員会全体としてのロータ

リー財団管理委員会、RI 財務委員会、RI 運営審査委員会、事務総長

からの要請を受け入れ、評価し、応える。 

f. 事務総長および RI 監査委員会とともに、毎年、監査規定を検討し、

必要な更新と修正を加える。 
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67.010.8. 報告とモニタリング 

監査業務部は、各監査および／またはプロジェクトの活動と観察をまとめ

た公正かつ事実に基づくバランスのとれた報告書を作成する。各監査報告

書は、監査目的と範囲、観察、条件、適用可能な提案事項、管理層が取る

べき対応、行動計画を詳述するものとする。また、特定の人への配布用と

して監査報告書のエグゼクティブサマリー（要旨）を作成することができ

る。特別プロジェクトおよびコンサルティングの報告書は、状況に応じて

この他の形式を取ることができる。 

 

事務総長および影響を受ける運営管理者は、報告書が最終的に配布される

前に、これに目を通す十分な機会が与えられるべきである。これは、誤り

や脱落、誤解、その他の不正確な点を正し、提案を与える機会を提供すべ

きものである。事務総長と運営管理者は、監査報告のいかなる面も変更す

る権限をもたない。異なる意見がある場合、事務総長または運営管理者は

、監査報告への応答とともに正式な声明を提出することができる。 

 

監査業務部は、活動内容の知見および推奨事項に対する適切なフォローア

ップの責任を負う。すべての重大な知見は、監査委員会の承認によって解

決されるまで未解決課題ファイルに残す。 

 

監査責任者は、監査業務部の趣旨、権限、責務、ならびに計画に関連した

業績について、上級管理層および監査委員会に定期的に報告する。報告に

は、詐欺のリスク、ガバナンスの問題、およびその他の上級管理層および

監査委員会により必要とされた、または要請された問題を含む重大なリス

ク・エクスポージャーおよび管理の問題も含める。 

 

監査報告書は、少なくとも以下の指針に従って配布されるべきである。 

1. 監査報告書 

最終監査報告書は、監査業務部が定義した通りに報告対象となる観察

事項が記載され、以下に配布される。 

a. 監査委員会委員 
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b. 運営審査委員会委員 

c. 会長および会長エレクト 

d. 事務総長 

e. 全ゼネラル・マネジャーおよび影響を受ける運営管理者 

f. ロータリー財団管理委員長 

g. 外部監査会社パートナーおよび／またはマネジャー 

h. 危機管理 

2. エグゼクティブ・サマリー（要旨） 

最終監査報告書のエグゼクティブ・サマリーは、以下に配布される。 

a. その他すべての RI 理事 

b. その他すべてのロータリー財団管理委員 

3. 改善の機会に関するその他の観察事項 

監査業務部が定義した通りに報告対象となる観察事項以外の最終監査

結果は、影響を受けると監査責任者が判断した管理者に、別途の連絡

を通じて報告される。 

4. 特別プロジェクトおよびコンサルティングの報告書 

監査責任者は、事務総長および／または RI 監査委員会委員長と相談し

、特別プロジェクトおよびコンサルティングの各報告書の配布を決定

する。 

67.010.9. 監査実務の基準 

監査業務部は、International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing of the Institute of Internal Auditors（内部監査人協会の

内部監査の専門的実務のための国際基準）の基準を満たすか、あるいはこ

の基準を上回る。  
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監査業務部は、同部のあらゆる側面を対象とする品質保証および改善プロ

グラムを維持する。プログラムには、監査業務部の「内部監査の定義」お

よび「基準」の遵守についての評価、および内部監査人が「倫理綱要」に

適合しているか否かの評価が含まれる。プログラムは、監査業務部の効率

および効果も評価し、改善の余地を特定する。 

 

監査責任者は、上級管理層および監査委員会に、少なくとも 5 年に 1 回は

実施される継続的内部評価および外部評価の結果を含む監査業務部の品質

保証および改善プログラムについて伝達する（2017 年 6 月理事会会合、

決定 200 号）。 

 

出典：1997 年 7 月理事会会合、決定 87 号、2004 年 2 月理事会会合、決定 216 号。  

1998 年 6 月理事会会合、決定 402 号により確認。  

1999 年 6 月理事会会合、決定 346 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2004 年

11 月理事会会合、決定 162 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226 号、2009 年 11 月理

事会会合、決定 102 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 265 号、2013 年 10 月理事会会

合、決定 30 号、2014 年 5 月理事会会合、決定 171 号、2017 年 6 月理事会会合、決定

200 号により改正 

 

 

 

67.020. 独立監査人の任命と評価に関する指針 

RI 理事会は、独立監査人の任命と評価について責任を負う。理事会がこ

の責務を遂行するにあたり、監査委員会は以下の方法でこの責務の遂行を

援助する。 

• 期待する業績を定義し、これを伝える 

• 業績のモニタリングと評価を行う 

• 業務、料金、任命について、理事会に推奨を行う 

• 競争制の選出プロセスを監督する 

監査委員会は、独立監査人の任命または評価について、管理委員長に連絡

するものとする。 
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監査委員会は、これらの指針に定義されている通り、「年次業績評価」の

記載通りに独立監査人の業績をモニタリングし、評価する。毎年、監査委

員会は、この評価を文書化して理事会および管理委員長に報告し、必要に

応じて理事会に推奨を行う。推奨には、深刻な業績不振および／または継

続的な業績不振を考慮した上での競争制による選出も含まれる。監査委員

会は、管理層からの意見を求め、これを参考にする。 

 

通常、特別な事情がない限り、監査委員会は、理事会と管理委員会に代わ

り、少なくとも 7 年に 1 度、競争制の提案書に基づく独立監査人の選出を

正式に検討し、全体的な見直しをする。監査委員会は、管理層からの意見

を求め、これを参考にする。 

 

I. 年次業績評価 

事務総長は、一年を通じ、独立監査人の業績をモニタリングおよび評価す

るための、評価基準と関連資料を配布する。これらの情報は、大きな監査

業務が始まる前（通常、1 月または 2 月）に、以下へ配布される。 

• 監査委員会の委員 

• 事務総長 

• 必要とみなされるそのほかの事務局管理層 

監査業務の終了後（10 月など）、事務総長は、主なロータリー・リーダ

ーや管理層職員から評価と意見を集める。これらの評価と意見は、監査委

員会に次の会合（通常 2 月）で報告される。業績の長期的傾向を評価でき

るよう、評価基準は、毎年できるだけ一定に保つようにする。業績評価の

基準となりうる項目の例として、以下が挙げられる（ただし、これに限ら

ない）。 

• 期待されていた監査計画と実際の結果 

• 監査業務の質 

• 監査と報告書提出の期日厳守状況 

• 監査料金（実際の請求額 vs.事前の同意額） 
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• 独立性 

• ロータリーへの理解 

• 情報と連絡の種類、頻度、質 

• 情報供給力と透明性 

監査委員会は、独立監査人と以下について話し合いを行うべきである（必

要な場合は、非公開の会合とする）。 

• 前会計年度中における独立監査人の業績、または全体的な関係に関す

る質問または懸念 

• 業績に関する期待事項 

• 次年度の監査の計画、範囲、料金に関する提案 

• 独立監査人の質問または懸念 

監査委員会は、独立監査人の業績に関する審議結果と理事会への提案を、

会合議事録または理事会への報告書として伝える。監査委員会は、次会計

年度の独立監査人の提案書受け入れに関して、理事会への具体的な推奨を

行う。監査委員会は、業務の競争入札も含め、理事会にそのほかの推奨を

行うこともできる。競争入札が推奨される場合は、財団管理委員長に通知

すべきである。 

 

監査委員会の審議には、年次評価アンケート結果の検討が含まれる。監査

委員会は、一年を通じて、独立監査人といつでも直接連絡が取れるように

しておくべきである。事務総長は、この連絡が円滑に行われるよう支援す

る。 

 

独立監査人の業績に関する話し合いは、監査委員会のどの会合の議事にも

含めることができる。 

 

独立監査人の業績は、必要に応じて、定期的に開かれる委員会会合の合間

に審査することができる。監査委員長または管理層が、この審査を開始す

ることができる。監査委員長は、この審査を行う最善の方法を判断すべき

である。すべての審査結果は、記録され、報告されるべきである。 
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II. 競争制による選出 

監査委員会は、独立監査人の競争制選出手続を監督する。監査委員会は、

管理層からの意見を求め、これを参考にする。 

 

事務総長は、監査委員会と相談の下、競争制選出手続を手配する。ロータ

リー財団のゼネラル・マネジャーまたは指定された者は、管理層との連絡

に含められ、選出手続に関わる管理層グループに参加するよう求められる

。 

 

具体的な選出手続は、実際の選出手続の開始時に詳しく定められる。一般

的に、手続には以下が含まれるべきである。 

1. 選出手続の手順と時間を決める 

2. 業務の要件を明確に定める 

3. 評価を行うグループを選び、その責務を伝える 

4. 監査法人の評価基準と採点方法を決める 

5. 監査法人について調査し、監査法人選出の候補を集める 

6. 提案書の要請文書を準備し、これを配布する 

7. 所定の基準に従って提案書を審査する 

8. 監査法人（一つまたは複数）を選出する 

9. 選ばれた監査法人による口頭プレゼンテーションを要請し、これを受

ける 

10. 最終審査と選出を行う 

（2010 年 6 月理事会会合、決定 265 号）。 

 

出典：2007 年 2 月理事会会合、決定 208 号。  

2010 年 6 月理事会会合、決定 265 号により改正 
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第 68 条     予算 

 

68.010. 予算審査プロセス 

68.020. RI 予算を超過する権限 

68.030. 資本支出 

 

 

68.010. 予算審査プロセス 

翌会計年度の予算審査プロセスには、理事会が承認した当初の年度予算の

審査と、予算差異の審査のシステムを含むものとする。このようなシステ

ムは、実際の、あるいは予測される差異に関する説明を会長と事務総長に

提供するものとする（2017 年 6 月理事会会合、決定 195 号）。 

 

出典：1989 年 5 月理事会会合、決定 370 号。  

2017 年 6 月理事会会合、決定 195 号 

 

68.010.1. 予算作成における会長エレクトの責務 

RI 会長エレクトは、会長に就任する年度の RI 予算の作成に参加するもの

とする（2015 年 10 月理事会会合、決定 85 号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 107 号。  

2015 年 10 月理事会会合、決定 85 号により改正 

 

68.010.2. 予算の作成および執行における事務総長の責務 

1. 事務総長は、RI 予算作成の過程を管理し、承認された予算および理事

会が許可した差異を執行する全面的な責務を負う。 

2. 事務総長は、会計年度を通じて、理事会が許可した差異を含め、詳細

にわたり、承認された予算に照らした実際の結果について、ならびに

予算の再配分に関する事務局の方針に従い、財務委員会との相談の下

に事務総長が作成した年間予算に計上された支出の再配分について、

定期的に審査とモニタリングを行う全面的な責務と権限を有する。 
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3. 財務諸表を適宜作成し、理事会による審査に付さなければならない。 

4. 予算計上された全支出は、コストセンター内で処理されるものとする

。 

5. 事務総長からの書面による事前の承認があれば、コストセンターの使

用可能な予算計上された支出を他のコストセンターの活動に使用する

ことができる。 

6. すべての金銭的処理は、当組織の勘定科目一覧表およびコストセンタ

ーに従い、適切に支出報告がなされるものとする。 

7. 事務総長には、この方針の実施にあたって権限を行使するために必要

な措置を取る権限が与えられている。 

8. 事務総長は、予算手続を事務局の戦略計画と統合することの優先性を

認識し、職員評価のプロセスを通じて予算に関する説明責任を維持す

るものとする 

（2017 年 6 月理事会会合、決定 195 号）。 

 

出典：1998 年 6 月理事会会合、決定 393 号、2001 年 11 月理事会会合、決定 147 号。  

2015 年 10 月理事会会合、決定 85 号、2017 年 6 月理事会会合、決定 195 号により改正 

 

68.010.3. 予算作成における最高財務責任者の責務 

最高財務責任者は、事務総長の指示の下、RI における予算手続および資

金支出について財務上と運営上の権限を有する（1999 年 2 月理事会会合

、決定 196 号）。 

 

出典：1998 年 6 月理事会会合、決定 393 号 

 

68.010.4. 国際事務局の財務に対する権限 

最高財務責任者は、RI 国際事務局の財務に関して報告を受ける権限があ

るものとする（2013 年 1 月理事会会合、決定 141 号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 208 号。  



国際ロータリー章典 

2024年 10月 743 

2013 年 1 月理事会会合、決定 141 号により改正 

 

68.010.5. 理事会議事案件の財政的な影響 

RI 理事会の審議に付される議事案件の予備資料の中で、RI の資本金ある

いは運営予算に財務的影響を与えるものはすべて、その影響の分析のため

、理事会会合に先立つ 30 日前までに最高財務責任者を通じて財務部へ提

出されなければならない。30 日前というこの期限後に提出された案件は

、会長が執行委員会と相談した上で現在の会合で取り上げることに同意し

た場合を除き、次回の会合での審議に延期されることになる（2013 年 10

月理事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：1998 年 10 月理事会会合、決定 170 号。  

2013 年 10 月理事会会合、決定 30 号により改正 

 

68.010.6. 人頭分担金収入の年次見積 

すべての RI 予算における人頭分担金収入は、現年度の 12 月 31 日時点で

の会員数から、12 月 31 日から 7 月 1 日までの年間会員数差の過去 5 年間

の平均値を引いた値を基に見積もるものとする（2020 年 4 月理事会会合

、決定 147 号）。 

 

出典：2002 年 11 月理事会会合、決定 184 号。  

2014 年 10 月理事会会合、決定 105 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 28 号、2020 年 4

月理事会会合、決定 147 号により改正 

 

引照 

31.084. 財務委員会の責務 

 

 

68.020. RI 予算を超過する権限 

いかなる会計年度においても、事務総長は、たとえ充当予算を超過したと

しても、国際ロータリーの未納債務を支払う権限がある。ただしこれは、

予算から大幅なずれが出ることが見込まれる場合、あるいは見積もられる
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場合に、事務総長と財務長が、財務委員会委員長と相談した上で、会長お

よび理事会に対して各会合で報告することを条件とする（2017 年 6 月理

事会会合、決定 195 号）。 

 

出典：1991 年 4 月理事会会合、決定 317 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2013 年 1 月理事会会合、決定 141 号、2017 年 6

月理事会会合、決定 195 号により改正 

 

 

68.030. 資本支出 

留意事項：理事会は、下記の「資本支出およびプロジェクトへの資金供給

に関する RI の方針」を定期的に見直し、必要な箇所を改正する。  

1. 目的 

この方針の目的は、負債あるいは資本リース契約を通じて、資本プロ

ジェクトや資本設備のために資金を供給することが適切であると考え

られる状況を特定することである。また、この方針は、負債および資

本リース契約の許容レベルの限度を定めるとともに、負債を負い、資

本リース契約を結ぶために必要な承認について規定するものである。 

2. 適用範囲 

この方針は、国際ロータリーの資本支出および資本プロジェクトの資

金供給に適用される。 

3. 方針 

a. 負債は、次のような状況において考慮される。 

i. 使用可能な現金を資本プロジェクトにつぎ込むことによって、RI

の準備金方針を実現あるいは維持する当組織の能力が妨げられる場

合。 

ii. 資金を受けるプロジェクトが、将来に負債の返済額を相殺できるほ

どの増分収入を生み出すと予想される場合。 

b. 資本リース契約の締結は、次のような状況において考慮される。 
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i. 入手する資本設備が、技術的進歩により比較的短期間に旧式となっ

てしまうような性質のものである場合。 

ii. リース料金が、リース契約期間における予想投資収益率を下回る場

合。 

c. 負債と資本リース契約の許容額には、以下の条件がある。 

i. 負債総額と資本リース契約が、RI の使途無指定純資産の 15％を超

えないこと。 

ii. b)  負債返済に使える収入が、1 年分の債務返済（元金と利子）お

よびリースの支払いの 2 倍もしくはそれ以上であること。負債返済

に使える収入は、総収益から調整後の運営費を差し引いた金額に相

当する。調整後の運営費は、運営費から減価償却費、償却費、支払

利息、その他の臨時項目を差し引いたものである。  

4. 権限 

理事会は発生するすべての負債を承認しなければならない。1 会計年

度に 100,000 ドルを超えない資本リース契約については、事務総長が

承認することができる。1 会計年度内に 100,000 ドルを超える資本リ

ース契約は、理事会によって承認されなければならない 

（2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号）。 

 

出典：1996 年 6 月理事会会合、決定 341 号。  

2008 年 6 月理事会会合、決定 290 号、2013 年 1 月理事会会合、決定 141 号、2019 年

10 月理事会会合、決定 29 号により改正 

 

68.030.1. 資本項目の限界 

事務総長は、財務長もしくは RI 財務委員会委員長と事前に協議した上で

、適宜、資本化の限度額を調整することができる（2007 年 6 月理事会会

合、決定 315 号）。 

 

出典：2007 年 6 月理事会会合、決定 315 号。 
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引照 

31.050.3. リエゾン理事の経費 

31.120. 委員会の財務 

40.030. 新しいロータリーのプログラムと世界ネットワーク活動グル

ープ 
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第 69 条     経費とその支払い 

 

69.010. 支出の承認 

69.020. 旅費 

69.030. ガバナーの経費 

69.040. 中央役員の経費 

69.050. 役員の経費 

69.060. その他の財務事項 

 

 

69.010. 支出の承認 

会長を含め、ボランティアによるすべての支出は、財務長またはその代理

人によって支出後に承認を受けるものとする。財務長は、承認された予算

に従っていない、あるいは理事会によって随時採択される方針に沿ってい

ない大きな支出について、すべて理事会に報告するものとする（1998 年

6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1992 年 3 月理事会会合、決定 249 号 

 

 

69.020. 旅行 

 

69.020.1. RI の旅行の経費 

RI は、RI または財団の経費で旅行するすべての人が、最も廉価な費用で

、しかも良質のサービスが受けられ、旅行と経費に関する RI の方針に沿

って旅行できるようにすることにより、世界中のロータリアンに対し、人

頭分担金と寄付金を賢明に使用する責任がある。RI の経費で旅行する人

はすべて、当組織の資金を節約するよう奨励されている（1998 年 6 月理

事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1990 年 3 月理事会会合、決定 191 号、1996 年 7 月理事会会合、決定 35 号  
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69.020.2. 公式の RI 経費明細報告書式 

すべてのロータリアンならびに職員は、旅費の支払いを受けるために公式

の RI 経費報告書式を使用しなければならない（1998 年 6 月理事会会合、

決定 348 号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 211 号  

 

69.020.3. 任務および義務 

会合、行事、その他の活動への出席経費の全額、または一部が RI によっ

て支払われるロータリアン、パートナー、その他の出席者は、RI 組織規

定、ロータリー章典、または出席する会合、行事、活動の公式プログラム

に明記されている任務と義務を果たすものとする。RI は、義務や責務を

果たさなかった旅行者に対して、旅行に伴ういかなる経費も支払わないも

のとする。また、義務や責務を果たさなかった旅行者は、旅行に関連して

RI から本人に支払われた費用全額、または本人に代わって RI から支払わ

れた費用全額を、RI に返還するものとする。事務総長は、この方針が定

める要件の不履行すべてについて、RI 監査委員会に報告するものとする

（2009 年 6 月理事会会合、決定 276 号）。 

 

出典：2009 年 6 月理事会会合、決定 276 号 

 

69.020.4. 旅行管理プラン 

理事会は、定期的に「RI 旅行管理プラン」を見直し、必要な箇所を改正

する（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 159 号 

 

69.020.5. 国際ロータリー・トラベルサービス（RITS）の旅行と経費の方針 

理事会は、定期的に「国際ロータリー・トラベルサービス（RITS）の旅

行と経費の方針」を見直し、必要な箇所を改正する（2021 年 8 月理事会

会合、決定 15 号）。 
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出典：1995 年 11 月理事会会合、決定 154 号。  

2001 年 6 月理事会会合、決定 314 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 315 号、2002 年

11 月理事会会合、決定 65 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 420 号、2004 年 7 月理事

会会合、決定 16 号、2005 年 3 月理事会会合、決定 253 号、2006 年 11 月理事会会合、

決定 127 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 256 号、2008 年 6 月理事会会合、決定 248

号、2009 年 6 月理事会会合、決定 276 号、2010 年 11 月理事会会合、決定 110 号、2013

年 6 月理事会会合、決定 212 号、2016 年 4 月理事会会合、決定 162 号、2017 年 6 月理

事会会合、決定 170 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 24 号、2019 年 1 月理事会会合、

決定 85 号により改正、2021 年 4 月理事会会合、決定 143 号、2021 年 8 月理事会会合、

決定 15 号により改正 

 

69.020.6. 個人旅行 

国際ロータリー・トラベルサービス（RITS）の第一の目的は、任務遂行

のためにロータリーが経費を負担して旅行する人びとに、可能な限り最高

のサービスを提供することである。ロータリーが経費を負担しない旅行の

手配は、旅行をする当人が責任を負うものである（1998 年 6 月理事会会

合、決定 348 号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 189 号、pt. 3b 

 

69.020.7. 国際ロータリー・トラベルサービス（RITS）と総代理店との関係 

国際ロータリー・トラベルサービス（RITS）は、総代理店一社、また必

要に応じてその傘下にある世界各地の認定旅行代理店と契約を結ぶ。この

総代理店は、旅行と経費に関する RI の方針に従い、ロータリー世界全域

に可能な限りコスト効率のよいサービスを提供するものとする（1998 年

6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1990 年 3 月理事会会合、決定 191 号  

 

69.020.8. RITS 旅行と経費の方針の例外 

国際ロータリー・トラベルサービスの目的は、飛行機による旅程を組み、

提案された旅行において旅行者がロータリーの任務を円滑に行えるよう、
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旅行関連のサービスを提供することである。従って、ロータリーの経費で

旅行する者は、文書化された旅行と経費の方針に基づいて旅行担当職員が

最もふさわしいと判断した旅程および運賃を受け入れるものと期待されて

いる。 

 

旅行指針に対する例外は、事務総長に書面で申請することができる。申請

できない例外には以下のようなものがある。 

1. ロータリーが特定の航空会社からより低価格で、あるいは販売促進プ

ログラムで有利に航空券を購入できる機会があるにもかかわらず、マ

イレージ・サービスを受けるためにほかの航空会社を選択すること。 

2. ロータリーの優先航空会社との契約上の約定を満たす必要があるにも

かかわらず、ほかの航空会社を選択すること。 

3. より廉価な割引運賃が利用できる場合に、（個人的にファーストクラ

ブまたはビジネスクラスへのアップグレードの特典を受ける目的で）

定価のエコノミークラスを選択すること。注：ビジネスクラスの利用

権利がある人について、ビジネスクラスに空席がない場合、現在の旅

行と経費の方針には一切変更がない 

（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 189 号 

 

69.020.9. 地元で購入した経費の支払い 

RITS の承認を得て地元で航空券を購入したロータリアンへの経費の支払

いは、公式の国際ロータリー経費報告書および必要な領収書が財務部また

は該当する国際ロータリー事務局か財務代行者に提出された時点で処理さ

れる。必要書類の提出は、旅行の出発前に行うことができない（2006 年

11 月理事会会合、決定 35 号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 189 号。  

2006 年 11 月理事会会合、決定 35 号により改正 
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69.020.10. RI 職員の旅行 

理事会は、組織を代表して旅行することを許可されたすべての国際ロータ

リー職員とロータリー財団職員に適用される「RI 職員のための旅行方針

」を採択した。この方針の変更によって費用に大幅な影響が出ない限り、

事務総長は、状況に応じて「RI 職員のための旅行方針」を改訂する権限

を持つものとする（2002 年 11 月理事会会合、決定 55 号）。 

 

出典：2000 年 5 月理事会会合、決定 462 号。  

2002 年 6 月理事会会合、決定 255 号により改正 

 

69.020.11. パートナーの旅費の支払い 

理事会は、「パートナーのための旅費の支弁に関する RI の方針」を採択

した。この方針の下、ロータリーは、旅行の目的が国際ロータリーの真正

な業務であり、請求された支弁額が RI の「資金が提供されるパートナー

の旅行経費書式」（Partner Funded Travel Expenses Form）を用いて裏

付けられた場合にのみ、パートナーの旅費を支払う。この要件を満たさな

かったロータリアンとパートナーは、旅行に関連するいかなる経費も RI

から支払われないものとし、旅行に関連して RI から本人に支払われた全

額、または本人に代わって RI から支払われた全額を RI に返還するものと

する。この要件を満たさないかぎり、RI は今後ロータリアンの旅費を支

払わないものとする。RI 経費による旅行者は、旅行の目的が RI の真正な

業務でない場合、旅行の価額に対して所得税が課せられる場合がある（

2020 年 9 月理事会会合、決定 25 号）。 

 

出典：1998 年 2 月理事会会合、決定 313 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、

2009 年 6 月理事会会合、決定 276 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 53 号により改正  

2006 年 11 月理事会会合、決定 35 号、2020 年 9 月理事会会合、決定 25 号により改正 

 

69.020.12. 親アカウント請求手続 

RI の経費で旅行する個人全員を対象として、事務総長は、親アカウント

請求手続の利用をホテルの部屋代と税金のみに限定するものとする。その

他の各ビジネス経費はすべて、標準支払い手続に従って払い戻される。  
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ただし、国際協議会、規定審議会、そのほかの RI 公式会合にて、RI また

はロータリー財団が支払う食事プランの契約を結んでいる場合、その食事

代、適用される税金、サービス料は親アカウントに請求されるものとする

（2007 年 6 月理事会会合、決定 290 号）。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 251 号。  

2007 年 6 月理事会会合、決定 290 号により改正 

 

69.020.13. 経費として支払われる食費の上限 

理事会は、RI の経費による旅行をするすべての人に対し、1 日の食費とし

て支給される経費を一人当たり 75 米ドルまでと設定した。 

 

理事会は、RI が食券を提供している場合は、ワン・ロータリー・センタ

ー外での食費を経費として請求すべきではないことを推奨する（2017 年

6 月理事会会合、決定 170 号）。 

 

出典：2008 年 11 月理事会会合、決定 50 号。  

2017 年 6 月理事会会合、決定 170 号により改正 

 

69.020.14. 役員および理事会による団体旅行 

現職または次期理事が団体で旅行する場合は、必ず複数のグループで旅行

し、各グループは個別に移動するものとする。会長が実際的ではないとみ

なした場合を除き、会長は会長エレクトまたは副会長と一緒に移動しない

ものとする（1999 年 8 月理事会会合、決定 47 号）。 

 

出典：1978 年 5 月理事会会合、決定 10 号、1999 年 8 月理事会会合、決定 47 号 

 

引照 

72.010.2. 旅行の危機管理 

 

 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 753 

69.030. ガバナーの経費 

 

69.030.1. ガバナー配分予算 

ガバナーには、クラブ訪問、ラーニング行事、事務所運営費に関わる義務

付けられた責務を遂行するための合理的かつ必要な経費の一部に充てるた

めの予算が提供される。この予算には、複数の国、言語、地理的な遠距離

に関連する他の特別な要因も含まれる場合がある（2024 年 4 月理事会会

合、決定 119 号）。 

 

出典：1989 年 1～2 月理事会会合、決定 248 号、補遺資料 D。  

2013 年 10 月理事会会合、決定 62 号、2019 年 4 月理事会会合、決定 162 号、2024 年 4

月理事会会合、決定 119 号により改正 

 

69.030.2. ガバナーへの経費支払いのスケジュール 

ガバナー配分予算は、RI が地元通貨を保有している場合はその通貨で支

払いが行われる。ガバナーの地元通貨を RI が保有していない場合、RI は

、妥当かつコスト効果の高い代替通貨を選ぶ。すべての支払いは、無作為

監査の対象となる。  

 

支払いは、地区ガバナーが支払いの少なくとも 18 カ月前に個人口座への

支払いを要求し、地区口座への支払いを許可しない法的制限またはその他

の制限を示す書類を提供しない限り、地区財務委員会が監督する地区に直

接支払われる。これらの要請は、既定の例外条件に基づいて事務総長によ

って承認される。 

 

ガバナーへの経費の支払いは、以下の通り行われ、定期的に審査されるも

のとする。 

1. 予算の 100 パーセントは、7 月のガバナー年度の開始時に地区に送金

される（予算総額が高額であるため適切な資金管理が必要である場合

、事務総長はガバナー予算の 100 パーセントより少ない金額を支払う

ことが認められている）。 
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2. ガバナーに直接送金する場合、予算の 70 パーセントは、7 月のガバナ

ー年度開始時に送金される。 

3. 地区は、ガバナー年度終了後の 7 月 31 日までに地区ガバナー配分予算

報告書を提出することが義務付けられている。 

4. ガバナー配分予算の使用は、すべての経済・貿易制裁に従わなければ

ならない。これには、米国財務省外国資産管理局（OFAC）により発

動されるものが含まれる。ガバナーおよび地区は、暴力、テロ行為ま

たは関連する訓練、または資金洗浄を支援または推進していないこと

を保証しなければならない。 

5. 予算を直接受け取るガバナーは、予算の残額 30 パーセントまでを受け

取るには、最初に支払われた 70 パーセントの使途と残りの 30 パーセ

ントまでの使途を適切に記入した経費報告書を提出しなければならな

い。 

6. 酌量すべき事情を説明する請願書が受理された場合、ガバナーの経費

報告書または地区からの地区ガバナー配分予算に関する報告書につい

て、事務総長は、理事会に代わって、受領する締切日を 9 月 30 日まで

延長することができる。 

7. 地区またはガバナーは、使用が立証されていない資金または未使用の

資金をガバナー年度終了後の 9 月 30 日までに RI へ返還するものとす

る。立証されていない金額や RI に返還されていない資金があるガバナ

ーは、RI に対し返済すべき資金のあるロータリアンのリスト（List of 

Rotarians with Outstanding Obligations to RI）に記載され、RI 監査委

員会に報告され、RI またはロータリー財団の任命を受ける資格がない

ものとする。 

8. 経費支払いの上限額は、予算額の 100 パーセントである。 

9. 地区ガバナーエレクトは、国際協議会でこの方針について研修を受け

る 

（2022 年 6 月理事会会合、決定 153 号）。 
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出典：1998 年 6 月理事会会合、決定 396 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 329 号。  

1999 年 11 月理事会会合、決定 203 号、2000 年 2 月理事会会合、決定 335 号、2000 年

5 月理事会会合、決定 398 号、2001 年 6 月理事会会合、決定 447 号、2001 年 11 月理事

会会合、決定 55 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 409 号、2005 年 11 月理事会会合、

決定 38 号、2006 年 6 月理事会会合、決定 270 号、2007 年 6 月理事会会合、決定 226

号、2007 年 6 月理事会会合、決定 318 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号、2008

年 6 月理事会会合、決定 269 号、2013 年 10 月理事会会合、決定 62 号、2019 年 4 月理

事会会合、決定 162 号、2022 年 6 月理事会会合、決定 153 号により改正 

 

69.030.3. ガバナー予算の修正手続 

ガバナー配分予算を修正する手続を定めるために、以下の事柄が合意され

ている。 

1. 事務総長は、必要となった場合、ガバナー配分予算額を修正する権限

を有する。 

2. 事務総長は、ガバナー予算の増額または予算を超過した経費に関し、

事務総長の見解において、ガバナーから要請のあった予算増額の全額

または一部が正当かつ妥当であると判断した場合には、理事会に代わ

って決定を下す権限を有するものとする 

（2019 年 4 月理事会会合、決定 162 号）。 

 

出典：1948 年 4～5 月理事会会合、決定 212 号、1967 年 1 月理事会会合、決定 192 号  

2019 年 4 月理事会会合、決定 162 号により改正 

 

69.030.4. 為替レートの変動 

7 月 1 日現在のレートと予算作成当初のレートの間に、地元通貨に対する

米ドルのレートに 3 パーセント以上の増減があった場合、増減を相殺する

ためにガバナー予算の修正が行われる。米ドルで修正された予算は最終予

算となり、その後為替レートに変動が生じても再び変更されることはない

（2006 年 6 月理事会会合、決定 270 号）。 

 

出典：1987 年 6 月理事会会合、決定 410 号。  

2006 年 6 月理事会会合、決定 270 号により改正 
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69.030.5. 財務報告の不履行 

RI 細則第 15.060.4.項に記載されている年次財務表には、ガバナーが受け

取ったすべての資金を含むものとする。ガバナーは、ガバナーとしての年

度終了後 12 カ月以内に、地区の財務報告書の写しに、報告書が RI 細則第

15.060.4.項に従って独立審査を受け、地区会合において討議に付すため

各クラブに提供されたことを証明する書類を添えて、事務総長に送付する

ものとする。 

 

完成した財務表をクラブおよび事務総長に配布する要件の遵守を怠った場

合、ならびに地区会合で討議し採択するためガバナーとしての年度終了後

12 カ月以内に財務表を提出することを怠った場合は、ガバナーが以下を

受ける資格を失うものとする。 

• RI からの追加費用の支払い  

• ロータリーの任命または職務（地区によるガバナー補佐、副ガバナー

または暫定ガバナー、規定審議会代表議員、地区ロータリー財団委員

長、地区会計の任命または選出を含む） 

• ロータリー財団の任命または任務 

• RI またはロータリー財団の賞 

• この措置は完成した財務表がクラブと事務総長の両方に配布され、地

区会合で討議され採択されるまで適用される 

（2024 年 1 月理事会会合、決定 103 号）。 

 

出典：2015 年 10 月理事会会合、決定 82 号。  

2017 年 1 月理事会会合、決定 129 号、2019 年 10 月理事会会合、決定 29 号、2024 年 1

月理事会会合、決定 103 号により改正 

 

引照 

18.040. ロータリーのない国および地域への拡大 

19.050. ガバナーおよびガバナーエレクトの空席：ラーニングセミナ

ー 
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32.060.8. 地区ガバナーに対するロータリー配分予算の修正 

58.060.1. RI によって経費が支払われる国際協議会への出席 

58.060.2. 外貨規制のある国における国際協議会の出席経費の支払い 

58.060.3. 2 期目を務めるガバナーへの支払い 

 

 

69.040. 中央役員の経費 

 

69.040.1. 中央役員の経費に関する方針 

すべての経費支払いは、RI の任務目的に適った妥当な経費に対して行わ

れるものとする。事務総長は、現行の経費支払い方針、特に必要書類に関

して一貫して徹底させるものとする。これには、個人的費用が支払われる

ことのないよう監視することも含まれる。RI 経費による旅行者は、旅行

が RI の真正な業務でない場合、旅行の価額に対して所得税が課せられる

場合がある。事務総長は、この方針が定める要件の不履行すべてについて

、RI 監査委員会に報告するものとする 

 

69.040.1.1. 年間経費予算（受領者に対し非課税の支払額）： 

理事（会長および会長エレクトを除く）は、年間 22,000 米ドル、理事と

しての 2 年間の任期で合計 44,000 米ドルの経費に対し、支払いを受ける

ことができる。この額は、年間経費予算として知られている。会長と会長

エレクトには年間経費予算が配分されないものとする。理事エレクトは、

就任前の 5 カ月間で年間経費予算から 4,000 米ドルまでの経費に対し、支

払いを受けることができる。理事会一年目の理事が使用しなかった年間経

費予算はすべて蓄積され、二年目に使用することができる。理事会二年目

を終了した理事は、年間経費予算を一切使用することができない。 

 

ロータリー章典により明確に権限が与えられている場合を除き、年間経費

予算の資金は理事会本人またはその代理人にかかる経費を支払うためにの

み使用されるものとし、理事のパートナーを含む他の人びとの旅費を含む

経費を支払うために使用しないものとする。 
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この予算で賄われる経費  

1. 役員の責務に伴う事務所経費（以下が含まれる）。 

a. 名刺 

b. 事務用品 

c. 切手 

d. コピー  

e. 電話およびファックス 

f. 事務員（人件費） 

g. その他の事務所維持費 

2. クラブ訪問や理事としての職務に妥当に関連したその他の旅行におい

て理事が自己負担した経費。 

a. 交通費 

b. ホテルについて 

c. 食費および妥当な範囲の雑費 

3. 会長主催会議や会長によって招集されたその他の会合に理事が出席す

る際の経費。適切な職務目的を裏付ける書類が提出された場合には、

パートナーの経費も含まれる。 

a. 登録費 

b. 交通 

c. ホテルについて 

d. 食費および妥当な範囲の雑費 

4. 理事自らが招集する責務のあるロータリー研究会に関連し、RI 予算（

セクション E を参照のこと）でも研究会予算でも賄われない経費。適
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切な職務目的を裏付ける書類が提出された場合には、パートナーの経

費も含まれる。 

5. 理事自らが招集者ではない研究会（1 回分）に理事が出席する際の経

費。適切な職務目的を裏付ける書類が提出された場合には、パートナ

ーの経費も含まれる。 

a. 登録について 

b. 交通 

c. ホテルについて 

d. 食費および妥当な範囲の雑費 

6. その他の諸経費 

a. RI 理事およびパートナー用の会長テーマ・ジャケット 

b. 理事の襟ピン 

c. RI ビデオと出版物 

d. 飛行機の座席のアップグレード 

e. RI が必須と定める出張にかかわる予防接種と予防医療費 

f. 理事のウェブサイトの設立と維持にかかる費用 

7. 上述されていないその他の妥当なロータリー業務関連の経費で、役員

に割り当てられた予算額内のものは、執行委員会の承認を受けた上で

、次回の会合で理事会に報告することができる。認められた予算額を

超えて経費の支払いを求める役員は、理事会の承認を得るものとする 

（2020 年 9 月理事会会合、決定 25 号）。 

 

出典：1997 年 6 月理事会会合、決定 393 号。  

1999 年 6 月理事会会合、決定 348 号、1999 年 8 月理事会会合、決定 48 号、1999 年 8

月理事会会合、決定 50 号、1999 年 11 月理事会会合、決定 251 号、2000 年 7 月理事会

会合、決定 28 号、2002 年 6 月理事会会合、決定 293 号、2004 年 11 月理事会会合、決

定 158 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 160 号、2008 年 6 月理事会会合、決定 232



国際ロータリー章典 

2024年 10月 760 

号、2009 年 6 月理事会会合、決定 235 号、2009 年 6 月理事会会合、決定 276 号、2018

年 4 月理事会会合、決定 170 号、2020 年 9 月理事会会合、決定 25 号により改正 

 

69.040.1.2. 年間経費予算以外に支払い対象となるその他の経費（受領者に対し非課税

の支払額） 

上述の支払い可能な経費に加えて、RI 業務での出張中に会長および会長

エレクトにかかる経費、ならびに役員の出席が義務付けられている会合（

理事会、国際協議会、国際大会、会長に指定されたその他の会合）に関連

して理事にかかる経費は、経費報告書に記入し、支払いに必要な書類を沿

えて提出することができる。出席が義務付けられている会合に伴う経費の

支払いは、以下に限られるものとする。 

1. 地上交通費 

2. 空港税 

3. 移動中の食費、グループに食事が用意されなかった場合の食費、ある

いはホテルの親アカウントに請求された食費 

4. 洗濯代と妥当な雑費  

5. 航空会社のクラブ会費（1 社、1 人分）  

6. その他、通常、これらの会合に伴って発生する妥当とみなされる額の

ロータリーの旅費 

7. RI の業務遂行中のすべての食費 

8. あらかじめ承認され、適切な職務目的を裏付ける必要書類が提出され

た場合、この旅行に同行したパートナーの経費 

（2004 年 11 月理事会会合、決定 158 号）。 

 

出典：1997 年 6 月理事会会合、決定 393 号。  

1999 年 6 月理事会会合、決定 348 号、2002 年 6 月理事会会合、決定 293 号、2004 年

11 月理事会会合、決定 158 号。 
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69.040.1.3. 年間経費予算以外に支払い対象となるその他の経費（受領者への課税対象

として報告される） 

役員用旅行医療保険の患者負担額（控除対象）（2004 年 11 月理事会会合

、決定 158 号）。 

 

出典：1997 年 6 月理事会会合、決定 393 号。  

2002 年 6 月理事会会合、決定 293 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 158 号により改

正 

 

69.040.1.4. 会長および会長エレクトへの支払い対象となるその他の経費（受領者への

課税対象となる支払額） 

エバンストン滞在中、会長および会長エレクトには、コンドミニアムが提

供される（セクション G を参照のこと）。しかし、会長および会長エレ

クトは、就任中も、定住居を維持し、また、公式の RI 業務での旅行中は

他にも相当な経費が発生する。会長および会長エレクトには、それぞれの

パートナーの費用も含めた以下の年間経費が支払われるものとする。 

1. 定住居の維持費。ただし、住宅保険、光熱費、防犯、芝と庭の維持管

理、定期的な清掃と家事費、自動車保険、定住居を不在にすることに

関する一般管理費に限られる（35,000 米ドル以内） 

2. 服およびスーツケース（5,000 米ドル以内） 

3. RI の業務での旅行中に発生した個人的な経費（1,500 米ドル以内） 

4. 税金に関する相談および申告サービス（7,000 米ドル以内） 

5. フィットネスクラブ会費（1,500 米ドル以内） 

6. RI 職員の健康保険プログラムで必要とされる医療・歯科保険負担額（

控除対象）の職員負担分、役員用旅行医療保険で必要とされる患者負

担額（控除対象）（18,000 米ドル以内） 

7. このセクションに基づき支払われた経費に関して、本人に支払いが義

務づけられた税金（税率は 46％を超えてはならない） 

（2024 年 4 月理事会会合、決定 124 号）。 
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出典：2004 年 11 月理事会会合、決定 158 号。  

2005 年 6 月理事会会合、決定 330 号、2006 年 2 月理事会会合、決定 207 号、2011 年 1

月理事会会合、決定 172 号、2018 年 10 月理事会会合、決定 43 号、2024 年 4 月理事会

会合、決定 124 号により改正 

 

69.040.1.5. RI から支払われない項目 

この方針の下で経費支払いの対象として認められていない項目は、以下を

含め（ただし、これに限らない）、すべて支払われないものとする。 

1. 洗面用具 

2. RI の業務を目的とした旅行中の処方箋や市販の薬 

3. 個人的に利用するサービス（美容院、散髪、ヘルスクラブなど） 

4. この方針の下に認められている以外のパートナーの経費 

5. 子供を含む家族の経費。理事会の方針により国際大会に出席する会長

と会長エレクトには例外として認められている 

6. 衣類（会長ジャケット、会長ネクタイおよびアクセサリーを除く）  

7. スーツケース  

8. ビデオレンタル 

9. ロータリー業務とは関連のない接待や娯楽 

10. 個人的な電話、ファックス、E メールにかかる料金 

（2002 年 6 月理事会会合、決定 293 号）。 

 

出典：1997 年 6 月理事会会合、決定 393 号。  

1999 年 6 月理事会会合、決定 348 号、2002 年 6 月理事会会合、決定 293 号により改正 

 

69.040.1.6. エバンストン滞在中の会長および会長エレクトの経費、コンドミニアムの

使用、ならびに定住居への交通費 
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エバンストン滞在中、会長および会長エレクトには、コンドミニアムが提

供される。エバンストン滞在中、会長および会長エレクトには、それぞれ

のパートナーも含めたすべての食事代および食料雑貨費が支払われるもの

とする。エバンストン滞在中の会長および会長エレクトのコンドミニアム

の価額、食事代・食料雑貨費、および定住居への交通費は、会長および会

長エレクトのそれぞれ独自の状況により、米国税法上の課税対象となる可

能性がある。会長、会長エレクト、会長ノミニーと年に一度会合し、状況

を評価し、上記の項目が課税対象となるか否かを判断する外部の租税コン

サルタントが、事務総長により雇われるものとする。会長および／または

会長エレクトにとってこれらの価額が課税対象となると判断された場合、

RI は納税額を支払うものとする（2005 年 6 月理事会会合、決定 330 号）

。 

 

出典：2002 年 6 月理事会会合、決定 293 号。  

2004 年 11 月理事会会合、決定 158 号、2005 年 6 月理事会会合、決定 330 号により改

正 

 

69.040.1.7. 総合的な健康診断 

各会長は、会長任期の前または期間中に開催される 1 回の総合的健康診断

に関連する費用として、妥当かつ必要な旅費を含め、最高 5,500 米ドルま

で支払いを受けることができる。この非課税の資金は、以下のすべての要

件を満たす医療診断処置に限定される。 

• これらの処置は、医療または付随サービスのみを提供する施設で実施

されなければならない。  

• これらの処置は、定期健康診断、血液検査、X 線検査、または同様の

検査でなければならない。  

• これらの処置は、既知の病気や障害の治療、治癒、検査、または身体

的傷害、不調、特定の症状の治療や検査を目的としたものであっては

ならない。 
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会長は、会長としての任期が始まる前に、できればノミニーとしての期間

中に、この総合的健康診断を受けることが強く推奨されている。（2024

年 4 月理事会会合、決定 124 号）。 

 

出典：2024 年 4 月理事会会合、決定 124 号。 

 

69.040.1.8. 会長および会長エレクトならびにパートナーのその他の経費 

クラブおよび地区訪問やその役職としての職務に妥当に関連したその他の

旅行において会長および会長エレクトにかかる RI 業務関連経費は支払わ

れる。適切な職務目的を裏付ける必要書類が提出された場合には、パート

ナーの経費も含まれる。これらの人の運営予算を作成する際には、米国内

からの渡航を想定し、以下の制限が適用される。 

• 会長とそのパートナーのための最大 32 回の国外旅行と 18 回の国内（

米国）旅行 

• 会長エレクトとそのパートナーのための最大 12 回の国外旅行と 30 回

の国内（米国）旅行 

• ピン、ネクタイ、ガバナーエレクトバッジ、スカーフ、バッグ、バナ

ー、ポケットスクエア、蝶ネクタイのみを含む、資金が提供される製

品の制作 

• 会長任期中に配布する特別な贈り物（要人、国家元首、ロータリーの

シニアリーダー、現地のエイドへの贈り物を含む）のための最大

7,000 米ドル 

運営予算の確定後、会長または会長エレクトは、予算総額（米ドル）内で

必要に応じて計画を調整することができる。運営予算を超える支出案は、

ロータリー章典第 27.080.7.項に記載されている手続きの対象となる（

2024 年 5 月理事会会合、決定 171 号）。 

 

出典：2020 年 9 月理事会会合、決定 25 号。 

2023 年 4 月理事会会合、決定 109 号、2024 年 5 月理事会会合、決定 171 号により改正 
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69.040.1.9. 会長のエイドおよび会長エレクトのエイド、ならびにそのパートナーの旅

費 

会長のエイドおよび会長エレクトのエイド、ならびにそのパートナーは、

適切な職務目的を裏付ける必要書類が提出された場合には、国際協議会、

国際大会、エバンストンにおける計画会議、および会長または会長エレク

トにより割り当てられた他の旅行に出席するための経費支払いを受ける。

会長および会長エレクトの運営予算を作成する際、以下の制限が適用され

る。 

• 会長エイドとそのパートナーのために、計画会議のための最大 2 回の

エバンストンへの旅行と 2 回の国外旅行（国際協議会と国際大会への

旅行を除く） 

• 会長エレクトのエイドとそのパートナーのために、計画会議のための

最大 8 回のエバンストンへの旅行と 1 回の国外旅行（国際協議会と国

際大会への旅行を除く） 

運営予算の確定後、会長または会長エレクトは、予算総額（米ドル）内で

必要に応じて計画を調整することができる。運営予算を超える支出案は、

ロータリー章典第 27.080.7.項に記載されている手続きの対象となる（

2023 年 4 月理事会会合、決定 109 号）。 

 

出典：2020 年 9 月理事会会合、決定 25 号。 

2023 年 4 月理事会会合、決定 109 号により改正 

 

69.040.1.10. 会長ノミニー、会長ノミニーのパートナー、会長ノミニーのエイド、およ

びエイドのパートナーの旅費 

RI 理事会会合、国際協議会、国際大会、規定審議会の出席、および役職

に関連するオリエンテーションと計画会議のための最大 5 回のエバンスト

ン訪問のために会長ノミニーにかかる RI 業務関連経費は支払いを受ける

。適切な職務目的を裏付ける必要書類が提出された場合には、パートナー

の経費も含まれる。  
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会長ノミニーのエイドとそのパートナーも、適切な職務目的を裏付ける必

要書類が提出された場合には、会長ノミニーにより指定される通り、国際

協議会、国際大会、およびエバンストンでの最大 5 回の計画会議に出席す

るための経費の支払いを受ける。 

 

候補者の運営予算の確定後、予算総額（米ドル）内で必要に応じて計画を

調整することができる。運営予算を超える支出案は、ロータリー章典第

27.080.7.項に記載されている手続きの対象となる（2023 年 4 月理事会会

合、決定 109 号）。 

 

出典：2020 年 9 月理事会会合、決定 25 号。 

2023 年 4 月理事会会合、決定 109 号により改正 

 

69.040.1.11. 親アカウント 

事務総長は、請求手続きのための親アカウントの使用を、ホテルの部屋代

と税金のみに限定するものとする。その他の業務経費はすべて、RI 理事

の標準支払い手続に従って支払われる（2001 年 11 月理事会会合、決定

146 号）。 

 

出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 48 号。  

2001 年 11 月理事会会合、決定 146 号により改正 
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69.040.1.12. 経費の支払い手続 

経費またはクレジットカード支払額の支払いの要請はすべて、RI 経費報

告書を使用して裏付けるものとし、最高財務責任者の承認を得なければな

らず、事務総長および RI 財務長がこれを審査するものとする。75 米ドル

を超える経費はすべて領収書で立証されなければならない（2002 年 11 月

理事会会合、決定 177 号）。 

 

出典：2001 年 11 月理事会会合、決定 146 号。  

2002 年 6 月理事会会合、決定 293 号により改正 

 

69.040.1.13. 前払い金 

一般に前払い金は RI 役員に提供されない。承認された前払い金は、予定

されている経費の支払または発生に先立つ 30 日以内に提供されるものと

する。支払または発生から 60 日以内に RI 経費報告書を使用した上で裏付

けがなされない経費はすべて、当該役員の個人アカウントに計上され徴収

されるものとする。この資金が経費支払または発生の時点から 120 日以内

に徴収されない場合、適正な書式を使用した上で受領者への課税対象とな

る支払として報告されるべきであり、当該個人には、その支払いが課税対

象となることを通知する適切な納税報告用書類が送付されるべきである。

支払いが受領者にとって課税対象となるという通知は、受領者の RI への

負債額を免責するものではない（2004 年 11 月理事会会合、決定 158 号）

。 

 

出典：1999 年 11 月理事会会合、決定 251 号。  

2002 年 6 月理事会会合、決定 293 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 158 号により改

正 

 

69.040.1.14. RI 所有車の個人的使用を禁止する国際ロータリーの方針に関する声明 

以下の方針は、RI が所有またはリース契約している車両の個人による使

用について規定するものである。 

1. RI 所有車を提供された個人は、RI の取引あるいは業務に関連してこの

車両を使用するものとする。 
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2. 車両が RＩの取引または業務のために使用されないときは、RI の施設

内に駐車されるものとする。ただし、例えば整備や機械的故障のため

に一時的に他の場所に駐車する場合はこの限りではない。 

3. 最小限の個人的使用を除き、いかなる者も車両を個人的に使用するこ

とはできない。 

4. 最小限の使用を除き、従業員も、またその使用が従業員にとって課税

対象となるいかなる個人も、個人的な目的に車両を使用してはならな

い。 

このような RI 所有車を使用する者のために、事務総長は、当該車両の使

用が上述の条件を満たしていることを立証するための手続きと書類を作成

する（1999 年 8 月理事会会合、決定 53 号）。 

 

出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 53 号 

 

69.040.1.15. RI 法人クレジットカード 

就任中の業務経費の支払いに使う RI 法人クレジットカードの発行を受け

る唯一のボランティアは、会長、会長エレクト、および会長ノミニーのみ

とするものとする。要請があった場合は、これらのパートナーにも、業務

経費の支払いのための法人クレジットカードが発行されるものとする。ク

レジットカードへの請求額は当該者の個人アカウントに計上され徴収され

るものとする。ただし、課金後 60 日以内に、適切に記入した RI 経費報告

書（およびホテル請求書、クレジットカード領収書、すべての経費が業務

目的であることの説明など、必要な証拠文書の添付）で裏付けがなされた

請求額は、当該者の個人アカウントから除かれる。60 日以内に裏付けが

行われず、課金後 120 日以内に RI に返金されない請求額は、適切な納税

報告用書類で当該者への課税対象として報告されるべきである。支払いが

当該者に対して課税対象となるという通知は、当該者の RI への負債額を

免責するものではない。事務総長は課金後 90 日が経過しても負債額が返

済されていない場合は、当該者に書簡で通知するものとする。裏付けなさ

れていない経費が課金後 120 日以内に返済されない場合、事務総長は、当

該者のクレジットカードを無効とする手続きを取るものとする。 
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執行委員会は、RI 法人クレジットカードで支払われた経費のうち、「支

払いが認められた RI 理事の経費に関する RI 方針」に述べられた指針に規

定されていないものについて、審査するものとする。個人的な項目のため

に、あるいは上述の手続きに反して使われた法人カードは、無効手続きが

取られる場合がある（2004 年 11 月理事会会合、決定 158 号）。 

 

出典：1999 年 8 月理事会会合、決定 54 号。  

2002 年 11 月理事会会合、決定 177 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 158 号により改

正 

 

69.040.1.16. 義務の同意 

各理事は、毎年、RI 旅行方針の要件を熟知し、遵守することに同意する

（2009 年 6 月理事会会合、決定 276 号）。 

 

出典：2009 年 6 月理事会会合、決定 276 号 

 

69.040.1.17. 解釈 

執行委員会は、本方針の解釈について暫定的な決定を行うことができる。

執行委員会が行った暫定的決定は、次回の理事会会合に報告されるものと

する。本方針の解釈に関するあらゆる最終決定は、理事会により行われる

ものとする（2002 年 6 月理事会会合、決定 293 号）。 

 

出典：2002 年 6 月理事会会合、決定 293 号 

 

69.040.2. 理事会会合のパートナー経費の支払い 

理事のパートナーには、国際協議会および国際大会に付随して開かれる

RI 理事会会合を除いて、理事会会合に出席するための費用は支払われな

い（2010 年 6 月理事会会合、決定 182 号）。 

 

出典：2010 年 1 月理事会会合、決定 167 号 
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69.040.3. ロータリー中央役員への経費の支払い 

会長または会長エレクトによるロータリー関連の全支出は、予算配分され

た費目の資金を使って行うべきである。RI は、会長、会長エレクト、ま

たは会長ノミニーに発生した、予算に組み込まれているロータリー関連の

全業務経費を支払うものとする。会長、会長エレクト、会長ノミニー、お

よび理事から要請される経費またはクレジットカード支払額の清算は、RI

経費報告書を用いて立証しなければならず、最高財務責任者の承認を得な

ければならず、RI 財務長の審査を受けるものとする。75 米ドルを超える

経費はすべて領収書で立証されなければならない（2004 年 11 月理事会会

合、決定 58 号）。 

 

出典：2001 年 11 月理事会会合、決定 146 号、2002 年 6 月理事会会合、会合、決定 294

号。  

2002 年 6 月理事会会合、決定 292 号、2002 年 11 月理事会会合、決定 177 号、2004 年

11 月理事会会合、決定 58 号により改正 

 

69.040.4. RI 中央役員に支払われた経費の開示 

ロータリー・シニアリーダーに支払われた経費はすべて、理事会の定める

経費支払い方針に沿って必要書類が添付され、経費と認められた妥当な支

出を除き、年に一度「Rotary」誌および認可されたロータリー地域雑誌を

通してロータリアンに開示され、さらに RI 年次報告書において役員別の

経費支払額が開示されるものとする（2019 年 1 月理事会会合、決定 80 号

）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 371 号、2003 年 2 月理事会会合、決定 287 号。  

2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2006 年 6 月理事会会合、決定 220 号、2018 年

10 月理事会会合、決定 68 号により改正 

 

69.040.5. シニアリーダーによるクレジットカードの使用 

理事会は、クレジットカード・プログラムのある国の全ロータリー・シニ

アリーダーは、支払い対象となる RI 経費を支払うためにロータリーのク
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レジットカードを使用するよう推奨する（2009 年 6 月理事会会合、決定

217 号）。 

 

出典：2004 年 11 月理事会会合、決定 151 号 

 

引照 

27.080. 会長の財務 

30.010.4. 会長エレクトの旅費 

30.020.2. 会長ノミニーの経費 

 

 

69.050. 役員の経費 

 

69.050.1. 会長の同伴者のための経費 

ロータリー世界にわたる旅行に誰を同伴するか、および同伴者の経費をど

のように支払うかは、会長の裁量に任せるものとする（1998 年 6 月理事

会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1995 年 2 月理事会会合、決定 140 号 

 

69.050.2. クラブと地区の訪問のための経費 

RI 中央役員を行事に招くクラブや地区は、妥当な旅費、宿泊費、食費を

負担することを予期すべきであることに留意すべきである（1998 年 6 月

理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1993 年 3 月理事会会合、決定 189 号、1991 年 7 月理事会会合、決定 2 号 

 

69.050.3. 現および元 RI 役員への予算外経費の支払い 

RI 役員は、経費の予算配分額の範囲内で RI から任務の履行にかかる経費

の支払いを受けることができる。元役員の経費も、RI 委員会や RI 予算内

に含まれている他の活動に関連する場合であれば、経費が支払われる。現
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または元役員に対してこの他の経費は支払われない（1998 年 6 月理事会

会合、決定 348 号）。 

 

出典：1954 年 1 月理事会会合、決定 159 号 

 

 

69.060. その他の財務事項 

 

69.060.1. 他の団体への寄付と支援 

RI の資金は、RI の目的のためだけに加盟クラブから提供されているため

、他団体の活動に寄付することはできない（1998 年 6 月理事会会合、決

定 348 号）。 

 

出典：1955 年 1 月理事会会合、決定 87 号 

 

69.060.2. ポール P.ハリス記念ビルのための資金拠出 

第 7870 地区からの文書で立証された経費を基に、米国バーモント州ウォ

ーリングフォードにあるポール P.ハリス記念ビルの保守のために、資金

的援助が行われるものとする。ただし、年間 5,000 米ドルを超えないもの

とする（2007 年 11 月理事会会合、決定 32 号）。 

 

出典：1994 年 3 月理事会会合、決定 212 号。  

2007 年 6 月理事会会合、決定 271 号により改正 

 

69.060.3. 支払いが認められた経費の支弁を受けるための立証方法 

業務経費の支払い精算の要請はすべて、経費の発生した時点から 60 日以

内に RI 経費報告書を用いて提出するものとする。75 米ドルを超える経費

はすべて領収書で立証されなければならない 60 日を過ぎてから受理され

る経費報告書については、事務総長が止むを得ない状況により例外的に許

可しない限り、支払いが行われないものとする。（2004 年 11 月理事会会

合、決定 159 号）。 

 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 773 

出典：1999 年 2 月理事会会合、決定 272 号。  

2004 年 11 月理事会会合、決定 159 号により改正 

 

引照 

36.100. RI に対する他団体会合への招待 

37.020.3. 国連への RI 代表に対する支援 

48.020. 翻訳の経費 

51.020.2. 雑誌の編集者セミナーのための資金的支援 

51.030. 新しい出版物のための指針 

57.100. 国際大会の財務 

58.060. 国際協議会の財務 

59.080. 審議会の財務 

60.020.2. 国際研究会における地域雑誌編集者の経費 

60.040. 国際研究会の財務 

60.010. ロータリー研究会の経費 

 

 

  



国際ロータリー章典 

2024年 10月 774 

第 70 条     投資 

 

70.010. 投資方針に関する声明－国際ロータリーの一般資金 

70.020. RI 準備金方針 

70.030. 外貨管理に関する方針 

70.040. 制限通貨 

70.050. 投資収益予算と投資収益準備金 

 

 

70.010. 投資方針に関する声明－国際ロータリーの一般資金 

 

70.010.1. 一般資金の目的 

一般資金（以下、「資金」）の第一の目的は、国際ロータリー（以下、「

RI」）の財政の長期的安定に備えることである。資金には、国際ロータリ

ーの（1）使途不指定の現金、（2）有価証券、（3）ロータリー財団から

の受取勘定（またはロータリー財団への支払勘定）が含まれる。 

 

資金に含まれる有価証券のその他の目的には、（1）準備金を維持すると

いう RI の財務目標を満たす、（2）必要な場合、RI が運営費をまかない、

均衡の取れた予算を実現するために、ほかの収入源から投資収益を資金に

提供する、（3）必要な場合、運転資本のために資金の流動性を確保する

こと、がある。 

 

RI の使途不指定の現金は、運転資本のために利用され、世界中の銀行口

座に預金されているが、主要な運転資本のための資金は、米国の銀行に預

けられている。使途不指定および使途指定の現金に関する具体的な投資方

針は、ロータリー章典第 70.010.18.項に記載されている（2017 年 9 月理

事会会合、決定 64 号）。 

 

出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 151 号。 

2002 年 6 月理事会会合、決定 302 号、2002 年 11 月理事会会合、決定 183 号、2010 年

6 月理事会会合、決定 260 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 64 号により改正 
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70.010.2. 責務の委任 

RI 理事会（以下「理事会」）は、投資目標や資産配分戦略を含む投資方

針を定め、投資方針声明（IPS）への変更を承認することに責任を持つ。 

 

RI 財務委員会は、財団の投資委員会（IC）における代表を通じて、代表

投資方針を提案し、投資マネジャー（投資運用専門家）の業績を監視する

責任を有する。投資委員会の設立趣意に列挙されているように、投資委員

会は投資ポートフォリオの投資方針および指針を推奨し、資産を投資マネ

ジャー、ファンドおよび戦略に配分するという職員による判断を含め、ポ

ートフォリオが IPS に基づいて管理されていることを保証し、投資結果を

検証して監視し、RI 財務委員会に助言を提供する役割において責任を負

う。RI 財務委員会委員長と、委員長の判断により任命される委員は、RI

に影響を及ぼす投資問題を話し合う際に、投資委員会の会合に出席する。

RI 財務委員会からの出席者は、RI の投資ポートフォリオに影響を与える

問題について投票権を有する。 

 

投資担当職（以下「ROI」）は最高投資責任者と投資スタッフによって構

成される。ROI は、理事会に代わり、IPS の実施について責任を有する。

ROI は、理事会により、資産を投資マネジャー、ファンドおよび戦略に配

分し、資金の投資方針および資産配分戦略を実施する権限が委任されてい

る。 

 

ROI は自らの判断において、ROI に調査とコンサルティングを提供する投

資コンサルタントのサービスを活用することができる。ロータリー章典

70.010.17.項に記された通り、直接ヘッジファンドを実施する役割を担う

、非裁量投資アドバイザーも任命されている（2017 年 9 月理事会会合、

決定 64 号）。 

 

出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 151 号。  

2001 年 6 月理事会会合、決定 430 号、2003 年 5 月理事会会合、決定 324 号、2009 年

11 月理事会会合、決定 98 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号、2012 年 1 月理事
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会会合、決定 158 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 21 号、2017 年 9 月理事会会合、決

定 64 号により改正 

 

70.010.3. 投資目標と目的 

投資目標と目的に関するこの声明は、資金のリスク許容度や資産配分につ

いて説明し、資金の資産の適切な目標と目的を設定し、投資マネジャーが

投資について決定、実行する際の基準を定めるものである。 

 

資金の投資目的は、可能損失を最小限に抑えつつ、RI の年次予算の均衡

を保つための十分な収益を生み出すことである。その他の投資目的には、

運営準備金に配分された資本を保ち、運営経費を賄う現金が不足した場合

のための資金の流動性を確保することがある。 

 

投資収益は予算を上回ることも下回ることもあるため、RI 理事会は、投

資収益準備金を設置し、収益の余剰分をこの準備金に充て、また、投資収

益が予算を下回った場合の不足分をこの準備金から賄うこととした（ロー

タリー章典第 70.020.節および第 70.050.節を参照）。 

 

資金の業績目標は、ロータリー章典第 70.010.15.項に記載されている目標

配分で期待される収益と同じ収益率を達成することである。3～5 年間で

資金の投資から得られる収益率は、手数料を抜いたカスタム指数または「

ポリシー指数（Policy Index）」の年間収益総額を上回るべきである。 

 

「ポリシー指数」とは、以下の指数により定義され、目標とする配分に応

じて配分されるものである。 

 

指数 資産区分/戦略 

MSCI ACWI IMI グローバル株式 

Dow Jones US Total Stock Market（ダウ

ジョーンズ US トータルストックマーケッ

ト） 

米国株式 
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MSCI ACWI IMI ex US（MSCI ACWI から

米国を除く） 

非米国株式 

MSCI Emerging Markets Small Cap Index

（MSCI 新興国中小型株指数） 

新興国株式 

BC Aggregate（バークレイズ総合） コア債券 

50% BC Global Agg（バークレイズグロー

バル総合）/25% BC HY（バークレイズハ

イイールド）／25% JPM EMBI+（JP モル

ガンエマージングマーケットボンド） 

非コア債券 

60% MSCI World（MSCI ワールド／40% 

BC Global Aggregate（バークレイズグロ

ーバル総合） 

グローバル資産配分 

50% BC TIPS（バークレイズ米国物価連動

国債） 30% DJ UBS Commodities Index（

ダウジョーンズ UBS コモディティインデ

ックス） 

20% MSCI ACWI IMI 

実物資産 

Credit Suisse Hedge Fund Index（クレデ

ィスイスヘッジファンドインデックス） 

ヘッジファンド 

 

業績評価の目的から、すべての収益率は、手数料を抜いた金額で審査され

る。 

 

通常、投資収益結果は 3～5 年の数値で評価される。ただし、短期的な結

果が定期的に審査され、必要に応じて早期に対応策が講じられる（2016

年 9 月理事会会合、決定 21 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号。  

2013 年 6 月理事会会合、決定 249 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 98 号、2016 年 9

月理事会会合、決定 21 号により改正 
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70.010.4. 投資に関する一般的な指針 

全体的な資金投資の目標と投資可能な資産の範囲に関する詳細は、ロータ

リー章典第 70.010.15.項に記載されている。また、資産区分の業績目標は

、ロータリー章典第 70.010.16.項に記載されている。ロータリー章典第

70.010.17.項には、直接ヘッジファンドポートフォリオの投資選好が記載

されている。投資マネジャーは、購入する証券が投資方針声明に記されて

いる指針に沿ったものであり、資金の投資に適したものであるかどうかを

判断するべきである。 

 

資産配分、証券の選択、投資のタイミングについては、投資方針声明の基

準の範囲内で、投資マネジャーに決定権が与えられている。すべての投資

は、投資可能な証券に関する制限を記載した投資管理の合意書（あらかじ

め承認されたもの）に沿った形で行われる。投資マネジャーは、各証券、

および資金の投資としての適合性などを、独自に分析する責任を有する（

2016 年 9 月理事会会合、決定 21 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号。  

2014 年 10 月理事会会合、決定 98 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 21 号により改正 

 

70.010.5. 投資の指針 

現金 

現金投資は、この投資方針声明（IPS）の 70.010.18.項に従って投資され

る。 

 

上場株式 

上場株式ｆは、後述の通り、米国株式、非米国株式、グローバル株式、新

興国株式マンデートによって構成される。 

 

米国株式投資マンデート 

米国株式とは、米国の登録証券取引所に上場している企業、または頻繁に

店頭取引されている企業の証券と定義される。保有する証券の市場価値の

割合は、該当する株価指数を構成する証券の割合と、おおむね一致してい
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るべきである。米国証券取引市場で取引されている外国証券（例：ロイタ

ー、ネスレ、ソニーなど）を扱う米貨ベースの委託証券である米国預託証

券（ADR）は、各投資マネジャーが適当と判断した割合で、各米国株式

マネジャーが保有してもよい。 

非米国株式投資マンデート 

非米国株式とは、現地市場に上場している企業の証券または米国預託証券

（ADR）および海外株式預託証書（GDR）と定義される。マネジャーは

、デリバティブ（金融派生商品）を利用することで通貨の変動リスクを事

前に防げる可能性がある。新興市場の株式の取引は認められており、承認

済みの基準とおおむね一致しているべきである。 

 

新興国株式投資マンデート 

新興国株式とは、（MSCI により定義された）新興国の現地市場に上場し

ている企業の証券と定義される。マネジャーは、デリバティブ（金融派生

商品）を利用することで通貨の変動リスクを事前に防げる可能性がある。 

 

グローバル株式投資マンデート 

グローバル株式投資戦略の目的は、投資マネジャーが自身の投資機会観に

基づき上記に定義した株式市場への投資を行えるよう柔軟性を提供するこ

とにある。投資マネジャーはリスクの制御と収益の増加を勘案して投資す

べきである。 

 

保有できる株式は、現地の登録証券取引所に上場している企業、または頻

繁に店頭取引されている企業の証券から成る。マネジャーは、デリバティ

ブ（金融派生商品）を利用することで通貨の変動リスクを事前に防げる可

能性がある。新興国市場の株式の取引は承認済みの基準により認められて

いる。 

 

債券 

確定利付証券（債券）には、後述のように、コア、非コア、短期のマンデ

ートを含む。 

 



国際ロータリー章典 

2024年 10月 780 

確定利付（債券）投資マンデート（利率） 

取引可能な証券とは、国内市場で幅広く取引されている確定利付証券（債

券）であり、米国政府や省庁債権、不動産担保証券、社債、債権証書、有

価証券（ただしこれらに限らない）を含む可能性がある。コア債券投資は

主に米国の債券を対象とし、総合加重平均格付けの最低格付けを AA 以上

とすべきである。ポートフォリオのデュレーションは、おおむね該当指数

と一致するべきである。別途合意がされない限り、ポートフォリオのデュ

レーションは、該当するベンチマークの 20％に留まらなければならない

。 

 

格付け機関（ムーディーズ、S&P、フィッチなど）が提供する格付けへ

の遵守だけでは、的確な投資として十分であると判断できない。投資マネ

ジャーは証券の信用価値と資金の投資先としての適合性を独自に分析する

責任を持つ。 

 

確定利付（債券）投資マンデート（クレジット） 

取引可能な証券とは、国内市場で幅広く取引されている確定利付証券（債

券）であり、米国政府や省庁債権、グローバルハイイールド、グローバル

債券、新興国債券（ただしこれらに限らない）を含む可能性がある。非コ

ア債券投資の総合平均格付けに対する指針は B 以上である。ポートフォリ

オのデュレーションは、おおむね該当指数と一致するべきである。別途合

意がされない限り、ポートフォリオのデュレーションは、該当するベンチ

マークの 20％に留まらなければならない。 

 

格付け機関（ムーディーズ、S&P、フィッチなど）が提供する格付けへ

の遵守だけでは、的確な投資として十分であると判断できない。投資マネ

ジャーは証券の信用価値と資金の投資先としての適合性を独自に分析する

責任を持つ。 

 

不動産 

不動産は、長期的なインフレ・リスクを軽減する手段として許容され、現

収入や資本増加の源となる。不動産は、中核資産、安定資産、収入を生む
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資産などの流動性を重視して投資される（2017 年 9 月理事会会合、決定

64 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号。  

2012 年 1 月理事会会合、決定 158 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 249 号。2014 年

10 月理事会会合、決定 98 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 21 号、2017 年 9 月理事会

会合、決定 64 号により改正 

 

70.010.6. 社会的責任投資 

社会的責任投資（「SRI」）は、企業の財務内容と認知されている社会的

実績の両方に基づいて投資判断を行う手法である。SRI は、世界の特定の

経済部門または地域で運営されている企業の証券を所有するよう投資マネ

ジャーの権限に制限を課す。SRI の支持者は一般に、このような制限によ

って組織の投資慣行がその組織の使命に一致すると主張する。 

 

RI の資産を管理するために選出された投資アドバイザーは、企業の社会

的責任（「CSR」）を重視した投資を実践するよう期待されている。CSR

は、あるビジネスが、法律、規制、倫理規範、国内または国際的規範を確

実に遵守するよう自らの活動を監視する自己統制機構として機能する。 

 

さらに、RI はこうした企業とロータリーの価値観との一致について考慮

する。こうした価値観と CSR 投資手法とが一致することで、企業の従業

員、納入業者、顧客、ならびにそのビジネスを取り巻く広い地域社会の人

びとの生活に肯定的な影響を及ぼすことが期待される（2017 年 9 月理事

会会合、決定 64 号）。 

 

出典：2017 年 9 月理事会会合、決定 64 号により改正 

 

70.010.7. デリバティブに関する方針  

デリバティブ商品については、投資方針声明に明記されている範囲内で許

されている。適切であれば、投資マネジャーは以下の理由のためにデリバ

ティブ証券を利用することができる。 
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1. ヘッジング：ポートフォリオが、明確に定義されたリスクにさらされ

ており、また、これらのリスクを軽減するため、あるいはそのほかの

ポートフォリオ構造上の目的を達成するために利用できるデリバティ

ブ契約（先物やオプション）が存在する限り、投資マネジャーは、ヘ

ッジングの目的でこれらのデリバティブを利用することが容認されて

いる。 

2. 市場エクスポージャーの発生：投資マネジャーは、資産または資産ク

ラスのリスクおよびリターンの特性を再現するために、デリバティブ

商品を利用することが許される。ただしこれは、そのデリバティブ商

品の原資産を用いて、そのような特性を再現することが、その投資マ

ネジャーが遵守すべき指針により許されている場合に限る。 

3. カントリー・エクスポージャーならびに資産配分エクスポージャーの

管理：投資マネジャーが、ポートフォリオのカントリー・エクスポー

ジャーまたは資産配分エクスポージャーを、戦略的に別のカントリー

・エクスポージャーおよび／または別の資産配分エクスポージャーに

転換する責任を負う場合は、その目的のためにデリバティブ商品を利

用することが許されている。 

 

非米国株式、新興国株式、ならびにグローバル債券マネジャーは、為替の

先物取引を行ってよい。ただし、そのような契約は、ポートフォリオの変

動リスクを緩和する目的で行うものであり、ポートフォリオのエクスポー

ジャーを高めるレバレッジであってはならない。為替契約は、ポートフォ

リオにおける為替リスクのエクスポージャーを回避するため、または証券

取引の決済のために利用できる。 

 

非米国株式、新興国株式、ならびにグローバル債券マネジャーは、積極的

な為替リスク管理プログラムを採用し、そのプログラムの規則の範囲内で

、先物やオプション取引を行うことができる。先物とオプション取引を、

レバレッジを高めるために利用することは禁じられている。 
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財務資産のために以下の二つの方法でデリバティブを利用することは、理

事会が承認しない限り、禁じられている。 

 

1. レバレッジ：デリバティブは、資産、資産クラス、金利またはその他

の財務変数への全体的なポートフォリオのエクスポージャーを拡大す

るために利用されないものとする（デリバティブが利用されなかった

場合に、そのエクスポージャーがポートフォリオの投資方針により容

認される範囲内である場合を除く）。 

2. 無関連の投機：デリバティブは、証券、為替、指数またはほかの財務

変数へのエクスポージャーを生むために利用されないものとする（非

デリバティブ証券により創造された場合で、ポートフォリオの投資方

針により承認されている場合を除く） 

（2016 年 9 月理事会会合、決定 21 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 21 号により改正 

 

70.010.8. バランス回復の方針 

資金は、ある資産クラスが上記の最低割合または最高割合に達した時に、

通常のキャッシュフローがある場合は、バランス回復のために調整される

。できる限り目標値に近い配分を維持するために、通常のキャッシュフロ

ーまたは前述の指針に則ったデリバティブ商品を利用することができる。

暦年の四半期末時点で、通常のキャッシュフローだけでは資産配分を許容

範囲内に維持できない場合、資産配分を許容範囲に戻すために、必要に応

じて資産クラス間で資産を移管することになる（2017 年 9 月理事会会合

、決定 64 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号。 

2017 年 9 月理事会会合、決定 64 号により改正 
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70.010.9. 分散 

個々の投資による巨額の損失を抑えるため、投資を分散しないほうが組織

のために有益であることを示す特殊な事情があると合理的に判断される場

合を除き、資金は複数の資産クラスに広く分散するものとする。 

 

一名のマネジャーが管理する資産総額が購入時点において国際ロータリー

およびロータリー財団の合計投資額の 15％を超過するべきではなく、い

かなる時点においても国際ロータリーおよびロータリー財団の合計投資額

の 20％を超過するべきではない（2017 年 9 月理事会会合、決定 64 号）

。 

 

出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 151 号。 

2003 年 5 月理事会会合、決定 426 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号、2014 年

10 月理事会会合、決定 98 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 64 号により改正 

 

70.010.10. 流動資金のニーズ 

流動資金のニーズは、まず使途不指定現金によって満たされるものとする

。使途不指定現金が十分にない場合、事務総長は、支出ニーズに応えるた

め、投資から現金の引き出しの手配を行うものとする。このような引き出

しの資金源は、資産バランスの回復とコスト要因に基づいて決める（

2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号 

 

70.010.11. 委任投票 

国際ロータリーに代わって委任投票をする方法を決定する責任は、ROI に

託される（2017 年 9 月理事会会合、決定 64 号）。 

 

出典：2017 年 9 月理事会会合、決定 64 号により改正 
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70.010.12. 証券の貸借 

別の口座形式で管理されている信託については、資金は証券の貸借におい

て投資されないものとする。ただし、ROI からの推奨に基づいて理事会が

承認した場合は例外とする。別の口座での証券の貸借が承認された場合は

、次回の理事会で報告されなければならない。合同運用型信託や投資信託

については、この制限は適用されないものとする（2017 年 9 月理事会会

合、決定 64 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号。  

2017 年 9 月理事会会合、決定 64 号により改正 

 

70.010.13. 合同運用型信託または機関投資信託 

投資方法としての合同運用型信託には利点（例：小規模で直接的な投資口

座よりも、より広範囲にわたって多角化できることや、投資コストがより

小額ですむことなど）があることから、これらの信託が利用される場合が

ある。理事会は、方針が定められ、趣意書やその他の文書により束縛され

ている信託に対して具体的な方針指示を出すことはできないと認識してい

る（2017 年 9 月理事会会合、決定 64 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号。  

2017 年 9 月理事会会合、決定 64 号により改正 
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70.010.14. コントロールに関する手続 

投資マネジャーとアドバイザーの行動規範 

投資マネジャーとアドバイザーに対する行動規範は、CFA 協会による倫

理規定および標準職業規範（CFA Institute Code of Ethics and Standars 

of Professional Conduct）に従うものとする。 

 

投資および投資制限に関する利害の対立 

RI 理事会の方針では、中央役員および RI 委員会委員は国際ロータリーで

の責務と一貫したかたちで行動し、いかなる利害の対立（実際の利害の対

立、利害の対立の可能性、利害の対立があると受け取られるような行動）

または国際ロータリーの評判を損なうような外部者または外部団体との財

務的またはその他のつながりを持ってはならないものとする。  

 

投資委員会において RI を代表する RI 財務委員会委員は、ロータリー章典

第 28.090.節「利害の対立に関する方針」を遵守することが義務付けられ

ている。この方針は「投資方針に関する声明」に参考として記載されてい

る。 

 

投資目標の検討 

投資目標の達成状況について年に 1 度検討が行われる。この検討では、目

標達成の引き続きの実現可能性と投資方針声明の引き続きの妥当性に焦点

が当てられる。投資方針声明が頻繁に変更されることは期待されていない

。特に、金融市場における短期変動は、一般に、投資方針声明の調整を要

するべきものではない。 

 

投資マネジャーの審査 

過去 3 年および 5 年という枠内で、マネジャーの業績を判断するために、

以下の要素と基準に基づいてマネジャーの評価が行われる。 

1. 各ポートフォリオの特定の目標に照らし、満足できる成績を挙げたこ

と。 
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2. 同様のポートフォリオを管理する他の投資運用機関よりも好ましい成

果を出したこと。 

3. 該当する市場指数の収益率を上回ったこと。 

4. 資本市場の動きに照らし、妥当かつ効果的なポートフォリオ管理の決

定をしたこと。 

5. 関連する方針と目標に沿ったこと。 

 

投資マネジャーの審査において、綿密に検討される事象には次のものが含

まれる。 

1. かなり短い期間（例えば 1 年）における目標に照らしての成績不振 

2. 3 年から 5 年の期間における成績不振 

3. 一人または複数の主要投資専門家の離職 

4. 投資指針の違反 

5. 企業理念や人員の異動、大口顧客の取得または損失、投資運用機関の

所有権や支配権の変更など、マネジャーが属する組織における重大な

変更 

投資コンサルタントの審査 

ロータリーの投資コンサルタントに関する書面での公式評価は、より頻繁

な評価が必要とみなされる状況にない限り、5 年毎に行われる。この評価

は、投資コンサルタント評価におけるロータリーの方針に従って実施され

る（ロータリー章典 第 70.010.19.項を参照）。 

 

報告要件 

暦年の各四半期の終了から 6 週間以内に、事務総長および／または資金の

投資コンサルタントが資金の投資全体および各投資マネジャー別の運用成

績に関する情報を含む報告書を作成する。 
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起用された各投資マネジャーは、暦年四半期の終了から 6 週間以内に四半

期報告書を提出することが義務付けられており、報告書には以下の情報を

含めるものとする。 

1. 四半期別、会計年度初来（6 月 30 日）、およびアカウント開始時以来

の投資成績（手数料を抜いた純収益）の概説（成績にプラスまたはマ

イナスの影響を与えた方針や戦略の変更についてのコメントを含む）

。 

2. 証券貸借の利用（該当する場合） 

3. 適切な場合、四半期中のデリバティブ商品の使用（取引のポジション

と取引量の根拠についての情報を含む） 

4. 人員や投資戦略の重大な変更、その他成績に影響する可能性のある関

連情報についてのコメント 

5. 四半期末時点でポートフォリオに含まれる証券の一覧 

年に一度、投資マネジャーは直近の書式「ADV」（米国株式委員会への

登録書式）の「Part 2」を提供する（2017 年 9 月理事会会合、決定 64 号

）。 

 

出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 151 号。  

2001 年 6 月理事会会合、決定 430 号、2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号、2012 年 1

月理事会会合、決定 158 号、2016 年 9 月理事会会合、決定 21 号、2017 年 9 月理事会会

合、決定 64 号により改正 

 

70.010.15. 戦略的資産配分 

長期的に見て、資産配分の方針は、資金から得られる収益および関連する

収益変動性を決める主要な要素となる。資金の目標、状況、使用方針に照

らし、理事会は以下の資産構成指針を定めた。 
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一般資金 

資金全体における割合（％） 

 最低 目標 最高 

現金 0% 0% 5% 

米国株式 

海外株式 

5% 

10% 

7.5% 

12.5% 

10% 

15% 

確定利付（利率） 

確定利付（クレジット） 

32% 

31% 

35% 

35% 

38% 

39% 

不動産 8% 10% 12% 

合計  100%  

 

（2017 年 9 月理事会会合、決定 64 号）。 

 

出典：2001 年 6 月理事会会合、決定 430 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 426 号、2008 年 11 月理事会会合、決定 113 号、2010 年

6 月理事会会合、決定 260 号、2011 年 5 月理事会会合、決定 255 号、2014 年 5 月理事

会会合、決定 166 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 98 号、2016 年 9 月理事会会合、

決定 21 号、2017 年 9 月理事会会合、決定 64 号により改正 

 

70.010.16. 業績測定の基準 

以下の業績測定の基準は、手数料抜きの正味で、3～5 年間の年換算で使

用すべきものとする。 

 

現金 

30 日物米国財務省短期証券の収益率を上回る 

 

米国株式業績測定の基準 

 

All Cap Growth Equity［すべての資本金規模を対象とした成長株式］ 

• 1 回の市場サイクルにおいて、ラッセル 3000 指数の収益率を上回る 
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• コンサルタントが担当する、すべての資本金規模を対象とした成長株

式を扱う投資マネジャー業界の上位 50％に位置する 

All Cap Value Equity［すべての資本金規模を対象としたバリュー株式］ 

• 1 回の市場サイクルにおいて、ラッセル 3000 指数の収益率を上回る 

• コンサルタントが担当する、すべての資本金規模を対象としたバリュ

ー株式を扱う投資マネジャー業界の上位 50％に位置する 

S/Mid Cap Core Equity［小規模・中規模資本金規模を対象とした中核株

式］ 

• 1 回の市場サイクルにおいて、ラッセル 2000 指数の収益率を上回る 

• コンサルタントが担当する、すべての資本金を対象とした中核株式を

扱う投資マネジャー業界の上位 50％に位置する 

非米国株式業績測定の基準 

• 1 回の市場サイクルにおいて MSCI ACWI IMI ex-U.S.指数の収益率を

上回る 

• コンサルタントが担当する、非米国株式を扱う投資マネジャー業界の

上位半分に位置する 

グローバル株式業績測定の基準 

• 1 回の市場サイクルにおいて MSCI ACWI IMI 指数の収益率を上回る  

• コンサルタントが担当する、グローバル株式を扱う投資マネジャー業

界の上位半分に位置する 

新興国業績測定の基準 

• 1 回の市場サイクルにおいて MSCI 新興国中小型株指数の収益率を上

回る 

• コンサルタントが担当する、新興国株式を扱う投資マネジャー業界の

上位半分に位置する 

債券業績測定の基準 
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コア債券 

• 1 回の市場サイクルにおいて財務省短期証券およびバークレイ証券ア

グリゲート・ボンド指数の収益率を上回る 

• コンサルタントが担当する、債券を扱う投資マネジャー業界の上位 3

分の 1 に位置する 

非コア債券 

• 1 回の市場サイクルにおいて、カスタム指数*の収益率を上回る 

* バークレイズ証券キャピタル総合 50％、JP モルガン EMBI+ 25％、

バークレイズキャピタルハイイールド 2％イシュアーキャップ 25％ 

• コンサルタントが担当する、コア債券を扱う投資マネジャー業界の上

位 3 分の 1 に位置する 

ヘッジファンド業績測定の基準 

• 1 回の市場サイクルにおいてクレディスイスヘッジファンド指数の収

益率を上回る 

実物資産ファンド業績測定の基準 

 

PIMCO オール・アセット・ファンド  

• 1 回の市場サイクルにおいて、カスタム指数*の収益率を上回る 

* BC Agg 40％、BC US TIPS 30％、S&P 500 10％、BC HY 10％、

JPM EMBI+10％ 

• コンサルタントが担当する、実物資産を扱う投資マネジャー業界の上

位 50％に位置する 

グローバル・バランス型資産配分ファンド業績測定の基準 

• GMO グローバル・バランス型資産配分 

• 1 回の市場サイクルにおいて、カスタム指数*の収益率を上回る 

* MSCI ACWI 65％、 BC Aggregate 35％ 
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BlackRock グローバル資産配分 

• 1 回の市場サイクルにおいて、カスタム指数*の収益率を上回る 

*60% MSCI World／40% CITI WGBI（2016 年 9 月理事会会合、決定

21 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号。  

2012 年 1 月理事会会合、決定 158 号、2014 年 10 月理事会会合、決定 98 号、2016 年 9

月理事会会合、決定 21 号により改正 

 

70.010.17. 直接ヘッジファンドポートフォリオの投資選好 

目標と目的 

ヘッジファンド資産の目標は以下の通りである。 

1. 一般資金のポートフォリオ全体でリスク・エクスポージャーを分散す

る 

2. 一般資金のポートフォリオ全体の変動率を低減する 

3. 資本市場の多様な状況において魅力的な長期リスク調整後利益を達成

する 

責務の委任 

投資コンサルタントは、本章典で定められた投資選好の枠内において、配

分エクスポージャーの選択、戦略的目標の設定、投資マネジャーの雇用と

解雇について決定権を持つ。投資コンサルタントは決定事項について投資

委員会および事務総長に出来る限り速やかに通達する。 

 

投資の指針 

1. ヘッジファンドの配分は、エクイティリンク、クレジットリンク、イ

ベントドリブン、マルチストラテジー、マクロ戦略など（ただしこれ

らに限らない）幅広い直接投資戦略に対して投資するものとする。投

資は合同運用型の投資方法を通じて行う。投資コンサルタントはこれ

らの選好の意図に一致する直接戦略にのみ投資する。 
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2. 各戦略への配分は、投資コンサルタントによって実施された定期的変

更を含め、少なくとも年に一度は投資委員会と共に検討を行う。配分

、エクスポージャー、目標、または範囲に対するいかなる変更または

修正も事務総長および投資委員会に出来る限り速やかに通達するもの

とする。 

3. すべての戦略はポートフォリオの枠内で検討するものとする。これは

エクスポージャーの冗長性および重複を確実に制限するためである。 

4. いずれの直接ヘッジファンドマネジャーによる総投資額も一般資金の

5％を超えることはできない。さらに、マネジャー・エクスポージャ

ーはヘッジファンド配分合計額の 25％未満に制限するものとする。 

5. 一部の戦略では投資に対して 1～3 年の初期ロックアップ（売却禁止）

期間を設ける場合がある。配分の構築および維持において、投資コン

サルタントはできる限りロックアップを制限するよう努めるものとす

る。 

6. すべての投資は流動化、つまり投資資金の回収手段がなければならな

い。最低限の許容基準には、四半期ごとの分配金または期限前償還手

数料が含まれる可能性がある。場合によってはロックアップ期間終了

後にこの流動資金が利用可能になる可能性がある 

（2016 年 9 月理事会会合、決定 21 号）。 

 

出典：2014 年 10 月理事会会合、決定 98 号。  

2016 年 9 月理事会会合、決定 21 号により改正 

 

70.010.18. 国際ロータリー一般資金における現金の投資方針 

適用範囲 

この投資方針は、国際ロータリーの一般資金（以下「資金」）投資方針声

明への追加の方針であり、具体的には、国際ロータリーの使途不指定およ

び使途指定の現金に適用される。 

 

責務の区別 
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投資・財務部は、以下の方針に従って投資を監督する。 

 

満期 

1. 資金の資産は、国際ロータリーの一時的運営資金となるため、ポート

フォリオの大部分には、翌日物または非常に短期の投資が含まれる。 

2. ポートフォリオの最大 25％までは、購入日から 181 日以降に満期を迎

える証券や手形に投資する可能性がある。 

3. ポートフォリオの最低 5％は、毎業務日に利用できるようにすべきで

ある。これは、満期または要求払い条項により実現できる可能性があ

る。 

4. ポートフォリオの加重平均満期は、90 日以下に限定されるものとする

。 

5. 5.変動利付債は、90 日以内の頻度で利子再設定が行われるか、行える

可能性を持つものでなければならず、最終満期または加重平均償還期

間が債券の購入から 18 カ月を超えるものであってはならない。 

6. 証券または債券の満期とは、最終支払期限を意味するものとする。変

動利付債は、次回の利子調整までの残り期間、または要求払いを通じ

て元金を回復できる期間が満期とみなされるものとする。 

分散化の要件 

1. 個々の証券を選択する際には、元金の安全性、流動性、市場性を最優

先に考慮すべきである。 

2. 各証券の保有額は、以下の例外を除き、ポートフォリオの市場価値の

10％を超えることはできない。 

a. AAA/Aaa の格付けを受けた国およびそれらの国の省庁が発行する国

債 

b. 分散されたマネー・マーケット・ファンド 

c. 国際ロータリーが運営のために利用している銀行の普通預金 
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d. 国際ロータリーが運営のために利用している銀行の定期預金 

3. AAA/Aaa の格付けを受けた国またはそれらの国の省庁が発行する国債

を例外として、各業界の証券の全保有額は、ポートフォリオの市場価

値の 25％を超えることはできない。 

4. 分散化の全要件は、購入時に適用される。 

投資基準 

1. AAA/Aaa の格付けを受けた国またはそれらの国の省庁が発行する国債 

2. 基金が預金されている銀行が提供する普通預金、銀行引受手形、定期

預金 

3. 商業手形とその他の短期証券については、投資および再投資は、購入

時点で、資金が預金されている銀行の信用委員会が従っている米国株

式市場認知の統計的格付機関（NRSRO）によって「Tier One（優良）

」カテゴリーに格付られている証券（またはそのように格付けられて

いる発行体によって発行されている証券）に限られるものとする。 

4. 債券とその他の短期証券については、投資および再投資は、購入時点

で、基金が預金されている銀行の信用委員会が従っている NRSRO に

よる最も高い格付けの上位 3 位に入っている証券に限られるものとす

る。 

5. AAA/Aaa の格付けを受けた国の国債で 100％担保されている買戻し契

約 

6. 上記の指針に則った短期金融商品ファンド（MMF） 

購入後、基金が保有する証券が、容認できない位まで格下げとなった場合

でも、投資・財務部が、この証券の額面価格が成熟すると確信している場

合は、引き続き基金でこの証券を保有することができる（2013 年 10 月理

事会会合、決定 30 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号。  

2013 年 10 月理事会会合、決定 30 号により改正 
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70.010.19. 投資コンサルタント評価に関する方針 

ロータリーの投資コンサルタントに関する書面での公式評価は、より頻繁

な評価が必要とみなされる状況にない限り、5 年毎に行われる。より頻繁

な評価が必要な状況には、利害の対立が生じた場合、コンサルタント側の

担当者の人事が不安定な場合、コンサルタントがロータリーの変化するニ

ーズに十分に対応しなかった場合など（ただしこれらに限らない）が挙げ

られる。コンサルタントは、以下の基準に基づいて評価される。 

1. 以下の事柄に関するコンサルタントからのアドバイスによって付加さ

れる価値 

a. 資産配分：具体的には、資産配分戦略に関するコンサルタントから

のアドバイスにより、リスクを最小限に抑えながら、投資収益をど

れだけ最大限にできたか。この基準は、ベンチマークの収益と各基

金（年次基金、恒久基金、ポリオプラス基金、ロータリー財団〔カ

ナダ〕、一般資金、退職基金）収益の標準偏差とを比較することに

よって評価される。標準投資収益とその偏差は、コンサルタントが

投資開始時に推奨したものとの関係性に基づいている。 

b. 投資マネジャー：具体的には、1 回の市場サイクルで、投資マネジャ

ーが提示した標準を、各基金がどの程度上回ったか。 

c. 投資方針およびマネジャーの指針：具体的には、コンサルタントが

提案した方針や指針が、管理委員会や理事会が各基金に関する受託

義務を果たすことなど、どの程度、権限、コントロール、報告にお

ける適切なレベルを定めたか。 

d. 投資マネジャーの解雇：具体的には、投資コンサルタントがどのよ

うに投資マネジャーを適宜評価し、必要な場合その解雇を勧告した

か。 

2. 業績測定を含む四半期投資報告の質と正確性 

3. 具体的な投資問題に関する専門的な調査や報告を提供できる能力 
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4. 会社ならびに日々の業務を担当する人員の安定性、奥深さ、能力 

5. 職員や各委員会と協力し、コミュニケーションを取る能力、ならびに

投資コンサルタントの迅速な対応 

6. 利害の対立が最小限であること 

7. ロータリーと類似した組織と協力した経験 

8. 業界誌または調査機関が提供する同業者の格付け 

9. 料金の構造 

10. 新しいアイデアの提供、および基金や財団の投資管理のトレンドに関

するロータリーへの情報提供 

書面による評価と同時に、ほかの投資コンサルティング会社からの提案書

を受け付け、評価する作業も行われる。ロータリーの投資コンサルタント

として採用されている会社には、5 年の契約が与えられる（2014 年 10 月

理事会会合、決定 98 号）。 

 

出典：2010 年 6 月理事会会合、決定 260 号。  

2014 年 10 月理事会会合、決定 98 号により改正 

 

70.010.20. 責任ある投資の原則 

［国際ロータリー／ロータリー財団］は責任を持って行動し、責任を持っ

て投資する。 

 

［国際ロータリー／ロータリー財団］は、環境、社会、ガバナンスの要因

が、投資ポートフォリオのパフォーマンス、高い長期的なリターンをもた

らすという目的、および投資リスクの管理において重要であることを認識

し、責任ある行動と末永く続く好ましい変化をもたらすというその使命と

の整合性を維持している。  

 

［国際ロータリー／ロータリー財団］は、財源を投資し、以下を行う。 
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• 責任を持って行動し、末永く続く好ましい変化をもたらすという使命

との整合性を促進する。 

• 投資分析や意思決定のプロセスに、環境、社会、ガバナンスの要因を

組み込む。 

• 必要な収益に加え、社会と環境に具体的で測定可能なプラスのインパ

クトをもたらす投資を検討する。 

• 積極的に関与する当事者として、株主の権利の行使に環境、社会、ガ

バナンスの要因を取り入れる。 

投資の選定と保持 

本章典に記載されている特定の状況における有価証券の処分に関連する場

合を除き、最大の経済的リターンが投資の選択と保持の主要な基準である

。 

 

いかなる時も、特定の活動を奨励または承認する目的で、または特定の活

動に異議を唱える立場に［国際ロータリー／財団］を置く目的で、投資を

選択または保持することはない。 

 

［国際ロータリー／財団］は一般的に、環境の持続可能性への取り組み、

進歩的な職場方針、特に十分に発達した規制の枠組みを持たない法域での

責任ある事業運営、倫理的かつ先見の明のあるリーダーシップ、強力なコ

ーポレートガバナンスの実践など、健全な商慣習を示す企業に投資する。  

 

［国際ロータリー／ロータリー財団］は、環境、人権、労働者を組織的に

保護していない企業、または有意義な変化のプロセスに関与する意思がな

いことが証明された企業への投資を回避し、通常は、劣悪な環境プロファ

イル、深刻な人権侵害への直接的関与、差別的行動の蔓延または長年の横

行、労働問題に取り組まなかった記録がある企業、および銃器、タバコ、

ポルノ、または軍事兵器システム、クラスター軍需品、対人地雷、および

核爆発物の製造、流通、または販売から多額の収入を得る企業への投資を

回避する。 
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株主権の行使 

［国際ロータリー／ロータリー財団］は、企業の問題について議決権を行

使し、企業の活動、製品、または方針によって引き起こされる社会的損害

または社会的傷害を防止または是正するためにそのような措置を講じるも

のとする。 

 

企業の活動が社会的損害又は社会的傷害を及ぼすと認められる場合、 

• ［国際ロータリー／ロータリー財団］は、企業の活動によって引き起

こされる社会的損害または社会的傷害を排除または減少させようとす

る、あるいは危機管理体制を設立しようとする提案に投票するか、ま

たはその株式を議決権行使に付す。 

• ［国際ロータリー／ロータリー財団］は、提案の対象となる活動が社

会的損害または社会的傷害を引き起こすとの調査結果が出た場合、そ

の排除または減少を阻止しようとする提案に反対票を投じる。ただし

、提案が無効または不合理であると判断された手段によって社会的傷

害を排除または削減しようとする場合は例外とする。 

［国際ロータリー／ロータリー財団］は、企業の事業または資産の処分に

関連しない社会的または政治的な問題に関する立場を推進するいかなる決

議にも、その株式の議決権を行使しないものとする。 

 

保有する個別有価証券の分割（売却） 

 

該当する場合、［国際ロータリー／ロータリー財団］は、企業の活動が重

大な社会的損害または社会的傷害を引き起こすとの調査結果を得たうえで

、以下のような状況がある場合、有価証券を売却する。 

• 合理的な期間内に、株主の権利の行使によって、社会的損害または社

会的傷害を排除するに足るほど会社の活動を変更させることに成功す

る可能性が低い、または 
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• 企業の活動の変更が、近い将来、［国際ロータリー／ロータリー財団

］が最大の経済的リターンという条件に基づいて証券を売却するほど

に、企業にとって十分に不利な経済的影響をもたらす可能性が低い、

または 

• 通常のポートフォリオ管理の過程で、［国際ロータリー／ロータリー

財団］が開始した措置が完了する前に、当該証券が売却される可能性

が高い。 

投資部は、その合理的な判断に基づき、事実と状況を考慮した上で、商業

的に良識的な方法で上記指針を実施する（2022 年 2 月理事会会合、決定

110 号）。 

 

出典：2022 年 2 月理事会会合、決定 110 号 

 

 

70.020. RI 準備金方針 

RI 準備金は、RI 理事会によって予算手続の一部として毎年策定されるも

のとする。現在の業界水準を基準とし、関連のある組織的リスクを組織の

運営および活動に結び付けるものとする（2019 年 10 月理事会会合、決定

29 号）。 

 

出典：2002 年 6 月理事会会合、決定 302 号、2002 年 11 月理事会会合、決定 183 号。  

2003 年 5 月理事会会合、決定 325 号、2004 年 11 月理事会会合、決定 155 号、2008 年

6 月理事会会合、決定 290 号、2013 年 6 月理事会会合、決定 196 号、2019 年 10 月理事

会会合、決定 29 号により改正 

 

 

70.030. 外貨管理に関する方針 

ロータリーは、ロータリーの運営キャッシュフローの通貨換算レートの変

動による影響を減らし、予想される通貨変動リスクの予測価値を守りつつ

通貨ヘッジ導入に伴うコストを最小限にすることによってグローバルキャ
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ッシュマネジメントの効果を最大限にするため、外貨管理の方針を採択す

る。ロータリーは、投機を目的としたヘッジを行わない。  

 

事務総長は、最高財務責任者への委任を通じて、この方針に沿って内部の

外貨管理手続きを定める。財務委員会は、必要と見なされた場合に時折、

この手続きの見直しを行う責任がある（2017 年6 月理事会会合、決定196

号）。 

 

出典：1998 年 6 月理事会会合、決定 395 号。  

2017 年 6 月理事会会合、決定 196 号により改正 

 

 

70.040. 制限通貨 

RI 資金の送金および投資が制限されている国に保有する資金を最小限に

抑えることが RI の方針である（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1985 年 10 月理事会会合、決定 112 号、1987 年 2～3 月理事会会合、決定 315 号  

 

70.040.1. 制限通貨の国における預金の保護 

事務総長は、制限通貨国にある預金の米ドル価値を保護する適切な措置を

採るべきである。事務総長は、制限通貨資金の RI 世界本部への送金を迅

速に行うものとし、当座の間、できる限り現地の経費にこの資金を充てる

ものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1989 年 1～2 月理事会会合、決定 265 号 

 

70.040.2. RI の制限通貨資金のロータリー財団による使用 

RI の制限通貨資金は、制限通貨国での財団プログラムに使われるものと

する。この場合、RI はかかる資金の使用に対し米ドルのクレジットを受

けるものとする（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1991 年 4 月理事会会合、決定 314 号 
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引照 

58.060.2. 外貨規制のある国における国際協議会の出席経費の支払い 

 

70.050. 投資収益予算と投資収益準備金 

予算と 5 カ年財務見通しに使用する予想投資収益率は、投資収益準備金な

らびに現在の財務市場の状況に基づき、毎年決定される。RI 理事会は投

資収益準備金を設置している。投資収益が予算に見積もった投資収益を下

回った年には、理事会指定資金の移管として、投資収益準備金から不足分

が補われる。投資収益が予算に見積もった投資収益を上回った年には、

1,200 万米ドルを上限とし、超過額が投資収益準備金に移管される。投資

収益準備金からの移管は、投資収益の不足分を補うためとし、追加の一般

運営費に使うためであってはならない（2009 年6 月理事会会合、決定271

号）。 

 

出典：2002 年 6 月理事会会合、決定 302 号、2004 年 6 月理事会会合、決定 298 号。  

2004 年 11 月理事会会合、決定 58 号、2007 年 11 月理事会会合、決定 121 号、2009 年

6 月理事会会合、決定 271 号により改正 
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第 71 条     収入 

 

71.010. 人頭分担金と比例人頭分担金 

71.020. 免許契約 

71.030. 出版物 

 

 

71.010. 人頭分担金と比例人頭分担金 

定款により義務付けられている均一の人頭分担金について、例外はない。

人頭分担金と比例人頭分担金は米ドルを基準として請求額を算出し、適宜

現地通貨に換算する。国際ロータリーのロータリークラブとローターアク

トクラブの人頭分担金と比例人頭分担金は返金不可である（2022 年 4 月

理事会会合、決定 139 号）。 

 

出典：1991 年 4 月理事会会合、決定 315 号。  

2020 年 4 月理事会会合、決定 150 号。2020 年 6 月理事会会合、決定 190 号、2022 年 4

月理事会会合、決定 139 号により改正 

 

71.010.1. 会員報告および請求の標準化 

すべての RI 国際事務局および RIBI に、標準化された報告要件があるもの

とする。事務総長は、全ロータリークラブに対し、標準化された会員報告

および半期会費請求を実施するものとする（1999 年 2 月理事会会合、決

定 196 号）。 

 

出典：1998 年 10 月理事会会合、決定 130 号 

 

71.010.2.  クラブ会員リストの更新 

ロータリークラブおよびローターアクトクラブは、新会員の入会ならびに

会員の退会後 30 日以内に RI に報告することが義務付けられている。ロー

タリークラブおよびローターアクトクラブは、新会員のすべての支払い責

任（入会日から 180 日間に適用される比例人頭分担金の全額および同期間

に適用されるすべての半期人頭分担金を含む）を果たす義務がある。事務
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総長は、書面または電子的な方法での会員情報の更新を受理し、更新情報

の提出をもって、現ロータリークラブまたはローターアクトクラブ会員リ

ストを承認すると見なす。事務総長は、7 月 1 日ならびに 1 月 1 日現在で

データベースに記載された会員リストを、承認された会員リストと判断す

る（2022 年 4 月理事会会合、決定 139 号）。 

 

出典：2007 年 11 月理事会会合、決定 97 号。  

2014 年 1 月理事会会合、決定 96 号、2022 年 4 月理事会会合、決定 139 号により改正 

 

71.010.3. ローターアクトクラブ会費 

ローターアクトクラブの人頭分担金は、毎年 1 月 1 日に RI 細則第 18.030.2

項、第 18.040.1 項、第 18.040.2 項に定められた通りに支払う（2022 年 4

月理事会会合、決定 139 号）。 

 

出典：2022 年 4 月理事会会合、決定 139 号 

 

引照 

9.020.  RI に対し滞納金のあるクラブ 

 

 

71.020. 免許契約 

（第 35 条 の「免許契約」を参照） 

 

71.020.1. 免許取得業者の徽章使用料 

理事会は、ロータリーの名称と徽章を無断の商業的使用から守ることを強

く支持する。事務総長は、RI への収入を最大限にする、RI の免許契約の

継続的遵守を確実にするために必要なあらゆるステップを取るよう求めら

れている（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1990 年 11 月理事会会合、決定 194 号  
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71.020.2. RI 徽章入り商品の販売に伴う徽章使用料に関する方針の見直し 

事務総長は、免許契約の年次目標値と予算を作成し、監視し、この分野で

の進捗を理事会に定期的に報告する（1998 年 6 月理事会会合、決定 348

号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 93 号、 pt. 1e、1996 年 11 月理事会会合、決定 69

号 

 

71.020.3. ロータリー徽章使用料のポリオプラス基金への振替 

ポリオプラス・キャンペーン推進商品の販売により国際ロータリーが受け

取る徽章使用料は、財団のポリオプラス基金に振り替えられる（1998 年

6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1987 年 6 月理事会会合、決定 49 号 

 

71.020.4. ロータリー徽章使用料のロータリー財団年次基金への振替 

第 4C 種免許の下での商品の販売により国際ロータリーが受け取る徽章使

用料は、ロータリー財団年次基金に振り替えられる（2007 年 2 月理事会

会合、決定 157 号）。 

 

出典：2007 年 2 月理事会会合、決定 157 号 

 

 

71.030. 出版物 

 

71.030.1. Rotary 誌の広告料 

理事会が「Rotary」誌の広告料を承認するものとする（1998 年 6 月理事

会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1993 年 10 月理事会会合、決定 108 号 

 

引照 
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51.010.5. 機関雑誌の広告に関する方針 
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第 72 条     危機管理および保険 

 

72.010. 危機管理 

72.020. RI 理事と役員のための賠償責任保険 

72.030. 職員の補償 

72.040. RI 旅行・医療 

72.050. RI の会議とプログラム 

72.060. クラブと地区の賠償責任保険 

 

 

72.010. 危機管理 

 

72.010.1. ロータリー研究会の危機管理の指針 

1. 招集者は、会議の施設やサービスを確保する契約その他の正式な取り

決めを結ぶ前に、けがまたはや傷害および他者の財産の損害に対する

補償および賠償に言及する部分について、法律顧問または保険顧問に

よる審査を受けるべきである。 

2. 私たちの行動に対して、RI からの補償を求める会場施設またはサービ

ス提供者からの要請は、慎重に審査するべきである。一つの懸念は、

RI または研究会参加者の不注意により会場の建物に物的損害があった

場合の RI の責任である。対策を講じていなければ、RI の賠償責任が数

百万ドルの費用につながる可能性がある。可能な場合、このような損

害に対する RI の責任は、契約上 500 万ドル以下の額に制限すべきであ

り、会場の保険業者は、代位権を放棄することに同意すべきである。

RI が会場使用料を支払っており、この料金から間接的に会場の保険が

支払われることを考慮すれば、これは理不尽なことではない。 

3. サービス提供者は、加入する保険の補償範囲についての証拠を提供す

るよう要求されるべきであり、理想的には、この要件が提供者との契

約に明記されるべきである。この慣行は米国では一般的であり、近年

、米国外でも広まりつつある。 
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4. また、この他にも巨額の損害リスクをもたらしうるのが交通分野であ

る。研究会の組織者は、可能な場合いつでも、交通サービスの提供者

から参加者が直接サービスを購入するようにすべきである。特定の研

究会でこれが不可能な場合は、補償規定および保険要件を含む正式な

契約がすべての交通サービス提供者と結ばれるようにする。さらに、

保険証書の提示を要請し、これを注意深く読むべきである。  

5. 研究会の組織者は、会場の経営者が要求する規則や運営手順を精査す

べきである。これらの規則はしばしば、当該国の法律に関する情報を

提供するものであり、研究会参加者に関係があるだけでなく、その施

設における安全と危機管理の「ベストプラクティス」を判断する優れ

た資料となる。研究会組織者が会場の規則を理解し、ロータリーが行

事中に危険をもたらさないようにするのが、ロータリーにとって得策

である。また、会場は、会場の要求事項を守らない組織に対し罰金や

違約金を課すことのできる場合があることにも留意すべきである。 

6. 研究会が開催国外に住む講演者または他の参加者の経費を負担する予

定がある場合、旅行医療保険および傷害保険について対処する必要が

ある。多くの標準的な医療保険プランは自国外で発生した費用に十分

に対応するものではなく、医療移送や本国送還の給付を含む保険プラ

ンは稀である。医療移送には、移動中の医療関係者の付き添いや自家

用機その他の特殊機器が必要となる場合があるため、数万ドルの費用

がかかる可能性がある 

（2002 年 6 月理事会会合、決定 273 号）。 

 

出典：1997 年 6 月理事会会合、決定 329 号。  

2002 年 6 月理事会会合、決定 273 号により改正 

 

72.010.2. 旅行の危機管理 

中央役員、次期中央役員、および RI 上級職員が、航空機または陸上交通

手段を使って団体で旅行する際は、複数のグループに分かれて旅行し、各

グループが別々に移動するものとする。会長および事務総長は、本組織へ
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のリスクを検討した上で、適宜本方針への例外を許可する権限がある（

1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1978 年 7 月理事会会合、決定 10 号。  

1997 年 11 月理事会会合、決定 191 号により改正 

 

 

72.020. RI 理事と役員のための賠償責任保険 

事務総長は、RI 中央役員の賠償責任保険を手配するものとする（2007 年

6 月理事会会合、決定 226 号）。 

 

出典：1983 年 3 月理事会会合、決定 222 号 

 

 

72.030. 職員の補償 

国際ロータリーまたはロータリー財団の役務を履行する上で、国際ロータ

リー理事会またはロータリー財団管理委員会の指示の下で行ったすべて行

為、あるいはそれ以外に、誠意をもって、国際ロータリーまたはロータリ

ー財団の最善の利益になる、または利益に反しないと合理的に信じられる

方法で行った決定について、国際ロータリーは現職および元職員を 1986

年イリノイ州一般的非営利財団法、または米国イリノイ州の採択する継承

法があればその法律により認められた限度まで補償するものとする（

2019 年 10 月理事会会合、決定 28 号）。 

 

出典：2019 年 10 月理事会会合、決定 28 号 

 

引照 

28.110. RI 理事と役員の補償 
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72.040. RI 旅行・医療 

 

72.040.1. RI が負担する旅行関連保険 

理事会は、RI の旅行者が利用できる旅行傷害保険について、RI の方策の

概要を作成した（1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1997 年 11 月理事会会合、決定 191 号 

 

72.040.2. 国際協議会のための旅行医療保険 

国際協議会の公式参加者に対し、RI、ロータリー財団、RIBI のいずれの

保険にも未加入の者には、RI が旅行医療保険を手配するものとする（

1998 年 6 月理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1996 年 11 月理事会会合、決定 112 号  

 

72.040.3. RI 理事のための旅行医療保険 

事務総長は、旅費を RI が負担する場合、理事および同伴するパートナー

の旅行医療保険を手配する権限がある（2020 年 1 月理事会会合、決定 85

号）。 

 

出典：1991 年 5 月理事会会合、決定 382 号。  

2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号により改正 

 

72.040.4. 元 RI 会長のための旅行医療保険の支払い 

現職のロータリー財団管理委員ではない元 RI 会長が RI の経費でロータリ

ー業務のために旅行する際は、RI が、理事および次期理事に提供される

ものと同様の補償内容の旅行医療保険を提供する（1998 年 6 月理事会会

合、決定 348 号）。 

 

出典：1997 年 6 月理事会会合、決定 402 号 
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72.050. RI の会議とプログラム 

 

72.050.1. ロータリー研究会のための保険 

国際ロータリーは、各研究会に十分な賠償責任保険補償を提供する。ただ

し、組織者またはその代理人の締結するすべての契約を RI が審査し承認

する機会があること、また、詳細な保険引受情報を RI と保険会社に適時

に提出する上で全面的な協力があることをその条件とする（1998 年 6 月

理事会会合、決定 348 号）。 

 

出典：1997 年 3 月理事会会合、決定 202 号 

 

 

72.060. クラブと地区の賠償責任保険 

 

72.060.1. 賠償責任保険への加入 

各クラブは、その地域に適切な、クラブ活動のための賠償責任保険に加入

するものとする（2000 年 11 月理事会会合、決定 178 号）。 

 

出典：2000 年 11 月理事会会合、決定 178 号 

 

72.060.2. 米国内のクラブの賠償責任保険プログラムへの参加の義務づけ 

1. RI は、一般賠償責任保険と、理事・役員による行為および雇用行為に

対する賠償責任保険に加入し（共に限度額は事務総長が適切であると

みなすものとする）、RI と米国ならびにその準州および保護領に所在

するクラブと地区を保護する。これらの地域のクラブはすべて当該プ

ログラムに参加しなければならない。  

2. 事務総長は、以下のリスク（ただしそれらに限らない）を含め、独特

の保険リスクを有するクラブと基礎補償あるいは超過補償の保険加入

によるプログラム参加を交渉する権限を持つものとする。 

• フルタイムの正職員  
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• 広大な不動産の所有  

• 上記の不動産での身体・精神障害者へのサービス提供 

3. この保険契約で補償される各クラブは、年に 1 度、その保険補償およ

び関連管理運営費の支払いに十分な金額の請求を受ける。各クラブに

対する請求額は、半期報告書に記される会員データに基づいて決めら

れる。事務総長は、これらの地域内の異なる場所に所在するクラブに

対し、独立の保険数理調査を基にした異なる額を請求しても構わない

。  

4. 事務総長は、保険契約を実施・管理する適切な方針と手順を作成する

。これには、クラブや地区に、その参加について知らせるメカニズム

も含まれる 

（2015 年 1 月理事会会合、決定 117 号）。 

 

出典：2000 年 11 月理事会会合、決定 178 号、2002 年 11 月理事会会合、決定 178 号。  

2001 年 2 月理事会会合、決定 282 号、2009 年 11 月理事会会合、決定 99 号、2015 年 1

月理事会会合、決定 117 号により改正 

 

引照 

41.010. インターアクターの旅行保険 

41.050.4. ロータリー青少年交換一般損害保険 

41.050.12. ロータリー青少年交換学生の旅行保険 
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